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序 文

わたくしたち氏現段階におけるわが国の労働者階級を単ーな機械制工業レペルの労働者層からな

っているというような単純な把握でなく、手工業やマニュファクチャ的分業労働を行っている労働者

を含め、幾つかの性格の異なった諸階層によって構成されているととらえ..こうした基本的観点にた

って工業労働力の形成過程を分析してきた。そしてこれまでに建設職人的労働者層、家具・建具産業

の労働者層、中小金属機械工業の労働者を対象とした技能労働力の形成過程に分析の焦点を当てた研

究を本施設研究報告書ならぴに、教育学部紀要に発表してきたが、本調査研究は戦後「合理化」の典

型業種であり、もっとも系統的・組織的な企業内教育が行われている鉄鋼業について、鉄鋼独占体に

属する製鉄所とその構内で請負業務に従事している社外企業（協力会社）、および系列企業たる単圧メ

ーカー・ニ次製品メーカーなどを調査対象として、鉄鋼業の産業「合理化」の全貌を把握し、戦後

日本資本主義の高蓄稲の過程のなかで本格的な展開をみた企業内教育が現代「合理化」の主要な方策

の一つとして如何なる役割を果してきたかを明らかにしようとしたものづある。

本調査研究は、 19 6 9年から道又助教授を中心に企画され同年夏から企業調査が始められたも

ので、当初の予定では 70年末までに調査を終え、 7 1年には報告書としてまとめる予定であった。

それがら調査受入れについての企業側との理解の喰違いによるトラプルならびに道叉助教授の健康上

の問題によって調査を一時中断せざるをえなくなった。そして 72年の夏以降、調査を再開し、かな

り困難な状況のなかで本工役付労働者ならびに一般労働者面接調査を中心に、社外企業労働者面接調

査を行ってきたのである。労働者の自宅訪問調査の中で、必ずしも企業にとっだ愉快でない話が出る

としても、それが労働者の真実の声であり、われわれとしても調査目的以外に企業秘密をさぐろうな

ど毛頭考えていないのだから、日本を代表する大企業として、いささか神経質すぎたのではないだろ

か。このような科学的・実証的な調査の積み上げが、わが国の社会科学の水準を高め、ひいてほ日本経

済の進展にも寄与することになると信じている。この点永い眼でみていただきたく、もっと寛容であ

って欲しかったと思っている。ともあれ、企業の全くの協力なしにはこれだけの調査研究すら不可能

で、その点、新日本製鉄株式会社、とりわけ室蘭製鉄所関係者や社外企業関係者の御協力に感謝しな

ければならない。また各種基礎資料についてお世話になった日本鉄鋼連盟ならぴに日本鉄鋼産業労働

組合連合会（鉄鋼労連）、さらには室蘭製鉄所関係の組合活動家をはじめこの調査に協力された多数

の方々に謝意を表したい。

なお、序論第四章にもふれられているように、道又助教授の健康が、当初予定していた第一部

「鉄鋼労働組合の右傾化と労資関係の安定化」の執筆を今すぐには許さない状況なので、止むをえず

この部分は「研究報告書』続刊に組み入れることとした。これらをあわせ検討いただき、御批判を給

われば幸いである。

1 9 7 4年 3月

北海道大学教育学部

産業教育計画研究施設長

原 正敏
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第一章 研究の目的と意図

この研究の目的ま、戦後日本資本主義の高蓄蹟過程のなかで本格的な展開をみせている企業内教育

が、資本の専制支配を強め労働強度の増大をめざす現代「合理化」の主要な方策のひとつとして、い

かなる役割を果しているか、を明らかにすることである。

わが国の企痴芍教育tむ長い間、子飼いの基幹工蓑成のため義務教育修了の新卒者に対して 2、3

年程度の教育訓練を行なう養成工教育が主力を占め、その他のものとしては戦前の産業「合理化」の

時期に一部の大企業にとり入れられた職長教育があったにすぎない。戦後になると、 19 5 0年ごろ

アメリカ占領軍の手によって、 TWI、MTP、COSなどの定型訓練手法が紹介され産業界に急速

に普及していったが、これはいずれも管理・監督者層およびトップマネジメントを受講対象としたも

のであり、一般従業員層が教育訓練から除外されているという状況は変らなかったo もっとも、上記

の定型訓練を受講した第一線監督者によって一般従業員層に対する職場レペルでの業務活動をつうじ

た教育、つまり OJTが行なわれるといったケースは皆無ではなかったけれども、系統的でなく数も

少なかったo企業内教育が以上の状態を脱皮して体系化され、新入社員、一般従業員層からトップ・

マネージメントにいたる企業内の全階層にわたって系統的な教育訓練が実施されるようになったのは、

1 9 6 0年代以降のことである。こうした企業内教育の再編・強化の背景には、戦後の高蓄積過程の

なかで進展した労働過程の技術的変革、それに対応した作業組織や管理組織の編成替えなど、戦後

「合理化」の全面的な展開がある。

ここて現代「合理化」についての一応の規定をしておくと、企業レベルにおける現代「合理化」と

は、以下のことを意味するoすなわち、労働手段体系の改良による工程の技術的変化、および作業組

織の改変による分業形態の変化などを主たる要因とする労働過程の再絹成と、これに対応した管理組

織＝労務統轄機楷の再編成、さらに出来るだけ企業サイドで実施に移すための労資関係の「安定化」

の実現等々がそれであるo労働過程の再編成をはじめとした一連の動きの狙いは、労働強度を高めて

より多くの利潤を手に入れることにある。けれども、利潤の増大が労働者からの労働力のより一層の

収奪を前提としてのみ可能となる資本主義生産のもとで、労資関係の「安定化」をはかるということ

は、労働組合をはじめとする自主的な労働者組織への資本の介入強化、職場における組合運動の圧殺、

「良識派」グルーブと名付けられる右糞的潮流の積極的な育成、そうして、こうした資本の工作の成

功による右粟的潮流の組合機関掌握といった事態の展開を意味する。したがって、現代「合理化」を

問題とするばあいには、労働手段の高度化を起点とした労働過程の再絹成が主たる規定要因であるこ

とを忘れてはならないが、それと同時に必要なのは、資本・賃労働関係の支配する社会では労働過程

がそれ自体としてではなく、価値増殖過程の手段として資本主義的生産過程に包摂された形で現われ

るという事態についての認識である。これは、資本主義的生産過程が労働過程と価値増殖過程という

対立物の統一であり、後者を目的とし、前者を手段とする歴史的に見れば転倒した、人間自身の労働

の疎外過程であることに由来するが、（＂ 後述するように、こうした矛盾構造についての正しい理解が

なければ、現代「合理化」のみならず、企業内教育のトークルな把握も不可能なのであゐ。

1 9 2 9年7月に開催されたコミソテルン執行委員会第 10回総会におけるクーシネソの報告は、

資本主義的「合理化」についての古典的な理論規定として今日でも有益であると思われるので、関連

部分だけを紹介しておこう。
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漬本主艇所合理化はこの言葉のもつ本来の意味では、労働力の搾取を強化するという一定

の体制(•システム）を基礎とする労働過程の再編成である。＜中略＞資本主義的合理化のもとで

は、機械学的な改良がおこなわれうる一ー事実、多くの場合それが存在する一ーが、この改良が

ないこともありうるo 資本主義的合理化につねにともなうもっとも本質的な特徴は、労働強化で

あるo労働の強化を目的として、コ‘ノベアが採用され、また（つねにそうだというわけではない

が）それにふさわしい労働用具の更新も可能なのであるo資本主義的合理化は、かくて本来の意

味では、コソベア・システム、またはこれと原理的に類似したシステム、つまり自動的な駆動と

労働強度統制のシステムによる労働過程の再編成によって、各個の労働者の最大限可能な労働強

化を達成することを目的とする圧迫体系を意味する。」

以上のようなクーシネン(f) 「合理化」についての本質規定は、 「もっとも本質的な特徴は、労働強

化である。」とする点で今日でも依然として有効であるし、また「コンベア・システム、またはこれ

と原理的に類似したシステム•…•••••による労働過程の再編成によって、各個の労働者の最大可能な労

働強化を達成することを目的とする圧迫体系を意味する」と述ぺている箇所も、コソペア・システム

をオートメーション・システムに置きかえると現代「合理化」にそのままあてはまる内容のものであ

る。

「合理化」の間題については後で再論することにして、つぎに企業内教育について若干の指摘をお

こなっておこう o 田口富久治教授は、 「史的唯物論の現代的課題」というシソボジウムにおいて、資

本主義社会における教育の機能について次のような見解を述べている。

「＜前略＞大ざっばには二つの測面を持ち、それの統一としてあると考えています。一つは労

働力の技術的な再生産にかかわる機能で、簡単にいえば、資本の要求する一定の董と質の知的水

準、教養、文化水準、技能等々をもった労働力を陶治し、再生産していくという機能ですo もう

一つは、教化というような言葉で呼ばれている、その体制に適応的な社会意識を持つ労働者を形

成していくという教育のイデオロギー機能です。この二つの側面が統一されて、特定の社会経済

体制の再生産が昧障されていくと考えられます。＜中略＞

階級社会における教育あるいは教育装置も、たとえば言語の教育・学習のように、それ自体と

しては階級的含意を含まない部分のあることは認めます。しかし、階級社会における教育の理念

は、すでに述べたような労働力の技術的陶治と支配階級に柔軟な体制的な意識の培雅にあると考

えるので、それは上部稲造に含めていいと思いますo もちろん、そのさい、たとえば、労働者階

級の政党がおこなう『政治教育』が、階級的には反対の含意を持っていることを認めたうえのこ

とですが、＜下略＞」（2) 。

また~島田豊教授氏 「労働の疎外と自己実現」をテーマとした論稿のなかで、戦莱技術教育に関

して次のような見解を表明されている。

「く前略＞労慟は疎外の形態をつうじて人頚史を発展させてきたのである。現代の科学・技衡

革命とその疎外の形態との矛盾の把握もまた、労働の対象化と疎外との同一性と区別の検討を必

要としているo＜中略＞

労働する人間がみずからの労働の目的を、問うことは、労働の対象化と疎外の矛盾をとらえる

ことである。それは、労働者にとっての労慟そのものの内的目的と資本によって強制される外的

目的との矛盾である。いいかえれば、それは、労働過程と価値増殖過程の矛盾である o労働の内
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的目的とは、労働過程そのものが、自然を形態変化させて人間にとって価値のある富を生産する

こと、その生産物の使用価値によ．って人間の生きる力そのものを発展させることであるo労働の

外的目的とは、剰余価値をうみだし、資本の蓄甜をもたらし、搾取されている生産者、したがっ

て疎外されている人間を再生産することであるo資本の立場からあたえられる労働の外的目的か

らいえば、使用価値は利潤率に従属しているのであって、その逆ではない。

しお知て．矧動する人間が•その労働の目的、内容、結果にたいして社会的責任をとろうと

することは、労働組合に二つの新しい課題を提起するだろう。その一つは、企業目的にもとづく

職務遂行能力とは区別された労働者自身の労働能力の全面的な発達の保障をかちとる課題である。

総合技術教育の実現をめざす職業技術教育闘争がさけがたくなる。＜中略＞どちらの課題につい

ても、運動の理論としては厳密な研究が必要であるが、課題そのものは、すでに現実の発展にと

って実践的に提起されている。これは『生きがい』論にはら、まれている歴史的な要求であり、労

慟する人間の立場から働きがいを発展させるたたかいの展望である。」 13)

以上．引用が多少長くなったけれども、教育を互いに異なる機能をもつ二つの側面の統一として把

える田口教授の見解、また労働過程と価値増殖過程の矛盾の発現のなかに職業技術教育闘争発生の不

可避性の根拠を求める島田教授の見解は、いずれも企業内教育を考えるばあいに、極めて示唆的であ

るo筆者もまた、 2、5年前から両教授の問題意識と接近した立場より、資本主義的生産過程が労働

過程と価値増殖過程の謹摘洩奇ーであるように、企業内教育は技術教育と精神教育の統→物であることを主張す

ることによって、 企業内教育を資本の手による精神教育やイデオロギー攻撃としてか把えない一面

的な見解に反対してきた015) たしかに、国鉄のマル生教育に見られるような、企業意識、労資協調、

産業民主主義などのイデオロギーを注入することによって労働者の洗脳をはかる精神教育は、ひとり

国鉄のみではなく、郵政、紙パ、化学、造船、金属、機械および鉄鋼など、総評傘下の産別単産が組

織されている各産業分野で盛んに行なわれ、その結果、一部でしま資本による丸抱え方式をとった御

用組合化、分裂攻昭による第二組合の育成など、資本の思惑どおりの事態も発生している。こうした

動きと併行して、職湯ではオートメーション化を頂点とした新挨術の禅入による単純作業の増加、旧

来の熟練の陳腐化が急速に進行している，このため、以上の事態を背景と．して、、「技術教育から精神

教育へ」という方向が現段階における企業内教育の特徴である、とする誤った見解が出されてきた016)

この種の見解にたいしては、すでに筆者のほか佐藤徹、佐々木享、大木一訓などの諸氏によって適切

な批判がなされているので、17) ここでは誰れからもまだふれられていないところの問題点だけを指摘

しておこう o誤った現状認識をもつ論者もOJTの重視が最近の企業内教育の新しい動きを示すもの

であることは、認識しているo ただ、これらの人びとは、 「企業内訓練はこれまでの生産技術習得を

目的としたものから、 OJTを中心とした『意識・精神教育』による単純労働に対しても主体的に貢

献する労働者の育成に重点がおかれるようになる」という具合t;:..OJTの主たる機能を精神教育とし

て把えているため、必然的に「技術教育から精神教育へ」といった誤った現状把握を行なう結果とな

ったのである。

ところで畜マルクスが指摘しているように、 「労働力の消費過程は、同時に商品の生産過程であり、

また剰余価値の生産過程である」（ば資本主哉生産の目的である剰余価値生産は、 「労働が整然と行な

われて生産手段が合目的に使用され」 19)、 「労働力はそれが使用される部門で支配的な乎均程度の技

能と熟練と敏返さをもって」 uo生産的に消費されることによってのみ実現されるのである。したがっ
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て、その消費自身が価値および剰余価値の源泉だという独自な使用価値をもつ商品としての労働力は、

直接的生産過程＝労働過程の技術的条件によって質的な規定を受ける。それゆえ、 OJTの主たる機

能は、労働過程の技術的条件によって要求される「平均程度の技能と熟練と敏速さ」をもつ労働力を

陶治する IIUことにおかれ、そのために技術・技能教育、職能教育が実施されることになる。 OJTが

労資協調や企業意識を強めるための精神教育的機能を果たしていることは、認めなければならないけ

れども、 OJTの主たる機能はあく迄も技術教育にあることを忘れてはならない。ォートメーション

化、フイード・バック化が進行して労働過程の再絹成が急展開している現段階において、技術教育の

存在と役割を無視することは、事実誤認も甚だしいといわなければならない。

また＇ 「技術教育から思想教育へ」という現状認識が誤りであることは、次のような事実からも立

証されるo 日産訓と日経連が行なった共同調査の結果報告書である『わが国企業内教育の現状』（ 1

9 7 0年 10月刊行）によると、 19 6 5年以降、’一貫して低下傾向を示しているのは、精神教育が

高い比重を占，めていると見られる「階層別集合教育」で、これにたいして精神教育の比重が低いと見

られる「職能別集合教育」の実施率は一貫して上昇傾向を示しているのである。また、問題の「OJ

T」は、 「自己啓発」とともに 65年から 70年にかけて急速な上昇傾向を示している。こうした

「OJT」の動きは、この間に進展した新技術の導入による労働過程のドラスチックな再編成と密接

な対応関係にあることは間違いないo 以上の事実を無視して、今日の企業内教育の動きを、 「技術教

育から精神教育へ」などと単純化してはならないのである。

島田教授が槌起している労働過程と価値増殖過程の矛盾から、総合技術教育の実現をめざす職業技

術教育闘争が不可避的に生じざるを得ない、という論点については、前述した現代「合理化」のとこ

ろでふれた労働過程と価値増殖過程という対立物の統一としての資本主義的生産過程のもつ矛盾構造

についての論理展開とともに、章を改めて検討することにしよう。そこで最後に確認しておきたいの

は、以上の説明からも明らかなように労働過程と価値増殖過程の矛盾こそ、現代「合理化」と企業内

教育との内的関連を解明する鎖の一環であること、したがって労働過程の側面を無視した分折手法は

一面的な考察に終らざるを得ないことなどである。

＜註＞
(1) マルクス『直接的生産過程の諸結果』国民文庫、 32~、33頁。

(2) 田口富久治他『特集史的唯物論の現代的課題」、『現代と思想』青木困店、 116.14、19 7 3年 12月、

1 1 0~1 1 1頁。

(3) 島田豊「現代人の疎外と自由」、『現代と思想』青木書店、 116.6、19 7 1年 12月、 46~、47頁。

(4) 道又健治郎「企業内教育の実態と能力主義管理」、『経済』 19 7 1年 8月号、 95,,...,9 7頁。

道又健治郎「企業内教育の現段階と特徴」、『経済』 19 7 3年3月号、 15 8,,...,1 5 9頁。

(5) 筆者としては不満の点もあるが、企業内教育をめぐる論点の一部を整理したものとして次の文献がある

松林和夫「職業技術教育をうける権利と企業内教育」、『法律時報』 19 7 3年 5月号および 6月号。

(6) 中川英司「企業内教育の本質としくみ」、『前術』 19 7 1年3月号。

茂木一之「戦後企業内教育訓練の変遷と現状」、『費金と社会偲障』 19 7 1年11月下旬号、 34頁。

全逓中央本部教育セソクー『企業内教育、それは本質的に労働者に対する思想攻撃である』 19 7 2年 7月。

(7) 佐藤徹「職業訓練と労働運動」、『労働 農民運動』 19 7 2年 6月号、 10 1頁。

この論刃た極めて優れたものである力＼この論文のもとになった誌上ツンボ Iにおいては、佐藤氏が労働省所

管の認定隙業訓練の伸び率だけを見て、中小企業の方が大企業よりも職業訓練が活発だ、と受けとられるような発
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言をしている箇所がある（『労働・農民運動』 19 7 1年 6月号）。もぢ論、この論文の中では、こうした誤りは

訂正されているが、参考のため指摘しておく。

林→り11頂礫暉教育闘争にかんする一つの覚書J1労働者教育協会編『労働者教育論』学習の友社 17 7頁。

(8) マルクス『資本論』第1部、邦訳、大月書店全集版、第23巻第 1分冊、 23 0頁。

(9) 同上、 24 3頁。

俯同上、 25 7頁。

01) 労働力の陶治という概念は、単に技術•技能教育や技術習得を意味する狭いものではなく、山田盛太郎教授が

『日塙仔本主義分析』の効べで用いているように、そうした技術習得をも含む資本主義的生産過程そのものによる陶治

をつうじて資本主義的生産様式を打破する担い手たる労働者階級を資本の意図に反してつくり出さざるを得ないし、

つくり出すであろうという歴史的変革の主体形成にかかわる広い意味をも含んだものである．マルクスの弁証法的

な論理展開を示す事例として注目したい。こうした論理展開の典型的なものほ、『資本論』第1部第 7篇第24章

第7節「資本主義的蓄積の歴史的傾向」であるう。また、山田盛太郎教授の『分折』について見れば、次のとおり

である。

「生産機構→樺那棉即：労働力を陶治する」（『分折』 13 5頁）。 「かくの如き統轄と労役との下で、機構ほ

労働力を陶治する」（同 15 0頁）． 「日本型合理化の進行とプロレクリアートの客観的必至。地域的産業部門的、

作業工程の統合＝聯繋とによって労働力群の序列＝陶治＝集成の統合が客観的せられ、このことによって、プロレ

クリアートの客観的必至が興えられるa 日本型合理化の進行は、この必至を一層純粋の形態において呈示する」

（同 17 2頁）。 「かくの如き序列に規定せられ、諸々の労働力群における陶冶＝集成は、必然的に、孤立的、分

散的、局部的のものから統一的、密集的、全局的のものへと展開し、妓に、プロレクリアートがプロレタリアート

としての基本型列と基本線とにつくものとなる」（同上16 0頁）。 「かくの如き特徴的な旋盤工は、労働力群絹

制の枢軸としての、規定的な地位において、最もよく透視の利くものとして現われる．妓に所謂る透視とは、く：中

略＞生産過程総機描の客視法則によって典えられる所のその頑剛な、労慟力群の枢軸としての、規定的な存在その

ものが、諸々の労働力群の序列＝陶冶＝集成を総体としての基本的展望に向けさ七る規定点＝必然性となると云う

客観的なるそれの謂いである」（同 15 7頁）。 『分折』には、労働力の陶冶という言葉は、まだ多くの箇所で使

われているが、省略したい。

第二章 研究の対象と対象業種の動向

第1節研究の対象

本研究では、銑鏑ト貫メーカーといわれる鉄鋼独占体に属する製鉄所と、その楷内で請負業務に従

事する「協力会社」と呼ばれる社外企菜、さらに系列企菜として鉄銅独占体の製鉄所から原材料供給、

資本参加、あるいは役員派遣を受けている電炉、単圧および二次製品メーカーなどを調査対象としたo

こうしたやり方を採用したのは、鉄鋼独占体の製鉄所と、その傘下にある各種の系列、下請企菜群を

調査対象とすることによって、鉄鋼独占体を頂点とするコンツニルン的な独占支配の構造を分折しな

ければ、鉄鋼業の産業「合理化」についてのトークルな把握を行なうことは出来ないと考えたからで

あるo というのは、鉄鋼独占体の行なう「合理化」は、自己の製鉄所を含む経営組織自体の「合理化」

の進展として現われるばかりではなく、必然的に自己の支配する傘下の各種系列企業群に「体質改善」

あるいは「再編成」を強要するところの「合理化」の推進として視われざるを得ないからであるoか

くて、鉄鋼独占体の「合理化」は、労働強度の増大をはかり最大限利潤の追求を目的とした、鉄鋼独

占体を頂点とし社外企業群を裾野とするピラミッド型のコンツニルン的独占支配構造の再絹・強化、

すなわち独占企業から系列中小企莱、社外企菜群にいたる産莱「合理化」の全面展開として把握され

なければならない。したがって、調査技術上の制約もあって、八幡、富士の大型合併の影響を受けて
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「再編成」の動きが活発な特殊鋼メーカーを今回の調査対象から除外したことは、特殊鋼メーカーが

業界のなかで占める比重の高さ、あるいは特殊鋼関係労組が鉄鋼労働運動のなかで果している役割の大き

さからいって、かなり大きな制約を研究面に及ぽすことになった。こうした欠陥があるにせよ、独占

体を頂点とするコンツニルン的独占支配楷造についてのトークルな分折をつうじて、産業「合理化」

とその一環としての企業内教育の全貌を明らかにしようとする今回の研究の試み自体は、戦後数多く

なされた実証研究と比べて見てもユニークな意味をもつと考えている。

ここて鉄鋼業を調査対象として選定した主たる理由について一言すれば、戦後日本資本主義の高蓄

旅および生産力上昇の過程を主導したという意味で戦後「合理化」の典型業種であること、また 60 

年代以降の「合理化」の展開過程のなかで次第に明確化した労働運動の基調転換(I)によって資本・賃

労慟間の力関係が質的に変化したという意味で労資関係の「安定化」が実現した典型業種であること、

さらに以上の諸条件に規定されてわが国において最も系統的、組織的な企業内教育が行なわれてい

るのは鉄鋼業、なかでも鉄鋼独占体であること、などがあげられよう。

なお。調査対象のなかでも決定的な比重を占める鉄鋼独占体の製鉄所の生産工程の概要について説

明を加えておくと、まず、熔鉱炉を主要な労働手段として銑鉄をつくる製銑工程からはじまり、次に

混洗炉、転炉、電気炉などを主たる労働手段とじて銑鉄を精錬して鋼塊をつくる製鋼工程がこれに続

き、そうして各種の圧延機を主要な労働手段として赤熱状態にある鋼塊を加工して種々の鋼材をつく

る圧延工程においてプルーム、ビレットなどの半成品および棒鋼や厚板、薄板、線材、形鋼などの最

終製品が作り出される。このうち製銑および製鋼の二工程は、炉内における労働対象の化学的変化が

中心となる装置工業的性格のものであるのにたいして、圧延工程は労働対象の機械による加工が中心

となる機械工業的性格のものである。つまり、鉄鋼独占体の生産工程は、装置工業的工程と機械工業

的工程とが技術的に結合されているわけであり、このため鉄鋼独占体の製鉄所についての企業内教育

研究は、ラインの直接部門に限って見ても、装置工業と機械工業という異質な生産工程のもとでの労

慟が研究対象として包含されることになるo さらに、鉄鋼「合理化」の進展にともなって、本工業務

のかなりの部分が構内の社外企業に移管されつつある陸運、港湾、電気工事など間接部門の作業がこ

れに加わる。以上の点を考慮すると、鉄嬢独占体の製鉄所についての実証的研究は、その内包する労

働内容の多様性からしても、現段階において企業内教育の果している機能と役割および問題点をかな

りの程度洗い出せる性格のものと考えてよい。

第2節 対象業種の動向

ここで戦後日本独占資本主義の復活強化にとって、鉄鋼業の急激な発展が決定的な意義をもってい

たことについて若干の指摘を行なっておこう。この点について山田盛太郎教授は、次の如く述べてい

るoすなわち、 「＜前略＞第二次大戦を契機に、事情は一変し、国内的には地主制の解体、世界的規

模での植民地体制の崩壊、加うるに技術上での化繊の登場もあって、日本産業における繊維工業段階

は終焉を告げた。そこで、戦後日本では、直化学工業化が一つの至上命令となった」。(2)' 「戦後日本

経済の再建には、鉄鋼菜を軸とする重化学工業の描築が『一つの至上命令』としておかれていたo ま

ず、このことを銘記する必要がある」。 13) すなわち、 「＜前略＞鉄鋼生産における後進性をもつ日本

の戦後経済再建にあたって、こともあろうに、その鉄鋼業を主軸とする重化学工業の構築が一つの至

上命令となり、その構築が急速に推進されてきていることについては、それなりの経緯が存すること
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＜中略＞要言すれば、 l1)内発的必然性o 旧来の軍事的半封建的、日本資本主義体制の崩壊のうちから、

軽工業段階から重化学工莱段階への転換・再編のみが唯一の道として必然化されたこと0 (2)アメリ

カの対日政策の転換o 日本を、対ソ、対中の前進基地としてその直化学工業（潜在的軍事産業）臨化

の政策への転換、以上の二条の路線、即ち、日本独占資本の重化学工業化への内発的必至性と日本を

前進基地化せんとするアメリカ帝国主義の世界戦略との結合から、重化学工業化が『一箇の至上命令』

となったものである」。（4) このため、 「既に早く、終戦直後から、重化学工業の主軸としての鉄鋼業

の構築が、戦後日本資本主義再楠成の『カギ』ともなる内発的必至性として、それ以外に道のないも

のとして、現われていたことは、傾斜生産方式」(5) によっても明瞭である。

以上のべたように、戦後世界資本主義の全般的危機の第二段階へR移行にともなう諸矛盾の激化を

背景とした「内発的必然性」と「アメリカ帝国主義の対日政策の転換」の「二つの路線」にそって、

わが国の鉄鋼業ば、 19 5 1年を初年度とする第一次「合理化」計画の発足を契機として、政府の手

厚い癖護・育成のもとに新鋭技術および新式設備の本格的な尊入を開始したのである。池大な資金を

投入した設備の近代化と技術水準の上昇とによって、ゎが国の鉄鋼業は、戦前の後進性から脱脚した

ばかりでなく、国際レペルで見てもいちじるしい発展をみることになったo 第一次「合理化」•計画以

降における鉄鋼「合理化」の時期区分は、 5年きざみで四つの時期に分けることが出来るが、各時期

における設備投資額、粗高生産高および設備「合理化」の特徴については、表 1に示すとおりである。

これによっても明らかなように、設備近代化をはじめとした「合理化」投資によるて、ゎが国の鉄鋼

業は今日では世界最新鋭の施設・設備を有するばかりではなく、 72年時点においても時間当り賃金

はアメリカと比べると 4割強、西ドイツと比べても 7割弱にすぎない低賃金水準(6)にあるにもかかわ

らず、他方、労働生産性はアメリカと比べて 4剖高、西ドイツに比べて 6剖高という数字(7)で示され

る勤勉な低賃金熟練労働力が存在することに留意する必要があるo山田盛太郎教授は、前述した論稲

のなかで金属＝機械工業部門の労働力を二つの型に分け、未熟練・若年労働力を主体とする第二の型

に属する電機工業と自動車工業のクイブにたいして、第一の型に属する鉄鋼業と造船業のクイブは、

「何れも伝統のある本格的工業として旧段階に基礎を固めており、労働力の構成においても、熟練工

を中心とする本工の外に大癒の下請エ・臨時エ・社外工をもつ童層的な労働力絹成をと．っているもの」

（8)と規定されている。また、鍋島力也教授は、 「日本資本主義における『戦後重工業段階 (1 9 6 5 

~7  D)』」と題する最近の論稿の結びとして、次のような指摘を行なっている。

「かくの如き位置にある、日本資本主義における『戦後重化学工業段階 (1965~7□)』

の再生産楷造は、資本、土地所有、賃労働の序列による体制ではなく、世界的水準凌駕の生産力

にたつ鉄鋼を典型的代表とする資本＝軍事潜在的重化学工業独占、特殊低賃金労働、半プロ的零

細地片私的所有による特殊軍事潜在的・半ブロ的特質をもつ『国家』としてアメリカとの関連に

おいて再絹・創出されてきて、その地位が規定されるところに、その根本的特徴がある、と要約

されうる。」(9)

以上の要約について若干の説明を加えると、鍋島教授によると、欧米の鉄鋼労働者と日本のそれと

の生活条件、賃金水準の開差を規定しているものは殷業の横造的差異であり、日本のばあい、 55年

を起点として 6 0年代に進行した「自作晟的」零細地片私的所有の半プロ的零細地団迎勺所有への決定的

転換＝解体によって、 「国家」独占資本と半プロ的零細地片私的所有との間の特殊な矛盾が激化し、

そこに鉄鋼業の特殊低賃金労働、年功序列賃金体系のもとにある本工労働者群をも包摂する低賃金長
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時間労働が必然化する要因がある、とされるのである。

表 1 戦後鉄鋼業における「合理化」の進展状況

設備投資額 年度 祖鋼生産高 各合理化の特徴

第1次合理化 億円 万t 0投資の重点が圧延部門におかれた。

（昭和26 1.282 30 979 0既存高炉の復旧巻き替え。

~3  0) 0平戸の大型化と酸素製鋼法に伴う酸素設備の新設。

0製鉄設備の新設工事が主体を占めた。

第 2次合理化 0平炉メーカの銑鋼一貫体制の確立（川崎製鉄、住

（昭和 31 6,255 35 2,316 友金属、神戸製鋼）。

~3  5) oLD転炉の導入。

0全般的な設備の大型化、連続化。

0世界のトツプ水準を行く設備規模の巨大化。

第3次合理化 0新鋭一貫製鉄所の建設（和歌山、堺、名古屋、福

（昭和36 1 0.138 40 4,130 山、水島）。

~4  0) 0平炉からのLD転炉化への促進。

0連続鋳造の開始。

0全般的な自動化。連続化、高速化の促進。

4 1年度以降 0飛躍的な大型新鋭製鉄所計画（君津、加古川、鹿

の合理化 37,748 47 1 0,2 9 7 島、大分）。

（昭和 41 0設備規模、投資規模の巨大化。

~4  7) 0完全転炉化および連続鋳造化の促進。

0受注、生産、出荷管理の全面的コソビュータ化。

注 4 7年度は計画額．

とも角、鋏鵜虫占資本は、以上のような自己にとって有利な諸条件をフルに利用するとともに、他

方では作業長制度、職能的費格制度R那入などをはじめとした労務統轄機楷の再編・強化、労働貴族

層の育成による御用組合化などR諸方策をつうじて、資本の専制支配の強化をはかり、着々と「合理

化」を推進してきたのである。こうした経過のなかで、わが国鉄鋼業の粗鋼生産高は、早くも 19 5 

5年には戦前における最高水準であった43年の 76 5万トンという実績を上回ったばかりではなく、

5 9年にはフランスを、 61年にはイギリスを、そうして 64年には西ドイツを完全に追い抜き、ア

メリカ、ソ連に次いで世界第 5位R鉄鋼正国となるに至ったo過去 1 D年間における主要国の粗鋼生

産の推移を見ると、図 1(/.)とおりである。この図のなかでは示されていないけれども、不況から脱却

した 73年におけるわが国の粗鋼生産高は、 1億 1千万トンの大台に達したと推定されている。また、

設備近代化の指標として、大型高炉の設立状況について見ると、 73年 11月現在、フランスが第 2位、

西独が第 6位にある他は、年産 4 D D万トシの能力をもつ日本鋼管福山の第 5高炉をはじめとして

上位 8基までをわが国が独占しており、高蓄租過程をつうじて展開された企業間競争によって、製銑

基盤の欠除といわれた戦前段階R檄造を完全に脱皮したことを物語っているo また、製鋼工程に技術

的変革をもたらしたLD転炉の設置状況を見ると、ゎが国は普及率、転炉鋼生産蘊および生産比率の
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いずれをとっても世界第 1位の地位を占めており、転炉と並ぶ新鋭の製鋼技術である連続鋳造機の設

置数では、ソ連に次ぎアメリカと並んでいるo さらに、圧延工程変革の起動力となったストリッブミ

ルの設置状況について見ると、わが国はアメリカに次いで世界第 2位となっている。このほか、コン

ピュークー・コソトロールについても世界のトップレベルにある0 7 2歴年における世界鉄鋼業界の

上位10社について見ると、新日鉄が売上高ではアメリカのUSスチールに次いで世界第 2位、粗鋼

生産高では世界第 1位となっている。そのほか売上高では、日本鋼管が第 6位、住友金属が第 8位を

占め、また粗鋼生産高では、日本鋼管が第 5位、住友金属が第 8位、そうして川崎製鉄が第 7位に入

っている。国内の他企業との比較でも、新日鉄は売上高では第 1位、資本金では東京電力に次いで第

2位、従業員数では日立製作所に次いで第 2位にある。こうして、戦前の軽工業優位R段階から戦後

重工業段階への転換に際してブロモークーの役を演じた鉄鋼独占体が、名実ともにワールド・ニンク

ーブライズとしての力を背景として、復活したわが独占資本のなかで中枢的地位を占めているのは至

極当然のことであるといってよい。

本研究では主として戦後鉄鋼業の「合理化」のうち盤的「合理化」から質的「合理化」への大幅

な転換をとげたといわれる 6 0年代以降の「合理化」とのかかわりあいで、企業内教育の実態を検討

することにしたい。

図 1 主要国の粗鋼生産の推移
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＜注＞

(1) 鉄鋼労連『鉄鋼労働運動史』第5篇「鉄銅労連の新しい歩み」第 3章頃埠りの転換」、 71年3月。

(2) 山田盛太郎「戦後再生構造の基礎過程」龍谷大学社会科学研究所『社会科学研究年報』第3号、 19 7 2 

年3月、 81頁。

(3) 同上 8 3頁。

(4) 同上 8 5頁。

(5) 同上 8 5頁。

(6) 鉄鋼労連『鉄鋼労働ハソドプック』 19 7 3年版、 19 7 3年12月、 45 8~‘4 6 5頁。

アメリカとの比較ま全労慟者、西ドイツとの比較は男子労働者について行なった。なお、山田盛太郎教授

は前述した論稿のなかで、 「＜前略＞本工と下請工などとの間の賃金の格差が甚だしく、本工の高賃金は、

下諮工の低賃金の犠性として成立するといえる．日本において、従業者一人当り賃金水準の最も高い部門は、

鉄鋼業、造船業、化学肥料業であることの秘密がここに横たわる。」 (93頁）と述ぺておられるけれども、

工業統計を加工して宜出されたデークーのみによって鉄鋼独占体「本工の高賃金」を断定されることには疑

問がある。

『鍛彫樺枷ヽ ンドプック』 73年版には、 『毎月勤労統計』を用いて乎均年令、乎均勤続、年閻トークル

賃金、臨時給与額、基準内賃金、定期給与などのデークを産業中分類別に笠出し製鉄業および製銅圧延業と

他業種とを比較した規模1,0 0 0人以上の生産労働者男子賃金の統計表とともに、民間代表企業を対象とし

た73年春闘後の生産労働者男子高卒標準者の所定賃金および73年夏期一時金についての年令別ポイソト

賃金を算出した統計資料が収録されている。これらの資料によると、鉄鋼独占体の「本工の高賃金」を証明

することが出来ないばかりでなく、 35オ以上の中高年令層ではかえって他業種に比ぺて相対的に低い水準

にあることがわかるのである。この点に関しては、山田シューレの逸才鍋島力也教授が最近発表された後述

する論稿のなかで指摘されているように、 「このような鉄鋼労働者の総体としての生活条件を直接的に特徴

づけるものは、第1に、本工との賊然とした身分的区別（本工・社員とそれ以外）のもとにおかれた社外エ

における、本工との問にある単位時間当り賃金の断層的格差に基づく、長時間＝低賃金労働の相互規定の枠

であり、第 2に、このような社外工との身分的断層的格差の上にたつ本工の賃金労働総体における、低賃金

の別様の現象形態に他ならない年功序列的賃金体系のもとでの、長時間＝低賃金労働の相互規定の枠である」

と評価するのが、より厳密であり正当であると思われる。以上の点について山田盛太郎教授は、鍋島力也教

授の「出藍の脊れ」を卒直に認めるぺきであるう。

(7) 同上ハソドプツク、 44 6頁所収の資料により坑出。

(8) 山田盛太郎上掲論文 9 3頁。

(9) 鍋島力也「日本資本主義における『戦後重化学工業段階（ 19 6 5....,7 D)』」 『地制度史学』第 60号、

1 9 7 3年 7月。

第三章 研究の課題と仮設

第1節 資本主義的生産様式と技術進歩

今回の研究において解明したいと考えている研究課題についての具体的な説明に入る前に、 「合理

化」と密接なつながりをもつ資本主義的生産様式のもとにおける技術進歩の問題について、多少ふれ

ておきたいo 周知のように、マルクスは、この間題について『資本論』第 1部第 4篇「相対的剰余価

値の生産」のとこるで詳細な分折を行なっている。そこで彼が明らかにしているのは、生産手段、な

かでも労働手段の改良にともなう生産力の向上につれて、協業の発展、労働の社会化の進展、そうし

て社会的労慟過程の展開が見られる一方、他方ではそれ•らとその資本主義的外皮とのあいだの矛盾が
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激化してくるという事実である。当面の技術進歩にかかわる問題についてだけ云えぼ、 「労働日の長さ

だけを問題とする」絶対的剰余価値生産と異なって、 「相対的剰余価値生産は、労働の技術的諸過程

と社会的諸絹成とを徹底的に変革する」(I) ことを、単純協業、マニュフアクチュア、機械制大工業と

続く歴史の流れのなかで追究しているわけであるが、その具体的内容に関しては研究課題検討の際に

ふれることにしよう oただ、ここで注意しておきたいのは、技術進歩をば「労働の技術的諸過程と社

会的諸絹成」との徹底的変革というように、 「社会的諸絹成」の変革との関連で押えていることであ

る。また、 『資本論』では、第 5編第 14章「絶対的涵よび相対的剰余価値」のなかでごく簡単にし

か述べられていない資本のもとへの労働の形式的包摂と実質的包摂R問題が、 『直接的生産過程の諸

結果』においては、 「絶対的剰余価値の生産が資本のもとへの労働R形式的包摂の物質的表現と見な

され得るならば、相対的剰余価値の生産は、資本のもとへの労働の物質的表現と見なされ得る」とす

る見地から、マルクスによって詳細な検討が加えられているo 関係部分R一部を紹介すると、次のと

おりである。

「資本のもとへの労働の実質的包摂とともに、生産様式そのものにおける、労働の生産性にお

ける、そして賢本家と労働者の•関係における完全な（しかも不断に繰り返す）革命が生ずる。
資本のもとへ〇矧動の実質的包摂のもとでは、＜中略＞労働過程そのものにおけるすべての変......... 

化が現われてくるo労働の社会的生産力が発展させられ、大規模な労働とともに直接的生産への... 
科学や機械の応用が行なわれる。一方では、今では独自な生産様式として形成されている資本主...... 
義的生産様式は、物質的生産の変化した姿をつくりだすo他方では、このような物質的な姿の変

化は、資本関係の発展の基礎をなし、したがって、資本関係R十分に発展した姿は、労働の一定

の発展程度に対応する」。13)

「協業や工場内の分業や機械の応用による、そして一般的に云えば、特定の目的のための自然．．． 
科学や力学や化学などの意識的応用への、すなわち技術学などの応用への、生産過程の転化によ......... 
る、そしてまた、これらのすぺてに対応する大規模な労働などによる、労働の社会的生産力、ま

たは直接に社公的た社桑ィしきんた（共同的な）労働の生産力（ただこのような社会化された労働....... 
だけが数学などのよ，うな人間の発展の一般的な所産を直接的生産過程に応用することができるの

であるが、他方ではまたこれらの科学の発展は物質的生産過程R一定R高さを前提とするもので．．．．．．．． 
ある）、このような、個々人の多かれ少なかれ孤立的な労働などに対比しての社会化された労働............... 
の生産力の発展、またそれとともに、社会的発展の一般的な所産である科学の直接的生産過程ヘ

る応角、これらはすべて点ふる産函ガとして現われ、労慟の生産力として現われず、＜中略＞個

々の労働者の生産力としても生産過程で結合された労働者の生産力としても現われないo資本関

係の一般のうちに内在する欺職は、今では、資本のもとへの労働R形式的包摂の場合にそうだっ

たよりも、またそうでありえたよりもはるかに発展するo 他方、ここでは資本主義的生産の歴史

的意義もまた、まさにこの直接的生産過程そのものの変化と労働の社会的生産力の発展とによっ

て、はじめて明確に（独自に）視われるのである」。(4)

以上のように、マルクスは、ここで労鋤の社会化、また人間の社会的発展の成果としての科学や機

械の直接的生産への意識的な応用、技術学の応用への労働過程の転化などによって労働の社会的生産...... 
力が発展するとともに、他方ではこれに対応して資本・賃労慟関係が発展する結果、労働の生産力が...... 
そのもの自体としてでなく資本の生産力として視われるという神秘的な形をとること、そうして独自
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に歴史的な資本主義的生産様式が技術的な意味でも出現してくるのは、社会的生産力の一定の発展

段階を前提としてであることを指摘しているのである。この「資本主義的生産様式の科学的な分折」(5)

は、『資本論』第 3部第 7編 51章「分配関係と生産関係」において多面的になされている。

vーニンの労作『ロシアにおける資本主義の発展』は、自由主義的ナロードニキを思想的に粉砕す

ることを目的として書かれたものであるが、彼は、その第 7章．「機械制大工業の発展」のなかで、技

術を指標として工業における資本主義の発展の三段階についてきわめて適切な特徴づけを行なってい

るので、紹介しておこう。

『さきにあ哨ユ遵め三つの基本形態（小商品生産、マニュフアクチュア、機械制大工業の三

つを指すー引用者）は、なによりもまず、技術楷造の相違によって区別される o小商品生産は、

太古からほとんど不変のままであった、まったく原始的な手工的技術を特徴としているo 営業者

ほ依然として農民であった。彼らは原料の加工方法を伝統によって踏襲している。マニュフアク

チュアは、分業をもちこむが、この分業は、技術的な変革をもたらし、農民を職人に、 「部分労

働者」に転化さ社る。しかし、手工的生産は依然としそ存続している。そしてそれを土台として

いるかぎり、不可避的に、生産様式の進歩は非常に緩慢なことを特徴とするo分業は自然発生的

に作りあげられ、農民の仕事と同じように、伝統によって踏襲されるo機械制大工業だけが根本

的な変化をもたらし、手工的技巧を投げすてて、生産を新しい合理的な原理にもとづいて改造し、

いろいろの科学を生産に組織的に応用する。

＜中略＞

技術構造の相違と閑連して、われわれは資本主義の種々なる発展段階をみる。小商品生産とマ

ニュフアクチュアとは小企業経営の支配ということを特徴としており、そして、このなかからわ

ずかに少数の大企業経営が分離してくるだけであるo機械制大工業は、終局的に小企業経営を駆

遂する。＜中略＞機械は、周知のように、労働日の法外な延長に大きな刺激をあたえるo婦人と

子供が生産にひきいられるo失業者の予備軍が形成される（また工場制生産の諸条件からして形

成されないわけにはいかない）等々o しかし、工場によって巨大な規模で行なわれる労慟の社会

化と、工場で働く住民の感情および覗念の改造（とくに、家父長制的および小プルジョア的な伝

統の破壊）とは、反動をよびおこすo機械制大工業は、それ以前とはちがって計画に則した生産の

規則と生産にたいする社会的統制とを、緊切に要求する（この傾向の現れの一つは工場立法であ

る）。

生産の祖各をかぃのは、資本主義の種々の発展段階で変化する。＜中略＞機械制大工業の発展

は、飛躍によるほかには、また繁栄の時期と恐慌の時期との周期的交代によるよりほかには、す

すむことができないo＜中略＞

機械御次工業をそれ以前のエ孵杉態から区別する上述の諸特徴は、労働の社会化という言葉で要

約することができるo実際に、巨大な国民的および国際的市場のための生産も、原料および補助

原料の購入にかんして行われる国内の種々の地方との、またいるいろの国との商業的つながりの

発展も、巨大な孜術進歩も、巨大企業による生産と人口との集旅も、家父長制的生活様式の古び

た伝統の破壊も、人口の移動性の創造も、働き手の欲望水準や発展水準の向上も一すべてこれ

らのことほ、国の生産を、またそれとともに生産の参加者を、ますます社会化していくこの資本

主義的過程の要素なのである」。(6)
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レーニ‘ノ氏このように工業における資本主義発展の三段階に関してそれぞれの段階のもつ特徴を

見事に描きだすとともに、機械制大工業だけが「科学を生産に組織的に応用する」ことによって、ま

た「計画に則した生産の規制と生産にたいする社会的統制とを、緊切に要求する」ことによって、

「労慟の社会化］を進展させ、 「巨大な技術進歩」をはじめ「巨大企業による生産と人口との集散」、

「人口の移動性の創造」、 「働き手の欲望水準や発展水準の向上」等々を実現させることを明らかに

している。マルクスが『資本論』第 1部第 7篇24章第 7節「資本主義的蓄棟R歴史的傾向」におい

て、 「否定」、 「否定の否定」という弁証法的な論理展開で「資本主義的私有の最期を告げる鍾が鳴

るo収奪者が収奪される。」 17) という社会革命到来の事態を予言したとき、彼の用いた中心概念の一

つは、 「労働の社会化」（ Die Vergesellschaftung der Arbeit)であったo上記

の引用文の前にマルクスは、 「資本独占は、それとともに開花しそれのもとで開花したこの生産様式...... 
の捏桔となるo生産手段の集中も労働の社会化も、それがその資本主義的な外皮とは調和できなくな

る一点に到達する。そこで外皮は爆破される。（傍点は引用者）」18) と述べているのである。すなわ

ち、マルクスは、 「生産手段の集中」と「労働の社会化」という二つの概念によって、独自に資本主

義的な社会的生産力の発展を表現するとともに、他方ではそうした社会的生産力が資本主義的私有を

のりこえるまで成長したことをも示しているわけであるo 『資本論』の上記の個所は、ニンゲルスに

よって．『反デューリング論』第 1篇13 「弁証法o否定の否定」のなかで用いられ、l9l 「デューリン

グ氏のような極端な形面上学者」［゜ すなわち「その大ぽらのかげになにひとつ、まったくなにひと

つもちあわせていないこの人間」uuが行ったマルクス攻撃にたいして徹底的に反批判したのである。

しかし、 「労慟の社会化」という概念のもつ重要性を認識して、これを全面的にとり上げたのは、

レーニンであった。レーニンは、革命運動にとって有害な堕落した自由主義的ナロードニキ批判のた

めに、 『ロシャにおける資本主義の発展』の前にも、 『いわゆる市場問題について』、U2 『「人民の

友」とはなにか』、03 『社会民主党網領草案解説』!° 『経済学的ロマソ主義の特徴によせて』 09 な

どの一連の論文のなかで、 「労働の社会化」についてふれているo とくに、 『「人民の友」とはなに

か』においては、 「労働の社会化」のもつ稲極的な意義についてかなり克明に分折しているo けれど

も、レーニンが「労働の社会化」の理論展開についてもっとも力を注いだのは、なんといっても『ロ

シャにおける資本主義の発展』であったといってよい。U° 上記の引用文にもあるように、レーニソは、

「機概制大工業をそれ以前の工業形態から区別する上述の諸特徴は、労働の社会化という言葉で要約

することができる。」と述べているが、またつぎのような指摘も行なっている。

「資本主義の進歩的な歴史的役割は、二つの簡単な命題に要約することができるo社会的労働

の生産力の向上とこの労働の社会化とが、それである。しかし、これらの二つの事実は、国民経

済の種々の部門できわめて多様な過程のうちに現れる。

社会的労慟吐ヒ産力の発展は、機械制大工業の時代に初めてまったくはっきり観察されるo資

本主義のこの最高の段階以前には、手工的生産と、純粋に自然発生的に、かつ、きゎめて徐々に

進歩してきた原始的技術とが、まだ保存されていたo

＜中略＞
資本主義による社会的生産力の発展の他の特殊曲江生産手段（生産的消費）の増大が個人的消費の

増大をはるかにひきはなすことにある。＜中略＞この特殊性は資本主義社会における生産物の実

現の一般的法則からでてくるものであり、そしてこの社会の献対的な本性に完全に照応している。
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＜中略＞

資本主義による労働の社会化は、つぎの過程のうちに現れる。＜下略＞」。

これに直ぐ続きレーニソは、 「労働の社会化」を本格的に論じ、そこで七つの特徴をあげている。

しかし周知のように「労働の社会化」については、山口正之教授や富沢賢治教授などの人びとによっ

て精力的な研究が最近なされているので、それらの研究に譲ることにしたい。ただ、ここで留意して

おきたいのは、マルクスやレーニソにとって「労働の社会化」とは、 「巨大な技術進歩」の実現をは

じめとした「資本主義の進歩的な歴史的役割」を示す命題であり、 「機械制大工業をそれ以前の工業

形態から区別する」特徴であるとともに、体制変革のための主体的契機を意味する概念でもあったこ

とである。このことは、前述したようにマルクスが『資本論』第 1部第 7篇第 24章第 7節「資本主

義的蓄戟の歴史的傾向」のなかで「労働の社会化」を社会革命の到来を必然化する社会構成体の移行

を示す概念として用いていることによっても立証できるが、レーニンはさらに「労働の社会化」を基

礎として創出されるブロレクリアートの結合と階級的成長のプロセスを明らかにしたのである。それ

は、同時に若き日のマルクスが『経済学・哲学草稿』のなかで解明し提起した、人間が必然的に直面

するところの「疎外された労働」を止揚して人間を解放する社会革命実現のブロセスを明らかにする

ことであり、また、それによって人間的本質の全面的発達への道を具体化することであった。

ところで資本お義的生産様式のもとでの技術進歩に関連するレーニンの著作のなかで無視できない

のは、 『ロシアにおける資本主義の発展』から 10数年後に発表された『帝国主義論』であるo 周知

のように、この著作のなかでレーニンは、 「熟練労働力は独占され、優秀な技師は雇いきられ、交通

路と交通・機関＜中略＞はおさえられるo資本主義はその帝国主義的段階で、生産の全面的な社会化と

びたりと接近する。それは、いわば、資本家たちを、彼らの意志と意識とに反して、競争の完全な自

由から完全な社会化への過渡的な、ある新しい社会秩序にひきずりこむ。」 08 と述べている。 「工業

の巨大な発達とますます大規模な企業への生産の集中の驚くほどの過程」 119 が進行するとともに、資

本のもとへの労働の実質的包摂もまた進展する。そうして、レーニンが指摘しているとおり、クラフ

ト・ユニオンによる徒弟制度規制の伝統が長く続いたイギリスにおいてさえ、 19世記末から 20世

紀初頭にかけて見られた独占形成の動きに対応して、それまで徒弟養成を行なう親方労働者＝熟練労

働者の手をとおしていた、いわゆる、二重雇用＝間接雇用の形態から資本の手による労働者の直接雇

用形態への転換が生じ、 「今や養成の全制度従って熟練・半熟練の労働力の供給は資本の下に包摂さ

れるに到った」゜。のである。こうして資本の手による、とくに独占資本の手による企業内教育訓練が

主流となり、このため「熟練労働力は独占される」ことになった。

もっとも、イギリス製鉄業の労務管理に関する最近の研究成果によれば、早くも 19世紀中葉に、

熟練労働者を中核とする作業組織や二重雇用関係のもとでも、一方では数人程度の労動者を犀用する

熟練エが存在するとともに、他方では全工程を統轄する現場監督 (Agent9Foreman of P-

udlers)が存在していた。そうして、現場監督は、熟練工にたいして監督上の指針を強制したば

かりでなく、ばあいによっては不熟練工を解雇する権限も持っていたといわれる。つまり、直接屑用

か否かにかかわらず服務規制を課し、それによって全工程を統轄していたのである。au また、レーニ

ンによって、ドイツとともに「発展速度と生産における資本主義的独占体の普及の程度との点で先進

資本主義国」a’ であるとされたアメリカでも、独占資本成立期に入ってから旧熟練樅造が解体して熟

練工の企業内養成が進展した結果、クラフト・ユニオンの握っていた労働市場規制機能が減退すると
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ともに、独占資本による労働市場規制機能の強化、とくに熟練労働力の独占化傾向の強化が次第に明

確となってきた。C3

以上、資本主義的生産様式のもとにおける技術進歩が、労働手段体系の改善および労働の社会化な

どを背景とした社会的生産力の発展、とくに機械制大工業＠出現を契機にした、科学と技箭学との意

識的な応用への労働過程の転化による社会的生産力の飛躍的な発展として現われざるを得ないという

独自に歴史的なメカニズムについて検討を加えてきたo 資本主義的技術進歩を推進する重要な要因と

して企業内教育があるが、資本主義が独占段階への移行を開始した 19世記末から 2 0世紀初頭にか

けて、資本のもとへの労働の実質的包摂がいっそう深まるなかで資本・賃労働関係が変化し、独占的

大企業を中心として労働力の技箭的精神的な陶冶を目的とした企業内教育が登場する。そうして、こ

れによって、熟練・半熟練労働力を大企業の手もとに独占する傾向が強まることを明らかにしたo こ

うした良質労働力の独占化は、他方における巨大な資本蓄蹟を基盤とした独占体の確立それ自体が実

現の条件を生み出したところの、大規模な設備投資による労働過程の技箭的変革と結びつくことによ

って、独占資本主義のもとにおける技術進歩の促進、社会的生産力の増大に大いに貢献したことを見

のがしてはならないだろう。

ところで、マルクスは、機械制大工業の発展過程を機械→機械体系→機械の自動体系という流れと

して把えていたo発達した機械装置は、原動機、伝蒔機構、作業機という本質の異なる三つの部分に

よって構成される。そのなかで決定的な役割を演ずるのは作業機である。機械制大工業のもとでは多

数の機械による協業形態をとるため、多数の同種の作業機の単純協業体制、あるいは多数の異種の作

業機による分業にもとづくマニュ的協業体制という二つの形態の機械体系が出現する。そうして、こ

の機械体系に自動発動機が禅入されたとき、機械体系は機械の自動体系に発展するのである。その完

成した形態が機械をつくる自動機械装置であることは、周知のとおりである。

以上のような機械D発達が価値増殖・資本蓄禎の規模拡大と結びついて展開することは、いうまで

もないoけれども、本節のはじめに引用したマルクスの指摘のように、同時に機械の発達の基礎をな

す労働手段体系の改善に対応して社会的編成、労働力絹成もまた絶えず絹成替えされることも把握し

ておかなければならない。こうした絹成替えの具体的内容については、次節以下でとり上げることに

しよう oただ、ここで指摘しておきたいことは技術進歩と産業「合理化」との対応関係であるo第一

次世界大戦後、世界資本主義が全般的危機の段階に突入するという情勢変化のなかで、 19 2 0年代

にテイラー・システム、フォード・システム、あるいは人間関係論など、生産技術のみでなく、経営

技術・管埋技術をも含めた各種の新しく開発された技法を披極的に蒔入する産業「合理化」運動が、

ドイツを皮切りに展開された結果、クーシネソの指摘したコソベアシステムによる流れ作業方式の採

用によって労働過程の再編成などをはじめとしたところの画期的な技術進歩と労慟生産性の上昇が実

現したのである。この典型的な時期は、いうまでもなく、 29年恐慌の直前まで続いた資本主義の相

対的安定期であった。そうして、第二次大戦後、世界資本主義が全般的危機＠第二段階に突入すると

いう一段と探刻化した情勢のなかで今度は「生産性向上運動」の名のもとに、主としてアメリカで戦

時中に開発された自動制御技術、 IE、OR、あるいは行動科学と関連した各種の「自己啓発」．

「自主管理」活動四などを禅入した現代「合理化」が、わが国を含めて国際的に展開された結果、オ

ートメーションによる労働の技術的社会的過程の質的変革の実現、とくにフィード・バック機能の自

動制御装置への転移とそれにともなう直接的労働の比重低下に見られるような現代科学・技術革命の
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目ざましい進展が、国家独占資本主義のもとでは価値増殖をめざす機械の資本主義的充用のために、

それが労働の軽減としてではなく、労働強度の増大として、労働者を犠性にした労働生産性の上屏と

して現われている。つまり、オートメーション化、システ人化を特徴とする現代「合理化」の展開過

程のなかで、現代科学・技術革命の進展および目ざましい技術進歩とその資本主義的充用とのあいだ

の矛盾が、資本・賃労働関係の鋭い緊張として、階級対立の激化として現われているのである。

『経済判北判要綱』において、生産過程全体が「労働者の直接的技能のもとに包摂されたものとし

てでなくて、科学の技術学的応用としてく3登場＞する」ように「生産に科学的性格をあたえることは

資本の傾向」a3 であると指摘したマルクスは、早くも機械の自動体系の発展がおよぽす決定的な事態

の到来を洞察していたo まず、機械の自動体系に関して、次のように述べている。

「だが労動手段は、資本の生産過程にとりいれられると、さまざまな形態を通過するのであっ

て、この変態の最後が機械であり、あるいはむしろ..'.-個の自動装置 (Automat)により、自己........... 
自身で運動する動力により運動状態におかれる、一個の自動的な機械装置の体系 (Automat-..... 
i sch es Sys t em de r Masch in er i e)（機械装置の体系、自動的体系がはじめても

っとも完全なもっとも妥当な機戚装置の形態であって、機械装置をはじめて一個の体系に転化す

る）である。この自動装置は多数の機戚的器管と知的器管とからなりたっており労働者自身はた

んにこの自動装置の意識ある手足として規定されているにすぎない。」as

以上のように、マルクスは機械の自動体系の出現によって、個々の労働者が「自動装饂の意識ある

手足」となるとともに、労働も労働過程を統•ーするものでなくなり、ただ自動体系のなかで「意識あ

る器管」としてのみ現われることを指摘する。そうして、 「それ自身過程的矛盾である」an 資本の運

動は、大工業の発展、したがって機械の自動体系の作用によって、 「その意反して」:° 「まった＜

意図せずして」、a9 次のような事態を生み出すことを予測している。

「大工業が発展するにつれて、そのよって立つ土台である他人の労働時間の領有が富を形成し..... 
たり創造したりすることをしなくなるその一方では、大工業が発展するについて直接的労働は生

産のこのような土台として存在することがなくなってくる。なぜなら直接的労働が一面からみて

ますます監督的ならびに取り締り的な活動に転化されるからである。しかしながらこのばあい、

くそれは＞また、生産物が個別化された直接的労働の生産物ではなくなり、むしろ社会的活動の．．． 
組合せが生産者として現れるからでもある。＜中略＞直接的交換では個別化された直接的労働は、

ある特殊な生産物または生産物部分で実現されるものとして現れるのであって、この労働の共通

な社会的性格ー一般的労働と一般的欲望の充足としての性格ーは、ただ交換によって指定さ

れるだけである。これにたいして大工業の生産過程では、一方では自動的過程に発展した労働手

段の生産力のかたちで自然諸力を社会的悟性のもとにしたがわせることが前提であり、また他分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
では個々人の労働はその直接的定在において、止揚された個別的労働として、すなわち社会的労．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
働として指定されている。このようにしてこの生産様式の他方の土台がなくなるのである」。GO

ここでマルクスは、機械制大工業の発展にともなって「他人の労働時間の領有」、すなわち労働者

にたいする搾取によって富を生産することがなくなるとともに、直接的労働が監督活動に転化するた

めに生産の土台としての役割を果さなくなること、また大工業の生産過程では技術学や機械学の法則

を意識的に適用した自動装置が労働対象たる自然に働きかけて特定の社会的生産物を作り出すため自

動装置が作菜の中心的存在となるとともに、他方でiま直接的交換を前提とした個別的労i動が止揚され
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て共通の社会的一般的性格をもつ社会的労働に転化すること、要するに機械制大工業が発展するにつ

れて、 「他人の労働時間の領有」を前提とした剰余価値生産という独自に歴史的な資本主義的生産様

式の主要な土台の一つが、他方における直接的労働の監視労働への転化という新たな要因の発生と相

まって、消滅する、と指摘しているわけであるo上記の引用と関連のあるマルクスの文章を、もうひ

とつだけ紹介しておこう。

「労働ほもはや生産過程に内包したものとしては現われないで、むしろ人間が生産過程それ自

体にたいし監視者ならびに規制者として渫係する。＜中略＞もはや自然物を客体と自己のあいだ

の中間項として挿入するのが、労働者なのではなくて、むしろ労働者は、彼が産業過程に変換さ

せた自然過程を、自己と彼が自分の制御下においている非有機的自然とのあいだの仲介物として

ねじこむのであるo労働者は生産過程の主作用因ではなくなって、生産過程とならんで現れる。

このような交換においては生産過程の主作用因は、人間自身が遂行する直接的労働でもなければ

彼が労働する時間でもなくて、彼自身の一般的生産力の領有、自然にたいする彼の理解、そして

社会体としての彼の定在を通じての自然の支配ー一言でいえば社会的個体R発展であって、こ...................... 
れが生産と富との支柱として現れるのである。現代の富の基礎となっている他人の労働時間の窃

盗は、この新たに発展した、大工菜それ自身の創造した基礎にくらべればあわれな基礎に見える。

＜中略＞直接的物質的生産過程は、それ自身窮迫性と対抗性とをはぎとられた形態をうける。も

ろもろの個性の自由な発展、またしたがって剰余労働を産出するための必要労働時間の引下げで

はなくて、一般に社会の必要労働のある最低限への縮減、そのばあいにこの縮減には、すべての

個人のために遊離された時間と創造された手段とによる諸個人の芸術的、科学的等の教養が照応

する」。ou

以上多少引用が長くなったが、上記の文章に示されるマルクスの鋭い洞察は、比較的理解し易いの

で、説明は不要とも思うけれども、簡単な説明を加えておくと、ここでマルクスが強調したかったの

は、次のことである。すなわち、大工業の新たな発展にともなって、直接的形態での労働がもはや富

の源泉i-：はなくなり、自然科学と技衡進歩、あるいは科学の生産への応用などが、富の創造を左右す

る主たる要因となる。こうした情況変化のもとで「現代の、富の基礎となっている他人の労慟時間の窃

盗」は、交換価値を基礎とする生産体制、すなわち資本主義体制の崩壊と運命をともにする。そうし

て新しい社会では、人間の自然にたいする理解や人間による自然の支配、つまり社会的個体としての

人間の発展が生産と富の支柱となるとともに、必要労働のいちじるしい短縮によって生れる自由時間

は芸術や科学等の教養にあてられるようになるo以上のことをさきの引用箇所と合わせて見ると、自

動装監の画期的な機能によって示される技術進歩や自然科学の意識的な適用を背景とした労働過程の

科学過程への転化、すなわち「科学過程」の出現によって、必要労働時間の短縮と自由時間の増加が

実現し、社会的個体としての人間的本質の発展のために芸術や、科学の研究に自由時間があてられる。

機械制大工莱に内在する革命的本性は、目ざましい技循進歩と社会的生産力の発展とをつうじて「自

然諸力にたいする人間の支配の完全な発展」au をめざす、すなわち社会主義社会へR移行を可能とす

る物質的基礎条件を、資本の意に反して生み出す、とマルクスは判断したのである。こうしたマルク

スの見解は、国家独占資本主義を、 「社会主義のためのもつとも完全な物質的準備であり、社会主義........... 
の入口であり、それと社会主義と名づけられる一段とのあいだにはどんな中間的段解もないような歴

史の階段の一段階である」03 と規定するレーニンの見解と見事に対応する。
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最後に、筆者として一部に異論はあるけれども、 『経済学批判要桐』のもっとも優れた体系的紹介

者であるロスドルスキーが、社会主義社会における機械装個の役割に関連して書いた文章の最終部分

を紹介して、資本主義的生産様式のもとおける技術進歩について述べた本節の結びとしよう。

「今日になってはじめて、近代技術の発達のおかげで『他人の労働時間の盗み』が徹底的に最

終的に廃止されるための諸前提が与えられたのであり、また、今日になってはじめて、社会の生

産諸力を非常に強力に押し進めることができるようになったために、実際あまり遠くない将来に、

もはや労働時間でなく余暇の時間が社会的富の尺度になることであろう。これまでは、人間労働

の生産性を高めるためのすべてR方法が、資本主義の実際のなかで、同時に労働者の堕落や従属

化や人間性喪失をますます増大させる方法であることが証明されたのであるが、今日では、技術

の発達によって労働者は『彼らの苦悩の蛇』 ーベルトコソベアと請負仕事との衰め苦ーから

ようやく解放されて、生産過程の単なる付属属品からそれの現実的指蒔者になることができる点

まで到達している。それゆえ、今日ほど、社会の社会主義的転換にとっての諸条件が成熟してい

たことはかってなかったことであり、今日ほど社会主義が不可欠で経済的に実行可能であったこ

ともかってなかったことである。」03

＜注＞
(1) マルクス『安本論』、大月書店、全集版、第23巻第 2分冊、 66 1頁。

(2) マルクス『直接的生産過程の諸結果』国民文庫版、 87頁。

(3) 同上 1 0 4~1 0 5頁。

(4) 同上 8 6~8 7頁。

(5) マルクス『資本論』、第23巻第 2分冊、 1, 1 1 2頁。

(6) I/ーニソ『ロツアにおける資本主義の発展』、大月書店、全集版、第 3巻、 57 4~5 8 1頁。

{7) マルクス『資本論』、同上、 99 5頁。
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01) ニソゲルス『反デューリソグ論』、同上、 15 1頁。
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坂斎棧趾諏階形成期の資本制的労働過程」、 『立命館経済学』第18巻、第 2• 3合併号、 19 6 9年

8月 。．
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第2節労働過程の変革と作業組織の再編成・

ー職業•技術教育の分祈視角、一

• 前節て似資本主義的生産様式のもとにおける技術進歩の問題を、主として「資本のもとへの労働

の実質的包摂」、 「労働の社会化」．、あるいは「合理化」などとのかかわりで考、察してきた。そのな

かで明らかとなった主なものを示すと、次のとおりである。まず、 「社会的労働の生産力の向上とこ

の労働の社会化」とが「資本主義の歴史的進歩的役割」というべきものであること、また、こうした

動き．につれて次第に発展してくる「資本のもとへの労働の実質的包摂」のもとでほ「労働の技術的諸

過程と社会的諸絹成」とが徹底的に変革される一方、他方では資本・賃労働関係が次第に緊張してく

ること、そうして大工業の発達した労働手段の最後の形態といわれる機械の自動体系Rもとでは、労

働者は直接的労働の担い手としてではなくて監視者ならびに規制者として生産過程と並んで現われる

ようになるとともに、社会的生産力の拡大によって可能性が増してくる労働時間R短縮や自由時間の

増大、ならびに人間的個性の自由な発展などを実現する社会主義社会への物質的な華礎条件が作り出

されてくること、などである。

本節て社企業内教育の主要な側面のひとつであり、資本の手による労働力の技術的陶冶を意味する

職業・技術教育把握のための分折視角とその枠組みを明らかにすることを課題とした。すなわち、そ

の分折の枠組みは、次のように考えたoまず資本主義的生産様式の特徴ともいうべき社会的労働過程

の技術的変革にともなって、いかなる形で作業組織が再編成されるのか、これにともなって協業およ

び分業にもとづく協業がいかなる展開をみせ、労働内容はいかなる変化を遂げるRか、が問われねば

ならない。ここで作業組織というのは、 「社会的労働過程の質的羅成と巌的比例性、つまり一定の

社会的労働の組織」（ll を指しているo 以上のことは、鉄鋼独占体の製鉄所を事例にとると、全所レベ
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ル、部レペル、工場レベルだけではなく、ラインの具体的な労働過程の技術的変革とのかかわりで、

現場レペルにおける作業組織や労働内容の具体的な変化が明らかにされなければならないo ところで、

現場レベルにおける水乎的な労働力編成組織を意味する作業組織は、一般に「組」とか「班」とか呼

ばれている。したがって、上記の問いに答えるためには、 「組」あるいは「班」と名付けられている

現場レペルの作業組織は、いかなる形に再編成されるのか、またそうした再編成に甜くのは、いかな

る要因なのか、さらには、以上のような分業にもとづく協業形態の変化にともなって、作業組織内の

個々の労働者の具体的労慟内容は、いかなる具合に変化するのか、そうして最後に、資本による労働

力商品の技術的陶治を意味する職業・技術教育は、企業内でいかなる形で実施されているのか、それ

ぱ上記のような作業組織の再編成や労働内容の変化、ならぴにその中を貫いている現代「合理化」と

いかなる対応関係にあるのか、以上の諸点を実証的に明らかにするのが、本研究の第一の課題である。

そのばあい、注意する必要があるのは、次の点である。現代「合理化」の典型業種である鉄鋼業の

工場、とくに大手一貫メーカーの製鉄所では、これまでの「合理化」の展開過程で投下された大がか

りな設備近代化投資によって、第二章の表1に示したように、エ程の自動化および連続化、さらにコ

ンピュークの苺入によるオートメーショ‘バヒが、いちじるしく進行している。そのため本工職場では、

労働過程の技術的変革を契磯として重筋肉労働から監視労働への転換というような労慟内容の質的変

化が生じた戦場が多い。しかしながら、製鉄所内における労働過程の技術的変革がストレートに本工

の労働内容の変化や作業組織の再編成をもたらしたわけではない。たしかにマルクスが指摘している

ように、機械が採用されると「労働過程の協業的性格は、今では、労慟手段そのものの性質によって

命ぜられた挨術的必然となる」(2) こと、 「労働者にかわって熟練と力をもつ機械はそれ自身達人であ

って、＜中略＞労働者の活動は、あらゆる側面からみて機械装置の運動に規定されている」（3) こと、

また「機械設備全体そのものが、多様な、同時に働く、結合された諸機械の一つの体系をなしている

かぎり、それにもとづく協莱もまた、各種の労働者群を各種の機械のあいだに配分することを必要と

する」14) こと、等々のことは、事実として認めなければならない。したがって上記の意味では、労働

過程の技術的変革やその契機となった機械設備あるいは自勅装殿の蒔入は、それ自身労働内容の質的

変化や作業組織の再絹成をもたらした規定要因のひとつに違いないのである。

ところで、ここで摂起する必要があるのは、第一章で述べた資本主義的生産過程のもつ二重性であ

る。すなわち、資本主義的生産過程のもとでは、労働過捏は価値増殖過程の担い手としてしか現われ

ない、という矛盾棉造である。そのため、本来なら人間労働を軽減し労働時間を短縮するのに役立つ

機械が、資本主義的生産過程のもとでは、剰余価値生産の手段として機能するため、機械の長時間使

用のための連続操業・交替制の嘩入、熟練労働者の技能の陳腐化による格下げあるいは首切り、労働

強度の増大など、かえって労働条件の悪化をもたらすことが多いのであるo とくに、オートメーショ

ン・システムによって新鋭の自動機械装置が尊入されたばあい、労働組合をはじめとした自主的労働

者組織による反「合理化」闘争がなければ、資本はそのオートメ←ショソ機械装饂を超過利潤確保の

ためび手段として、現代「合理化」の推進のための武器として、その偉力を発揮させることになる。し

たがって、作業組織の再緬成と労働内容の変化を規定する第二の要因は、機械の資本主義的充用にた

いする労働者階級の反「合理化」闘争の質と蘇である。その闘争の力最いかんによって、あるときは

全く資本（疋とって有利な内容のものに、また、あるときは労働者階級の要求を部分的に反映した内容

のものとして現われるoすなわち、たとえば新鋭の自動機装置が端入され機械の連続長時間使用が行
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われたとしても、勤務制度は四組三交替勤務に変わることもあり得るし、またこれまでと同じく三組

三交替勤務のままのこともあり得るし、最悪Dばあいには労働時間R延長・超過勤務の強制というこ

ともあり得るのである。そうして、同じ四組三交替といっても、 19 7 0年 4月からごく最近まで鉄

鋼大手が実施していた勤務制度のように、羊頭狗肉ともいうべき、労働基準法違反の疑いの涙厚な反

労働者的内容の制度も存在していたし、現にいくつかの企業でそれに頚似した内容の制度が今も存在

しているのである。いうまでもなく、以上のような勤務制度の変更は、作業組織の再編成と結びつく

とともに、また多かれ少なかれ労働内容の変化とも結びつく oすでに前節でも指摘したように、国家

独占資本主義のもとにおける新鋭機械装置の郡入は、その資本主義的充用のために、 「省力化」をめ

ざす人べらし「合理化」として、それを契機とした労働強度の増大として、すなわち「少数精鋭主義」

の実現として現われるばかりでなく、資本主義的「合理化」にともなう熟練労働力の陳腐化と排除お

よび若年労働力にたいする需要の増大という労働者間の世代交替R激化として、配転を含む労働力の

吸引と反発の大規模化として現われるのである。

マルクスは、『賃労働と資本』のなかで、資本主義的生産の特徴を次のように述べている。

「生産方法、生産手段はこのようにたえず変革され、革命されて、分桑i..:..表と油んた分桑を、........................................... 
機械の使用は一段と進んだ機賊の使用を、大規模作業は一段と進んだ大規模作業を必然的によび

心とナるそらえ。

これこそ、プルジョア的生産をたえずくりかえしてその古い軌道の外になげだし、資本が労働... 
の生産力を緊張させたという理由でさらに資本を強制してこの緊張を進めさせる法則であり、資

本にすこしの休息も許さずにたえず、進め／進め／と耳うちする法則である。」151

周知のとおりマルクスは、以上のような指摘をニソゲルスと共著の『共産党宜言』のなかでも、ま

た『資本會』第1部第4篇第13章第9節「工場立法（保健・教育条項）イギリスにおけるその一般化」のな

かでも行なっているo とくに、 『資本論』における指摘は、資本主義的機械御伏工業窃長す進歩的役割

に関する彼の見解を詳細に述べたものとして著名である。したがって、ここではその要旨だけを紹介

することにしよう o マルクスによると、資本主義的大工業ほ「技術学というまったく近代的な科学を

つくり」161 だすことによって、社会的生産過程に自然科学の成果を意識的計画的にとり入れるととも

に、いくつかの基本的な運動形態を発見したo 「近代工業拭、一つの生産過程をけっして最終的なも

のとは見ないし、＜中略＞それだからこそ、近代工業の技術的塞暖ほ革命的なのである。」 すなわ

ち、 「機や化学的工程やその他の方法によって、近代エ莱ほ、生産の技術的基礎とともに労働者の

機能や労働過程の社会的結合をも絶えず変革する」181 とともに、 「労働の転換、機能の流動、労働者

の全面的可動性を必然的にする」。191 こうした大工業の本性ほ、 「一つの社会的細部機能の担い手で

しかない部分個人の代わりに、全体的忙（全面的に一引用者）発達した個人をもってくることを、—

つの生死の問題にする」のである。こうして、大工業の本性械、 「教育および体育を筋肉労働と結び

つけることの、したがってまた筋肉労働を教育および体育と結びつけることの、可能性をはじめて立

証した」umエ湯法の教育条項を見ても明らかなように、総合技術教育実施のための物質的技術的基礎

をつくり出すだけでなく、 「労働の社会化」を進展させることによって主体的な契機をもつり出すの

である。

•以咽躙したとおり、社会的労働過程の絶えざる変革、すなわ苓ヽ 「生産の技術的基礎とともに

労働者の機能や労働過程の社会的結合をも絶えず変革する」ような「生産過程の単純な労働過程から
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科学的労働過程への転化」 Ill) は、資本主義的機械制大工業の本性なのであって、だから「全体的に発

達した個人をもってくることを、一つの生死の問題にする」 ような事態が到来するのである o とこ

ろが、こうした大工業の労働過程的側面、換言すれば、 「近代工業の技術的基礎は革命的」といわれ

る側面から必然的に出てくる要求は、筆者が第一章において指摘したような資本主義的生産過程に内

在する矛盾構造、すなわち、労働過程が価値増殖過程の手段としてのみ現われるという二面性のため

にMod i f i z i e r e nされざるを得ないことを見逃してはならない。すなわち、こうした矛盾構造自

体は、もち論、 「歴史的に見れば転倒した、人間自身の労働の疎外過程である」けれども、資本主義

的生産過程においては、 「他面では、大工業は、その資本主義的形態において、古い分業をその骨化

した分技をつけたままで再生産する」 u~ とともに、 「そのような分業（マニュフアクチュア的分業一

引用者）をさらにいっそう奇怪なかたちで再生産する」03 のである。つまり、資本主義的生産過程の、

したがってまた資本主義的機械制大工業のもつ二者闘争的な矛盾構造の存在ゆえに『資本論』でいう

「全体的に発達した個人」、また『経済学批判要網』でいう「もろもろの個性の自由な発展」、 「自

然諸力にたいする人間の支配の完全な発展」、あるいは「人間の創造的索質の絶対的創出」IIりなどは、

古い分業を再現する方向をとる価値増殖過程によって一定の規制を受けざるを得ないoかくて資本主

義的機械制大工業拭、現代科学・技術革命が進展するなかで、その革命的な本性とその資本主義的外

皮とのあいだの深刻な矛盾の深化過化として存在することになる。

マルクスは．問題の『資本論』第 1部第 4篇第 13章第 9節において、次のような指摘も行なって

いる。

「しかし． I,まや労働の転換が、ただ圧倒的な自然法則としてのみ、また、至るところで障害

にぶつかる自然法則の盲目的な破壊作用を伴ってのみ、実現されるとすれば、大工業は、いろい

ろな労働の転換、したがってまた労働者のできるだけの多面性を一般的な社会的生産法則として

承認L、こ(/j)法則の正常な実現に諸関係を適合させることを‘大エ業の破局そのものをつぅじて、

生死の問題とする。」09

ここで提起された「一般的な社会的生産法則」は、恐慌や戦争のばあいに赤裸裸な姿を現ゎすだけ

・でなく、たとえ一時的に大工業の資本主義的外披がその貫徹の障害となったとしても、遅かれ早かれ

貫徹される性格のものである。前節で述べた「労働の社会化」の進展が、そのなかにこの法則を貫徹

させる主体的契機を成熟させるからである。中村静治教授は、その近作『現代工業経済論』のなかで

上記の法則の貫徹と関連して次のように述べているので、多少長いが引用することにしよう。

「そのプロセスはこうであるo資本は技術および科学のあらゆる手段を用いて労働の生産力を

増大するが、こうした過程によって実際上一定の対象の生産に必要な労働の最は最低限にひき下

げられる。資本ほここで、全く意図せずして、人間の労慟、力の支出を最低限にひき下げるが、

これは労働の生産性を高め、物質的財貨をつくり出すために必要な労働時間を短縮することを意

味するo労働時間の短縮は自由時間の増大を意味するo 自由時間の増大は労働者に学習のゆとり

をもたらし、彼の能力をより活用できる新しい仕専への転換を準備することを可能にするo身心

をすり減らし過重労慟、長時間労慟の場合にくらべて、筋肉労働の軽減、労働のニネルギーの支

出がひき下げられる湯合、労働者階級による政権獲得のための理論的な学習活動の余裕も大きく

なる。＜中略＞

もちろん．労慟苛日1の短縮は労働者の団結による闘争によってのみ現実のものとなるのだが、
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生産過程の『科学過程』への転化が労働の維持費を上まわる労働の生産物の剰余をつくり出して

ゆくことが、労働者の要求を貫徹させる基盤である。＜中｀｀略＞この労働者の高まりが資本をして

さらに機械の改良に駆り立て、ますます大きな規模で行われてゆく労働過程の協業的形態、科学

の意識的な応用の盛行、労働手段の大型化、巨大化など、要するに生産過程そのものの機構によ

って、労働者階級は訓練され、統一され、組織された変革主体として陶冶されてゆくのである」？

以上のような教授の見解は、 『経済学批判要網』のニッセソスを消化した、傾聴するに値する内容

を含んだものであるけれども、現代「合理化」の進展のなかで国際的な規模で高まりを見せている労

働者の職業・技術教育および職業訓練にたいする要求を見落している点で不十分といわなければなら

ない。 19 7 3年1 0月15日から 22日までプルガリアのバルナで開かれた第8回世界労働組合大会

では、日本を含む 93カ国から 57 4名が参加して 23におよぶ文書を採択したが、われわれにとく

に関係が深いのは、大会における討議の中心議題のひとつであった「現代における資本主義国労働者

・労働組合の権利と経済的社会的要求にかんする憲章」IIn である。その第 8章「教育と職業訓練の民

主化」には、 「生涯教育」、 「職業訓練と企業内訓練」、 「教育の民主化」、 「内容」、 「読み書き

訓練の問題について」、 「労働組合の権利」などの項目が含まれており、国際労働者階級が当面する

これらの諸課題について闘いの目糠と位置づけが提示されている。その具体的な内容は、本報告書の

「総括」のなかで紹介することとしてここでは省略することにしよう o 世界労連が職業・技術教育、

すなわち職業訓練の問題に本格的に取り組みはじめたのは、 「職業訓練憲章」を採択した、イクリア

のトリノで開催された 68年 2月の「職業訓練にかんする世界労働組合会議」以降のことと考えてよ

い。II& ところで、世界労連は、いかなる展望と位置づけのもとで、わが国の進歩陳営が一般に職業・

技術教育と呼んでいる職業訓練および企業内訓練にたいする取り組みを強化しているのであろうか。

最近刊行された世界労連・金属インクー編『金属・機械産業における技術進歩とオートメーション』

は、こうした動きの背景となっている情勢把握や要求内容の意義を知るための必読文献のひとつとい

ってよい。この報告書には、金属インクー本部、その傘下にあるフラソスCGT金属労連およびイク

リアのOGIL金属労連の三つの組織によって作成された報告が収録されている。そのなかで上記の

目的にもっとも適しているのは、金属イソク一本部の報告であるo以下で関連あるところを紹介する

と、次のとおりである。

「労働組合は、科学、技術進歩の発展の主たる方向と傾向にかんする研究と分折にもとづいて

一定の主張を行なうという仕事をもっている。

労級と全社会の利益になるような科学・技術革命をめざした健全な行動を起すための網

領を起草することは労働組合の仕事である。その網領は直接の利益をめざす日常のたたかいや社

会的経済的条件の抜本的な改革をめざすたたかいとの密接な結合を土台としている。

最近、多くの労動組合の会談が開かれて、科学・技術革命とオートメーショソに関する問題が

検討された。そこで行われた議論や参加者が到達した結論の内容を検討してみると、多くの基本

的な問題について、各種の労慟組合が共通の立場と主張をもっていることがわかる。このことは

充分に埋解しうるものである。なぜなら、現在の状況のもとでは、労働者と労鋤組合の仕事はま

すます普遍的かつ国際的性格をおびざるをえないからである。

かんたんな分析では、科学・技術革命の社会的、経済的影響という問題についてすべての側面

を分折しえないことはいうまでもない。したがってこの論稿では基本的にこの問題についてつぎ
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(l.)もっとも重要な側面をとりあつかうことにする。すなわち、

一雇用・失業問阻の改善に与える科学・技術革命の影聾、

ー技術進歩によっておきる労働の職業棉造の変化、

一熟練労慟の再教育と訓練、

く中略＞

何にもまして、教育と要員訓練にかんしては独占の要求と社会全体の要求のあいだに大きな差

がある。この差には生産力の発展にかんする独占の利益と社会の利益とのますます大きくなる矛

盾が反映している。独占は、技術進歩が彼らに利潤を保証してくれる程度においてのみ技術進歩

に関心をもっ。

科学・技術革命の条件下での筋肉労働の技能変化の分析は、技術者、要員、テクニシャンの特

殊な変化および各産業における経営管理にかんする重要な問題を考應に入れなければ完壁なもの

とはいえない。＜中略＞

資本主義という条件のもとでは、・労働者階級は技術進歩にかんして二つの異なった態度をもっ

ている。＜中略＞．．．．．．．．．．．．．．．．． 
発達した資本主義国では、科学・技術革命は、全人民の福祉の向上、とくに賃金低下なしの労........................ 

働日の短縮のための条件をつくりだす。それは不熟練労働を廃止し、すべての労働者にたいして......................................... 
現代的生産過程のなかでその才能を全面的に活用しうる展望を与える教育制度を確立する可能佳......... 
と必然性を生みだすo （傍点は引用者）

資本主義諸国で遂行されているたたかいの方向はつぎの二つである。

1. 技術進歩の具体的な否定的な結果に反対する。....................................... 
2. 科学・技術革命の完全な活用を確保し、それを全人民に役立てることができる社会的な変化

をらぎナ（傍点は引用者）。

とうぜんDことであるが、これら二つの側面は相互に結びついているo第一の側面は勤労人民.................... 
(l.)日常のたたかいの内容を大きく規定する一方、第二の側面は根本的な社会・経済的変化をめざ................. 
すたたかいと統合された一部分である。（傍点は引用者）

国家独占資本主義の現在の条件のもとでは、技術進歩は不満の性格と内容の変化させている。

そのために労働組合が新しい戦術を採用することが必要となっている。」119

以上の引用、とくに筆者が傍点をつけた部分を読むと、さきに紹介した中村静治教授の見解が不十

分であることがいっそう明白となろう oすなわち、中村教授のように、 「労動時間の短縮は自由時間

の増大を意味するo 自由時間の増大拭労慟者の学習のゆとりをもたらし、彼の能力をより活用できる

新しい仕事への転換を準備することを可能にする。」と述べるだけでは、それが、たとえマルクスが

『経済学批判要網』のなかで強調している点であったとしても、巨大な技術進歩をもたらし労働者階

級に大きな影唇をおよぼしている現代科学・技術革命のもとでは、あまりにも抽象的な問題提起であ

るばかりでなく、 「発達した資本主義国では、科学・技術革命は、＜中略＞不熟練労働を廃止し、す

べての労働者にたいして現代的生産過程のなかでその才能を全面的に活用しうる展望を与える教育制

度を確立する可能性と必然性を生み出す。」として、国際労働運動が直面している職業技術教育・職

菜訓練問題についての諸要求を提起している世界労連・金属インクーの立場と対比するとき、一歩も

二歩も後退しているのではあるまいか。これでは、教授が意図する、資本主義的「生産過程そのも (l.)

の機楷によって、労働者階級は訓練され、統一され、組織された変革主体として陶冶されてゆく」四

という、肝心要の陶冶のブロセスもぽやけざるを得ないのである。もっとも、教授は、さきに筆者が
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あげた『資本論』の「いろい、ろな労働の転換、したがってまた労働者のできるだけの多面性を一般的

な社会的生産法則として承認」するという指摘と関連して、 「このことはつまり、資本は労働の転換

と普遍的個人の形成を自己の生死にかかわる問題として提起するが、しかしそれを社会的生産全体を

とらえる一般的法則として現実化することはできないということであるo 資本主義的生産様式は、そ

の本質上ある一定の点を越えては、どんな合理化も改良も許さない。それにもかかわらず、ひとたび

承認された一般的な社会的生産法則は自己を貫徹する。」a~と述べられることによって、 「労働の転換

と普遍的個人の形成」のために必然的に提起されなければならない過渡的ではあるが重要な職業技術

教育・職業訓練についての民主主義的要求をば、かっての上林貞治郎教授をはじめとした革命的価値

貫徹論者（最低賃金制妬関する）たちのように、社会主義社会が実現されなければ不可能なものと考

えておられるのであろうかoもし、そうだとしたら、教授が指摘している「自由時間の増大は労働者

に学習のゆとりをもたらし、彼の能力をより活用できる新しい仕事への転換を準備することを可能に

する。＜中略＞労働者階級による政権獲得のための理論的な学習活動の余裕も大きくなる。」と書き、

続いて『経済学批判要網』のなかの指摘、 「これは解放された労働に役立つことになろうし、また労

働解放の条件である」（邦訳III、65 0頁）というマルクスの言葉を引用した意味がわからなくなる。

教授の見解からは、とても「自由時間の増大は＜中略＞彼の能力をより活用できる新しい仕事への転

換を準備することを可能」にする事態は到来しそうにはないのである＊。

“第一章で紹介した島田豊教授の論文「現代人の疎外と自由」は、中村静治教授が見逃した職業技術

教育をめぐる論点を明確にしているといってよいo筆者もまた、発達した賢本主義国における職業・

技術教育の問題は、基本的には労働過程と価値増殖過程との矛盾として把握すべきものと考える。そ

うして、労働者階級の職業・技術教育、職業訓練にたいする民主主義的要求は、資本主義体制のもと

でも実現的可能であるし、また「職業訓練や企業内訓練の権利および教養を高める権利は、働く権利、

より高度の熟練職種、高い賃金、生活、労働条件の向上、余暇の増加についての権利のような、その
・. ••---• __ •-•- _ _ _ -•----. __ -・・-・ __...... _. ______... _... ----~~~.az 

他の基本的権利を行使するための、労働者と労働組合の基本的要求の一部」（前述の世界労連憲章）

という性格ゆえに、是非とも実現させなければならない重要課題なのであるo ところが、ゎが国の現

状は、ビッグ・ビジネスの企業連幹部のような右翼的潮流からばかりでなく、中村教授のような原則

的理論的な立場を堅持している研究者からさえ、無視されているのであるo 周知のとおり、 19 7 3 

年春の総選挙において、共社両党を中心とするフランス「人民連合」は、 「議会で多数派になること

はできなかったが、この国で左粟があと一歩で多数派になるところまできた。」（マルシニ共産党書

記長）と評価されているが、その大雄進のかげには左翼諸政党による「共同網領」策定実現のために

努力したフランス共産党の功蹟が認められている。もち論、フランス共産党自体も、 「人民連合民主

政府網領」を持っているわけであるが、その第 7章「生涯教育」では主として労働者階級にたいする

職業＇・技術教育の実施についセの構想が述べられている。こうした動きの背景には、 70年 4月の職

業訓練協定および 71年 4月の修正協定をかちとったOGTのイニシアテイプのもとに展開されたフ

ランス労働者階級の大闘争があることは、疑問の余地がない。その一部を紹介すると、次のとおりで

ある。

「今日では各人は一生を通じて教育を受けたいという慾求をもっている。＜中略＞すべての

勤労者および、職についていなくて職菜資格の習得を望んでいるすべての人たちが、生涯教育の

権利をもつ。この生涯教育は、学校教育の民主化によって利益を受けない人たちにとくに必要で
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ある。＜中略＞多くの勤労者の湯合、生涯教育は初歩的な職業教育ならびに基礎的な一般教養の

補充からはじまる。＜中略＞

勤労者の時間の割りふりのなかで、可能な、さまざまな生涯教育の組織のしかたを試み、相互

に組み合せ、多様な条件と必要に適合させる。できるだけ就業時間中に講座をひらくようにする。

＜中略＞

新しし法令杞枡淀して、学習のために仕事を休んでも職を失うことがないように保障する。
四

＜後略＞」。

こご只笠省略するが、フラソスのOGTが職業訓練問題について模範的な「行動桐領」および「運

動方針」を持っていることは、いうまでもない。こうした国際的な動きの影響のもとに、全体として

はまだ弱い動きであるけれども、総評を中心として産別単産のなかに企業内教育、職業訓練にたいす

る取り組みが強まり、 71年 7月には総評、中立労連の主催でソ連のAUOOTU、イクリアのOG

I L、フランスのOGT、および東ドイツのFDGBの各代表の参加をえて「職業訓練国際シソボジ

ウム」が、 72年 10月には総評の主催で「シンボジウム・教育と労働者」が、そうして 74年 1月

には「雇用・失業保障、職業訓練に関する全国交流の研究集会」が、それぞれ開催されている。 「7

2年度総評運動方針」のなかでも、次のような方針が提起されている。

「第四の問題としては、企業教育と技術教育のとりくみであるo企業教育については技能教育

に名をかりて労務管理支配の有力な手段となっているが、

1． 企業内教育に対して労働組合が被極的に関与し、組合が承認しない教育をさせないことo

2. 企業内教育では一方的な資本の論理の偏向教育が行なわれる場合が多く、教育基本法の適用

で追求することが重要となっている，

蜘者の技能訓練に対しても『基礎的で科学的な技術教育』を公教育に充実させること、当面

技能訓練を行う公共訓練、企業内訓練の如何を問わず、 『基礎的で科学的な技術教育』の実施を

要求していかなければならないoまた公共職業訓練制度全般の改善と充実のための闘いを中央・

地方で展開しなければならない。」 C{

こうした総評◎頸力方針が一定の散極的な意味を持っていることを否定してはならないが、上記の

方針のなかには国際労働運動がすでに早くから提起している「労働者の教育を受ける権利」という思

想が欠落していることを見落してはならない:3一方「同盟72年度運動方針」を見ると、 「合理化対

策と戟極的労働力政策の強力な展開が必要となってきている」という認識のもとに、 「槙極的労働力

政策の具体的内容は、①未就業労働力の就業、主婦を中心とするパートクイマーの適切な活用、②職

業能力の開発と職業訓練期間の弾力化および生活保障、⑤労働市場政策の全面的な展開としての労働

市場行政の改善強化・雇用変動対策・高教育水準に見合ぅ技術・職種・産業の開発、地域経済開発と

の結合、⑭職業訓練制度と労働市場政策との統合、⑤企業内職業訓練と労働力政策との有機的結合、

関連諸施策の整備、⑥産業別労使会議の活用、などの総合的体系である。」°°という方針が提起さ

れている。こうした方針は、 「戟極的労働力政策」なるものが世界資本主義の全般的危機の激化過程

で先進資本主義国が軌を一つにして採用しつつあるところの国家独占資本主義的労働力政策の主要な

形態であり、国家権力を背景に教育訓練を槙杵として労働者階級にたいして現代「合理化」への協力

を強いる性格のものであるという認識に立ったとき、その客観的役割からすると同盟は、まさに国家

独占＝労働省の狙いに対応しその行政施策をいち早く先取りして下請けしている、といわれても仕方
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がないであろう oわが国労慟陣営が、以上のような状況にあればあるほど、この問題を原則的な立場

から何回も強調することが必要なのである。こうした意味で、島田豊教授の有益な問題提起は、正し

く受けとめられ、さらに発展させられねばならない。これが、本研究の過程でわれわれの持った問題

意識である。

ところで、まだ述べていない論点について、簡単に述べることにしよう。その第ーは、職能的資格

制度による職能区分と技能序列とのあいだの関連についてであるo社会的労働過程の技術的変革を契

機として、職場レペルでは、技能の平準化、労働の代替性の増大という傾向が強まってきていると見ら

れる。このため職能区分に示される階層序列と実際の技能序列とのあいだには一定の矛盾と不均衡

が生じつつあると思われるo鉄鋼大手では 60年代に職能的資格制度の渫入を完了・しているが、たと

えば、旧富士時代の職能制度、新日鉄になってからの新人事制度などを事例として、現局面において

職能的資格制度は、いかなる意義と具体的機能を果しているのか。この問題といわゆる年功的職場秩

序の動揺・再編および企業内教育とはいかなる形で対応しているのか、また矛盾はどういう具合に

処理されようとしているのか、全体として問題はどういう進行を示すと考えられるか、などがここで

検討されなければならない主たる論点である。 • 

その第コ江社会的労働過程の変容が、資本主義的現代「合理化」として現われるため、新たに再

絹された作業組織では労働内容の変化に適応できる層、たとえぽ若年令層と、中高年令層に多いと見

られる不適応層とに分化してくる、と推測される。こうした意味での階層分化が生じているとしたら

それは、技能序列の変動ともかかわって職場秩序に一定のインパクトを与えるに遮いないけれども、

具体的にはどういう形で作用してくるのか、また、階層分化はいかなるブロセスで促進されるのか、

さらに、再編された分業にもとづく協業システムのなかで不適応層ほいかなる位置づけ、いかなる処

遇を受けているのか、そのばあい教育訓練はいかなる役割を果しているのか、等々の解明がここでの

課題となる。

その第三は、新入社員のひとりひとりに先輩の世話役をつけて指渫するという BB制度の機能と役

割についてである o一般的にいえば企業の「期待される社員像」づくりの一環に組み込まれていると

いえようが、企業内教育を労働力商品の技術的陶冶と精神的陶冶という二つの側面に分けたばあい、

BB制度は現代「合理化」の進展のなかで具体的にいかなる側面で効果をあげているのか、また企業

も組合も若年層をつかんでいないと指摘されている今日、企業側R思惑と現実とのあいだにはいかな.... 
るギャッブが存在しているのか、などの諸点を、新入社員の職場適応（現実は、この言葉に示される

ような乎板なものではなく、矛盾にみちたものであろうが、一応用いておく）とのかかわりで究明す

るのが、主たる課題である。

その第四は、現代「合理化」の特徴のひとつといえる、スクラップ・アンド・ビルド政策による旧型

職場の廃止または縮小のための配置転換の問題である。こうした配置転換による労働力の流動化は、

いかなる形で行なわれ、企業レペル、製鉄所レベル、工場レペル、そうして職場レベルでみると、い

かなる形で労働力の再絹成がなされているのか、また配置転換者にたいする転職訓練は、いかなる形

で、いかなる内容のものを実施しているのか、などを配転後の作業内容、これに関連する職場の階層

序列のなかでの地位、今までの熟練の継承性いかんと結びつけて分折するのが、ここでの主要課題と

なる。

その第五は．鋏綱独占体のみでなく、広く金属機械開連業種で見られる「多能エ化」、 「作菜のブ
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ール化」の問題である。この問題については、筆者は『経済j 7 3年3月号所収の論文で一応の分折

視点を明らかにしているので、資本の狙いはどこにあり、労働者階級にいかなる影響をおよぽしてい

るのか、これを単に人べらし「合理化」というフラットな視点からだけでなく、戦前から行なわれて

いる「多能エか、単能エか」という技術教育上の論争点とのかかわりで、できるだけ広い視野から把

えることが、ここでの要請となることだけを指摘しておこう。ヤ

以上の他、安全教育の問題があるが、これは職業・技術教育と思想教育の両者を含んだ形で実施さ

れているケースが多い．o したがって、単にその教育内容にとどまらず、現代「合理化」の一環として

の大巾な要員削減が、旧富士に見られるような工場別能率結の禅入、職場支配の武器としての作業長

制度や職能制度の違入を含む人事関係諸制度、現場到蒲制の実施などを背景とした労働強度の増大と

の関連で、労働災害発生の危険性がいかなる形で生じているか。また、一部で欺満的であるという酷

評を受けている、企業幹部を先頭とした「安全運動」は、いかなる役割と効果をあげている・か。さら

に、労働災害発生のばあいの職場レベルでの対処の実態はどうか、等々の問題を含めて安全教育の分

折を行なうのが、ここでの課題であるo鉄鋼業界では「自主管理活動」の名称で統一されている QC、

ZDなどの「自己啓発」活動についても、それが職業・技術教育の代替的役割を果していることが明

らかなので、取り上げなければならないけれども、他方でみると、資本による小集団管理の形をとっ

ていることを考慮して、次節以下に譲ることにしよう。

＜注＞
(1) マルクス『資本論』、大月書店、全集版、第23巻第2分冊、 47 8頁。

(2) 同上、 5.0 3頁。

(3) マルクス『経済学批判要網』、大月書店~高木訳、 6 4 5頁。

(4) マルクス『資本論』、同上、 55 0頁。

(5) マルクス『賃労働と資本』、大月書店、全集版、第 6巻41 4頁。

(6) マルクス『資本論』、同上、 633頁。

(7) 同上、 63 3頁。

(8) 同上、 63 4頁。

(9) 同上、 6 3 4頁。

00) 同上、 62 9頁

(1) マルクス『経済批判要網』、同上、 64 8頁。

⑫ マルクス『資本論』、同上、 63 4頁。

03) 同上、 63 1頁。

04) マルクス『経済学批判要綱』、同上、 42 1頁。

⑮ マルクス『資本論』、同上、 63 4頁。

Q6) 中村静治『現代工業経済論』、汐文社、 19 7 3年1D月、 64~、65頁。

(7) 『世界労働組合運動』、世界労連日本出版会、 19 7 3年 9• 1 D月合併号、 15~1 6頁。

(8) この間の動きについてほ、 『経済』 19 7 1年8月号および73年3月号所収の道又論文を参照のこと。

(19) 世界労連、金属イソター編『金属、機械産業における技術進歩とオートメーツヨソ』、 『総評調査月報』・

1 9 7 3年 1月号～3月号に高木郁郎訳で所収。引用文は、同上、 73年 1月号、 11-1 7頁。

釦） 中村静治『現代工業経済論』、同上、 65頁。

い） 同上、 6 4頁。

位 『世界労働組卸匪動』、同上、 14頁。
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に） フラソス共産党「人民連合政府網領j連載第 2回、 『世界政治資料』、 19 7 3年7月下旬号・ 56頁。

C4) 総評編『総評はかく闘う ’72年度版』、 19 8頁。

伝） この点に関してほ、次の論文が参考となる．

佐々 木享「教育を受ける権利と職業訓練」、 『教育学研究』、第39巻第4号、 19 7 2年12月。

松林和夫「職業技術教育をうける権利と企業内教育」、 『法律時報』 19 7 3年5月号および 6月号。

斡同盟編『同盟はかく闘う ’72』、 62-6 3頁

追記

麟・技鍼育をめぐる論点のひとつとして、現時点で重要な意味をもつ保守・保善工、あるいは

修理工の役割について、本論では提起できなかったので、 『資本論』第 3部第 1篇第 5章のなかのマ

ルクスの次の指摘をここで紹介しておきたい。

「これによって、生産手段の節約にたいする資本家の熱狂ぶりも理解できるo だめになったり

むだ使いされるものはなにもないということ、生産手段が生産そのものに必要な仕方でしか消費

されないということは、一部は労働者の訓練や教育にかかっており、一部は、資本家が結合労働

者に課する規律にかかっている。」（『資本論、全集版、第25巻第 1分冊、 10 5頁）。

第3節 管理組織＝労務統轄機構の再編・強化と職場秩序の変容

ー 管理技術教育＝経堂技術教育の分析視角 一

前節では、作業固蔽の再絹成、労働内容の変化、ならびにその中を貫いている現代「合理化」およ

び科学・技術革命の展開過程の検討をつうじて、職業・技術教育分折のための方法論の提示を試みたo

本節では、職業・技衡教育と並んで企業内教育の主要な側面のひとつを担う管理技術教育＝経営技

術教育把握のための分折視角とその枠組みを明らかにする。これが、前節に続く本研究の第二の課題

である。ここでは、分折の枠組みを、次のように設定したo資本主義的生産様式のもとでは、社会的

労働過程の主体的契機をなす労働自体は、前節で見た作業組織のもとで働く作業労働と個々の作業労

働を指揮•監督・統轄する管理労働の二つに分化する。この分化を推進ずる主たる要因は、労働の社

会的生産力の向上と労働の社会化の進展とであるoすなわち、 「＜前略＞資本主義的生産が実際に拭

じめて始まるのは、同じ個別資本がかなり多数の労働者を同時に働かせるようになり、したがってそ

の労働過程が規模を拡張して巌的にかなり大きい規模で生産物を供給するようになったときのことで

あるoかなり多数の労慟者が、同じときに、同じ空間で（または、同じ労働場所で、と言ってもよい）

同じ種類の生産のために、同じ資本家の指揮のもとで働くということは、歴史的にも概念的にも資本

主義的生産の出発点をなしている」11) のであって、 「いまでは資本の最小限度の大きさは、多数の分

散している相互に独立な個別的労働過程が一つの結合された社会的労働過程に転化するための物質的

条件として現われるのである」（2) 。こうして、多数の分散した個別的労働過程が一つの社会的労働過

程に結合され、 「多数の賃金労働者の協菜が発展するにつれて、資本の指揮は、労働過程そのも (1.)(1.)

遂行のための必要条件に＜中略＞発展してくる」。(3)「ところが一方では、資本主義的生産様式ほ、労

働過程が一つの社会的過程に転化するための歴史的必然性として現われるのであるが、他方では、労

働過程のこの社会的形態は、労働過程をその生産力の増大によっていっそう有利に搾取するために資

本が利用する一方法として現われるのである」． 0(4) 以上のマルクスの指摘のように、資本主義的生産

性上昇過捏としての社会的労慟過程と、他方では増大した社会的生産力を用いてより有効な搾取をは
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かる資本の価値増殖過程との統一として現われるため、生産面における資本家の指揮・監督・管理機

能も、社会的労働過程そのものが必要とする機能の他に、価値増殖過程の側面から必要となる支配機

能を含んだものとなる。その結果、資本主義的管理は、必然的に「二者闘争的な」 「二重性」を帯び

ざるを得ない。この資本主義的管理のもつ二重性は、具体的有用労働と抽象的人間労働という労働の

二重性、その展開としての生産過程に内在する二重性に由来する。したがって、資本主義的管理は、

労働過程と価値増殖過程の双方によって規定される対立物の統一として把握されなければならない。

資本主毅拘生産様式のもとでの社会的生産力の発展は、歴史的には「社会的に発展した労働の諸形

態、すなわち協業、マニュフアクチュア（分業形態としての）、工場（、物質的基礎としての機械に基

づいて組織された社会的労働の形態としての）」（5) という形態変化をともなう。こうした労働の社会

化を背景とした歴史的形態変化は、同時に直接的作菜労慟からの管理労働の分離として、資本の管理

・監督機能の強化として、資本主義的企業における労務統轄機楷の成立・展開として現われる。そう

して、独占資本主義段階において企業組織の一環としての管理組織・労務統轄機構は、はじめて本格

的確立をみるにいたるのである。そこで、前述した研究課題との関連で問われなければならないのは、

現代「合理化」の進展のなかで、いかなる形で資本主義的企業の管理組織・労務統轄機構の再絹・強

化がなされるのか、資本の狙いはどこにあり、その背景をなす主たる要因はなんなのか、またその再

編・強化とともなって資本の指揮•監督機能の担い手である「産業士官（支配人、 Managers) 」

や「産業下士官（職工長、 Foremen、Overlookers)」の果す役割はいかなる変化を示すの

か、以上のような労務統轄機構の再絹•強化や職制層の役割変化に対応して戦場秩序はいかなる変容

を示しているのか、さらに、こうした変化に対応して職場レベルにおける資本の指揮・監督機能の代

行者たる「産業士官」や「産業下士官」は、いかなる内容の教育をいかなる形を受けているのか、ー

般に管理技術教育といわれる、この種の教育は現代「合理化」といかなる対応関係にあるのか、など

である。

ところで、さきに見た資本主義的管理の二重性について、マルクスは『資本論』第 1部第 4篇第 1

1章「協業」および第 3部第 5篇第 24章「利子と企業利得」のなかで、次のような指摘を行なって

いる。

「すべての比較的大規模な直接に社会的または共同的労働は、多かれ少なかれ一つの指図を必

要とするのであって、これによって＜中略＞生産全体の運動から生ずる一般的な諸機能が果たさ

れるのであるo単独のバイオリン演湊者は自分自身を指揮するが、一つのオーケストラは指揮者

を必要とする。この指揮や監督や媒介の機能は、資本に従属する労働が協業的になれば、資本の

機能になるo資本の独自な機能として、指揮の機能は独自な性格をもつことになるのである。

＜中略＞

資本家の指揮ほ、社会的労働過程の性質から生じて資本家に属する一つの特別な機能であるだ

けでなく、同時にまた一つの社会的労働過程の搾取でもあり、したがって搾取者とその搾取材料

との不可避的な敵対によって必然的にされているのである。同様に、賃金労働者にたいして他人

の所有物として対立する生産手段の規模が増大するにつれて、その適当な使用を監督することの

必要も増大する。同様に、賃金労働者にたいして他人の所有物として対立する生産手段の規模が

増大するにつれて、その選当な使用を監督することの必要も増大する。＜中略＞

それゆえ、資本家の指揮は内容から見れば二重的であって、それは、指揮される生産過程その
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ものが一面では生産物の生産のための社会的な労働過程であり他面では資本R価値増殖過程であ

るというそダニ薗生によるのである力＼この指揮はまた形態から見れば専制的であるoいっそう大規

模な協業の発展につれて、この専制はその特有な諸形態を展開するo資本家拭、＜中略＞個々の

労働者や労働者群そのものを絶えず直接に監督する機能を再び一つの特別な種類の鈍労働都こ譲り

渡す」。
{61 

以上が『資本論』第 1部第 4篇第 11章のなかでのマルクスの指摘であるが、第 3部第 5篇第 23 

章のなかでもほぽ同じような指摘がなされているo関係箇所を引用すると、以下のとおりである。

「監督翌酎箪・労働は、直接的生産過程が社会的に結合された過程の姿をとっていて独立生産

者たちの孤立した労働としては現われない場合には、どこでも必ず発生する。しかし、この労働

は二重の性質のものである。

一面ではおよそ多数の個人の協力によって行なわれる労働では、必然的に過程の関連と統一

とは一つの指揮する意志に表わされ、また、ちようどオーケストラの指揮者の場合Rように、部

分労働に関するのではなく作業場の総括動に関する諸機能に表わされる。これほ、どんな結合的

生産様式でも行なわれなければならない生産的労働である。

他面では、く中略＞このような監督労働は、直接的生産者としての労働者と生産手段の所有者

との対立にもとづくすべての生産様式のもとで、必然的に発生する。この対立が大きければ大き

いほど、それだけ監督労働が演ずる役割は大きい。それゆえ、それは奴隷制度のもと~でその最高

限に達する。しかし、それは資本主義的生産様式でも欠くことのできないものである。なぜなら

ば、この生産様式では生産過程は同時に資本家による労働力の消費過程だからである。それは、

ちようど、専制国家では政府が行なう監督や全面的干渉の労働が二つのものを、すなわちすべて

の共同体の性質から生ずる共同事務の遂行と、民衆にたいする政府の対立から生ずる独自な諸機

能との両方を、包括しているようなものである。」 (71

以上のように、マルクスは、 「監督労働」あるいは「指揮労働」、要するに管理労働が、資本主義

的生産様式のもとでは「二重性」を持つことを明確に把握していたのである。こうして直接的作業労

働から分離した管理労働は、単純協業のもとではじめて見られるようになり、分業にもとづく協業の

段階になると次第に明確化されてくる。しかし、分業にもとづく協業、すなわちマニュフアクチュア

段階では、依然として手工的熟練が優位を占めているがゆえに、直接的作業労働からの管理労働の分

離は、不徹底なものたらざるを得なかった。この分離を決定的におし進めたのは、生産過程における

機械の祁入であり、とくに、 「発達した機械」を媒介とした機械体系の出現であったo機械体系のも

とでは、．それを基軸とした労慟力編成が必然化し、それとともに「物質的基徒としての機械に基づい

て組織された社会的労働の形態としての」工場が形成される。そうして、機械の自動体系が形成され

ていたアークライト型工場においては、工場規律と職長を媒介とした不熟練労働者群にたいする直接

的な管理が実施されるとともに管理職能は工場職能として展開されることになったoもっとも、植竹

晃久教授の研究によると、鉄鋼莱や機械製造業においては作業機による熟練労働の排除が実現せず、

そのため熟練工を媒介とした間接雇用制度が一般的であり、またミュール型紡績工場においても、ミ

ユール精紡職場では熟練エとしてのミユール精紡工による糸継工、掃除工の屑用という間接的屈用制

度が存続していたo資本主義的機械制大工業における工場管理、管理・監督労働が本格的に確立され

るのは、独占資本主義段階になってからであり、植竹教授の表現によると、 「作業機、とくに工作機
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械の一層の発展をみたアメリカにおいてであり、それにともなう『作業の客観化』をみる時点ー資

本による管理職能の直接的・全面的包摂を宣言する、かのフレデリック •W9 テイラーの『科学的管

理法』にその典型をみる時点においてである。」（8) この背景には、 「機械の自動的体系が完成しない

かぎり、機械は熟練を排除しえず、新たな機械（とくに作業機）の蒔入は旧来の熟練を分解するとは

いえ、それに代ってまたその機械の操作に関して新たな熟練を要求してくるとい 5関係にある。その............................... 
意味で、当時の段階としては、作業機を操作する熟練工を媒介とした労働管理の形態が一般的であっ..................... 
たということが指摘されなければならない。そして、エ湯主の管理活動の内容としては、賃金支払上．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
の工夫ー出来高制度や賞与制度等の工夫が中心であり、末端の管理はこれら熟練工たちの手に委ね

........。•

られていた」（傍点は引用者）（9) という状況があったのである。 「そして、こうした、いわぼ内部請............................................ 
負の形態が一定に崩壊せしめられ、資本による管理が直接に末端にまで浸透する形態がとられるに至.......................... ................ 
るのは工作機械の一層の発展とそれにともなう工程の分化・単純化一熟練労働の分解が広範にみら..................... 
れるようになる段階までまたなければならない。しかし、こうしたことが達成されるのは産業革命を

最初に達成したイギリスにおいてではなく、その後拾頭の著しいアメリカにおいてであり、をとそ仕........................................... 
管理は、いわば近代的諸科学の意識的な適用をもって特質づけられる近代的管理として展開されるこ

とになる。」（傍点は引用者）血

こうしナ』鼓的プロセスを経て、資本主義的管理は、独占段階において本格的な確立をみることに

なる。いうまでもなく資本主義的管理は、社会的労働過程において価値増殖・労働力搾取の機能を果

すものである。そのため管理労働と作業労働とは、資本・賃労働間の階級対立を反映した敵対的矛盾

関係に置かれるoつまり、資本主義的管理は、前述した二重性に示されるように、一方では一定の具

体的有用労働の担い手として機能する技術的側面を内包しつつも、労働力商品を管理・監督するもの

として、資本による賃労慟の専制支配として現われる。前述したマルクスの指摘にもあるとおり、資

本主義的管理機能は、 「一つR特別な種類の賃労働者に誤り渡」されるのである。独占段階における

資本の集中・集旗および巨大独占体の形成、株式会社制度の普及という動きは、他方における資本・

賃労働関係の矛盾の激化とともに、資本の管理・監督機能の管理・監督労働者による代行化、これに

ともなう管理・監督労働者R分化および多様化を促進し、管理・監督労働者そのものの最的拡大をも

たらした。こうした一連の動きは、世界資本主義の全般的危機の深まりに対応した、資本主義的管理

組織＝労務統轄機構の整備・強化を意味するとともに、ょり一層の価値増殖・搾取強化を狙いとした

資本の戟極的な意図をも含むものであった、と見てよい。そうして、ここで強調しておきたいのは、

以上のような管理組織＝労務統轄機檄の整備•強化は、レーニンによって「そのなかに生産過程を系

統的に分折し、人間労働の生産性の巨大な進歩がある」゜°と評価され、 「その創始者の意に反して、

ブロレクリアートが社会的生産全体をその手ににぎり、社会的労働を正しく配置秩序だてるため自分

自身の労働者委員会を任命する時を準備する」し2 と指摘された、テイーラ・システムをはじめとした

「生産の科学的組織の最新の到達点」03 ([)放極的な渫入によって実現したことであるoすなわち 2 ~ 
世紀の初頭には、ギルプレス夫要などを含むテイラー・グループによる科学的管理諸方式の普及、フ

ォード・システムの開始、また第一次世界大戦後には、フォード・システムの本格的尊入、メーヨー

らによるホーソソ・リサーチ、フォレットによる人間の集団行動の心理学的分折などの人間関係論の

成果の活用、そうして、第二次大戦後には、 IE、OR、LPなどの管理諸方式の蒔入、レヴインら

のグルーブ・ダイナミックス、マグレガーらの行動科学の成果の活用、 HR、LRなどの新手法の開
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発、等々のごとく、新たな手法が次々と登場したのである。これらの管理方式と手法ほ、 19 2 2年

8月、レーニンが「ヨーロッパとアメリカの科学から真に価値のあるすべてのもRを摂取すること一

これがわれわれの第一の最も主要な任務である」 U-0 と考えていたところの「社会的労働R合理的配置

の原則の適用」U9 をするのに有益であり、また「最も乱暴な資本主義的搾取の最新R到達点」08である

といってよい。そうして、これらの方式と手法が、戦前の産業「合理化」運動以降、資本主義的「合

理化」の大切な手段として大々的に活用されていることを見逃すわけにはいかない。

戦後日本資本主義の高蓄租過程の進行は、同時に 5 0年代前半の準備期を踏み台として、以上あげ

た管理諸方式に見るような新経営技術の黄極的な薄入と消化の展開過捏でもあったo こうした状況を

背景として、職場レペルにおける管理・監督者層にたいする管理技術の教育が、他方における工程管

理近代化、ライン・アソド・スクツフシステムの渫入による管理組織の質的再編成と相まって、必要

不可欠なものとして要請されることになったのである。そもそも企業内教育の中核となるのは、職場

レペルにおける管理・監晋者層によるラソク・アソド・ファイルの労働者層にたいする OJTであり、

•これなくしては教育スクッフによる集合教育も効果をあげ得ないのである。 「企業内教育ほ自己啓発

から」といわれても、その動機づけを与えるのは、管理・監督者層に課せられている任務のひとつな

のであるo表2に示したのは、鉄鋼業界で職場レベルでのラインの統轄者とい 5位置づけを与えられ

ている作業長の職務内容を示したものである。これを見てもわかるように、鉄鋼資本の要請にこたえ

て「期待される社員像」づくりの一現として部下を教育訓練するためにも、まず管理・監督者層自身

が管理技術を身につけなければならない事態となったのであるo‘ こうして、現代「合理化」は、管理

・監督者層にたいしても厳しい日常の努力を要請するo表 3は、日本鉄鋼連盟が管理・監督者教育の

ために作成した資料から抜幸したものであるが、その内容を見て気づくことは、今世総になって開発

された各種の管理手法が殆んど含まれていることであるo鉄鋼独占体をはじめとした鉄鋼資本は、こ

うした多様な管理手法を身につけることを要請しているのであり、若しもこの要請にこたえられない

者があったばあい、管理・監督者としての資格がないものとして、それに対応した厳しい処遇をうけ

るのである。たとえば 73年 2月に新日鉄本社能力開発室が作成した、新入社員研修用のテキストに

は、次のような記述が見られるが、これを見ても明らかなように、まさにマルクスが指摘した「資．．．．． 
本が労働の生産力を緊張させたという理由でさらに資本を強制して労働の生産力を緊張させる法則で

あり、資本にすこしの休息もさせずに、たえず、すすめ／すすめ．Iと耳うちする法則」によって、す

べての社員が規制されていることがわかる。

「わが社では日常業務を通じて、知織と経験を蓄積し能力を伸長していくことが最も大切で

あるという考え (OJT)にたって、管理者は熱意をもって部下の育成に当っており、一方、知

識、経験に幅をもたせた管理能力を育てるために計画的なローテーションが行なわれている。 q 

また能力開発を効果的にするために、新入社員研修以降、段階に応じて中墜社員研修、管理

者研修へ至る仕組みが組まれているほか、英会話、 IE、OR等の諸諧座など、各種の講座が適

宜行なわれるとともに職場研修や自主学習なども意慾的に推進されているo」

以上0ソフトな表現で能力開発の方針が述べられているけれども、逆にいうと「熱意をもって部下

の育成」に当らなければ管理・監督者失格なのであり、また「計画的なローテーション」によって、

「知識・経験に輻をもたせた管理能力」が身につかない者は役に立たない存在だ、ということになる

のである。このことは、コンピュークー、 IE、ORなどを必修科目としている集合教育を受講した
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ばあいにも、成績不良のものは職責をこなす能力のない者として判定されるのである。

表2 作業長の職務

職 務

1．作 業 管 理 (!) 与えられた作業予定の検討と管理部門との協議

② 作業の実行に必要な人員の割当てと機械設備の割当て

⑤ 作業予定の変更を必要とする場合の管理部門との連絡および変更された

予定に基づく対策の決定

④ 作業が予定どおり進行しない場合の応急処置の実施の決定

⑤故障が発生した場合の応急処置の実施の決定
』

＇ 
2. 労 務 管 理 ①部下の時間外勤務、休日出勤の命令

i 

②部下の欠勁、休暇等の許可

⑤ 部下の能率給、賞与。昇給、昇任等の考課

R要員の要求について掛長に提案

⑤ 部下の作業単位内の異動の決定

⑨ 部下の賞罰について掛長に意見の提出

⑦ 職場内の良好な人問関係の維持

3. 安全術生管理 ① 安全衛生の維持、向上

② 不安全状態個所、．動作の改善

⑤ 災害発生時の応急措置の決定

④災害の原因究明

4. 教 育 訓 練 ① 部下の教育訓練の計画と実施

② 作業長およびエ長候補者の狸成

5. 自主管理活動 ① 自主管理活動の推進

6. 原 価 管 理 ① 作業単位の原価の把握

② コスト切下げ方策の立案および実施

資料出所 日本鉄鋼連盟『日本鉄鋼業における作業長の概要』 1 9 7~2年 6 月

表3 能力開発の内容

項 目 内 容
理解、演習

内＇ 容 の 例 ホ
の別

1 個人、人間 人間性、人間の行動心 理 解 クリス アージリアスの人問形成の 7段階、、マグレガー

性 理、欲求段階、動機づ のY理論、レヴイソの Z理論、マグレガーの欲求楠造、

け、生き甲斐 マズローの自己実現の欲求

I 

2. グループ グループ集団心理、流 理 解 ホーソン実験、 K社の考える小集団、 L社のプロマネ、

動的組織、非公式集団 F電機のライソ専属スクッフ、 S社のワソマソプロ、

M社の連邦経営、 N社のスピソアウト、各社の課制廃

止、ブロジェクトチーム等

-41-



3. グループ活 チームワーク、メソバ 理 解 レヴィソのグループダイナミックス、カッツの小集団論、

動 ーシツブ、役割分担、 レスリスバーガーの人間関係論等

0人間関係、 0情報

0生産性、 0モラール 理 解 カッツの生産性論、ツーツヨアーの生産性とモラルの

成果、成果配分 相関実験等

0発想法 0グループ 演 習 BS、KJ、NM、ZK、等価変換法、ロールプレイ、

討識、カウンセリ｀ノグ はねのけ討議等

技法

4. グループの 管理者のクイプ、グル 演 習 ホワイト、リービ’ットの管理スクイル、リッカートの

維持 ーブのクイブ、自己行 マネジメソトシステム、プレイクのMG人間、三隅の

a自己の行動 動のクイブ PM人間、レヴィンの三次元グリッド等 一

パターン' 集団について各種のモラール調査、風土診断等

bグループへ 自己の変容、他グルー 演 習 クンネソパウム系のST、プレイク系のMG、マーロー

の応 ブヘの参加経験 のVTR、高橋のサイコサイバネティックス等

5. グルーブ目 0月標管理、業絞と評 理 解 ミラーの目標管理体系、 MTP等

標の達成 価、自律管理、 0マ

aグループの ネジメント、部下指導

成果 グルーブの開発、育成寸 自己努力 Cサークル、 ZD運動、自主管理活動等

bグルーブ行 参加推進

動の向上

6. 先見力、意 意志決定 理 解 サイモソの恋思決定論、アソゾフの共通関連性、ッュラ

思決定 イツラーの規範的意思決定論等

先見性、意思決定 演 習 各種の経営ツユミレーツヨソ、経営ゲーム等

蜘出所 日本鉄鋼連盟『鉄銅業管理者の能力開発』 1 9 7 2年 7月

図2 各種教育の位置づけ 以上、資本主義拘生産様式のもとでの管理組

織＝労務統轄機棉R歴史的展開過程を見てきたo

また、資本の管理・監督機能を代行する「産業

士官」や「産業下士官」の果す役割変化につい

ても論じてきた。そうして、独占段階以降にお

いて全面展開する管理方式および手法の蒔入、

それが資本主義の全般性危機の深刻化、資本・

賃労働間R階級対立の激化の高まりという情勢

のなかで再絹・強化されている意味についても

若千の検討を加えてきたo最後に、管理・監督

者層にたいする管理技循教育実施の要因が成熟して教育が実施されるが、その果す役割についても

ふれてみたo これらのことは、全て職場秩序の変容をもたらす要因であるが、ここでは職場秩序の変

容自体は実証研究に譲ることにしてあえてふれなかったo

けれども、以上述べた諸点は、あく迄も本研究の分折の枠組みを示すためのものである。したがっ
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て、本節のはじ砂に提起した本研究の第二の課題は、関連して出された理論仮設にもとづいた実証的

研究の結果によってはじめて明らかにされる性質のものであるo何故ならば、ロスドルスキーが指摘

するように、 「資本主義生産が根本的にそれ以前のいっさいの生産様式から区別されるのは、その普

遍的な性格、物質的な生産諸力の不断の変革へ駆りたてるその餌動によってである」 unからである。

教育訓練をつうじた労働者階級にたいする分裂支配は、管理技術教育の実施によって最高頂に達する

が、現代「合理化」のもとでいかなる形で現われ、資本に対して何を与えるかは、実証的研究のみ

明らかにしうるのである。

＜注＞
(1) マルクス『資本論』、大月書店、全集版、第23巻第 1分冊、 42 3頁。

(2) 同上、 4 3 3....,4 3 4頁。

(3) 同上、 43 4頁。

(4) 同上、 4 3 9頁。

(5) マルクス『剰余価値学説史』、大月書店、全集版、第 26巻第 1分冊、 4O 7頁。

(6) マルクス『資本論』、第23巻第1分冊、 43 5頁。

(7) マルクス『資本論』、第25巻第 1分冊、 48 0~4 8 1頁。

(8) 植竹久「産渫資本主義的管理職能の生成．発展•特質」、 『三田商学研究』、第14巻第6号、 19 7 2年

2月、 60~8 5頁。

坂本和ー「独占段階における独自的 資本制的生産様式」、 『立命館経済学』、第19巻第 1号、 1~5  6頁。

(9) 植竹、同上、 85頁。

40) 同上、 85頁。

坂本和ー「独占醐楷における独自的・資本制的生産様式と査本蓄戟過程」、 『立命館経済学』、第 19巻第3

号、 19 7 0年 8月、 1~61頁。

01) レーニソ『論文「ソビエト権力の当面の任務」の最初の案文』、大月書店、全集版、第 42巻、 6 5頁。

/2) Vーニソ『テーラー・ツステムは機械による人間の奴隷化である』、全集版、第20巻、 15 7頁。

(3) 注 (11)と同じ。

04) レーニソ『玉にきず』、全集版、 33巻、 38頁。

!5) 注 (12)と同じ。

06) 注 (11)と同じ。

(7) ロスドルスキー『資本論成立史2』、法政大学出版局、 63 2-6 3 3頁。

第4節 労働組合運動の体制内化と労資関係の「安定化」

ー精神教育の分祈視角 一

前節につづい℃本節では職業・技術教育に対応して実施される資本の手による労働力の精神的陶

冶を意味する精神教育把握のための分折視角とその枠組みを明らかにする。これが、本研究の第三の

課題であるo資本主義的生産様式のもとでは、企業内技術教育でさえも、多かれ少なかれ資本の手に

よる労慟力の精神的陶冶、すなわち労資協調的イデオロギを注入する精神教育をともなうことが多い。

けれども、そうだからといって第一章で論じたように、 「企業内教育は労働者にたいする思想攻撃で

ある」という具合に短絡化するのは誤りである。そうした視点からは、世界労連、 CGTなどをはじ
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めとした国際労働運動が職業・技術教育および職業訓練、ならびに企業内訓練に本腰を入れて取り込

んでいる意味を把えることは、と？てい不可能である。この点については、本稿のはじめに明らかに

したので、ここでは省略しよう。

ところで、ここでD研究課題を進めるために必要なのは、以下のことである。まず、精神教育の具

体的内容を規定する主要な要因としての資本・賃労働の力関係は、労働組合運動の動きに反映すると

考えてよいが、戦後「合理化」の展開過程のなかで、組合運動は、 「合理化」にたいしていかなる対

処をして来たのか、作業長制度、職能的資格制度の母入、およびこれと結びついた賃金体系の改訂な

どを背景とした労務統踏機描しつ再絹・強化は、組合の動きにいかなるイソパクトを及ぼしたのかoま

た、 6 O年代「合理化」にともない組合運動の主要な担い手であった1目熟練エが分解したといわれて

いるが、その分解は、いかなる形で進行し、その後の労働運動にいかなる影響を与えたのかo さらに、

6 0年代以降、一般に「良識派」と呼ばれる会社派グルーブの育成ぼ、いかなる形で行なわれ、その

効果はいかなる形で実を結びつつあるのか、そのばあい、上記の旧熟練工の分解はこうして拍頭した

労働貴族、労働官僚といかなるかかわり合いを持つのか、会社派グルーブは一般組合員といかなる結

びつきを持ち、職場いペルでの彼らの基盤はなにかo鉄鋼大手のばあい、 6 0年代に会社派グループ

による組合機関の掌握が完了し、一般；C労資関係の「安定化」といわれる状況となっているが、こう

した事態の出現は一般組合員にとっていかなる具体的な意味を持つものなのか、職場秩序や職場レペ

ルにおける組合活動は、この労資関係「安定化」の実現によっていかなる方向へ歩みつつあるのか、

そのなかで現代「合理化」の進展と職場一般組合員とのあいだに生ずる矛盾・対立は、いかなる具合

に処理され規制されているのか。最後に、労資関係の「安定化」の実現過程で実施された精神教育の

具体的な内容はなにか、それはいかなる形で、いかなる狙いをもって実施されたのか、労資協調を基

調とする精神教育が当面している課題と問題点はなにか、等々である。以上の間いに答えるのが、こ

こでの主要な任務である。

そこで、以上の問いに答えるために必要な分折視角を、以下で簡単に提示しておこう o独占段階の

確立期以降、巨大企業を先頭に次第に実施されるようになってきた精神教育ほ、世界資本主義の全般

的危機の深化、資本主義的「合理化」の強行などを主たる契機とした、資本・賃労慟間の階級対立激

化の産物である。前述したように、作業組織や管理組織＝労務統轄機構の再編・強化を必然化する資

本主義的「合理化」の具体的内容は、資本・賃労働間の力閲係によって規制されざるを得ない。その

ため、資本はあらゆる有効な管理手法を動員して労働者の洗脳を行ない、階級意識をとり除くという

精神的陶冶の目的を達成しようとするo個別企莱の手にあまるときには、生産性本部、三田村労研を

はじめとした反労働者的専門機関の活用もはかる。

ところで、資本が労働力の技術的陶冶のみならず、企業帰属意識を植えつけ、工場規律にしたがわ

せることを目的とした労働力の請神陶冶＝精神教育を実施するようになったのは、独占段階の確立以

降のことに属するが、それにはそれ以前の準備期ともいえる前史があるo というよりも、資本主義的

生産様式のもとで独自に機能する、したがって独占段階においても貫徹する基本的な法則がある、と

いった方がよい。それは、工場制度が生み出した「兵営的規律」であるo周知のよう応資本主義的

生産様式のもとでは、労働者が労働条件を使うのでなく、逆に労働条件が労働者を使う o このような

転倒性は、機戚制大工莱において完成する。なぜなら、産業革命による機戚制大工菜の工場制度のも

とでは、労働者は、自動装置の一様な連続運動に合わせる、ひとつR部分機戚の部分として、檄械に
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奉仕することを余儀なくされるからである。

マルクスはた 『資本論』第 1部第 13章「機械と大工業」のなかで次のような指摘を行なっている。

「労働手段の→簑な動きへの労働者の技術的従属と、男女両性および非常にさまざまな年令層............... 
の個人から成っている労働体の独得な構成とは、一つの兵営的な規律をつくりだすのであって、

この規律は、完全な工場体制に仕上げられて、すでに前にも述べた監督労働を、したがって同時

に筋肉労働者と労働監督者とへの、産業兵卒と産業下士官とへの、労働の分割を十分に発展させ

るのである。」(1) （傍点は引用者）

ここでマルクスが「すでに前にも述べた監督労働」といっているのは、第 1部第 4篇第 11章「協

業」のなかの次の文章を指している。

「一つR軍が士官や下士官を必要とするように、同じ資本の指摘のもとで協業する一つの労

働者集団は、労働過程で資本の名によって指揮する産業士官や産業下士官を必要とするo監督と

いう労働が彼らの専有の機能に固定するのである」。
(2) 

以上のように資本主義的工場制度における「兵営的規律」の成立要因を、マルクスは、 「労働手

段の一様な動きへR労働者の技術的従属」および「労働体の独特な構成」という労働過程のもつ特質

との関連で把握していることに留意する必要がある。マルクスは、上記の文章に統いて、資本家たち

が工場に冷いて労働者にたいする専制的支配体制を確立するために、 「エ湯法典」を制定することを

述べているが、そR「工場法典Jが「労働過程の社会的規制の資本主義的戯画でしかない」（3) 所以を

ば、ニンゲルスの『イギリスにおける労働者階級の状態』の文章を包うとして引用することによって

暴露している。ニンゲルスの文章の一部を紹介すると、次のとおりである。

「プルジョアジーがプロレクリアートを縛りつけている奴隷状態が工場制度ほどあからさまに

さらけだされているところはほかにはない。工場制度では法律上でも事実上でもいっさいの自由

がなくなっている。＜中略＞もし彼（労働者一引用者）が数分でも遅刻すれば罰を受け、もし

1 0分遅刻すれば朝食がすむまで入れてもらえないで＜中略＞彼は命令どおり食い飲み眠らなけ

ればならない………圧制の鍾が彼をベットから呼び起こし、朝食の食卓から呼び立てる。そ仕、......................................... 
ひとたび工場にはいればどうか？ここでは工場主が絶対的な立法者である。彼は自分かってにエ........ 
場規律を制定するo好きなように彼の法典を書き変えたり書き加えたりする。そして、彼がどん

なにばかげたことを書き入れても、裁判所は労働者に言う、おまえたちはこの契約を自由意志で

結んだのだから、今ではおまえたちもそれを守らなければならない、と。＜下略＞」（4) （傍点は

引用者）

機賊の応用にもとづいて発生した近代的工場では、機械が労働者を従属させるばかりでなく、資本

家たちの手によって都合よく作られた工湯法典を労働者＝産業兵卒に押しつけ「兵営的現律」を守る

ことを強要する。こうして、工場内における資本の専制的支配体制が確立する。いわゆるエ湯体制が

それである。この「兵営的規律」は、資本..賃労働関係の矛盾・対立のなかで自己を貫徹する。しか

し、資本主義的生産の展開につれて、 「貧困、抑圧、隷属、堕落、搾取はますます増大してゆくが、

しかしまた、絶えず膨張しながら資本主義的生産過程そのものの機構によって訓練され結合され組織

される労働者階級R反抗もまた増大してゆ＜。」（5) 先進資本主義諸国では戦前の日本のような例外的

存在は別として、労働組合運動は、その間における資本の抑圧をはね返して組織され発展し、独占段

階に入ってからは市民権を得るところまで成長した。いうまでもなく、こうした動きは労働者の階級
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的自覚の高まりを示すものであったo

こうした資本・賃労働の矛盾・対立関係に根ざす労働組合運動、とくに民主的階級的立場に立つ労

働組合運動の発展こそ、資本をして企業内精神教育を実施させるにいたった主たる要因である。した

がって、企業内精神教育は、資本主義的生産様式のもとにおける資本・賃労働間R敵対的な矛盾・対

立関係をおおいかくすことを主たる目的として大々的に実施される。それと同時に他方では労働組合

を骨抜きにし改良主義的な体制内的存在とする資本の工作も活発化するo後者の動きは、 19世紀後

半のイギリスに見られるように、労働費族、労働官僚の育成という方向をとるo しかしながら、独占

段階確立期にはまず労働貴族についていうと、イギリスの産業独占を背景として 19世紀後半に現わ

れた旧型の熟練工を基盤とする形のものではなくて、独占利澗の一部を分配することによって特権的

労働者層を育成する形が主要なものとなる。したがって、労資協調的精神教育の実施と労働貴族層お

よび労働官僚の育成による組合の改良主義的体制内化とが、労資関係「安定化」を実現するための資

本の主要な手段として現われる。 ... 
ボプスボームは、労働貴族層の尺度として、次の六つをあげている oすなわち、 「第一に、労働者. . ....  

の収入のたかさおよびその規則性、第二に、社会的保障についてのかれのみとおし、第三に、職長お... 
よび屈用主よりうける待遇の方法をふくめた、かれの労働条件、第四に、かれの上および下の社会階

・・・ .... 
層との関係、第五に、かれの一般的な生活条件、最後に将来の井進についてのかれのみとおし、およ

び彼のこどもたちのみとおしである。これらのうち、第一のものが比較にならぬほどもっとも重要で

あり、そうしてまたいかに不じゅうぶんではあっても、包括的な知識めいたものをわれわれがもちあ

わせている唯一のものであるo したがってわれわれは、それをわれわれの主要な尺度としてもちいて

いいであろう。」(6)このようにポプズボームは、 「労働者の収入のたかさおよび規則性」に主要な尺度

を求めているのである。そうして、ここで紹介しておかなければならないのは、彼が 19世紀から 2

0世紀初頭にかけての著名な研究の結論として、 2 0世紀初頭における旧型の労働裁族層の衰退の事

実と関連させながら、独占資本主義時代とそれ以前の時代の労働貴族層を区別する必要性を強調し、

分折をすすめる際には異ったアブローチの仕方をする必要性を提起していることである。彼によれば、

独占資本主義のもとにおける労働貴族層の分折のばあい、第一に 19世紀労働貴族層の存続と適応、

第二にホワイト・カラーおよび技術者などの新労働貴族層の重視、第三に半熟練エヘ昇進したラソク

・アンド・ファイル層の出現、第四に前世紀後半のイギリス労働者階級の動向と関連して「イソグラ

ンドのブロレクリアートは、ますますプルジョア的になりつつある。＜後略＞」と指摘したニソゲル

スの言葉の吟味、などが主要な研究課題とされている。こうしたポプスボームの見解とかかわってい

えば、労働費族を「＜前略＞歴史的には二つ存在し、一つは 19世紀後半のイギリス資本主義に典型

にみられたように、技術の末発達を基礎としてみずからの特権的利益を擁陵するため熟錬工組合を組

織して高賃金にありついた熟練労働者層で、もう一つは独占段階に存在するものである。＜中略＞こ

の独占利澗を基礎に発生してくる一部の特権的労働者層」と解説している塩田庄兵衛教授が執筆した

と思われる、東洋経済新報社の『労働用語事典』における「労働貴族」の項の説明ほ、国際的に見て

も高いレベルのものだと考えてよい。さらに同事典では、これに続いて次のような説明がなされてい

るが、この指摘もわれわれに重要な示唆を与えるものである。

「戦前の日本において労働貴族の存在はほとんど認められないが、その原因としては日本資本

主儀が低賃金労働を基礎に急速な発展をしてきたため労働貴族を育成する余裕をもたなかったこ
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と、ファッショ的軍事支配を貫徹するため労働糞族を必要としなかったこと、などがあげられる。

戦後、 19 6 0年代の高度経済成長のもと、一部大企業は莫大な利潤の一部を相対的高賃金とし

て一定の労働者に与えることにより一定程度発生し、これが労働戦線の右翼的再編成の問題をも

たらしている。」(71

このように.1駆愛日本資本主義の高蓄甜過程のなかで育成され登場した労働貴族は、他方における

資本の工作と相まって組合員大衆にたいして労資協調イデオロギーをふりまくことによって、労働組

合運動の体制内化、すなわち労働者階級を賃金奴隷制から解放することを目的とする階級的民主的組

合運動の骨抜きを策するとともに、労働組合運動を右傾化させ資本・賃労働間の力関係を変え労資関

係の「安定化」に寄与しようとするのである。したがって、労資関係の「安定化」とは、内容的にい

えば資本の労働者階級にたいする専制的支配の強化に他ならないoかくて労働貴族は、労働組合や民

主社会主義政党、あるいは一部には社会民主主義政党の役員を勤める労働官僚＝組合官僚とともに、

労働者内部における独占資本の代弁者たる役割を果している獅子身中の虫なのである。

世界資本主義の全般的危機がいっそう深まって新たな危機段階への移行を開始しつつある現局面に

おいて、現代国家独占資本主義の条件のもとにおける科学・技術革命は、労働者階級にたいして次の

ような大きな影轡を与えると同時に、資本・賃労働のあいだに新たな敵対的な矛盾を不可避的に発生

させる。

「大規模な資本主義的自動化生産の条件のもとでは、労働者の疎外、自動ラインと結合機械に

体現された労働にたいする労働者の従属状態、きびしい規則と独占体の専横を押しつける資本主

義的生産管理体制にたいする労働者の敵対的関係は、著しく激化するo科学・技術革命は、人間

の技術的解放のための、技能と教育を発展させるための、前提諸条件をつくり出すのであるが、

それゆえ応労働の資本への従属、労働者の無権利状態は、いちだんと強烈に痛感されるのであ

る。

生産手段が強大になればなるほど、プルジョア社会の人間は自己の無力感を感じる oかれの肉

体的、知的活動は分断され、分散され、他者の意志を実現する官僚統制の冷厳な体制化に従属さ

せられる。

最新の電子＝サイパネチック技術による労働生産性の急速な上昇、生産過程への直接的参加か

らの人間の解放は、オートメーション機械の世界における人間の地位と役割についての根本問題

を提起している。＜中略＞

実祭上芍ま、自動化によって無用となるのは、労働一般ではなく、肉体重労働と旧来の単調労

働であるo＜中略＞人間の技術学的解放は、人間の経済的・政治的解放の問題をもっとも切実に

提起しているのである。

vーニンは『資本主義の技術は、．勤労者を賃金奴隷制に運命づけている社会的諸条件を、日ご............ 
とにますます乗り越えて成長しつつある』と語ったが、この言葉の正しさが、今日ほど明らか

になった時期はない。」18)

以上の記述のなかtこ資本主義的生産様式のもつ歴史的に独自な矛盾、すなわち具体的有用労働と

抽象的人間労働との、労働過程と価値増殖過程との、賃労働と資本との、生産力と生産関係との矛盾、

これらの二者闘争的な、敵対的な矛盾が、現代国家独占資本主義の条件のもとにおける科学・技術革
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命の進展過程で、労働者階級にいかなる影唇を及ぼしつつあるかを明瞭に示しているoつまり、 「生

産の技術的基礎における大きな変化と、切り離しがたく結びついている。これらの変化は、資本主義

の条件のもとでは、資本主義経済体制の危機を深刻させる先鋭な諸矛盾を生み出している」 19) のであ

る。このため、独占資本、労働貴族、ならびに労働組合の諸機関を占拠している専従の労働官僚の三

者による分業にもとづく協業の結果、やっと実現した労資関係R「安定化」も結局は、一時的な効

果しか発揮できないo上記の三者の分業にもとづく協業体制を背景とした、労資の共同利益・運命共

同体論を強調する企業内精神教育だけでは、現代科学・技術革命のもとで生じた新たな矛盾に十分な

対処ができないのである。そこで資本の切実な要請に応じて登場するのが、行動科学の成果などを摂

取した人間関係論、生きがい論を強調する精神教育である。

こうした新しい精神教育が、民主的階級的労働運動をすすめる側から見ても無視してはならない危

険な性格のものであることを筆者も何回か指摘してきたけれども、ここでは鉄鋼労連社会党員・党友

協議議会（略称、鉄鋼社党協）の全国的リーダーであり淀川製鋼大阪の現組合長である太田耕八氏

が、鉄鋼労連本部中執時代に執筆した鉄鋼労連組合員教育テキスト『合理化とか何か』から関係分を

引用しておこう。

「『合理化』に氏目に見えるものと目に見えないものがある。＜中略＞

ところが、目に見えない『意識の合理化』というのは、 『合理化』を成功裡に進めていくため

に、 「合理化」が労働者の合意のうえで進められてくるように、あらかじめ企業と労働者の一体

感を作りあげていく方向ですすめられる。もともと『合理化』は何らかの形で、労働者に犠性を

強いるものであるから、そのままにしておくと不乎、不満が5っ敬するのは当然といえる。最近

のように『能力主義管理』が浸透すると、職場はすべて『職務』が中心となり、必要なことはす

べて上意下達される。＜中略＞それが『職務遂行能力』をほかる管理の方法、従ってキメ細かい

個別管理という形で進められる。このようにして職場の問題ほ科学的、近代的、客観的という言

葉で一方的にぬりつぶされてしまう。これでは『猛烈社員』でなければ勤まらない。................................... 
このような『職務』を中心としたクテの管理には人間性を噂重する余地はない。下手をすると........................ 

差別感と不満を植えつけるだけとなる。そこでこれを補うためにヨコの管理が登場するo程よく....................................... 
刺激を与えて、不平・不満をそらし、責任と目標をあたえて自覚を促していく o時には解放感も........................................ 
味あわせて、独自学習へと向わせるo提案制度などによって、労働強化も辞さないという気持、...................................... 
『生きがい』を感じさせるやり方がそれである。この方法には小集団による管理、即ち、サーク
..................。•.．..．..．....

ルが用いられるo.Q0、ZD、クラプ活動などがHR、PRとともに重視される。.................................... 
これらが総合された意識として「愛社精神」、 「企莱慈識」があり、個々には優越感、利己心● ● ●,．．．.．．．..．．．．．...．．.．.．．．.． 

となって働くといわれるoだから合理化の前に『意識の合埋化』が先にすすめられる。このよう....................... 
にして労働組合管理（レイバー・ レイションズ）まですすむというから大変なことである」

u~ 

（傍点は引用者）

以ヒ引用が長くなってしまったが、造船、自動車、化学などとともに技術進歩の著しかった代表

業種のひとつである鉄鋼業において、現代科学・技衡革命のもとでの資本主義的「合理化」が、提案

制度、一般従業員との面接・カウンセリソグ、家庭はおるか最近で拭地域住民のところにまで配布さ

れる社内報などのHR、PR活動、また目標管理、小集団管理にともなう▲Q0、ZDなどのフォーマ

ル・イソフォーマルなグループ活動、さらに、これらの活動と併行して最終的には「労慟強化も辞さ
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ないという気持」、 「独自学習へと向わせる」ような、元富士鉄本社教育課長山田雄一明大教授の表

現をかりると「従業員の行動の永続性な変容を期待して行なわれる対面的な活動」 (II) としての教育訓

練、等々によって、組合の御用化にまですすんでいる状況が簡潔に説明されているo太田耕八氏が鉄

鋼労連本部の中執として上記のテキストを執筆した時期には、鉄鋼労連本部は委員長の宮田義二をは

じめとする労働官僚によって、すなわち鉄鋼労連の右翼的潮流「鉄鋼連絡会議」のメンバーによって

労連本部の主瑯権が掌握された以降のことであることを考えると、 「このようにして労働組合管理

（レイバー・リレイソョンズ）まですすむというから大変なことである」として、一般組合員にたい

し「意識の合理化」に晋告を発した意味は、大きかったといわねばならないoなぜならば、労連委員

長の宮田義二の出身単組であり、彼の兄、宮田早苗が組合長であった当時の八幡製鉄労働組合こそ、

「このようにして労働組合管理（レイバー・リレイショソ）まですす」んだ典型的な事例であること

は、衆目の一致するところだったからである。

以上、現段堵における企業内精神教育について、分折の枠組みに則った形で論議を展開してきた。

すなわ払資本主義的機械制大工業における労働者の機械への技術的従属とその独特な労働力編成と

を主たる要因として、労働過程の特質と結びついた形で形成される「兵営的規律」、工場制度の発展

を背景として、独占段階において企業内精神教育の発生を見ることになるが、この精神教育は世界資

本主義の全般的危機の矛盾激化の産物と考えてよいこと、したがって、その具体的内容は、他方にお

ける労働貴族および労働官僚の公然たる、あるいは隠然たる支援態勢のもとで、産業民主制、労資運

命共同体論、あるいは経営家族主義、マルクス・レーニン主義批判、階級的民主的労働組合批判など

を説く労資協調教育であること、そうして資本、労働貴族および労働官僚の分業にもとづく協業は、

労資関係の「安定化」を実現することを述べてきた。しかし、現代国家独占資本主義のもとでの科学

技術革命の進展は、労働の疎外をつうじて資本・賃労働間に内在する敵対的矛盾を不可避的に顕在化

させ、資本をして企業内精神教育の再編・強化を余儀なくさせる。こうして、目標管理、小集団管理

をつうじたソフトな手法を使った洗脳教育が登場するようになるo一般に、人間関係教育と呼ばれて

いるのがそれである。

けれども、資本⑥手によるフォーマルな教育の形をとらず、表面的にはQ0、ZDなど「自主的な」

「自己啓発活動」あるいは「自主管理」活動などの形をとった、小グルーブ活動として行なわれるこ

とも多い。そうして、その際に留意すべき点は、それが資本の路線に則った、もっとも安上りで、も

っとも能率的な挨術教育の機能をも果していることである o第二に、あくまでも「自発的」活動だか

らということで、企業連の会社派幹部の黙認のもとで、就業時間外に行なわれ、過勤務手当を支払わ

ないことが一般化していることである。そうして、第三応筆者が『経済』 73年 3月号および『月

刊労働問題』 4月号で一応の分折を行なったように、職場で働いてゆくためには、技術教育的機能も

含まれているために、就業時間外だからといって、ポイコットする•ことを許されない状況が、職場に

おける資本の専制的支配の強化にともなって生じつつある。それと同時に、資本・賃労働のあいだの階

級矛盾も激化しつつある。こうしたことは、資本主義的生産様式の宿命なのである。

＜注＞鼻
(1) マルクス『資本論』、大月書店、全集版、第23巻第 1分冊、 55 4頁。

(2) 同上、 435頁。
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(3) 同上 5 5 4頁。

(4) 同上、 55 5頁。

(5) 同上、第23巻第2分冊、 995頁。

(6) ボプスポーム『イギリス労働運動史研究』、ミネルヴァ書房、鈴木幹久他訳、 24 6ヘヽ 24 7頁．

(7) 塩田庄兵衛絹『労働用語事典』、東洋経済新報社、 19 7 2年 11月、 24 6-2 4 7頁．

(8) ソ連邦科学アカデミー世界経済・国際関係研究所『現代独占資本主義の政治経済学』、協同産業出版部、国

際関係研究所訳、上巻 1 1 6瓦，

(9) 同上、 9 8頁。

60) 鉄鋼労連・組合員テキスト『合理化とほ何か』、 15頁。

01) 山田雄一『社員教育入門』、日経文庫、 11 3頁。

第5節年功的労資関係の動揺と能力主義管理

～企業内教育C展望～

以上、資本主義拘生産様式のもとにおける技術進歩、それを契機とした労働過程および作業組識の

変化、それにともなう職業・技術教育の動向、さらに社会的生産力と労働の社会化の進展を契機とし

た管理組織＝労務統轄機構の再絹成および職湯秩序の変容、それにともなう管理技術教育の動向な

どについて検討を加えるとともに、他方では独占利潤を基盤として育成される労働貴族や労働官僚の

協力によって実現をみる労資関係の「安定化」と、その背景にほ全般的危機が深化してゆくという状

況のなかで実施される労資協調的精神教育の動向、また、現代国家独占資本主義の条件のもとで進行

する、科学・技衛革命の影轡にともなって生ずる資本・賃労働関係の敵対的矛盾の激化、それを契機

とした人間関係論や生きがい論を活用した精神教育の実施などの諸問題を取りあげてきたo これまで

の記述は、まだ確立されていない企業内教育分折のための試論という性格をもった内容のものである。

その内容がまだ不十分なものであることは、執筆者自身も自覚している。とくに、大きな欠落部分と

して筆者自身が意識しているのは、企業内教育と賃金との関連に関してである。この問題を取りあげ

なかった主たる理由は、今回の調査研究において賃金問題まで手をひろげることが出来なかったとい

5内部事情による。したがって、第一部以下の実証研究の序論としての本稿では、賃金問題とのかか

わりを意識的に避けたのである o しかし、賃金問題の重要性、またそれと関連するがヽ大阪市大の吉

村教授グルーブが職莱・技術教育を賃金とのかかわりでアブローチしている学界の現状などを考應に

入れると、本研究における賃金問題の欠落はかなり大きな欠陥であることを認めなければならない。

しかし以ヒのこと|江本研究が企業内教育と賃金との関連を全く無視したことを意味するわけで

はない。そのことは、第一部以下で展開される具体的な分折結果によって判定して戴くほかないoけ

れども、本研究の出発点においで、われわれが解明しようとした問題意識のなかで、本節の糠題とし

た「年功的労資関係の動揺と能力主義管理」という問題が、大きな比重を占めていたことだけは確言

できるo上記の問題を研究課題として取り上げたとき、われわれぼ、賃金と企業内教育との関連を明

らかにするための基礎的条件をつくることになると判断したのであるo われわれの見解によれば、こ

うした迂回した経路をつうじてしか、両者の関連を正しく分折し解明することは、できないと考える。

なぜなら、今回の研究において焦点となったのは、これまでの指摘にも明らかなように、産業「合理

化」を労働の技術的、社会的過程の変革とのかかわりでとらえ、それによって企業内教育の本質、な
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らびにその役割と機能を解明することにあったからである。つまり、資本主義的生産様式のもとでの

労働の二重性、生産過程の二重性が、調査研究のなかで直面せざるを得ない重要課題として予め設定

されていたのである。 1, 9 6 1年 11月に刊行された、篠原三代平・舟橋尚道編『日本型賃金楷造の

研究』のなかで、 「年功序列型賃金と年功制度」と題する論稲を書いておられる津田真微教授は、

「二、年功制度と年功序列賃金の理論の出発点」という見出しのついた節の冒頭において、次のよう

な見解を述べておられる。

「年功序列賃金の問題を解くのに大へんなまわり道をしているかのように思われるかもしれな............ 
いoけれども決してそうではないo年功序列賃金は賃金と＿して労働市場の問題であると同時に労．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
働関係の直接的な現象形態をなしているのだから、年功制度という問題を吟味しなくては年功序............. 
列賃金も解くことはできない。

定着労働者をつらぬく労働関係は、年功的労働関係、俗に年功制度といわれるものであるo年．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．． 
功制度と I,ヽ う言葉を以下では使用するが、それは単なる制度的なものでなく、右のように日本の.......................... 
労働関係の本質を表現する年功的労慟関係の呼び名であることを最初に注意しておきたいと思う。

このような年功制度のもつ意味には千釣の重みがある。

年功制度の研究には、大戦前、大戦中にもすぐれた研究があったo今日でもくりかえすことが

容易でないと思われる立派な調査もある。けれども、事実の論理化を通じて年功制度の理論横成

をおこなったものは代原正治郎氏の『京浜工業地帯における大工場労働者の性格』ヽ『京浜工業

地帯における労働市場の模型』を嘴矢とするといってよい。けだし氏原正治郎氏の前者の論稿は

今日において研究者がたえずたちかえって読むべき古典とも考えられるのである。

氏原氏は大工場熟練男子労働者の職場秩序を支えるものとして職場における管理者の階層性と

労務者の序列編成と熟練技能の段階的獲得性とをあげる。ここでは順序を逆にして整理する。」 Ill

（傍点は引用者）

この津田教授吐昔摘にも見られるように、年功労資関係、つまり年功制度の研究は、氏原教授をリ

ーダーとして、早くも 19 5 0年代初頭からの「京浜工業地帯調査」によって開始されたのであった。

ここで留意しておきたいのは、 「年功賃金は賃金として労働市場の問題であると同時に労働関係の直

接的な現象形をなしているのだから、年功制度（すなわち、年功的労資関係ー引用者）という問題

を吟味しなくては年功序列賃金も解くことはできない。」という指摘であるo筆者が前述した、年功

的労資関係の現状分折を行なうことをつうじて、企業内教育と賃金との関連を明らかにする基暁的条

件をつくり出したいという調査研究開始時点での考えは、年功的労資閑係研究の一方の旗頭である津

田教授によって有効性を確認されていることになる。

労働問題研究者のなかで年功的労資関係の研究に取り組んだ人びとは、周知のようにかなり多数の

人数にのぼるし、優れた研究成果も少なくない。それにもかかわらず、本調査研究のなかで明らかに

すべき重用課題としたのは、主として次の理由による。

その第一は、年功的労資関係の研究者たち、とくに戦後における日本的労資関係の特殊日本的形態

を実証的研究によって明らかにしようと試みた研究者たちの研究対象となっていたのは、 6,0年代初

頭までの日本国家独占資本主義であったが、それ以降、著しい技術進歩をともなった高蓄旅によって

労資関係の質的変化がドラスチックに進行したことをあげなければならないo とくに 65年から 70 

年代にかけての変化は、目を見張らせるほどの内容を含んだいた。もっとも、年功的労資閲係をめぐ
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る主たる論点は、戦後の現状分折にかぎってみたばあい、いわゆる「技術革新」によって年功的労資

関係が解体したのかどうか、にあったわけだから、論争が盛んに行なわれていた 6 D年代の前半に、

年功的労資関係が解体過程にあると主張していた人びとにとっては、筆者のあげた第一の理由は、あ

まり大きな意味を持たないかも知れない。

しかしそうした論者であっても、 55年から 61年までの「戦後段階の第Il楷梯（第 1部門＝生

産手段生産部門が生産主禅性を獲得するに至った段階）と規定される時期にほぼあたる期間」12) と、

「戦前的平炉段階から戦後的転炉段階への急旋回が劃され、戦後重化学工業段階の生産力的基盤が成

立する」 13l 「戦後重化学工業段階 (1965~7□年）」＇4l、すなわち「 19 6 D年代のLD転炉を

軸とする粗鋼生産の急上昇と、 7D年代初頭の初めての減産によって明確化された制約・限界とは注

目すべき内容をもっており、戦後重化学工業段階 (1965~7□)の位置を明示するものである」15)

とされる期間とは、戦後日本国家独占資本主義の再生産構造に占める位置からいって、質的な差異が

存することを認めざるを得ないであろう。このことは、当然のことながら日本的労資関係がこの間に

大きな変容を見せたことを意味する。これが、 「年功的労資関係の動揺」を取りあげた第二の理由で

ある。

第三の理由は、年功拘労資関係の研究者たちが拠りどころとしていた 6D年代初頭までの技術進歩

の状況は、戦後日本国家独占資本主義が到達した現時点での技術進歩Rレペルから把え直すと、 55 

~ 6 1年の段階における「技術革新」がオートメーション化、システム化のレペルから見てやっとエ

場内の一部にオートメーション設備が蒔入されるといった初期段階でしかなかったという点である。

ところが、 「技術革新」にともなう労資関係の変化を論ずる人びとが依拠しているのは、殆んど 6D 

年代初頭、あるいはせいぜい 6 D年代前半の状態を現状分折した調産結果にもとづいているのである。

ここであげた理由は、第一、第二の理由と一部重複する嫌いがないでもないが、本研究の分折視角か

ら見て重要なポイソトをなすので、あえて分離したo ここでは、筆者と同じような問題怠識をもつ笹

川儀三郎教授が『経済』 72年 5月号に書かれた論稿から、関係部分を抜粋してみよう。

「オートメーションによる労働変化のマルクス主義的研究ほ、資本による職能的分化・分業の................. 
利用のもとに、労働熟練の低下の傾向をあきらかにしたo オートメーショソの技術発展の今日的................................... 
観点からこれらの研究を反省し、新しい研究課題に応えることを必要としているo＜中略＞

C ・ e••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
これまでの多くの研究の基礎となった調査資料は、オートメーショ‘ノの初期的段階であった。

を紺ふォートメーショソといわれるものも、＊全盗自動紐咳9:、そのうえ、属械ィtとら砧IJ
•• ・-- ・-.. . .  (6) 

も不明確であった」。

このような笹川教授の提言は、上記の文章の前にある次のような評価を土台として提起されたこと.......................... 
応注目する必要があろう。すなわち、 「19 5 0年の後半から 6 D年代初期の資料にもとづく多く.............................. 
のマルクス主義的研究は、プライトと同様、大なり小なりこの制約をまぬがれておらず、石田氏のさ

きの結論も、それまでの新労働貴族層（技師、技術的監督者、保守・調整・修理要員）と不熟練労働

者とへの両極分解の図式をすでに克服していたけれども、やはり例外ではなかった。」（7) と。

第四の理由は、こんにちわが国独占資本の手によって推進されつつある「能力主義管理」の本質や

役割、またそれが年功的労資関係といかなるかかわりを持っているのか、さらに企業内教育訓練とい

かなる閲係にあるのか、などの諸点について解明する必要があるためである。これについては筆者も、

例の日経連能力主義管理研究会『能力主義管理一その理論と実践ー』を批判の対象として取り上
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げる機会があったので、ここでは、日経連編『労務管理の指針ー 19 7 3年版ー』の「V人事労

務管理」のなかで、 「3. 能力主義管理への移行」とある個所を紹介することにしよう。

「人事管理制度は、旧来の学歴・年功重視から、能力中心の管理へと移行しつつある。したが

って、従来の年功序列中心の人事管理制度は改正する必要が生じており、昭和 46年裳中にも資

格制度・等級制度の整備・新設が、石川島播重工業、荏原製作所、日本発条、日本電気工業、そ

の他多くの企業で行なわれている。

資格制度•等級制度の整備・新設については、純然たる能力主義を指向したものの他に、役職

不足の解消をねらったものもある。もちろん、これも企業によってはメリットのある心のであろ

うが、人事管理への現代の要請に逆行するものであり、退歩とはいえないまでも現状維持程度で

あり、将来、よりいっそう深刻な問題を生起させる可能性がある。

つぎ|こ柏芍詞廊机J度を嘩入する企業が増加しているo とくに、資格制度と結合して実施され

る例が多いが、これは昇進管理の能力主義化を示している。試験内容は、筆記試験・面接・論文

が主たるものである。これと人事考課でもって昇格審査を行なうものであるが、資格を勤続・年

令等で制限したものがほとんどであり、純然たる能力主義の例は稀である。

しかし全細勺に昇進考課基準における年功の要素は、徐々に後退しているといえるであろう。

その最たるものはチャレソジ・システム、役職契約制、管理職任期制であろう。これらの制度は、

勤続要素の軽視による若手抜摺だけでなく、降格・降職という、年功制のもとにおいては、考え．

られないような制度を取り入れたものである。この制度は、従業員が地位に安住することなく、

常に精進させるという目的の他、管理・監督職の増加を防いだり、減少させる機能も果たしてい

る。

管理識任期制ぬ昭和40年ごろより、チャレンジ・システム、役職契約制は、ここ 2、 3年

•(1.)傾向であり、中小企業において徐々に普及している o 大企業においては、まだこの傾向は見ら

れないが、これは年功制から能力主義への急激な転換による従業員の精神的不安定を危惧してい

るためであろう。中小企業では、比較的スムーズに蒔入されていること、現代の価値観の多様化

を考慮するなら、中小企業とまったく同条件とまでゆかないかもしれないが、かなり思いきった

能力主義化が、大企業においても可能であるかもしれない。」 (8)

以上の叙述からも明らかなように、 「旧来の学歴・年功重視から、能力中心の管理へと移行しつつ

ある」というのが日経連の現状分折なのである。そのために資格制度・等級制度の整備・新設、社内

試験制度の導入、さらにチャレ‘ノジ・システム、役職契約制などの苺入等々、新たな励きが目立つと

している。そうして、 「昇進管理の能力主義化」といっても、 「純然たる能力主義の例は稀で」、

「資格を勤続・年令等で制限したものがほとんど」である、と指摘されている。

ところで、能力主義管理の研究に一貫して収りくんでこられた津田真微教授は、年功的労資関係か

ら能力主義管理への基調の転換に関連して、 「＜前略＞それが『能力主義管理』として主張されてき

たのは、 19 6 2、3年頃からであり、とくに『目標管理』が迎入された時に始まるoだが、その頃

の『能力主義』または『能力主義管理』は、まだ内容がはっきりせず、また体系的なものでなかった。

『能力主義管理』が体系を整え、はっさりした思想を盛り込むようになったのは、なんといっても昭

和 4 0年代に入ってからである。」 (9) とし、日経連が 65年の総会で決議して、翌年の 10月に設置

された能力主義管理研究会の手によって 69年初めに前述した報告書が公刊されたことにふれている。
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そうして、 「日経連型の能力主義管理を貫く軸は職務遂行能力主義、個別管理主義、能率主義の 3点」

であると規定されている o津田教授によれば、能力主義管理が登場したのは、第一に「技術革新」の

進展、第二に国際競争の危機意識、第三に労働市場の変化、第四に従業員の能力のバラッキの大きさ、

以上の四つの理由による、と主張されている。こうした教授の見解の背景にほ、鉄鋼業を含む数多く

の実態調査をつうじて蒔き出された年功的職場秩序の解体という調査研究の結論があることを忘れて

はならない。

これに関連して述べておかねばならないのは、八幡製鉄所の実証的研究に携わった戸塚秀夫教授の

見解であるoすなわち、同教授によれば、年功的職場秩序という慨念は、 「年令・勤続に応じた待遇

の秩序」という意味と、もう一つ「先任者の後任者に対する恣意的評定にもとづく支配・温情の秩序」

という意味で用いられている、とされる。そうして、次のような理論仮説を提起されたのである。

「鍼嘩翠紬紬声、労働者の政治的無権利状態のなかで、経営者が先翡労働

者をその忠実な代行者として掌握することによって、労働者の自主的団結を圧殺することに成功

した結果成立したのであるし、その限りでのみ存続しうるものであろう。＜中略＞忠実な先蔀労

働者をとおして労働者全体を掌握するといがこの労働者支配の有効な方法を経営者が自ら進ん．ヽ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
で放棄することはしないだろう o先翡労働者が末端職制としてもっている権限の一方的行使を規.......................................... 
制する、職場における組合活動のみが後者の意味での年功的職場秩序を解体せしめる決定的要因........ 
たりうるのである。................................ 

他方、前者の慈未での年功的職場秩序、すなわち年令、勤続に応じた待遇の秩序は後者の意味．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
での年功的職場秩序と密接な関連をもつとはいえ、後者の意味でのそれが解体した後においても................. 
なお存続しうることからも明らかなように、別個の成立根拠をもつことが注意されなければなる.......... ・-........................... 
まいo さしあたってそれは、伎倫羞成した熟練労働力の確保、労働者のモラールの穏健化等を目..................................... 
標とした資本の労務政策によって規定されているのであるが、より基礎的には、一般的な低賃金．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
永傘、資本蓄旅の不均等にもとづく企業規模別賃金格差の下での初佳給平準化傾向等によって規...................................... 
定されている＜中略＞このような意味での年功的職場秩序を打破するためには、賃金水準の大幅............................... 
な引き上げ、日本の低賃金楷造の打破が不可欠であるということである。＜中略＞................................. 

以上、前者、後者いずれの意味においても、年功的職場秩序は資本の需要する具体的有用労働
•. •... ~- ~....... !....~.. • -・-~-.......... •. _._ ~.. •. (111 
の単なる変化などによって簡単に解体するものでないことは明白である。」 （傍点は引用者）

以上、戸塚教授が提示された論点は、誠に鋭いといわなければならないo とくに、職場レペルでの

組合の規制と、日本的低賃金水準の打破とが、年功的職場秩序を打破する規定的要因である、という

指摘は、実証拘調査研究によってそれを立証したかに見える結論部分とともに、大きな示唆を与える。

けれども、 「年功的職場秩序は資本の需要する具体的有用労働の単なる変化などによって簡単に解体

するものではない」という教授の断言に接したとき、いちまつの不満を覚えないわけにいかない。こ

の断言それ自体は、必ずしも誤まったものではないが、 「具体的有用労働の単なる変化」それ自体は

大きな意味を持っているのであるo 教授は、 「京浜工業地帯調査」の報告書のなかで、氏原教授が提

唱した「問題を技術論的視点に局限することなく、社会的視点を基本とし、その枠の中で技術論的視

点を位置づける」 a~ という方法に究同し、具体的有用労働が資本・賃労働のあいだの矛盾関係に規定

されつつ現われることを強調されているにもかかわらず、結果的には「技術論的視点」を正しく位置

づけようとされなかったと考える。たとえば、筆者の見解によれば、年功的職場秩序それ自体は、
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「組合的規制」が強いばあいにも、弱いばあいにも、そのテソボは異るけれども、資本主義的生産様

式に内在する敵対的矛盾、すなわち具体的有労働と抽象的人間労働とのあいだの、労働過程と価値増

殖過程とのあいだの敵対的矛盾ゆえに、ストレートな形ではないが、社会的生産力の発展と労働の社

会化の展開に適応するために、 「資本の意に反して」（マ（レクス）結局は変容せざるを得ないのであ

る。こうした戸塚教授にたいする不満とは逆に、津田真敵教授にたいしては、資本主義的技術進歩が

及ぼすインパクトをあまりにも無限定的に、技術進歩を主要な契機のひとつとして発現する労働過程

（技術的および社会的な）の変革をばストレートに用いている、．という不満を持たざるを得ないので

あるo氏原教授の表現を借りると、津田教授のばあいには、あまりにも「問題を技術論的視点に局限．I

されていると感ずる。

われわね）；採用した分折視角や枠組みについては、これまで述べて来たので、ここではくり返さな

いoただ、本研究における問題意識から見ると、津田教授よりも戸塚教授が提示した姿勢にかなり近

いといえるかも知れない。

以上、年功的翔奇関係と能力主義管理に関する筆者たちの課題提起と分切枠組み、それに関連する

これまでの研究成果にたいする見解などを述べてきた。これまでの説明によっても明らかなように、

こんにちの企業内教育の具体的形態と内容とは、本章で何回か指定してきた年功的労資関係それ自体

がもつ内在的諸矛盾の激化によって、また、能力主義管理への移行の動きを見せつつある現時点の労

資関係それ自体が生み出す企業体質強化の要請によって、規定されざるを得ないのである。いずれに

しても、今後の企業内教育の動向は、動揺しつつある年功的労資関係が再編・強化の方向をとるのか、

あるいは能力主義管理への本格的な転換をはかるのか、という動きと深く結びついているo今後の企

業内教育の展望に関していえば、それは、国際通貨危機および石油「危機」の発生とによって暴露さ

れた日本国家独占資本主義の構造的な脆弱性、また戦後の高蓄横の進行過程のなかで形成されてきた

奇形的体質、そうして、これらの補強策として必然的に強行せざるを得ない産菜「合理化」・産業

「再編成」の方向によって規定されると考えてよいoおそらく日本独占資本は、自己の当面する情勢

が厳しくなればなる程、そのしわ寄せを労鋤者階級の方へ転嫁してくるに違いないo今後、独占資本

は、資本主義的「合理化」を強行して当面する危機を打開しようと努力するであろうし、そうした

「合理化」の一環として企業内教育訓練を当面する諸要請に対応した形で再編・強化することを誤み

ると思われる。しかし、前述したように、現代国家独占資本主義の諸条件のもとで進行する科学・技

術革命は、高学歴化に示される労働者階級の質的向上と反「合理化」闘争の展開と相まって、資本が

意図する企業内教育の再編・・強化の動きに微妙な影響を投げかけると思われる。もう少しはっきりし

た云い方をすれば、資本主義的生産様式の特質をなす、絶えざる技術進歩のなかで、これまでは比較

的弱かった労働者階級の職業・技術教育にたいする要求が次第に強まることは必至である。その要求

実現のための闘い、要求の部分的実現の過程をつうじて、自分たちこそが社会的生産の担い手である

にもかかわらず、賃金奴隷の立場にあることに憤激する労働者階級の動きが盛りあがり、他方におけ

る労働者政党の強化と相まって、資本・賃労働間の階級闘争は大きな広がりを見せるようになるであ

ろう o以上のような闘争をもたらす契機と機能を、労働者階級の立場にたった職業・技術教育、職業

訓練の要求は、持っていると考えてよいo より具体的な展望は、第一部以下の実証的な分折結果をつ

うじて明らかにするであろう。
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＜注＞
(1) 津田真微「年功序列賃金と年功制度」篠原三代乎・船稲尚道編『日本型賃金構造の研究』、労働法学出版株式

会社、 19 6 1年11月、 24 3~2 4 4頁。

(2) 山田盛太郎「戦後再生産描造の基礎過程」、龍谷大学社会科学研究所『社会科学年報』第3号、 19 7 2年3

月、 85頁。

(3) 鍋島力也「日本資本主義における『戦後重化学工業段階 (19 6 5.-..,1 9 7 0)』」、 『土地制度史学』第 6

0号、 26頁。

(4) 同上、 26頁。

(5) 同上、 1頁。但し、ここで鍋島教授が述べている「70年代初頭の始めての減産」とは、何を指すのか判然と

しない．もし祖鋼生産高が 71年に対前年比で減産になったという事実を指しているのなら、戦後高蓄苗が本格

化した 55年以降にも何度か見られる現象だからである．また、 '71年を戦後段階の画期とみるために云われた

のなら、誤解を受ける表現のように思われる。

(6) 笹川儀三郎「技術・労働・分業と社会体制」、 『経済』 19 7 2年5月号、 24 7頁。

(7) 同上、 2 4 6頁。

(8) 日経連編『経営労務の指針ー 19 7 3年版ー』、 19 7 2年12月、 28 8......,2 8 9頁。

(9) 津田真微『日本の労務管理』、東京大学出版会、 19 7 0年7月、 16 4頁。

(O) 津田真微『能力主義管理の開発』、労働法学出版株式会社、 19 7 1年10月、 41頁o

01) 戸塚秀夫「合理化と戦場秩序」、明治大学社会学研究所『鉄銅業の合理化と労働』、白桃書房、 61年4月、

2 7~2 8頁。

⑫ 同上、 26頁。

第四章 調査方法と報告書の構成

第1節調査方法

調査方法といっても、ここで述べようと考えているのは、本研究で採用した方法論の提示や分折の

枠組みを明らかにすることではない。そうした課題については第三章ですでに詳細な検討を加えてき

た。したがって、ここで収り上げる問題は、調査の具体的なすすめ方や調査対象の位趾づけをごく簡

単に説明することである。 「ごく簡単に」と云ったのは、第一部と第二部の冒頭で上記の点について

具体的な説明がなされるためである。

まず第一に、調査対象企業について若干の説明を行なっておこう o第二章で行なった説明の際には、

対象企莱についての説明をカットしているからである。本研究の第一部において対象としたのは、新

日本製鉄瞬室蘭製鉄所であり、第二部において対象としたのほ、本工数に近い従業員を抱える構内社

外企菜群である。そこで、第一部および第二部の冒頭における説明とできるだけ重複しないようにし

て説明に入る 5。

新日本製級勝室蘭製鉄所は、明治3 9年、当時軍備拡充の必要性から製鉄莱の発展に多大の関心を

持っていた海当局と、同じく製鉄事莱に大きな夢を持っていた北海道炭礫鉄道株式会社専務収締役

井上角五郎代談士の連携ブレーのもとに設立準備が進められたが、途中で海軍側が兵器の国内自給を

はかる製鋼・兵器製造工場の設立へと方向転換したため（この動きは、世界的大軍需企業たるイギリ

スのアームストロソグ社、それにビッカーズ社と、北炭との共同出資の形をとった株式会社日本製銅

所の誕生となるo創業は 19 0 8年 11月o)、それ以降は北炭の手で説立準備が進められ 19 0.9 

-56-



年 6月に建設工事が完了したo こうして同所は、同年 7月中旬、溶鉱炉への火入れ式を行なったo当

時の設備は、日産 5千トンの溶鉱炉 1基、 4百馬力の送風機 1基、熱風炉5基、発電機などであった。

同所の実質的創立者ともいえる、北炭の井上角五郎が製鉄事業に意慾を燃やしたのは、明治絶対主義

政府が「富国強兵」政策推進のために鉄を必要としていたという事情とともに、北炭自体が自分の生

産した石炭を大蘇に消費する製鉄所の創設によって企業体質を強化できるという事情があったためだ、

といわれている。

とも角、こうした経緯で設立された製鉄所は、北海道製鉄朦輪西一日本製鋼所室蘭工業所製銑部

一輪西製鉄一日鉄輪西一富士鉄輪西一富士鉄室蘭製鉄所一現在と名を変えながらも、北海道

の開発と道内諸原料の活用をはかりつつ今日の道内唯一の近代的製鉄所として発展してきたのである。

現時点における室蘭製鉄所は、新日鉄における中堅製鉄所として、道内の鉄鋼需要を一手に引受ける

とともに国外への輸出にも力を注いできた。同所のメリットは、なんといっても古い歴史のなかでつ

ちかわれてきた約 7,5 0 0名を数える従業員の、とくに現場労慟者や技術者の有する独自の技能・技

衡水準の高さにある。このため旧富士鉄時代は富士鉄独占体にとってドル箱的存在として、新鋭の東

海製鉄所（現名古屋製鉄所）建設に必要な資金供給の役制を果したばかりでなく、操業以降は優秀な

中堅労働者や技術者を送り込んでその本格操業に大いに寄与したのである。現在は粗鋼生産能力 450 

万トンで、抽産特殊鋼をはじめ各種の製品を生産している。 71年暮れに第一高炉を封印して以来、

生産縮小気味であった同所も、 72年度後半から生産増に転じ、 73年度には休止中の第一高炉改修

稼動、北海岸の用地造成、特殊棒鋼を中心に現在の条鋼工場をリプレースした新捧鋼工場建設へと、

スクラッブ・アンド・ビルド方式で「合理化」をおし進め収益力のある製鉄所づくりを目指している。

室蘭製鉄所の新日鉄内における比重を見るために、次に製鉄所別の主要設備一既および主要製品一覧

を表 4および表 5として掲げておく。

以上、第一部の調査対象である新日鉄室蘭製鉄所の概況について説明を行なったが、次に第二部の

調査対象である、業界で「協力会社」と呼ばれている横内社外企業について説明をしておこう。同所

内で業務に従事している構内社外企業は、 69年末で 60社、 70年末で 79社、 71年末で69社、

7 2年末で 64社という具合に変動しており、一方、従業員数の方は 6 9年末の 7,8 7 5人から一貫

して減少傾向を示しているo もっとも．、この間における本工の人数の減少が大巾であったため、下請

化率は 69年末の 42. 5伶から 7 0年代には48笏前後に上昇しているoつまり、室蘭製鉄所の棉内

で働く労働者のうち 5割近くは、新日鉄の従業員ではなく社外企業の従業員なのである。こうした同

所の状況は、鉄鋼業界で左ほど驚くべき現象ではない。なぜなら、新日鉄君津および大分、鋼管福山、

住金鹿島、神鋼加古川などの新鋭製鉄所といわれるところでは、表 7に示すとおり、社外エが過半数

以上に達しているからである。これらの社外工は、もともと岸壁荷役、梱包ヽ結束、熔接、機械・設

備の修理、炉材処理、連輸、電気工事および建設など、主として関接部門の作菜に従事しているが、

社外エが目立って増加してきた 60年代以降から製銑、製鋼、圧延など、直接的生産工程における作

業、すなわち本体作業にも従事するようになってきたo とくに、 6 0年代の後半以降、本体作業に従

事する社外エが増加して本工は逆に減少するといった傾向が、他方における会社派グルーブによる本

工組合R諸機関掌握の動きと相まって、強まってきたのである o社外企業といっても、産業振興（資

本金 2億 4,5 0 0万円）、吉川工業（資本金 1億円）、太平工業（資本金 2億7千万円）など

のような、室蘭だけでなく、新日鉄傘下の各製鉄所で仕事を請負っている全国的な請負業者もあるし、
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表4 製鉄所別主要生産設備

(1 9 7 1年12月1日現在）

悶
製銑焼結 製 鋼 鍋 片 条 銅 鋼 板 加工 化 が子 製 品

コ

素 銅管 軽批形
I 

高炉 焼結 転炉 電気§ 分塊
連続

形銅
棒線

厚板 熱延 冷延 （電 メツキ 婿，もザ
ク クール ペンゾール 硫安

鋳造 鋼材
磁） ーマスト

ス 蒸溜 頬製造 製造

ヽ
基 能ヵ 基 能 塞 能 基 能 基 房基 能ヵ 基 能ヵ 基 能ヵ 甚 能ヵ 基 欝基 房甚

房基 房基 房基 房基 房基 房基 欝基 能ヵ
鉄 力 力 力

宕 ？ ： 分 宕 宕 芳 ： 分 宕 宕 芳
万^  ？ ？ 分 芳 芳 : t t 

g 芭／ 邑／ 〉色
t 

〉毎 ；` ーノ

包｝ 
‘よーノ

t 

毎｝ 毎〉 芭｝ ｝ 色所
数 数 敬 数 数 数

／ 毎
数 数 数 数 数 数

／ 色
数 数

色／ 
数

／ 色
数 数 数 数

室蘭 4 445 2 438 5 450 2 238 2 52 2 60 2 67, 1 230 1 18 4 184 1 12 1 3 1 4 

1581 

釜石 2 165 2 215 2 140 1 123 1 36 1 49 2 50 4 92 . 1 5 1 1 

君津 3,000 3 560 5 1皿 2 850 1 90 1 82 1 40 1 141 1 330 2 140 3 55 4 33 

東京
製造所

1 8 

lll 崎
製綱所

1 11 10 19 

名古屋 3 669 3 723 5 708 2 684 1 84 1 145 1 340 2'210 5 70 4 315 2 ，7 

堺 2 405 2 420 3 451 2 456 1 93 1 250 

広畑 3 567 2 •289 3 492 1 12 2 488 1 72 1 97 1 118 1.212 2 92 1 8 3 30 4 153 1 10 1 1 0 1 3 

光 3 16 2 14 2 87 2 8 4 47 

八幡 6 800 5 840 11 779 2 14 6 930 3 144 3 n44 1 129 2 370 4 2176 3 15 8 160 3 11 8 350 

計 23 19 34 6 17 11 ， 7 4 7 13 4 19 13 10 24 5 2 5 

資料出所 新日本製鉄頓的資料による。



表5 製 鉄 所 別 主要製品一覧表
(1 9 7 1年12月1日現在）

， 

条 鋼 鋼板
軽紐鋳物用 化学

製鉄所 熱延冷延ステソ珪素鋼表面 鋼管
疇パ

銑 鉄 軌条形銅棒鋼線材厚板 レス板（電処理
ソザー

製品
帯鋼帯鋼鋼板磁溺阪）鋼板

マスト

室蘭

゜ ゜゚ ゜ ゜゚ ゜釜石

゜ ゜゚ ゜ ゜君 津

゜ ゜゚ ゜゚ ゜゚東京

゜
製造所
JII 崎

゜ ゜゚
製鋼所

名古屋

゜゚ ゜ ゜゚ ゜堺

゜ ゜広畑

゜ ゜゚ ゜ ゜゚ ゜光

゜ ゜ ゜八幡

゜゚ ゜ ゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜大分

゜゚
注 1. 7 2年 1月現在

2. 化学製品については、君津、堺はコークス炉をもたないため製造していない。また八幡はコークス炉

をもっている 、化学成品の製造は別会社で行なっている。

また製品荷役作業を分担する栗林商会や日本通運（陸運にも従事）のように、新日鉄の下請とはいえ

ない専門業者も含まれているので、ー概にいえない面もあるけれども、新日鉄独占体による業務の下

請化＝社外企業の活用が、基本的には労務コストの節約を狙ったものであることはいうまでもない。

したがって、一般的に社外工の仕事は、重労働のうえ危険な作業が多く、このため労働災害も本工に

比べて多発する傾向にある。また、所定内賃金が本工の 6割程度のとこるが多いため、低賃金・長時

間労働という悪循現が一般化しているo鉄鋼独占体は、 60年代に入るや、これまで活用していた臨

時エ制度を切り換えて社外工制度を重視する政策をとったのであるo鉄鋼業、なかでも大手独占体の

「合理化」を取りあげるばあい、社外工の存在を無視しては論じられないといっても過旨ではない。

なぜなら、それほ、鉄蝸独占体の労働者階級にたいする収奪の主要な形態のひとつだからであり、こ

の社外工の存在をつうじてもうひとつの形態である本工労働者にたいする収奪を強めるといった密接

な関係があるからである。ただ、日通独占体の荷役作業への新規参入、直接的生産工程への社外工の

進出といった新らたな事態も発生しており、他方における社外工労働組合の動きとともに、こうした

新事態の発生も含めた、社外企業、社外工の役割と今後の展望についてのトークルな分折が要請され

ているといってよい。
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表6 新日鉄室蘭製鉄所構内社外企業の動向

協力会社数6|9年；；；：現1 下請化率 1 協力会社数7|0年；；：；環『：下請化率

作業請負 3 2 4, 5 3 3 

工事請負 4 7 3,194 

計 6 D 7, 8 7 5 4 2.5 7 9 7, 7 2 7 I 4 8.6 

7 1年12月末現在 7 2年12月末

協力会社数 労働者数 下諮化率 協力会社数 労働者数 下請化率

作業請負 3 0 4, 7 8 1 2 6 4.5 8 4 3 8、0

工事請負 3 9 2, 7 1 8 3 8 2, 1 1 9 2 2.1 

計 6 9 7, 4 9 9 4 8. 8 6 4 6,703 4 7. 3 

資料出所 鉄鋼労連『鉄鋼労働ハンドプック』

注 下請化率 社外工 X 1 0 0 
社外工十本工

表7 主要製鉄所別社外工および下請化率

(1 9 7 2年 12月末現在）

協力会社数 社外工数 本 工 数 下請化率

新 日 鉄 室 蘭 6 4 6, 7 D 3 6, 7 0 3 4 7, 3 

“ 八 幡 1 6 8 2 0, 4 1 9 24,799 4 5.2 

II 君 津 6 0 1 1, 6 1 5 6, 9 D 4 6 2.7 

” 名古屋 9 4 8,266 9, 0 9 9 4 7. 6 

II 広 畑 7 6 7, 5 0 7 9, 8 7 7 4 3. 2 

II 釜 石 5 9 4, 0 5 6 4, 7 4 9 4 6. 1 

II 大 分 7 9 4,0 1 3 2,536 6 1. 3 

日本鋼管 京 浜 8 5 6,398 1 6, 9る 8 2 7. 4 

” 福 山 1 2 3 1 4, 4 7 7 10,198 5 8. 7 

住友金属 和 歌 山 1 6 2 1 1, 8 4 0 12,263 4 9. 1 

” 鹿 島 1 8 3 9, 4 3 2 4,2 1 3 6 9. 1 

神戸製鋼 神 戸 9 7 3, D 9 1 9, 8 2 9 2 3.9 

” 加古川 9 4 6,288 4, 1 5 3 6 0.2 

川崎製鉄 千 葉 1 1 8 8,777 1 3, 4 5 1 3 9. 5 

II 水 島 2 0 5 1 0, 1 2 3 1 1, 7 7 2 4 6. 2 

大 手 計 3 8 8 2 0, 8 6 1 3 4, DD D 3 8.0 

資料出所 同上

注 大手計には本表に記載しなかったところも含む。
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つぎに、詳細は第一部および第二部の冒頭に譲ることにして、本研究の際に採用した具体的な方法

をごく簡単に紹介することにしよう。

1. 新日本製鉄晩室蘭製鉄所関係

(1) 企業調査（面接調査、関係資料収集）

① 総務部総務課長 (69年 8月）

② 労働部整員課掛長（同上）

⑤ 教育部長、教育課長、同掛長 (69年 8月および 70年 9月）

④ 労働部安全課長、同掛長 (70年 9月および 11月）

⑤ 業務部プロジニクト・チーム（同上）

(2) 労働組合調査（面接調査および関係資料収集）

① 本部躙組合長、中執 (70年 9月および 11月）

(3) 労働者調査（面接調査および資料収集）

① 工長、作業長調査（鈍問紙使用、 70年 11月）．

対象職場

製銑部製銑工場高炉掛、製鋼部第二製鋼工場転炉掛、同第二鋼片工場第二分塊掛、圧延部

線材工場棒線掛（現第二線材掛）

② 労働者調査（質問紙使用、 72年8月～ 73年2月）

対象職場

製鋼部第二製鋼工場転炉掛、圧延部線材工場第二線材掛。

(4) 組合活動家調査（面接調査および資料収集）

① 元本部役員 (70年 8月～ 72年 8月）

② 新日鉄出身社会党議員（ 72年 8月）

⑤ 社会党員を含むl目社党協幹部（ 72年 8月～ 73年 2月）

④ 共産党製鉄委幹部 (7 0年 9月および 72年8月）

⑤ 職場反戦幹部 (72年8月）

2. 社外企業関係

(1) 企業調査（面接調査および箕料収集）

① 第一鉄鋼 (70年 11月）

専務、勤労部長など。

② 太乎工業 (70年 11月）

総務課長、係長などo

⑤ ＜以下、第 2部参照のこと＞

(2) 労働組合調査（面接調査および資料収集）

① 新日鉄室蘭関連協議会

事務局長 (70年 9月および 11月）

② 関連協傘下組合 (70年 9月～ 73年 2月）

＜第 2部参照のこと＞

(3) 労働者調査（質問紙使用、 72年 8月～ 73年 2月）
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＜第二部参照のこと＞

3. 系列企業調査・同労働組合調査

＜報告書第二分冊参照のこと＞

以上のように、本格的に調査に取り組み迂したのは、 7 D年下期以降のことである。最初の予定で

は、 7 D年 1 1月一杯で調査を終え翌年3月までに・資料の整埋を行ない、 71年の夏休み中に原稿を

書きあげて秋までに報告書を刊行することを予定していた。ところが、思いがけない障害が起きた。

それは、．上記の作業長、・エ長の面接調査に入った数日後に起った、会社による猛烈な面接調査の妨害

であるoわれわれが準備した質問用紙による調査は、あとで刊行される報告書の第二分冊の最後に収

録される予定の調査表を見ていただけば判るように、企業秘密に関係のあることには一切盛り込まれ

ていないo製鉄所側が見学を許さないという新鋭職場の連続鋳造掛は、本研究の狙いからすれば調査

の対象としたかったけれども、企業秘密を配慮して除外しておいたほどであるoわれわれは、 70年

9月、労働者の自宅を訪問して面接調査を行ないたい旨を製鉄所側に伝えたo所側は、その時、 「作

業長、エ長を集めるから、所内で懇談会形式でやってはどうかo社宅に入られるのは、困る」という

意向を表明したo しかし、教育部の管理者が同席する懇談会で、参加者から「合理化」の進展によっ

て生じている職場レベルの諸問題を、日頃思っているとおり話してくれることはとうてい期待できな

いので、われわれはその実施を辞退する他なかった。そこでわれわれは、止むなく組合活動家の人び

との協力を得て作業長、エ長の住所をリスト・アップするとともに、交替番を調べて面接調査に入っ

たのであるo 調査を開始してから 3日間は、皆んな心よく調査に応じて呉れたため、予定どおり進行

したo ところが、 4日目からは雲行きが変わり、 「会社の命令なので調査に応じられない」という人

びとが大部分となったため、調査を一時中断することを余儀なくされた。最初に立案した調査プラソ

によれば、本研究の目的に見合った四つの職場を対象とすることになっていたo ところが、作業長、

工長調査で思わぬ事態に直面したため、その後の調査は、二製鋼転炉掛と線材工場第二線材掛とを主

たる調査対象職場とすることにした。その理由は、第一部の分折で明らかにされているように、いず

れもコソビュークー制御による自動化された職場であること、とくに後者のばあいには、 69年に操

業開始した新鋭職場で本工数はいちじるしく少なく、社外エが多いという意味でも「合理化」の典型

職場という性格を具えていることo また前者のばあいにはゞ第三次合理化以降における製鋼工程「合

理化」の中心的存在である転炉職楊であること、等々である。

この間、筆者の健康上の事情なども重なって、労働者面接調査は 72年の夏休みに実施されたo こ

の時には、作業長、エ長といった職制囮ではなく、一般従莱員層を主体としたためか、皆んな心よく

調査に応じて呉れたoわれわれが直面した、もう一つの障害は、社外工の組合事務所の大部分が製鉄

所楷内の社外企業の現場作業所にあったことから生じたo面接調査の対象者である社外工組合の専従

役員が会って呉れるといっているにもかかわらず、製鉄所の守術は筆者たちの構内立ち入りを禁止し

たからである。以上述べた二つの障害のため、これまで行なってきた官庁の委託調査のばあいと違っ

て、ロスも苦労も大考かったo

こうした臨誰t吋団面していた、われわれを心からはげまし支援して呉れた本学部教育社会学研究室

のメンバー、とくに同研究室のリーダーである布施鉄治教授と、大学院博士課程を修了して研究生活

を眺けている川崎実君、また北見工莱大学の白樫久助教授、さらに本学文学研究科社会学専攻の女子

大学院生の福井、加藤の両君、これらの人びとにたいして、心から御礼を申し上げたいo また、厳し
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い労資関係のなかで健斗している職湯活動家の人びとからは、はじめから多大の御尽力を受けた。こ

れらの人びとの協力がなかったとしたら、調査は途中で腰くだけになったであろうし、したがって本

報告書も陽の目を見ることにはならなかったであろう。ここに、調査メソバーを代表して心から惑謝

の意を表したい。

最後に．一部の心なき人びとの策謀の結果、 7 0年 11月以降からは製鉄所と対決した形で調査を

続行してきたわけであるが、 69年の夏から一年有余の間、われわれの調査の趣旨をよく理解し協力

をおしまなかった製鉄所の各部課の皆さんに謝意を表したいo皆さんの善意にこたえるためにも、第

一部以下で展開される分折は、あく迄も事実を事実として取扱う厳正な態度て行なうよう最大の努力をはら

った。もしも、報告書のなかで事実にもとづかない点があったとしたら、それは筆者たちの力最不足

に起因するものであり、御期待にそえなかったことを心からお詫びしなければならない。

第 2節報告書の構成

ここでは．最初に予定していた本報告書の論理展開についての説明は、省略することにしたo もっ

とも、ただ単に省略するわけではなく、その一部が各部の冒頭におかれている序章と重複する嫌いが

あるため、引き続いて刊行される本報告書第 2分冊の最後の部分に当たる全体の総括のなかに組み入

れることにしたい。ここで述べておきたいのは、筆者の健康上の都合で止むを得ずなされた構成上の

変更についてである。最初の予定では、まず序論で本研究の分折視角とその枠組みを示し、次ぎに本

論の第一部として「鉄鋼労働組合運動の右傾化と労資関係の『安定化』」という題名の論稿を入れる

ことを予定していたoそこでは、主として 4 9日間におよぶストを決行した 5 9年以降における資本

・賃労働間の対抗関係の分折を行ない、いかなるプロセスで現在見られるような労資関係の「安定化」

が実現されるにいたったのか、を解明することになっていた。

そうした労爾瞑力関係の質的な転換、それも鉄鋼独占体の専制的支配をいっそう強める形での質

的な転換、それを明らかにした上でなければ、本報告書の第一部として収録されているような室蘭製

鉄所の「合理化」が、なぜかくも容易に、しかも会社ペースで進行していったかが判明しないだろう

し、また第二部として収録されている社外企業の問題にしても、なぜ社外工職場の異常な拡大や社外

企業の大型化が、他方における本工職場の縮小と本工要員の一貫した減少傾向と結びついた形で急速

に展開していったのか、という点についても不明確になる、と考えたからに他ならない。

旧富士および新日鉄独占体が` 5 9年の 4 9日におよぶ鉄鋼ストの主力組合であった室蘭労組から

左派勢力を一掃できたのは何故か、その背景には第三章で分折した、いくつかの論点が主たる要因と

して密接に結びつくわけであるが、それは第四部として、続刊される報告書の第 2分冊のなかで分折

することになっているので、具体的な指摘は行なわないでおこう o しかし、第一部として予定してい

た部分を第四部へと後まわしにしたことによって、第一部および第二部で記述されている急速な「合

理化」の進展が、なんらの摩擦もなく、スムーズに実現したと考えてはならない。そこには、わが国

独占資本のなかで王座の地位を占める鉄鋼独占体が、あらゆる手段を動員して、彼らのいう組合の

「体質改善」に努力した爪痕が残されてい、るだけではなく、いわゆる民同左派主薄型の組合がいかな

る欠陥と弱点ゆえに、資本の「合理化」攻撃に敗退していったのか、という痛切な教訓が残されてい

るのであるo報告書構成上の変更から生ずるかも知れない読者の誤解をとくために、以上の点だけを

ここで説明しておく。
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最後に．本報告書の執筆分担について説明しておこう o序論は道又健治郎の単独執筆によるが、他

は原則として担当者の討議によって執筆されたoすなわち、まず第一部についていうと、草野隆光と

藤沢建二が討談し序章は草野隆光が草稿を書き、それを藤沢建二が補整した。第一章、第二章、第三

章は草野隆光の意見を参考として藤択建二が単独執筆した。第四章険藤沢が草稿を書き、それを草野

が補整した。また、第二部は木村保茂と町井輝久が討議して木村保茂が単独執華した。なお、第二部

の表現についてその一部を道又健治郎が手直しした。最後に、当時研究室の助手だった利田昌子が終

始一貫、調査に参加したことをつけ加えておきたい。

追記

『19 7 3年度総評運動方針』を見ると、筆者が「教育権」の思想が欠落しているとして第三章

第2節において引用した 72年度運動方針の中にあった弱点が基本的には克服されている。すなわち、

「＜前略＞中教審路線は”生涯教育／／の名のもとに、労働者の教育運動の分野も国家の教育権の支配

下におこうとしている。学校教育の場における『国家の教育権』と『国民の教育権』との対決は．マ

ル生教育など企業内教育と労働組合の教育権との対決として労働運動の場でもあらわれている。この

対決を通して『国民の教育権』．を確立していく過程でのみ民主的．自律的、創造的な労働者の教育運

動が展開される。

近年．労働者、とくに青年労働者のあいだで、教育要求、学習意欲が高まっている。労働や闘争

を通じて教育課題を発見した労働者が論・自ら教育活動の主体となって課題の解決をはかろうとしてい

るからである。＜中略＞

反面論労働者の教育要求が．企業内研修や営利主義の各種学校、封建性を内包したケイコごとに

吸いとられている例も多い。そこでは労働者は中教審路線にからめとられた立身出世主義、学歴主義、

教蓑主義などの資本主義的ゆがみに毒されている。＜中略＞

われわれの労働者教育は、こうした現在の二面性を把握したうえですすめられなければならない。」

（『総評はかく闘う』 19 7 3年度版 241-242頁）。

「く前略＞労働者の技術・技能に対する要求を糠極的に取り上げ．経営主薄の企業内教育・訓練

に対して労働組合が組織的に関与し。職場労働者の要求を基礎にして論これに参画する権利を確立す

るために闘う。」（同上 17 2頁）。

けれどもここで紹介した 73年度運動方針にも問題が含まれている。それは、 「合理化」との関

連からではなく奮専ら中教審答申から現状把握を試みる悪い意味でのフラットな日教組的発想と、労

働者階級の職業・技術教育要求をば視野に入れて来なかった国民教育研究所の一部に見られる教条主

義の影響を感じないわけにいかない。
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序章 研究の課題と対象

第 1節 研究の 課 題 と 調 査 の 概 要

本稿の課題は、鉄鋼産業の頂点をなす鉄鋼独占体の製鉄所における戦後「合理化」、とりわけ 6 D 

年代以降の「合理化」の全面的展開過程のなかで企業内教育が如何なる楷造のもとに、如何なる役割

を果してきたか、及びその現段階的特徴は何か、そこには如何なる矛盾が存在するか、などを実証的

に明らかにすることである。

「合理化」と企業内教育をめぐる理論的な諸問題、従って本研究を通じて解明しなければならない

基本的な諸課題、及び基本的な分析視角については、すでに序論で詳しく展開されているので、再論

する必要はないだろう。従ってここでは鉄鋼業の実態に則して、本稿を通じて明らかにしようとする

いくつかの仮説を具体的に提起しておくことにしよう。

まず第1に、戦後鉄鋼業の「合理化」は、まずなによりも巨額の設備投資による設備「合理化」を

中心として推し進められ、その結呆飛躍的な生産力の上昇が可能となったが、その過程は同時に鉄鋼

労働の質的変化を伴い、経験的熟練の大巾な後退と科学的卸識の必要性の増大をみることができるだ

ろう。特に科学的知識の必要性はコンピューク・コントロール化が急速に進展している今日では益

益強まつているに遮いない。だがそれはあくまでも総体としての労働に対しての必要性であり、個別

労働力が担うべき労働としては、資本主義的生産過程の故に骨化した分業を強いられ、必ずしもスト

レートには反映しないだろう。むしろ大部分の労働者は、鉄鋼労働の質的変化のもう一つの側面の経

験的熟練の後退に伴う技能養成期間の短縮をテコにますます早期戦力化を強いられる。そして、科

学的知識の必要性は、一部の労働者を除けば、労働者自身の犠牲において、すなわち「自己啓発」に

ゆだねられ、それについていけない労働者層はより不熟練職場への転落的配置転換を余儀なくされて

いると思われる。今日、鉄鋼独占資本がヽ生きがい＼I論と結びつけて展開している多能エ化政策もこ

のような棉造をもつているだろう。

第2に、 1念ふれた経験的熟練の後退とそれに伴う技能養成期間の短縮はストレートに結びつくものでは

ない。経験的熟練の後退は技能養成期間短縮の技術的客観的条件を形成するが、それが現実化される

のは、すぐれて資本主義的な要員削減＝人べらし「合理化」＝少数精鋭主義の志向を直接的な媒介と

してであろう。そして、少数精鋭主義のもとでの技能養成期間の現実的短縮は、必然的に職場での技

能の乎準化をもたらし、またそれを基盤として少数精鋭主義は労働者の特定職務への長期的固定を廃

棄し、作業のプール化をおしすすめる。こうした事態の進行は、技能序列を崩壊させ、技能序列の

外被をまとった職務序列との矛盾を深める。また技能の年功的修得過程を基盤とする技能序列を軸と

していた年功的職場秩序との矛盾をも深める。こうして資本は、「合理化」の一層の追求のために、

自からの手によって年功的職場秩序の動揺をもたらし、新たな職場秩序の確立＝再編成を必然とする。

6 D年代における鉄鋼独占資本の相次ぐ労務統轄機構の再絹成、すなわち作業長制度郡入、職能的資

格制度の禅入等々はこうした背景をもつものとしてみることができるだろう。もちろんそれは同時に、

単に職湯秩序の崩壊が労資関係の「不安定化」の要因になるからというだけでなく、「合理化」を

資本の意図通りに推進するための前提条件としての労資関係「安定化」＝再編成をより旅極的にめざ

したものである。
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第3tr...こうして再編成された労務統轄機構の特徴は能力主義管理と称せられるが、それは、かつ

ての年功的労務管理がまがりなりにも技能序列という一定の客観的基盤をもちえていたのに対し、そ

れに代替する客観性をもちえず、何に稲極的に資本の生産活動に協力するかという意味でのII 能力 II

が労働者を序列づけることになるであろう。それは、労働者間に全面的競争をもちこもうとするもの

であり、そのための賃金管理を背景とした屏進昇格管理による格差付けR強化がほかられることになる。

一方、そのヽ能ガ IIがためされる場として、直接の生産活動のみならず、労働者の自由時間をも資本

のために利用する自主管理活動や自己啓発などが措定されるのである。

第4tこ、そうしたなかで企業内教育は、まず、新しい労務統轄機棉の要をなす現場職制層の育成を

課題として撒備される。現場職制層は、かっては年功的熟練修得過程を経て、経験的熟練の体現者と

して登揚してきたが、今や経験的熟練の重要性は後退し、教育によって附与された労務管理・作業

管理の諸技法をたずさえて、一般労働者に相対することになり、従って職制育成のための教育は労務

統轄機構の再編成、とりわけ現場職制層の再編成の要をなしていたと考えられる。

一方、再編成された残劣統轄機構、すなわち能力主義管理のもとでは、労働者を序列づける客観的

な基準をもちえず、資本への忠誠心が屏進昇格管理の重要な基準となるために、厳しい「合理化」の

進行とも相侯つて、労働者間の不満を商め、資本からの離反をうながす条件が恒常的に醸成されると

いう矛盾をもつており、そうした労働者を資本の範のもとにつなぎとめておくために、彼らに対する

直接的な働きかけとしての企業内教育一人間関係・労資関係教育がたえず行なわれなければなら

なくなっている。と同時に、そうした消極的な意味だけでなく、 60年代半ばからの鉄鋼業における

労資関係の「安定化」の過程で、そうした教育は極めて重要な役割を果していたと考えられる。

第5に、技能・技術教育、 0 J Tの面では、 1でふれたように、一方で科学的知識の必要性が増大

し、また多能エ化が追求されるにもかかわらず、特に0 」Tは経験的熟練の後退による作業そのもの

としての簡単化・単純化を背景として少数精鋭主義のもとで早期戦力化が強制されることになり、従

つて、科学的知識や多能エ化の教育は、それが当面の作業遂行に直接必要とされない限りはあくまで

も労働者自身の犠牲においてなされる「自己啓発」にゆだねられ、時間外・自主参加の教育として行

なわれることになり、これらの教育への労働者のヽ自主的 II参加が早期戦力化・多能エ化のOJTを

補完するという楷造をとつていると考えられる。

第6に、 60年代後半から噂入され、全労働者をまきこんで展開されている自主管理活動は、労働

者の労働過程へ主体的にかかわりたいという本来的意欲をたくみに資本サイドに組織して、労働者の

自由時間をも資本のために利用しようとするものであり、 3でふれたように、それへの参加は、資本

への忠誠心のバロメークーになっていると考えられる。同時に 5でみたOJTの補完としても重要な

役割を果しているだろう。

第7に、こうした「合理化」と企業内教育の展開のなかで労働者は、資本の専制的支配への不満を

高めており、 60年代後半から労働組合の指蒔権を確保したいわゆるヽ会社派幹部、に対する不信は

増大しているであろう。 にもかかわらず、それが顕在化しえないのほ能力主義管理による労務統轄

機楷の再編成の一時的成果であろうが、このもとでの新たな不満が再び顕在化する諸条件が、いかに

蓄被しているのであろうか。

以上のような諸点を実証的に明らかにすることが本稲の課厘である。

具体的な調査の対象としては、日本最大の独占資本でもある新日本製鉄の室閑製鉄所を選定した。

同所の沿革と現況は次節で述べるが、日本の近代的な製鉄所としては八幡・釜石に次ぐ歴史を有する
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多数のベテラソ労働者をかかえた中堅製鉄所であり、「合理化」と企業内教育の展開過程及びそれと

かかわった労資関係の展開過程をみていくうえでの一つの典型をなしていると考えられる。

以下調査の概要について述べておこう。

本調査に先行するものとしては、別のテーマであるがすでtZ,.6 9年から企業（室蘭製鉄所、以

下同じ）調査などが行なわれ、文書資料の収集もなされていたが、『鉄鋼業の「合理化」と企業内教

育』のテーマのもとに組まれた調査は 7 0年 9月からである。すなわち、 7 D年 9月に企業詢査、労

働組合調査を面接手法で行ない、次いで 70年11月に職制層を中心とした面接調査、 72年 8月に

一般労働者を中心とした面接調査を行ない、更に 73年 2月に若干の補足調査を行なった。労働者調

査の対象者数及び役職別＾・年代別棉成は表 1に掲げる通りである。本論でインテンシヴな事

例としてとりあげる工場別に示せば、転炉工場 32名、第 2

線材工場24名、その他 3名になる。面接調査は自宅訪問で

乎均 2時間、最高 6時間にわたる聴取を行ない、基本的にテ

ープレコーダーに録音した。本論中で引用する労働者の話は

すべてテープをおこしたものである。本来ならば調査対象者

の属性一覧を掲載すべきであるが、今日の鉄鋼独占資本の労

務管理体制のもと．では、調査に協力していただいた労働者に

不利益をまねくおそれがあるため、あえてのせなかった。従

つて本論中で引用する場合も、当該労働者の属性は当面の論

述に必要最少限なものしか明示しえず、場合によってはそれ

表 1 労働者調査対象者数

役職別 年代別

作業長 3名
1 D代 1名

2 0 1 4 

工長 1 4 3 0 2 2 

4 0 1 8 
一般 4 2 

5 0 4 

計 5 9 計 5 9 

すらも明示できないことがあることをあらかじめお断りしておく。このことは、鉄鋼独占資本の労務

管理の熾烈さと、そのことに対して労働者が如何に大きな、顕在化しえない不満を抱いているかを如

実に物語るものである。なお、室恥製鉄所に対する調査の他に、補足調査として、 71年 10月に新

日本製鉄の新鋭製鉄所である名古屋製鉄所（旧富士）、君津製鉄所（旧八幡）に対する企業調査をも

行なった。

こうした調査と併行して、文書資料の収集を行なったが、室蘭製鉄所関係の主なものは、企業側

では、社内報『白樺』（総務部発行）、同『労働だより』（労働部発行）、同『創意と工夫』（技術

管理部発行）などであり、労働組合関係では、組合機関紙『解放戦線』『鉄のうで』（『解放戦線』

の後身）、『組合ニユース』、『中央委員会ニュース』等々である。

最後に本稿の構成上の若干の断り書きをしておくと、当初の予定では、先に述べた 7点の仮説に

従って論述するつもりであったが、時間の関係上、特に第 7点目にかかわった労働者の企業内教育に

対する意識や彼らの教育要求、また労資関係、とりわけ労働組合に対する意識などは、豊富かつ貴重

なデークーが収集できたにもかかわらず、まとめきることができなかったo従って本稿では割愛せざ

るをえなかったので、続刊『鉄鋼業の「合理化」と企業内教育~ Il』に掲載する予定であ

る。この部分なくしては本稿は完結しないので、是非続刊をあわせてお読みいた

だきたい。

なお、本稿の執筆は序章を草野•藤沢が、第 1章•第2章•第5章約簗沢が、第4 章を藤沢・草野が分

担したが、第 1部の草稿の多くは藤沢の労によるものであり、両者の共同討議によって草野が補筆し

た。
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第 2 節 新日本製鉄（株）室蘭製鉄所の沿革と現況

調査対象の性格についてはすでに序論及び前節でふれたが、更にそれを補足するためにも、室蘭

製鉄所の沿革と現況を明らかにしておこう。

1 創業から日鉄分離まて

我々が調査対象とした室閑製鉄所は、 19 □ 9年（明治 42年）、日清・日露戦争後の鉄鋼需要

の急増を背景とした民間鉄鋼業の勃興期に、北海道炭破汽船株式会社によって輪西製鉄場として創業

されたものであり、日本の近代的製鉄所としては釜石・八幡に次ぐ歴史を有している。当初は銑鉄供

給エ楊として発足した沃経箇内こは安定をず、数度の経営主体の変遷をみながら 19 3 4年には、官民

製鉄合同によって戦前日本で最大の鉄鋼トラスト日本製鉄株式会社の輪西製鉄所となった。

この日鉄時代にはいって、同所はそれまでの銑鉄だけの生産から銑鋼一貫工場への発展をみたの

である。すなわち、 19 2 0年代からの慢性的不況が満州事変勃発 (1 9 3 1年）を転機として好況

に向い、鉄鋼需要も軍関係を中心に激増し、日鉄でもその需要に応えるために「日本製鉄長期拡充計

画」を策定した。それに基いた 1934~36 年の第 1 次•第 2 次拡充計画は、輪西製鉄所では旧エ

場の整備拡充が中心であったが、 19 3 6年末から実施された第 3次拡充計画は同所を中心に組まれ、

同所の年間生産高を銑鉄 70万トソ、鋼塊50万トソ、鋼材 40万トソの銑鋼一貫工場とすることに

なった。かくして、新たに 70万坪の広大な地域を埋め立て、 70 0 トソ高炉3基、 15 0トソ乎炉

5基、分塊・中小形・線材の各圧延工場を含む仲町工場（現工場地）の建設がすすめられた。しかし

太平洋戦争への突入によって、製鋼・圧延部門の工事は予定通りには進渉せず、全工事を完成したの

は敗戦後であったが、この設備拡充はその後の室蘭製鉄所の埜礎となるものであったo敗戦後、日本

製鉄は過度経済力集中排除法の指定をうけて解体され、輪西製鉄所は、釜石・広畑の各製鉄所と川崎

．製鋼所と共に富士製鉄株式会社として 19 5 0年（昭和 25年） 4月に発足し、翌年には名称も室閾

製鉄所と改められた。

2 富士製鉄時代における「合理化」の進展

富士製鉄発足時の各作業所の設備能力は表 2に示した通りで、「富士製鉄 4作業所のうちで、釜

石は壊滅的打撃からようやく立ち直った直後であり、広畑も八幡集中生産で熔鉱炉の火を消し、全工

場が賠償に指定されていたため、 3年 8ヶ月を保全作業で終始し、ょうやく熔鉱炉に火入れを行った

ばかりという時であり、当所は富士製鉄の基幹工場としての立場にあった」＂ と言われる。こう

して室蘭製鉄所は、戦後になってようやく本格的な銑鋼一貫工場としての活動を開始したの

であるが、同所の発展を生産高の推移で示すと図 1の通りである。すなわち、銑鉄では 19 5 6年に

は戦前のピークをなした 19 4 2年の 66万トンを凌駕しており、 70年には 37 1万トンと、対 5

0年比 13倍の伸びを示している。また鋼塊、鍋材も、それぞれ最高時で、対 50年比 15倍、 20 

倍と、その伸びは著しい。こうした生産の飛躍的上昇は、いうまでもなく戦後日本資本主義の高蓄稜

過程における活発な設備投資による生産設備の「合理化」によるものである。

戦後日本の鉄鋼莱は、価格差補給金の交付と復興金融公庫による融資に支えられた領斜生産方式

の過程を経て、ドッジ・ライソ以降、「国家独占資本主義の諸機栴と機能を最大限に活用して」 12)本

格的な「合理化」を推進してきた。すなわち、産業合理化審諏会の答申をうけて閣議決定された

-7 2-



「鉄鋼業及び石炭鉱業合理化施策要綱」 (1 9 5 0年 6月）を背景とした 19 5 1年度を起点とする

第 1次合理化計画 (51~55年度）、経済自立 5カ年計画 (55年 12月）などを背崇とした第 2

次合理化計画 (56~60年度）、所得倍増計画 (60年）などを背景とした長期設備計画＝第 3次

合理化計画 (61~70年艮）という 3次に渡る合理化計画として実施されてきた。 13) それは室菌

製鉄所においても同様である。いまそれを設備投資の規模でみると表 3の如きだが、第 1次合理化に

は57 2 9百万円、第 2次合理化には 26 6 7 2百万円、そして第 3次合理化には 64 6 8 7百万円

の巨費が投下されたのである。以下、その主な内容を概観してみることにしよう。

第 1次合理化は、富士製鉄全体では、「最終成品である鋼材の増産と品種の多角化とを最重点と

し、そのために圧延設備の刷新強化を図るとともに、これに対応した製銑、製鍋部門の整備を急ぎ、

表2 富士製鉄発足時の各作業所設備能力 (1950年4月1日現在）

万 輪西 釜 石 JII 崎 広 畑 計

苺奴設備能力 華奴 設俯眠刀 基数 設備能力 基数 設備能力 基数 設備能力

a座 t 日産 t 日座 t 日座 t 

熔鉱炉 7 3,250 3 1,65 D 2 2,000 1 2 6,900 

年産 t 年産 t 年産 t 年産 t 

乎 炉 3 500,000 1 D 587,000 6 600,000 21 ,687,000 

年産 t 年産 t 年産 t 

電気炉 2 6,400 1 2,700 3 9,100 

年産 t 年産 t 年産 t 年産 t 

分塊工場 1 600,000 1 6 D □,□DD 2 600,000 4 1,800,000 

年産 t 年産 t 年産 t 年産 t 

条銅工場 2 330,000 4 380,000 1 48,000 7 758,000 

年産 t 年産 t 年産 t 年産 t 

銅板工場 1 12,000 1 48,000 1 4`  50,000 3 510,000 

（資料） 『室蘭製鉄所五十年史』による。

労働生産性の向上を図りながら、一貫工場として真に合理的、経済的な生産、販売の態勢を早急に確

立することを基本方針」として「戦災設備の復旧更新と、主として広畑のホットコイル製造設備なら

びにコールドストリップ工場の新設および釜石の大形工場の設備増強等」（4) に重点がおかれたが、

室蘭製鉄所では圧延部門は旧式均熱炉の新型アムコ式への改修にとどまり、中心は戦後休止中であっ

た高炉の改修と平炉の高圧ガス操業および酸素製鋼の開始、そして日鉄時代に建設された仲町工場へ

の作業集中であった。同所において鋼材部門が増強されるには第 2次合理化をまたなければならなか

ったのである。

かくて第 2次合理化では、製銑•製鋼・圧延の設備能力のアンバラ‘ノスの是正が、つまり圧延、特

に鋼材圧延部門の拡充が大きくとりあげられた。すなわち、 19 5 7年には公称能力年産 60万トソ

のホットストリップミ．Jレ（熱延工場）が新設され、また 58年には線材設備が半連続式から最新鋭の

全連続式に改造された。これによって鋼材生産は 5,6年の 28万トソから 60年には11 3万トソと一

挙に 4倍の伸びを示した。こうした鋼材部門の増強とともに、一貫設備のバラソスを確保するために

他の部門の強化も図られた。分塊工場は熱延工場専用に設備ー式を広畑から移設して第 2分塊工場を

設置し、また製鋼網りも 4,5 0 0叫／H酸素工場を増設して能力増強が図られた。更に高炉も改修どきに
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は容甜を拡大し、生産増が図られたのである。

螂ヽて 10哨闊の長期設備計画＝第 3次合理化の時期にはいる、が、この期間は次の 2期に分けるこ

とができる。すなわち第 1期は 19 6 2年の不況までの時期、第 2期はそれ以降の時期である。そし

図1 室蘭製鉄所生産高推移
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（資料）

6 8年までは『室蘭製鉄所五十年史』

より、 69年以降は有価証券報告書

各年より．

翌 55
年

60
年

65
年 。

7
年
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て室蘭製鉄所においては、第 3次合理化という場合はもっ

ばら第 1の時期をさしているので、ここでも以下、その用

法に従うことにする。 (5) さてその第 3次合理化の工事は

実際には 59年末から滸手され、 61年度上期には完成す

るというわずか 2年ばかりのエ期にもかかわらず、 2 0 0 

億円近い資本が投下され、 (6) その工事内容も全生産部門

に渡るものであった。それほ、第 1次合理化が戦災設備の

補修を中心とし、第 2次合理化が圧延部門の増強を中心と

していたのに対し、製銑・製鋼・圧延の直接部門のみなら

ず、輸送・原料・動カ・分析検査・エ作などの間接部門を

も網羅した文字通り全生産部門に渡る設備「合理化」であ

る点において、それまでの「合理化」とは質を異にしてい

た。具体的内容は次章に譲るが、その結果は表4にみられ

る通り、この 2年間に設備能力は、銑鉄 1.9倍、鋼塊 3.4. 

倍、鋼材 1.6倍に拡大され、年間粗鋼生産能力は一挙

に20 0万トソ台を上回ったのである。こうして第 3次合

理化は室蘭製鉄所の発展にとって一つの転機となった］し

かしその後、 62年、 6 5年と不況が続き、通産省の行政

指郡による粗鋼減産措置 (62年7月～ 63年 9月、 65 

年 7月～ 68年 8月）などがとられ、長期設備計画も数度

の手直しがなされたが、鉄鋼連盟と通産省の強気の需要見

表3 年度別設備投資額の推移

（単位、百万円）

年度 額 年度 額

50--53 5,176 62 3,884 

54 2 04 63 972 

55 349 64 1,504 

56 4,793 65 4,100 

57 6,325 66 2,027 

58 2,907 67 5,05 1 

59 6,4 1 1 68 5,354 

60 14,573 69 14,01 0 

61 25,642 70 8,399 

（資料） 5□~5  3年は『室蘭製鉄所五

・十年史』より、 54~6 1年は

『鉄銅業の合理化とその成果』

（通産省重工業局編、 63年刊）

より、 62~7 0年は有価証券報

告書各年度の設備工事計画表より

明らかに実施されなかったものを

除いた額。

通しに支えられて、 64年以降再び活発な設備投資が行なわれるようになった。

表4 年間公称生産能力の推移 (60~62年）

6 0年3月末 (A) 6 2年 3月末(B) B/A 

銑 鉄 928,000t 1,720,D□Ot 1. 8 5 

鋼 塊 644,000 2,160,000 3. 3 5 

鋼 材 1,008,000 1,590,000 1. 5 8 

（資料）有価証券報告書各年より。

6 4年以降の「合理化」は、「粗鋼年産36 D万トソ体制の確立」 (67年まで）、「同 4D D 

万トソ衛剛 (68、69年）、 「同 46 D万トン体制J(6 9年）しという呼称巳予されるように、引き続き生

産規模の拡大が目標とされ、特に圧延部門における新鋭設備・工場の建設が中心をなしていた。その

結果、 71年にはその年間生産能力は、銑鉄 4 5 1. 6万トン、鋼塊 45 6万トン、鋼材 5 5 1. 2 

万トンに達し、図 1にみるような生産の飛躍的増大が可能となったのである。

ところで 6D年代の「合理化」を特徴づけているのはこれまでみてきたような生産設備の「合理

化」とそれによる生産規模の拡大だけではない。この時期は設備「合理化」の進展と密接にかかわっ

て、特に 62年の不況以降、勤務体制の強化、業務下請化＝社外工瑯入などによる所謂人べらし「合

理化」が強力に推し進められ、また作業管理・労務管理の再編成が進行した時期であり、同時に労資
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関係の変容をみた時期でもあった。

その意味でまさに「合理化」の全面的展開をみたわけであるが、その過程を明らかにすることは

第 1章以下の課題である。

3 新日本製鉄の成立と室蘭製鉄所の位置

7 0年 4月、八幡製鉄と富士製鉄の鉄鋼二大独占体の合併による新日本製鉄の成立により、室恥

製鉄所はその位置を微妙に変化させつつあるといえる。富士製鉄時代には、六大独占体による激烈な

シニア争いのなかで、新鋭製鉄所としては名古屋製鉄所しかなく、中堅製鉄所としての室恥では、広

畑と共に、なによりもまず生産規模の拡大が最重点的に追求されていたといつてよい。もちろん、前

項でもふれたように、 60年代後半以降は生産規模の拡大とともに人ぺらし「合理化」による労働生

産性の向上が強力に推し進められたが、その中心は勤務体制の強化、社外工の導入にあり、設備投資

の中心は「何百万トソ体制の確立」というスローガソに端的に示されるように、生産規模の拡大にあ

った。しかし新日鉄の成立によつて 35％を超える安定的なシニアを確保し、しかも新鋭の君津、名

古屋をかかえ、更に大分が建設稼働しはじめるなかで、設備投資の内容もこれまでの単なる生産規模

の拡大だけではなく、省力化投資による労働生産性の向上や生産品種の高級化などが前面にとりあげ

られるようになってきた。それを端的に示しているのが 70年に提唱された「プロジニクト 50 0」

運動で、 70年の「年頭あいさつ」で室恥製鉄所長は次のように述べている。

「…•この飛躍の機会に、私は決意を新たにして『プロジェクト 5 0 0』と名づける一大迎動を、

ことしからはじまる最重点施策として全所的に展開することを皆さんに要請いたします。『プロジニ

クト 50 0』は、室閑を『どこにも負けない製鉄所』とするために、生産性の飛躍的向上をめざすも

のでありまして、従業員 1人あたりの労働生産性を現在の粗鋼年間 33 0トンから 50 0 ~ンにまで
高めることを基本目標としたいと思います。そのためには機械化・自動化を推進するとともに少数精

鋭主義に徹した業務の運営が必要であります。」 (7)

表5 製鉄所別粗銅労働生産性 (69年度）

会 社 製鉄所 1人当年間粗錆生産裁

鎖 管 福 山 4 7 6 t 

八 幡． 堺 4 6 6 

JII 鉄 水 島 3 8 1 

住 金 和歌山 3 5 1 

富 士 名古 屋 3 3 3 

宮 士 室 蘭 3 3 0 

JII 鉄 千 葉 2 9 8 

神 鋼 神 戸 2 8 6 

富 士 広 畑 2 8 2 

八 幡 八 幡 2 0 1 

銅 管 京 浜 1 9 2 

（資料）

室蘭製鉄所の労働生産性は表 5が示すよう

に中墜製鉄所のなかではトップクラスにあるが、

「プロジェクト 50 0」連動はそれを更に新鋭

製鉄所のレペルまで上げようというものである。

その背景には次の副所長の話にあるように

年産 1,0 0 0万トンクラスの新鋭製鉄所が次々

と稼働してくるなかで、生産規模はともかく、

生産性ではそれに比肩しうる製鉄所にすること

が室面の生き残る道だといういわば悲恰感があ

るのである。

社内報『労働だより』昭和 45年2月27日号より。

「所長の年頭の御挨拶にもありましたよう

に、ブロジニクト 5 0 0は、当所が規模の大き

な新鋭製鉄所に伍して、競争にうち勝ち、生き

残るために、生産性の飛躍的な向上をねらうも

のですa 」(81

もちろん、こうした悲愴感は基本的には労働者向けのものであり、従ってまた、この「プロジニ
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クト 50 0」迎動の具体的な内容は、生産親模の拡大よりも要員削減＝人べらし「合理化」による生

産性向上連動に重点がおかれているのである。生産管理部長は次のように述べている。

「1人当りの生産性を上げるということは、生産抵を上げるということと、人を減らすという二

つの面があるわけですが、生産巌については、だいたい年間 50 0万トンに近づいてきており、これを

1人当り 50 0 トソ生産するとすれば、協力会社の人も含めて、 1万人いればいいわけですo ところ

が現在は、社員が約 8千人、協力会社従業員が 5千人と、あわせて 1万 3千人ほどの人がおりますの

で、これを数年間で社員は約 2千人、協力会社従業員を 1千人ほど減らそう、というのがプロジニク

ト50 0の基本的な目楔なんです。 3千名を減らすと言っても、労働強化をしようというのではなく

いちばん力を入れようとしているのは、省力化投資をしよう、ということなんです。」 (9)

また同様に、室肋製鉄所を「どこにも負けない製鉄所にするため」に、品種の高級化が追求され

ている。

「最で勝負する時代は終った。すくなくとも年産 1千万トンクラスの新鋭製鉄所が続々と稼働し

ている現在、当所は拡に主体をおいた体制ではなく、質、それも高級鋼の開発こそが、当所にとつて

絶対に必要なことである。」皿

すなわち、転炉によるステソレス鋼の生産や第 2線材工場による高級バーインコイルの生産、冷

延工場による特殊鋼板の生産等々、高級鋼•特殊鋼製品の開発•生産にも力が注がれているのである。

また生産規模の面でも、不況後の 73年には、ただちに、 74年を起点として 78年までに年産

6 0 0 トソ体制を確立するという設備更新計画がたてられている。

このように、新日鉄になってからの室曲製鉄所では、 73年のスローガン「リフレッシユ室曲」

にも象徴されるように、大規模・抽産型の新鋭製鉄所に対抗して、一方では生産規模の拡大が、他方

では要員削減、品種の高級化による高生産性・高収益性が一段と厳しく追求されており、それはその

まま、 70年代における「合理化」の厳しさを意味しているのである。

＜注＞
(l) 『室蘭製鉄所五十年史』 (19 5 8年7月） P.256

(2) 市川弘勝『日本鉄鋼業の再編成』 (19 6 7年） P.5 4 

(3) 実際の合理化工事は、この計画年度の枠をはみ出している。たとえは第 1次合理化工事の完成は 56年度に

はいつているとか、第 5次合理化工事は 59年末から着手されているとかである。また、特に第 5次の長期

設備計画はその問に数度の不況期をはさむなどで度々修正された。 • 

(4) 『室蘭製鉄所五十年史』 P. 2 6 D 

(5) 鉄鋼業全体の場合でも、第5次合理化という言葉の用法は必ずしも統一されていない。 「第3次合理化計画

は、当初昭和 36年度から 4 D年度にわたるものであった。しかし倍増計画（所得倍増計画…•••引用者）

の目標が1D年後を目途としたこと、また自主調整が毎年行われていったことから、その後の合理化計画の

遂行にはとくに区別した名称がつけられていない。」（日本鉄鋼連盟『鉄鋼十年史』 P6 1) 

(6) 通産省重工業局編前掲書をもとにした計算では 19 4億円になるが、社内報『白樺』などでは 24 D億円と

述ぺられている。

(7)社内報『白樺』昭和45年1月5日号

(8)社内報『白樺』昭和 45年5月2D日号

(9) 社内報『白樺』昭和 45年5月2D日号

(10) 社内報『白樺』昭和 46年1月5日号
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第 1章生産過程の「合理化」と企業内雇用構造の特質

第 1節 設備「合理化」の進展と労働内容の変容

前章でもみたように、戦後の「合理化」はなによりもまず、大規模な設備投資を伴った設備「合理

化」として進展した。本節では、 6D年代以降の設備「合理化」の特徴と、それが労働内容に如何な

る変容をもたらしているかを考祭する。

1 生産工程の概要

釜ず、本章全体の前提ともなる生産工程の概要と、経営管理組織との対応を朋らかにしておこう。

銑鋼一貫工場である室閾製鉄所の生産工程の概要は図 1- 1の如く示される。

図1-1 生産工程概要図（その1)

----7 

l 
---l 

I r.=11'"""-ii 
L-------ふ丘五―-----------`汀I
圧延工程

r-------------------------------l 

ロ□三にコ原材料・成品・半成品

一般の銑鋼一頁工程の場合と同様、その生産工程は大別すると、製銑→製鋼→圧延の 3段階から

成つている。その流れの概略を説明すると以下の通りである。

＜製銑部門＞

鉱石専用船から陸揚げされた鉄鉱石・石灰石・石炭等はベルトコンベアーで総合ヤードに連ばれ

鉄鉱石・石灰石のうちの塊鉱は高炉操業に適したサイズに整粒し、粉鉱は粉コークスとともに焼結機

で焼き固めて焼結鉱にする。一方石炭はコークス炉でコークスにされる。高炉にこれらの原料を装入

し、熱風炉から送られる熱風を吹き込んでコークスを燃焼させ、この時に発生する渦熱ガスで鉄鉱石
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を還元させて溶銑と鉱滓とを分離する。溶銑ほ溶銑鍋に受け取って混銑炉に送られる。また溶銑の

一部は鋳銑機によって型銑にされ、製鋼・鋳物メーカーヘ販売される。高炉は現在、第 1~4の4基

稼働している。

＜製鋼部門＞

高炉から送られてきた溶銑は一旦混銑炉に貯蔵され、品質と温度を均ーにして、屑鉄とともに転

炉へ装入する。この他に少量の鉄鉱石•マソガソ鉱石•石灰石などを副原料として使用し、高圧酸素

により精錬を行い、溶銑中の含有炭素その他の成分を所定の批まで減らして溶鋼を造る。転炉から出

鋼された溶鋼は取鍋に入れて造塊場に送られ、ここで一定の鋳型に注入して、 1個 5~2 0トン位の

鋼塊をつくる。また溶鋼の一部は連続鋳造設備によって、造塊の工程を悴ないで直接鋼片に鋳造され

る。転炉は現在、 50トソ～ 12 0トン規模が 5基設置、連続鋳造設備は 2連設置されている。

＜圧延部門＞

圧延部門ほ分塊圧延と鋼材圧延の工程に大別できる。造塊工程で造られた鋼塊は均熱炉に入れら

れ、均一の温度に加熱・保湿されてから分塊圧延機にかけられ、各種鋼材の圧延に適した形・大きさ

の鋼片（条鋼•線材用のプルーム・ビレット、鋼板用のスラプ）に圧延される。分塊圧延された鋼片

および連続鋳造設備によって造られた鋼片は各圧延工場に送られて加熱炉で再び加熱され、各種のロ

ールを備えた圧延機を通して、諸種の形状・寸法の鋼材に圧延されて成品となる。現在、分塊圧延設

備は 2 連あり、また鋼材圧延設備には、線材圧延設備 2連、条鋼圧延• H形鋼圧延・熱間鋼板圧延．

冷間鋼板圧延の各設備 1連づつ、計 6連の圧延設備がある。

以上が製銑→製鋼→圧延工程の流れの概略であり、全体の生産工程のうちの直接部門（製造部門）

をなすが、この他に、直接部門に用役を提供している間接部門（製造補助部門）として、輸送・原料・

修理保全・分析検査・動力•ロール旋削などの工程がある。Ill

＜輪送＞

船内の荷揚作業から始まり、船内への租付作業に至るまでの、各製造工程の間をつなぐ原料•副

原料•資材•成品•廃残物等の運搬作業

く原料＞

原料•副原料•資材•燃料の保管、整理、検巌、受払いの作業

＜修理保全＞

炉修理、機械修理、計器修理、電気修理など直接部門におけるすべての修理作業、現場の設備機

械の点検などの保全作業、および修理に要する部分品の加工製造作業

く分析検査＞

各工程におけるすべての分析検査の作業

く動力＞

変電●配電作業、オイル圧送、酸素圧送、ガス需給調節、ポイラー作業、楠内給水作業、

＜ロール旋削＞

圧延機のロールの旋削作業

このように、室蘭製鉄所の生産工程は（他の銑鋼一貫工場の場合も同様であるが）、製銑→製鋼

→圧延の直接部門と、輸送・原料・分析検査•修理保全・動カ・ロール旋削などの間接部門からなっ

ているが、鉄鋼業の特殊性として、間接部門といえども、輸送・原料・修理保全などはその占める比

璽も大きなものがある。 (2)

次に経営管理組織をみると図 1- 2の通りで、それを先の生産工程図との対応で示すと図 1- 3 

になる。すなわち、総合ヤードでの原料の受払いと焼結工場は製銑原料工場に属し、高炉・熱風炉の

操業は言うまでもなく製銑工場に属する。混銑炉から造塊に至る工程および連続鋳造設備は製鋼工場

に属するが、第 1製鋼工場には 60トソ及び 50トンの小型転炉 2基'C2基整備 1基稼働） 第^ 1連

続鋳造設備が、第 2製鋼工場には 12 0トソ転炉 1基・ 11 0 1-ン転炉 2基 (3基整備 2基稼働）・
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固1-2 室蘭製鉄所経営管理組織図 (1972年3月現在）
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第2連続鋳造設備が設置されている。分塊工程の第 1鋼片工場では条鋼・線材向けのビレット・プル

ームが分塊圧延され、第 2鋼片工場では鋼板向けのスラブが分塊圧延されている。鋼材圧延設備は現

在 6連あるが、工場組織としては 4工場にまとめられている。なを、条鋼工場条鋼掛の条鋼ラインは

現在棒鋼ライソヘリプレース中である。

一方、間接部門は、輸送が運輸課、原燃料関係が原料課、資材関係が資材課、修理保全が各工場お

よび機械工事課（機械修理、部品製造加工） •電気工開裸（電気修理）、分析検査が各工場及び分析課、

動力が動力課、ロール旋削が機械工事課によって、それぞれ分掌されている。

以上、室蘭製鉄所の生産工程と、経営管理組織との対応関係の概要を述べてきたが、それは戦後

の「合理化」過程のなかで不断の変容をとげて現在に至っていることを指摘しておこう。

図1-3 生産工程概要図（その2)

2 60年代以降の設備「合理化」とその特徴

6 0年代にはいってからの設備「合理化jは、それに先行する第 1次合理化、第 2次合理化とは異

なり、製銑・製鋼・圧延の直接部門のみならず、間接部門をも網羅した文字通り全生産部門に渡るも

のであった。この間の主な「合理化」設備は表 1- 1に示す通りであるが、時期的には、 62年の不

況・減産までの所謂第 3次合理化期と、それ以降の時期に分けることができる。以下、その内容を少し

し詳しくみていくことにしよう。

(1) 第 3次合理化期の特徴

第 3次合理化（正式には第 3次設備拡張計画と言われた）は、わずか 2年のエ期にもかかわらず、

2百億円を越す資本投下、生産能力の 2倍化（製鋼能力では 5倍強）という結果にみられるように、

菰的にも質的にも、室蘭製鉄所を一新する大規模な設備「合理化」であった。以下、それを部門別に

みてみよう。

製銑部門ー一製銑部門でほ、第 4高炉と第 4焼結機が新設されたことがあげられる。第 4高炉は

内容甜 1701rrfと、既存高炉の 10 0 0戒前後を大きく上回り、当時としては国内最大の大型高炉

であったが、更に設備的には、原料装入装置や熱風炉・ガス消浄装置・送風機などの附帯設備も能力

増強・高能率化され、遠隔・自動制御方式が採用された。また原料として装入される焼結鉱には、炉

内での遠元活動を向上し、石灰石の装入減によるコークス比低下•出銑率向上などの効果の著しい自

溶性焼結鉱（石灰婢結）を採用し、第 4焼結機がそれを専門に生産することになった。この第 4焼結

機及びそれに附帯する原料・配合・輸送設備などにも、中央制御方式が大巾にとりいれられた。更に

第 4高炉の新設に伴い、第 3コークス炉も改修。能力増強された。

製鋼部門ーー製鋼部門での中心は転炉工場の新設である。乎炉製鋼法から転炉製鋼法への転換は

圧延部門におけるプルオーバーミルからホットストリップミルヘの転換と共に、戦後鉄鋼業における
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表 1-1 設備「合理化」年表 (60年以降）

年月 主な設備「合理化」 年月 主な設備「合理化」

5 9年 9月 第 3次設備拡張計画策定 6 4年 6月 11G. 1高炉重油スリラー吹込み

6 0年 1月 茄． 6平炉作業開始、 Ao.10均熱炉作業開始 6 5年 1月 JI&. 2高炉高圧操業万式で火入れ

2月 茄． 11均熱炉作業開始、第 2分塊工場作業 7月 連続鋳造設備試作

開始 8月 粗鋼減産体制に入る

5月 熱延工場JIG.3加熱炉作業開始、資材倉庫新 1 2月 冷延工場完成、第 4コークス列稼働

築 6 6年 4月 ホットAGC（自動厚み制御装置）設匠

6月 原料設備増強 1 1月 連続鋳造設備操業開始

7月 線材工場改造完成 1 2月 JIG. 2小型転炉新設

1 0月 中小形工場三重ロール機作業開始 6 7年 3月 肱 3大型転炉新設

1 1月 ジーゼル機関車遂次蒔入開始 7月 6 8年度までに 40 0万トソ体制確立を

6 1年 1月 化成設備増強、窯業設備増強 決定

2月 変電所の無人化完成、分光分析装既蒔入、 8月 コソピューク・ハイクック 84 D D型、

成品荷役およびヤード増強 同81 D D型設匠

5月 .l1G.12•13•14均熱炉作業開始 9月 茄．3高炉クール吹込み、第 1鋼片工場

11G. 3コークス炉改修完成 ホットスカーファー完成

4月 茄． 4高炉火入れ作業開始、 JIG.4焼結機作粟 1 1月 H形鋼圧延設備操業開始

開始、輸送設備増強 6 8年 4月 第 1製鋼工場真空脱ガス装置操業開始

6月 酸素工場 (10 0 0面／H)作業開始 8月 コソビューク ハイクック 84 0 0型 2

分塊設備増強、発電設備増強、ガス配給設 号機蒔入、プロセス制御用コソビューク

備増強 ハイディック10 0郡入

7月 11G. 1・2大型転炉作業開始、専用船岸壁 1 1月 条銅工場EXミル新設

(1 8バース）完成、後万荷役設備稼働 6 9年 5月 第 5焼結工場操業開始

開始、 7月 茄．4高炉超高圧操業万式で火入れ

1 D月 第 3次合理化設備完成披露式、 9月 第 2線材工場操業開始

1 1月 熱延工場116.4加熱炉作業開始 7 0年 1月 1 9バース完成

6 2年 1月 J1G.1高炉重油吹込み開始 6月 第 2製銅工場第 5電気集座機稼働

3月 長期設備計画改訂（ 4／4 期租鋼減産体制 冷延工場APライン稼慟

に入る） 1 0月 第 2製鋼工場プロセス制御用コンピュー

5月 J1G. 2高炉重油吹込み開始 クハイディック 1D D稼慟
7月 粗銅減産体制強化

1 1月 粗鋼減産体制に入る
8月 平炉軍気集座装囲取付

1 0月 IIG.4祁炉重油吹込み開始 7 1年 5月 製銑原料試験セソクー・製銑分析セソクー

1 1月 分塊圧延で連操、週休佃l実施 完成

6 3年 1月 .IFG.3高炉高圧操業方式で火入れ、条鋼工場 4月 第 2鋼片工場自動運転装置完成、熱延工場

でロット作業方式採用 計算システム CRPIC完成
4月 剪断工程で連操週休制実施、鉱石整粒工場

5月 第 1鋼片工場ヒ・レット採尺自動装既完成
作業開始

8月 茄．3高炉重油吹込み開始
9月 リモコン機関車試運転

1 0月 転炉で連操週休制実施、コンビューク・オ
1 0月 .ITG.1高炉休止、第 2連鋳工場完成

キクック 50 9 0型設置 1 2月 第 1 焼結機•第 1 コークス炉休止

6 4年 4月 lfG. 6平炉を解体し小型試験転炉作業開始 7 2年 2月 北 5バース完成
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7 2年 3月I第2製銅工場造塊B棟にクレーンスケー 7 2年 5月 熱延工場目概1マーキング装概開発

ル完成 1 6月 第2銅片工場ホットスカーフアー稼慟

4月Iホットコイル製品ラペル自動印刷システ 1 2月 11G. 1高炉改修決定

ム開発

（注）続刊『鉄鋼業の「合理化」と企業内教育I』の巻末に掲載予定の総括年表から室蘭製鉄所の設備「合

理化」を抽出したもの。

技術進歩のメルクマールをなすものであり、室蘭には公称能力 70 ~（実能力 1 0 0昇h)のLD 

転炉（純酸素上吹転炉） 2基が新設され、 2基整備1基稼慟の体制がとられたo転炉は平炉と比べて、

製鋼時間を大巾に短縮し製鋼能率が著しく向上すること、鋼の原料である鉄屑をわずかしか要せず、

また建設費も安く、コストが低下することなど多くの利点をもっているが、特に製鋼時間の短縮は必

然的に作業の流れの連続性・迅速性を要求し、副原料の捲J::げ・切り出し・秤盤•投入などの製鋼工

程の機械化・自動化を一段と推し進める契機となった。また、転炉の新設によって、造塊場・酸素製

造設備（能力 10 D O 0呪i)なども新設された。

圧延部門一ー第 2次合理化に引き続いて、熱延工場関係の増強がはかられた。まず、分塊工程で

は、分塊圧延機は既に第 2次合理化のなかで第 2分塊工場（現第 2鋼片工場）が増設されていたので、

均熱炉の 3基増設とスラプヤード（鋼片処理場）の増強がなされた。新設された均熱炉は、スラプ用

の大型鋼塊の加熱に適したサーフニス式が採用された。

また、鋼材匡延では、熱延工場の増強、すなわち、加熱炉の 1基増設、ロール組替起重機の増設、

ロールショップの拡張・増強、コイルヤード（成品置場）の拡張・増強などが行なわれ、圧延速度

の短縮、胆延稼働時間の増加によって月産 10万トンのフル生産が可能となった。

以上の直接部門に於ける設備「合理化」のなかでは、その中心は製銑・製鋼部門にあったといっ

てよい。それは、第 2次合理化における熱延工場新設を中心とした圧延部門の強化による圧延能力の

上昇に対して、相対的に低位・となった製銑・製鋼能力を補充すると共に、更に次の圧延部門の強化を

準備するものであった。

次に間接部門をみると、まず輸送関係では鉱石・石炭専用船の大型化に伴い、 7万トソ級の着船

可能な水深 14メートルの岸壁 (1 8バース）がつくられ、能力毎時千トソのアソローダ→荷揚起重

概）2基が設置されたことおよびその後方荷役設備（原料ヤード）がつくられたことが筆頭にあげられ

る。また陸上輸送では、第 4高炉・転炉関係輸送の増強とともに、蒸気機関車のジーゼル機関車への

転換が推し進められた。更に原料・成品関係では、各ヤード唸蕗長、起重機・コンベアなどの増強が図

られ、検定関係でも、製銑・製鋼・モ延等の操業のスピード化に対応して、直読式発光分光分析装置

（溶銑・溶鋼試料の分析）・鉱石試料採取機・鋼板撰別台•鋼板打抜機（鋼板試験片の製作）などが

導入され、検定業務の能率化・精密化が図られた。一方、動力関係では、発電・変電設備の新増設・

中央自動制御化が行なわれ、また、エネルギーセソクーが設けられて、ガス・電気・蒸気・酸素・水

の統一管理が行なわれるようになった。 ・

こうして、直接部門の増強に対応して、間接部門も全般的に増強され、わずか 2年間に粗鋼年産

1 0 0万トンから 20 0万トソの製鉄所へと一新した。

最後に、全般を通しての第 3次合理化の特徴を一点指摘しておくと、各所に自動化設備が取り入

れられ、設備運転の集中制御が著しく進行したこと、また、デークー・ロガー（自動作表装置')の全

面的郡入によって生産事務の自動化が行なわれたことである。こうした自動化設備の郡入は、その後
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のコソピューク管理の基礎を築いていくものであった。

(2) 第 3次合理化後の特徴

第3次合理化によって年産20 0万トソ体制になった室蘭製鉄所ほ、その後も数度の不況一減産

期をはさみながらも、鉄鋼連盟・通産省の強気の鉄鋼需要見通しに支えられて、生産規模の拡大、設備

投資が進められ、 6 9年にはついに年産 40 0万トソ体制の確立をみるに至った。そして更に 71、

2年の不況一減産期後には、 78年までに年産 60 0万トン体制をめざす設備更新計画がたてられて

いる。以下、部内毎にこの期間の設備「合理化」の主な内容とその特徴をみていこう。

製銑部門ーーまず、引き続き漏炉の大型化が追求され、改修時毎に炉容が拡大された（表1-2参

表1-2  高炉炉容積の推移 (62年、 71年3月末）

6 2年 3月末 7 1年 5月末

第 1高炉 1 0 4 2吋 1 1 2 6m3 

2 1 0 4 2 1 2 4 9 

5 9 3 3 1 2 4 9 

4 1 7 0 1 1 9 2 1 

（資料） 有価証券報告書より。

（注 ）第 1高炉は 73年中に改修され、 1249m3になる

照）。だが~この期間の製銑部門

における特徴はむしろ、高炉操

業方法と原料事前処理の改善に

よる出銑比（炉容旅 1吋当りの

1日の出洗量）の向上やコーク

ス比（銑鉄 1トソ当りの必要コ

ークス盤）の低下にある。すな

わち、高炉操業方法では、燃料

吹込み法（コークス巌を少なく

し、かわりに重油やクールを吹

き込む方法）が 62年から逐次各高炉に採用され、また 63年の第3高炉を皮切りに第 2 • 4高炉に

おいて高圧操業方式（炉頂ガス圧を普通操業以上に高くし、送風の圧力を高めて操業する方法）が採

り入れられた。特に高圧操業方式は出銑比 (60年で1.0 ％記前後）を向上させるうえで大きな役割

を果しており、 73年中に改修される第1高炉にも採用されて、全基高圧操業化が完成する。一方、

原料事前処理では、 63年に整粒工場が新設されて塊鉱石の一定の粋度への破砕が行なわれるように

なり、また老朽化した 2 • 3焼結機にかえて最新鋭の第5焼結機が69年に建設された。こうして高

炉出銑比は 75年2月には各炉乎均2.3 9 t""（第 4高炉 2.7 1 t{,f）と新日鉄内でも最高の記録を

出している。なを、製銑能力の増加にともなって、コークス炉も 65年、 69年に第 4列、第5列が

増設されている，

製鋼部門ーー製鋼部門では、乎炉の転炉への転換の完了と連続鋳造設備の禅入がこの期間の特徴

をなす。転炉導入当初は、製鋼時間が短いために溶鋼成分の微調整が困難であるという雖点があり、

それらの鋼種は平炉がうけもつという分業体制がとられていたが、その後の技術進歩により、 67年

には平炉工場が閉鎖されて完全に転炉製鋼の体制になった。すなわち、 6 1年の 1・2号四続いて 67 

年には実能力 11 0ぢh(7)3号転炉が設置され、 5基整備 2基稼働体制にはいる（現第 2製鋼工場）

とともに、一方では主に高級鋼の精錬を目的とした小型転炉が 64年、 67年に一基づつ設置され、

7 1年末には転炉によるステンレス鏑溶製技術の開発・実用化がなされるなどの技術進歩をみている

（現第 1製鋼工場）。また第 2製鋼工場では、 70年にプロセス制御用コソヒ゜ュークが遠入され、製

鋼工程のオンライン・コンビューク管理が進行している。

一方、 65年及び 71年に郡入された連続鋳造設備は、造塊・分塊の工程を経ずt噂答鋼から直接

鋼片を製造し、工程の簡素化、••設備費の縮少、歩留の向上等をもたらすものとして、転炉とならんで

製鋼部門の技術進歩の典型をなしている。技術的にはまだすべての鋼種をカバーできないが、・第 1
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第 2連鋳合せて年産能力 52万トンで、分塊能力の 1割強を占めている。

圧延部門ー一分塊工程での最大の変化は、造塊工程と同様、そのものを省略してしまう連続鋳造

設備の禅入であるが、その他では、均熱炉の鋼塊バギー（鋼塊連搬車）のリモコソ化、ホットスカー

ファー（鋼片のキズを自動的に取り除く）の設置、コ‘ンピュークによる自動連転装置（圧延機の自動

運転化）、ビレット採尺自動装置（一つの鋼塊から何本の鋼片がとれるかを自動的に採尺する装置）

の禅入など、機械化・自動化がすすめられた。

鋼材圧延では、第 3次合理化とそれに引き続く製銑・製鋼能力の増強をふまえて、鋼材品種の多

角化、圧延設備の新設による圧延能力の増強がはかられたことが特徴である。すなわち 65年に冷間

圧延設備、 67年に H形鋼圧延設備、 69年に線材（バーイソコイル）圧延設備がそれぞれ新設され

た。これらの設備は、圧延能力自体はさほど大きくないが、それぞれ、その時々の最高水準の技術に

よって装備されたものであった。一方、既存の設備でも、熱延工場では、ホットスキンパスミル（調

質圧延機）、 AGC(自動厚み制御装置）、 CRP IC（圧延操作の自動制御装置）、自動マーキソ

グ装置などが次々と噂入され、工程の自動制御化がすすめられた。また条鋼工湯でも新鋭EXミルな

どが琳入されて能力増強・エ程自動化がおしすすめられたが、更に 74年までに最新鋭の全連続H-

v圧延機を擁する新棒鋼工場へのリプレース工事が現在進行中である。

このように圧延部門では、工程の自動化が一層進展し、特に 69年に新設された線材（バーイソ

コイル）圧延設備、 71年に完成した熱延工場CRP IC、またこれから新設される新棒鋼工場にみ

られるように、生産計画と製造工程の管理を一元化するコソピューク・トークル・システムによるオ

ソライン操業化がこの期間の、もう一つの特徴をなしている。ここでは熱延工場に噂入されたCRP

IC=「計算機による圧延操作の制御と生産情報の管理」の特徴と効果について簡単に説明しておこ

う。 CRP I Cは、加熱炉から秤蓋までの全ラインにおよぶ自動制御を行なう君津製鉄所に次いで新

日鉄内では二番目に蒔入された計算制御システムであり、「圧延スケジュールをつくり命令」「どの

ように圧延するかを決定」「実際に駆動し、自動制御」という 3段階におよぶオンラインシステム、

1台の計算機で 32の電動機の直接制御を行なう直接デジクル制御が採用されており、これまで世界

的にも不可能とされていた可逆式ミル（粗ロール）の人間レペルでの完全自動連転、既設備への導入

という点でも特徴をなすものであった。そしてこの CRP ICの蒔入によって、自動・高速運転によ

る生産性の向上、能率の増大、安定運転による品質の向上、生産管理情報による正確な工程管理、品

質管理情報による進んだ品質管理などが可能となっているという。

間接部門一一直接部門の能力増強に対応した閻接網I1の増強のな力て特筆すべきことは生産蘊の増大

を直接反映して益々大型化していく岸壁設備である。すなわち、輸送コストの低減をはかるために益

益大型化する鉱石専用船に対応して、第 3次合理化期の 18バースに続いて、 70年には、水深 17 

m、15万トソ級まで接岸可能な 19バースがつくられ、アソローダー（荷揚起重機）も毎時 18 0 0 

トソ能力のものが設置された。また、成品出荷岸壁も 72年には 4万トソ級の輸出船の接岸可能な水

深12 mの北5バースが完成している。その他、原料ヤード・成品ャードの新増設、陸上輸送でのジ

ーゼル機関車のリモコン化、ボイントの車上転換、修理部門での新鋭工作機械の導入等々をみること

ができる。

以上、設備「合理化」の主な内容をみてきたが、再度、直接部門について要約すると、製銑部門

では高炉の大型化・高圧操業化、原料事前処理の強化、製鋼部門では転炉化、連続鋳造設備の禅入、

圧延部門では新鋭圧延設備の建設、そして製鋼。圧延を中心としたコソピュータ管理の蒔入、等を特
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徴としておさえることができる。特にコンピューク管理の進展は現段階及び今後の設備「合理化」の

特質をなすものであり、また埼れが鉄鋼労働に及ぼす影評も大きなものがあるのでこれまでのコンピ

ュークの郡入経過を簡単にみておくことにしよう。

室閾製鉄所に初めてコソビュークが設置されたのは 63年 1a月のことで、「オキクック 5090」

型が母入され、技術統計や IEなどの技術計算、給与計算、資材受払管理計算が行なわれたが、 67年

8 月には、大型事務用 ';:;:i ソビュ—ク「ハイクツ 7 8 4 0 0ム「届j81 o 0」の 2基にぉきかえられ、

8 4 0 0型は給与計算をはじめとする労務統計、資材の在庫管理、成品の出荷統計、原料配分計算など

の技術計算を分担し、 81 0 0型は、二分塊系（第 2鋼片工場ー熱延工場系）での工程管理業務一鋼塊

＇受入れからホットコイル精整までのデーク処理を分担することになった。更に 68年 8月には「ハイク

ック 84 0 0」2号機が工程管理用として母入され (81 0 0型は 71年 4月に返逮された）、同時に

プロセス制御用コソピューク「＾イデイック 10 0」が第 2製鋼工場の転炉に毒入されて、 70年

1 0月より「ハイクック 84 0 0」2号機と結んだオンライン化が行なわれるようになった。そして転

炉に引き続いて、第 1鋼片工場、第 2鋼片工場、線材工場第 2線材掛、熱延工場にそれぞれプロセス制

御用コソピュークが母入されてオソライソ化されるとともに、 72年 9月から 12月にかけて「ハイク

ック 84 0 0」は処理能力 1.5 ~ 2倍の新機種「ハイクック 984 5 0」にリプレースされて現在に至

つている。このように事務用コンピュークによる工程管理はともかく、生産ラインヘのコンピュークの禅

入とそれによる工程制御化は、 70年代の設備．「合理化」の特徴をなしているものである。

ところで、これまでみてきたのはこの期間の設備「合理化」のうちの主要なものだけであるが、い

うまでもなく設備「合理化」は細部にわたつて実施されており、それらをも含めて、全体として工程の

機械化・自動化が進展しているのだが、設備「合理化」の傾向を流れとしておさえるならば、 60年代

の半ば過ぎぐらいまでは生産規模の拡大が一義的に強調され、機概化・自動化はむしろ設備の新増設に

附随して進行したのに対し、 60年代の終り頃からは第 2節でもみるようにいわゆる省力化投資として

工程の機械化・自動化や設備改善がそれ自体としても追求されるようになってきており、そこに現輿堵

における設備「合理化」のもう一つの特徴があるといえよう。

••S 労働内容の変容とその特徴

戦後の設備「合理化」は、生産規模を拡大し生産性を高めると共に、そこでの労働内容に大きな

変容をもたらしている。

戦後初期までの鉄鋼労働は、生産設備の巨大さにもかかわらず、技術水準の低位性に規定されて、

重筋高熱労働、経験的熟練労働をその特徴としていた。それが最初の大きな変容をうけたのは、周知

の如く、第 1次合理化から第 2次合理化にかけてのプルオーバーミルからホットストリップミルヘの

転換、あるいは半連続式線材圧延機から全連続式への転換（室蘭製鉄所では第 2次合理化期にこの転

換が行なわれた）などによる圧延部門における重筋・高熱．熟練労働から機械連転・制御労働への移

行であった。その後の設備「合理化」の展開は、こうした労働内容の変容の他部門への波及を促し、

今日では重筋・高熱・熟練労働は極ぐ限られた分野にしか存在せず、機械連転・制御労働が鉄鋼労

働の中心となっている。そして特に 70年代にはいってからの生産工程へのプロセス制御用コソピュ

ークの郡入は、機械連転・制御労働の計器監視労働への移行を促している。こうした 60年代以降の

労働内容の変容と現段階における鉄鋼労働の特質についてのイソテンシヴな分析は第2章に譲ること

にして、ここでは、いくつかの主要な職種についての概観にとどめる。(3)
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製銑部門一~高炉の炉前作業は出銑ロ・出滓口の開閉作業や樋の修理•取替などを主内容とする

重筋高熱労働の典型の一つとされていたが、?0年代前半までには開孔機・閉そく機の琳入・遠隔操

作化が完了し、重筋労働は基本的に消減し、高熱労働もかなりの緩和をみた。

・ 「4、5年前に比較して、われわれ炉前エとして感ずることは、出銑開孔機、 CN(ノロぐち）

ストッパー、大樋などめざましく進歩し、以前出銑開孔に 20分から 30分かかったのが最近では 1~

2分位で開孔でき、しかも少ない人員で行なえるようになった。またCN閉そくにしても、以前は金

棒にパッキソを巻きつけて、手止めをしていたが、今では遠方からハ‘イドル操作で閉そくでき、安全

面でも非常に良くなった。大樋についても替樋方式に変わり、材質も良く耐用期間も以前とは比較に

ならない。」（高炉炉前工の話、『白樺』昭和 45年 5月5日号より）

しかし炉前作業が依然として高熱労働である点は変りなく、しかも、高炉の高圧操業化によって

1日の出銑回数は 6回から 8回以上にふえており、更に第 4高炉では 69年 7月より出銑口を 2ケ所

にして 1日の出銑回数は 12回になっており、高熱にさらされる時間はむしろ増えているのである。

また出銑回数増加のなかで益々短時間でやらなければならない樋修理は、炉前作業の中では一番つら

い仕事とされているが、この作業は社外工によって行なわれている。

一方、炉前以外の製銑部門の作業では、操炉作業・送風機・熱風炉・焼結作業・コークス炉作業など

機械化・自動化が進展しており、そこでの主な労働内容は操作室での機械迎転操作と設備の見回り点

検作業になっている。

製鋼部門一一乎炉から転炉への転換や転炉になってからの炉前の労働内容の変容については後に

第 2章で詳述するのでここでは簡単にふれておくと、乎炉の炉前作業は重筋高熱労働であり、更にカ

ソやコツにたよる経験的熟練労働であったが、転炉では熟練のかなりの部分が標準化されるとともに

労働集約的な重筋高熱労働も機械化•自動化された。しかし精練時間の大巾な短縮は精練回数を大巾

に増加させ、労働密度は比べものにならないほど高まつている。こうした傾向は転炉になってからも

続き、特にコンピューク禅入は熟練作業のほとんどの部分を椋準化して機械設備に対象化してしまい

転炉炉前作業は今や操作室での機械設備の操作・制御が主内容となっている。

一方、造塊工程には、溶鋼の鋳型への注入作業、鋳型からの型抜作業などのクレーソ連転を中心

とした作業や鍋修理などがあるが、高炉炉前作業とならぶ高熱作業であり、またカンやコツなどの熟

練が依然として要求されている。それに対して連続鋳造設備では、自動化・機械化が進んでおり設備

の連転操作が中心となってきている。

圧延部門ー一分塊圧延機の連転は従来は、運転室から圧延機を見ながら、両手両足によるハンド

ル操作によって、マニブレークー（鋼塊の左右移動、転回などをさせる）の連転とロ :-Iレの前転・逆

転・圧下調整を行なう、極度の緊張と熟練を要する作業であったが、コソピュークによる自動運転装

置の完成によってロールと圧下の操作が一部の鋼種を除いては完全に自動制御化されることになり、

計器監視労働が中心になってきている。

鋼材圧延機の連転については、後に第 2章でコンピューク管理の進んだ線材工場第 2線材掛にお

ける労働内容を詳しくみるが、そこでの特徴は一言でいえば監視労働が中心になっていることであり、

設備の運転操作はミスロールや故障等の異常時の処置に限られているといってよい。熱延工場でも、

先にみたように全ライソに及ぶコンピューク・コントロールの採用によって機械連転操作から監視労

働へと移行しており、冷延工場などでもまた同様である。

以上、直接部門における主要職種のいくつかについて労働内容の変化を極めて大雑把にみてきた
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が、工程の機械化・自動化の度合は各部門・各工程によって大きな差があり、特に高炉炉前作業、造

塊作業などは概恢化・自動化の水準は低く、従って設備機械の連転操作•制御は基本的に人間の手で

行なわれており、また高熱・労働集約的作業も多く残っている。もちろん鉄鋼業の基幹職種は多かれ

少なかれ高熱作業ではあるが、特に高炉炉前・造塊などではその程度が高い。一方、圧延部門では、

工程の連続化からプロセス制御用コンピュークの禅入による自動制御化へと進んでおり、制御労働は

機概設備に対象化されて、そこでの労働は基本的に監視労働となっている。その他、電気•水・ガス・

重油・空気・酸素などのニネルギーを制御する聞接部門の動力関係や直接部門に附属する動力室・電

機室なども自動制御化が進んでおり、監視労働が中心である。それに対して転炉では、コソヒ゜ューク

の焉入が進みながらも、まだ人間の制御労働の果す役割は大きく、段階的には高炉炉前・造塊と圧延

部門との中間に位置しているといってよい。

このように、工程によってまだ段階の差があり、従って全体としては最初に述べたように制御労

働を含んだ機械連転操作労働が今日の鉄鋼労働の中心をなしているが、しかしすでに圧延部門に典型

的にみられるように、制御労働の自動制御装置への対象化による椒械連転操作労働の監視労働への移

行が進行しており、現段階はまさにその移行過程であるといえよう。

こうした労鋤内容の変容過程は、労働そのものとしてみれば、その熟練的要素が機械設備に対象

化されていくことによって、質的な変化をともないながらも簡単化・単純化してくる過程である。

しかし、次節以下でみるように、資本主義的生産過程の故に、個別労働力が担わされる労働としてほ、

その労働組織・労働範囲の再絹成を必然的に伴うことによって、必ずしも簡単化・単純化にはストレ

ートには結びつかず、また労働負荷という面でも質的には変化しても増加こそすれ減少はしないので

ある。一方、大型化した機械設備を保守する整備部門の労働は逆に高度の熟練と科学的知識を必要と

するものになり、それは後に第 4章でみるように整備部門の労働者に対する技術教育の強化として現

象してくる。

ところで、これまでみてきたのは、いうまでもなく本工分野における労働内容であり、それが上

述のように特徴づけられるのは、それ以外の分野が社外工によって担われているからに他ならない。

社外工の労働内容については第 2部で詳しく分析されるが、極めて単純化して言えば、技術的に、あ

るいは投資効率的に機械化 n 自動化しえない労働集約的な作業分野が社外工に移管されてきたとい？

てよい。しかしその社外エ分野においても、機械化の進展が現段階の特徴をなしていることは後に述

べられる通りである。

第2節 勤務体制の「合理化」と要員削減

前節では、 60年代以降の「合理化」過程を主に設備「合理化」の進展に焦点をあて、それが労

働内容に如何なる変容を及ぽしているかをみた。しかし言うまでもなく、生産過程の「合理化」は設

備「合理化」だけではないし、まして労働内容の変容を規定しているのもそれだけではない。すでに

序章でもふれておいたように、 60年代以降は設備「合理化」とともに、要員削減＝人べらし「合理

化」・労働強化がとりわけ厳しく推し進められた時期でもあり、そういう「合理化」の総体的結果とし

て労働内容の変容もみていかなければならない。本節では、工場労働の性格をもう一方で規定する要

員と労働時間などの勤務体制の面での「合理化」の動きをみることにする。
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1 60年代前半における勤務体制の強化と業務再編成

(1) 連続操業と「新勤務体制」の実施

すでにふれたように、いわゆる第5次設備合理化工事の完成直後の 62年 7月から鉄鋼業界は粗

鋼減産にはいったが、この不況を契機として、勤務体制や要員の面での「合理化」が強力に推し進め

られた。

すなわちまず、 62年 6月には、完全週休制と連続操業を柱と、する減産に伴う措置が労働組合に

提案されたo完全週休制は、それまでの 5日交替勤務を 7日交替とし、分塊以下の圧延工場、焼結工

場、窯業工場およびこれらの関連部門においては指定休日制を一斉休日制とする、というものであり、

また連続操業は、それまで食事時間の 45分間は機械を止めて休んでいたのを、食事を最高 5回の交

替でとることによって機械を止めないようにするというもので、高炉では当初から行なわれていたが、

それを分塊以下の圧延工湯及び海運荷役関係においても実施しようというものであった。これらは単

に当面の不況対策としてだけでなく恒久的な措置として提案されたものであり、（4) 勤務交替の 5日

から 7日への延長や交替食事など、従来の労働慣行を変え、労働強化を導びくものであった。特に連

続操業は、それまでも再三にわたつて会社側が提案したにもかかわらず、組合側の強い反対にあって

実現しないでいたものであった。しかしそれが、粗鋼減産による余剰人員を食事交替要員として消化

するという不況対策の側面をもつものとして提案されたため、いわば人員整理とテンビンにかけられ

たかたちで承諾をせまられ、結局 62年 11月から実施されることになった。（51 そして 63年 10 

月からは前後工程の連操を理由に転炉も連続操業に入ることになった。こうして実施された連続操業

は、それが不況下という組合側にとつてはいわば不利な状況のもとで余儀なくされたものとはいえ、

それまでの労働慣行を失っていく第 1歩となった。それは続いて実施された「新勤務体制」において

朋らかとなった。

6 3年9月、会社は「企業の体質改善」を旗印に、「新勤務体制」を組合に提案した。この内容

は次のようなものであった。 (6)

ー、就業時間把握の位置と方法

① 現行の門における就業時間把握を改め就業時間を各人の職場の所定位置において適用し、所

定位置において就業時間把握を行う（時刻管理は労務担当者）

②全員クイムカードを用いることとし、カード場は各職場に接近した位置におく

③ 入門後職場に直行し、着替、その他の個人的な作業準備を整えた上、クイムカードを取扱い、

所定始業時刻から就業する。終業は職場をかたづけ、交替勤務者については作業引継ぎを完了

し、クイムカードを取扱った後入浴着替等を行ない退門する

二、休憩時間とその配置

① 現行の始業、退業準備時間 (15分）を廃止し、所定就業時間の中間において 1時間（現行

4 5分）の休憩時間を与える

② 各職場の事情により休憩時間を分割、交替で与えることがある（常昼者の休憩時間を 12・時

より 13時とする）

三、過勤務

①過勤務ほ~時間単位で命ずる（交替勤務者のいわゆる引継ぎ残業は廃止する）

②過勤務中の休憩時間は次のとをりとする 一略一
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つまり、従来は時間内あるいは過勤務として認められていた門と現場間の移動、更衣、入浴の時

間をすべて時閉外として、拘束時間と実働時間を一致させ、かつ引継残業を廃止するというもので、明

らかな既得権のはく奪、実働時間の延長、賃金低下を伴うものであった（図 1-4参照）。

図1-4• 新勤務体制

．始業時の順序:

入門→（クイムカード打刻）→職場到着→更衣→タイムカード打刻→作業開始

・終業時の順序

作業終了→（整理、作業引継）→クイムカード打刻→入浴更衣→（クイムカード打刻）→退門

（注）括弧内が旧来の順序、

それ故、組合でも「労働条件の引下げとなるこの提案は了解できないことは明らかであり、その

大きな問題としては実質的に労働時間が延長され、労働強化、実質賃金の切下げをきたすと共に、時

間短縮という時代の流れに逆行すること」（7) という分析のもとに、同時に問題となっていた釜石合

理化問題とあわせてスト権を確立しての闘争態勢を組んだ。（8) しかし会社側は労働協約の期限切れ

を前に無協約も辞さないという強い態度をとり、その結果、「無協約下の激しい対決を覚悟して闘う

ことができるかどうかを卒直に判断するとき、やはり困難であるといわざるを得ない」 19) という富

士製鉄労働組合連合会の判断のもとに条件闘争へと屈服し、若干の減収保障と時間短縮の話し合いの

場を設けるという条件で、新勤務体制はほぽ提案通りに 64年 5月から実施されることになった。

このように 60年代前半においては、交替食事による連続操業と労働者の既得権をはく奪しての

実質的労働時間の延長というかたちでの「合理化」・労働強化がなされたが、その代償として労働者

が得たものは時間短縮のための話し合いの場を設けるということだけにすぎなかった。

(2) 間接部門の業務再編成と要員削減

6 0年代前半における「合理化」のもう一つの特徴は、間接部門における業務の再編成が行なわ

れ、それによって大批の要員削減が行なわれたことであった。すなわち、 65年には保全制度の改正

が、また 65年には品質管理・検定・・エ程各課の作業方式の改善が実施された。

まず保全制度からみていくと、設備の保全業務は点検業務と修理業務からなっているが、従来の

体制では点検業務においては所謂全面的な点検方式がとられ、日常点検は保全課と運転各課（工場部

門）が、また精密点検は保全課が担当することになっており、一方修理業務はエ作課（機械関係）．

動力課（電気関係）が担当していた。それが 63年10月より実施された新保全制度においては、日

常点検は運転各課が担当することとし、保全課は蟄備課と改称して、設備の種類・内容に応じた重点

点検・精密点検のみを行ない、また工作・動力課が担当していた修理業務のうちの小修理を整備課が

点検業務と併せ持つという体制がとられたのである。つまり連転各課においては、従来の保全課のい

わば補助的業務として行なっていた日常点検が専業の業務として附加され、他方整備課においては、

点検業務は重点・精密点検に集約されたが、同時に小修理業務をも担当することになったのである

（ただし、小修理は社外工へ下請化されており、本工の作業としては請負作業の監督等が中心である）。

そしてこうした保全制度、特に点検業務の合理化によって 90名近い要員の余剰化が行なわれたので

あった。

続いて 64年10月に提案された品質管理・検定・工程各課の作業方式の改善は翌65年5月か

ら実施されたが、•その主な内容は次のようなものであった。

品質管理課ー一日常の生産工程における品質管理業務を各工場へ移管する。
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検定課一ー各工場の製品や購入品、請負工事等の選別検査業務を各工場へ移管する。

工程課ーー工程調整業務のためのデーク収集業務、特に成品記号業務の各工場への移管。

上記の各工場へ移管された業務は、それまでは工場側と品質管理・検定・工程各課とが重複して

二重三重のチニックを行なっていたが、それを工場側に一元化して品質管理・検定・エ程各課の「合

理化」をはかるものであった。そしてその結果、 18 D名近い要員の余剰化が行なわれた。

このように 6D年代前半に行なわれた間接部門の「合理化」は、その業務を直接部門との間

で再編成することによつてなされ、結局は直接部門の業務範囲を拡大することにつながつていたが、

しかしその分の要員はそのまま直接部門へ横すべりさせられたわけではなく、余剰化され、新設

備などの稼働要員へとふりあてられた。

2 60年代後半以降における時間短縮と全般的要員削減

(1) 「新作業体制」と要員削減

前項でみたように 6D年代前半の労働時間の実質的延長という労働強化に対する代償として、時

間短縮の話し合いの場が労資の間でもたれることになった。すなわち、「労働時間短縮共同調査委員

会」 (64年 7月～ 65年 9月）「労働時間短縮検討委員会」 (67年 5月～ 12月）が開かれ、時

間短縮の問題が検討されてきたが、 67年 12月の第 1D回検討委員会において、会社側委員より、

「時間短縮の問題については要員、賃金との関連があることから、会社は検討委と乎行してこの面の

検討をふかめてきており、結論を得るに至った。さらに会社の当面の人員事情や経営上の面から一連

の施策の早期実現が必要である。したがって、今後時短問題は、要員、給与措置を含め総合施策とし

て、具体案を団交で提案することになるので、検討委は一時中断せざるを得ない」 U° という意向が

明らかにされ、「労働時間の短縮ならびに作業要員および工場別能率給新設について」という大巾な

要員見直しを含む「新作業体制」が提案された。提案の骨子は、要員の全面的見直しを行なって、富

士製鉄全社で約 3,2 a a名（鼻室蘭で 79 1名、暫定配置も入れると 93 8名）の要員削減を行ない、

それによる生産性向上の成果を労働時間短縮及び工場別能率給というかたちで還元するというもので、

7ヶ月に渡る労資の交渉の結果、 68年 7月より実施された。その内容をまず作業要員の改訂からみ

ていくと、それは次のような方法でなされた。

く作業要員の改訂＞

① 作業要員設定の範囲の改訂

福利厚生部門の作業、事務部門の作業 、 工 場 の 間 接 作 業 、 新 設 工 場 等 、 作 業

が安定していなかもの。安定専任者。以上を作業要員の適用対象からはず

す

② ネット要員の設定基準の改訂

1、労働負荷の上限に達しない作業については特に手替要員の配置は考應しない

2、連操職場の中食交替要員は、中食分割回数を 6回を前提に算出する

5、作業蔑の安定していない職場は、作業の実態に応じて機動班を設ける

③ 欠補要員設定基準の改訂

欠補は従来の A B Cのランクを廃止し、 uu 指定休職場は作業長を含めて 4人に 1人、週休職場

は 13. 9人に 1人の割合で算定する

④ヽ 作業要員の前提条件の改善
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1、設備・作業方式の改善を行う。設備改善に要する喪用は全社で約 12億 5千万円（室蘭 3億

4千万円）とする

2、請負・外注化をはかる

⑤ 工長の職務内容

工長の高度の技能と豊富な実務経験をできるだけ作業に直接反映させる

以上の方策によって約 3,2 0 0名の要員が削減されることになったが、これを事由別にみると表

1 - 3の通りである。

設備改善、

作業方法合理

化、請負・外

注化という「経

営側努力」によ

る減員1,7 0 0 

名とともに、

表1-3 「新作業体制」実施に伴う要員改訂の軍由別余剰

人員概数(|日富士製鉄）

F労慟側努力」

つまり食事交

替要員の削減

が 1 8 0 0名

室蘭製鉄所 釜石製鉄所 広畑製鉄所 川綺製銅所

経 設 備改善 2 0 0人 3 7 D人 2 7 0人 1 0人
営

請負・外注化 1 7 0 2 8 0 1 0 0 側

嘉
作業万法合理化等 9 0 1 2 D 8 0 1 0 

計 4 6 0 7 7 D 4 5 0 2 0 

労働負荷の増加等労働側努力によるもの (B） 

設備操業前提の変更による増員（欠補要員） (C) 

純減人員 匈十(B)-（C)

（注）うち、室蘭製鉄所減員は 68 D人、これらの数値は会社側提案であり、

実際はこれを若干下まわった。

計

, 8 5 0人

5 5 D 

3 0 0 

1, 7 0 0 

1, 8 D D 

3 0 0 

3, 2 0 0 

を数えている。また現行要員との比較をみると表 1-4の通りで、削減要員は全社で現行要員の 15 

％に及んでいる。

表1-4 作業所別現行要員・改訂要員比較表（会社提案）

現行要員(A) 改訂要員(B) 減員 (A-B) A-B/AX 1 O O（暫定要員含まず）：（暫定要員含む）

室蘭 （5 9 2 5 ） 5 1 3 4 C7 9 1 ) 
I 

1 4 7 1 4 7 1 3. 3 5 I 1 5. 4 5 

釜石 4 (1 4 11'I ) 
6 1 /―-6 

y (4  4 S 1) 2 2.8 9 | 2 3. 6 5 

広畑 (1 tl 5 6 16 ) 1 7 5.5 3 1 1 0 8 1 2. 7 9 I 
(1 5 1) 

＇ 
1 4. 2 9 

川崎 2 4 4 2 0 2 4 2 1 7. 2 1 I 

計 1 8 9 4 9 ） 1 6 0 6 5 2 8 8 4 1 5.2 2 (3 3 9 (3 3 9) I 1 6. 7 1 
I 

（注） 事務部門、雑作業を除く。括弧内は暫定配樅で外数。これは 67年 12月に会社側が提案したもの

で、その後若干の修正がなされている。

改定要員への移行期間は 2年間とされ、余剰人員は名古屋製鉄所への約 17 0 0名の配置転換の

他、生産設備増、停年退職、自然減耗等の必要人員にあてられることになった。そして、このよう

な大巾な要員削減の”成果還元，，として、労働時間短縮、エ湯別能率給が実施された。

く時間短縮＞

① 交替勤務者、常昼勤務者の休日日数をともに 73日とし（従来は交替勤務者 56日、常昼勤務

者平均 68日）、週当り実労働時間を現行42時間から 40時間にする。但し休憩時間は 5分短

縮し 55分間とする（甲番 55分、乙番 50分、丙番 60分）。

②休日数に伴ない、欠補要員を増加する。

く工場別能率給＞
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工場別能率給は、 1人当り基準財源 60 0 0円が設定され、工場別に改訂要員への省力化の達成

率と生産計画の達成率によって能率測定．をし、職務給と配分点の比で按分する。なお、配分点は

1 5点までで、各職場の能率向上に対する貢献度に応じて、エ長単位で査定する。

このような時間短縮、工場別能率給と結びつけた要員改訂の結果、室蘭製鉄所においては、 67 

5名（暫定配置も含めると 82 2名）の要員削減が 2年後を目糠に実施されることになった。そして

このような要員削減に労働者自身をモチベートする役割を工場別能率給は果したのである。 09

ところで、要員削減の内容をもうすこし詳しくみると、表 1- 5のように、エ長・欠

補でほふえているのに対し、一般・手替要員が大巾に減らされることになっている。一般

のいわゆるネット要員削減

の中心は省力化投資による

設備改善と社外工への業務移管

によるものであり、最的にはそ

れが一番多いが、他方手替要員

ではその 93％が削減されるこ

とになっており、食事時間の交

替回数の増加による要員削減の

表1-6「新作業体制」実施に伴う要員改訂の内訳（室蘭）

工長 一般 手替 欠補 計

現行要 6 2 1 4 4 2 7 4 0 2 4 7 5 5 9 2 5 

員 (f'.) (1 0 4) (1 2) (3 1) (1 4 7) 

改訂要 6 3 1 3 7 3 0 7 5 8 1 4 5 2 5 0 

員・(B) (9) (2 1 2) (4 2) (2 6 8) 

A-B △ 1 0 6 9 7 3 2 7 △3 3 9 6 7 5 

（注）括弧内は暫定配置で外数。 △印は増員を表わす。

占める位置も大きいことがわかる。

こうして「新作業体制」は時間短縮、工場別能率給をテコに厳しい要員削減＝人べらし「合理化」

をせまるものであったが、両者はひきあうものではなく、それ故に会社側は「新作業体制」実施の条

件として、 70年 4月から 4組 3交替制を実施する考えを表明し、中断した「時間短縮検討委員会」

が68年12月から再開されることになった。

(2) 4組3交替制と要員削減

再開された「時間短縮検討委員会」では、組合側が週38時間｀年休 85日の時間短縮を要求したの

に対し、会社側は現行週 40時間以下の時間短縮の必要はなく、交替勤務制度の改善問題として生

産性の低下のない 4組 3交替制を考えるべきであるとし、両者対立したまま「検討委」は 69年 6月

に解散された。そして同年 10月には 4組3交替制の会社提案がなされ、 6ヶ月にわたる労資交渉の

結果、 70年3月、次のような内容で妥結し、 4月から実施されることになった。

＜勤務制度＞

① 週当り労働時間を 3 9. 0 7時間、 1日の実働定時間を 7時間 15分とし、年間休日を 84日、

予備直を 7日とする。予備直は特定せず、年間 91日の・休業をもつて結果として 7日の予備直が

実施されたものとみなし、年次有給休暇をふりかえる

② 休憩時間は、連操職場の場合は原則として 2分割、食事休憩は 25分、その他の休憩は 20分

とする

③勤務転換を 5 —②-5 —①-5 一②の 2 0日周期とする（表 1- 6参照）

④ 休日振替制度を新設する

く作業要員＞

① 新たに名古屋製鉄所を作業要員適用対象箇所に加える

②作業要員を 4組編成とする

③ 中食手替率を 1 4. 2％とし、中食交替の回数を 8回とする
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④ 要員の全般的見直しを行う

＜給与制度＞

① 交替手当を 50 0 0円とする

② 深夜就業手当の割増率を 3 0％とする

③ 特別出勤手当を 10 0 0円とする

④ 能率給を改正する

このように、 4組 3交替制は、年休の増加（但し 7日間の予備直という問題はあるが）、連勤の

廃止、休日の固定化など勤務体制の改善をもたらすものではあったカヽしかし他方新作業体制の

・場合と同様に、要員の再改訂＝要員削減を前提とするものであった。

表1-6 4組3交替シフト表

ぃ1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

A組 甲 甲 甲 甲 甲 麿背乙 乙 乙 乙 乙 督 丙 丙 丙 丙 丙 背督 甲

督督 督背
． 

休日B組 丙 丙 丙 甲 甲 甲 甲 甲 乙 乙 乙 乙 乙 丙 丙 丙

C組 乙 乙 昔丙 丙 丙 丙 丙 昔昔 甲 甲 甲 甲 甲 督魯 乙 乙 乙 乙

D組 背督乙 乙 乙 乙 乙 背丙 丙 丙 丙 丙 背昔 甲 甲 甲 甲 甲 督
（注）所定労働時間は、甲番 7;0(}...,15:00，乙番15:0D--、22:15，丙番22:“'r-,,7:DO 

すなわち、食事交替を最高 8回にすることをはじめ、設備改善、作業方法合理化、請負化、ネッ

ト要員の見直しなどによって、表 1- 7、表1- 8に示す通り、現行要員のなかから 1組分の要員を

捻出するのみならず、更に全社で 7D 0名近い要員削減が行なわれることになった。

表1-7 作業所別現行要員・改訂要員比較表（会社提案）

現行要員匈 改訂要員 (B) 差引

工長 一般 手替 欠補 計 工長・ 一般 手替 欠補 計 A-B 

室蘭 791 3580 228 854 5453 951 4054 154 33 5192 261 

釜石 499 2180 39 5.1 5 3233 591 2539 52 ， 3191 42 

恩畑 884 4162 318 1264 6628 1094 4914 211 28 624， 7 381 

川崎 24 163 1 6 203 24 1 58 1 2 194 ， 
計 2198 10085 585 2649 15517 26600 11665 417 82 14824 693 

（注）要員対象除外部門は除くQ これは会社側提案であり、その後の交渉により若干の修正をうけている。

表1-8 4組3交替制実施に伴う余剰人員（旧富士製鉄）

［ 
経営側努力 8 9 7人 作業所別要員減

労働側努力 6 1 0 室蘭製鉄所 2 6 1人

計 1, 5 D 7 釜石製鉄所 4 2 

広畑製鉄所 3 8 1 

貫
4 •も増員分 5 0 5 川崎製鋼所 ， 
前提変更分 3 0 9 計 6 9 3 

増
計 8 1 4 

要員純減 6 9 3 

（注）これは会社側提案であり、実際はこれを若千下まわった。

表 1- 7の室蘭の要員を単純

比較すれば、 3組 3交替時のエ長

・一般7.)1直分の要員 14 5 7名に

対し、 4組 3交替時のそれは 12 

5 1名と、その差 20 6名が省力

化投資や作業請負化などによって

削減されたことになる（実際には

常昼職場などがあり、従ってこの

数値はあくまでも試算の域を出ない）。また手替要員も 32％の削減をみている。

このように 4組 5交替制の禅入という時間短縮も、その代償としての大巾な要員削減のために、
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次項でみるように、実際には労働負荷の軽減を少しももたらさないものとなっている。

そして、序章第 2節でもふれたように、 70年からはじめられた「ブロジニクト 50 0」運動の

もとでは、この数年間に更に約 20 0 0名の要員削減がめざされているのである。

要員削減＝人ぺらし「合理化」の実際の進展過程、特に職場レベルにおけるそれは、第 2章の転

炉工場における事例を参照されたい。

S 要員削減の現段階的特質と労働強化の実態

(1) 要員削減の現段階的特質

これまでみてきたように、 6 0年代後半から 7 D年代にかけて、一方での生産規模の飛躍的拡大

にもかかわらず、千名を越す大簸の要員削減が行なわれてきたが、それは、この期間、生産拡大のた

めの設備投資と並行して、所謂省力化投資が精力的に行なわれ、作業の機械化・自動化が進められた

こと、および省力化投質効率の低い部分については直接部門内工程の一部をも含めて本工作業の社

外工への移管を進めたことに負うところが大きい。それが特に集中的に行なわれたのは、 68年の

「新作業体制」実施時であり、 70年の 4組る交替制実施時であり、そしてまた「プロジニクト500」

連動のもとであった。

しかし他方、 60年代後半以降の要員削減の一つの特徴的な方法となっているのは、食事手替要

員の削減である。すなわち 62、5年の連続操業実施時の食事交替最高 5回から、 6 8年の「新作業

体制」下での最高 6回、そして 4組5交替制下での最高 8回という極限の回数まで食事交替回数をふ

やすことによって、手替要員の大巾な削減が行なわれてきた。こうした手替要員の削減は、省力化投：

資などと比して、いわば金のかからない「合理化」という性格をもっている。

ところで食華交替の最高回数が極限の 8回になったといつても、実際には表 1- 9にあるように、

すべての職場が 8回になっているわけではない。というのほヽ食

事交替回数は、その職場のネット要員数に規定されるものだから

である。つまりネット要員が 7人あるいはその倍数の場合にのみ、

食事手替要員をいれて最高 8回の食事交替ができ、しかもその場

合において最小の食事手替要員とすることができるのである。

それ故、この金のかからない「合理化」である食事手替要員

の削減は、これまでの食事交替の最高回数の引上げから、職場の

ネット要員そのものの改変を指向する一つの動機となるのである。

表1--9職場の食事交替回数

(4 • 3制職場）

8 回 2. 5'}'o 

7 回 1. 1 

6 回 1 5 • 7 

5 回 1 0 • 0 

4回以下 7 D. 7 

（資料） 鉄鋼労連「4組5交替制

に関する点検調査報告書」

しかもそれは、単なるネット要員の削減だけではなく、最高 8回 （7 1年 8月）

・の食事交替を可能にするための、職場そのものの統廃合を含む職場の再絹成を必然にする。もちろん

職場の再絹成は、食事手替要員の削減だけを主目的として行なわれるものではなく、要員の全般的削

減がねらいであることはいうまでもない。そして、それを可能にしているのが、省力化投資による作

業の機械化・自動化や労働集約的作業の丁請化の進展であることもまた、いうまでもない。要するに

職場の再編成はそれらの諸要因の複合されたものとしておしすすめられているのであり、そこにまた、

人べらし「合理化」としての現段階的特質がある。その例をいくつか紹介しよう。

まず第1に、小職場の吸収である。たとえば第 2製鋼工場転炉掛の転炉炉前職場と混銑炉職場と

は、いわゆる転炉工場のなかで隣接する職場であるが、食事手替要員のプール化や、ネット要員の交

替制などによって、混銑炉職場は独立性を失い、転炉炉前職場に実質的には吸収されている。詳細は
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第 2章を参照されたい。

第2の事例は、同種職場の統合である。これも第 2製鏑工場にみられる事例であり、第 2章で詳

述するが同工場には、転炉クレーソ、造塊クレーソ、モールドヤードクレーソの三つのそれぞれ独立

したクレーソ連転職場があるが、現在それが一つの職場に統合されようとしている (73年 2月現在）。

三つのクレーン職場は、同じクレーソ運転といってもそれぞれ性格を異にしており、また、近接して

いるわけでもない。したがってこの統合の目的はクレーン運転要員の機動的配置による削減と食事手

替要員の削減にあるといつてよい。

第3の事例は、線材工場第 2線材掛にみられる職場編成である。この工場は後に第 2章で詳述す

るように、最新鋭工場として 69年に創業したばかりであるが、その中心である圧延工程は、連転職

場と圧延職場の二つに分けられている。しかし同じ線材工場である第 1線材掛の同工程は、加熱・粗

圧延・仕上圧延・電機の四職場からなっており、それが第 2線材掛の場合は、二つの職湯に整理・統

合されているのである。このような職場編成はもちろん、高度の機械化・自動化を前提としてはじめ

て成り立つものであることはいうまでもない。

これらの事例にみられる職場の再編成は、 6D年代末から 7D年代にかけて実施されてきたもの

であるが、このようにはつきりした職場の再絹成までいかない場合でも、作業範囲の拡大・縮小によ

る要員の増減などは、ほとんどあらゆる職場でみることができるだろう。たとえば「新作翠体制」実

施時に要員削減のために集中的に行なわれた作業範囲の拡大などの事例をいくつか紹介すると次のと

おりである。

0 原料課原料倉庫掛・・・・原料の受払立会に重点管理方式を採用することによりスパソの拡大をは

かる。

0 成品課受渡掛・・・・化成品受払業務を化成工場技術掛へ移管する。

0 陸連課輸送掛・・・・鉄道掛の連転作業をとりいれ、運転・操車の一本化をはかる。

0 熱延工場熱延掛・・・・チルクー連転を作業場所・作業盤の関係から成品工程掛へ移管する。

0 動力課発電掛・・・・酸素掛の電気点検業務を保全点検作業に吸収する。

'こうして、今日における人べらし「合理化」は、それが省力化投資によるものであれ、社外エヘ

の代替によるものであれ、あるいは食事手替要員の削減をめざすものであれ、多かれ少なかれ職場あ

るいは職務の再編成をともなわざるをえないところまできているのである。それはとりもなをさず、

そこまで要員が切りつめられてきていることの反映でもある。そして、こうした再絹成を含めての多

能エ化政策が、いわゆる少数精鋭主義のもとにおける労働力の最大限活用の方法として、 7D年代に

はいって、前面におしだされて追求されているのであるが、それについては、後に考察することにし

よう。

(2) 労働強化の実態

6 D年代前半に実施された「新勤務体制」が実質的な労働時間延長を意味するものであったのに

対し、 6 D年代後半になってから実施された「新作業体制」、 4組 3交替制は確かに時間短縮をもた

らすものであった。しかしそれが大巾な要員削減＝人べらし「合理化」と抱き合せのものであること

によって、実は時間短縮によっては購いきれない労働強化をもたらす結果となっている。今それを労

働組合が 69年1D月に行った意識調査の結果でみると、表 1-1 Dの通りである。全体の 75. 1%、

交替現場の 8 4. 3％の労働者が「ここ 1~2年前に比べて仕事がきつくなった」と答えており、特

に交替現場では 6 D. 6％が「かなりきつくなった」と答．えている。きつくなった理由を交替現場で
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みると、「要員が少なくなった」 4 5. 5%、 「作業最が多くなった」 4 2. 6 %「作業範囲が広く

なった」 2 8. 2％がビッグスリーとなっており、労働強化の実態がうかがえよう。また、 4組3交

替制実施後の点検調査でも、表 1-1 1 tこみるように 4 • 3制実施後の仕事批は「かなりふえた」と

いう人が 4 5. 7％もおり、疲労度も「かなりふえた」「非常にふえた」と答えた人が 3 5. 2％に

達しているのである。

表 1-10 労働強化に関する意識詢査結果 (69年10月）

(1) 「ここ 1~2年前にくらぺてあなたの仕事はきつくなりましたか」（単位劣）

かなりきつ すこしきっ あまりかわ むしろらく わからな1,・、 N ・-A 計くなった くなった らない になった

総 計 4 8.8 2 6.3 1 3. 6 2.0 3.2 6.1 1 0 0. 0 

事務・技術職 2 0. 3 5 0. 5 3 4.0 5.9 3.4 6.0 1 0 0. 0 

現場（常昼） 3 5.6 3 3.3 1 8.6 2.0 4.9 5.6 1 0 0. 0 

現場（交替） 6 0.6 23.7 7. 1 1. o 2.5 5.1 1 0 0. 0 

N ． A 5 3. 9 1 6.4 8.6 2.2 2.4 1 6.4. 1 D □. D 

(2) 「きつくなったと答えた万は次のどういう面できつくなったと思いますか」（単位劣）

多作た業く批なつが か作っ広業た範く囲な 要っく員たながくすな 勁かく務なき体っひ制たし

総 計 33B 26.9 35.4 4.5 

事務・技術職 、る4 20.1 1 4.5 2.8 

現場（常昼） 51.2 28.6 23.4 3.6 

現場（交替） 426 28.2 45,5 5.1 

N A 552 2'5.6 34.0 b.7 

（資料） 新日鉄室蘭労働組合「意識調査報告害」より

（注） 調査表配布枚数!39 21、回収数5691

表 1-11 4組3交替実施後の点検調査結果

（単位％）
1.) 「4• 3制実施後、作業批はどう変りましたか」

少なくなつた 1. 1 

変らない 5 3. 2 

かなりふえた 4 5. 7 

計 1 0 0. 0 

2) 「4・ 3制実施後、疲労度はどう変りましたか」

軽減した 9. 5 

変らない 5 5. 4 

かなりふえた 2 8. 2 

非常にふえた 7. 0 

計 1 0 0. 1 

（資料） 鉄鋼労連「4組5交替制に関する点検調査

報告困」 (19 7 1. B) 

（ 注） 室蘭の 4 • 3制職湯の回収数は B3 4名

職なか制っきびたの管し理く
鄭まっ唸た

何なくんきつとなく． N•A 計
った

5.1 1 5.1 2D 28.1 150.9 

2.2 9.a; 1.1 54A i 08.0 

6.9 12.5 3.0 556 1 42.7 

5.0 1 8.1 1.6 19.1 1 65.2 

5.9 1 0.'5 3.5 29.9 14&2 

更に、我々が行った労慟者面摘罷査でも、

ほとんどの人が労働強化を訴えている。そ

のなかからいくつかの代表的な事例を紹介

しよう。

「仕事はきびしいねo棒線へ来たら特

別だねo話しのほかだね。だけどホットに

いたころから、はじめはそうでもなかった

けど、やつばり新勤務体制の辺が転換期で

ないかい。当然人間が減つてさ。そのころ

までは食事なんて機械止めてー諸に食べて

いたからね。それが連続操業で、食事交替

が出てきたでしよ、その辺から当然きつく

なってきたもね。やつばり精神的に相当

こたえてるんでないかい。だから飯哄った

つて、た｀とえば今僕らが 7人いたら 7人の

人間が、 1人か時によっては 2人ぐらい食

べるわけでしよ oだから昔みたいに食事時間だからつて皆で顔あわせて雑談一つできないもね。その
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辺でもやつばり精神的にだいぶ違うんでないかい。」 (4Dオ、第 2線材工場）

「やはり作業の密度というものは濃くなってきていますね。以前は 1つのカマtこだいたい最低で

もって、 8人から 9人、多い時で 12人ぐらいいたんですよね。それが現在6人でしよ。だからか

なり負担がかかつてきている。」 (43オ、転炉工場）

「夜勤はむかしは 2時間位仮眠できたが、いまほ実惑からいって、本当にいねむり一つできない

でしよo緊張してやってるけどさ、だけどやっぱり欲言えば、夜勤ぐらいは 1時間か 2時間の仮眠あ

つてもいいんだよね。」 (43オ、第2線材工場）

「昔はやっぽり労働的に消耗しましたね。やつばり今は精神的ですね、・精神的な負担が重いです

ねo緊張のほぐれることなしですね。昔ならどんなにきつい仕事であっても息抜きありましたよね、

でも今は息抜きもないですもね、全然ね。現在はこれでいいけども、これからこれ以上強くならんか

つていう間題になると、やつばり不安ですね。もう、あれですね、神経がピリピリするわけですね。

そうしてくると食欲がなくなって、睡眠をとらなきやならんだけども熟睡ができないという。だから

重労働やっているときよりもつらいですよ。」 (43オ、第 2線材工場）

これらの労働者の話にもみられるように、一方における前節でみた生産工程の自動制御化の進展

による監視労働への移行という鉄鋼労働の現段階的特徴のもとで、他方における勤務体制の「合理

化」、要員削減＝人べらし「合理化」の徹底によって時間短縮にもかかわらず労働密度を可能な限り

高められている結果、今日の鉄鋼労働は、肉体的な筋肉労働という意味での厳しさよりも、精神的な

面での厳しさを特徴としているのであり、いわば神経消磨的労働ということができるだろう。

第3節 業務下請化の進展と社外工の増大

業務下請化は、設備改善や作業方法の「合理化」などとならんで、要員削減の主要な手段として

採用されてきた。しかし、設備改善や作業方法の「合理化」などによる要員削減が労働力需要の絶対

的な縮少を反映したものであるのに対して、業務下請化による要員削減は本工を低賃金労働者である

社外工によって代替するものであるにすぎず、前者とは本質的に異った性格をもつている。社外工制

度については第 2部において詳しく論じられるので、ここでは、親企業たる室閑製鉄所の「合理化」

との関連での業務下請化の進展過程、特に第 3次合理化以降のそれについて簡単にふれるにとどめる。

5 D年代までの社外工 03 しま、荷役部門の一部（港湾荷役）とスクラップ処理や半成品手入れ、

鋼滓処理等の生産工程の補助的作業に従事しており、その数はおよそ千～二千名台と推察される

がSその性格は「完全に『企業経営の繁閑』に左右され」た「その意味では『バッファー（緩衝器）』

的存在」U9 として、いわゆる一般的な意味での、景気の安全弁としての臨時工的性格だったという。

しかしこうした「バッファー」的存在としての社外エも、 5D年代後半あたりからの荷役部門のなし

くずし的な下請化の進展とそれに伴う社外工数の増大傾向のなかで、その性格を変え、「バッファー」

としてよりも、本エとの格差分断による低賃金労働力の利用形態としての性格をもつようになってき

たといえよう。それは社外エが、鉄鋼業の生産工程のなかで益々重要な地位を巌的にも質的にも占め

つつあるからであるが、そうした性格変化の転期を第 3次合理化期にみることができる。

すなわち、 6 D年の「第 3次設備拡張に伴う人員計画」において、次のような方針がうちだされ

た 。．

「今回の人員計画においても必要充足人員の大半は、・新規採用で充足することになるが・・・・一部

はやはり配置転換による充足を考えざるをえない。この配置転換を行う場合としては、主として設備
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の機械化・自動化・集中化により行う場合と、一部作業の請負化・外注化あるいは購入への切替えに

より行う場合とがある。後者については、経営上の観点から、今後は直営作業の重点を、製鉄業本来

の主体作業におくことが望ましく、またこれが業界一般のすう勢である事情から種々作業の性格を考

えて決定した。修理部門については、生産設備を主体とした修理やその他の突発的修理に直営の重点

をおく。・・・・荷役作業については、今後は請負化の方針をとる・・・・・・」 us

このように、直営作業の重点を製鉄業の主体作業におき、それ以外は下請化するという基本方

針が出され、特に、間接部門の中心である荷役部門と修理部門の下請化の方針が明らかにされた。

かくて、 6 0 年以降、陸•海連の荷役作業が漸減方式で下請化され、また工作課の鍋修理を中心

とする修理作業の下請化が進められたo 更に、資材課、原料課、成品課などの直接部門の前後エ

程にあたる部門の下請化も急速にすすめられた。このような間接部門の下請化は、その後、 65年の

成品課・鋼板課のラムトラック・フォークリフト、 66年の陸連課のバスを除く自動車輸送作業の社

外工移管、更に 66年のエ務部門における修理作業、機概加工作業、溶接作業などの下請・外注化の

拡大を経て、一段落をつけたといってよい。

一方、直接部門においても、すでに 50年代から下請化されていた成品・半成品の手入れ、結束、

梱包など、圧延工程の前後処理やミスロール処理に加えて、 6 0年代前半には製鏑工程、特に造塊工

程の前後処理などが下請化された。更に 60年代後半には、それらの範囲が拡大され（逆に言えば本

工職場が更に縮少され）、圧延工程についていえば、加熱炉から捲取檄あるいは剪断機までを除いた

前後工程（成品検査、シール、ラベルはりなど）へまで社外エが大巾に進出してくるようになった。

そうしたなかで特に注目しなければならないのは、 '67年の条銅工場「令哩切て条綱とH形ラインのク

い—‘.A7)下請iゆ行なわれたことてある。条満工椒こおけるクレーソ下請化は、他職場に波及させないことが

条件とされていたが、しかしその後の直接部門における業務下謂化の追求のなかで、クレーンの下請

化がその主要な内容となっていく素地がそこに築かれたといってさしつかえないだろう。

こうして 60年代にはいって、間接部門においてはもちろん、直接部門においても社外工による

本工の代替がすすめられ、更に 68年、 70年にも大巾な下請化が行なわれたことは前節でふれた通

りである。かくて 70年には社外工は 44 4 7名を数えるに至り、本工69 6 0名四に対しその下

請化率は 39％に達した。その内訳を課・工場別にみると表1-1 2に明らかなように、間接部門に

おける下請化率が原料課の 8 0. 9％を筆頭に 5O~  7 0％を示している。また直接部門でも、第 1

鏑片、第 2製鋼、線材の各工場では平均を上回り、 50％近くが下請化されており、間接部門のみな

らず、直接部門においても社外エR禅入が進行していることを示している。

第4節 企業内雇用構造の特質と多能エ化政策の展開

本節での課題は、戦後の「合理化」過程が企業内雇用楷造に如何に反映しているか、またその現

段階的特質は何かを明らかにすることである。

1 労働力構成の特質と配置転換の一般化

(1) 年令・勤続・学歴別労働力棉成の特質

戦後の室蘭製鉄所の従業員の推移ほ表 1- 1 3の通りだが、この従業員の動き、特に作

業員のそれは、それぞれの時期の「合理化」の特徴を反映している。すなわち、敗戦前の

1 9 4 4年には 99 1 7.名を数えた作業員も敗戦時には半分以下に整理され、生産再開の

見通｀しのついた 47 ~ 8年には 6千名台にもりかえしたが、その後の第 1次合理化の期間は、
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表1-1 2 課工場別本エ・社外工数及び 表1,-13 室蘭製鉄所従業員数の推移

下請化率 (70年）

課・エ湯 本工 社外工 下請化率

原 料 課 1 5 5人 656人 8 0. 9o/o 

資 材 課 7 8 7 8 5 0. 0 

成 nロ11 課 2 1 5 460 06 8.1 

陸運 課 348 754 6 8.4 

海 運 課 1 3 6 260 6 5.7 

条鋼技術課 7 5 1 6 1 7. 6 

製銑工場 482 21 2 3 0. 5 

製銑原料工場 342 1 2 9 2 7. 4 

第1製鋼工場 237 1 3 6 3 6.5 

第2製銅工場 354 3 1 4 4 7. 0 

第1銅片工場 355 323 4 7. 6 

第2銅片工場 334 1 6 1 32.5 

条鋼工場 4 1 9 1 7 0 2 8.9 

線材工場 224 203 4 7. 5 

．熱延工場 455 287 3 8.7 

冷延工場 1 5 0 57 2 7. 5 

コークス工場 503 29 5.5 

化成工場 1 4 9 75 33.5 

土 建 課 1 3 5 28 1 7. 2 

工 作 課 453 47 9. 4.  

動 ヵ課 454 
≫ 

1 0 2.2 

整 備 課 265 42 1 3. 7 

計 ・ 6 9 6 0 4447 3 9. 0 

（注） 室蘭製鉄所『安全管理方針』偲困14斑F)よお

本工の合計数には社外エがいない技術、鋼片

．技術、熱技術各課及び研究所の人員が含まれ

ているo課・工場名は 70年現在のもの。

下諮化率は
社外工

本工十社外エX 1 0 0 

年 事務員等 作業員 計

4 5 21 1 8人 4522人 6640人

46 1 9 3 3 4522 6476 

47 1 9 4 3 4755 6 7 0 1 

48 1 9 9 6 6972 8971 

49 1428 6446 8004 

5 0 137 4 6 1 5 3 7 7 1 7 

5 1 1 3 3 8 . 6 0 5 1 7 5 7 1 

52 1 3 3 8 6 1 4 2 7678 

53 1 3 5 8 6 1 5 2 7661 

54 1334 6 1 1 7 7 6 1 8 

55 1 3 0 4 6 0 1 4 7476 

56 1284 65 0 1 7935 

57 1 3 0 4 6484 7917 

58 不明 不明 不明

59 1 3 9 7 6740 8137 

6 0 1 5 0 0 7357 8857 

6 1 1657 8057 9 7 1 4 

6 2 1 7 9 1 8044 9835 

6 3 1 8 2 8 7 8 1 6 9644 

64 1693 7658 9 3 5 1 

65 1625 7 51 7 9 1 4 2 

6 6 1 6 1 1 7294 8905 

67 1598 6876 8474 

68 1852 6438 8290 

69 1828 6245 8073 

7 0 1543 6593 8 1 3 6 

7 1 1771 6009 7780 

（注） 45-る7年は『室蘭製鉄所五十年史』により

1 2月現在、 58年は不明。 59~6 9年

は有価証券報告魯により 9月現在0 7 0 

~7  1年は『鉄銅労働ハンドプック』

（鉄鋼労連）により 6月現在。

戦災復旧に力が注がれていたため、人員に大きな変動をみなかった。しかし、第 2次合理化以降のひ

たすらな生産規模拡大に応じて雇用量も増加し、特にいわゆる第 3次合理化期 (60~62年）には、

8千名台に突入した。だが 62年の不況を転機とした「合理化」の質的転換による要員削減の強行は、

一方での生産規模の拡大にもかかわらず、逆に雇用減をもたらし、 71年には再び 6千名に減らされ

た。特に 66年から 68年にかけては 90 0名近く、また 70年から 71年にかけては 60 0名近い

人員減がみられる。これらの時期は、前述したように陸運課・エ務部門の「合理化」 (66年）、「新作

業体制」の実施 (68年）、 4組3交替制の実施 (70年）などのあった年であり、その要員削減の
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規模がうかがえよう。いまそれを課・工場別労働力楷成の推移としてみたのが表 1- 1 4である。

表1-14 課・工場別労働力構成の推移（労働組合員数）

課 ． 工 場 66年12月(,A}69年2月 7碑 5月(B) B-A 

原 料 課 76人 149人 111 人 35人

質 材 課 87 65 64 △ 23 

成 品 課 248 170 238 △ 1 0 

陸 運 課 5 08 381 
}345 }△365 

海 運 課 202 172 

製銑工場 502 483 407 △ 95 

製銑原料工場 411 360 321 △ 90 

工 程 課 345 65 57 △288 

第 1製鋼工場 （平） 557 320 245 △312會

第 2製鋼工場 （転） 264 360 334 70 

第 1鋼片工場 } 475 329 315 
} 1 49 

第 2鋼片工場 340 3 09 

条 鋼工 場
} 455 

427 396 
} 19 2 

線材工場 148 251 

熱延工場 3 94 468 392 △ 2 

冷延工場 11 9 136 146 27 

コークス工場 51 D 467 456 △ 54 

化成工場 203 156 135, △ 68 

工 務 課 58 60 1 D 6 48 

土 建 課 177 11 6 120 △,57 

工 作 課 601 439 446 △1 55 

動 力 課 476 461 353 △123 

第 1 整備課
} 2 30 } 239 

129 
｝ 16 

第 2 整備課｀ 11 6 

（資料） 室蘭労組『組合ニュース』各号より。

（ 注） △印は渉。第 1製銅工場は 66年当時は平炉工場。

表1-1 5 室蘭製鉄所従業負数と外注化率の推移

I 63年 64 65 66 67 68 69 

社 員 1 DO.□ 97.6 9 5.3 93.8 90.8 85.0 82.7 

協力会社 1 00.0 11 8.6 1 0 7.1 112.6 128.7 1 31.6 1 31.9 

計 ~ 00.0 1 04.1 98.9 99.5 1 02.5 99.3 97.8 

化鼠慮） 30.9 35.2 33.4 34.9 38.8 40.9 41.6 

・（注 ） 従業員数の数字は 63年を 10 0とした指数

（資料） 社内報『労働だより』昭和 45年5月28日号より

この表は労働組合員数の推移

であるため事務職員等も含まれて

いるという制約はあるが、間接部

門の要員減・直接部門の要員増と

いう傾向はつかめるだろう。しかし

直接部門においても、製銑、製銑

原料、第 1製鋼、コークス、化成

などは減員をみており、また 69 

年と 72年との比較では増員して

いるのはわずかに線材と冷延の 2

工場にしかすぎなく、、直接部門に

おいても要員削減が着実にすすめ

られていることがわかる。もちろ

ん、こうした 60年代半ばからの

大巾な雇用減は、その一方に社外

工による本工の代替＝社外工の増

大を伴ったものであり、従って、室

蘭製鉄所のもとに働くいわゆる生

産労働者眼 の減少を意味するの

ではない。生産労働者数の動きを

直接明らかにする資料はないが、

間接的には次の表 1-1 5で知る

ことができる。この表は何月現在

かわからないこと、事務部門等の

労働者が含まれていること、「協

力会社」（社外企業）従業員の範

囲がはつきりしないことなど不充

分な点があるが、協力会社従業員

の範囲は他の数値との関係でいえ

ば、工事請負は含まれていないと

推察される U9 。この表によれば、

6 3年から 69年にかけて、「社

員」は 17. 3％減になつているの

に対し「協力会社」は 3 1. 9％増

になっており、本工減・社外工増を示しているが、しかも全体では 2.2％の減少をみている。本工

作業員の大巾減を考えれば、生産労働者もまた減少していることは確かであろう。 co

次に労働力構成を考祭するが、ここで使用する主な資料は、鉄鋼労連統一賃金実態調査結果

6 5年度・ 71年度分で、それらの調査対象数及びその全体に占める比率をあらかじめ一覧すれば、
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表 1- 1 6の通りである。

表1-1 6 

6 5年

7 1年

鉄鋼労連統一賃金実態調査結果室蘭分の

対象者数と比率（作業員男子）

対象彗[T作業員数 1 比〕

5054 I 7517 I 67% 

6 2%  3 7 2 8 6 0 0 9 

‘まず年令・勤続楷成から検討しよう。

図1- 5、図 1- 6は作業員男子（作業

長は含まない）の 65年、 71年におけ

る年令・勤続別労働力楠成比を表わした

ものだが、まず年令別描成からみると、

図1-5 作業員男子年令別労働力構成比 (65年・ア 1年、室蘭）

（劣）
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（資料）

図1-6

鉄銅労連統一賃金実態調査結果65年・ 71年分より作成

作業男子勤続年数別労働力横成比 (65年 •71 年、室蘭）
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（資料） 図1-5に同じ
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6 5年時には 20オ以下のウニイトは極端に低く 24オ前後で第一のピークをなし、 36 ~ 3 8オが

第二のピークになり、それ以上は 1％巾の間にだいたい乎均された楷成となっている。それに対して

7 1年時には 20オ以下のウエイトは逆に高くなり、 2・3 ~ 2 6オ (65年時の 20才以下）のボト

ム、 30オ前後 (65年時の 24オ前後）のピーク、 36オ前後 (65年時の 30オ前後）のボトム

のあと、 43オ前後 (65年時の 37オ前後）でピークをなし、それ以上は3％前後の高い楷成比と

なっている。こうした年令梱成の推移は、 60年代後半以降における年令構成の若年化の傾向を示し

ているとともに、他方、中高年令層、特に 4Dオ以上の層の占める比率が依然として高いことを表わ

している。 71年時で4Dオ以上は 44. 4％を占めている。

次に勤続栴成をみると、 65年時では、勤続 5~6年と 16 ~ 1 7年とで大きなピークをなし、

その他、 9年、 22年、 25年などがそれについでいるが、 2年以下の占める比重は小さい。それが

6年後の 71年時には、 3年以下の占める比率が高くなり、勤続楷成の若年化の傾向を示している。

ところでこの勤続年数別労働力構成から室曲製鉄所における採用者数の変動を推察することができる。

すなわち戦前戦中期を別にすれば、敗戦後、生産再開の見通しのついた 47、8年 (71年時の勤続

年数 22、3年。以下同じ）に大盤の採用が行なわれたが、その後の第 1次合理化期、第 2次合理化

期は採用は抑制ぎみで、 53年前後（勤続18年前後）およびホットストリップミルの琳入された 57

年前後（勤続 14、5年）に比較的多くの採用が行なわれたにすぎなかった。そして生産規模の飛蹴

的拡大をはかった第 3次合理化期の 6□~ 6 2年（勤続 10 ~ 1 2年）にはふたたび大蓋の採用がな

されたが、その直後の不況以降数年間、採用は極端に抑制され、それがふたたび上昇にむかった以ま

6 8年以降（勤続 3年以下）であった。特に 70、 71年には生産再開期、第 3次合理化期につぐ大

批の採用をみている。こうした採用の動向はさきの従業員数の変動とくらべた場合、 66~  7年ま

では一致するといってよいが、しかし、 68年以降は、年々かなりの採用がなされているにもかかわ

らず、従業員数としては減少の一途をたどるという逆の現象を呈していることに注目しなければなら

ない。だがその問題は後にまわすことにして、ここでは年令別構成と勤続別構成をクロスすることに

よって、各時期の採用の内容にたちいることにしよう o表 1-1 7は71年時における年令階層別・

勤続階層別労働力梱成比を表わしたものである。

表1-1 7 年令階層別・勤続階雇別労働力構成比（作業員男子、 71年）
（＿単位％）

0~4年 5~9 1 0~1 4 1 5~1 9 2 0~2 4 2 5~2 9 30~ 計

~1 9オ 7. 9 7. 9 

2 0~2 4 1 1. 1 1. 1 1 2. 2 

2 5~2 9 1. 6 4. 6 3. 9 1 0. 1 

3 □~ 3  4 0、4 2. 0 1 1. 4 1. 5 1 5. 3 

3 5~3 9 0. 1 0. 6 4.9 3. 0 1. 6 0. 0 1 0. 2 

｀ 
4 0~4 4 0. 0 1. 6 3. 1 6. 5 4. D 0. 4 1 5.6 

4 5~4 9 □. 1 0. 6 1. 6 7. 3 2.5 2.4 1 4.5 

5 □~ 0, 1 0. 5 1. 1 3. 9 4. 0 4.6 1 4.2 

計 2 1. 3 8.3 2 2. 9 1 0. 3 1 9. 3 1 0. 5 7. 4 1 0 0. 0 

（資料） 図1-5に同じ （注） 総数に対する各屈の比率

階層区分をしたため、先の図をかならずしも十分には反映していないが基本的な傾向はつかめる

だろう。この表によると、ウニイトの高いのは、勤続 0~4年・年令 20~2 4オ層、勤続 10~1 4 
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年・年令 30~3 4オ層の 11％台を筆頭t1:!、勤続 0~4年年令 19才以下層、勤続20 ~ 2 4年

年令 40 ~ 4 4オ層、勤続 2O~  2 4年・年令 4 5 ~4  9オ層、次いで勤続 5~9年・年令 25~

2 9オ層、勤続 10 ~ 1 4年・年令 35 ~ 3・げ才層、勤続ざ 0年以上・年令 50オ以上層などである。

勤続 0~4年層は 67年以降の採用者であり、勤続 10 ~ 1 4年層は第 3次合理化期の採用者、勤続

2 o~ 2 4年層は生産再開期の採用者という具合に、さきの勤続別棉成上のピークと合致しているが、

これを年令別構成との対比でみると、勤続 0~4年層のほとんどは 24オ以下に集中しているのに対

し、 1 0 ~ 1 4年層では、その中心は 3 O~  3 4オ層にあるものの、そD前後の 20 ~2  4オ層、 35 

~ 3 9オ層もかなりのウエイトを占めており、また勤続 2O~  2 4年層では 35,.;_, 4 9オ層、更には

5 0オ以上層へと拡散しているのがわかる。こうした傾向は単にピーク時のみならず、全体として勤

続年数が多くなる程、年令階層の拡散も大きくなっているといえる。これを年令別楷成のピークとの

関連でいえば、 24才以下のほとんどは 67年以降に採用された者であるのに対し、 25 ~ 3 9オ層

は第 3次合理化期に、また 40オ以上層は生産再開期に中心的に採用されたとみてよいだろう。

ところで上述のような労働力構成の特徴も、職種別にみると大きな差異がでてくる。図 1-7は、

主要 1 6 職種についての平均年令•平均勤続年数を表わしたもので、全体の平均は 3 6. 3オ、 14. 8 

年である。これによると、焼結作業（製銑原料工場）、海運起重機（運輸課）などの職種が大巾に乎

均を上回つて高年令・高勤続であるのに対し、高炉炉前、冷間圧延、電気点検などの職種は逆に乎均

を大巾に下回り、若年令・低勤続という特徴をもつていることがわかる。焼結作業、海連起重機の高

年令・高勤続を一概に説明することはできないが、高炉炉前の若年令・低勤続は高熱作業の典型であ

る高炉炉前に行きたがらないものが多いため退職などの欠員が新規採用者によって補充されるためとい

われており、また冷間圧延、電気点検は機械化・自動化の最先端をいく職種として、意識的に若年層

が配置されているのである。しかしいづれにしても、高炉炉前、転炉炉前、コークス炉、造塊、熱間

圧延、冷間圧延、旋盤、仕上、電気点検、機械点検の各職種では、勤続年数の 0~4年層の占める比

重は全体の 2 1. 3％を上回っており、これら主要職種における若年化の動きは明らかである。

次に学歴別棉成と新卒採用率をみると表 1- 1 8、表 1-1  9の通りである。

表1-1 8 学歴別・年令別労働力構成比

（作業員男子、 71年）（戦立％）

旧小•新中卒 旧中・新高卒 合計

~1 9オ 2. 7 9 7. 3 1 0 0. 0 

Co. 3) (2 1. 3) 

2 □~2  4 9. 9 9 □. 1 1 0 0. 0 

(1. 9) (30.3) 

2 5~2 9 3 5. 9 6 4. 1 1 0 0. o 
(5. 7) (1 7. 9) 

5 0~ 5 4 5 4. 6 4 5. 4 1 0 0. 0 

(13.1) (1 9. 1) 

3 5~3 9 8 1. 4 1 8. 6 1 0 0, 0 

(1 2.9) (5. 2) 

4 □~4 4 9 2. 3 7. 7 1 0 0. 0 

(2 2. 7) (3. 3) 

4 5~4 9 9 5. 6 4. 4 1 0 0. 0 

(2 1. 8) (1. 8) 

50~ 9 7. 0 3. 0 1 0 0. 0 

(2 1. 6) (1. 2) 
計 6 3. 7 3 6. 3 1 a a. a 

(1000) (100.1) 
ヽ ・-・

表1-1 9 学歴別・年令別新卒採用者比

（作業員男子、 71年）（単位劣）

旧小•新中卒 旧中・新高卒 合計

~1 9オ 7 9. 0 7 9. 0 

2 □~2 4 2. 2 5 o. 9 4 6. a 
2 5~2 9 1. 5 5 3.1 5 4. 6 

5 0~5 4 0. 3 2 0. 5 9. 5 

3 5~3 9 5.9 1 2. 9 7. 2 

4 0~4 4 1 1. 5 4. 4 1 1. 0 

4 5~4 9 2. 7 8. 5 3. 0 

5 0~ 0. 4 6. 3 0, 6 

計 4.2 4 7. 1 1 9. 8 

（資料） 図1-5に同じ

鉤各学歴者中の新卒採用者数の比率及び総数に

対する新卒採用者数の比率
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図1ーア 主要職種別平均年令•平均勤続年数 (1 971年、室蘭）
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（資料） 図 1- 5に同じ
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全体では中卒が 6 3. 9％を占めているが、 24才以下ではほとんどが高卒で、中卒は数えるぐらい

しかいない。中卒と高卒とが逆転するのは 25 ~  3 4オ層で、時期でいえば第 5次合理化期の大最採

用時からである。また新卒採用率をみると、全体では 20％弱であるが、中卒では 4.2％とほとん

どが中途採用であるのに対し、高卒ではおよそ半数が新卒採用である。年令階層別にみれば、 30オ

以上はほとんどが中途採用であるのに対し、 29才以下から新卒採用が増加し特に 19才以下では

8 0％弱が新卒採用されている。

以上の諸点をふまえて、室蘭製鉄所における戦後の労働者採用動向を総括すると、次のようにい

うことができる。 50年代までは、中卒労働力の中途採用が中心を占め、また年令的にもかなりの巾

をもつていた。この場合の中途採用は臨時エから採用される場合が多く．、臨時エ制度がいわゆる本工

への登龍門をなしていたといってよい。

「この切替え以後 (48~50年の臨時エ制度採用以後・・・・引用者注）、直接本工を採用したこ

とは少なく、本工は主として、この作業夫と現業員（すなわち臨時エ・・・・引用者注）のなかから採用

する方針をとった。したがつて、当所の直傭労働者採用のコースは、臨時エ→本工であり、臨時エと

して勤続 1カ年以上ということである。」⑳

しかし 60年代にはいって第 5次合理化期から採用の中心は高卒労働力に移り、また採用方法も

新卒採用が中心になってきた。特に 60年代半ばの新採用の抑制期をへて、 68年以降はほとんどが、

新規高卒労働力の採用によっている。一方、この時期でも、中途採用が少ないながら一定の比率を占

めているのは臨時エ制度が依然として残存していたからである。

「現在、（臨時工は・・・・引用者）勤続 6ヶ月でもって、 6ヶ月に達しますとだいたい本工に切り

換わると、早い人は 2ヶ月。」
匹

こうして 60年代後半以降、労働者の高卒化、若年化が進行し、図 1-8でみるように平均年令、

図 1-8 平均年令•平均勤読年数（室蘭）

:1 
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（資料） 鉄鋼労連『鉄鋼労働ハソドプック』各年度

版より作成

（注） 対象範囲は、 66年までは全従業員、 67~ 

6 9年は組合員、70年以降は不明
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平均勤続年数も低下の傾向をたどつている。

最後に他製鉄所と比較した場合の特徴につ

いてふれておこう。表 1- 2 0は71年 6月時

における新日鉄各製鉄所の平均年令・乎均勤続

年数であるが、新鋭製鉄所の平均年令 28. 9 

~ 3 1オ、平均勤続 9~11.2年に対して、

室曲をはじめとする中堅製鉄所ではそれをはる

かに上回る高年令・長勤続型であることを示し

ている。そして、室拗製鉄所は中堅製鉄所のな

かでは年令、勤続とも一番低い。このことは、

最近の労働力構成の若返りの結果といえる。

図1-9と1-1 0は新日鉄各製鉄所の

7 1年時における年令別・勤続別労働力構成比

を表わしたものであるが、これによっても、低

年令・低勤続層のウエイトの高い新鋭製鉄所と、

逆に高勤統・高年令層の多い八幡と、その両者の

中間的な位置にある室恥との労働力構成の特質

がわかるであろう。
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表1-20 新日鉄各製鉄所従業員の平均年令、

平均勤続年数 (71年6月現在）

平均年令 平均勤続年数

八 幡 3 7. 8オ 1 6. 7年

光 2 8. 9 9. 0 

堺 3 1. 0 1 1. 2 

君 津 2 9. 6 9. 8 

広 畑 3 5. 3 1 3. 8 

名 古屋 2 9. 8 1 □. 8 

室 蘭 3 5. 0 1 2. 7 

釜 石 4 0. 3 1 8. 8 

JII 崎 3 8. D 1 4. 2 

大 分 2 9. 3 9. 0 

全 社 3 4. 4 1 3. 6 

（資料） 鉄鋼労連『鉄鋼労働ハ` ノドプック』

7 1年版より、

(2) 配置転換の一般化と二つのクイプ

(1)では、労働力樅成の検討を通じて採

用の動向をみたが、新設備の建設などに伴う

大量の新たな労働需要は、採用によってすべ

てが充当されたわけではない。むしろ、第 3

次合理化以降の新たな労働需要は、採用によ

る充当もさることながら、業務の下請化＝社

外工の蒔入や、既存設備の改善＝省力化投資、

作業方法の合理化などによって強制的に創出

された余剰労働力の配置転換によって充足さ

れる場合も多かつた。たとえば第 3次設備拡

張に伴う必要充足人員は 85 6名とみこまれ0

そのうち 6 1 D名を新規採用、 2 4 6名を配

置転換によって充足することとし、既述した

ように荷役作業や修理作業の下請化などがす

すめられたのであった。また特に採用が抑制

されていた 6D年代半ばには、たとえば 65年稼働の冷延工場要員は 64年のいわゆる品検エ「合理

化」によつて余剰化された人員によって充足され、また 65年稼働の四列コークス炉・ホットスキ‘ノ

パスミル要員は、成品課・鋼板課の「合理化」（下請化）によって、 67年稼働の H形工枷要員は条

鋼・線材・成品の「合理化」によってそれぞれ充足するという具合に、そのほとんどが配置転換によ

つて充足された。

こうした配置転換による労働需要の充足は製鉄所内だけの措置にとどまらず、 60年代後半以降

は新鋭ー中堅の製鉄所間においても行なわれるようになった。すなわち、 66年から 69年にかけて、

室蘭から名古屋製鉄所（前身の東海製鉄時代も含めて）へ 73 5名の作業員が配転になり、更に 70 

年からは君津・大分両製鉄所へすでに 46 3名（ 71年 3月現在、予定も含めて）の配置転換が行な

われている。 (1)でふれた 60年代後半の、一方での大蓋の新規採用にもかかわらず、従業員数とし

ては大巾に減少しているという現象は、このような室閑製鉄所から新鋭製鉄所への転出が行なわれた

からに他ならない。その意味では、室閾製鉄所は、他の釜石・八幡などと共に、新鋭製鉄所への労働

力供給基地としての役割を果しているのである。

ところで、配置転換といつても、余剰化された労働者が直接に新設職場へ充当されるわけではな

く、一般的には新設備稼働要員は所内公募によつて選択され、その補充として余剰人員が配置される

という具合に、極めて錯そうした過程を経るのであり、したがつて配転は、直接関係部門だけではな

く全所へと波及するのである。こうして今日では、設備更新などによるものも含めて、配置転換は一

般化しており、配置転換を経験したことのない労働者はむしろまれな存在だといってよいだろう。

しかし同じく配置転換といつても、それには二つのクイプがあり、それは労働者にとつて同一の

意味をもつものではない。そこで次に配置転換のクイプについて検討を加えることにしよう。

第 1のクイプは、新鋭設備・新鋭工場へ配転する場合である。特に 60年代後半以降に建設され

た新鋭設備の稼働要員は前述したように所内公募によって調達される場合が多く、従つて希望配転が

多い。たとえば 69年に稼働した第 2線材工場の要員は新採用と配置転換によって充足されたが、配
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転者は、エ長や技能指部をかねたペテラソを除けば、すべて希望酷転である。しかし希望⑪里由は次の

事例にみられるように必ずしも一様ではない。

事例1、45オ、第 1製鋼工場賂備晩場から配転

「実際は長年つとめたところだから、本当ほ離れたくなかったん旭ナれどもぎはりこれからだった

らそういう合理化でどこでも同じだし、ともかく新しい工場へ行つて一生懸命やりたいというこ

とで行ったわけです。」

事例2、23オ、熱延工場成品精整から配転

「新しい設備だったので、自分の能力をためすつもりで希望した。」

事例3、30オ、第 1製鋼工場炉前職場より配転

「炉前が熱くていやになったので、希望で来た。」

事例4、28オ、第 1線材工場電気室より配転

「将来性というか、縮少されるところにいてもあんまりあれだから希望で来た。」

事例5、 29オ、第 1線材工場仕上圧延より配転

「希望で来た。新鋭工場ということで」

だがいずれにしても、新鋭工場への配置転換はクイプとしては上向型といえよう。この上向型の

配置転換を経験するのが、若年層に多いことはいうまでもなし、。また新鋭製鉄所への配置転換もこの

上向型に属する。

配置転換の第 2のクイプは、「合理化」によって配転を余俊なくされ、しかも第 1の上向型の配

転をすることができない、下降型の配置転換である。これは特に中高年層においてみられるクイプで

労働者はそれまでにつちかわれた経験や熟練が新しい職場では無に帰し、全くの未経験エとして再出

発しなければならない。 2~3の事例を紹介しよう。

事例6、 49オ、高小卒、 19 4 9年入社、乎炉工場原料関係へ配屈、 6 7年乎炉工場の閉鎖に

より第 2製鋼工場転炉炉前職場へ配転

「同じ一つの会社に勤めていてもそういう連命（配置転換）にあう人とあわない人とあるんです

けどね。いったんそういうものにあってしまえば、一つの流れから飛び出してしまったようなも

んでね。つくづくと配転というもののつらさというものを感じますね。希望でなくて、そこにも

う、みんなもつてこられたわけです、」

事例て、 5 4オ、小卒、 19 3 8年入社、土建課に配属、 5 5年頃士建課の「合理化」により平炉工

場へ配転、 67年乎炉工場閉鎖により第 2製鋼工場混銑炉職場へ再配転

「配転ということになるとあまりいい気持じゃないですね。やつばり会社そのものが要員を切り

つめるわけですよ。乎炉で中堅クラスにいても、転炉へ来ると一年生で、本給は変わらないが、

一人前になるまではやはり諸手当とか昇給は下まわる。特に昇給が下まわるのが大きい。」

事例8、 45オ、高小卒、 19 4 9年入社、コーライト工場に配属、 5D年コーライト工場閉鎖

により乎炉工場へ配転、 67年乎炉工場閉鎖により第 2製鋼工場転炉炉前職場に再配伝

「これはもう絶対損ですよ、私たちのように昭和 42年、ちょうどこの職能区分四 というのが

できるころに配転になったものはまるつきり損なんですo結局、今まで何十年間という租み重ね

を一年生からやりなおすということでしよ。転炉へ来たのは希望でなかった。」
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これらの事例は、平炉から転炉へという同種系列の配置転換であるからまだ良いほうであるが

まったく異種の職場に配転になることも多い。また、いったんは乎炉から転炉へ移っても、機械化・

自動化の進んだ転炉での作業についていくことができず、更に他の職場へ再配転になる場合も特に

高年令層にほ少なくない。

このように下降型の配置転換では、労働者は、熟練者としての地位を奪われ、不利な条件のもと

においやられているのである。

こうして二つのクイプの配置転換は、新鋭設備への若年層の移動と、比較的単純な肉体的な作業

への高年令層の移動という二つの流れを伴って進行しているのである。

2 多能エ化政策の展開とその形態

これまでみてきたように、 60年代後半以降の「合理化」は、省力化投資や業務下請化などによ

る要員削減を厳しく推し進め、いわゆる少数精鋭主義が強詢されてきた。そしてその少数精鋭主義の

もとでとられた基本的な労働力政策が多能エ化政策であった。多能エ化政策は、切りつめられた要員

のもとで労働力の最大限有効活用をはかるための手段にほかならない。すなわち、個々の労働者にこ

れまでの職務のほかにいくつかの、場合によつては異質な職務をも遂行できるようにし、それによっ

て要員の少なさをカバーすることにより、要員削減を可能にしようとするものである。だが、そうし

た意味では、不充分ながら第 2節において、職務・職場の再編成というかたちで述べておいたので、

ここでは、鉄鋼労働力の現段階にお、ける質を規定するものとしての多能エ化の実態を明らかにするこ

とが課題である。

多能エ化ということが言われだしたのは、 67、 8年頃からと推察されるが、a-0 全所的な政策

として表面に出たものは、企業内教育の面で、 68年から新入社員教育にクレーソ迎伝・玉掛け・ガス

溶接の基碗技能教育が取りいれられたこと、およぴ 72年から運転部門（整備部門に対しての運転部門）

の労働者に対する蟄備技能教育が体系化されたことがあげられる。これらの教育については、第4章

において詳述するがとりあえず、多能エ化の最も基本的な形態が、クレーンの連転・玉掛け・ガス溶

接ができること、及び機械設備の簡単な整備ができることであることを指摘しておこう。 99 この基

本的形態はあらゆる職場に共通するものであるが、それぞれの職場では更にその職場の特殊性に応じ

た多能エ化がすすめられている。以下、基本的形態も含めて、いくつかの職場での具体的な多能エ化

の形態をみていくことにしよう。

まず第 1は、運転部門の労働者が機械設備の簡単な整備（修理保全）を自分達の手で行なうよう

にするという形態である。これはかなり広範な職場においてみられ、今後もそういう形態が一般化す

るであろうことは、前述の多能エ化教育の実施からも明らかである。ここではコークス工場の事例

を紹介しよう。

事例1、コークス工場

「当時 (71、2年頃）、コークス工場全体が、ちょっとした修理や改善など、自分たちででき

そうなことはどんどんやろうということで、溶接技術などをさかんに勉強していたところでしたo化

成工場の修理班．tこ勉強にいったり、教科書を買つて全員が溶接技能をマスクーしようとしてい

たんです。」 ae

「今やつていることは、ガス溶接とか電気溶接の道具を設置して、ちよっとした修理なら自分達

でやってしまおうということです。」 an
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このコークス工場の他にも、第 2章で詳述する第 2製鋼工場転炉掛、線材工場第 2線材掛の各職

場に於ても同様のことを確認できる。ところでこの形態の特徴は、整備作業はあくまでも正規の作業

範囲には含まれない、換言すれば職務給の査定上の職務範囲には含まれないということである。従っ

て、整備作業を行なうことは、形式的にはあくまでも労働者の自発的行為であり、その技能技術の修

得も労働者の自主性にゆだねられているが、実質的にはそうせざるをえない体制におかれているとい

つてよい。

第 2の形態はクレーソ連転を本来のクレーソ運転工以外の労働者が担当する場合である。

事例2、第 1鋼片工場第 1分塊掛整備班

整備班のもともとの仕事は「一つは一分塊工場全体に電源を供給し一連続、二連続ロールを遠方

操作監視しながら、 1 9 D個の故障表示継電器監視と 84個の小さな＾ソドルを操作している監

視室作業。二つには保守点検見回りといって、工場全体に設置された大小 5D D台以上のモーク

ーと発電機をくまなく点検、給油して歩く作業」だったが、 68年 7月に鋼片起重機班か，ら三台

の起重機が移管になり、 「熱片処理をする起重機作業」 as が加えられた。

事例3、線材工場第 1線材掛圧延職場

「クレーンの連転は原則的に所属する職務は連転職場、いわゆる原動機室に所属しているんです

けれども、手替要員の配置上からいって、圧延エもクレーソの運転をするような要員の配置にし

てあるわけです。で、半分は運転のほうがうけもつけども、半分は圧延のほうがうけもつという

なことで、圧延エもクレーンの運転ができるような教育を 3年ぐらいかかってやりましたね。で、

そのなかの、クレーンが 3台あるが、動くのは 2台ですが、 1台を無線化するわけです。重盤物

を運搬するとき以外は、人がのらないで無線化で出来るわけですから、そういう関係でクレーン

の運転もするし圧延エもやるという問題は、それは室蘭の中では第 1線材だけです。」 09

その他、第 2製鋼工場の転炉炉前職場でも無線化された 25 トンクレーンの運転を行なうよう

になっているが、それについては第 2章を参照されたい。

この形態は、一般的には事例 3や転炉炉前職場にみられるように、無線化されたクレーンで軽

量物を扱う場合に限られ、またその使用頻度も多くはないが、しかしクレーソの免許はほとんどの労

働者がもつており、たとえば、転炉炉前職場では 80％ぐらいが免許をとつているという。そしてこ

の形態の場合も、第 1の形態と同様、正規の作業範囲とされることは少ない。

第3の形態としては、性格の異なるクレーソ運転の統合をあげることができる。これは第 2節の

職場の再編成で取りあげた第 2製鋼工場のクレーソ連転職場においてみられる形態である。そこでも

ふれたように、同じクレーソ連転とはいえ、溶銑を混銑炉に入れる溶銑クレーン、溶鋼を鋳型に注入

する注入クレーン、鋳型から鋼塊を抜くモールドヤードクレーソなどは、それぞれ性格の異なった連

転技能を要求されており、そこにこれらのクレーン運転の統合が多能エ化と称される所以があるが、

詳細は第2章に譲る。

多能エ化の第 4の形態は、一つの工場のあらゆる作業に従事することができるという、最も包括

的な意味での多能エ化である。このような形態を取り得ている工場は現在の段階では、冷延工湯しか

ない。

事例4、冷延工場

「冷延の場合ですと、あそこは圧延じゃなくて捲取ラインなんですけど、捲取ライン、酸洗ライ

ン、原励機室、僚鈍ラ4‘ィ、ロールシヨップ、 とにかくどこもここも全部を一応みんな経験した人た
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ちが、どっかの職場にいますよね。冷延へ行きますとかなりな意味で多能エ化されていますから、原

、動機室噂をすぐ焼純にもっていっても使えるし、焼鈍から圧延へつれていってもすぐ使えるし、そ

れから酸洗ラインヘ連れていっても使えるという、どこでも使えるという体制をもっているのは冷延

でしようね痢阻叫ヽ回りのきく工場なもんだからそういうことができるんだと思うんですよ。」OO)

職場再絹成の典型例として第 2節で取りあげた第 2線材工場の圧延工程も、職場の編成形態から

いえば、最も進んだ多能エ化の事例といえるが、後に述べるように、創業後日が洩いためにまだ職務

相互の充分な代替性はきかないという。しかし、第 2線材工場圧延工程も多能工化の第4形態の典型

例であることには間違いない。

以上、多能エ化の 4つの形態をみてきたが、これをみても、多能エ化がそれぞれの職場の特殊性

に応じた形態をとつて展開されていることがわかるだろう。

こうした多能エ化は、一般的に言えば、生産技術の発展、機械化・自動化の進展と、それによる

熟練の乎準化、個々の作業の簡単化・単純化を基底としており、その意味では大工業の発展による労

働者の全面的可動性のあらわれという側面をもつが、しかしながらそれは、要員削減＝人べらし「合

理化」の手段あるいは結果としてのみ必然化され現実化してきているのである。そしてそのことほ、

個々の作業の簡単化・単純化にもかかわらず、個別労働力の担う労働としては、以前とは進った意味

で複雑化し、労働負荷を高める作用を果している。このような多能エ化のもつ二面性は労働者の多能

工化に対する二重の評価となってあらわれている。すなわち、一方では、多能エ化は労働者にとつて

有利なものと評価される。

「我々としたら、なんでも身につけた方が得だという気はあるね、自分ではね。だけど会社のネ

ライもそれを把むつていうか、会社も利巧だと思うんだね。なんでもやらしたほうが人数も少なくし

ておれるしさ。やっ！まり会社の、企業の利益にもなるし、自分のためにもなると思うね。いやがる人

もいるけどな、その辺は。」 (36オ）

それは、たえまない「合理化」が何時労働者の現在もつている技能を無用化してしまうかわから

ないという不安を背景としている。

「炉前（転炉炉前）にいて湯（溶鋼）をつくる人でも起重機の免許をとらせたり、爆発物の免許

とか、その他いろいろあるんですよね。そういうものをとらせるように会社でも考えているわけです。

で、不幸にしてここの仕事やめて次の職場へ行くといった場合にもすぐ使えると、どこへ行ってもす

ぐ使える人間をつくるというようなかたちじゃないか。それは強制的ではないですけども、ま、あっ

て悪いものでないですからね。」 (54オ）

そして資本は、労働者のそうした不安からくる自己防衛意識を逆手にとつて、 「やりがいある仕

事のために」というスローガンのもとに多能エ化への労働者の努力をかりたてるのである。社内報

『白樺』紙上で、ある現場掛長は次のように多能エ化を強調している。

「司会 ところで、これから一番問題になるのは、働く人たちのやりがいといったものを、どの

ようにしてもたせるか、ということだと思うんですが、多能エ化というのはどうなんですか。

池本 若い人たちは、一つのことに熱中するということよりも、要するに業務スパンを、もう少

し広げて仕事をやりたいという意欲が強いんですね。それをしてやりますと、仕事にも租極的になり

喜んで違う分野へも取り組んでいく。

桑原私も全く同感です。

遠藤熱技術課では、早くから、なんでもやれるようになれば仕事に対する興味もわくはずだと
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いうことでやつていますが、やりがいを追求するという意味からも、多能エ化は迂ひ必要なことと思

います。」 au

こうして、概して若年層において、多能エ化しま甜極的に評価され、追求されるのである。

7 2年 2月に行なわれた盤備技能実習に参加した若年者はその動機を社内報『白樺』紙上で次の

ように述べている。 09

「身につけられる技術なり技能を一つでも多くもてば、それだけ自分の仕事のしがいが生れるし、

いつまでも人をたよらないで、自分でやれるという•ことはすばらしいことだと思う。そうした気持が

強いんですよ。」 (27オ、線材工場）

「仕事そのものが多様化してきているでしよう、設備もつぎつぎに新しい知識を必要としてきて

いますし、そんなときに、いつまでも整備課におんぶしていてはク・メだという意識が、僕はあるんで

すよ。」 (23オ、条鋼工場）

しかし他方、多能エ化が労働強化をもたらすものにほかならないことも、労働者によって看破さ

れている。

「多能エ化するということは、労働の密度の点については、結局、上がってくることなんですね、

実質的にはね。単能エというのは出来ないですから当然しなくていいことになりますね。その辺で、

それがいいとか悪いとかつてなれば、ちよっと・・・・oだけど、自分で覚えるということは、それはマ

イナスじやないですからね。その辺の矛盾はあるんですけどね。」 (29オ）

また、それが高年令者にとつては適応しにくいものであることも指摘される。

「多能エ化で、一つの仕事しか出来ない人に、同じ金を払うより二～三の仕事を出来る人に払つ

た方が良いということだろうが、若い人なら良いが、年寄はかわいそうだ、応用力がきかないから。」

(3 5オ）

こうして、多能エ化政策は、労働力楷成の若年化傾向と、その若年層のもつ意欲に依拠しつつ、

現段階における基本的な労働力政策として展開されているのである。

＜注＞
(l) これらの用語ほ基本的には「労働生産性統計調査」上の定義に従った。特に間接部門の説明はそれをほぽ援用

している。

(2) 鉄鍋業全体の傾向を「昭和44年労拗生産性統計調査結果」における、 トン当り所用労働時間でみると、製銑

部門では直接所用労働時間 0.4 0 3時間、問接所用労硼時間 o.8 7 4時間、製鋼部門では直接 o.6 7 6時

間、問接 □.7 3 6時間、圧延部門では直接 0.8 4 4時間、間接 □.4 9. 7時間と、製銑・製鋼部門では間接

部門の占める比重が圧倒的に大きい。

(3) 5 0年代半ばまでの鉄鋼労働の変容については、次の本で概観することができる。『現代日本産業諧座 11』

(1 9 5 9年 12月） P165~173

(4) ただし分塊以下の一斉休日制は不況後の 67年の増産体制下で再び指定休日制にもどされた。

(5) 組合は 7月23日の団交で「週休・連操については甚本的に反対であるが将来のことも考え、これ以上労働密

度をたかめないと云うことを条件に認めていく」という方針を出した。室蘭労組機関紙『解放戦線』 62年8月

1日号

(6) 『解放戦線』 63年9月11日号

(7) 『解放戦線』 63年10月6日号

(8) 6 3年10月16~ 1 8日に行なわれた「新勤務体制」・釜石「合理化」反対のスト権投票では 62 9 2名が

袈成票を投じ、投票総数(81 3 6)に対して 77%、組合員総数 (94 4 8)に対しても 67％という高率で

スト権が確立されたが、結局行使せずに終結してしまった。

(9) 『解放戦線』 64年2月16日号
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(10) 富士製鉄労働組合連合会機関紙『窟士労連』 19 6 8年

(1n 欠補と粒公休代替要員で、 ABCラソクは 56年に結ばれた要員協定の時に設定され、労働負荷批に応じて

Aラソク 4人に 1人、 Bラソク 6人に 1人、 Cランク 12人に 1人の割で欠補をつけるというものであった。

(12) 工場別能率給は同時に、 「合理化の成果還元」という思想を労働荀用に浸透させる実物教育の役割をも担わさ

れていた。ちなみに室蘭労組の万針に「成果還元」が正式に取り入れられたのは翌 68年からであつた。

(13) 室蘭製鉄所に働いている社外工は設備・施設などの建設工事に従事する工事請負と間接的・補助的作業を含

めた広い意味での製鉄作業に従事する作業請負とからなるが、ここで問題にするのほ、本工の代替として利用

される作業諮負の社外工である。

(14) 当時の社外工数ははつきりしていないが、 53年6月段階における社外工数は約 12 0 0名と記録されてお

り（道立労働科学研究所編『臨時エ』）、また室蘭製鉄所安全課提供の安料によれば、 59年における作業請

負・エ事諮負を含めた社外エ数は 35 ~ 5名である。

(15) 道立労働科学研究所編『臨時エ・後編』

(16) 社内報『労働だより』昭和 35年 5月12日号

(11) この数楼室蘭製鉄所「安全管理万針」（昭和 45年）によるもので、他のデークとは一致しない。

(18) ここでいう「生産労働者」とは「労働生産性統計調査」において定義される珈未であり、つまり本エ・社外工

を含めてということである。

(19) 工事諮負を含めた社外エ数では、 6 3年を 10 0とすると 69年は 16 7. 5になる。

は0) 表 1-1 5の数と表 1-1 4の従業員数をもとに逆算すると、 63年の「協力会社」従業員は 43 1 3名、

6 9年のそれは 57 5 1名。これと本工をあわせた数は 63年 12 1 2 9名、 69年 11 9 9 6名で、 1 3 3 

名減となる。

(21) 前掲『臨峙エ』 P449

四 室蘭労組執行委員よりの聴取、 70年 9月調査

伽） 第 3章第 3節で取り上げる職能制度のこと。

(24) 6 7年「新作業体制」の労資交渉のなかで多能エ化による要員削減ということが論じられている。

箇 新日鉄君津製鉄所の教育課長は、多能エ化を次のように説明している。 「多能エ化という言葉の意味は、ラ

インマンにも小さな修理ぐら、いは自分でやれると、単に運転だけじやなくて整備関係のを自分でやれるという

意味で主として言っているつもりです。」（ 71年 10月面接調査）また同所の冷延工場長はそれに続けて次

のように言っている。 「それと、同じ圧延機の運転といつても、いるんなボジショソがあるわけで、昔は比較

的、 1つのポジションだけをやらしていた。それをその人が何ポジションかをやれるようにやつてるのも事実

ですね。そういう意味の多能エ化もあります。」この冷延工場長の話では'’ポジショソ＂という概念が不明瞭

であり、従来の戦場の中での一つの職務という意味でのポジションの場合は、それを多能エ化と規定すること

は不適切であるが、いくつかの職場が一つの職場に再編成され、その新しい職場での一つの職務という意味で

は、この多能エ化の規定は首肯できる。

(26) 社内報『白樺』昭和 48年 2月 20日号

拗 『白樺』昭和 47年 4月5日号

靱 『白樺』昭和 45年5月5日号

(29） 労働者面接調査より。 73年 2月

(30) 注（ 29)に同じ

(3U 『白樺』昭和 48年 1月5日号、 「新春座談会'’設備・頭の若返りを'’」における各掛長の発言

(32) 『白樺』昭和 47年 3月 5日号「Iレポ'’整備技能実習者に圃く＂」より
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第 2 章転炉•第 2 線材工場における「合埋化」と労働

第1章では、室閑製戻所全体を視野において、 「合理化」の展開過程を生産設備・勤務体制・要員

・下請化などの個々の側面からみてきた。しかし現実の「合理化」はそれらの諸側面が相互に関連し

結合しながら進行しており、その総体的な結果として今日の労働及び労働者の状態が規定されている

のである。しかもそれがそのようなものとして現象するのは職場レベルにおいてに他ならない。本章

ではそうした「合理化」の総体とそれに規定される労働及び労働者の状態を職場レベルにおいて明ら

かにするために、二つの工場を対象として選定して、よりインテソシヴに分析を加えることにする。

対象としたエ楊は転炉工場と第2線材工場であるが、あらかじめこの両工湯の対象とし下の性格を

簡単に述べておこう o

すでに第1章で述べたように、鉄鋼業の 60年代以降の「合理化」．を生産工程に則してみれば、製

銑部門における高炉炉容の大型化、製鋼部門における転炉製鋼法瑯よび連続鋳造法の禅入、圧延部門

における工程の連続化・高速化・自動制御化、および全部門にわたるコンビューク管理の禅入として

把握できる。したがって本章で分析する転炉工場は製鋼部門における設備「合理化」の代表例をな

すものであり、また第 2線材工場は圧延部門における代表例をなすものであり、両工場とも、コソビ

ューク管理の進んだ工場として、 70年代における設備「合理化」の特徴をも具現するものである。

第1節 転炉工場における「合理化」と労働

1 生産工程の概要と職場編成

第2製鋼立椒た室蘭製鉄所の製鋼能力の 7割以上を担う主力工場であり、転炉掛（以下、転炉工

湯と称する、）のほかに、造塊工程を担当する造塊掛と、ボイラー及び転炉集艇装置の運転を担当する

機械掛の三掛からなっている。ここでとりあげる転炉工場は、第 3次合理化の中心の一つとして 61 

年に設置された第 1• 2号の 11 0トソ転炉（当時の公称能力 70トソ）にはじまり、その後67年

に12 0トンの第 3号転炉が設置されて、現在、 3基整備 2華稼慟R操業体制がとられている。

転工場の生産工程は図2-1に示すように、高炉から溶銑台車で送られてきた溶銑鍋を溶銑クレ

・ニソでつりあげて混銑炉に受銑するところから始まるo混銑炉に貯蔵されて成分・温度を均ーにされ

た溶銑は混転鍋に払い出され、溶銑クレーンによって転炉に装入される。ー万装入バックに被込まれ

たスクラップもスクラップクレーンで転炉に装入されるo転炉へ装入された溶銑とスクラップにラソ

ス（酸素管）で酸素を吹きつけて精錬（吹錬）し、その過程でマソガン鉱石・石灰石・鉄鉱石などの

副原料を投入しながら、溶鋼をつくるo吹錬された溶鋼は受鋼台車上の取鍋に出鋼され、鋼滓はノロ

鍋に廃滓される。

以上が転炉てE場の生産工程であるが、これらの生産工程は四つの職場によって分掌されている。す

なわち、混銑炉での受銑から払い出しまでを担当する混銑炉職場、転炉での原料装入から出鋼・廃滓

までを担当する転炉炉前職場、溶銑クレーソ・スクラッ．プクレーンの運転を担当するクレーソ運転職

場および休止炉を含めた転炉設備の点検・修理、物品の受払などを担当する炉前常昼職場の 4職場で、

混銑炉・転炉炉前・クレーソ運転の職場が 5交替勤務をとっている。
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1X4(2) 

呵輝—□任
クVーソ運転作業長 クVーン運転工長一ー 4X4(5)

1 1 X 4 

5X4(6) 

5X4(6) 

3
 

(4) 

釦 X4は4組 3交替編成。カッコ内は 1直分の人員で工長までを含む。

各の人員韻成は図 2-2 に示す通りで、転炉炉前職場は稼働転炉毎にA•B二職場に分かれて

いるo 以下、各職場毎に「合理化」と労慟の実態をみていこう。
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2 職場の「合理化」と労働内容の変容

(1) 混銑炉職場

混銑炉眺場には1,3 0 0トソ混銑炉 2基が配備されているが、そこでの作業は、受銑作業、払出作

業、試料採取、連絡業務、設備の点検・注油に大別される。受銑作業は、高炉から送られてきた溶銑

鍋を溶銑クレーンでつりあげ混銑炉の受銑樋に流して受銑する際の混銑炉上での合図がその内容であ

り、払出作業は、混銑炉を操作室から遠隔操作で傾動して混転鍋に出銑する作業である。そして、混

転鍋から試料採取を行ない気送管で分析サプセソクーに送る作業（分析結果は転炉炉前に直接知ら

される）、受銑トソ数・出銑トソ数などを高炉及び転炉炉前に逐次連絡する作業、およびSD日（定

期修理日）等に設備を見廻り注油する作業o以上が混銑炉職場の作業内容で、労働の質としては単純

である。ここには現在、混銑炉上での受銑作業に 1名、操作室での払出作業・試科採取・連絡業務に

1名の計 2名の要員が配置されているが、それは 60年代の「合理化」による要員削減の結果として

の人員に他ならない。その経過をたどってみると、労働者面接調査によれば 65年前後には食事手替

要員 (3回交替で 3名）を含めて 8名の要員がいたという（人によっては、 9名、 10名ともいう

が、欠員補充要員との関係などはっきりしない）。それが 69年頃には食事交替回数の増加、操作室

の改造などによって 5名に減らされている。この当時の作業内容は、先にあげた作業のしまかに、クレ

ーンで溶銑鍋・混転鍋をつる際の土場でのワイヤ掛け・玉掛け合図の作業があり、要員は土場に 2名、

炉上に 1名、操作室に食事手替要員を含めて 2名という配置になっていた。その後、 7D年 4月にワ

イヤ掛けが”サプフック IIの採用によってクレーソ運転者の操作でできるようになり (II自動玉掛け II

といわれている）、更に同年10月からのコソビュークによるオ‘ノライソ化にともなって、電話で行

なっていた連絡事務がボクソ操作に簡素化されるに及んで、 70年 11月より土場 1名、炉上 1名、

操作室1名の 3名に減らされ、食事手替要員は転炉炉前職場にプールされて、そこから応援をうける

ことになった。そして 71年 10月には土場での玉掛け合図もクレーン運転者の熟練にゆだねられて

廃止されることになり、先にみた 2名の要員へと縮少されたのであるo更に将来は炉上での合図も廃

止•されて操作室 1 名になるのではないかということがエ長などによって指摘されている。

このように混銑炉職場の要員は特に 6 0年代後半以降、大巾に削減されてきたが、それは、機械設

備の蒔入等による”省力化／／よりも、クレーン運転作業の「合埋化」による要員削減が中心をなして

おり、したがって混銑炉職場における「合理化」は後にみるクレーソ運転職場での労働強化を伴って

進行したという特徴をもっている。もちろん混銑炉職湯の労働も、それ自体としては単純であるとは

いえ、高炉での出銑回数の増大と転炉でのチヤージ数の増大にはさまれて、少人数で行なうその労働

密度は非常な高まりをみせているのである。

こうして混銑炉哨氏場は縮少の一途をたどり、今日では職場としての独立性をも失なってきている点

に注目しなければならない。それは食事手替要員の転炉炉前職場とのプール化にもみられるが、更に

は、混銑炉と転炉炉前の要員そのものがプール化されているという点に如実にあらわれているoすな

わちエ長層はその昇進系列上からも、転炉工場発足時から両職場間の交替が行なわれていたが、 7 0 

年 11月からは、一般工をも含めで原則として全員が半年毎に転炉炉前職場と交替緬成されるようにな

ったo原則としてというのは、高年令層で転炉炉前作業を経験したことのない者、および転炉炉前作

業についていけないと目される者については混銑炉に固定されるからで、現在、エ長4名全員分（71 

年 9月までは 3名で、 1名は停年退職するまで混銑炉に固定されていた）、一般エ4名中1名分 (3名
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は前記事由により固定）が転炉炉前職場とプールされており、残り 5名分も、将来的にはプール化さ

れることになっているo転炉炉前からはエ長と責任クラス（エ長に次ぐ序列）がまわってくることに

なっている。

砂した要員のプール化は、混銑炉職場にとっては、そこでの欠員補充が若年の新規入職者を配置

するのではなくて、転炉炉前職湯の労働者によってなされ、したがって混銑炉職場独自の人員養成は

もはや行なわれていないことを意味している。それほ混銑炉職場の労働が単純であることにもよる

が、形成的にはともかく、実質的には、今や混銑炉職場は転炉炉前城場に包摂されてしまっているの

である。

最後tこ混銃司猷易関係の社外工をみると、出銑口の補修、受銑口の地金切り、受銑樋の交換など

に数：名づつ配置されている。

「出銑口の補修は大和工業がやっている。これはSD日に、定修毎に、前は 1ヶ月に 4回位あった

けども、現在は月 3回位で、 3名位。これは最初からo受銑口の地金切りは、受銑樋からあふれてサ

イドに地金がつく。それから受銑口のしきいにどうしても地金がのこるんです。それを毎日とっても

らっているo橋本通運に、多い時で 5~6人、普通 2~3人でo これは最初はうちの手でやっていた

が、これは 1年くらいももたなかったんですよo橋本にやってもらうということでね、そのかわり.... 
うちのほうでは油まわりやりますよということでね。そういう条件だったと思うんですo点検・注油。

最初は運転関係にまかせておいたが、自分の使うあれなんだから、そのかわり地金収りは協力会社に

ということで。」（混銑炉工長の話）

「混銑炉の樋交換は、混銑が2名になった時（ 71年10月）、それまで本工がやっていたが橋本

通運へo結局、最低 3名いなけれぼできない作業なもんで、毎日ある作菜ではないですが。」（転炉

炉前工の話）

これらの話しにみられるように、受銑口の地金切りの下請化は、重筋労働の社外工への移管を意味

しており、また受銑樋の交換の下請化は、本工要員の 3名から 2名への削減のテコとして行なわれた

のである。

(2) 転炉炉前職場

転炉炉前職場（以下、炉前と略）は、転炉を操業して溶蝸をつくる過程を受け持っており、転炉工

場の中心をなしている。

図2-3 転炉炉前職場の作業の流れ

スクラップ装入
↓ 

溶銑装入
↓ 

吹錬開始
↓ 

副原料投入
↓ 

酸索吹止め

↓ 
測温・サソプリソグ

↓ 
出 鋼

↓ 
脱 酸 剤 投 入

↓ 
廃 滓

ここでの作業の流れは図2- 3に示す通りで、ま

ず原料（スクラッブと溶銑）の装入から始まるが、

装入そのものはクレーンによってなされ、炉前とし

ての実際の作業は転炉を傾動することと装人の合図

であるo装入が終わると炉を垂直にもどし、天井か

ら炉内にラソス（酸素管）を降下させ、酸素の通人

いわゆる吹錬を開始する。数秒後、溶銑は急激な酸

化反応を起こして炉口から火炎を吹き出すが、これ

と相前後して生石灰・スケール及びホクル石などの i

副原科を投人するo滸火後5~6分はsi吹きの期

尚で、炉口から噴出する火炎は輝度が少なく勢いも

あまり強くないが、鋼滓も成熟していないから、酸
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素噴流の衝幣によって溶銑の飛沫が炉口から飛散しやすい（スビッテイソグ現象） O S iが燃え切り

鋼浴温度が上昇してくるに従って炭素の燃焼が活発となり、火炎は輝度を増してくる。篇火後8~14 

分頃、この反応は最も盛んとなり、鋼浴楓度は著しく上昇し、鍋滓中の酸化鉄は減少して復リンの危

険を生じたり、また急速な00ガスの発生によって鋼滓が炉口から飛び出したりする（スロツビソグ

現象）。これを防ぐために石灰石または鉄鉱石を分割して投入し、鋼滓の成分及び温度を調節する。

吹錬後期16 ~ 1 8分ごろから脱炭速度は低下して白色炎は除々に減衰し、末期に至れば短く透明と

なってくるので、その状況の観察、酸素の禎算流嚢及び吹錬時間などを総合して吹錬終了時点を決定

するo吹錬時間は通常 18 ~ 2 2分とされるo吹錬を終えると直ちにラソスを上昇させ、炉を1項けて

測温及びサソプリソグ（試料採収）を行ない、サンプルを現場で肉眼判定するとともに気送管で分析

サプセンクーに移送して成分分析してもらい、目標に合致すれば炉を1頃動して収鍋に出鋼し、脱酸剤

を投入する o 出綱が終ると炉を反対側に傾動して廃滓する。

以駆炉前の 1チャージの作業の流れで、その所要時間は 30分前後であるが、整理すると次の八

つの作業になる。

① 原料装入時、測湿・サソプリング・出鋼・廃滓時の炉傾動操作

② 原料装入時、出絹・廃滓時の合図作業

⑤ ランスの昇降操作

＠ 吹錬時間を計算し、炉況を判断して吹錬終了時点を決定し、サソプルの成分を肉眼判定して出

鋼命令を出す吹錬作業

⑤ 副原科を秤童し、投入時期を判断して投入する副原料投入作業

⑥ 測温作業

⑦ 試料を炉から採取する（湯くみ）サソプリ‘ノグ作業

R 脱酸剤投入作業

このなかでは吹錬作業が中心になることはいうまでもなく、全体は吹錬作業担当者の吹錬計算にも

とづく指示•·命令によって動いている。

要員ば現在、稼働転炉一基につき 6名、計 12名が配置されているが、このうち 1名づつ計 2名は

混銑炉職場をも含めた食事交替要員であり、従ってネット要員は転炉一基につき 5名である。先の作

業の流れと要員の配置との関連をみると、まず原料装入時には、炉頑動 1名、合図 1名がつく oつい

で吹錬が始まると、吹錬作業 1名、副原料投入 1名、ランス操作1名の計 3名が操作室にはりつけに

なり、この間に、先に炉傾動と合図をした 2名が脱酸剤の準備をするo 吹錬が終わるとこの 2名は再

び炉傾動と合図作業につき、一万、副原料投入者とランス操作者が測温・サソプリソグを行ない、脱

酸剤を投入する。このように、作業のビークは出鏑時にあり、 5名の要員はそれぞれの持場にはりつ

けになる。

さて炉前における「合理化」と労慟内容の変化をみるためには、まず、平炉と転炉とでのその遮い

をみておかなければならない。なぜなら、．転炉に働く労働者は、新規入職者を除けばそのほとんどは

平炉からの配置転換者によって棉成されているからである。そこで、平炉と転炉とでの労働内容の進

いを、労働者の面接調査結果からみてみよう。

「転炉はクップクップがだいたい 27, 8分o溶銑を入れて出鋼するまでの時間が。前の平炉工場は

最高かかったのが、とにかく夜勤に出るでしよ、晩の 9時に出て次の朝まで一杯も出ないで帰ってき

たこと何回もあるんですよ o 1 0何時間もかかるんですよね。そして、だんだん、酸素製鋼法ってね、
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酸素で吹錬をやるようになって、 4時間から 5時間かかったですねo早くて 4時間位。その間、酸素

かけて、溶け落ち前だとか溶け落ちだとかってねo時たま酸素ぬいては湯くんで、カーボソをみて、

むろん湿度もはかるし、これはカネが下がってない、と。で、今度は鉱石を手投げで入れる。で、ま

た酸素かけてみたりして、そういうようなことをやって、どんどんカネを下げていく。ヵソですね。

だから平炉当時の組長というのは皆、八幡から来た連中ですo八幡のエ長だとかという連中が指郡と

いう立場でもってこっちに来て、そして組長になったんですよねoだから職人気質なんですよo 自分

の覚えた技術を教えないo見て習えっていうんですね。平炉作業の場合は肉体労働。それから出鋼か

ら出鋼までの間の時間がかかったo転炉工場にくると、これが分単位になって・・・・・・。それから肉体労

働というよりも精神的頭脳的なことですねo転炉作業そのものがそう肉体的に負担のかかるような作

業でもない。」 (43オ）

「乎炉の頃というのは、たとえばいろいろな脱酸剤でもなに入れるにしても、それが全部手投げし

ていたということでしよ。それからカマを補修するんでも、マグネシアンだとかそんなのを粘って補

修するが、そんなのを全部手投げしていたo」 (36オ）

「平炉の炉前ですと、身体さえ丈夫であれば、誰か 1人がっちりしている人がいれば、それについ

ていけるわけです。力さえあればo 今はもう、そうはいかないんですね0 1人ひとりが全部仕事を覚

えていかないと o」 (53オ、転炉作業長）

これらの話しからもうかがえるように、平炉から転炉への転換による労働内容の変化の第 1は、平

炉の操業が炉況判断・フレーム判定などのすぐれて経験的な熟練にたよっていたのに対し、転炉では

その大部分が計算尺による吹錬計算によって客観化され、経験的熟練の占めるウニイトが平炉に比し

て大きく低下したことである。第 2には、平炉では副原料等の投入や炉床修理などの労働集約的な重

筋高熱の肉体労働が広範に存在していたが、転炉では、副原料等の投入などは機賊化され、また炉床

修理もなくなるなど、重筋高熱労慟が大巾に減少したことである。そして第 3には、吹錬時間の大巾

な短縮による労働密度の決定的な差であるo平炉の場合、経験的熟練労働や重筋高熱労働のウニイト

が高い反面、吹錬時間が長いために作業のテソポはむしろ緩まんであったが、転炉では吹錬時間は 4

分の 1以下に短縮されており、//クイム・コントロール，，ともいわれるように、分・秒単位での作菜

がおこなわれ、その労励密度は著しく高められている。このように平炉から転炉への転換は、経験的

熟練労働・車筋高熱労働の減少と労慟密度の増大をもたらしたが、こうした労慟内容の変化の基調は

転炉になってからも続いている o以下、転炉のもと9での「合理化」と労働内容の変化をみていこう。

まず第1に、コンピュークの渫入による経験的熟練労働の一層の減少があげられる。

転炉炉前作業主計算尺による吹錬計算にもとづく炉況の理論的判断を中心としてすすめられると

いう点で平炉炉前作菜とは貨的に異なっていたが、しかし吹錬パクーソや吹錬計算の係数の選択など

は担当者の経験的判断にゆだねられており、また、吹錬終了時点の決定は炉口からあがるフレームの

肉眼観察による湿度・成分の判定にたよるなど、経験的熱練は依然として大きなウエイトを占めてい

た。それが 68年より、吹錬末期にサプラソスによって直接測湿をするサプランス測饂法が採りいれ

られるようになって、フレーム肉眼判定を相対的に容易にし、その経験的熟錬の客観化が一定程度す

すんだが、更に 69年からはじまるコンピュークの導人は炉前作業を大きく変えるものであった。

炉前へのコンピューク華入は、 6 9年 3月に機戚計算課のHITA08400の端末クイプライク

ーを設置したことからはじまるが、この段階では、それまで計算尺で行なっていた吹錬計算をクイプ

ライクーで行なうようになったこと、また手面きで行なわれていた作莱記緑業務にもクイプライクー
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を使うようになったこと程度の変化で、むしろその後の本格的なコソピューク蒔入の準備段階として

位置付けられていたoかくて、 70年 10月にプロセス制御用コソビューク HIDI01DOが工場

に設置され、転炉のオソライソ操業がはじめられた。すなわち、吹錬万法のパクーソがプログラミ

ソグされて、吹錬過程の大枠がコンピュークによって制御されるととにも、吹錬計算結果がORT画

面に表示され、その画面をみながら副原料投入や、ランスの高さ、酸素流最の制御などが行なえるよ

うになったo コンピューク母入による炉前作業の変化について労働者は次のように述べている。

「昔は吹棟というのは計算尺で計算してたんですよo結局、溶銑温度がなんぽ高ければなんぽの冷

却剤をやるとか、シリコンが高ければなんぼだ、目裸温度が何度であって何度下がればどのくらい

冷却剤を入れるとか、というやつを全部計算尺で計算したんですよoある程度係数があってね、それ

で酸素なんぽ吹きこめば何度ぐらいの温度に上がるから、その分の冷却剤ほどうだとかって計算した

んだけども、全部それをコソピュークにのみこまして、コンピュークで計算させるというような万式

になったんでね。」 (46才、エ長）

「コンピュークの場合は、普通の計算尺と違うからね、神経はあまり使わないんでないのかい。コ

ソビュークにまちがいなくいれてやれば、まちがいなく出てくるんだからねo あとはもう、自分の判

断でもって、結局、前に出すやつと後のやつを判断すればわかるんだから、結局、気が楽なわけさo

計算尺ってやつは、とにかくもう、止まるまで計算尺一生懸命になってやってなければならんしよ。

結局コソビュークということになると、あたりにいる人間が皆わかるからねo計算尺の場合は吹錬者

一人しかわからんしよoなんぽで止めていいもんだか、なんぽ副原料入れていいもんだか他の人はわ

けわからんしよo コンピュークだったら全部画面に出てるからねo 今度のやつはなんぽ入れればいい

んだなって吹錬者でなくてもわかるもね。ラソス操作やってる人間でもわかるわけさo酸素だってな

んぽ入れてなんぽで止めればいいかなってね。」 (41オ）

「吹錬方法は、昔は計算尺でもって 1から 10まで全部やったが、現在ならコンピュークのあれを

使い、クイブでもって打つから、あらかじめ大まかなことはみんなコソビュークに入れてあるから、

だからもとからくらべれば頭の悪い人であれば、今のほうやりやすいわけですね。」

(3 7オ）

「昔はほんとに力，、ハこたよっていた。それから計算尺、そういうものでやっていたが｀今はコソビ

ュークをとりいれて計算とかをさせているために、その点は楽になったですね。」 (45オ）

「現湯のデスクには副原料の計器が二つあるけども、たとえばこれが生石灰をはかる、こっちが石

灰石をはかる。で、こっちのほうで、 ORT画面で 1トソなら 1トン、生石灰のほうは 5トソなら 5

トソと自分で出鋼する前にマニュアルイソプツトしておけば、帰ってきた時、ちゃんと計らさってい

る。今までは自分でおしていて、 5トソになるまで手動ではかったわけです。簡単になったかわりに

間違って 5のやつを 8おしたりなんかするとコソビュークは押された通りしか動きませんから、それ

が一つ問題ありますけどね。それから投凡寺期でも、やはりランスで着火ボクソ押したらひとりでグ

ーツと払い出される。今までは自分で空になるまで押さT幼~ったらだめだっfふそれから石沢石なら石灰石． 4

分なら 4分というところに設定するわけです。そうすると、ひとりで......。こっちのほうでパクーソ

が 1から 10まであって、 1の場合は 1分たったら 15秒間隙で入れなさいという 0 2だったら 2分

たったら 15秒間隙というふうに色々のバクーソがプログラムされている。」 (43オ、エ長）

このように｀コソピュークの導入によって炉前作業は一層簡単化したが、そのなかでも特に注目し

なければならないのは、吹錬方法のパクーソのプログラム化を契磯にして、吹錬作業や副原料投入作
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業の統一・礫準化がすすんだことである。

「各組の吹錬方法の統一とか副原料の投入万法の統一という、ま、これは転炉ヘコソビューク導入

と自動化にともない、いろいろなことが必要だと言い出したのはおととし (68年）．です。その時、

一番初めに技術交流委員会というのができたわけなんですo転炉自動化に伴う各組作業万法統一を、

改めるために炉前で技術交流委員会というのをだしたわけですo昔はそうでなかったんです。もう、

自分だけがノートに書いて、そのノートは他の人には絶対見せない。この鋼つくる時は僕はこういう

万法で吹いたんだo 自分だけうまく、他の人失敗したら、あのやろう、まだウデをあげない。もう、

そういう時代ではない oだから自分でいい万法あったら、コピーして、俺この鋼つくるときこういう

ふうにしたんだって後番に申し送ってやる。ま・た交流委員会にも報告して、なるたけいいものは皆で

分かちあうというほうに変わってきたわけですねo ということは、コソピュークというのはプログラ

ム10なら 10しか教えこむ場所がないということで、 40人いるからって 40通りパクーソつくる

わけにいかないので…••o 」 (4 3オ、エ長）

この話しにもあるように、それまでの吹錬作業や副原料投入作業は、労働者1固々人のなかに菩租さ

れた経験をもとに、各人各様の万法がとられていたが、プログラムヘの対象化を契機にその統一・標

準化がはかられ、経験的熟練は益々後退したのであるoだが、次のような点では依然として経験的熟

練が必要とされており、それは炉前作業の自動化の現在の段階における限界をなしているといってよ

いだろう。

＂十算のもとになる係数は自分で入れてやらないとだめなんです。その点は計算尺と同じなんです

ね。その係数は標準化されてますけど、あの、やっぱり進うんですよo 状況によって。だから完全に

標準化できないんですよね。その時の条件によって、自分で、その人の経験で選定するわけですo係

数を。」 (37オ）

「疇を止めるのは、コソビューク止めてくれませんから、これはもう、自分のカソで、フレーム

あがっている、炎の色みて判定するわけですねo」 (43オ、エ長）

「湯くんでカーボンとマソガソをみる。大体あうんですよ o分析センクーの結果を待たないでもね、

ボンボン出しちゃぅ oただね、かたいカネになってくると肉眼判定というのできないんですよ oある

程度は肉眼判定やりますよoサソプルを削るんですよ。そして火花の判定でみるんです。それはやは

りカンだね。それから湯をくんだ表面上のつらをみてねoかたいカネはやはり分析を待っんですよ。

そしたら分析でもって放送してくるから、そしたら出鋼する。だいたいもう、 14, 5ぐらいのカネだ

ったら分析を待たないでどんどん出鋼するんですよ。まずしまずれることはあまりない。だけどそれま

でになるといえばやはり何年もかかる。マソガソまで完全にみるといえばやはり 2、 3年かかるでし

ようね。」 (4 3オ）

こうし坦頚灸的な要素がまだ戌っているとはいえ、コソピュークの端入によって炉前の経験的熟練

労働は一段と客観化・裸準化されたのである。

第2には労鋤集約的作菜の機械化・自動化が進み、重筋労働が一層減少したことである。たとえ

ば、吹錬中にスロッピングして炉壁についた鋼滓を酸素吹止め後全員でパイプで削り落す作業があっ

たが、吹錬中の炉体冷却による鋼滓附滸防止によって消滅したり、また、リヤカーで行なっていた脱

酸剤準備にプラックー（バッテリー車）を導入する、等々。

「やばり力仕事が減ったということですね。前であれば、すべて力でもって作業した面があるんで

すよ。リヤカーにものをつんでそれを手投げしたとか、そういうことあるんですよ。今はそれは全部

機械化されて自動になりましたから。リヤカーは今はプラックーで物はこんだり、あるいはそれを利
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用したり、自動投入機というものも最近またつけましてね。石灰やなんか、そういうものでどんどん

.......... 6」(37オ）

第3t吋旨摘しなければならないことは、作業範囲の拡大・多能エ化による労働内容の変容である。

すなわち、 65年にはランス昇降操作が、 70年には炉傾動操作とこれに連動する受鋼台車運転が、

それぞれ転炉運転職場から炉前に移管され、先に見たように炉前の作業の中に完全に組み込まれてい

る。また、 71年 9月には同じく運転職場の 25 トンクレーソ 1台が無線化されて炉前に移管されて

おり、使用頻度は少ないが防熱板の収りはずし、脱酸剤の準備等に炉前エが運転をしている。これら

の作業は、コソビュークの操作とともに、従来の炉前作業とは異質な、機戚の運転操作である。また

これらの作業とともにその機械設備の点検整備の一部をも炉前で行なうようになっている。 ' 

「とにかく作粟廊囲は非常に多くなったわけです。たとえば炉傾動とか受鋼台車を運転するとか、

あるいは電気関係をみるとか。こういうものはすべて整備課か運転係（転炉運転職場）が担当してや

っていたわけです。それが現時点では、そういう作業が、ま、自分らの使う機戚は自分らがやるのが

建前だという観点から、そういう業務がずらっとはいってきたということで、作菜密度が非常にこく

なりましたけどもね。」 (53オ、転炉作業長）

「結局会社が考えるのは、職種は製鋼工だけども、一応、自分の使ってる機械の設備だとかね、

ただ製鋼エだからハガネを吹いてればいいというもんでなく、やはり、我々、シーケソスといってる

んだけれども電気のほうね、ああいう設備を覚えなさいということはいわれるし、我々もそう思って

るしねo ま、直す人はいるんだけども、ある程度の知識はもちなさいと。」 (30オ）

「今の状態では、集艇機とか運転関係の傾動とか受鋼台車とかラソスとかという点検は、ここでい

えば甲乙丙という人が、一応甲番はラ‘ノス関係とか、乙番は集塵機関係、丙番は副原料の関係とかっ

て区分して点検はしているoだからもう、あらかたの整備ほ炉前の人が覚えるということですね。」

(4 6オ、炉前工長）

このように多能エ化として、 60年代後半以降機械設備の運転操作、及びそれらの点検整備などが

炉前の作業に新たに加えられ、炉前工の労慟も電気・機械関係の基礎知識を必要とするものになって

きたのである。それはちょうど、一万での経験的熟練の後退の対極をなしていたといってよい。

また、多能エ化としてはこの他にも、後述する混銑炉との要員のプール化や、第 1製鋼工場転炉炉

前との技術交流、あるいは造塊との技術交流などが行なわれることもあり、炉前作業以外の作業をも

習得しなければならなくなっている。特に造塊との技術交流は、現在は中断されているが、全く異質

の職種間の技術交流であるだけに今後の帰趨が注目される。

「造塊とは、造塊掛の人が炉前にきて仕事をやったり、炉前が造塊の仕事をやったり、技術交流の

意味で前は一回やりましたo今は（炉前が4組3交替制店尊入によって）絹成替になったばかりでゴク

ゴクしているから中断していますが、将来もやらせる考えです。」 (53才、転炉作菜長）

次に、この間の要員の変化についてみてみよう o労慟者面接調査によれば転炉が現在の 5基整備2

基稼慟体制にはいった 67年頃には、転炉 1基につき炉前の要員は 9名であったという oネット要員

が6名、食事手替要員が 5回交替で 5名である（更に欠補要員が 5名おりそれをあわせると 12名に

なる）。それが 68年の「新作業体制」によって食事交替回数が最高 6回にまで増やされて 8名の要

員（ネット 6、食手 2、食事交替回数 4回）になった。更に同年、記時器が蒔入されて記録業務が簡

素化され、それまで稼働転炉1基毎に 1名ついていた記録要員が 1名削減されて 2基で 1名になり、

8 -8の要員が 8- 7 (ネット 5、食手 2)に減らされた0 7 0年 4月、 4組 5交替制への移行によ
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って食事交替回数は最高 8回になり、同時に炉前と混銑炉の食手要員がプールされて（実際の実施は

同年 11月から）あわせて 2名に減らされ、炉前の要員は 7-6になった (4 • 3制実施によって．

欠補要員もなくなっている）。そして 70年 11月、コソビュークによる記録業務のオンライン自動

化によって記録要員を廃止、現在の 6-6（ネット 5、食手1)の要員になった。

このように炉前のネット要員の変化はあまりみられないのに対し、食事手替要員の削減が大きな比

重を占めていることがわかるが、しかしそれは単に食事手替要員だけの問題ではない。すなわち、現

行要員になる前は、食事交替回数が少なく、従って 3~4時間の交替食事時間を除けば、食事手替要

員をも含めての作業が出来たのに対し、現行要員では所定労働時間のほとんどがネット要員の 5名で

作業を行なわなければならなくなっていることに注目しなければならない。その意味で、現行要員は

まさに食事交替回数を極限にした最少限要員であり、したがってそこでの労働密度もまた著しく増大

しているのである。

「コンピュークがはいってからは、仕事が簡単というよりも合理化ですねo合理化が主でないです

か。結局、肉体労働から精神面に変わったということで、疲労が、肉体よりも精神的な疲れがねo コ

ソビューク自体の操作は簡単なんだが、増産になったということで、前の倍ですからねo密度はだん

ぜん濃いですねo」 (29オ）

「いくら自動化されてあっても、やはり作業面は同じですけども、ゃはり数多いときやっていたの

と、現在少ない人間でやっているのとでは、ゃはり現在はある程度無理ですねoやはり人間がすべて

やるんですから、コンピューク活用するにしても……」 (37オ）

「コソビューク端入されて、計算は楽になったが、他の面では仕事がふえたねo結局、肉体的労働

というのがなくなってきたが、梢神的労慟というのがものすごくふえてきたわけo扱う仕事が多くな

ってきたことは確かなんですねo人員は減らされて、昔は 8名でハガネをつくる仕事だけやってたが、

今は傾励関係から集塵成関係まで全部 6人でやるようになったo守備範囲がふえて、起直機の運転も

電気歯係の仕事もやらなければならないということになった。」 (45オ）

これらの話にもあるように；一万でのコソピューク蒔入を中心とした磯戚化・自動化の進展によ

る労働の単純化・労働負荷の軽減にもかかわらず、他万での作業範囲の拡大と要員の削減によって、労

働密度は益々増大しており、特に精神的緊張の高まりがその特徴をなしているのである。

ところで、現段堵における炉前の作菜体制の特徴は、全員がどこのポジショソの作業でもこなせるよ

うになっており、各人の作莱ボジションは固定されておらず、その日その日で振り当てられるという、

いわゆる作莱のプール化が行なわれているという点にあり、平炉時代及び転炉初期との大きな違いと

なっている。

「前は分業で何か一つやっていれば、与えられた仕事一つやっていればよかったわけですo ところ

が全部、入ってきた者全部、同じょうに仕事できなければ、その一つのボジションを守ることできな

くなってきた。だから炉前でも、鋼だけつくればよかったのが、コンピュークも機械も運転のほうも

全部やらないと、それきり人がいないわけですからo平炉時代もだんだんかわってきたんですよo敢

初入った時はね、湯つくって、それを組長が出すということだったんですよ。それがだんだん変わ

ってきて、組長の仕事を工長がやるようになったんですよ。最後の決断を下すのが、それが責任もっ

てやるようになったと。転炉の場合は、そういうことやってたら作業長の仕事なんか全然やっていけ

ないわけですねoそれで、今までエ長・作業長がやっていた仕事が全員マスクーしなかったらできな

いということになったわけです。そこで、もう今はほとんど全員です。たとえば、ランス操作ならラ
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ンス操作に 1人、傾動者、測温・サ‘ノプリソグ、その時間内でぐるぐるまわっていく。同時に仕事や

るわけだから、各部所について。だから各部所の仕事を全部マスクーしていなかったらできない。」

(5 3オ、転炉作業長）

「吹錬や炉傾動・合図などはその日その日で担当を決めている。」 (36オ）

つまり、作業全体はもちろん分莱体制で行なわれるが、その分菜は固定化されておらず、全員がど

この作業でも出来、かっ、そのローテーションが日常的に行なわれているのである。こうした作業の

プール化が行なわれるようになったのは、労働者の話しによれば、 65年前後からであるが、その背

景には、もともと炉前の作業が、機械加工などにみられる連続的な流れ作業と違って、 1チャージ毎

の作業の流れのくりかえしであるということがあり、また、転炉炉前の中心作業である吹錬作業が過

度の緊張を要するために最初から交代で行なわれていたということがある。

「 1• 日に 2人が吹錬する。ということは、 1 人で 1 日やるということは無理なんですo 相当疲労す

るので、それで 4人の吹錬者が毎日交代でやっている。」 (37オ）

しかしそ加；、すべての作業のブール化にまで及んだのは、直接的には、交替食事制の実施に端を

発しているといってよい。すなわち、連続操業の為の交替食事制の実施は、各作業の担当者の交替を

必然化し、更に食事交替回数の増加と食事手替要員の削減はその範囲を拡大し全面化したのである。

ネット要負 5名で、 1名づつが順番に食事をとる体制のもとでは、各自の持場が固定されていないほ

うが合理的といえるだろう。そしてこのような体制をとるためには、全員がどこの作業でも出来るよ

うになっていなければならず、したがって後にみるように、早期戦力化・技能蓑成期間の短縮が行な

われるわけだが、それには先述した機械化・自動化の進展による経験的熟練の後退が基盤となってい

るのである。

このように、作業のプール化は、いわゆる少数精鋭主義のもとにおける作業体制という性格をもっ

ている。だが、全員がどの作業でも出来るということは、とりもなおさず、炉前の労働者の技能の平

準化を意味しており、技能上では労働者間に大きな差がなくなっているということであり、従ってま

た、技能上の格差に基づいた技能序列が崩壊してきていることを意味している。こうした事態の進行

応当然、既存の労務管理体制と矛盾せざるをえないが、その点については後に譲ることにする。

、一方、要員のプール化は、，混銑炉のところでも述べたように、 70年 11月より、炉前と混銑炉と

の間で、日常的には食事手替要員のプール化、半年毎には全要員の交替編成が実施されている。その具

体的な内容をみると、食事手替要員としては、炉前 2職場からそれぞれ 45分づつ、計 1時間半、混

銑炉へ応援に行っており、また半年毎の要員交替では、現在、混銑炉のエ長 4名と一般エ1名分がプー

ル化されており、炉前からはエ長と責任クラスが混銑炉にまわっている。

最後に、炉前に関連する社外工についてみると、サプランス操作、炉下ジーゼル運転（廃滓鍋の運

搬）、除塵ダスト処理などに数名づつ配置されているが、サプランス操作を除けば、補助的な作業分

野といってよい。それに対しサプランス操作は炉前作業の流れのなかで重要な位置を占めているにも

かかわらず、それが炉上で行なう高熱作業のために、最初から社外工によって行なわれているのであ

る。

(3) 転炉炉前常昼職場

炉前常昼撒場は、その名の通り常昼職楊で、転炉設備全体の株守・点検、休止炉の設備点検・試験

運転、脱酸剤の準備、物品の受け入れ・払い出し及び社外エが行なう小修理の監督などを担当してい

るo要員はエ長 1名、一般エ2名が配置されているが、更に 71年 12月より、退職になったクレーソ
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運転工長 1名が嘱託として配置されている。この嘱託がおかれるようになったのは炉前での機械設備

の増加と多能エ化（盤備点検）R推進のために、炉前工への設備閥係の教育を強化することを目的と

していた。

「これ（嘱託）をつけたのは、炉前でぽう大な設備をもっていて、設備に弱いということで、全般

的な教育という意味を含めてつけたものです。」 (38オ、炉前エ）

そして、一般の 2名には、炉前の責任クラスを半年交替で配置し、嘱託とともに実際の設備点検・

保守に従事させながら教育をすることになっている。

一方、社外工f江機械関係の小修理に数名配置されており、その監督は主にエ長の仕事になってい

る。なお、電気関係の小修理にも数名の社外エがはいっているが、その監督は整備課によってなされ

ている。

l4) クレーソ運転職場

クレー2運転職場の作業は、混銑炉から転炉への工程の流れのなかで、溶銑を混銑炉に受銑する際

のクレーソ運転、混銑炉から払い出された溶銑を転炉に装入する際のクレーン運転、転炉にスクラッ

プを装入する際のクレーン運転、及び転炉工場全体の機械設備の点検作菜である。なお、点検作業は、

甲番は炉前常昼職場が行なっており、乙・丙番を担当している。クレーソは現在溶銑クレーン 2台、

スクラップクレーソ 1台の計 3台が配備されている。

運輯脚椒叫侑梃の変化をみると、転炉がる基整備2基稼慟になった 67年頃には、クレーン運転の

他に炉傾動操作・副原料巻上げコソベア運転の作業があったが、 70年 4月には炉傾動操作が炉前に

移管され、 71年 10月には副原料巻上げコ‘ノベアも完全自動化されて炉前の所管になり、運転職場

の作業はクレーソ運転と点検作業だけに縮少された。ー万、クレーソも、スクラップクレーン 2台で

作業をしていたが、 69年 7月よりスクラップの装人方法が 1バック装入になり、 1台 (25トンク

レーン）は無線化されて 71年 9月に炉前・炉前常昼職場に移管された。同時に残ったスクラップク

レーンは巻上能力を 40トソから 85トソに改造され、また溶銑クレーンも巻上速度を 7.25%から

1 2条に改造されるなど、それぞれ能力向上が図られたo更に、混銑炉のところでも述べたように、

クレーソの玉掛け合図も無人化されてクレーソ連転者の熟練的操作にゆだねられるようになった。こ

のように、運転職場の「合理化」は、クレーソ連伝と点検作莱への作菜範囲の縮少という点に特徴が

あるが、しかし、クレーソ連転自体は、クレーンの能力増強と自動玉掛化によってより多くの熟練と

緊張を要するものになっており、また作業の縮少に伴って、要員も大巾に減らされてきている。すな

わち、 67年頃には、クレーソ運転4名、炉傾動操作 1名、副原料巻上コソベア運転1名、点検作業

1名、食事手替要員 2名の計 9名の要員で、更に実際にはオーバー配懺で 13名いた。

「（昭和） 36年当時は、転炉は 1基しか稼働していなく、それで最初は 8名だった。それが転炉

が2基稼働になって増えて 13名。 13名は、オーバー要員をかかえていたo というのはすぐには配

転できないので、いずれは名古屋や大分にぬけるということの含みで、除々に決められた定員におさ

めていこうということだった。」 (42オ、エ長）

それが先にみたような作莱晦囲の縮少に伴って、現在ではクレーソ連伝 3名、点検作業 1名、食事

手替要員 1名の計 5名の要員に削減されているo従って作莱範囲は稲少されても、労動密度が益々高

まっていることは他の職場と同様である。

各作業への人員配置をみると、エ長は主に点検作菜を担当するが、他の要員は 3台のクレーソをそ

れぞれほぼ1ヶ月交替で担当しており、従って技能は乎準化しているといってよい。
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ところで、運輯殿場の「合理化」でもう一つ注目しなければならないのは、多能エ化と称して、第

2製鋼工場内の他のクレーソ運転職場との統合が現在推し進められていることである (7 3年 2月

調査時点では提案中）。第 2製鋼工場には、転炉のクレーソ運転職場の他に、造塊場とモールドヤー

ド（鋼塊置場）にクレーソ運転職場があるが、この三つの職場を統合するというものであるo次の労

働者の話は統合が提案される前のもの (70年 11月調査）だが、彼の予測が現実化したわけである。

「これははっきり予測できるかどうかわからないけど、僕の感じとして、たとえばうちの運転が今

7人になるo将来また技術革新かなにかによって 3名か 4名になった状態になるわけです。で、うち

に造塊クレーン、モールドクレーソがあるo作業内容は全然違う。たとえばそういうかたちになると、

その人がどこへ行っても通用するo どの起重機に乗っても通用すると、そしてそれが一つの多能エ化

だと、なんでもできますよと、そういう意味があるんじやないかと思います。」 (32オ、エ長）

このクレーソ連娠搬場の統合が意味しているものは、一つは多能エ化ということだが、その目的は

クレーン運転要員の機動的配置による削減と食事手替要員の削減、特に後者の削減にほかならない。

すなわち、現在のネット要員 4名、食手 1名の配置では、所定労慟時間のうちの半分近くはネット要

員をオーバする 5名作業になっており、食事手替要員の効率としてはあまり高くないので、その効率

を最大にしようという志向が働いているのである。

「今、炉前・造塊・モールドヤードのクレーソの統合が提案されている。 7名減が提案されている

が、 7名までは減らないだろうが 3名ぐらいは減るだろうねo結局、ちよっと新しいかたちなんだけ

ど、今まで、合理化というと、どっか省力化するとかなんとかって名目きますねo ところが全然省力

化もなくて、組織をいじるだけで人を減らすという。」 (38オ、炉前エ）

最後に社外エについてふれておくと、運転職場には直接は社外エがはいっていないが、その前工程

であるスクラップの工場への搬入、スクラッブシュートヘの装入、シュートをクレーソでつる際の玉

掛け合図などは社外工によって行なわれている（主管は原料課）。

(5) まとめ

以上、各職場における設備「合理化」、人べらし「合理化」の展開過程と、そのなかでの労働内容

の変容をみてきたが、次の 6点にまとめることができる。

まず第 1tこ、この数年間だけをみても、人べらし「合理化」が急速にすすめられたことであるo常

昼職場を除く転炉工場全体の 1直分の要員を比較すると表 2-1のように、わずか 4年あまりの間に

1 0名、実に 34.4笏が削減されていることが

わかるo工場全体では、労慟者面接調査によれ 表2-1 転炉工場の要員の推移 (1直分）

ば、 70年 4月以降でも、 11 0名中 30名が

減らされたという。

こうした人べらし「合理化」は作業の戚戚化

・自動化、作業万法の「合理化」、食事交替回

数の増加などに負うところが大きいが、それら

を基盤として混銑炉・炉前間での要員のプール

6 9年

7 0年 4月

7 3年2月

混銑炉 炉

5名

5 

2 

前 述 転 計

1 5名 9名 2 9名

1 3 7 25 

1 2 5 1 9 

化、炉前・運輯閉での作業匝囲の再韻成、第 2裳鋼工場内運転職場の統合等々の職湯の再韻成がドラス

チックに進行していることが第 2の特徴である。

第5には、特に炉前において、多能エ化として、クレーソ運転や機戚設備の簡単な整備技能を習得

することが要請されていることである。
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第4には、これも特に炉前においてだが、平炉から転炉への転換、コソビュークの郡入などによっ

て、経験的熟練の一貫した紀艮をみることができる一万、作業範囲の拡大・多能工化と相挨って、電気

・機械の基礎的な知識が必要とされるようになってきたことである。

第5の特徴i文少数精鋭主義のもとで作業のプール化が行なわれ、職場内での技能の平準化がすす

んでいることである。

最後に底炉工場にはいっている社外工は、基本的には補助的作業あるいは高熱作業に従事している

ことが特徴である。

3 作業のプール化と技能序列の崩壊

転炉工場においては、少数精鋭主義のもとで作業のプール化が行なわれ、技能の平準化が進行して

いることはすでに述べた通りであるが、そのことが、職湯秩序にどのような変容をもたらしているか

を特に炉前職場を中心に検討してみよう o

まず、平炉寺代の炉前職湯の楷造は、先に紹介した労働者面接調査などから次のように想定するこ

とができる。

平炉炉前の作業は、労動集約的な直筋作業と長期間の見よう見まねで習得していく経験的熟練作業

が両極をなしており、それに対応して、職場の労働者集団も、直筋作業に固定される不熟練労働者部

分と、経鹸的熟練を習得していく基幹労働者部分とがかなり明確に区分されていた。そして、基幹労

慟者部分のなかでは、経験的熟練の習得段階に対応して、熟練の体現者である組長を頂点とした伍長

一棒心ー一番ーニ番一三番…•••という画然とした技能序列がイソフォーマルに形成されてお

り、この序列はまた勤続年数序列とも対応する年功序列であり、その最底辺に不熟練労働者部分が見

習い工をも含めて位置付いていた。

「昔の平炉の頃は、軍隊の階級みたいなもので、組長一伍長一棒心ー一番ーニ番一三番

という序列があったo」 (53才、転炉作業長）

こう上担平朋寺代のいわゆる年功的職場秩序9'ま、転炉になって不熟練労慟者部分が排除されるとい

う変容をうけたが、イソフォーマルな序列はそのままうけつがれ、更に職務給を基礎とした職務序列

によって補強されたoすなわち、炉前の職務給上の職務は、 「転炉炉前工長」・「転炉吹錬合図」．

「転炉炉前」の三段階からなり、現在それぞれ 22級、 19級、 18級の職級がつけられているが、労

慟者の間では、エ長と「転炉吹錬合図」が”吹錬者，，、 「転炉炉前」が”吹錬補，，（又は”非吹錬者，，）

と称され、要員ほ吹錬者がエ長を含めて4名、吹錬補が2名となっている。吹錬補ほ吹錬作業には従事しない

ことが建前となっており、このような技能序列とそれを背景とした職務序列が、勤続年数序列と対応

して職湯の秩序を形成していたが、 67年の第 3号転炉建設による工場拡張以降大批の配置転換者

が流入し、動続年数序列は工場経験年数序列にとってかわられたといってよい。

し力北少数精鋭主義の追求は、全員がどの作業でも出来る体制、作菜のプール化を必然化し、した

がって吹錬者内部での技能の平準化をもたらしたo

一方、吹錬補も作業習得上、吹錬作莱に全くノークッチだったわけではない。

「全部が同じというまわり万ではないが、吹錬者が 3回吹錬まわったら、吹錬補が 1回。ま、 tこい

たい 1ヶ月に 3回位ですね。この人たちは。そういうふうな順番でまわるから、どうしても、合図す

るとかサンブリソグ、炉1頃動する率の多い人はこの人たちですね。」 (43才、炉前工長）

「非次錬者は吹錬作莱の準備、脱酸剤などを。 3対 1の制で吹錬をやらしているが、職務給が進う
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ので公然とは吹錬できないoだけども、できないでもって、ずるずるベックリでいったんではうまく

ないから、やはり仕事にもなれさせんとうまくないということで、 3対 1ぐらいの割で、だいたい月

に2Dチャージぐらい吹かせている。」 (43オ、吹錬者）

そして少数精銑ヒ義の追求は経験的熟練の後退を背景として技能習得期間の大巾な短縮を可能にし

たo従って、吹錬補が吹錬作業に従事するのは、その習得の為という意味合ももちろんあるが、それ

は、次の労働者の話しにもあるように炉前に配属されてからせいぜい一年間位のことであり、それ以

降は吹錬者も吹錬補も技能上の決定的な差はなく、作業のプール化の体制に組みこまれているといえよ

う。

「一人前になるには、個人差もありますけど、もう先雖だとかそういう人のアドバイスをうけない

で自分の考えでもってパソバンやっていくとなると、 1年位かかるんでないですか。 1年位である程

度はねo （吹錬者と吹錬補との技術上の差は）ほとんどないようなもんですけどもねoやはり我々、

鉄をつくることに対しては、成分はずれをすこしでもなくそうということでもって一生懸命になって

るんですからね。まかせっきりにしておけばやはりちよっと不安だという点があるから、なんとなく

みてやったり、アドバイスしてやったり。ま、彼らに言わせてみれば、そんなことわかってるんだと

いうような気持だろうと思うんですけど、やはりなんとなく言ってやりたいような気持になってくる

んですよね。ま、易しい鋼種でしたらね、もうだまって、すきなようにやらせてるんですけどね。」

(4 3オ、吹錬者）

この労働若坪旨摘するような吹錬者と吹練補との技能上の差は、むしろ吹錬作業に従事する回数が

少ないことからくる人為的な差という側面が強いとともに、吹錬者はその差を過大視する傾向にあると

いってよいo吹錬者と吹錬補の技能上の差が決定的なものではないことは、吹錬補が作業を習得して

も吹錬者に欠員が生じない限り、上にはあがれないということに端的に示される。

「（吹錬者になるには）これがね、上がつかえているからね、なかなか、その、今、そうでしよ

うね、まだ 5年も 6年もたっても、まだ非吹錬者のままでいる人もいるしね。ま、それはちよっと一

概には言えないけでも、順調にいって 3年から 4年位すると、だいたい吹錬者になれるんでないです

かね。ま、かなり実績がいるけどねo一人前になっても吹錬者になれないのは、今んところ、しかた

ないんですねoだからそのままですo上がつまっている間は。」 (43オ、吹錬者）

このようtこ一方では少数精鋭主義のもとで技能養成期間が短縮されて、 1年位で一通りの吹錬作

業ができる、いわゆる一人前とみなされるにもかかわらず、しかも、 3対 1の割合とはいえ現実に吹

錬者と同じように吹錬作業に従事するにもかかわらず、職務給の枠組の故に、吹錬補は吹錬者と格差

付けられているのである。従って、職務序列はもはや技能序列という裏付けを失い、資本恣意的な格

差付けに純化されているのである。しかしそれは次の二つの点で矛盾となる。

第1に、資本の追求する少数精説主義が必然化した作業のプール化にとっては、固定的な職務の格

付け—職務序列は逆に足枷になるという点である o しかしこの矛盾は、今のところはなしくずし的

に吹錬作業をやらせることによって、回避されているといってよい。だが、それ故にこそ第 2に、吹

錬補—吹錬者、更にはエ長という職務序列の不合理性は労働者の前に露呈されざるをえないのであ
る。

「僕たちは、全員がそういう仕事できるんだから、全員吹錬をやらせて、全員同じ戟務給というの

はたえず要求はするが、ゃはりそういう点では、会社がいかに安く使うかということが、それと同時

に、差別をしていることには、一つは、会社がうまく使える条件にもなるんだろうからねoそういう点
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でなかなかなくならないんだよね。」 (36オ、吹錬者）

「同じ職協こいて、 ランクがあるのはちよっと矛盾している。今、みんなプールだからねo僕たち

はかなり知識的にダウ‘ノしてるわけさ、知識という面でo ということは入ってまだ何年もたたないと

いうことで賃金がカットされるoやっぱりね、たいした変わらないよoやっぱり自分で言うのもなん

だけども、やっぽり一人前だからさ。そういう査定されるのはおもしろくないですねo 入って一年目

っていうんだったらねoもう足かけ 4年にもなるoやっぱり一丁前の金もらいたいo俺は知識低いか

ら使ってないかといえば、そうじやないんだよねo人一倍つかうからさoだからその辺がね。」 (2

1オ、吹錬補）

「職務給は僕は不満ですね。、やはりそういうことで人間を評価されること自体が不満なんですわo

同じ作業を皆、一生懸命やってるんですからo年令あるいは基本給面ではやむをえないですけどね。

そういう面で人間を査定するということは不満ですね。」 (37才、吹錬補）

特にエ長とそれ以外の吹錬者との間には、かってのような確然とした技能上の差はほとんどなく、

往々にして•その逆転すらみられるのであるが、それは、第 3 章でみるように、今日ではエ長や作業長

は、資本にとっても、作業の熟練者としてはもはや位置づけられていないからに他ならない。ところ

で、技能序列の崩壊は、同時に工場経験年数序列をも無意味なものにしているo 図 2- 4 fま炉前 3

図2-4 転炉炉前職場の労働力構成
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麟の年令・勤続購成を表わしたもの

であるが、エ長・吹錬者・吹錬補とい

う職務序列との関係では、年令・

勤続年数序列が崩壊していることは一見

して明らかである。このデークでは、炉前

での経験年数がわからないが、高年令•高

勤続の吹錬補は最近混銑炉などから配置転

換してきた者であること、また表2-2な

どからも、炉前での経成年数が、職務序列

とほぽ対応しているといえるが、しかし、

それはもはや結果的な対応でしかない。そ

して最近ではむしろその不対応が特徴をな

しているのである。たとえば図 2-4の(1)

職場の 24オと 26オの労働者は、共に富

士高エ（富士製鉄室蘭高等工業学校）卒後

直ちに炉前に配属になり、しかも 26オの

労働者は一度吹錬者になったことがあるに

もかかわらず、調査時点では職務序列は逆

転じているのである。

「A(2 4オ）とB(2 6オ）との連い

は、仕事やらせりや、やるんですよ。だけ

どね、やる気あるかないか、すなわち積極

性ですねo槙極性がすこし欠けてるんですよo能力はもっていても、それを・充分発揮しないoだから

前は年令とかなんとか、一応、年功序列型ですか。そういうのがあったけれども、とにかく今、年令

（資料） 70年11月の労働者面接調査より作成

（注） 年令
〇印ほ吹錬者、並び順は序

勤続年数
列を慈味していない。
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表2-2 転炉炉前の労働者の属性

年 令 勤続年数
炉前経験

備 考年 数

4 6オ 2 3年 2 3年

工 長 4 1 2 3 2 3 

3 5 1 1 1 1 6 1年より転炉

4 5 2 3 5 6 7 年平炉•原料関係から配転

吹 錬 者 4 3 2 5 1 7 6 5年平炉炉前から配転

3 6 1 1 1 1 6 5年平炉炉前から配転

4 9 2 3 5 6 7 年平炉•原料関係から配転

非吹錬者 3 7 1 1 2 7 D年混銑炉から配転

1 9 1 1 

（資料） 7 2年8月の労働者面接調査より作成

（注） 平炉炉前の経験は、炉前経験年数にいれている。並び順は序列を意味しない。

にはそう関係なくなってきましたね。もうやっていけないんですからどうにもならんですねo Bもや

らしたらやるんですよo だけど、今ね、人に云われてやるよりも、自分自身でやらにや、エ湯もって

いけないんですo 自分で、たとえばね、脱酸剤運べと言われなくても、大体の仕事はわかってんだか

らね、先手先手打っていかないとまにあわないということですね。」 (53オ、転炉作業長）

こうした作業長の話や、あるいは次の労働者の話にもみられるように、今日では、技能序列はもち

ろん、エ湯経験年数序列も崩壊しつつあるのである。

「ある程度、前には年功序列型みたいのがあったんですけどねoここ 2~3年、というより去年

(6 9年）位から、会社年功が残くてもやる気があるやつは上にしてあげていくと、そういうかたち

なんですよ。それで今まで四番ぐらいにいたのがすぐ責任になったり、普通だったら、三番から

責任になって、四番から責任になるってことはほとんどなかったわけね。そしてたとえば、責任にな

ったら下へおろすということもほとんどなかったけれども、去年の 11月頃の組替えから、それがや

られたんだねo結局、やる気があるやつをどんどん抜てきしていくんだって、そういうかたちで。」

(3 6オ、炉前エ）

以上、炉前職湯における職湯秩序の変化をみてきたが、要するにそれは、経験的熟練の年功的修得

過程を甚盤とした技能序列と、それに対応する勤続年数序列あるいは工場経験年数序列とを柱とした

いわゆる年功的職場秩序が、一方での設備「合埋化」による経験的熟練の後退と、他万での人べらし

「合理化」＝少数精鋭主義による作業のプール化の進行のなかで崩壊してくる過程であった。そうし

た中で特に作業のプール化のもとでの技能序列の崩壊は、技能序列の外被をまとった職務序列との矛

盾を深め、職務給体制の基礎をおびやかしつつある。それは要員のプール化の場合にもあらわれてい

るoすなわち、炉前と混銑炉との半年毎の要員交替では、炉前から行く工長・責任クラスには混銑炉

の職級（エ長 21級、一般 18級）がつくために、職務給はダウンし、そのことに対する不満もくす

ぶっているo 次の労働者の話にあるように、当面はエ長・責任クラスという立場上それは顕在化して

いないが、要員のプール化が更におしすすめば、いずれは問題となってくるであろう。

「戦務給ほ炉前にいるのと混銑炉と違うんですよo こっちへ釆るとダウソするんですよね。ー応、
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交替で行くからということでなぐさめているわけですo ま、結局そういうこと言えないような立場の

人がまわされるから……o 」(37オ、炉前工、現在混銑炉配属）

一方、同じ転炉工場でも、クレ＿、ノ運転職場の場合は、作業のプール化による技能の平準化＝技能

序列の崩壊に対応して、職務給のプール化が行なわれているのが特徴である oすなわち、クレーソ運

転職場の職務給止の職務は、 「クレーソ運転工長」・「クレーソ運転段取」•「クレーン運転」の三

階梯で、それぞれ、 20•18•17 の職級がつけられているが、エ長を除く「クレーン運転段取」

と「クレーソ運転」の職級はプールされてその平均が全員につけられているのである。

連このような職務給のプール化が行なわれている背景には、現行職務給になる 71年 10 

月以前は、エ長と一般の 2階梯であったことから、新職務給蒔入後も職場の実悪に則した合意が得や

すかったという経過がある。しかし、いずれにしても、職務給のプール化は、職務給体制の矛盾を露

呈し、その一定の形骸化をおしすすめるものといえよう。

第 2節 第 2線材工場における「合理化」と労働

ー 生産工程の概要と職場編成

第2線材工場（以下、第 2線材と略）は、職制上は線材工場第 2線材掛と呼ばれており、 6 9年

9月に 40 0万トソ体制の一角を担って操業開始し、同年 11月より三交替の本格操業にはいった最

新鋭工場である。ここでつくられる製品は、直径9~ 3 6ミリの線材・バーイソコイルで、その 7割

以上が第1線材工湯でつくられる普通線材とは競合しない硬鋼線材（長大橋・つり橋用）や磨棒鋼用

・機械檄造用バーイソコイルなどの高級品種である。年産能力は 71年 1月の第二期工事の完成を経

て42万トソ、室蘭製鉄所の鋼材生産能力の約 2割を占めている。

図2-5 第 2線材工場生産工程図
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第2線材の生産工程は、図 2-5に示すように、材料精盤工程、圧延工程、成品精整工程の三工

程からなっている。
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材料精整工程では、第 1鋼片工場から送られてきたビレット材を検査して表面のキズなどの手入

れ加工を行ない、手入完了材は加熱炉に装入する時期が来るまで、圧延寸法・順序別に山稲される。

圧延工程では、まず圧延製作指示に従って所定鋼材が加熱炉に装入され、所定温度まで加熱して、圧

延機に送られる。圧延機は圧延中のキズの発生を少なくするために、水平圧延機と垂直圧延機が交互

に組み合わされており、粗圧延 4台、中間圧延 4台、 1仕上圧延 4台、 2仕上圧延 4台、 3仕上圧延

4台の計 24台あり； 1~3仕上圧延は圧延寸法によって選択される。圧延仕上速度は 9ミリの場合

で最高秒速 3Dメートルになる。圧延された成品は捲取機によって一本づつ捲取られ、次工程へ送ら

れる。成品精整工程では、捲取られた成品の検査をし、結束・秤最して成品倉庫（出荷課）へ送り出

す。

以上が生産工程の流れであり、それは最新鋭工場として多くの特徴を有しているが、ここではさ

しあたり次の 3点を指摘しておこう。

まず第 1 には、コソビューク・トークル・システムがと•られていることである。図 2 - 6に示す

ように、第2線材には、圧延・成品精整工程にプロセス制御用コソビューク「HIDIC-100」が配

置されており、また材料精整工程にも中央（機械計算課）の大型事務用コソビューク「HITAC-

図2-6 第2線材工場コンピュータ端末機器配醤図

中央側主計算機(HITAC-8400)
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（資料）『標準化と品質管理』 19 7 2 • 2 1 Vo 1•24, NO・ 2 

（注） ▼印ほトラッキソグ用検出器。中央側主計筑機Hrnむ8400は72年 9,..,12月にHIT/C8450に更新

された.,

生産工程の表示の仕方は図2-5とは合致しない。

8 4 5 0」の端末機器が配置されている。コソビューク・トークル・システムとは、これらの制御用

コソピュークと事務用コソピュークを通信回路で結んで対話させ、生産計画と製造工程の管理を一元

-1 3 4-



化することであり、具体的にほ、材料仕入管理•生産管理・納期管理・入出庫管理などのコンピュー

クによる集中管理が行なわれている。

第2tr..,枯料精整工程が第2線柏こ所属していることが一つの特徴をなしている．というのは、他の

圧延工場の場合、材料精盤工程はその前工程である分塊工場（職制上は第 1•第 2 鋼片工場）の側に

所属しており、圧延工場の工程は加熱炉から始まるが、第 2線材の場合は材料精照工程から始まって

おり、他の圧延工場とは異なっている。それは、先に述ぺたコンピューク・トークル・システムが材

料段階からの集中管理を日的としているからに他ならないが、特に第 2線材に於て材料段階からの集

中管理が要求される所以は、第 2線材が、大最生産工場というよりはむしろ多種小盤生産であること

からくる作業稼働率の向上、圧延ロール組替管理の効率化の追求にあるといってよいだろう n

第 3の特徴は、言うまでもなく自動化とコンピューク管理を大巾に取りいれた最新鋭工場であり、

全体が極めて少ない要員によって動かされていることである。従って第 2線材においては、 「合理囮

の進展過程というよりは、最高度に「合理化」された工場における労働の特質をみることができる。

次に職場緬成についてみると、全体は 5つの職場からなっている。すなわち、材料精整工程には

材料職場、成品精整工程には成品職場があり、圧延工程は圧延機等の運転を担当する運転職場と圧下

調整・スクンド整備等を担当する圧延職場とに分かれる。そして、その他に部品管理及びロール旋削

研磨を担当する部品管理職場がある。勤務形態は、部品管理職場のうちの部品管理担当が常昼のほか

はすべて 4組 3交替であるが、調査時点 (72年8月）では減産体制のため 3組 3交替制がとられて

いた。各職場の人員編成 (4組3交替時の正規の要員）は図 2-nこ示す通りで、自動化とコッピュ

図2-7 第2線材工場の職場人員編成

材料作業長 1 -—材料工長 1 X 4 — 2X4 

圧延工長 1X4 — 7X 4 

疇作業長1X 4 
第2線材鰈 --j-f'J'!lH! 1 x 4 {運転工長1x4 6x4 

部品管理作業長1ー一部品管理工長1-］:＿ 3 

（ロール旋削研磨） 2X4 

（資料） 労働者面接調査より作成。

（注） 4組3交替編成時の人員、括弧内は1直分人員。
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ーク管理の大巾な採用の結果として非常に少ない要員であることが特徴だが、そのことは同時に、表

2-3にみられるように、社外工の占めるウニイトの高いことを意味しており、下請化率は一直分の

表2-3 工程別本エ・社外工数

材 料 精 整

圧 延

成 品 精 整

計

本 工

1 2 C 3) 

72(21) 

24(6) 

108(30) 

(7 2年 8月現在） （資料`） 労働者面接調査より作成—

社 外 工

81(27) 

54(18) 

66(22) 

201(67) 
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（注） 括弧内は1直分の要貝．部

品管理は圧延工程に含まれる。

工長（社外工の場合は班長）

までの人数．本工は 4組 3交

替編成時の人数で現在数では
ない。社外工は3組3交替制

をとっている．



要員で 69. 1%•、全体でも 6 5. 0劣と、直接部門のなかでは群を抜いて高い比率になっている。それ

は特に、材料精整・成品精盤の各工程での社外エが多いからで、これらの工程は後にみるように、本

質的には社外エ職場といってもよく、本エ・社外エ編成という点でも第 2線材は典型をなしているの

である。従ってここでは、特に社外工職場をも含めた分析が不可欠であり、それ故以下では工程毎に

その内容と、そこでの労働の特質をみることにしよう。

2 職場の「合理化」と労働の特質

(1) 材料精整工程

材料精整工程は、本工の成品職湯と、社外工の材料工程班・材料精整班とによって担当されてお

り、前者3名に対して後者27名の描成である。

図2-8 材料精整工程作業工程図

鋼片→ （クレーソ運転）→慮賢闊→ （クレーソ運転） （多叫）→(；ぞこ）→ （ク圧馨）→品鰭

主回 ［一贋疇） （クV-]転）

（ ）社外工作業

二本工作業

↓ 
-ノ↓

加熱炉←（烏惰）←（畑テスト）←手入完了材仮麟←（クた項転）≪悶孟1鍔グ）

亨 三
工程の流れを詳しくみると（図 2-8参照）、まず第 1鋼片工場からトラックで送られてきた鋼

片（ビレット材）を受入れ、その規格•本数等をコソビュークの端末器にイソプットし、圧延順の振

当•最適山稜位置をコソビュてクに決定させ、アウトプットされた山租指示に従って未手入材置場に

山蹟する。一方、未手入材の手入指示を端末器からアウトプットして、それに従って加工ヤードヘ運

ぶ。以上が第 1段階である。第 2段階では、加工ヤードに運ばれてきた未手入材をツョットプラスト

でスケール除去し、マグナークローでキズを検査してからキズの研磨あるいはスカーフイソグ（溶削）

を行ない、その後、抜取検査をして合格材を再び端末器にインプットし、アウトプットされた山戟指

示に従って手入合格材置場に山租する()そして第 5段階でiな端末器からァゥトプツトされる払出指

示をもとに手入合格材の圧延順番を判断して圧延工程すなわち加熱炉へ払い出すと同時に、端末器に

その規格•本数等をインブットする。

以上が材料精整工程の流れであるが、全体はコソビュークによって管理され、その指示によって

動いている。

この流れの中で本工が担当している作業は抜取検査、払い出しの判断、 5台の端末器へのインプ

ット及びアウトプットに基づく山稜指示・払い出し指示など、要するに流れのなかの点であり、それ

をつなぐ線をなす鋼片の移動及び手入加工は社外エが担当している。従って本工作業の特質は端末器

の操作と社外工への指示という点にあり、特に端末器のオペレークーとしての知識が要求されること

はもちろんだが、更に作業指示も単にコンピュークからの一方的なものを社外工に伝達するというだ

けではなく、コンピュークとのメッセージ交換で得た情報をもとに作業者がその時点での周囲条件

にもとづいて最終的意志決定を行なう対話方式が採用されているために、作業者自身にも高度の判断

力が要請されているのである。

一方、社外工作業についてみると、鋼片の移動はすべてマグネット式クレーソで行なわれ、材料

工程班 (1 4名）が担当している。従ってそこでの作業はクレーソ運転と玉掛合図が中心

である。また手入加工は材料精整班 (13名）が担当しており、その作業はショットブラスト、
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マグナークロー、研削機などの機械運転と肉体労働的なスカーフィング作業である。このように、

社外工作業は、スカーフィング作業を除けば機械の運転操作が中心であり、その意味で機械化さ

れた社外工分野という 60年代後半以降の一つの特徴をあらわしているが、他方、本工作業との

対比では、自動化・コンビューク化されていない作業分野という対照的な特徴をもっ七いる。

しかし、この工程における社外工の最大の特徴は、それが完全にライン化しているという点

にある。工程全体は本工の扱うコンピ・ュークによって管理されているとはいえ、社外工の職場は

工程の流れそのものであり、本工の管理とともに、この工程の継続の主体をなしており、従って

この工程は質的にも量的にも実質的には社外工職場といってさしつかえないのである。

(2) 圧延工程

第2線材工場の中心工程である庭延工程は、前後の材料精整・成品精整工程とは違って、完

全な本工職場であり、社外工は後述するように補助的作業にしか従事していない。

圧延工程は運転職場と圧延職場に分割されるが、こうした職場編成はこの工程の最大の特徴

をなしている。というのは、これまでの圧延

工場の職場編成では、たとえば表 2-4の同

じ線材工場の第 1線材掛の湯合のように、更

に細かい職場に分かれているのが通例であり、

特に加熱炉はどの圧延工場でも独立した職場

であるのが普通であった。それが第 2線材で

は、大きく二つの職場に再絹統合されている

のである。それが可能となっているのは、第

2線材の圧延工程がプロセス制御用コンピュ

ークによって大巾に自動制御化されているか

表2-4 線材工場第1線材掛圧延工程

の職場編成（エ長単位）

加 熱 職 場

粗 圧延 職 場

仕上圧延職場

電 機 職 場

（注）捲取機ほ仕上圧

延に屈する。

らにほかならないが、しかしこうした職場編成は、従来の職種の範囲を変え、後にみるように多

能エ化の典型となっているのである。

以下、運転・圧延各職場と、更にそれに附属する部品管理職場の労働の特質をみていこう。

①運転職湯

圧延工程のすべての機械設備すなわち加熱炉・圧延機・捲取機・クレーン等の運転は運転職

場が担当している。そこでの作業と配置要員

は表 2-5に示すように、加熱炉運転 2

名、総合運転 1名、捲取運転 2名、クレ

ーン運転 1名、そして食事手替要員が 1名

である。以下、具体的にその作業内容をみ

ていこう。

加熱炉は、炉床が移動しながら材料を圧

延機へと運ぶウォーキング・ハウス式で、

基本的には自動制御化されている。従って、

加熱炉運転は炉床のスピードを調整する抽出

運転作業と、温度調整をする操炉作業か

らなるが、それら（ま加熱炉運転室で、テレ

表2-5 運転職場の作業名と配置要員

(1直分）

作 業 名 要員

加熱炉運転 2 

総 △ロ、 運 転 1 

捲 取 運 転 2 

クレーン運転 1 

食 事 手 替 1 

計 7 

（注） 4組3交替時の正規要員
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ビ画面 4台とコンビュークのC,RT画面を監視することが中心である。抽出運転作業は比較的容

易とされるが，，操炉作業は現在の段階では次の労働者の話にもあるように、ある程度経験的な熟

練が必要とされている。

「炉には必ずゲージがついていて、炉の中が何度になれぽ（カネが）何度になるというあれ

があるわけですよ。だからといってそればっかりにたよっていると、実際は焼けて色赤いんだけ

れども、温度が出ないというかたちもでてくるわけですれ機械である以上ね。そういう時にそ

の温度計だけをたよりにして焼いたんでは成品が大変なことになるわけですね。だから加熱やる

人間というのはカネの色をみて、そのものはそのものでおいて、カネの色を見に行ってっカネの

色で判断しなければならないということもあるわけですね。それからガスというの氏焼き方に

おいても、 ガスの巌、空気の盤、それによって完全燃焼とか、それがあるわけです。その加減の

仕方によってほガスが沢山くってもわりと焼けないとかということもあるわけです。だからそう

いう面では割と、なかなかむつかしいわけです。」 (43オ）

次に総合運転の作業は．総合運転室でテレビ画面 6台と CRT画面を監視しながら加熱か

ら捲取に至るまでのライソに指令を出しまた圧延機の作動・停止、ロール回転数の調整、水・

油の調整などを行なうことであり、圧延工程の中枢をなしている。基本的にはコソビュークによ

って自動制御化されており、従って監視作業とトラプル発生時の処置などが中心であるカヽ高度

の精神的緊張と状況の瞬間的かつ適確な判断力とが要求され0運転職場の中では一番難かしい作

業となっている。

「総合運転は一番難かしい。各箇所に人がいなくてラインが大きいわけです。監視をしなく

てもいいところというのはスビーカーがついていて電話で応答できるようになっている。見えな

いところはその放送によって、むこうから連絡がくる。それを総合運転で聞いて判断

しなければならない。テレビは監視すべきところがあるわけです。で、総合運転というと

ころは全体を一括しなければならないということで、加熱の状態もテレビやなにかで見

なければならないし、 ま、人いるんですけれども、それもみなければならんし、捲取の

状態も、 うまく捲取っているかどうか、今故障になっていないかという、ま、故障にな

れば捲取からすぐ総合に連絡がくることになっていますけども、人間がみて、これはい

かんということで連絡するには時間があるわけです。で、カネの流れというのがものす

ごく速いので少しでも早くあれしないと安全上非常に危険だということなんです。で、

総合運転にテレビがあって、それによって判断するわけです。で、． これはおかしいとい

うことになるとすぐ停止状態をとらなければならない。それの判断もしなければならな

いしで、難かしさというのはものすごいんですよね。それから、信号があるわけですよね。たと

えば各ラインによってOKのときには何ランプをつけるとか、そういうラソプの指示があるわけ

です。それがついたり消えたりして、その他にインクーホーソによって連絡があるわけです。そ

れを総合する。こっちの方でOKといっても、まだ捲取の方でラソプがついているとか消えてい

るとか、あるわけですよね。その時には出させない、とかも総合の仕事てその他に回転数をみ

なきゃならんで警報はみなきゃならんでしょ。で、何ごともなくそのものだけに集中してる時な

らいいんですけれども、集中できないわけですよ・ねp 連絡事項がありますね。一斉放送｀連絡放

送。それを聞いて、判断して、適確な指示を出してやらんきゃならんし、それから故障の表示が

出ると、すみやかに連絡してチェックしなきゃならんし。機械というものは正確であって｀正確
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でないんですね。たとえば故障がおこれば>―応替報リンがなるようには組まれてるんですけど

も．警報がならないで故障している場合もありうるわけです。だからそれを監視していなければ

ならないわけです。それも監視しなければならないということで、非常に神経使うわけです。」

(4 3オ）

すこし長く紹介したが、総合運転における監視労働の実態がわかるだろう。これらの作業は、

原則として一人で行なうことになっているが、実際上は、その作業スパンが広すぎるために、後

にみるように職場内のやりくりによって 2名配置となっている。

捲取運転の作業は、捲取機の作動状況の監視、回転数の調整（基本的には自動制御）、成品

濫度のチェック、成品精整工程の移送コンベアの監視など、テレビ画面 7台と CRT画面をみな

がらの監視作業と、更に、設備的な欠陥から捲取られたコイルの端末がおちるのをひきあげる作

業からなっているが、後者の端末ひきあげの作業は人力でやる高熱作業のため、 3・0分交替で行

なわれている。

「捲取運転は精神的にも肉体的にもきついですね。肉体的につらいということと暑いという

こと。コイルのそばですから。今はまだ欠陥があって端末がおちるんですよ。おちたのほってお

けばいいようなもんだけど、それほっておくと、コンペアで移送していくんですが、その間でひ

っかかって熱いコイルがガサッてなっちゃうんですよ。すると成品にならんですからね。それを

防止するために端末をあげるんですよ。あれがまた、コイルのすぐそばに行きますから、熱いん

ですよ。だから肉体的負荷と精神的負荷が両方あわさって、それが一番つらい仕事ですね。」

(3 0オ）

最後に、ロールショップとの間でのロールの移動、ロール組替などはクレーンで行なわれ、

その運転は、運転職場の中では一番やさしい仕事とされており、また労働密度も比較的簿い。配

置人員は 1名であるが、クレーンは 2台あり、ロール組替などの時は他のボジションから i名ま

わされる。

以上、運転職場の作業内容をみてきたが、全体としてはコンピュークによる自動制御方式の

大巾な採用によって監視労働が中心となっており、要員も極めて少なく、これまでの労働者の話

にもあったように労働密度、特に精神的な面でのそれは非常に高いものになっている。しかも次

の労働者の話にもあるように、自動化の不完全さが更にそれを高めているのである。

「テレビは常時みていなければならない。それで、正常にはいるんなら疲れない。ところが、

鋼をかみこみするといろんな信号はいってプレるわけです。それでもう、まいるんです。それか

ら捲取あたりだったら温度があがってくると、もうフックなんか全然見えないわけです。ですか

ら、作動するやつ見てて、片方止まってるのわからないで作動しなかったら（加熱炉の）抽出停

止かけなかったらなんぽでもコ・イル来るから、そういう面で疲れる。それとやはり自動ですから、

いつ何時、作動しないことが何回もあるわけですね。それを気くばって、同じ前へ出ても、デス

（？）が途中でひっかかって上がらない、もうカネhははしってくるという、それの、いつも不安感を

もってなければならないですから、相当緊張してなければならんということですね。」

(4 5オ）

「全体は一応自動的に制御されることになっているが、スピードを上げたり圧延機の台数を

多くすると自動でおいつかない場合があり、それを監視して調整せねばならず、精神的にすごく

疲れる。」 (44オ）
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ところで、 7名の要員のうち 1名が食事手替要員であることは先に述べたが、実際の食事交替

は次のように各ポジション毎で行なわれている。すなわち、加熱炉運転の 2人は、 1時間半（ 1

人 45分間）は 1人運転をする。捲取運転の 2人は、 1時間半は社外工を手替にする。一方総合

運転では食事手替要員として配置されている 1名分の要員が常時つけられ2人運転が行なわれ、

食事手替はクレーン運転とまとめてク Vーン運転のほうでやりくりをしている。つまり、食事手

替要員は実質的にはネット要員化されているわけである。

こうした各ボジショ・ソ毎の食事交替の仕方は、転炉工場の場合のような所定労働時間内でのポ

ジションの移動が基本的には行なわれていないことを意味しているが、しかし一人ひとりの作業

ポジションは必ずしも固定されておらず、組によっても違うが、平均して 2~3ケ月毎に持場の

交替が行なわれており、場合によっては毎日違う作業をすることもあるという。

「組によって違うが、うちの組は 2ケ月か 5ヶ月で職場を交替する。2~3ヶ月に1回」 (21オ）

「1~2ヶ月交替で全部の仕事をゃる。」 (44オ）

「一入ひとりのやる仕事は決まっていない。もう本当にね、その番々で、よし、おまえすこし

クレーンやつてみろってなもんで。ーケ月周期とか、適当にね。ま、人が休んだりするでしよ。

朝行かなければわからないというようなかたちさ。よし、おまえ、今日は捲取ゃれとか、今日こ

っち休んだからクレーンヘ上がれとか。」 (40オ、エ長代行）

「今日はこう＇いう仕事やったから、明日はこういう仕事やるとか、そういう、毎日違うような

こともありますしね。」 (23オ）

要するt~ 運瞬脚易においても、作業のプール化が行なわれているわけだが、ただ、現在の段

階では、それは完全なところまでいっていない。というのは、工場が新しいために各人の作業の

習熟度にまだばらつきがあるためであるが、一番難かしいとされる総合運転は 5人位 (1直 7名

中）までができるようになっているという。従って作業のまわり方はまだ均ーではなく、エ長は

総合運転室に比較的固定されている。

「総合運転をやる人は決まっているというわけではないけど、だけど実際には一番難かしい仕

事ですよね。だいたいエ長が、ここの部屋に、ま、だいたいいるんですよね。いま、平均にみて、

5人位まではもうやれるようになったんでないかね。だけど 1人に何もかも責任もたすというと

ころまではいかないけどね。ま、この仕事というのは、ひとりで責任もってやれるまでというの

は、一番年数かかるんでないかね。」 (40オ、エ長代行）・

また、加糊戸運転や捲取運転などの 2人作業のところも、 1名はチーフというかたちで比較的

固定されている。しかし基本的には先にも述ぺたように、全員がどこの作業でも出来る体制、作

業のプールがめざされており、そうしたなかでク Vーン運転の免許もほぼ全員が取得している。

このような運転職場における作業のプール化は、同時に多能エ化をも意味している。ずでに最

初に述べたように、第2線材圧延工程の職楊編成は他の圧延工場に比して極めて大ぐくりされている

ことが特徴だが、それを第 1線材工場の場合と比較すると、運転職場に相当する電機職場と共通

な作業内容は総合運転とクレーン運転だけであり、加熱炉運転は職場として独立しており、捲取

運転は仕上圧延職場に属している。従つて第 2線材の運転職場の労働者は、第 1線材の電機職場

の労働者よりは多くの種類の作業をこなさなければならないのである。これらの作業は、自動制

御化の進展によって、共に監視労働化しているとはいえ、先の労働者の話からもうかがえるよう

に、それぞれ質を異にしており、作業遂行上要求される能力も、たとえば加熱炉運転ではガス取
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扱上の熟練、総合運転ではとっさの判断力、捲取運転では機敏性などと異なっている。そういう

意味で、運転職場はその編成自体が多能工的労働者を要求しているわけである。

・「多餌江但ま、宮前桐提鉄所でも、うちが一番激しいんじゃないかと思うけどもね。一つ一つの

仕事の質はまった＜違いますからね。他の古い設備の工場では、そこに固定になって、毎日同じ

人が同じ仕事やつてるわけだけどもね。うちの場合はそういうあれじゃなくて、毎日違った人が

行ったりだからね。」 (23オ）

こうした多能工佃拘倣場編成が行なわれた背景には、コンピュータによる自動制御化の大巾採

用によって、一つ一つR作衆が極めて少ない要員で出来るという技術的条件のもとでの人べらし

「合理化」、特に食事手替要員やあるいはエ長要員の削減があるのである。

「この棒線（第 2線材工場のこと）だけはモデル工場として、いかに少ない人間でやれるかとい

うことですね。こういうもの（それぞれの作業）独立させると、エ長は一人ずつつくらなければ

ならなしヽし、食事するときの手替要員も必要になる。こうやつてひっくるめてしまえば、すごく

人員少なくてできるでしょ。」．（ 4Dオ、エ長代行）

なお、このような職楊編成自体のもつ多能エ化とは別に、簡単な修理保全は自分達の手で行な

うという盤備作業への多能エ化も行なわれており、特に電気関係の専門知識が要求されている。

「電気抱蒲エというのが整備課から各工場に何人か配属されているが、常昼でしかいない。だ

から、その故障の種類によるけど、これはとても我々の手で出来ないというような大きな故障で

あれば、たとえ夜間であろうと呼び出しとかそういうかたちでだすのだけども、だけど、ちょつ

としたものであれば、結局、うちの運転班の手でやらなければだめだ。」 (4Dオ、エ長代行）

図2-9 運転職場の年令横成

工長48オ

I I l’l l l 
31オ 29オ 2四 27オ 18オ 18オ

（注） 労働者面接調査より作成

7 0年 11月現在、平均28.4オ

次に職場の年令描成についてみると、図 2-9にみられるように、若年層が圧倒的に多いこと

がわかる。それは、新しい生産体系に適応的な若年層が集中的に配置されたからにほかならず、

最新鋭工場としての特徴をなしている。

最鈴こ社外工についてふれておくと、運転職場に関連しては、・捲取機のところでのサンプ）レ

採取として 3名の社外エが配置されており、先述したように、彼らは捲取運転の食事手替要員と

しても代用されているが、それはこの職場だけにおける特殊なあり方であり、一般的でもなけれ

ば、また、正規のものでもない。
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R 圧延職場

運転職場と共に圧延工程を分担する圧延職場の作業と配置要員は表2-6に示すように。圧下調

整 2名論成品づくり 2名。キズ見 1名｀スクソド整備 2名、食事手替要員 1名である。以下。具体的

な作業内容をみていこう。

表2-6 圧延職場の作業名と配箇

要員 (1直分）

作 業 名 要 員

圧 下 調 整 2 

成 品 づ ＜ り 2 

｀ キ ズ 見 1 

ス ク ン ド整備 2 

食 事 手 替 1 

計 8 

紛 4組 3交替時の正規要員

圧下調整は~稼働圧延機が 2 仕上までの場合は粗

圧延から 1仕上までの 16台の圧延機の直また 3仕上

まで稼働する場合ば2仕上までの 20台の圧延状態を

監視し．圧下調整をする作業である。形状の把握は流

れているカネに木型をおしつけることによ・って行なう。

「これは. 3仕上までですと. 2 4台のスクンド

があるわけです。ですから荒ロールから 2仕上．その

間まで 2人いて、やはり（最終）仕上だけで形成作業

するよりは、途中のスクンド間ないしはそのスクンド

である程度決まった形を出してやらないとうまく最終

スクソドで形がでないんですよ。だからこの間で、荒~

中間. 2仕上あたりまで. 2人の人がいろんな細かい

調整するわけですよ。やはり~カネが大きいようだったら小さくしてやるとか．小さいようだったら

大きくしてやるとか奮そういう全般をやってるわけです。」 (24オ）

成品づくりでは奮最終仕上である 2仕上または 3仕上の 4台の圧延機を担当し。圧延状態を監視

しながら圧下調整をして最終的な成品づくりを行なっている。形状の把握は先の圧下調整の場合と同

じである。

「成品づくりというのは•最終スクンド、たとえば 3 仕上でしたら 2 2番スクンドなり 24番ス

クンドで形成作業をやっている。というのはカリバー（ロールの穴型）といっても．鉄ですから減っ

てくるわけです。 10本位通しますと。だから．それを圧下調整といって｀今までロールに 1ミリな

ら1ミリのすきがあったのが。減ってくるわけですよね．カリバーが。だからそれをすこし圧下を加

えてやって、すきを小さくして．そしてたとえば 9ミリだったら 9ミリがうまく出るようにする。」

(2 4オ）

次に．圧延機と捲取機の間に過流探傷方式の不良品自動検出装置が組みこまれており。圧延作業

中に成品のキズを自動的に発見し、不良品をラインの流れから取り除くようになっているが．この装

置の監視にキズ見として 1名配置されている。

「仕上の次工程（成品精整工程）には成品検定というのはあるが．それはあくまでも需要家に出

荷する時点において奮クレームが来たら困るということで厳密に検査をするわけです。僕らの圧延の

キズ見というの氏今、実際にカネ通してる。その品物でキズが出ていたんでは．それを気がつかな

いでいたんだったら．それこそ何十本もクズになってしまう。だからそれを最少限度にくい止めるた

めに．キズ見という職種というか。それをおいて。カネのまだ熱いうちに早めに見つけるようにやっ

ているわけです。」 (24オ）

最後にスクソド整備では。圧延スケジュールに従ってロールやスクンドの組替を担当しているが．

実際の組替作業は連転職場に属するクレーンと後述する社外工によって行なわれ．スクンド整備とし

ての作業tむ組替順序を判断して組替作業を指示することである。
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「スクンド整備ほ．たとえば 9 ミリをこれから圧延するんだということになれば．それにあわせ

たカリバーをスクンドにセットして、それをライソのほうにもってきて｀組替とか穴替というんです

けど b それをして．目的のサイズを出るようにする。」 (24オ）

以上が圧延職場R作業内容であり．スクソド整備を除けばやはり監視労働が中心であるが．運転

職場のようなテレビやCRT画面の監視ではなく｀直接圧延ライソを見廻りながら各スクソドの圧下

状況を監視することである。作業遂行上必要とされる能力についての次の労働者の話は．その特徴を

言い表わしている。

「エ程にはコソビュークはいっているが．圧延ではそれは使ってない。技能というより．やっぱ

り圧延作業に関しては慣れだと思いますね。ま．運転に関してだと、電気的な知識とかそういうのあ

ると思うけふ僕らの場合だったらやはり慣れですね。ま。もちろん．機敏さも確かに必要ですよね。

毎秒 30何メートルでカネがはしりますから．そのスビードの中でいいものをつくるにはね。」 (24

オ）

圧延職場の作業体制も、運転職場と同様に作業のプ・ール化が基本となっており論全員がどこの作

業でもできる態勢がとられている。すなわち．日常的にi丸運転職場と異なり．食事交替を中心とし

たプール化が行なわれ．また長期的にも．成品づくりとスクソド整備におかれているチーフが比較的

固定化されているのを除けぼ, 2 ~ 3ヶ月毎に各ボジショソの交替をしている。

職場編成の特徴については運転職場のところで述べた通りであるが奮同じ圧延でも第 1線材工場

では粗圧延と仕上圧延に分かれていることと比較すれば． 1人当りの守備範囲が広いことが大きな特

徴である。

「第 1線材と第2線材との違いは．やっぱりライソが広いということだね。守備範囲が広いこと

だね。」 (2 9オ）

また。簡単な修理は自分達の手で行なうという多能エ化もすすめられている。

「たとえば、機械が調子悪くなれば応急処置してやるとか。ですから電気溶接だとかガス溶接だ

とか。そういうような仕事もやりますけどね。」 (24オ）

図2-10 圧延職場の年令構成

工長 51オ

1 | ||  
3 8オ 37オ 29オ 25オ 22オ 18オ 18オ

（注）労働者面接調査より作成。 7 0年11月現在、平均29. 8オ

次に労働力描成についてみると論図 2- 1 0にもあるように年令構成の若いことが特徴だが．運

転職場の場合もそうであったが．工長と一般エとの年令的格差は．一般的には他の工場よりも大きい

といえる。それは一般工の年令構成が極端に若いのに対して．エ長には概してベテラソが起用されて

いる力吃只:.ちなみに図 2- 1 0の51オのエ長はスクソド整備2 0 数年の経験者であるが~最近で

は 3 0オ代のエ長もでてきている。

「年令構成が｀若い人が多すぎる。 20オ代が多い。 30代がエ長しかない。 31か 2。あとは．

2 5、6オという (1.)もあまりいない。あとは新入社員をどっと入れたでしょ。それがも (1.)すごく多い。

平均年令は 24かそこらでないかい。」 (29オ）

最後に社外工についてみると。圧延職場には入ロガイドロールの整備に 2名。ミスロール処理に
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運転職場(1.)サンプル採取を兼ねて 3名・ロールセツトに 12、5名．計 17、8名(1直分）の社外エが

配置されているが論ロールセットを除けば補助的な作業であり、またロールセットも労働集約的作業

であるという点で本工の作業と対照をなしている。

⑧ 部品管理職場

部品管理職場は通称整備班とも言われているが．その作業内容は二つに区別される。一つは常昼

者が担当する部品管理で論工場全体の部品の発注・受払はここが管理している。もう一つはロール旋

削研磨。いわゆるロールショップで、三交替作業を行なっている。このロール旋削は当初は圧延職場

のなかの一作業（要員は同じ 2名）に組みこまれており。ロール旋削を含めての圧延工の多能エ化が

構想されていたが、しかしロール旋削は他の圧延作業と違って熟練作業(1)ため実際的にはその要員を

固定化せざるをえず0 結局 71年1月より圧延職場から独立することになったのである。その意味で

は、当初の多面エ化の構想は坐折したわけであるが直それでし次の労働者の話にあるようにロール

旋削を圧延工場がかかえていること自体が一つの特徴となっているのである。

「ロール旋削は本来はエ作でやるべき仕事なんです。ところが。新鋭製鉄所と旧い製鉄所との差

があるわけですけど。そういうことからいって•新鋭製鉄所の場合にはロールショップの場合には研

砦だけにとどめているはずなんですよ。旋削まではやらないと思うんです。それは大体、外注に出し

てしまうか~工作部門あればそこでやるかですね。で奮うち（室蘭製鉄所）の場合も。大体がロール

旋削というのは工作自身がもってますから論そこでやるのが本来の姿なんですけど0 第 2線材の場合

だけ．ひとつ冑それがいいのか悪いのかやってみようということで。機械設備を工場につけたという

ことなんです。」

(5) 成品精整工程

圧延工程に次ぐ成品精整工程は論本工の成品職場と。社外工のライソ班・成品班とによって分掌

されてお見前者6名に対し後者 22名という棉成である。

図2-11成品精整工程の作業系統図

捲取機→（端末加工）→（サソプル採取）→巨亘桓酎マグナ検査H五―え麗吾→（秤巌）

↓ 
（全ツク）←(リフト亭）←（蘊束）←(リフ環転）←（憚束）←（ラタ環職示）←匝垂訃巴だ三四

（シールはり）

出翡課 紛（ ）喧江諷［二ニむ図罪拠「――--―1は本エ・社外工作業I...____」

作業の流れは図 2-1 1に示すように。捲取機からコンベアで送られてきたバ｀ーイソコイルの端

末を切り取り（端末加工）。切り取った端末からサソプルを採取し奮外観検査・マグナ検査・ダ｀ノプ

検査をしてコイルの格付をする。一方．端末加工されたコイルはコソベアで秤最機まで運ばれて秤最

さ九需要家向けに振り当て（約定振当）論それにしたがってパイラーで仕分けをし、ラペルを打刻

して 1コイル毎に小結束をする。小結束されたコイルはラムリフトで大結束機に運ばれて平均 3コイ

ル単位で結束され~再びラムリフトで運ばれて．担当のチェックをうけ論シールをはられて出荷課渡

しとなる。

本エと社外エとの作業の分担は図 2-1 1 に同時に示した通りで~端末加工、サソプル採取畜及

びラペル関係表示以降の作業が社外エだけで行なわれている他．サンプルの運搬~ダソプ（ナックル

プレス）の運転も社外工によって行なわれている。以下~本工の成品職場から具体的にみていくこと
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にしよう。

表2-7成品職場の作業名と要員

作業名 要員

成 品 検 査 2 

パイラー運転 1 

約 定 振 当 1 

進 行 1 

食 事 手 替 1 

計 6 

船 4組 3交替時の正規要員

の運搬移動は社外エが担当している。

成品職場の作業と配置要員は表 2-7に示す通りである。

成品検査は．外観検査・マグナ検査・ダソプ検査からなり．

外観検査では．まず火花チェックを行なって異材混入を防止し．

線形・サイ・ズ・キズの状態などの外観的観察を行ない．規格に

合わない場合は再格付をしてコソビュークの端末器に降格（規

格変更）をイソプットする。次いで磁粉液をかけて通電してキ

ズをみるマグナ検査を行ない．更にク・ソプ（ナックルプレス）

でサソプルを圧縮してヒビ割れが入るかどうかのダ‘ノプ検査を

行ないまた場合によっては酸洗検査も行なって．降格の場合

は端末器にイソプットする。人員は外観検査に 1名。マグナ・

ダソプ検査に 1名配置されており．ダソプの運転及びサソプル

このように検査の作業は検査そのものと．その結果にもとづく再格付とからなっており．次の労

働者の話にもあるように．成品職場の中では一番難かしい作業となっており．それを 1人前にできる

ようになるまでは 2年位かかるという。

「キズとか割れには基準があって．その品物によってほ基準が 1D D分の 5(ミリ）以内という

のと、 1 D D分の 7以内．． 1 D D分の 9以内． 1D D分の 1 5以内． 1D D分の 2 D以内．そういう

段階がある。で．一応．どれくらいのキズの深さがあるのか．それをけずって・マイクロメークとい

うキズを測る測定器で蕩その深さに適合しているかどうかを判定するわけですね。で、その基準から

はなれている場合｀降格しなければならない。したら．降格するときに．どれに振り当てるかという

のは、カーボンとかマソガンとか｀そういう組織（成分）によって仕分けするというのが．熟練度が

いる。ある程度。これが非常にピッチが早いものですから．判断力を早くしなければいかんというと

ころに．非常に難しさがある。まごまごしていたら、その品物が出荷の体制になってしまうと困るわ

けです。検査の仕事を 1人前にできるようになるには大体 2年位かかる。」 (38オ．工長）

約定振当fむ検査と秤量を経たコイルの需要家向けの振り当てを端末器からアウトプットして．

その報告書を発行する作業である。

パイラー運転では．約定振当に従って．秤盤されたコイルを仕分けするパイラーの運転を行なう

が・パイラー自体は自動化されていて．その監視が中心である。

「パイラー運転ほ．機械の構造がわかれi汰機械化されていますから、ほんとの監視事務的なも

のですよね。」 (47オ．成品作業長）

最後に進行としま．ラベル関係表示以降で、コイルが約定振当通りになっているかどうかを確認す

な言い換えれば．社外工の作業を監督する作業である。

以上が成品職場の作業内容であるが．成品検査を除けば他の作業は比較的単純な作業とされてい

る。実際の作業体制をみると．食事手替要員はエ長が担当しており．従って各人の日常的なボジショ

ソは固定されているが．しかし．およそ 1カ月毎のポジションの交代によって作業のプール化が行な

われ、全員がどこの作業でもできるという体制がつくられている。しかしポジションのまわり方は必

ずしも均ーではなく｀特に同じ操作室にいるパイラー運転・約定振当・進行のなかでは 1名がチーフ

として比較的固定されてお広また成品の高品質化の要請のなかで．成品検査の熟練が益々重要視さ
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れ、人員も固定化される傾向にある。

次に社外工についてみると．社外工の職場は端末加工から小結束までのライソ班（ 13名）とリ

フト運転以降の成品班 (9名）とに分かれている。

ライソ班の作業はロッド・カックーによる端末加工とその端末のなかからサ‘ノプルを採取して検

査室に運ぶ作業．ダソプの運転．小結束作業・コイルの重壼表示（秤痘）．打刻機運転などである。

いずれも作業の質としては簡単であるが．小結束作業は自動結束機がはいっているが十分な機能を果

さないため．殆んどが手作業で行なっており。従ってまた高熱作業が特徴である。

一方．成品班の作業は｀大結束機の運転．ラムリフトの運転。約定振出の確認（チェック）をす

る工程管理．シール貼りからなるが。その中心は機械運転作業である。

これら社外工の作業は．本工の管理の側からは、端末加工から秤量までと、ラベル関係表示以降

とに分けられており、前者が本工職場の間にはいって行なう補助的作業の要素が強いのに対して．後

者は完全な社外エ職場であり．本工は進行の 1名がついているにすぎず．しかもそれも操作室にいる

ことが多いため．工程管理も実質的には社外エが行なっているのである。

なお．社外工の管理の側からiむ成品班には出荷課渡し以降の成品置場でのクレーソ運転及び玉

掛合図までが含まれており、本工側で定める管理範囲と、実際の作業に従事する社外工側で定める管

理範囲との交錯をみることができる。

(4) まとめ

以上．第 2線材工場における生産工程とそこでの労働の特徴をみてきたが．それは次の 5点にま

とめることができる。

まず第 1tこ．材料精整工程においては．コンピューク端末器の操作と社外工への指示を中心とし

た本工作業と．機械連転操作を中心とした社外工作業とが対照をなしており．しかも全体としては社

外工職場という特徴をもっている。特に材料精整班においてほ．そこでの主要な機械設備の一部。す

なわち研削機は社外企業自らが設備投資したものであり．そのことに象徴的にあらわされているよう

に．そこでの社外工は、もはや”貸エ／／ではなく．まさに社外工職場における”本工／／なのである。

従って作業管理の面でも．最終的な本工のチェックがあるとはいえ．社外工自身が（監督者が）管理

するという側面が強く．社外工の”自主管理”といわれているのである。

第2tこ。圧延工程では．自動制御方式の大幅採用を背景とした多能工的職場編成が特徴である。

それは．従来の圧延工場の職場編成との対比でいえば．職場の再網統合が最も典型的にすすめられた

ことを意味している。その結果t丸極めて少ない要員と．一人一人の作業範囲の拡大とに対応してい

る。また．特に運転職場においては．自動制御化のもとでの監視労働の実態と．逆にその自動制御化

が不完全な故に強いられるより一層の精神的緊張の実態とを典型的にみることができる。

第 3巳同じく圧延工程において．職場編成自体のもつ多能工的性格とは別に．整備作業をも行

なうという多能エ化の基本的形態をもみることができる。

第 4に．成品精盤工程においては．検査を中心とした本工作業と．機械運転操作を中心とした社

外工作業が対照をなしているが．ここでも、ラベル関係表示以降は社外工職場となっている。そして

ここでの機械設備のほとんどは社外企業の所有するものであり．作業管理も材料精整班同様”自主管

理”で行なわれている。

第 5tこ圧延・運転職場．成品職場では．数ヶ月交替の作業のプール化が行なわれており．次項

でみるように．それが職務給のプール化をともなっている点に特徴がある。
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3 作業のプール化と職務給のプール化

ここでは．本工職場における作業のプール化と．それに伴って実施されている職務給のプール化

について検討する。

すでに述べたように第 2線材の運転・圧延・成品の各職場では工場発足当時から数ヶ月交替の作

業のプール化が行なわれている（調査では確認できなかったが｀材料職場でも同様と思われる）。も

ちろん当初は．各人の作業習熟度のバラッキが大きく．プール化の範囲も限定されざるをえず．現在'

でもまだそういう側面がのこっているが｀その範囲は次第に拡大してきている。作業のプール化が行

なわれるのは．全員がどこの作業でも出来る体制をつくるためで．それは少数精鋭主義のなかでの要

員のやりくり上｀必要とされるからに他ならない。と同時に．若年層を主力とした職場描成の結果．

労働者相互間での能力上の差は少なく．従って固定された職務序列のなかに彼らをしばりつけること

氏逆にモラールの低下をまねくという配慮も働いていると思われる。いずれにしても．数ヶ月単位

での作業のプール化は．年令描成が若年層で平準化していることも作用して．労働者間の技能の平準

化をもたらしているといえよう。

こうした作業のプール化．全員がどこの作業でも出来る体制しま｀必然的tdi朗5序列——職務給体制

と矛盾せざるをえないことは．前節でも述べた通りである。特に第 2線材の場合のように．個々の職

務が同種の系列上にない異種職務の序列の場合はなおさらである。その矛盾を回避するために．第 2

線材では．職場内措置として．当初より職務給のプール化が行なわれている。

「運転班なら運転班の中で操作するわけだけれども．たとえば俺は総合運転の職級今月もらって

高い職級もらってても．実際には加熱へ行ったり捲取へ行って．その職級よりなんぽか安いわけだけ

れどね．職級としてはね。だけど．そういう仕事もやって。だから理屈言っちやったら．もう．その

一つの組の中で仕事できなくなるんだよね。だからうちの場合こうやっている。やむをえないでしょ。

だから．たとえぼね．工長は別としても．次に総合の高い俺と、加熱．捲取あたりのちよっと低いの

をパーにするわけさ。たとえば 18級のものも 22級のものもひっくるめて．そのあと．工長除外し

て 6人でパーにしちゃえば．皆同じ職級当るしょ。そういうやつやってる。職級のうえ1J)プール制っ

て、そういうことだね。」 (40オ．運転職場工長代行）

• 以下．職務給のプール化の具体的な内容とその推移をみていこう。

職務給のプール化は． 71年10月の富士・八幡合併による職務給改訂前後で変化しているので．

まず 70年11月段階におけるそれからみていくことにする。この段階では．作業習熟度のばらつき

に規定された作業のプール化の限界が．職務給のプール化の範囲を規定していた。当時の運転・圧延

・成品各職場の職級構成は表2-8の通りである。

運転職場及び成品職場では．エ長を除いた他の職務は全部プールしてそれぞれ平均 1 3 級 •1 0 

級にしており．届延職場でも． 「成品づくり」はまだ充分に代替性がきかないため 15級をそのまま

つけるが．他の職務はプールして平均 13級をつけていた。このように｀一部の代替性のまだ充分で

ない職務を除いてほ全部をプール化するというかたちがとられていた。次の成品作業長の話は．当時

の職務給の完全プール化の実態を物語っている。

「僕のとこるほね．正規のあれでいったらしないんですけども．でもやっぱり．職制の暗黙の

（了承と）職場の理解と話し合いで．結局僕の場合は．（職務給の職級が） 11級が 2名います。・

1 0級が 2名` 8級が 1名いる。エ長は別になります。それで僕のところはバーにしているんです。
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表2-8 第2線材工場の職級構成
(70年 11月）

職務名 職級

運
運転工長 1 8 

転
加 熱 炉 1 3 

職
捲 取 機 1 0 

場
起 重 機 1 0 

総合運転 1 5 

圧
圧延工長 1 8 

ツイスト 1 :l 

延 ピンチロール

圧下調整 1 4 

職
成品づくり 1 5 

場
スクンド整備 1 4 

ロール旋削 1 4 

成
成品 工長 1 6 

品
検 査 1 1 

職
パイラー運転 1 0 

場
約定振当 1 0 

進 行 8 

（資料） 労働者面接調査より作成

ということは..職場の理解で．すべてオール 10級として．

そのかわり作業はまわるぞ．という．こういう仕組でやっ

ているんです。僕の見る眼では、 90 tJ{,まではどこの仕事

でも出来るという段階に来てると思います。そうしなけれ

ば蜂つまり．あれが出来てこれが出来ないというのは問題

ありますね。昔は自分のポジショソはここだと言っていば

っていたが．現在ではそれは通用しないですね。」 (47 

オ．成品作業長）

こうした職務給の完全なプール化は．作業の実態を如

実に反映したものであるが．同時にそのことは次の労働者

の話にもあるように．職務序列の崩壊を意味し．職務給体

制を実質的に形髄化していくものである。

「結局．そういうこと（職務給のプール化）やれば．

本当の企業が考えた職級の意義というか．意味はなくなち

ゃうわけね。なくなるけどね．実際現場に働く人間として

氏何十人もいるんならいいけどね． 5人か 7人の人間が

協力してやらんきゃならんわけですよ。そしてね．おまえ．

ちよっとクレーソヘ行ってくれっていってふ俺．クレー

ソの職級なんかもらってない．俺は捲取以外やらんって理

屈言われたら．我々としても何も言えないわけさ。そうな

れば仕事にならんわけさ．実際。だから現場としては．そ

ういう職級の問題出てきたら必ずこういうトラプルあるの

（注） 圧延職場では、その後、ツイスト ね。だから．たいがいね．もう工場長位の段階で．そこん

ピソチロールは自動化され、また口 ところは職場で一番いい方法でやってくれということで．

ール旋削ほ部品管理職場に移された。 たいがい黙認されてるね。結局．なんぽ会社の上のほうで

そういうきれいなものつくってきてもね．それが忠実にや

った場合は現場でいろいろな障害出てくるわけでしょ。現場で出てくるということは．僕らより逆に

僕らの上にいる掛長とか工場長とか．そういう人が実際困るわけさね。だから結局．一番いい案とし

ては．職級もプール制でということですね。」 (40オ．運転職場工長代行）

それが職務給改訂後の 72年 8月の段階では少し異った様相を呈する。この段階での正確な職級

楷成はわからないが（それは労働者自身が自分の職級を覚えていなかったり｀あるいは労働者間で話

が大きくくい進っているからであるが｀そのこと自体は一面では職務給のプール化の反映ともいえる）．

労働者面接調査を総合すると..おおむね次のようなプール化が行なわれていると推察される。

まず運転職場では．工長を除いた職務をプールして．チーフ (2名）とそれ以外との 2段階の区

分を行なっており．工長 22級．チーフ 20級．それ以外約 18. 5級となっている。

圧延職場でも．工長を除いた職務をプールして..チーフ（エ長代行を含めて 2名）とそれ以外と

の2段階の区分を行なっており．エ長 22級．チーフ 20級．それ以外約 18. 5級となっている。

「仕事はほとんどプール作業なんですよ。で．エ長 22級。入ったばかりは．僕らの現場ですと

1 8級ですね。で．スクンド整備に 1人チーフがいるかけです。その人が 20級もらってるんでない
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ですか。それと．成品づくりにも 1名エ長代行がいるわけです。これも20級。あとはもう．もらっ

てるといっても．プールしたら 18. 5とか18コソマなんぽになってるんです。」 (2 4オ．圧延職場）

一方．成品職場では．前項でも述べたように成品検定が固定化の傾向にあるところから．職級も

1 7級がそのままつけられているが．パイラー運転・約定振当・進行の三職務はフ゜ールされて、チー

フ(1名）が 17級．それ以外が 16級．またエ長は 20級となっている。

このように、現行職務給下での職務給プール化の特徴は．プール化したなかでチーフ（あるいは

工長代行）の職級を一段高くつけるというところにあるが．このチーフ制度は正式の制度ではなく．

7 1年10月の職務給改訂時以来． 2人作業のところの責任体制を明確にするという名目で職場内措

置として実施されてじヽるもので．その指命はエ長が行なっている。チーフ制度がでてくる背景は．次

の労働者の話にもあるように．職場の作業範囲の拡大．作業ボジショソの分散という現代「合理化」

の所産のなかで．職場内作業の管理が一人のエ長だけでは行なえなくなり．それを分化せざるをえな

いという現段階における作業の実態を反映しているという側面をもっている。

「チーフというのは労働組合との要員協定とは無関係です。それは職場の実情で．そういうもの

をおかなければならないほど....!.人のエ長のスパソが広くなってしまってるということですよね。で．

全体的にいきわたらないもんで．一人のエ長の守備範囲が．たとえば今までだったら． 2人づつの集

団が 2ケ所ぐらいで．一人のエ長がもっていたのが． 4ケ所ぐらいにわかれだしますと．そこまで目

がとどかないということで．わかれた職場職場に．そういうチーフ的なものをおくということですね。」

Lかしそれが職務給のプール化のなかで位置付けられていることは．別の意味をもっている。チ

ーフがプール化された職務給のなかで高く位置付けられるのは．その責任要素が評価されるからにほ

かならず．その意味ではエ長職務を高く評価するのと同一性をもっている。従って．そのことの意味

するものは．職務給のプール化によってすでに実質的に崩壊している職務序列を．その崩壊をうなが

した職務給プール化を媒介として．責任要素を基準としたエ長―ーチーフー一般という新たな職務

序列として再編することであるといってよい。

そこに．第 2 線材における作業のプール化—職務給のプール化の現段階的特徴をみることがで

きる。
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第 3章 労務統轄機構の再編成と能力主議管理

第 1節 労務統 轄 機 構 再 編 成 の 背 景

第 1 章•第 2 章でみてきたように、戦後の「合理化」過程、特に 6 0年代前半からの第 3次合理化

以降、生産過程の「合理化」が全面的かつ急速に行なわれ、そのなかで新設備のもとにおける旧来の

経験的熟練の陳腐化と若年高卒労働力化、少数精鋭主義とプール作業化・多能エ化、旧来の年功的職

場秩序の動揺・崩壊という事態が進行し、それが労務統轄機構の再緬成を促進する基礎過程をなして

いた。それは次の当時の製鉄所副所長などの発言からもうかがわれる。

「新しい設備の完成と同時に、それに対応できる新しい気構えというか、新設備に対する愛着と

いうか、その設備を完全に自分のものとして動かして行けるように労働問題なり職場環境の整備なり

を、今後労使協調して改善していかねばならないと思うんです。」（社内報『白樺』昭和 37年 1月

5日号の「座談会、昭和 37年の室蘭製鉄所」における副所長の発言） 「当然、管理組織が問題で

すねo どうも、なにやっても管理組織が先行しないものだから、どうしても、あとからつぎはぎにな

る。」（同上、副所長の発言）「管理組織を整備するというのは最大の眼目じゃないですかo僕はい

つも思うんですが、室蘭はこれだけに設備、技術は進んだ。あと何が残っているかというと、管理組

織と勤務形体。（原文のまま…引用者）」 （同上、管理部長の発言）

しかし 60年代から集中的に展開されてきた労務統轄機構の再編成は、上述のような基礎過程ヘ

の対応というだけではなく、より直接的に労資関係への対応という目的をもっていたo 室蘭製鉄所に

おける労資関係の展開過程については、続刊『鉄鋼業の「合理化」と企業教育・ 11』で詳しくとりあ

げられるので、ここでは割愛するが、要するに一言でいえば、 51年に結成された鉄鋼労連のなかで

は、旧富士製鉄労働組合連合会（富士労連）は最左翼に属し、室薗労組はその中核的位置にあったので

ある。そして、 50年代後半までは組合運動は高揚をみせ、 59年賃闘では、日本鋼管とともに 49 

日間のストライキを闘う鉄鋼労働運動史上最大の高揚期を担っていたのが、富士労連であり室蘭労組

であっ f⇔こうした 5 0年代後半までの労働組合運動の高揚は、結果的には「ゼロ回答」という鉄鋼

独占資本の結束した厚い壁の下に頓座を余儀なくされたが、しかし、戦後的状況のなかで形成されて

きた労資関係の所謂「安定化」をはかることが、その後の本格化する「合理化」を推し進めていくう

えで不可欠であることを資本に認識させるには充分であった。そして、そうした資本の意図は、さし

あたりは『労働だより」の発刊・「社員教育に関する社長通達」等としてあらわれた。

『労働だより』は 59年の長期ストを契機に、同年 11月より月 3回、労働部労働課が発行して

いるものであり、その発刊の辞では次のように述べている。

「この『労働だより」では、皆様方の職場で、毎日の仕事や生活につながりのある所内の労働関

係について、いろいろな事情や取扱いや問題を、まとめてお知らせしたいと思いますo 私共が人生の

大半を送るこの製鉄所の中で、何といっても望ましいものは、職場におけるやりがいある仕事、生き

がいある生活だと思いますo それこそ私共の工場の能率をあげ、生産を高め、そして私共の生活レベ

ルを引き上げる大切な原動力といえましよう。

では、このような原動力を生み出すには何が大切でしようか。その大切なものの一つとしてほ、
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やはりどこの戦場にあっても、工場全体の動きや事情がよくわかること、各自の仕事や生活にひぴ

＜労働条件などが十分知らされること、こういう点があげられましよう。もちろんこれは今までも各

課の組織を通して一般に伝えられるようになってお•ります。

しかし、これからはより一層、従業員の皆様方によく実情を知って頂き、正しい理解をもって頂

くことが大切ではないかと考えます。」 Ill

要するに、 「労働関係」の広報活動の強化をかかげているが、次の発言は、当時の状況と『労働

だより』の目的を如実に物語っているo

「発刊当時は、労使関係や労働組合の正しいあり方を論ずることは、当然、世界観や社会観につ

いても及ばざるをえないので、それを労働だよりや解放戦線（労組機関紙）の両紙上で論争し合うよ

うになっては困る、当分はそれにふれないようにしようということだったのです。しかし今の労働だ

よりを見ると実に堂々と胸をはって書いている。それは時期の熟したこともあると共に労使関係がお

となになって前進したともいえると思います。

ただ従業員に反惑をもたれてはいけないので、その点苦労も多いでしょうね。」（社内報『白樺』

「労働課特集座談会」における秘書課長の発言、 65年）

また61年には「社員教育に関する社長通達」が出され、同時に「教育管理規程」が制定されて、

企業内教育の制度的・体系的監備がめざされた。これらについては第 4章で詳しく検討するので、こ

こでは「社長通達」が企業内教育の目的の一つを「企業の発展」のための「良識ある産業人、教養あ

る社会人」の「育成」と規定し、企業内教育の思想教育としての位置付けを明確化したことを指摘す

るにとどめる。 12)

このような広報活動の強化と企業内教育の思想教育としての位置付けを先鞭とする労資関係の

「安定化」再網成と、すでに述べた生産過程の「合理化」への対応を契機として、労務統轄機構の再

編成が展開されたのであるo以下その中心をなしていた作業長制度 (64年 3月実施）と職能制度

(6 7年 10月実施）を節を改めて検討することにしよう。

第 2節 作業長制度の導入と現場職制層の再編成

1 作業長制度の導入と現場管理組織の再編成

(1) ライソアンドスクッフシステムと作業長制度

6 2年 9月 12日、会社は富士鉄労働組合連合会に対して作業長制度の違入を提案し、 5ヶ月に

わたる中央・視地での労資交渉の結果、 63年 2月に妥結、作業長候補者の人選がすぐ進められ、同

年 4月から翌 64年 2月までの 11ヶ月に及ぶ候補者教育を終えて、 64年 3月 1日、作業長制度は

発足した。(31

すでに多く論じられているように、作業長制度は、ライン・アソド・スクッフ、システムの採用

による視場管理組織の「合理化」と、ラインの第一線監督者としての現楊職制層の再編成とを柱とした

ものであるが、当時の本社教育部長であった浜口正夫氏は、 「これは（作業長制度は・・"..引用者）ラ

イソの指揮命令系統の明確化をはかり、また技術員の有効活用を目指し、あわせて作業員についても

能力に応じ、作業長からさらに上位の役職への昇進の途を開く趣旨を有している」 [4) として、その

必要性を (1)梯場管理組織の明確化（ライン・アンド・スクッフ・システムの採用を中心とする）、

(2肢術員の有効活用、 (3)作業員の昇進経路の制度的確保、の三点から説明しているo こうした説明の
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仕方は後に述べるように、作業長制度が労務管理方式の転換、現場職制層の再編強化をめざしたもの

であることにふれず、また「作業員の昇進経路の制度的確保」を強調していることなど、一面的かつ

組合対策的な側面をもってはいるが、しかし作業長制度が、戦後の相次ぐ設備「合理化」による新た

な生産技術体系の発展に対応して要求された現場管理組織であることは麻実である。そこでまずライ

ン・アンド・スクツフ・システムの採用を中心とする現場管理組織の再編成からみていくことにしよ

ぅ。

図 3~1 作業長制度以前の現場管理組織
従来の現場管理組織は図 3-1の旧組織

に示されるように現場管理者（課長・掛長）

は常昼技術員と、ライソとしての交替技術員

以下を管理する立場にあり、所謂ライン的業

務とスクッフ的業務とが混然として行なわれ

ていた。その結果、現場管理者である課長・

掛長には、次のような各種の機能が集中して

いたといわれる。(5)

① 作業管理者としての機能一ー作業員

を指揮監督して生産を行ない、機械設備の状

況に注意し、作業上の安全対策を企てる等o

®技術管理者としての機能―—品質の安定向上、コスト切り下げ等のため、作業方法の改善、

設備の合理化を詢討し、標準作業の確立に努める等o

③ 生産管理者としての機能ー一生産計画に対応した工程管理関連工程との接衝、連絡および調

整等o

④ 労務管理者としての機能一ー良好な人間関係の維持向上、職場秩序の確保等3

⑥ 事務管理者としての機能―ー上記各種機能を円滑に遂行するために必要なデークーの把握、

他との連絡・調塾等。

このような種々(/_)機能と業務を未分化のまま有していたため、相次ぐ新設備や新技術の母入等々

によって視楊管理者の業務はますます複雑化し、 「往々にして繁忙をきゎめ、業務処理能力は個人的

能力に負うところが大きく、ときに盲点を生じ、また全体としての組織的有機的な統一に欠けるとこ

ろが多かった。」
r6) 

一方ラインとしては、現場管理者と組・伍長との間に監督技術員 C交替技術員）が介在し、しか

もその監督技術員がスクッフ的業務をも兼ねもっていたため、ここでもライン的業務とスクッフ的業

務が混在し、ラインの指揮命令系統は不明確となっていたoまた組・伍長の職務権限も明確になって

おらず、作業管理上の職務権限のほとんどが掛長以上に集中されていたという。これらの欠点を是正

して、新しい生産設備・技術体系に対応した機能的な視場管理を行なうために、ライン・アンド・ス

クッフ・システムが採用されたゎけであるo すなわち、先の現場管理者の機能のうち、作業管理•生

産管理・労務管理を中心とするライン的業務と、技術管理を中心と、するスクッフ的業務を分化し、ま

た「作業視場においての作業管理体制を明確にするという趣旨から、従来の役付制度における組長を

廃し、掛長の下で直接に作業を遂行する第一線監督者として新たに『作業長」を設け、その戦責を明

確にした。」 r6）加えて生産網可における課長をラインとしてより明確にするために「工場長」と改め、

従来は諸規定及び慣習等によって行なわれていた職責基準をも明確にしたのである。 (7) かくて図 3-

-1 52-



図3-2 作業長制度後の現場管理組織 2嘩韻に示す通り、生産部門の組織ぱE場付スクッフ

グループが設けられ、技術員がスクッフ的業務に

専念するとともに、ライソの指揮命令系統は、エ

場長一一掛長―ー作業長ー一伍長—一般エ•と

一元化されたわけである。

(2) 作業長{J)職務 作業管理と労務管理

現場管理組織の再絹成によって、新たに設け

られた作業長は、ラインの第一線監督者としての

地位をより一層明確化され、その職務権限も従来

の組長の権限に加えて、監督技術員がもっていた

作業管理上の権限と、掛長＠処理事項とされていた一部の権限をあわせもつものとされた。以下その

具体的内容を作業長の戦責基準及び職務基準書の検討を通じてみていくことにしよう。

作業長の戦務内容は「作業長職責基準」によって次のように一般的に規定されている。

く作業長戦責基準＞

1. （基本的任務）

作業長は掛長の指揮のもとに、以下の諸点に留意しつつ作業単位内における業務処理の責任者と

して、諸規定ならびに掛長の命令に従い、部下を指揮監督し、その戦場作業の円滑な遂行と、良好な

人間関係の維持向上をはかることを基本的な任務とする。

(1) 公正的確な判断と稲極的な行動とにより、部下に対し常に十分な権威と信頼を保持するよう

心掛けること。

(2) 日常あらゆる作業を通じて品質の向上、原価の切下げ、能率の向上、安全作業の徹底をはかる

こと。

(3) 作業および服務の状況を十分に把握し、職場規律の維持、作業意欲の向上をはかること。

(4) 職場内の意思の疎通をはかり、また関係先との連絡を密にして、作業の円滑な遂行につとめ

ること。

(5) 戟極的に部下の指導にあたり、後進の育成につとめること。

2. （一般的職責基準）

作業長は、次に掲げる一般的職費基準により、その職務を行なうものとする。この一般的職責基

準の具体的な適用については、別に定めるところによる。

(1) 作業計画

①掛長の決定した甚本的な作粟汁画に基づいて、細部にわたる作業実行計画を決定する（生・

産部門を除く）。

(2) 作業実施

① 工長に作業指薄匪準を指示し、実施状況を監督する。

R 人員割当てを決定し、エ長に人選を指示しその報告を受ける。

③作業結果を把握し、これを検討の上、必要な指示を行なう。

④ 事故に際して、緊急措置を決定し、掛長に報告し関係先に連絡する。

⑥必要な報告書を作成し、掛長に提出する。

(3) 機械設備保全修理

①工長から報告のあった保全修理箇所を確認し、掛長に報告するとともに保全修理部門に連
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絡する。

R通常の保全修理について進行状況を把握して工長に必要な指示を行なうとともに検査に立

ち合い、掛長に報告する。

③重要な保全修理について進行状況を把握し、掛長に報告して、その指示を受ける。

(4) 資材工具受払管理

① 工長から申し出のあった資材の請求、受払について決定し、エ長に指示する。

R 指定された資材の受払について掛長に報告する。

(5) 作業結果の総合的チニツク

①原価（原単位・歩留り）作業能率等の作業結果および工事成果について、掛長に意見を述

べる。

(6) 技術管理

①作業楔礁の制定、改廃について、掛長に意見を述べる。

R工場実験の立案、実施、改普提案の処理に際し、掛長1こ意見を述べる。

(7) 整 員

①一般技能戦社員（視業員等を含むo以下同じo)の戦場内における配置を決定変更し、掛

長に報告する。

R 工長の任免、配置の決定、変更、一般技能職社員の転入出について、掛長に意見を述べる。

③要員および充員について、掛長に意見を述べる。

(8) 服務勤怠

① 過勤務、遅刻、早退、外出、休日、休暇について、掛長の指示に従い、許可または決定す

る。

＠技能職社員の業務手当支給の時間について認定し、報告資料を作成する。

③ 技能職社員の職級点の改正について、掛長に意見を述べる。

(9) 考課、賞罰

①技能職社員の人事考課を行ない、掛長に意見を述べる。

R 業手成績点、昇給金額、賞与成績点の評定を行ない掛長に意見を述べる。

UO) 苦情処理

① 軽易な作業環境、作業要員、人員配置、給与、対人関係等の苦情について検討し、掛長に

意見を述べる。

Ul} 教育訓練

①．職場教育計画を立案し、掛長に提出する。

R決定された教育計画に従い、技能職社員の教育訓練を自ら実施し、またはエ長に実施を指

示し、その結果を掛長に報告ずる。

③技能職社員の教育訓練実施状況について、エ長の報告を受ける。

④ 職場教育の運営に関し、掛長に意見を述べる。

U2} 安全衛生管理

①安全作業および衛生管理、安全教育の実施について、エ長を指示監督し、掛長に報告する。

R 視認証を確認し、掛長に報告する。

③ 災害防止対策について、掛長に意見を述べる。
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冒頭て視定しているように、作業長の基本的任務は「部下を指揮監督し、その職場作業の円滑な

遂行と、良好な人間関係の維持向上をはかること」、つまり作業管理と労務管理とを柱としている。

それは、この職責基準をもとにして、・作業長の職務権限を具体的に規定している職務基準書が「作業

管理戦務基準書」と「労務管理職務基準書」から成っていることからも言える。

まず作業管理であるが、 「作業管理職務基準書」は各職場固有の諸条件を折込んで作成されるも

のであり、その意味で、職場の数だけあることになるが、ここでは先にあげた職責基準と室蘭製鉄所

教育部で発行した「作業長職務甚準書総説」のうちの「作業管理職務基準書における権限の考え方」

（以下「考え方」と略）を参照しながら、その内容をみていくことにしよう o作業長の行う作業管理

の範囲は、戦責基準によって、 (1)作業計画、 (2)作業実施、 (3)機械設備保全修理、 (4)資材工具受払管理、

(5)f乍業結果の総合的チニツク、 (6肢術管理の六項目に渡って定められているが、上下の戦位との関連

でのその総括的な内容は、 「考え方」において次のように規定されている。

「掛長は作業、設備保全修理、資材工具の需給の各計画、特殊ないしは異状な作業時の指示、作

業結果及びその検討の報告、スクッフ部門の技術的検討等にもとづいて掛内の作業管理を行う。エ長

は原則として班リーダーとして作業の実施指噂を行なう o作業長はこの掛長・エ長両者の権限の中間

をうめるべく、日々の作業実施上の全面的な決定、実施指示及び監督権をもつ3 」

つまり、通常の現場作業が作業長以下で行なわれ、しかも掛長が常昼勤務であるところから、少

なくとも乙・丙番時 (15時～ 7時）には一切の処置を行ないうるに必要な権限がすべて作業長に与

・えられているといってよい。それは、 「かっての監督技術員の立場に相当」 （転炉作業長の話）する

ものである。このような作柴管理上の大巾な権限賦与に伴って、もう一つ、作業長の大きな任務とな

っていることは、 「日常あらゆる作業を通じて品質の向上、原価の切下げ、能率の向上、安全作業の

徹底をはかること」である。 「考え方」ではそれぞれ次のように述べている。

「作業過程の総合的な調整による安全操業及び製造戦場における品質維持に重点をおく。」

「作業長は作業能率、作業成績、原単位、歩留り等の向上をはからなければならない。」

「作業長は部下の改善意欲をはかるべく改普提案、発明提案の奨励、検討に参加する。」

このように、品質向上・原価切下げ・能率向上などが作業長の任務として定められるこ．とによっ

て、作業長は、現場における「合理化」の甜極的な推進者としての役割を果すことを期待されている。

そして、こうした「合理化」が、｀｀現場あがり”の作業長を通されることによって、その推進を容易

にするという役割をも果しているのである。

「工場長や掛長から直接言われる場合は、職制から言われたという感じでもって、カチンとくる

人もおると思うが、作業長を通じてくる場合は、やはり作業長はもちろん我々と同じ作業して作業長

になったんだから、やっぱり、身近な、精神的なあ柘外あるわけですね。それで反発というものもゎ

りと少ないんでないかと思うんですね、私としては。」 (46オ、エ長の話）

作業長の職責のもう一つの柱である労務管理の内容は「労務管理職務基準書」によって、その権

限関係とともに詳細に規定されている（表 5-1参照）。

それによれば作業長tとは、職場内の人員配置、服務勤怠、苦情処理、戦場教育、工場実習生の指

導安全作業等における実質的決定把握の他、第一次の人事考課、成績査定、要員、充員査定につい

ての意見具申などの労務管理上な者権限が与えられているが、それは「職場単位で従来の掛長にも比

すべき充分な部下の掌握を行なう考え方」し91 に基づくものとされており、その意味で、旧組長の時よ

りは広範な権限が与氾辺tている。なを、後の第4章との関連で注目しておいてもらいたいのは、職場
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表3-1 作業長労務管理職務基準書

権限関係

職務項目 職 務 内 容 掛 作 工 備 考
業

長 長 長

I 整 員

1. 要 員 要員とは作業要員表に確

定された要員であり、暫

定要員、臨時要員はその

他の要員であるが臨時要

員は突発的に発生するご

く短期間の要員である。

(1) 要 員 痰員（暫定要員、臨時要員を含む）の設 B・C C C 

定改廃について掛長に意見をのべる。

(2) 充 員 欠員（要員に対する不足人員）の補充の B C C 

時期、方法等について掛長に意見をのベ

る。

2. 一般技能職社員

の 配 慨

(1) 配 置 一般技能職社員（現業員等を含む。以下 A B C 職場とは作業長を単位と

同じ）の職場内における配置（従郡職務 する作業戦立である。

職種変更の申諮、勤務種類及び組網成） 短期間を周期とする廻り

を決定変更し、掛長に報告する。 作業等臨時的配匠を含む

(2) 転 入 出 一般技能職社員の転入出について掛長に B C 

意見をのぺる。

3. 役付作業

員の 勤 怠

(1) 任 免 工長の任免について掛長に意見をのべる B C 

C 

(2) 配爵、転入出 工長の戦場における配置（従事職務職種 B~ C 

変更の申請勤務種類及び組綱成）及び転 C 

入出について掛長に意見を述べる。

II 服務勤 怠

1. 出 張 部下の出張にあたり、入選について掛長 B C 

に意見を述べる。

2. 服務勤怠

(1) 休日指定 部下の休日の指定（変更を含む）を決定 A B C 

し、掛艮に報告する。但し、必要ある場

合には掛長の指示をうける。

(2) 休 業 部下の年次有給休暇、生碑休暇、出産休 A B C 

（休日を除く）
暇、特別休暇、代休、忌引、欠勤、就業

規則第 26条に該当する休業を許可また

は決定する。但し必要ぁる場合には掛長

の指示をうける。
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権限関係

職務項目 職 務 内 容 掛 作 工 備 考
業

長 長 長

II 2. (3) 過 勤 務 過勤務の人員、時間を決定し、部下に命 A B C 

令する。但し必要あ砂場合には掛長の指

示をうける。

(4) 職場離 席 部下の私用または公用（就業規則第26 A B C 

条に該当するものを含む）による遅刻、

早退、外出、職場離席を許可または決定

するo但し必要あ琺易合には掛長の指示

をうける。

(5) 宿 当 直 宿直者、当直者の決定について掛長に意 B C 

見をのべる。

(6) 勤怠把 握 部下の勤怠渇浙！を把握し、掛長に報告す A B C 

る。

3. 賃 金

(1) 職 務 給 職務給の設定、改廃、職務別配置人員の B~ C 

決定、変更、廻り作業の実施変則こつい C 

て掛長に意見を述べる。

(2) 業務手当 部下の特別作業手当、臨寺作業手当の支 B 

給対象時間を認定し、報告碗料を作成す

る。

眉 考課、賞罰

． 
1. 人耶考課

(1) 人事考課 部下の人事考課を行ない掛長に意見をの B~ C 

べる。
C 

(2) 社員見習の社員 社員見習の社員採用について掛長に意見 B C 

採 用＇ を述べる。

2, 成絞査定

(1) 昇 給 部下の昇給金額の評定を行ない掛長に意 B~ C 

見を述べる。
C 

(2) 賞与、業手 部下の共与成績点曳業紹手当成絞点の評 B~ C 

定を行ない掛長に意見を述べる。
C 

3. 買 罰 部下の表彰、懲戒等の買罰について掛長 B~ C 

に意見をのべる。
C 

IV 苦情処狸

1. 饂碑憚碑 戦人場員内で処理できる作業環境、作菜要員、 A B C 
配掛長皿、給報与告す、対る人関係等の苦情を処

理し に 。
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権限関係

職務項目 作 業 内 容 掛 作 工
業

備 考

長 長 長

2. 通常及び重要な 職場内で処理できない作業現境、作業要 B~ C 

苦惜処理 員、人員配懺、給与、対人関係等の苦梢
C 

について検討し、掛長に意見を述べる。

V 教育、訓練

1. 職場教育

(1) 教育計画 部下の教育必要点を把握して職場教育；寸 A B 

画を立案し掛長に提出する。

(2) 教育の実施 決定された教育計画に従い部下の教育訓 B C 

練を自ら実施し、またはエ長に実施を指

示する。

(3) 教育結果の把握 部下の教育訓練実施状況について工長の A B C 

報告をあわせ把握し掛長に報告すな

(4) 教育の運営 職場教育の運営について掛長に意見を述 B~ C 

べる。 C 

2. 職場外教育 部下の麟暉育への節創Cつ＇‘て掛長 B~ C 

に意見を述べる。
C 

3. 実習生の指導

(1) 受入計画 実習生の受入計画について掛長に意見を B~ C 

述べる。
C 

(2) 実習指迎 G決習計画に従い実習生の教育訓練を自 B D 

ら実施し、またはエ長に実施を指示する。

（命その実施状況について工長の報告をあ A B C 

わせ把握し掛長に報告する。

＂ 
安全衛生管理

1. 災害防止対策 作成ほ安全担当者

(1) 安全関係 安全関係の作業槻準の設定、改廃につい C C 

作莱楔準 て掛長に意見を述べる。

(2) 災害防止対策 安全上必要な設備、エ器具咬改良、現境 B~ C 

の改善等の災害防止対策について掛長に
C 

意見を述べる。

2. 安全作業

(1) 安全 作 業 安全関係の作業標準にもとづき、安全動 B D 

作の維持、エ器呉の設備、職場の盤碑盤頓

等について工長を指示監督する。
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VJ 

権限関係

職務項目 職 務 内 容 掛 作 工 備 考． 業
長 長 長

2 (2) 災害発生 ①災害に際し応急措骰をとり、掛長及 A B 

時の措爵 ひ関係先に連絡すみ

R災害原因を把握し、安全専任者の行 B 

なう原因調査に協力する。

③現認証を確認し、掛長に提出する。 A B C 作成は安全担当者

3. 徊生管理

(1) 健康管理 G)部下の健康状態を常に把握し、異常 A B C 

のある者について必要な措既をとり掛長

に報告する。

R就業制限者について必要な制限措爵

をとり、掛長に報告する。
A B C 

(2) 循生現境 衛生的な作業環境の維持、衛生用具の整 B D 

等 備、滸用等につハて工長を指示監普する。

4. 安全循生教育 部下の安全衛生散育を実施する。 B 

（資料）室蘭製鉄所教育部『作業長職務基準書総説』より

（注） 権隈関係の記号はA（形式的決定把握）、 B（実質的決定把握）、 C（意見具申・・企画立案）、

D（作業従事）

教育の計画立案・実施・結果の把握について作業長が実質的権限をもっていること、また職場外教育

へび祁下の派泄についての具申権をもっで、ヽることである。このことは、企業内教育の展開過程における作

業長制度のもつ意義を物語っているのであるが、それについては後述する。

以上、作業長の戦務である作業管理と労務管理の内容について簡単にみてきたが、要するに作業

長は、従来の掛長と監督技術員、およ＇び伍長のもっていた作業管理・労務管理上の権限を集約して、

それに専念する現場第一線の監督者として位置付けられたのである。

そしてこのような作業長の現場第一線の作業管理・労務管理者としての権限の拡大・明確化とと

もに、待遇面でも、その戦制としての地位の強化の裏付けが図られたoすなわち(1)基本給を旧組長の

日給月給制から月給制にする、 (2)職務給を現行の最高↑ 9級の上に新たに 2D職級を設け、 17 ~ 
2 D戦級の範囲に分類する 0 (3)職分手当を旧組長の月額千円から千五百円とする、などの措齢り；とら

れ、あゎせて「作業員の内でも現場第一線の管理監督者として実力を備えた者は掛長・工場長（また

は課長）等、従来事務技術員層に独占されていた地位を獲得できるよう『明るい青空』を開き、これ

によるモラールの高揚によって一層円滑な作業を遂行すること」＂゜を期待して、作業長から掛長以上

への昇進の制度的保証もなされ fC-0till

ところで作業長の現場の直接作業からの引き上げと作業管理・労務管理の権限拡大、それへの専

念化に対して、作業長の下の戦制であるエ長は、逆に、何の権限も有せず、もっばらグループリー

ダー的存在として位置付けられることになったのであっ f⇔
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「エ長は、作業長（直属する作業長のいない場合は掛長o 以下同じ）の指揮のもとに、以下の諸

点に留意しつつ、定められた作業について、その命令に従い、所属技能職社員を指揮指嘩し、その作

業を円滑に実施させるとともに、自らも作業に従事することを基本的な任務とする。」．
112 

2 作業長候補者教育と現場職制層の再編成

新しい視場職制ー作業長の特徴は、旧組長に比して、その職務権限が拡大・明確化されたこ

とにあるが、そのことは同時に、現場における位置付けそのものが変化したことを意味していた。す

なわち、かっての組長は、技能序列の頂点に位置するものとして、年功的熟練の体視者であり、また

そうであるという権威のもとに部下を統率していたといってよい。したがってその統率方法＝労務管

理も多分に親分的・経験的なものであっ如

「組長と今の作業長の仕事は月とスツポンでしようねo 昔は親分クイプでやったのを覚えていま

すよね。そばにもよれなかったんですね、恐ろしかっ益」 (47才、作業長）

しかし、 1• 2章でも述べたようtこ戦後の設備「合理化」の進廊たそれまでの経験的に蓄放されてき

た熟練を分解•平準化し、あるいは陳腐化し、新しい生産技術・設備に適応的な高卒労働力を一般化

したo また旧来の労務管理方式そのものも、新技術・新設備によって、またその担い手としての高卒

労働力の登場によって、その有効性を失いつつあったといえよう。このような事態の進行は、当然、

旧熟練の体視者としての職制層の権威を低下せしめ、しかもそのことが、資本による労貸関係の統制

力をも弱める一因となっていたといえよう。このような状況に対する資本の稲極的な対応策として、

作業長制度の蒔入はみることができるoすなわち作業長は、視場作業には直接従康せず、その意味で

は作業の熟練者という立場からではなく、視場作業からは一応切りはなされて、作業管理・労務管理

の専任者として位置付・けられたのである。

「昔の組長はやはり現場に出てある程度仕事をやってみたりなんかしたんで打ナど、今、作業長っ

たら全然仕事しないですからねo スコップ一つもたないですよ。」 (43オ ） 

そしてその労務管理も、旧組長のような親分的・経験的なものではなく、いわゆる｀‘近代的、

‘’科学的、な労務管理の諸方法を駆使して．、一般労働者に相対することになった。それはこれから検

討する作業長候補者教育のなかにはっきりあらわれているように、労務管理についての巾広い知識を

前提とじて、特に人間関係管理をとりいれたものであっ t.::o

「今、問題あった場合は率先して取り組んでいかなければならないし、人間関係でしよo 昔は人

間関係なんてたいしたことなかっ fごでしよう。ただ、どやしてりやいいんでねo 今どやしてやるわけ

にいかんですよo 」 (47オ、作業長）

このような作業管理・労務管理の専任者として視場職制層を再絹成することによって、失われた

権威を新たな形態において回復しようとしたわけである。しかし、富士製鉄の場合、新しい作業長は、

実質的には旧組長をもって充当せざるをえず、したがって作業長制度の成否は、旧組長層を新しい作

業長として再網成できるかどうかにか上っていに）U3 そこでまず、作業長候補者の選定方法について

みると、その資格要件は次のように定められた。

(1) 部下の統率力、人格、識見、技能（技術）に秀で、勤務成績も優秀であって、上司および部

下の信頼を得ることができること。

. (2) 当該職場における作業責任者として、別に定める一般的職責基準の内容を独立して担当する

能力を有すること。
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(3) 作業責任者としての戦責を果し得る身体条件を有すること。

(4) 原則として役付経験5年以上であって勤続10年または年令30オ以上であることo

以上の如き資格を有する者を所属工場長が選考調書を付して所属部長に推せんし、所属部長が選

考の上、労働部長を経て所長に上申する。この場合、労働部長は書面審査、華記試験、面接試験によ

って選考する。具体的には、書面審査では選考調書により勤務成績、身体条件、年令、勤続等を審査

し、次いで箪記試験（数学・理科・社会及び業務知識）により、作業長としての知識・技能（技術）

を習得するに必要な基礎的な能力を評定し、最後に面接試験を行って、書面審査•筆記試険の結果と

あわせて、作業長としての適性・能力を総合的に評定する、という一連の手続きを経て、所長が最終

的な決定を行なう。このような過程を怪て、 20 7名の作業長候補者が選定されたが、うちわけは、

組長 14 7名、伍長58名、一般エ2名と、そのほとんどが、組長からの横すべりであった。これらの

候補者には、 63年 4月から 64年 2月までの延べ 11ヶ月間にわたる候補者教育がなされたが、こ

の候補者教育が、次の文に示される如く、職制層再編成の、従ってまた作業長制度の成否の鍵をなし

ていた。

「作業長は、このような職責を担う職位であるから、この職位に任命されるものは、作業長制度発

足までに職務を十分遂行できる適格性と能力を備えていなければならない。そこで作業長候補者に対

する教育がもっとも重要な問題としてクローズアップされてくる。この教育は作業長制度の命運を左

右するほどに璽要である。」 11-0 

作業長候補者教育の重点目楔は、 (1)作業長制度採用の精神・作業長の役割・機能についての認識

と自負心のかん養、 (2)職場における労務管理処理能力の養成、 (3胆当業務tこついての専門的知識の付

与、 (4)リーダーシップの基本的技法の習得、 (5)怪営に関する広い知識の付与、 (6)作業長として必要な

教挫の培成、の 6点におかれてい tふ 119 そして、全体に共通するもの及び原則的なものは教育部主管

の箇所教育C集合教育）で実施し、各作業固有のもの及び原則を作業に適応させるものは各職場の管

理者が行なう職場教育にゆだねられtユ；、そのうちの箇所教育は、表 3-2のように、第 1期から 5

表3-2 作業長候補者教育の時間数 (63年度）

日 数 時間数
l 

第 1 期
瑯入教 育

8日間 4 8時間

第 2 期
作業管理教育

6 36 

第 3~ 5 期
22 

労務管理教育
1 3 2 

計 36 2 1 6 

期までに分割され、 1人につき延べ

3 6日間、 21 6時間の教育が行な

われたo

表 3-3は、作業長制度発足当

時の候補者教育のカリキュラムであ

るが、これをみて第 1に指摘しなけ

ればならないことほ、労務管理教育

（第 3期～第 5期教育）が 13 1時

間と全体の 6割を越えていることで

ある o作業長にとって労務管理業務がその権限拡大に対応して如何に重要な職務になっているかがわ

かるo と同時に、それが、旧組長から新作業長への再編成の最大の要となっていたことをも示してい

る。しかも内容的には「管理機能」 「人間関係」 「カウンセリング」など、いわゆる近代的労務管理

についての教育が重点的に行なわれており、作業長制度が労務管理方式の転換をなしていることがわ

かるo 第2には、第 1期教育のなかで「社会思想史」および「怪済関係知識」といういわゆる思想教

育が「作業長にふさわしい教養」として 14時間という長時間（第 1期教育の 35%）を費して行な

われていることであるo 第1にあげた近代的労務管理も、こうして作業長をまずなによりも思想的に

-1 6 1 -



表3-3 6 3年度作業長候補者教育（室蘭）

教育 箇 所 教 育 琺 場 教 育

区分 大 分類 中分 類 小 分 類 時問 講義 演習 教 育 内 容

作を＃命付（重究与蝉すとと認るし教-r:. 汲1 ) 

あいさつ 2 2 

幹部の講話
新しい工場管碑組織について 2 2 作莱長の地位と役割

作栗長制度の主旨と職沢権限について 2°30' 2°301 作業長の戦沢と権限

作栗艮の心構えについて 2°30' 2°301 
第 社 史 富士梨鉄の歴史について 2 2 

社会集団の構造と機能 1 1 
期

作菜長にふ
現代社会の特質と文化 2 2 

教
さわしい教 社会息想史

社会集団こおける人間関係 5 3 
蓑をつちか

育 う。
市民社会の成立 2 2 

（重点目標 産只本栗主の種義経類済との構生造産
1 1 

＾ 
5.6) 1 1 

導 経済関係珊設 消沢、流通と金融 1 1 
入 財政と国民所得 2 2 

教 貿易と市場 1 1 

育 原 料 2 2 

ヽ 製 銑 2 2 
銑銅ー貫作栗 製 銅 2 2 

圧 延 2 2 
化 工 2 2 

市場 関 係 製品の需要、供給、種類、用途、市場 2 2 
流通

作 莱 管 理 設備と梢造 3 3 

小計 40 30 10 

担当職務に 原個こついて 原価計打について 2 計画の原価管理

ついての屯 原価管理 原価管理 財産分析 4 4 2 実紹の原価管理・目標値の設定
第 門的知識を 差異分析・対策

二^
付与する教

品質管理
品質管理とは：統計的な考え方 2:4 6 4 生産目的・原燃料索材生産工程

期作
育（重点目 工程管郡の進め方：品牧保証｀ 2:2 作菜標準・エ程管碑・製品品質
楳 3) I• E概論：作莱研究：工程研究菜

作 莱 改 苦
2: 4: 4 10 

職場における改苦例1題
教管 楔準設定 ：経営数学 6:4 10 

ず理
汽材管理 当汽材所のの取沢材扱管い理とと組織

1 受払実絞の統計的観察
教 仔管について 1 1 • 301 30' 
育

琺場の作業工程•他戦場との関‘-ノ
係・戚場の機械とその保全

小計 58 21 °30' 16°301 

戦場の労務
労 使 関 係

労使関係について：労務管浬の甚本 4:2 6 
戦の労慟慣行

臼枚咋＂ 
事務および 労務問題について 2 2 
労使関係に

整員
労務管理：要員制度 2:2 3°30' 30' 

琺場の要員、人事考課
ついて的確 人事考課と昇進：職場規律 2:3 4°30' 30' 
に処理しう 貨金の話 4 4 
る能力を荼 給与 就社莱会保と賃険金：指定休日割当表の作成 6:2 6 2 
成する教育 2 2 

育
（重点目標 労拗災害について：安全管l!l!について 2:4 4 2 

そ
の 2) 

安全衛生
衛生管理の概要：健康管碑 ↑ : 1 

1 作栗現境（予防衛生） 1 5 1 
、- 伊麟生 1 

小計 41 33 8 

＇ 

リーダーシ 管理の甚本的な考え方 6 4 2 
ップの基本 管理勘距 職において討議を実施、また

的技法を習 仕事の ①計画 4 5 1 実際の業務を逝して教育

得させる教 進め方 ②組織 4 5 1 
育（重点目 ③指令（命令） 4 3 1 
楔 4) ④統制 4 5 1 

⑤悶整 4 3 1 
町の教育 8 6 2 
仕事の改善 4 3 1 

,Jm 58 28 10 

リーダーシ 人rn関係

悶期教T分竹務
ップの基本 仕事の ① 人間関係 8 6 2 
的技法を習 進め方 ② 問題解決の方法 4 5 1 
得させる教 ③ コミュニケーツヨン 4 5 1 
育（重点目 ④ しかり方とほめ方 4 5 1 
標4) ⑤ 自己を伸ばすには 4 5 t 

⑥ 信頼を得るには 4 5 1 
管理の展開

の リーダーシップを発揮するには 8 6 2 

3 カウソセリソグ 16 8 8 
、- 産カウソセリソグの意義と重要性

産業カ，，，ソセリソグの基礎知識

非深指層示心理的学カウソセリソグ三者面接法
の応用

,1叩 52 55 17 
合計 209 47°改 61屯

（資料） 『労務管理通信』 Vo1.4,AG.6(6 4年 3月 1日）より
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資本の鎖につなぎとめることを前提としているといえようo 第 5には、第 2期教育のなかでの重点が

「作業改普」あるいは「品質管理」におかれており、特に 2D時間を占める「作業改善」の内容が I

E手法の教育であることは、作業長が生産剪易における「合理化」の梢極的な担い手として位置付けられ

ていることを物語っている。このように作業長候補者教育は、この時点における作業長制度導入のね

らいを如実に反映した内容をもっていたのであるo教育終了直後に社内報『白樺』紙上に掲載された

「期待に応えよ作業長一ー作業長を囲む座談会一ー」でのいくつかの発言からその効果をある程

度うかがうことができる。

（製銑課装入掛作業長）「私は高炉の装入ですが、いままではただ装入をしていれば良いのだと

考えていましたが、教育を受けたことによって、品質面に対する関心をもつようになりました。」

（条鋼課線材掛作業長）「労使関係について私たちは'‘労使、を‘‘労資、と考えていましたが、

この教育によって貸本家の'‘貸、ではないのだということを知り得るところが大きかったo給与面に

ついても、実態に応じた給与の支給について教育を受け大いに意義があったと思いますo今後私たち

が作業長として部下から要求を受けても、自信をもって判断できると意を強くしました。」

（エ作課仕梅掛作業長）「最近の技術革新により、高度な機械が入り、設備が進歩していますが、

実際にそれを扱うのは誰か、というとそれは人間であるo 人間があってこそ有能な機械をフルに動か

すことができる、という根本問題から、職場における人間の働く意欲というものが、企業にとって最

も大切なことではないかと思います。そういうことで人の扱い方についての教育は、戦場の監督にあ

たる者として、大いに得るところがありました。」

（熱管理課熱管理掛作業長）「この制度の意義からいって、ラインはライン、スクッフはスクッ

フということで、私たちの職場は私たちがやっていかなけ氾主ならないのだと思いましたo作業長各

々が自分の職場はどこにも負けないという意識で仕事をしてこそ、室蘭製鉄所の発展もあり‘'われら

の富士製鉄、｀世界の富士製鉄、たりうると思いますo 」

（化成課管理掛作業長）「教箭裸長にお願いいたしたいのは、課長が補充教育でお話しされた

‘'生産する喜ぴゞ＇物を創造する喜び、これが本当の生きがいではないか、の言葉に私は惑銘を受け

ました。この点を若い人たちに教育していただきたいと思いますo..-••そういうことで、私たちは、

作業をするにも若い人たちにその信念を披歴して何のために働かなければならないのか、ということ

を認識してもらうために力を注がなければいけないと思っていますo 」

（熱管理課熱管理掛作業長）「従来の役付というものに対する安易な考え方は改めていかなけれ

ばならないと思いますo 作業長に任命された以上、自分が推進力にならなければならないのだという

気持を強くもっていますo 」

（エ作課仕旋掛作業長）「職場では年満に近い人や入社したばかりの人、思想のかわった人がい

ますが、その人たちを統率していくのには、自分自身が高い教養を身につけなければいけないと考え

ています。」

（陸運課作業掛作業長）「そうですね、まだまだ自己啓発をやって、これからも大いに勉強しな

ければと思いますo」

これらの自信に満ちた発言（？）は、再絹された作業長像を物語っているo こうして、 「作業長

候補者教育は、箇所教育と職場教育を 2本の柱とし、両者の密接な関連を保ちながら、最上の効果を

ねらい、所期の目的の達成に努力し、おおむねそれに近い成果を得たといってさしつかえあるまい」(IO

と評価されているように、戦制層再編成の要としての作業長候補者教育はその役目を一応は果した
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とみてよいだろう o だがそのことは、実際の職制層の再絹成過程がスムーズに進行したことを意味す

るゎけではない。

すなわち、 11ヶ月に渡る作業長候補者教育を経てもなお、 「一部、視野が狭い、労務管理を中

心とする各種能力に欠ける等、作業長の職位を全うし得ない者が存在し、種々の問題を起こしていな

特に移行時に際し、旧組長からの横滑りという形で、若干能力不足を懸念された者も任命しているた

めである」 IIn という指摘にもある通り、中高年・高小卒の旧組長から横滑りしてきた層においては、

作業長としての職責を充分に全うできないという問題を残している。

「作業長制度が発足になったときには、昔の組長といわれた人たちがボンとかわって作業長とい

う名前になったのでねo 昔は、ま、今もそうですけども、年功序列型ってね、年功の古い人ほど工長

になったり組長になったりしたんですけどねoたとえ小学校しか出てなくても、一応現場の神様的な

存在でもって組長だと、そういう人がたがボソと作業長になったと、そうすると、今度は作業長とい

う仕事にふりまわされているというか、自分がついていけないような。ま、昔の組長当時からの作業

長といえば、やはり頭の回転も、こう言っちや悪いですけど、なかなかこう、パッとしなくてね。」

(4 3才、一般労働者の話）

また、作業長は、現場作業には直接たずさわらないとはいえ、新しい生産設備・技術についての

知識を充分に有していないことは、特に新鋭工場においては、部下の統率を困難にしている。

「棒線とか冷延とかホットとかいうところはものすごく技術的に短期間のうちにアツブしたわけ

でしよoだから高校出の若い人たちのほうが、そういうものについていくわけでしよo 仕事にねo今

は30オ代位の作業長も出てきたけども、普通、作業長といったら年満間近の、もう年功序列型の人

だよねo一つの工場に 30年もつとめたとか、年かっこう、順番からいって作業長になっちやった人

さ。そういう人に、作業長だからって、棒線なんかに行ったって、電気図面一つもっていって、作業

長、これ俺らに教えて下さいったって、教えられる人は誰もいないわけさo だから、だいたい今の室

蘭の作業長なんていうのは、そういうロートルがほとんどでしよ、 80％位はそうでないかいo だか

らそれほど権限もってみたって、えらぶってみたって実際に誰もついてこないんでないかな。」 (4

0オ、エ長代行）

そうしたなかで、 「作業長制度が導入されたからって、前の組長時代と全然かわっていないです

ね」と断言する若手のエ長 (30オ）もいるのである。

このように、中高年の旧組長からの横すべり組は、その職務能力において、まだかなりの問題を

残しており、この層が作業長の中心になっているかぎりは、作業長制度はまだ過渡的な段階にあると

いえる。もちろん、次の教育課長の話しにもあるように、この数年来作業長の職務能力が充実してき

つつあることも確かであろう。

「かっての労務管理に対する姿勢というのが、どうも古い伝統的な形の親分予分の関係でつなが

っていたのが、近代化されてきた労務管理の思想というものが体得してきたと。まあ従来ほ、自分の

経験とか自分がかって監督者に使われたときの監督者の態度とか姿勢というものを継承してきたと、

いうふうな惑じだったんですけど、最近はもっと合理的な科学的管理という方向づけができたとo こ

れも（昭和） 38 ~ 9年に作業長制度が発足しまして、今年ちょうど 6年目ですけど 6年かかってな

んとか作業長としての職責をはたせるところまできたとo まだ、我々が考えますと完全とは思いませ

んけれど。」（教育課長の話、 70年 9月調査）

しかしやはり、作業長制度の担い手の本命は、新しい生産技術・設備体系やあるいは新しい労務

-164-



管理方式に適応的な、戦後入社の高卒者層であり、会社としても、その層に期待をかけているのであ

る。

「作業長をバックアップするエ長層が、現在の作業長よりだいぶ高卒もはいってますので、そう

いう連中が作業長バックアップするという体制になっているo従って、視在のエ長層が作業長に育っ

た段階で、ほんとうに望ましい期待される作業長ができあがるのじやなかろうかと思っていますo

そこあたりの層が教育でも重点であったわけですし、成果が上がってきてるんじやないかと思ってい

ますo 」（教育課長の話）

このように作業長制度蒔入による現場職制層の再絹成は、旧組長層の再教育による再編成と、高

卒労働者層の昇進による再絹成という二段階の階梯を経て行なわれ、現在は第 1段階から第2段階へ

の過渡期にあるといえよう。

以上、作業長制度の過渡的な側面を強調したが、そのことは、この間の作業長の果してきた役割

を過少評価するものではない。後にみるように、労貸関係の面においても、企業内教育・自主管理活

動の面においても、作業長の果してきた役割には極めて大きなものがあり、従って、一部分を除けば、

その過渡性はあくまでも相対的なものであるといってよい。

「作業長制度以降、戦制層というのは、やっぱり相当に強化されたというか、強くなったという

ことはありますねo 職制が根深く、我々働く仲間のなかへささってきているということは確かですよ

ねo」C4 9オ）

そして次章でみる教育体系の整備を背景とし、更に 6 3年来の役付層の団体である役付研修会連

合による研修などを媒介として作業長の職務能力は着実に充実してきていることは先の教育課長の話

にもあった通りである。

ところで、このような作業長の職務能力の充実に伴って、待遇面でも更にその地位の強化がはか

られてきたo すなわち、次節で述べる 67年の職能制度禅入時には、作業長は技能職（作業員）から

技御殿の職務系列へ移され、同時に職務給を職能給に切り替えていわゆる技術員と同等の処遇がなされ

ることになり、また70年 10月の八幡製鉄との合併による新人事制度禅入時には、 ①職分手当（作業

長 1,5 0 0円／月、エ長 70 0円／月）を廃し、責任賞与（年 2回、 1回につき作業長3万円、エ長

1. 8万円程度、 70年実績）を支給する、R作業長の過勤務手当・臨時呼出手当を廃し、職責手当

(18,000円／月）を支給する、という給与上の改訂がなされるなど作業長の地位を作業員とは明

確に区別された監督者として強化する措置がとられたo そして、八幡製鉄との合併調整による作業長

の非組合員化が問題になったときには、すでに一骰の労働者から、 「作業長は非組合員だ」と言われ

るまでに、実質的には経営サイドの戦制になりきっていたのであった。 118 作業長の非組合員化の問題

は、富士・八幡合併後の統一労働協約交渉の最大の抗争点であったが、 73年 4月 1日付で締結され

た統一労働協約では結局、旧八幡の非組合員の線にそろえられ、 1年半の経過期間をおいた 74年

1 0月 1日より旧富士系の作業長も非組合員化することになったo

3 昇進管理の実態とその矛盾

前項でも述べたように、作業長制度発足当初の作業長は、旧組長層の再教育によって充当せざる

をえなかったが、近年になってようやく高卒で若手の労働者が作業長へと昇進してくるようになっt.::o

同在の作業長はもうだいぷ若手でもって、高校出のんが作業長やってますね。」 (43才、高

卒）
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したがって作業長層の平均年令や平均勤続年数等も下がってきていることが予想されるが、その

点を直接明示する資料がないのでぎ 表 3-4のエ長層の年令・勤続楷成から最近の昇進管理の傾向

第 3-4 エ長層の年令・勤続別構成(71年室蘭）
（単位%)

＼、 年斜ガ

勤続年数熙＼＼ ~29 3 □~3 4 35~39 4 0~44 4 5~4 9 50~ 計

5~ 9 0 5 1. 4 0.2 2.1 
s• 

1 □~ 1 4 0.6 8.2 4.8 0.6 0.3 0.3 1 4.8 

1 5~ 1 9 4.2 6.4 3.5 1. 7 0.5 1 6.3 

2 0~2 4 4.2 1 2.6 1 0.3 5.4 3 2.5 

2 5~2 9 0.2 8.0 3.8 6.8 1 8.8 

3 □~3  4 1. 2 5.1 8.8 1 5.1 

3 5~3 9 0.6 0.6 

計 1.1 1 3.8 1 5.8 2 5.9 2 1. 2 2 2.4 1 0 o. 2 

（資料） 鉄鋼労連「統一賃金実態調査結果」 (19 7 1年）より

（注） 最低は 27オ、勤続9年。

をさく＊ってみることにしよう。エ長層全体としては、依然として中高年・高勤続者の割合が多く、年

令40オ以上が 69.5%、勤続 2D年以上が 67.0d/Jと、 7割弱を占めているが、しかし若年・

低勤続者層も一定の割合を占めるようになってきており、特に年令3D ~ 3 4オ・勤続 10 ~ 1 4年

層は前半におけるピーク（全体でも 4番目のピーク）をなしている。また一番若いエ長は 27オ・勤

続 9年であることなど、最近における若手のエ長登用がうかがわれよう。そしてこれらの工長層のう

ち、作業長にまで昇進できるのほ一部にすぎないが、その中心をなすのは、中高年・高勤続のエ長層

から若年・低勤続のエ長層へと移ってきているといってよい。

「普通の状態であれば、 10年以上工長やらなかったらだめだとかっていうことなんだけども、

今、だいたいそんなことは、逆に言えば無視されたような状態で、工長になって、すぐ作業長になっ

てる人もいるしさ。」 C4 6才、高小卒、エ長）

こうしたなかで、逆に中高年令層は、~工長であっても、昇進から取り残されて

きつつある。

「やっぼり若手の人の進出がめざましいですからねo結局、能力主義ですからねo ま、私らの年

代になれば、だいたいもう、相当努力しなければついていけないような状態になるんじやないかと思

・いますけどねo やっばり若い人が相当上の地位につハてくるしさ、結局、若手の人の、頭のいい人を

もりあげているような今の状態なんですねo 昔みたいに年功序列型じやないですからね。そういうこ

とでもう、なかばあきらめているというような状態なんですよね。」 C4 6オ、高小卒、エ長）

だがこうした昇進管理の転換が、それ自体として矛盾をもっていることは、特に若手登用のすす

んでいる新鋭工場においては一定の深刻さを有している。

「エ長も、ただ仕事だけやるんであれば若い奴がいいっていうんだねoだけどほんとに人間関係

とかそういうこと考えていけばね、たとえばうちの場合でも、工場全体としては少ないけれども、

やはり運転班にでも棒線へ来ないで以前の職場にいれば当然工長とか作菜長になるような人が来

てるわけさo年満閻近なような人でねoだけど棒線に来たために工長にもなれない。そういう人もい

るわけでしよo ・e.自分の息子みたいな人が逆にエ長でさ、やっぼり職場へ来て、仕事のうえで、そ
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の人の指示うけなければならんわけでしよoだからやっぱり人間関係考えたら、人の上に立つ人は多

少年配者がいいんでないかと思うねo だけど年配者ったって、一方では人間関係云々ということ、一

生懸命言われてるでしよ。その一方ではQC活動とかそういうこと叫ばれてるわけでしよ。で技術的

にはどんどんァップされていくでしよ。そうするとどっちの人が立ったらあれかったら、やっぱり若

い人でないとね、だからどっちか良ければ、どっちかうまくないんだヮ。」 (4Dオ、エ長代行）

しかし、そうした矛盾は次節でみる職能的資格制度によって一定の緩和をはかりつつ、全体とし

ては、昇進管理ではいわゆる年功という要素が崩れできてることは明均かであるが、年功にかわって、

今日の作業長・エ長に要求されているものは、仕事のうえでの能力もさることなばら、人望や統率力、

租極性などの面で秀いでていることである。

「昇進はやっぱり、リーダーシップがとれるかどうかという問題がどうしても主に入ってきます

ね。」 (41才、作業長）

「作業長ということになってくると、仕事は二の次だと思うんですけどねo やはり如何に皆をう

まく使うかということですねo やはりもう、会社に信頼のある人でないと作業長にはむかないという

ことですねo 」(43オ、高卒）

「昇進のポイントは、すべてt可貴極的にということでしようねo皆にもよく思われてなおかつ、

甜極的に出るということo」(43オ、高小卒）

「上にあがるにはただまじめにヽ与えられた仕事をするというだけではだめなようだoだめなん

だっていう感じしまやっぱりしてますねoやっぽりすこしはったりがきくとか、皆をひっばっていくよう

な人でないと。」 (29オ、高卒）

仕事のうえで秀いでることが昇進の決定的な要素にならないのは、作業長の場合、視場作業には

直接従事しないからであり、むしろ管理能力や統率力が重視されているのである。そして生産技術

の進歩と少数精鋭主義のもとで高能率作業を行なうには緊密な協働作業が決定的に重要に

なってきているところに、今日の現場職制に要求される能力が仕事そのものの遂行能力より

も統率力に重点がおかれてくる必然性があるといえよう。こうした問題は、エ長の場合でも同様であ

るo だがもちろん、統率力や租極性等といっても、一般的な意味でのそれではなく、あくまでも資本

の志向へ職場構成員を統率していく能力であることはいうまでもないo それ故にまた、こうした昇進

管理の実態や視実の職制層に対して、若年層からも、中高年層からも次のような痛烈な批判がなげか

けられるのである。

「とにかく今、一番早く会社の上役になるには、もう、上の人に会社の思う通りな態度とってい

けばなれるんでないかっていってますけどねo やっぱり仕事がある程度できて、それから、ま、人間

的にもそりや、すこしはできてないとだめですけどねo要するに要領良くやれということですoだか

らといって会社のほうにペクペクしてるからって、露以へあいつは会社にペックリしてるとか、そう

いう具合に見えるようじやまだだめだってoだから要するに会社のほうにペックリしているようでも、

我々作業員にもすごく親しめる人間がすぐなる。」 (19オ、高卒）

「要するに、いくら力があっても、世渡りの上手な人と下手な人といるわけですoやっぽり上手

な人はその面で得だと思いますね。会社に対する協力度が中心だということはありますねo やはりな

にかちがう面がありますねoその、みこまれる人はねoやはり努力もしてますし、人間関係も立派な

人ですね。いくら力がなくてもなってる人が中にはいるからね、たくさんo 必ずしも技能が、技術が

ということではないですね。」 (37才、中卒）
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「みかけだけでも一生懸命やるoえらい人がみてる前で一生懸命やりや、一生懸命ゴマすって、

そうしてりゃなるんでないかいoやっぱり口のうまい人だねoだから上のほうにいったら全然仕事し

なくなる。‘作業長、エ長、責任クラスまではまず仕事しないねo下のほうの人が一生懸命やるし、仕

事覚えてる人が多いo 仕事は全然しないし、そういう人にかぎって、上の掛長とか工場長が来たらう

まいこといって、そういう人が多いo全部が全部じやないけど多いんだよね。まだ口のうまい人がな

ってるような状態、そういうのみたら一番頭に来る。」 (22才、高卒）

「我々から見れば全然能力なくても作業長や工長になってる人いるけどね。」 (45オ、高小卒）

「昔の組長や組長あがりの作業長などは、まわりがなんだかんだといってもデンとしていたが、

新しくなってきた作業長は、まわりでなんといっているかばっかり気にしているようだ。」 (44オ

高卒） ． 

これらの労働者の話からもうかがえるように、今日における昇進管理は従来の昇進管理が多少と

も客観的な基準としてもっていた年令・勤続年数や熟練度などの要素を失い、もっばら資本への忠誠、

労働者を資本の意にそって被極的に動員しうるリーダーシップなどが前面に出てきているのである。

そうしたなかで我々の調査した6 D名あまりの労働者の半数近くが口をそろえて言ったことは、組合

の役員をやれば出世が早いということであった。

「支部の役員でも組合の本部の役員でもやれば、もう必ず昇進3 それはもう出世の最短距離です

よね。それはもう tまっきりしてますよ、いまの組合ですとね。いまの労貰関係ですと完全にはっきり

してますよ。」 (29才、高卒）

「うちの支部では組合運動やったやつが皆工長なり作業長になっている。ものすごく昇進が早い

ねo組合運動やったやつがo徹底的に組合運動やればむしろほされていくけどね、適当にやったやつ

はものすごく早い。」 (36オ、高卒）

そこに、今日における労資関係と、そのなかで視場職制層の再編成がもっていた意味、および昇

進管理の果している役割が集約的に反映しているといってよいだろう。

最後に、若年層が昇進の見通しについてどうみているかということにふれておくと、作業長制度

が掛長・工場長までの｀｀開かれた“昇進制度を一つの唱い文旬にしているにもかかわらず、そういう

幻想に若年層はあまり惑わされていないようにみうけられる。

「どうせ俺みたいのは作業長どまりだからね、せいぜいいって。」 (21才、高卒）

「昇進の見通しは、せいぜいやっぱり工長になればいいとこでないかい。」 (21オ、高卒）

また中高年令層が、年功序列が崩れてきていることを嘆いていたのに対し、若年層は逆に、視実

の昇進管理がまだ年功的であるとの見方をしていることは対照的である。

「要するに昔とかわったというけれど、やはり実力主義じゃなくて、年功序列という具合のほう

がまだまだ強いから、やっぱりおもしろくないね。」 (22オ、高卒）

「昇進は、なんか俺らの会社だったら年功序列型みたいな惑じ。そうじやないとはいうけどねJ

(2 1オ、高卒）

若年層がこのような見方をするのは、能力主義管理が実際には仕事のうえでの能力の評価を基準

としているのではないということに対する不満のあらわれとみてよいだろう。そしてそういう意味でも

視実の昇進管理は、先にもみたように、若年層からも、かならずしも支持されえないものとなってい

るのである。
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第 3節 職能的資格制度の導入と能力主義管理

1 職能的資格制度の導入と能力主義管理

(1) 職能的資格制度の内容と特徴

6 0年代にはいって進められた労務統轄機檄の再編成は、まず作業長制度の避入による視場職制層

の再絹成から着手されt.=oそしてその再編成が一定の目途のついた段階で、一般労働者の統轄方式の

再編成が日程に登り、 67年 10月、・ 「職能制度」が導入されたoa~ 

この職能制度の噂入は、 67年に合併した東海製鉄との人事制度の調整を契機としたものであっt.=o

すなわち、富士製鉄の人事制度は、日鉄時代の身分制度が戦後廃止されて、 47年に設けられた旧エ

員を作業員に、旧職員及び服員を職能の別により事務員 9技術員・医務員に分ける戦名制度をそのま

まひきついだものであり、いわゆる職能的資格制度はとられていなかったo一方、東海製鉄のほうは

逆に資格制度が人事制度の柱となっており、職名に相当するいわゆる縦割区分は設けられていなかっ

た。そこで、この両者を統一したかたらで職能制度が設けられたわけである。もちろん東海製鉄との

合併による人事制度の統一ということは、職能制度実施のいわば外的な契機にしかすぎない。au会社

側は、この制度の目的として人事制度の統一の他に次の三点をあげている。aa

① 処遇の公平一ー社員の処遇の基準を共通の職能区分に求めることによりその公平を図る。

R 向上心の育成ー一職能区分は各人の努力目標となり、この面から職務遂行能力及び職務成果・

の向上が期待される。

③社員一体感の譲成ーー全社員に共通の職能区分を設けると共に、従来とかく身分的印象を与

えがちであった職名を廃止し、以って社員の一体感の醸成を図るo

そこでまず、職能制度の概要からみていくと、それは、 「職能区分」と「職務系列」、そしてそれ

に伴う給与制度の改訂から成っている。

「職能区分」は、 「役職序列のほかに、職務遂行能力ならびに業務への貢献の度合を考慮して、

全社員共通の社員序列として」a3設けられる区分で、表 3-5のように九区分に分けられるが、副参

表3-5 職能区分と対応職務

職能区分 対応 職務

理 事 部 長

副 理 事 副 長

．参 事 課長・工場長

副 参 事 掛 長

主 事 作 業 長

主 担 当 工 長

一般社員 1級 （中堅層）

一般社員 2級 （中堅層）

一般社員 5級 （新入社員）

（注）職能区分と職務と〇対応には上下一國潜の

ラップがあるo括弧内土正式職務名ではな

い。

事以上しま掛長以上の管理者層t改寸応するものであり、

ラインの労働者にかかわるのは主事以下の五段皆で

あるo それぞれび倣能区分の要件は表 5-6の

通りで、役職位との関連でいえば基本的には作

業長は主事に、エ長は主担当に対応するが、そ

れぞれ上下一段階のラップをもち、したがって

副参事の作業長もいれば（これはごく稀である

が）、社員 1級のエ長もいるわけである。しか

しこのような役職位になくても、主担当•主事

への格付けはなされるのであり、そういう意味

で、役職序列とは別の新たな「社員序列」なの

であるo初任職能区分は、新規採用大学卒 C4 

年制）が一般社員 1級、高卒が一般社員 5級へ

格付けられ、中途採用者は技能・経歴を勘案し
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表3-6 職務区分の資格要件

職能区分 要 件

主 担 当
3分類琺務、もしくは作業長の職務（これに準ずる職務を含むo以下同じ）む塗行するに

必要な程変の経験・能力を有すると認められる者。

2分類職務または低長の職務（こ四こ準ずる職務を含む。以下同じ）を遂行するに必要な

主 担 当 程度の経験・能力を有すると認められる者、ならぴに 3分類職務もしくは作業長の職務を

担当しているが、同戦務を標準的に遂行するには経験・能力が十分でないと認められる者。

1分類戦務または伍長以上を除く職務（以下、一般の戦務という）を優秀に遂行するに必

社員1級 要な程度の経験・能力を有すると諮められる者、ならびに2分類職務または伍長の職務を
． 

担当しているが、同職務を標準的に遂行するには経験・能力が十分でないと認められる者。

社員 2級
1分類職務または一般の職務を糠準的に遂行するに必要な程度の経験・能力を有すると認

められる者

般
社員 3級

1分類職務または一般の職務を標準的に遂行するには、経験・能力が十分でないと認めら

れる者。

（注） 3~1分類職務とは聯能給上の概念で、事務員等の戦務を重要度・難易度に応じて5区分したもの

表 3-7 選考方法の内容

選考方法 審 査 内 容

レポート審査
従事職務に関するテーマを与え、 3分類職務もしくは作業長の戦務を遂行するのに必要な

程度の経験、能力を有するかどうか

箪記試験
職務知識、一般業務知識および一般常識について 2分類もしくは工長戦務を遂行するうえ

に必要な程度の経験、能力を有するかどうか

書類審査 職務、職務遂行択兄、知識、経験、技能、璽務成績、年齢、勤続など

面 接 経験、能力や人物、識見等について総合的に評定される

て決められる。 表 3-8 職能区分の昇格年限

次に職能区分の昇格につ

いてみると、一般社員の級昇 最短年限 逝常年限 最長年限

格は、書類審査・面接によっ
社員 3 級→2 級 2年 3~4年 5年

て行なわれるが、主担当への
2 級→1 級 2年 7年前後 1 2年

1 級→主担当 1年 1 0年前後
昇格はそれに筆記試験が、ま

た主事への昇格はレボート審査が加えられる。これらの昇格選考の対象となるには、所属長の推鷹を

条件としている。at それぞれの選考方法の内容は表 3-7のように定められているo ところで組合か

らの強い要求によって、社員 3級から 1級までは最長経過年数による自動昇格が認められており、そ

れは表 3-8に示すように、 3級から 2級には 5年、 2級から 1級には 12年と定められているo-

方「通常の者」の昇格所要年数は社員 2級が 3級在級3~4年、 1級が2級在級 7年前後、主担当が

1級在級10年前後となっているが、この所要年数は「主として伍長，作業長への昇進の場合の所要

年数の実績を勘案して設定」 C9 したものとされ、また「長期間職務t~青励し、業務貢献度の著しい者

については、伍長などの役職につかなくても停年時までには主担当以上に昇格させるという配慮が働

いている」 a° という。また最短所要年数は、一般社員 2級が 3級在級 2年、 1級が 2級在級 2年、主
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担当が 1級在級1年となっている。ここで主担当への最短所要年数が 1級在級1年と短かいのは、主

担当昇格選考の受験資格を一般社員 2級の者にも与えていることと関連し、 2級としての径過年数 3

年以下の者が主担当昇格試験に合格した場合は社員 1級として 1年怪過した後主担当に昇格すること

になっている。

次に「職務系列」についてみると、これは基本的にはそれまでの職名と同じ考え方で労働者の

長期予定配置区分として、事務職（旧事務員）、技術職 C旧技術員）、医務職（旧医務員）、技能職

（旧作業員）の 4系列に縦割区分されるo職名制度の場合と異なる点は次の二点であるoすなわち、

第 1に、旧職名においては各職名毎に賃金体系が異なっていたが、後の給与改訂のところで述べるよ

うに、それが統一され、単一の賃金体系になったこと、第2tこ、旧作業員作業長の職務系列が技術職

になったことである。この作業長を技術職としたことについてほ、次の三点の理由があげられてい

る。127)

ll) 技術の進歩ぃ管理方式の近代化により、作業長職務は事務技術的技術や判断が要請されてき

ている。

(2) 作業長も、これに対処できる知識や判断能力を持つ者が多くなっている。

(3) 給与措置の面でも職能給を適用することがむしろ妥当である。

最後に戦能制度の実施に伴う給与制度の改訂についてみると、その中心は基本給、業績手当、一時

金（賞与）の改訂であったo

基本給では、従来の作業員と事務員等とグ制度上の格差を廃止し、①定期採用者（新卒者）の初

任基本給の統一及び年令別最低基本給の設定、R主担当以上を月給制にする（一般社員は日給月給制）

③昇給は現行基本給ランク別昇給を職能区分別昇給に改める、等の改訂が行なわれt.:o業績手当a8で

は、技能職の財源を一般社員と主担当以上に2分割し、成績査定も別々に行ない、その格差係数（職

能係数）を一般1.0 0、主担当 1.0 8、主事 1.2 0としt.::oまた一時金（賞与）では従来の一律分を

吸収して職能区分別定額部分を設けたほか、業績手当と同様に成績査定による配分に職能係数を導入

したo このような職能区分別賃金体系はその後 68年には職務給にも適用され、従来の勤続年数別複

数賃率が職能別複数賃率へと改められt.::o四

以上、 67年に蒔入された職能制度の概要をみてきたが、この制度は富士製鉄と八幡製鉄の合併

による新日鉄の成立にともなって調整事項として、 70年 10月、 「新人事制度」に改められた。し

かしその内容は、ほぼ、旧富士製鉄の職能制度を踏襲したものであっ t.:o新人事制度のもとでの改訂

の主な点は以下の通りである。

図3-3のように、 「職能区分」は「資格区分」と改められたが、中味の5段階ほ変らず、その

名称が変更された淫けであり、系列区分のほうも、かっての事務職と技術職がまとめられて主務戦と

なったほ汎ま、技能職が技術職と変えられたにすぎない。また職務層区分という考え方は旧八幡の考

え方であるが、これも旧富士の実態にそろえられているo ただ、職能制度においては、職能区分と役

職位との対応は上下一段階のラップがあったのに対し、新人事制度では、下一段階のラップを廃止し

役職昇進する者は対応する資格区分へも昇格するという措置がとられるようになっ t.:oまた昇格経過

年数も表 3-9にあるように、若干の変動があるとはいえ、ほとんど職能制度の場合と同じである。

しかし賃金面においては、資格区分によって規定される範囲が広げられ、退職手当をも主担当（旧社員

1級）以下と主事（旧主担当）以上の二つの異なるテープルによって計算するようになった。

このように、新人事制度は基本的に職能制度をひきついだものといってよい。°°したがって以下、
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図3-3

＜職務層区分＞

新人事制度

＜資格区分＞

生産関連 その他
職務職 務

ライン系列 スクッフ系列

作業長職務

横割区分

←→ 1統括主事c分類識務・

工長職務 B分類職務~,主事

主担当

一般職務 A分類職務— I 担当

担当補

表3-9 資格区分の昇格年限

最短年限

担当補→ 担当 2年

担当→主担当 2年

主担当→ 主事 2年

要 件

噂長またi江沼類の職務を遂行するに必要な醗、能

力を有する者。

埠またはB分類の職務を遂行するに必要な経験、能力

を有する者o

一般またはA分類の職務を倍秀に遂行するに必要な経験、

能力を有する者。

一般またはA分類の職務を標準的に遂行するに必要な経

験、能力を有する者。

一般またはA分類の職務を標準的に遂行するには経験、

能力が十分でない者。

遥常年限 最長年限

2年 5年

8年 1 2年

1 D年

繁雑をさけるため、資格区分、系列区分の名称は、職能制度を説明する場合でも新人事制度の名称に

統一することにする（必要に応じ、職能制度時の呼称は括弧で示すこととする）。

以上みてきたように、職能制度あるいは新人事制度は、 「職務遂行能力」と「業務への貢献度」

を基準とする資格区分による労働者の格差付けを、給与制度の改訂をその物質的基盤として貫ぬこう

とするものであるoすなわち、主担当（旧社員 1級）まで昇格するのに、最短で4年、通常で10年、

最長で17年というように、最短から最長までの差は実に13年の開きがあり、しかも、主担当以上

への昇格は制度的には保障されていない。そしてこれらの昇格が、 「職務遂行能力」と「貢献度」と

いうぼく然とした基準のもとに、所属長によって握られているわけだから、それが現実の運用面で果

す差別支配の機能は容易に想像できるであろう o その問題については次項で具体的に検討することに

して、ここでは、新人事制度による賃金面での格差を基本給についてみてみることにしよう。

表 3-1 0ほ72年度の定期昇給額であるが、この平均昇給額で55オの定年時までの累猿昇給額

を、資格区分の最長・通常•最短昇格年数別に試算すると表 3 -1 1のようなモデル値になるo最短

コースを歩んだ者が主事どまりだとしても（現実にはありえないが）、最長コースを歩む者とは 1万

をこえる格差が出てくる。しかも現実には成績査定によって同じ資格区分の中でも格差がつけられ、

更には他の賃金項目においても資格区分別の配分がなされるわけであるから、この新人事制度による

賃金格差は極めて大きなものになっているといえよう。
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表3-10 72年度定期昇給額

資格区分
昇 給

最高額 平均額

額

最低 額

(2) 労働者序列の再

編成と能力主義管理

統括主事 2,780 円 2,3 2 D 円 1,8 6 0円

このように、新人事

制度は、 「処遇の公平」

という名のもとに、賃金

格差を物質的基盤として

新たな「社員序列」をつ

主 事 2, 1 8 0 1,8 2 0 1,460 

主担当 1,880 1,5 7 0 1, 2 6 0 

担 当 1, 7 0 0 1,4 2 0 1, 1 4 0 

担当補 1,5 3 D 1, 2 8 0 1, 0 3 0 

（注）ペースアップ前の昇給額。ペースアップによる昇給額のふくらみは約

くりだそうとするもので

あるが、こうした制度の

必要性について、会社側1 0 0円程変とみられている。

表3-1I 資格区分昇格年数別累積昇給額モデル値

三三王三］「王::;1 :：::円 ；］ [>
（注） 7 2年度平均昇給額を基準に 18オから 55オまでを試算

括弧内は逝常を 10 0. 0とした指数

では次の・ように三点にわ

たって説明している。

「①開放怪済体制下にあってま

すます激化する企業間競争に勝抜く

ために、能力主義・実力主義の人事

管理を更に徹底することが要請され

ている。こうした現境のもとで従業

員がその職責を十分に自覚し、その

人的効率を最大限に発揮するため職務及び職務遂行能力をベースとした社員序列を設定し、意欲の向

上を刺激するとともにこれに基く処遇を行なうことが必要と考えられるo 従来当社においては既に述

べたとおりかかる意味での人事制度はかけており、その面から制度改正の必要性が指摘されていたo

こうした社員序列ほ、いわゆる資格制度と呼ばれるものであるが、当社としては徒らに学歴・年功に

捉われることなく、職務 9職務遂行能力及び業務への貢献度に応じて社員を位置づける必要性が強調

されていたo

③技術革新・事務機械化の進展は企業内の職務の質的内容に大きな変化をもたらしt.:aとりわけ

従来の作業職務は、単純な肉体作業からかなり高度な判断を伴う監視作業に変わりつつあり、逆に事

務員等職務も高度かつ専門的な企画・判断を必要とする業務と、単純な定型反復業務とに両極分化し

つつある。こうした情勢にあって従来の予走配置区分としての職名についても新しい時代惑覚にマッ

チした管理区分として再栂成する必要があっt..:c,職名については旧身分制から引継がれた経緯や後で

述べるように初任基本給、昇給テープル、日給・月給の線、更には給与の控除条件等が職名により異

なったことなどから、従業員に対M足来とかく身分的印象を与えがちであり、組合から撒廃の要求が

出たこともある。その上、技術革新の進展に伴う業務の高度化や、進学率の上昇に基く労働需給市場

の変化は必然的に高卒作業員の出現を不可避とし、その面から従来の学歴に対応した職名の在り方の

再検討が必要となっていt.:a

⑥少数精鋭主義実視のため最近数年間続けてきた採用の可及的抑制の結果、正常な新陳代謝が行

なわれず、能力構成はかなり高度化してきているo 役職昇進だけでは捌ききれないそうした能力構成

の高まりを人事制度面で受けとめるだけでなく、最近とみに重要性を増してきている専門職位を組織

を複雑にしないという前提の下で位置づける必要があっ to」皿

要するに、第 1に年功序列にとってかわる職務及び職務遂行能力をベースとした社員序列の必要
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性、第 2に商卒作業員化に伴う事務員等との処遇の調整、第 3に能力構成の高度化による役戦序列以

外の社員序列の必要性の 5点をあげているわけだが、既にみたように新人事制度の中心が資格区分序

列にあることを考えれば、最大の理由は第 1 点目にあるといえよう o すなわち、第 1 章•第 2 章でみ

たように、戦後の「合理化」過程のなかで進行してきたいわゆる年功序列、特に勤続年数序列と相

関した技能序列の崩壊を背景として、それにかわる新たな序列の端入・形成をめざしたものである。

そしてその序列の基準として採用されたのが、 「職務及び職務遂行能力」である。それは、技能序列

の崩壊すなわち技能水準の平準化あるいは逆転という事態の進行の中で、技能水準を擬制的に反映し

ていた勤続年数序列が意味をもたなくなり、勤続年数序列からは切離して、労働者の「能力」そのも

のを序列の基準にすえようというものである。しかし、一方で技能水準の平準化が進行しているなか

では、それは一般的な作業能力の水準としては設定しえず、それ故にこそ、資本によって恣意的に設

定される「職務及び職務遂行能力」として基準化されざるをえないのである。それが現実的に如何に

機能しているかは、次項でみることにして、こうした「職務及び職務遂行能力」を基準とした労働者

序列の再緬成をめざした職能的資格制度は、いわゆる能力主義の人事管理の柱となっているのである。

そしてそれが、その前段としての職制層の再編成＝作業長制度の導入をまってはじめて可能とされた

ものであることは、言うまでもなく、基本的には、この職能的資格制度の薄入によって、 60年代以

降課題となっていた労務統轄機横の再編成は一段落をつけるのである。その意味で、 「この改正は開

放経済体制下における企業体質強化の一現として能力主義・実力主義の人事管理の一層の徹底を図る

ために行なわれたものであって、既に実施されてきた現場管理組織の改正（工場長・作業長制度の噂

入）、職務給・職能給の設定や勤務体制の改普等、一連の人事給与制度面における合理化の系譜を継

ぎ、しかも当社の今後の人事管理の基礎として集大成したものということができる」03 という評価が

なされているわけである。

ところで、こうして新たに再絹成された労働者序列の実態を資格区分別労働力構成でみると、表 3

-1 2、表 3- 1 3、表 3- 1 4の如くであるo表 3-1 2と表 3-1 3は主務職社員（事務員・技

表 3-12 資格区分別年齢別労働力構成比 (69年10月）

1 9歳 20- 25~ 3 □~.l 3 5~ 40~ 5 0歳
N•A 計以下 24歳 29歳 34歳 39歳 49歳 以上

担当補
4 3.2 4 4.9 8.7 0.5 0.5 1. 1 0.9 0.3 1 0 0. 0 

(96.9) (5 6. 1) （ 5.6) (0.4) (. 0.5) (0.5) (0.7) .( 0.9) （ 1 1. 5) 

担 当
2 1. 3 51.5 1 6.8 3.8 3.3 2.3 1.0 1 0 0. 0 

（ ー） (3 7. 4) (46.1) (22.0) （ 5.7) (2.0) ( 2.6) （ 4.0) （ 1 6.1) 

主担当
0.1 0.2 1 2.9 1 7. 7 1 5.5 3 5.2 1 5.4 3.0 1 0 0. 0 

(□. 7) （ 0.6) (2 2.1) (4 4.5) (4 4.5) (4 1. 2) (3 3.0) (2 3. D) （ 3 0.8) 

主 事
0.1 1.0 1 2.9 9. 5 1 4.7 3 9. 0 2 0.3 2.6 1 Do. 0 

（ 0.3) （ 3.1) (2 0.8) (2 2.6) (3 9. 8) (4 3. 0) (4 1. 0) (19.0) （ 2 9. 1) 

統括主事
0.3 0.8 Z6 1 3.8 8.6 3 2.1 3 3.7 2.9 1 0 0.0 

(0.3) （ 〇.6) （ 2.8) （ 7. 6) （ 5.4) (8.2) (1 5.7) (4.9) （ 6.7) 

N A 
1. 6 2.2 6.2 5.4 9. 2 29. 6 1 9. 4 2 6.4 1 0 0.0 

（ 1. 7) （ 2.3) （ 2.4) （ 2.9) （ 4.1) (5.1) ( 7. o) (4 8. 2) （ 5.8) 

総 計
5.1 9. 2 1 8.0 1 2.3 1 □. 7 2 6.3 1 4.4 4.0 1 0 0.0 

(1 00.0) (100.0) (100.0) (1 00.0) (100.0) (1 □□.□) (100.0) (1 OD、0) (100.0) 

（資料） 新日鉄室蘭労働祖合「意識調査報告書」より作成

術員）・医務職社員も含まれているが、年令別楷成では、 25オ以上で資格区分の格差がはっきりと

出てきており、特に 35才以上層では、主担当どまりの者と主事以上へ屏格する者との差が明瞭とな．

っている。また勤続別構成でも、勤続 10年以上で上・下へq各差がはっきりと出て来、特に 15年

以上層では主担当どまりの者と主事以上へ昇格する者との差が明瞭となる。いずれの場合でも、主担
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表 3-13 資格区分別勤続年数別労働力構成比 (69年 10月）

4年以下 5~9年
1 0- 15~ 20~ 3 0年

N • A 計
1 4年 1 9年 29年 以 上

担当補
8 8.5 2.8 0.8 0.3 1. 1 0.3 6.3 1 0 o. 0 

(7 3. 6) （ 1. 5) （ 0.7) （ 0.5) （ 0.4) （ 0.6) (1 3.9) （ 1 1. 5) 

担 当
1 3.4 6 9. 4 1 1. 3 0.9 3.3 0.4 1. 3 1 0 o. 0 

(1 5.6) (5 2.1) (1 3.6) （ 2.1) （ 1. 6) （ 1. 3) （ 4.1) （ 1 6.1) 

主担当
1. 5 1 7. a 2 4.8 7.5 4 1. 6 3.6 4.0 1 0 0.0 

（ 3.3) (2 4.4) (5 7. 5) (3 3.8) (3 7. 8) (2 o. 2) (2 3.6) （ 3 0.8) 

主 事
2.1 1 2.3 9. 1 1 0. 3 5 5.5 8.3 2.4 1 D □. D 

（ 4.5) (16.7) (19.9) (4 3.6) (4 7. 7) C 4 3.9) (1 3. 5) （ 2 9. 1) 

統括主事
2.1 9. 1 9. 1 1 o. 7 4 2.3 2 4.5 2.1 1 0 o. 0 

（ 1. 0) （ 2.9) （ 4.6) (1 0. 5) （ 8.3) (29.8) （ 2.7) （ 6. 7) 

4.9 9. 1 8.5 1 1. 2 2 4.6 4.0 3 7. 7 1 0 o. 0 
N • A （ 2.0) （ 2.4) （ 3.7) （ 9. 5) （ 4.2) （ 4. 2) (4 2.2) （ 1 1. 5) 

総 計
1 3.8 2 1:4 1 3.3 6.9 3 3.9 5.5 5.2 1 D 0. D 

(100.0) (100.D) (1 00.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

（資料） 表 3-12に同じ

表 3-14 資格区分別勤続年数別労働力構成比（作業員男子 •7 1年）

4年以下 5~9 
1 o~ 1 5~ 2 □~ 2 5~  3□~ 

計
1 4 1 9 2 4 2 9 

担当補 1 0. 7 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 1 1. 1 

担 当 1 o. 7 5.0 2.6 0.1 0.3 0.3 0.1 1 9. 1 

主担当 0.1 2.7 1 5.1 4.6 7. 6 3.3 1. 8 3 5.2 

主 事 0.4 5.2 5.6 1 1. a 6.7 5.1 3 4.0 

統括主事 o. 0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.8 1. 6 

計 2 1. 5 8.2 2 3.0 1 0. 5 1 9. 3 1 0. 7 7. 8 1 D 1. D 

（蜘）・ 鉄鋼労連「統一賃金実態調査結果」 71年室隙分より作成。

（注） 工長までを含む

当以上で、年令・勤続年数のばらつきが大きくなっており、主担当に高年令・高勤続者の占めるウニ

イトがかなり大きいのに対し、逆に主事・統轄主事では、中年令・低・中勤続者がかなりのウニイト

を占めていることがわかる。こうした傾向は、作業員男子（作業長を含まず）だけを対象とした表 3

-1 4によっても確認できる。このように主担当が全体の分岐点をなしているのは、すでにみたよう

に、主担当までは、まがりなりにも最長経過年数による自動昇格が保障されているのに対して、それ

以上の主事・統括主事への昇格は、資本の人事考査にまった＜依存しているからに他ならない。そし

てそれが、もはや年令や勤続年数とは必ずしも照応していないことが、これらの諸表からわかるだろ

うo我々が調査した労働者のうちの 42名の年令・勤続年数と資格区分との関係を表わした図 3-

4はそれを更に明瞭に示しているだろう。

2 昇格管理の実態とその矛盾

貸格区分の昇格管理の基準が、役職位昇進による対応資格区分への昇格を別とすれば、 「職蒻遂

行能力」と「業務貢献度」におかれていることは前項でふれた通りである。 「職務遂行能力」による

昇格とは、 「能力はあっても、相応の役職（職務）につけない者については、能力に見合う資格への
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図3-4 年令•勤続●資格区分別労働力構成
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（資料） 労働者面接調査より作成
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郷」匹という説明にあるように、いわゆる能力主義的な昇格を意味するのに対して、 「業務貢献度」

による昇格は、 「会社陶劣に精励俗勤し、貢献度のある者については、それ相応の資格への屏格」 04

という具合にむしろ年功的要素による昇格を意味しているといってよいo このように資格区分の昇格

管理は二つの相異なる華準で行なわれており、その結果として再絹成されつつある労働者序列ほ、前

述したように特に主担当以上において、年令・勤続年数序列とはもはや必ずしも相関しない構造を示

している。しかし、昇格管理の基準といっても、それは先にみたように極めて抽象的な規定にしかす

ぎず、実際上は資本の意のままの昇格管理を許す構造となっているのである。本項ではそうした昇格

管理の実態を、それを労働者がどのようにとらえているかという側面から明らかにすることが課題で

ある。

まず昇格管理が、資本に対して反抗的な者を徹底的に差別する機能を有していることは言うまで

もなく、そのことは労働者間の一様な認識となっているといってよい。

「やっぼり工長にたてつくとか作業長にたてつくような人は、いい目では見られないと思うけど

ね。推鷹も工場長がじかにみるのではなく、エ長とか作業長とかがみて言ってるんですからね。」

(3 0オ、中卒、主担当）

「会社側に対して悪いことやったら、その人はもう、絶対、何年たっても上がれないというふう

になっている。」 (21オ、高卒、担当）

「思想面にはしっている人、そういう人がたは、これはもう昔からいても主事にはなっていませ

んね。主担当どまりですね。」 (43オ、高卒、主事）

「担当補から担当まではすぐいける。とにかく面接だけですぐです。異常な人間でないかぎり。

それであとは主担当というのはある程度テストして。で伽工長の話聞きますと(そういうんでも会

社に対するうまい言い方すればすぐはいれるっていうんですよね。ある程度会社に対する反発的なと

ころ出すと、すぐおとされる。それはもう tまっきりしてるからもしお前が受けに行く時は気をつけれ

よといわれてるんですけどね。」 (19オ、高卒、担当補）

これらの労働者の話しにみられるように、エ長・作業長等に反抗的な者、 「思想に走った者」に

対する差別の貫徹は労働者の意識を常に抑圧しており、それはまた推薦の実質的権限をもつ作業長の

労働者支配の要となっていることがう力がえよう。

だが、新人事制度はこうした思想的な差別によって労働者をい縮させるだけではなく、より稲極

的に、労働者の間に昇格競争をもちこみ、労働者をして自ら資本に甜極的に協力的たらしめようとい

う点にこそ最大の目的があるのである。それが他ならぬ「職務遂行能力」という昇格基準のもってい

る役割であるo 前にも述べたように、少数精鋭主義、作業のプール化のもとで技能水準の平準化が進

行してきている現段階においては、もはや単なる作業能力は労働者を決定的に格差付ける基準たりえ

ず、従って「職務遂行能力」とは、作業能力以上のものを意味しているのである。

「まじめにやったからって、決して上にあがれるわけじゃない。やっぱり仕事てきばきやって、

目立つ存在でなかったら今はねo 目立たなかったら全然上がっていかれないんでないかいo前は地味

にやってても、なんでもなかったけど、今は活発にやんなかったら、何に関しても活発にやらなかっ

たら・・”..。」 (2 1オ、高卒、担当）

「本当に実力を評価するとか、個人の本当の能力をかってやるというのと、現在行なわれている

のでは、なんかマッチしてないというふうに感じますねo 早い話が、やっぼり会社の言う事に従って

る人間はね、従ってうまくやっていく人間だけが上がっていくようなもんで、 QCサークルとか自主

管理とかに熱心な人はなりやすいですねo 」C、49才、高小卒、主担当）
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つまり、昇進管理の場合と同様、資本の意にそった被極性が重視されるのであり、その稜極性を

作業長一資本に認めてもらうための労働者間の競争があおられるのである。

「能力主義なんてのは人間関係を最も悪くするんですよねoだからやはり 2製鋼（工場）の場合

でも、人をふみつけにしても俺は出世するんだというような気持をもって、も．う人間関係くそくらえ

というような、ま、それ程極端ではないにしても、仕事に対してはやるという人間は、やはりある程

度出世してますねoやはり競争ですねoお互いに、その、人間関係をうまくつくりながら、お互いに

競争心をおこして、そしてやれば会社の利益にもなるんだし、そこをうまくねらっているんですね」

C 4 3才、高卒、主事）

「職能制度はね、ほんとはね、こういうことやるっていうのは、どうしても競争心あおってね、

人間関係は良くならないんだけどねo俺なら主事まで行けばいいとこだな。そんなね、皆んなをふみ

つけて上がりたいという気持もおきないね。」 C3 6才、高卒、主担当）

「これは人間関係を悪くする面はだいぶあるんでないんですかo結局、人の足ひっぼって自分が

上がらんことには評価されないわけで、なんかそういう点において人間関係を悪くしてますね。」

C 4 ・ 9オ、高小卒、主担当）

こうして、新人事制度は能力主義という名のもとに労働者の間に昇格競争をもちこみ、そうする

ことによって稼極的に資本に奉仕させようとするものであるが、その結果は、労働者の話にもあるよ

うに、人間関係の悪化をまねかざるをえないのである。しかも、労働者間の昇格競争といっても、そ

の判定は作業長等の胸先三寸に依存するが故に、労働者に上司への卑屈，tょ従属をも強要することにな

る。

「やっばり醜いものほありますよo早く言えば、上司との個人的なつき合いをして、いろんなこ

とをそういう時点にむすぴつけるということでしようねo うすうすでなくて、激しいでずよoむしろ

それのほうが強いんでないですか。」 (49オ、高小卒、主担当）

「格付けは妥当とはいえないねo情実というものがからむからねo結局、極端な言い方すれば、

作業長にゴマをすったということなんだなo同じドングリの背比べでいったやっ、結局ゴマすったお

かげで上がる。それが今の制度になってからものすごくはげしくなったんでないですか。」 (45才、

高小卒i主担当）

「必ずしも実力主義ということは、なかなかoやっぱり口のたつ人、ゴマする人はうまくやるし

ね。口ベたで、ほんとに仕事はモリモリやるけど、口ベたでうまいこと言えない人は結局は損するん

ですね。なんぽまじめにやったって、一生平社員で終ってる人はたくさんいますからねo なにも仕事

できなくたって、口ばかりたつやっ、要領のいいやつだったら、なんぼでもなってますからね。」

(2 9才、高卒、主担当）

このように、資本によって完全に掌握された昇格管理のもとでの新人事制度は、労働者間に全面

的競争をもちこみ、 「ゴマスリ」をも含めての資本への甜極的・全面的服従を強要しているのである。

そして他方、こうした井格競争についていけない者、また前節でみた職位昇進からとりのこされた高

小卒・中卒の中高年労働者層に対しては、 「業務貢献度」という丼格基準が、彼らの不満を一定程度

解消すると同時に、 「まじめに」やれば昇格の見通しがあるという期待惑を抱かせることによって、

資格区分による格差分断の機能を隠ぺいし、それに対する労働者の不満を顕在化させにくくする役割

を果しているのである。

「やはり、好ましくない態度をとっているとやはり問題だと思うんですよo僕らの工場にはいな
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いんですけど、たとえば民青でどうこうやっているとかそういう人達はほとんど除外視されているよ

うな傾向なんですo ですから通常、まじめにやってれば、ほとんど勤続プラス能力でいくと思うんで

すよ。」 (24オ、高卒、担当）

そ噂味では、 「戦務遂行能力」と「業務貢献度」という二つの昇格基準が適宜使い分けられて

いるわけだが、しかしあくまでも主は「職務遂行能力」のほうにあり、 「業務貢献度」は前者による

労働者支配の貫徹の体制を補完するものとして従なのであるo従って中高年令者は、次の労働者の話

にもあるように全体としては資格区分井格からも取り残される傾向にあ‘る。それは先の資格区分別労

働力描成にみられた通りである。

「端的に言うと、やっぱり年功序列制じゃないということなんですよねo だからもう、優秀な人

は若手であっても、どんどん上がるということなんで、ま、古い人の考え方としてはね、ま、あきら

めムードということなんでね。そういうな傾向はありますね。」 (46オ、高小卒、エ長）

「今までは、だいたい勤続年数で、最初の頃はあれしてたんですけど、今はやっばし、技術とい

うことが一番あれでしようね。」 (41オ、高小卒、エ長）

「昇格の見通しはありませんね。」 (49オ、高小卒、主担当）

こうした昇格管理あるいは制度そのものに対して、上位の資格の者が肯定的見解をもっているの

は当然である。

「資格制度はいいと思うよoやはり同じレペルで同じ賃金もらうんならいいけども、やはり人間

それぞれ差があるから。なんぽウデがいい、なにがいいっても協力的でない人とか。だからそういう

あれつくってもいいんでないかね。ゃはりある程度年数たって、会社に貢献するとか、技術とかね、

いろんな、なる条件はあるんですよo やっぱりそれに対して働く意欲もわいてくるだろうし。」 (5

4オ、高卒、主事）

「やはりこういうの禄能力本位につくってますからねoだから能力のある者はバソバン上にあが

っていく。そうすればおのずと給料も高くなるというようにつくってありますからね。たとえば作業

やらせてもよく出来るし、対人関係もかなりいいとか、そういうことですねoやはり人間関係もかな

り重点おいてますからねo 」(38才、主事）

しかし同時に、資本の恣意的な昇格管理に対する布荷が広がっていることも、これまでの労働者

の話からうかがうことが出来るだろう。それは、人をふみつけなければ昇格できない制度、ゴマスリ

などの介在する余地の多い制度に対する不満である。なかでも、現在の格付けに対しては、かなりの労

働者が妥当だとは思っていないといってよい。

「視在の格付けは妥当ではないでしようね。」 (43オ、高小卒、主担当）

「資格の格付けは妥当だとは思わないね。」 (23オ、高卒、担当）

「自分達の技能とか作業内容とか、それはやっばり会社としては正当にみてくれてはいないよう

な気がするねo 食車の時なんかに集まっ t.:11寺に、我々も含めて、多少なり不満はあるようだね、皆ん

なね。」 (30才、中卒、主担当）

「今の 7人の中では僕より先にやってる人は 1人なんですよo今まで2年旋盤やってるが、それ

以上やってる人はそんなにいないんですね。ですからやっぱり、仕事からいったら僕のほうがあれだ

もね、 7人の中では 2番目ぐらいかな。あとの人は要するに、僕がロールショップに来てからはいっ

てきた人たちで、 40なんぽの人もいれば39ぐらいの人もo若い人のうちで僕と同じにはいったの

が2人で、あとは今まで旋盤とかそういうものやったことのない人がねoだから、担当かo要するに、
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仕事はわかんないんだけどね、量なんかもこっちのほうがやってるかわからないのに、その人たちは、

他の作業はやってたかもわかんないけど、旋盤に関しては、僕のほうがやっている。それが……o 」

(2 D才、高卒、担当）

「視在の格付けは、正直いうと、やっばり不満ですね。そういう、主事とか主担当という、かた

ちの J:.ではまるっきり差つけられていますけど、実際行なっている仕事というのはまったく同じだと

いうことですね。そういうものなくても、賞与とかいういうときにはいやでも査定も登場しますから．

ね。そんなにはっきり差をつけるほど、作業J:.の差はないということですねo どうもそういうのには

抵抗惑じてますけどねo やっぱり私たちの年代というのは、そういうことに対しては、何かおもしろ

くないですね。そういうふうに資格はつくっていますけども、．必ずしも作業とかそういうものが貸格

区分ではつきりと分けられるべきすじのものでもないような気もしますねo作業内容そのものがね。

工長というのは、やっぼりかんじんなとこの指示をするとかということありますけど、他の人間はほ

とんど同じことをくりかえしやるということですからねo だからそこに矛盾惑じる。」 (49才、高

小卒、主担当）

「これはちよっと不満ありますけどねo 結局、公平にするということで始まったんですけど、逆

の結果出てるような惑じですねo 同じ入社でも別々な職場に配属されると、職場によって違うんです

よo人員構成やらなにやらで昇格がoだから同じ入社年月日で、 1 D年位たって 2段階も違うような

差が出てるわけなんですね。その人のおかれてる立場でかなり差が出てきますね。」 (37才、高卒

主担当）

格付けに対する不満が、若年層・中高年令層を問わず、また制度そのものに肯定的か否定的かを

も問わず、多かれ少なかれ存していることをこれら労働者の話は物語っている。

特に 49オ・主担当の労働者の「差をつける程作業内容は違わない」という意見は、単に格付け

に対する不満というよりは、新人事制度そのものに対する根底的な不満であり、少数精鋭主義、作業

のプール化、技能水準の平準化という事態のもとでの労働者の恣意的な格差付けの不合理性を鋭くつ

いた批判として注目してよいだろう。それに対して2Dオ・担当の労働者の「実力があるにもかかわ

らず若年故に格付けが低い」という不満は、若年労働者の意見を代表しているといえる。中高年労働

者が年功制の崩れてきていることを嘆くのに対して、若年労働者は逆にいまだに年功的であるとい

う不満をもっているのである。

「資格の格付けは、ほとんど年功で、自分が仕事できるからそうっていうんではあまりないから

年功序列だから、年数たてば、その通りになると思いますo 」(2D才、高卒、担当）

「格付けはやっぼり年功があるんでないかなと思う。」 (2D才、高卒、担当）

「昇格の基準はどうもわからんだなo矛盾してるんじやないかと思うんだねo もうちよっと、き

まった、きばっとしたものがないんだね0 fまっきりした線がねo ほんとに試験でもってJ:.がるのか、

経験、ほとんど経験が主だね、やっぼりo年数と経験o したから、なんかまだ年功序列がまだはいっ

ているんだね。なんか我々も皆、 1D年たてば主担当だとか、あと 2~3年たてば主事になるとかっ

てねo 結局、下の者でも、能ガがあっても、今現在、まだJ:.のほうにJ:.がれないというのが今の視状

だねo ほんとに試験とか面接とか、作業面とか、なんとかかんとかったって、やっぼり、覚える人は

早く覚えるだろうし、だけども、年数がたたなければJ:.がれないというのが視状みたいだねo工場長

の推薦といっても、なんかこう、縁故関係とか、結局ゴマすりというか、なにかそういうのがまだほ

とんどあるようだねo だからもう、試験というのは、ただほんとの、なんぽ技術覚えたからって、い
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ろんな化学記号書けない人も主事になってるしねo結局、試験やってもほとんどわからない人もいる

し、それでも.l:tこたってる人もいる lhoだからほんと、これだったら、なんかあやふやだねoだか

らもうちよっとはっきりした線をもってほしいですね」 C2 9才、高卒、主担当）

このように、中高年令層と若年層との間で視実の昇格管理に対する評価がくい違うのは、それが

「職務遂行能力」と「業務貢献度」という二つの基準にもたづくものだからであり、更に、若年層の

当面する担当補から主担当までの昇格ではまがりなりにも経過年数が設定されているのに対し、中高

年令層の当面する主担当から統括主麒までの昇格ではそれがまったくないからであるが、しかしより

本質的には、 2 9オ・主担当の労働者が言うように、労働者を充分に納得しうるような身格の客観的

基準がないからに他ならない。

「昇格の基準ってないんでないかね。そりや掛長あたりは基準あるっていうかもしれないけど、

我々にはさっぼりわからないね、基準というのiむ」 (45才、高小卒、主担当）

そうしたなかで、多くの労働者が共通して指摘したのほ、昇進管理の場合と同様、組合の役員を

怪験すると昇格が早いということであった。

「組合の役員やったらいいというのほ、それはもうはっきりしてますよo今の組合ですとねo組

合運動やるということは、今の労働運動にとっては、やっぱり、かなりゆがめられてきてますね。そ

ういう点では完全にもうおかしくなってきてますよ。ま、もう、視実だから、それはもう、しかたが

ない。ま、抵抗感じるところですね。そういう点o だからもう、組合運動っても、昔の組合組動やっ

てれば、全然推薦されないしね。なんぽ仕事の能力あったってだめですよねo そういう人は、工場と

しては、作業の指避性がないということで、能力がないということいいますからねoだから必ずしも

実力主義ということは、なかなか……。」 C2 9才、高卒、主担当）

以上みてきたように、資格区分の昇格管理は、一方で年功的な要素を残しつつも、全体的な傾向

としては、いわゆる能力主義的に、年令・勤務年数には固執せずに｀｀能力、あるものを昇格させると

いうかたちをとっているが、しかし一歩その内実にふみこんでみると、 「戦務遂行能力」や「業務貢

献度」という昇格基準は、基準としてよりも、逆に資本の恣意的な労務支配の隠れみのとして機能し

ているのであり、労働者の資本への積極的全面的服従を強要しているのであなそしてその結果とし

て後に（続刊『鉄鋼業の「合理化」と企業内教育・ 11』で）みるような労働組合の資本への丸がかえ

の完成があるのであり、また逆に、労働組合の資本へのゆ着がこうした昇格管理を可能としているの

である。それが、能力主義管理の内実に他ならない。だが、こうした昇格管理に対する労働者の不満

も強く、なかでも特に注目しなければならないのは、一般に能力主義管理に適応的とみなされている

若年層のなかにすら、逆に年功的な昇格管理を望む者が出てきていることである。

「やはり、もうすこし変えてほしいですね要するにむかしの年功制度というか、年功で上がっ

ていく、そういう制度をもうすこしとりいれて欲しいと思いますねo やはり 70 o,6位は年功とってほ

しいと思いますね。」 (19オ、高卒、担当補）

「能力主義というのはたしかに能力のある人はえらくなって、たくさん給料もらう、そういうこ

とにつながるっていうことでしよ。そうすればね、仮に満期（定年）近くなってあんまり体の活発性

もなくなってきたころにそういうこといわれてもね。やっぱりね、実際面からいけば、一番能力のあ

るというのはやはり 20代後半から 30代位までだと思うんですよね。ま、特別な人を除いてはね。

そういう考え方でいけば、やっぱり能力主義ですべてをかたづけるということは問題あると思います

ね。」 (23オ、高卒、担当）

「昇格は僕らはある程度やっぱり、その戦場の年功でいってもらいたいと思ってますけどねo
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今のところはまだ工場新しいですからね、僕らからみても妥当だなって感じでみてますけどね。これ

からどういうふうになっていくかは、わからないですけどね。」 (29オ、高卒、主担当）

ニュアンスの違いがあるとはいえ、このことは、如何に労働者が、資本の恣意的な労務管理のも

将来を不安に思っているかを物語っているといえよう。

このように、新人廓制度に対する不涵は、中高年令層のみならず、若年層の間にもかなり広範に

広まっていることがうかがわれる。それは、資本専制を許している視在、まだ必ずしも充分顕在化し

とで、

ていないとはいえ、次の労働者の話にもあるように、むしろ若年層の間においてこそ、より先鋭なも

のとして今後も益々菩甜されていくだろう。

「戦能制度は、はじめtまだいぶ抵抗あったけど、ま、実質、格付けされても賃金はそう変らんし

さ、結局今までの格付けのなかにはいったような状態でしよ。これからの人はやっぱり、それまで上

がるまでにはだいぶ問題あるけどねo今の状態だったら、ま、 しようがないということなんでしよo

だけど、これから入ってくる人の格付けの問題は、やっぱり相当抵抗あるんじゃないかと思いますけ

どo 」C4 6オ、高小卒、エ長）

図3-5 職能制度に対する青年労働者の意識

°̀ 6 

(1) 「現在実施されている脱能制庇につ
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（資料） 富士鉄室蘭労組青年婦人部機関紙『うしお』調査特報 (69年1月20日）より
（注） 青年部員総数1,4 D 6名、回収総数88 1名、回収率 62. 7%。

各区分の名称は新人事制度のを使用。

最後に、若年層全体の意識傾向を図 3-5に紹介しておこう。これは労組青年部が職能制度瑯入

厨年あまりを怪た時期（正確な時期はわからない）に実施した意識調査の一部であり、時期的にい

組まだ、職能制度の効果が必ずしも充分にあらわれているとはいいがたい時期だが、にもかかわら

ず、かなりはっきりとした意識傾向をみることができ、これまで述べてきたことを裏書きしていると

いえよう。
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＜注＞

(1) 『労働だより』昭和 34年11月11日号

(2) 企業内教育のこのような位匠付けは日経連においてはすでに50年「新労務管理四関する見解」のなかで提起

されていた。その中では次のように述べでいる。「然し従業員は何よりも職業人でなければならず、この面に

おける教育は労働組合の祖織と運営に関する支配介入にならざる限りすべての労務管理の立場から採り上げ

うる分野でなければならぬ。」 「従業員教育は職業人として必要な素差と能力とを附与することが目的であ

るから、一般的には技術教育と教養教育の二つの方向が考えられる。」

(3) 周知のように、鉄鋼業における作業長制度の採用は 58年の八幡製鉄戸畑への迎入を嘴矢として、その後、

表のように普及したo富士製鉄における蒔入はむしろ遅いほ

うであるが、新鋭嬰鉄所として出発した東海製鉄(67年富

士と合併、現名古屋製鉄所）ではすでに 61年から採用され

ている。こうしお荘入経過からみても、作業長制度が新しい

生産設備体系に対応した現場管押組織であることがうかがわ

れる。

(4)•(5)•(6) 富士製鉄教育部長浜口正夫「当社における作業長

制度の現状と問題点」（日産訓訓練資料No.6 2『第 10 

回全国産業訓棘大会記録』 65年 12月）

(7,) 工場長制度は 64年 4月実施

(8) 作業長の下位の琺制である伍長は67年に工長と改められt.:c,

作業長制度の普及状況

獄年月 会社・工場名

5 8年 9月 八幡製鉄・戸畑

5 9年 2月 日本鋼管•水江

6 0年 6月 八幡製鉄・光

6 1年・ 7月 住友金属・和歌山

東海製鉄

1 0月 八幡製鉄・堺

6 2年 12月 住友金屈・全社

6 3年 5月 八幡製鉄・八幡

6 4年 3月 富士製鉄・全社

6 6年 5月 日本鋼管・全社

4月 日新製鋼

以下どちらを用いても同じ職位である。

(9) 室蘭製銭コ教有部「作業長戦務睦準掛総説」

(LO) 浜口正夫、前掲害

仰 旧富士が作業艇栂度を旧八幡と比較すれば、最大の相違は

待遇面こあるo旧八幡の場合は戸畑への導入時から作業長を作業員とは一線を画した事務技術戦という新た

な職務系列に位置付けるとともに、 62年には非組合員とするなど、当初から経営サイドの職制としての地

位を明確にしていたのt改寸し、旧富士の場合は後にみるように、作業長の職務能力の充実にしたがって漸進

的にその地位を明確化するという方針がとられたo

(1.2) 「エ長職費基準」

03) 前述しt.:J日富士と旧八幡との作業長の待遇面における違いは、労資関係を別とすれば旧八幡が新鋭戸畑ヘ

の渫入であったため、当初から作業長の人選をその戦務に適したかたちで実行できたのに対し、旧富士は新

鋭東海製鉄への先駆的迎入があったとはいえ、中器製鉛所への一斉群入のため、旧組長層の再網成によつて

しか作業長を創出することが出来なかつたこと匹h来するといえよう。

「富士製鉄における作業長候補都散育の璽点と方法なら訊こ実際例」（『労務管理通信』 19 6 4年 3月(14) 

⑮

⑱

闘

⑱

上旬号、 Vo1. 4、No.6)

浜口正夫、前掲書

I

I

 

I

I

 ーー

., 
ー

我々が労働者調査を実施した時点（ 72年 8月）では、作業長はまだ非組合員化しておらず、その交渉も

ようやく緒につ．いたばかりであったにもかかわらず、すでに作業長は非組合員だと答える労働者がかなりい

た。

09) 鉄鋼連盟の作業長実態悶査によれば、 72年 4月現在、新日鉄全体の作業長の平均年令は45オ、最低年

令25オ、平均勤続年数24年、最低勤続 8年、入社後作業長に任命されるまでの平角年数18年、最低年

数8年である。『労務管碑涌信』昭和47年 1D月下旬号、 Vo1.12、No; 2 6 

(20) 鉄錮虫占各社でも、表に示したように 67年に相次いで職能的資招制度が避入されており、先の作業長制

度群入とともに職能的資格制度は鉄鋼独占体における労務統轄機構再編成のメルクマールをなすものである。
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職能的資格制度の普及状況

迎入時期 会 社 名 名 称

6 7年 3月 日本鋼管 社員制度

＂ 
4月 神戸製鋼 資格制度

＂ 
6月・ 八 幡 製 鉄 職 掌 制 度

＂ 
1 0月 富 士 製 鉄 職能 制 度

＂ 住友金属 職 分 制 度

なお、住友金属の識分制度は60年に実施

されたものが 67年に改組されたものであ

る。

訓 東海製鉄が富士製鉄資本の参加によって

創設され、両社の合併が早晩予想されてい

たことを考えあわせれば、東海製鉄への資

格制度の部入は富士製鉄への避入の布石と

して演出されたものとの見方もできよう。

図 「富士製鉄における職能制度新設とその

実施に伴う給与改正」（『労務管理』 191-192合併号、 68年 5月）

(28) 会社提案説明、広畑製鉄労働組合「第 38回定期大会一般経過報告書別冊」 (67年 9月 10日）

(24) 主担当への昇格選考の場合は、勤続4年以上の者には所属長の推せんがなくても受験資格が与えられるが、

そのようなかたちで昇格する者はまずあり得ないだろう。

(25)•(26）会社提案説明、釜石製鉄労働組合「第 2 5回定期大会議案書」 (6.7年9月17日）

⑳ 会社提案説明、広畑労組前掲書

(28） 業鎖手当はいわゆる能率給で、 68年に工場別能率給に吸収された。

(29) 職務給へa倣能区分の適用は、 71年 1D月の職務給改訂時に廃止になった。

(80) I日八幡の職掌制度は職級・職務層区分・職掌区分という 5本の柱の組合せからなる複雑なもので、その意

味では旧八幡の労働者にとつては新人事制度はそれが簡素化されたことになるo 旧八幡の職掌制度について

は、鉄鋼労連『調査時報』 No.102(70年 9月）参照。

(3n 注22)に同じ

(33 注22)に同じ

(33) 会社提案説明、釜石製鉄労働組合「第 13回定期代議員大会・ 19 7 1年度一般経過報告書」

(34) 注55)に同じ
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第 4章 企業内教育の展開と自主管理活動

第 1節 企業内教育の展開過程

1 第2次合理化期まての企業内教育の動向

(1)戦前・戦中の企業内教育

室蘭製鉄所において企業内教育が組織的に行なわれはじめたのは、『日本製鉄株式会社史』

及び『室蘭製鉄所五十年史』によれば日鉄輪西製鉄所時代の 19 3 8年（昭和 13年）からのこ

とである。すなわち 19 3 8年に管理組織として教育掛が総務部庶務課に設けられ (43年に教

育課になる）、初めて所内教育に関する事項を取扱うことになり、同年 9月には私立輪西製鉄所

青年学校が、更に 39年5月には青年学校に併置して技能者養成所が開設された。これらは青年

学校令 (19 3 5年制定）、工場事業湯技能者蓑成令 (19 3 9年制定）という国家的要請に基

づいて強制的に課せられたものであるとはいえ、同所における組織的な企業内教育の出発点をな

していた。 (I) 青年学校の修業年限は 5年で、 58年から 48年（昭和 25年） 5月末の閉校ま

での 10年間に 11 3 6名の若年労働者の教育が行なわれた。 また技能者養成所は当初は 1

学級で発足したが漸次拡大され、 19 4 3年（昭和 18年）には普通科。中等科。専修科の 5科

5学級網成となり、 19 4 4年からは女子養成エ (2学級 2年制）の教育も開始された。普通科

（教育期間 2年）は青年学校の 1 • 2学年をもつて代替し、その普通科修了者のなかから選考に

よって中等科（教育期間 2年）に進めるという体系をとり、中等科では所内全般にわたる職種の

養成が図られた。この技能者養成所は 19 3 9年から 19 4 5年まで設置され、その間男子 204

名、女子 57名の修了者を現場に送りだした。このように戦前戦中の生産現場労働者に対する教

育は青年学校と技能者養成所による若年労働者に対する教育訓練が中心であったが、その他に戦

時下国民総動員法のもとに徴用された多くの未経験者に対する短期の職楊馴嵌教育なども行なわれた。

一方、戦時下における生産増強に伴う中堅技術者の不足に対しては、甲種工業学校卒業者に

準ずる技猫員の養成を目的として 19 4 0年（昭和 15年） 4月に技術員養成部が設けられ、機

械•電気冶金・化学・土木•建築の 5 職種にわたる短期の専門技術者教育が行なわれた0(3)

(2) 戦後50年代までの企業内教育の動向

こうした戦前戦中の企業内教育も 19 4 5年（昭和 20年） 8月の敗戦とともに崩壊し、 8 

月以降約 5ヶ月間は「敗戦の打撃をうけて、教育もまたまった＜空白の状態を現出した。」 し

かし同年 12月には「混乱時における教育こそ戦後の日本鉄鋼業の再建にとつて必須のものであ

るとの見地から」(5) 、従業員教習所を設置し、翌4 6年 4月には青年学校を整理吸収して養成工

教育と従業員教育が行なわれるようになった。従業員教習所には養成科と講習科がおかれ、（6) 養

成科では高等小学校卒業程度の青少年を対象とした全日制 2ヶ年の所謂養成工教育が行なわれた。

そこでは多能工的な基幹工の養成が目指され、教科目も社会科・普通科・工業科・実習科（仕上

・鍛冶•土木・電気）・体育科という広範囲にわたる教科目が課せられ、通算授業時間数も

4 0 3 2時閉に及ん氾また、 講習科では、従業員一般を対象に電気・冶金・機械・数学・英語等

の諸講座が夜間の勤務時間外に設けられ、 19 4 7年（昭和 22年） 1月よりそれぞれ 5ヶ月な
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いし 6ヶ月の期間で講習会が行なわれた。

その後、従業員教習所の養成科は 19 5 0年（昭和 25年） 4月より私立輪西工業学校（教

育期間 2年）として学校形式に改められ、また 19 6 1年（昭和 36年）に浪学校教育法 83条

に基づく各種学校として、教育期間も 5ケ年に再絹成された。

戦後の企業内教育の特徴は、管理・監督者層に対する教育が新たに行なわれるようになった

ことで、それはまずアメリカから蒔入されたTWI、MTP等の定型的訓練として行なわれた。す

なわ芦 19 5 0年（昭和 25年） 2月からTWIの10時間講習会が現場第 1戦監督者に対して

実施され 19 5 7年（昭和32年）までに延べ約 40 0 0名の受講者を数えた。また 19 5 1年

（昭和 26年） 6月からは、部課長・掛長の管理者層を対象にMTPが実施され、これも 19 5 7 

年までに 19回、 23 7名が受購した。しかしこうした定型的訓練は企業の実情に必ずしも合致

せず、その効果はむしろ疑問視されていた。(71 そうしたなかで 50年代の後半からは企業の実態

に即したいわゆるヽ自家製”の企業内教育が企図されるようになった。たとえば 19 5 5年 9月

からは組伍長教育が始められ、また 19 5 8年 6~10月には管理者訓練講座、 19 5 9年 2月

から掛員訓練講座、 19 6 0年 8月から IE講習会、その他、組伍長特別講習会 (1 9 5 8年）、

棒心層を対象とした作業員研修会 (1 9 5 9年より）などが随時実施された。このうち、生産現

場労働者を対象としたものは次のような内容であった。

＜組伍長特別講習会＞

(1) 目的 組伍長に対し第 1戦責任者としての資質を向上せしめ、もつて作業能率の増進をは

かるために行う。

(2) 諧習の重点

イ 思考カ・判断力

ロ 指郡統率能力

，，ヽ躾

(3) 講習科目及び時間数

数学 (1 0)、作文 (1 0)、英語 (1 0)、機械 (15)、電気 (15)、製鉄一般

(1 5)、安全衛生（↑ 5)、品質管理 (15)、熱管理 (1 5)、予防保全 (15) 

社会 (15)、会談指郡 (30)、原価 (5)、計 18 0時間

(4) 講習期間 6 0日間

く作業員研修講座＞

(1) 目的 一般作業員の知的レベルアップ

(2) 科目 数学、物理化学、電気、機械、英語、製図、作業の進め方、製鉄概論

(5) 受講対象者 各課中堅作業員（棒心層）

(4) 受講期間 6週間の全日制教育

また組伍長教育も 4 0 日間の全日制教育で、国語・数学・物理・化学・電気・社会•原価．

熱技術関係・人間関係・企業の動向などがその内容であった。

このようにこの時期の生産現場労働者に対する教育は、組長・伍長という現場職制層や棒心

層などの基幹工に対する基礎的な知識の集中的な教育という点に特徴がある。それは本格的な設

備「合理化」の時期をむかえて高鹿ヒしてくをヒ産技徽こ対し、それを担う労働者の中心ば依然として

高小卒・中卒の年功的熟練者であることから、新しい生産方法に適応させるためのこれら基幹工
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に対する再教育といえよう。18) しかし労働者の側には必ずしもそれを充分に受がいれる体制もできて

おらず、受諧者四劫叙り過璽な負担効けるもので転オるまた教育内容も糾羅的になりがちで、当時の

組伍長教育をうけた労働者のなかにはその効果について否定的な見方をしているものもいる。

「全部の課から集つてくるから、結局、平炉なら平炉に必要なことだけ教えられないわけで

す。そうすると動力の人や工作の人は困るわけです。だからどつかこつかにかかわりあるという

ような考え方したという、で、教育の内容が、あとからすればムダだったんでないかと思うんで

すけどね」 (43オ、転炉炉前工長の話）

ところで、こうした企菜内教育の展開と併行して、教育の管理体制も除々にととのえられて

きたo 1 9 5 1年（昭和 2 6年） 6月には教育委員会が設置され、同所における教育業務の基本

方針が審談策定されることになり、また全社的には 19 6 0年こ中央教育審隊会が設けられるに至

った。また管理組織上も敗戦直後は従業員教習所として養成工教育もいわゆる従業員教育も一本

でやつていたが、従業員教育の方の拡充にともなつて、 19 5 1年 7月には養成工教育を担当す

る学務掛と従業員教育を担当する教育掛に分けられ教習所の強化が図られるとともに、 56年に

は総務部から労働部に所属することとなつた。そして 60年7月には教習所から教育掛が分離、

教育課として独立し、従業員教育専業の体制が強化されたのである。こうしたなかで、第 5次合

理化以降の企業内教育を方向づける「社員教育に関する社長通達」が出され、「教育管理規程」

が制定されたのである。

2 「社員教育に関する社長通達」と「教育管理規程」の制定

1 9 6 0年（昭和 35年） 11月、富士製鉄全社の企業内教育の基本方針を検討するために

設置された中央教育審議会の第 1回の会合において、「社員教育の基本理念」についての審議が

行なわれ、それが翌 61年 4月1日付で「社員教育に関する社長通達」としてだされた。（9) この

「通達」は同社における企業内教育の抱括的な網領というべきものであるが、そこではまず第 1

に、企業内教育の目的を「職務に関する知識・技能を付与するとともに、良識ある産業人、教養

ある社会人を育成する」ことを定めている。これはもちろん一般的な言い方ではあるが、すでに

これまでみてきたように一方における「合理化」の進行と、他方における労資関係の先鋭化を背

景として述べられていることはいうまでもない。特にそれまでの企業内教育が前項でみたように

現場職制層を中心とした再教育に重点がおかれていたことと比較すれば、この段階で企業内教育

の目的として「良識ある産業人、教養ある社会人の育成」をかかげたことは、企業内教育が労資

関係管理の一方策として明確に位置づけられたことを意味しているといえる。

「通達」は第 2に、企業内教育の中心を「現場における教育」と規定している。それは、

「日常の職務遂行を通じ、継続的、反復的に行なわれる服湯教育」と説明されており、さらに教

育という語議も「できるだけ広義に解することが妥当」とされ、「いわゆる教育らしい教育のほ

かに、’折にふれての体験談や、仕事上の注意、勤務中のなにげない挙措」などをも職場教育に含

めている。11° いいかえれば、職場という集団を単に生産を遂行する集団としてだけでなく、ヽ教

育的集団 l'として再認識していることである。このような職場教育の重視とかかわつて、「通達」

は第 5に管理監督者の教育責任を明らかにし、「管理監督の地位にあるものは……部下の教育訓

練をその重要な任務と心得、常に広い視野と正しい指端力を身につけて、教育指母の効果をあげ

るよう努め」なければならないとしている。
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そして最後に「通達」は、「社員各人は、常に稜極的な意欲と関心をもって社員教育を受け

なければなりません」として、労働者に企業内教育への旗極的参加、自己啓発を求め「社員の自

己啓発を助成するような措置については、十分配慮していきたいと思います」と結んでいる。

このように「社員教育に関する社長通達」は、一般的にではあるが企業内教育の目的、その

中心的な湯面、管理監督者の教育責任、労働者の教育に対する心楠えについて規定して「以後の
ao 

教育面全般をその根底において方向づけている」 わけである。一方、この「通達」と同時に制

定された「教育管理規程」は「本社及び五事業所を通じて、社員教育の企画に必要な情報の収集

とその活用をはかり、実施において各部門間の調整を円滑にし、成果をたしかめるための、報告

連絡を密にするための、一種の統制規程」 として、教育管理体系および教育管理制度について

定めているが、その主要な点をまとめてみると表 4-1、図 4-1となる。

図4-1 教育管理体系 表4-1 教育管理区分
9
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中

央

教

育
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教

育
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場
教
育
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教
育
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各事業

箇所教育審議会
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贋
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教育区分 実施主体 対象者の範囲

中央教育 本社教育部 全社員

箇所教育 各罫業所教 各耶業所全体

育部

職場教育 部長・課長 それぞれの部

掛長・組長 下

特別教育 部長・課長 部下に限られ

ないもの

企業内教育を、実施主体と対象者に

よって中央教育叶箇所教育・職場教

育•特別教育に区分しそれぞれの

管理責任を明確にし、特に職場教育

では各課長・掛長を正副の職湯教育

管理者とするなぶ、 「社長通達」に

則った教育管理体制がめざされていることがわかる。各事業所教育部油よび職場教育管理者の職

務をみると次のように定めている。

＜箇所教育担当部門の職務＞

箇所教育の企画および実施

中央教育担当部門に対する報告および連絡

職場教育および特別教育に関する教育上の指示・助言および援助

養成工教育の実施に関する事項

箇所の外に依託Cて行なう教育の管理

箇所の所在地区に属する外部の教育関係団体との連絡調整

箇所における技能検定事務

社員教育に関する調査研究

箇所教育審議会に関する事務

前各号のほか、箇所における社員教育の総合調整

＜管理監督者の職務＞

部下の教育必要点の把握
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2. 職場教育の計画および実施

3. 職場教育以外の社員教育への受諧候補者の推薦

4. 職場教育に関する意見の具申

＜職場教育管理者の職務＞

1. 職湯教育計画の審議および決定

2. 職場教育実施結果の監査

3. 職湯教育に関する重要な事項についての箇所教育担当部門への報告

4. 職湯教育以外の社員教育への受講候補者の決定

5. 前各号のほか、職湯教育に関する総合調蟄

このように、全社的には「社長通達」と「教育管理規程」によって企業内教育の基本理念と

制度的なアウトライソがうちだされ、以後その線に則つて各製鉄所で企業内教育の体系的整備が

進められていったが、室蘭製鉄所においても、それまで労働部に所属していた教育課を 19 6 2 

年 10月に教育部として独立させ、管理体制の強化拡充がはかられるに至った。

3 企業内教育の体系的整備の進展

これまでみてきたように、 19 6 D年代の第 5次合理化期にはいって、企業内教育の体系的

整備と拡充が全社的に要請され、それにこたえて室蘭製鉄所においても、教育課を教育部として

独立させ、教育管理の態勢をかためる措置がとられた。

新しい教育部の組織は図 4-2に示したように、養成
圏4-2 教育部の組織

工教育ー富士製鉄室蘭高等工業学校ーを担当する教習 企画掛

教育課には企画掛、第一教育掛、第二教育掛がおかれ 教習所-E第二教育掛

所と、いわゆる従業員教育を担当する教育課からなりヽ教育部一十二教育課 第一教育掛

ている。企画掛では養成工教育を除く企業内教育全般の計画立案がなされ、第一教育掛では事務

技術員の、第二教育掛では現場作業員の教育を担当するという分業体制がとられるようになっt-113

しかしこのような管理体制の整備がすぐ企業内教育の体系的整備を意味するものではない。

むしろ 62, 3年頃の企業内教育は依然としてそれ以前のものをそのまま踏襲していたといつて

よい。no 当時の現場作業員を対象とした教育は表4-2の通りである。これをみてもわかるとお

り、伍長・棒心などの中堅層に対する基礎的な知識についての教育が中心を占めている。しかし

一方では、 62年頃から始められた単科基礎コースにみられるように、時間外自主参加での基廃

学科の教育が自己啓発の一つの柱として組伍長の研修などから切りはなされてくる傾向を示して

いることに注目しておかなければならない。ちなみに単科基礎コースの目的は「技術革新にとも

ない、職場作業に必要な基礎知識を習得してもらい、あわせて自発的に勉強しょうとする方々の

ために」とされ、中学・高校程度の理科・数学が開講されたのである。

とこるでこのような中堅層に対する基礎・専門知識の再教育を中心とした企業内教育が一つ

の転期をむかえたのは、作業長制度の薄入とそれに伴う作業長候補者教育の実施 (19 6 3年 4

月より）以降であるo作業長候補者教育は、すでに前章でみたように、新しい職制層＝作業長を

創出するために、その中心的任務である作業管理と労務管理能力の付与およびその基礎として位

置づけられた労使協調的思想の育成をめざすものとして従来の教育体系とほ係りなく独自に組織された

ものであった（表4-3参照）。同時にまた、それは教育部散育課が行なった最初の大きな仕事でもあった。
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表4-2 1962,3年頃の生産現場労働者対象の企業内教育（室蘭製鉄所）

教 育名称 対象者 教 育 且 的 教育内容 購師 の1時コ間ース数

役付作業員 組伍記刑紹ミ 組伍長 鉄鋼情勢、製鉄知識の付与、 職楊問題の研究、見学 所内諧師 2 1時間

管理監督aも力の向上 諧演、映画

伍長諧習会 伍 長 職務遂行に必要な基礎学科 数学、英語、機概、物理所内講師 1 部

の習得および管理監督能力 製図、化学、製鉄一般、 1 6 8時間

の向上 管理の仕方、輸送、安全 2 部

衛生、品質管理、熱管理 1 6 8時間

計器、設備保全、労使関

係、社会、原価、 IE

中堅・一般 研 ボーシソ 職務遂行に必要な基礎学科 数学、物理、化学、機械
＂ 

25碑間

および関連学科の習得 電気、製図、英語、製鉄 1 68 11 

概論、仕軍の進め方、

社会

単科基礎 一般作業員 基礎学科の習得により高度 数学、電気、機械、物理
＂ 

1部7011

コース の内容を目学しうる素地を 化学、冶金 2部5011 

付与する

新入作業員
＂ 

製鉄業ならびに会社につい 業務概要、鉄鋼情努、労
＂ 

2 1 II 

補 のより高い知識付与 使関係、安全、原価、社

会、工場見学

新X乍業 社員としての心構えの確立 沿革、組織、就業規則、
＂ 

7 0 11 

員教育 製鉄知識の付与、会社概要 賃金規則、各部概況説明

の把握 工場見学、安全、衛生、

社会保険、製品のゆくえ

原価について

注）北大教育学部紀要第 9号 (19 6 3年 8月） P1 9より転載

表4-3 1 9ら3年度作莱長候補者教育 （室蘭製鉄所）

教科目 時間数 教 科目 時間数

第 幹部購話 ， 
巴合 労使関係 8 

＾ 
社 史 2 

五嘉
整 員 ， 

期渫 社会思想史 8 給 与 1 4 

教入 経済関係知識 6 教育 包教理 安全衛生 1 0 

育教 銑鋼ー四作業 1 0 小 計 4 1 

育 市湯関係 2 第 労^
管理〇甚本的考え方 6 

、- 作業管理 5 
期四 嘉 管理機能 2 0 

小 計 4 0 部下の教育 8 

第＾
原価管理 6 教育 、理教育一 仕軍の改善 4 

二作 品質管理 1 0 ,,ヽ 計 3 8 

期業 作業改善 2 0 第 労^ 人間関係 2 8 

教育理管教

五
資材管理 2 期喜．

管理の展開 8 

教理 カウソセリソグ 1 6 

育
育⑲教 小 計 5 2 

、- 小 計 3 8 ノロ 計 2 0 9 

注） 表 3-3を簡素化して作成
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この作業長制度華入とそれに伴

う作業長候補者教育が企業内教

育の体系化の過程でもつていた

源義は次の点にあった。すなわ

ち、作業長制度の瑯入によって

新しい職制層＝作業長の育成と

いう当面の企業内教育の重点的

な目的が具体的に明らかになっ

たことである。もちろん戦後一

貫して職制層の育成は企業内教

育の大きな課題としてとりあげ

られてきたが、しかしそこでの

職制層は職場における年功的な

経験の蓄猿によって育成されて



きたものであり、それに対して企業内教育はむしろ補助的な役割しか果しえず、また育成される

べき職制像についてもしまつきりしていなかったといつてよい。それに対して作業長制度の母入は

育成されるべき職制像を明確にし、しかもそれを企業内教育の課題として提起したのである。こ

のことはまた、企業内教育が資本の労務政策と具体的直接的に結びつけられたことを意味してい

る。と同時に、それが短期間に実施されたことによって、その教育内容をも集約的に明確化したと

いえよう。この作業長候補者教育は 65年頃まで行なわれ、II& 6 6, 7年以降は、企業内教育の

体系のなかに組み込まれて発展的に解消したのである。

こうした臨酌教育の体系化は、作菜長候補者教育を媒介として、箇所教育の層別化一一層別

教育の体系化加ら実施されるようになった。IIn

表4-4 階層別教育課程概要 （作業員） 1967年度

教育課程 対 象 期間 形 態 内 容

F. C 現任者から選 1年 通信教育 監督者の悩み、会社の知織、仕軍の知織、仕康の

抜 疇、仕軍と人間、明るい職場、明日の監督者

作業長研修会(II) 現任者全員 3日 全日（合宿） ロールプレイソグ技法（個人面接の予備訓練）

作業長研修会(I) 新任作業長、 8日 全日制 職衰、社会政治情勢、経済知識、経営知識、思想

伍研 (JIDの 史、生産工程、指導統卒、職場管理、労使関係、

選抜者 諸管理技法

伍長研修会 (m) 伍研 (I)(II） 文書実務、鉄鋼業の現状と将来、労働情勢、経済

の中から選抜 情勢、経済知識、諸管理技法

伍長研修会 (II) 伍蝋I)既受講 1 0日 全日制 労使関係、経営軍情、鉄鋼軍情、リーダーシップ

者 経済知識、諸管理技法、職場管理

伍長研修会 (I) 新任伍長 1 5日 全日制 職責、職場管理、経営耳情、社会思想、鉄銅軍情

諸管理知識

一般素捉研修会伯） 一般Cラソク 6日・ 全日制 企業と従業員、労使関係、人の扱い方、鉄鋼軍情

仕軍の教え方、作業改善、安全、原価、 QC、生

産工程

一般素槌研修会 (rr) 一般Bラソク 5日 全日制 企業と従業員、人間関係、鉄鋼軍情、作業改善、

安全、原価、 QC、労使関係、生産工程

一般素猥研修会 (I) 一般Aラソク 3日 全日制 企業と従業員、人間関係、鉄鋼軍情、作業改善、

安全

新入社員教育 新入社員全員 6 ・日 全日制 社員としての目覚、生活設計、社内軍情、服務規

律、労使関係、職場規律、エチケソト、生産工程

富士即翔t入社員教育 富士高卒新入 5日 全日制 社員としての目覚、生活設計、社内耳情、服務規

社員全員 律、労使関係、職場規律、ニチケット、生産工程

安全衛生

注） 一般のA•B•C ラソクは、入社年数によって、新入社員教育の補足(Aランク）、捧心層 (C ラソク）

その他('Bラソク）をさすと，思われるが、明記されていない。この課程がすべて 67年度に行なわ

れたというわけではない。

（資料） 『労務管理資料コークリー第 4集、実力主義の幹部蓑成実態資料集』（昭和42年9月）より

すなわち、 67年度には表 4-4に示す箇所教育が組まれたが、これを先の 62, 3年頃の教育

と比較してみると（表 4-2参照）、次のような特徴をみることができる。まず第 1に、新入社

員から作業長にいたるまでのそれぞれの層毎に教育課程が組まれたことである。特にそれまでの
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ような中堅層以上だけではなく、それ以下の層＾•も対象を広げ、しかも一般・伍長・組長層を更

に三つの層に分けることによって、まさに全員を対象とした教育体系が組まれたのである。第 2

に教育内容についてみると、 62, 3年の伍長教育・一般研修諮座などで大きなウエイトを占め

ていた基礎学科等の教育が全部おとされ、思想教育と諸管理技法の教育になっていることである。

こうした内容は、作業長候補者教育と共通性をもつものであり、それが各層の教育へと分解され

たといつてよい。このような全員を対象とした層別教育は 67年度以降、若干の修正をともない

ながらも、毎年実施されるようになったのである。それに対して以前の、伍長教育・一般作業員

研修講座などで大きなウエイトを占めていた基艇学科・専門学科などの教育は、層別教育の体系

化とともにそれとは切りはなされて箇所教育のうちの専門・基礎教育としてまとめられねこの専門•基礎

教育は、すでに 6 2 1 3年の段階から単科基礎コースとして始められ Cいたが、 65年頃から基

礎学科訛座と改称され、コースも初級と中級に分けてそれぞれ中学•高校程度の数学・理科などが

行なわれてきた。これらの教育は、層別教育とは異なり、時間外自主参加の形態をとつており、

前にも述べたように自己啓発の一つの柱として位置付けられた。また基礎学科の教育とは別に、

6 0年代後半の専門教育の大きな特徴をなしているのは、「作業員専門知識教科書」の編さんと

作業員専門知識研修会の開始である。作業員専門知識教科書は教育部と各部のスクッフを中心に

作業員むけとして、 64年 1月から 65年 8月にかけて編さんされたもので、所内の各作業につ

表4-5 「作業員専門知識教科書」一覧

教科困番号 教 科 害 名 頁 数 教科書番号 ，教 科 書 名 頁数

"1 0 0 0 1 銑 鋼 貫 作 業 9 0 1 2 圧 延 理 論 5 7 

2 機械の基礎知識 1 2 9 1 3 分 塊 圧 延 1 2 8 

国 3 電 気 の 基 礎 1 1 3 3 1 4 条 鋼 圧 延 1 0 2 

邑 4 II 2 1 1 0 1 5 線 材 圧 延 8 3 

5 品 質管理の基礎 4 4 1 6 鋼 板 圧 延 2 0 0 

6 計 測 1 1 5 1 7 均 熱 炉 9 D 

7 鉄銅の基礎的性質 8 7 1 8 条鋼・線材加熱炉 1 0 6 

8 耐 火 物 1 3 0 1 9 鋼 板 加 熱 炉 1 0 5 

， 炉 と 燃 料 1 4 8 2 D 鋼 片 電 気 設 備 1 8 1 

1 0 分 析 1 2 0 0 2 1 条 鋼 電 気 設 備 3 1 

1 1 分 析 2 2 8 0 2 2 線 材 電 気 設 備 9 0 

1 2 ク v ン＇ 1 1 4 2 3 鋼板電気設備（熱延） 1 7 4 

1 3 送風機と圧縮 機 7 5 2 4 転炉ボイラ集じん機操業法 1 1 3 

1 4 集 じ ん 装 監 9 4 2 5 冷却水、デスケラー ・3 6 

1 5 ポ ソ ブ 6 3 2 6 鋼 片 の せ ん 断 1 1 8 

1 6 油 圧 装 置 7 7 2 7 条鋼 の せ ん 断 7 7 

1 7 コ ソ ペ ア 5 6 2 8 鋼 板 の せ ん 断 1 0 0 

計 1 7種 1 9 4 5 2 9 鋼片の精整と検森 5 1 

1 6 0 0 1 製 鋼 般 8 9 3 0 条鋼の精整と検査 8 8 

2 平炉工場設備概要 3 9 3 1 鋼板 ロ ール整備 2 0 1 
禽
銅 3 転炉工場設備概要 1 4 0 3 2 線 材 巻 線 4 2 

． 
4 銅 片 工 場 般 3 6 5 5 潤 滑 （ 熱 延 ） 8 2 

圧

邑 5 条 鋼 工 場 般 8 1 3 4 工 程 管 理 1 1 3 2 
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6 線 材 工 場 般 7 7 3 5 工 程 管 理 2 11 3 

7 鋼 板 工 場 般 9 0 3 6 分 塊 製 品 29 

8 塩基性平炉操業 6 7 3 7 条鋼成品の用途 4 7 

， 転 炉 製 鋼 法 9 0 5 8 鋼板成品の用途（熱延） 56 

1 0 鋼 塊 製 造 法 8 1 計 3 8 種 3474 

1 1 製 銅 原 料 5 2 

注）教科書は全部で20 5種つくられたが、ここにのせたのは、そのうちの共通分と製鋼・圧延分の55種

類である

いての 20 5種類に渡る教科書がつくられた。表4-5はそのうちの共通分 17種と製鋼・圧延

関係38種のリストであるが、これらの標題および頁数をみてもわかる通り、かなり細部にわた

っての専門知識が盛り込まれており、職務内容を解説した「作業標準票」の「バックポーソtこ

なるようなアカデミックな知識を与える」°°ことが目的とされていた。これらの教科書は製作費

の2/3を会社負担、 1/ 3を本人負担で作業員に頒布され、自習学習が奨励されたが、そのう

ちの共通部分 17種については作業員専門知識研修会として、 65年 10月より自主参加でもた

れるようになったのである。

一方企業内教育の中心として位置づけられた職場教育の動きについてみると、それが盛んに

行なわれるようになってきたのも 60年代の後半にはいつてからであった。もっとも、職湯教育

という語義は前項でもふれたようにきわめて広義に解されており、日常の作業面に関連してもた

れる諸会合、たとえば作業検討会や技術交流会・安全会談なども職場教育に含まれているが、U9

これらの諸会合は以前から行なわれていたものが大半で、それが識湯教育として報告されるよう

に｀なったにすぎない。それに対して、 6 0年代後半にはいって新たに行なわれるようになったの

は職湯研修会等の名称でもたれる人間関係・労使関係の教育である。これらの教育は、部長・課

長（エ湯長）・掛長・作業長などの管理監督者がその部下を対象にして行なうものであり、した

がつてそれらの管理監督者の職務能力に大きく左右されるものであった。その意味で職場研修会

等が充分にその機能を発揮するには、前述したような管理監督者に対する教育（箇所教育）が前

提になっていたのである。また 67年 4月には合宿研修施設「大沢研修所」が設置され、次の教

育課の説明にもあるように、職場教育の湯を提供して、特に人間関係・労使関係の教育に大きな

役割を果している。 ..... 
「職場の仲間が心の底から、おれおまえで話し合える湯としての研修所ですから、専門知識

・業務知識などの教育ばかりでなく安全その他の職場に必要な懇談会などにも利用して下さい。

合宿の日数は一泊一日以上を原則としていますが、宿泊・食事料は会社で負担しすまので御心配

なくおいで下さい。」（社内報『白樺』昭和 42年 5月5日号での教育課の説明）．

以上みてきたように、 60年代にはいって課題とされた企業内教育の体系的整備は、作業長

制度の薄入という現場職制層の再絹成を媒介として、 6 0年代後半になってその体制をととのえ

たのであった。そこで次節では、体系化された企業内教育の構造とその機能について検討を加え

ることにする。

第 2節 企業内教育の構造と機能

6 0年代後半になって体系化された室蘭製鉄所の企業内教育は、その実施主体によって、教
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表4-6 71年度箇所教育課程概要・ （層別教育、作業長・技術職分）

教育課程の名称 I受講対象 教 育 目 的 教 育 内 容 受 諧 人 員

(1コースの人員Xコース数）

1コースの時蒻杖

（時問内・外別）

F. C(日本マネ

作

業

長

-
1
9
4
,
,
＇ 

研

作業長研修年） 1作業長の希望者

中課・工場長の

ジメソトスクール

通信教育

4 5年度前期

後期

＂ 4 6年度前期

後期
＂ 

すいせんする者

作業長としての行動、能力、態度

形成、知識、技能、経験の新たな

体系化と目己啓発の方向の提示

監督者の悩み、会社と現境、人間と組識

生産管理、組識づくり、意思疎通、動扱

づけ、指志指郡、革新の促進、部下の

育成、発見と分析のしかた、解決のしか

た

6 0 

(15X1) 

(15X1) 

(15X1) 

(15X1) 

ミーティング

（外2HX 2回）

（外2H>< 8回）

（外2H>< 1 o回）

（外2HX 5回）

作業長研修会(2)

原価引下げ講座

作業長 原価管理殉識の習得ならびに担当

作業における原価引下げの具体的

実践手法の体得

原価引下げの方法（会合方式）

具体策発表 （個人発表）

1 5 0 

(1 5 X 1り）

5 2 

（内7Hx7日

外 3HX1日）
一部合宿

修 I作業長研修銀1)I新任作業長 作業長としての目覚をたかめ職場

管理および作業遂行に必要な基礎

的知識の習得

幹部講話、職衰と労務管理、勤怠耳務手

続、労働軍情、安全管理、公害について

衛生管理、コソビューク概説。社会思

想、リーダーシップ、鉄鋼軍情、製品知

識、課題討議、幹部との懇談

3 8 

(19X2) 

6 2 

（内7Hx3日

外3Hx 2日）
一部合宿

工長研修銀3)

工

工長で監督者と

して充分能力の

伸長を期待しう

る者

工長職務遂行能力のより一層の向

上ならびに上位職務に適応しうる

資質の啓発

幹部講話、銑鋼一貫、作業管理、原価管

理、衛生管理、安全管理、就業規則、労

慟軍情、社会思想、労務管理、リーダー

シップ、職業観、企業経営、鉄鋼事情、

6 0 

(3 ox 2) 

1 3 2 

（内7HX18日

外3Hx 2日）
一部合宿



公害について、実務教育、課題討議、幹

部との懇談

長

工長研修会(2) 工 長 工長としての総合的な問題解決能 耶例研究 1 2 0 2 7 

カの向上 職場問題討議 (3 ox 4) （内7Hx 3日）
外3HX 2日

研 合宿制

工長研修録1) 新任工長 新任工長として、とくに要求され 幹部講話、職衰と労務管理、リーダーシ 1 0 2 5 9 

る諸知識、技法のうち職責の目覚 ッブ、就業について、労使関係、安全、 (34X3) （内7HXB日）
修 指導統卒、労務管理および作業管 原価管理、 IE概論、 QC技法、コソピ 外3HX1日

理に最重点をおき教育し、エ長と ューク概説、公害に’ついて、社会思想 一部合宿

ー19 5ー

しての積極的意欲の醸成をはかる 仕軍の教え方、課題討議、幹部との懇談

一般研修録3) 工長職務を代行 貨任者として必要旭親強嘩し、教蓑 幹部講話、職湯の人間関係、鉄鋼耶情、 1 2 0 4 5 

しうる能力を有 の習得ならびに上位職務に適応し 製品知識、安全、品質管理、原価管理、 (30X4) （内7HX6日）
般 する沢任者 うる資質の啓発' 労使関係、銑鋼一貫（工場見学を含む） 外3HX1日

技術職社員 公害、職場問題討議、講師との懇談 一部合宿
技

（班長・捧凶習）

術

職 一般研修銀2) 疇 5年以上の 当社の現状は握を通じて中堅技術 幹部講話、労使関係、鉄鋼麻情、 3 3 0 2 7 

技術職社員 職社員としての役割目党ならびに 研修コース（会合形式） (3 ox 1 1) （内7HX 3日）
研

作業意欲の充実 第 1会合われわれと仕耶 外3HX2日
修 第 2会合職楊生活 合宿制

第 3会合目己啓発

課題討議、上司との懇談



教育課程の名称 1受講対象

世話役研修会

教 育 的 教 育 内 容 受 講 人 員 1コースの時間数

世

話

役

研

修

［課・エ湯の世話

目

技術職新入社員の職湯における

世話役として必要な見識を高め

かつ具体的な指嘩方法の習得

世話役制度について、労使関係、．青年の心

理、職場の安全、仕軍の教え方、面接の仕

方、生活設計指部、軍例討議、現世話役と

の懇談

1 2 0 

(3 ox 4) 

2 4 

（内7HX5日

外5HX1日）
一部合宿

新入社員研修会 高校卒新入社員

（技術職）

新

入
ー

1

9
 
6
1
 

員

研

修

(1 期）

就業に関する基礎的知識の習得l幹部講話、勤務の心得、当社当所の沿革と

組識、安全、就業規則、賃金規則、鉄鋼業と社員としての心構えの確立

(2 期）

作業遂行に必要な基礎知識およ

び基礎技能の習得

(3 期）

会社に対する帰属意識の譲成と

職場秩序についての認識

の現状、福利厚生

＜基礎知識＞

機械（機械の要素、製図） 24H 

電気（電気の基礎理論、電気機器、電気

24H 

工業管理 (QC、コソビューク概説）

図面）

1 4 H 

＜基礎技能＞

玉掛（玉掛技能講習規程に準じた内容）

ガス溶接（ガス溶接技能講習規程に準じ

た内容）

クレーソ（クレーソの構造、ク Vーソ連

転実習）

銑鋼一貫（工場見学を含む）

幹部諧話、労使関係

研修コース（会合形式）

3 0 0 

(300X1) 

2 5 5 

(2 BX 9) 

（新日鉄高工卒を除く）

2 5 

（内 7Hx 3.5日）

1 1 2 

（内 7Hx 1 6日）

＠工業管理・基礎技能コース

◎電気・機械・工業管理・基礎技能コース

◎機械・工業管理・基礎技能コース

◎電気・・工業管理・基礎技能コース

3 D 0 

(30X10) 
，ー、

日

日
5

2

 

X
 
X
 

H

H

 

7

7

5

 

2

内

外
,
.
し
-



第 1会合組識の中の従業員 合宿制

第 2会合われわれと仕軍

第 3会合職場規律

第 4会合協力とチームワーク

第 5会合目己啓発

（資料）

（注）

室蘭製鉄所「昭和46年度箇所教育計画魯」（昭和46年 4月）より

新入社員研修会の実施時期は、 1期が 4月、 2期が 6~10月、 3期が 11 ~3月である。

ー

1

9

7

-



育部が行なう箇所教育と．、ラインの管理監督者がその部下に対して行なう職場教育とに大別され

ているが、本節ではそれを、ライソの各層に対して行なう層別教育、全層共通に行なう専門・基

礎教育（以上箇所教育）、職場教育、およびOJTに分けて考察し、それぞれの教育がどのよう

な目的と内容によって行なわれてきたかを検討する。

1 職制育成を中心とした層別教育

6 0年代後半における企業内教育の特徴の一つは、新入社員から作業長までのそれぞれの層

を対象とした教育一層別教育が実施されるようになったことであった。こうした全階層を対象と

した層別教育が始められたのは、 66, 7年からであり、 67年度における教育課程は前節で紹

介した通りである（表 4-4参照）。その後いくつかの部分的変更は行われたが、基本的には同

じ体系で実施されている。次に 71年度の教育課程を表 4- 6に示す。この体系の中では新入社

員研修会と、その他の研修会とは性格を異にしているので、新入社員研修会については後述する

ことにする。そこでまずこの間の変化について述べておくと、名称上では 67年の伍長研修会・

一般素養研修会が 68年よりそれぞれ工長研修会・一般研修会に変り、また一般素養研修会(1)は

新入社員研修会の中に含まれるようになった。一方教育内容では、作業長研修会(2)が67年には

ロールプレイソグ技法であったのが、 69, 7 0年には事例研究・原価引下げ・社会思想の三講

座になり、 7 1 年には原価引下げだけになっている。またエ長研修会(•2)では 6 9年から事例研究

のみになり、 6 7年当時の労使関係・経営事情・鉄鋼事情・経済知識などはおとされている。逆

に一般研修会(2)では労使関係・人間関係に内容がしぽられてきている。その他、作業長研修会(1)、

工長研修会(1)において 71年からコンビューク概説が行なわれるなど、新しい生産力水準を反映

したものなどもみられるが、全体的には、 67年の段階ではすべての教育課程が同じょうな内容

をもっていたのが、それぞれの層に応じたかたちで、内容がしぽられてきている。また教育期間

では、作業長研修会(2)が延長されているほかは、逆に短縮されており、教育形態としては合宿制

が大巾にとりいれられていることなどが、この間の主な変化である。

ところで、すでに前節でもふれたように、この層別教育は内容的には 63年から 65, 6年

にかけて実施された作業長候補者教育を媒介として、言い替えれば作業長候補者教育を分解再絹

成して組織されたという性格をもつものであった。そしてそのことは同時にこれらの教育が昇進

管理と結びつけられたことを意味していた。すなわち層別教育は単にそれぞれの層を対象とした

教育であるというだけでなく、それを順次うけていくことが昇進の一つの前提となっているので

ある。ao

「昇進の条件の一つとして教育訓練というのは重要なフナククーになっているんです。テス

トがあるんです。テストが悪いと昇進のときに影轡する。一般からエ長になるとか工長から作業

長になるとか、そういうような職位昇進の面では全然試験がありません。面接一本です。それは

すでに教育の場で試験をしているから、その成根を参考にすればよろしいということです。人事

部門の人が面接するわけですが、その面接の感じと教育で行なったテストの成放とそれから現場

の上申ですね。そういう三者を総合して判断して決めるということですね。たとえば工長になっ

て一応 3回教育受けるわけですが、三つうけないと、これはほとんど作業長に上がれません。例

外はありますけど。」（教育部長の話）

それ故これらの教育は次項でみる自主参加の教育とは違って、所属長の推せんをまってはじ

めて受講できるものであり、特に一般研修会(3)、エ長研修会(3)はエ長・作業長への昇進候補者の

教育として位置付けられており、その他の研修会が全員受講を目標としているのとは異なつてい

る。

「たとえぽ工長研修会(1)は新任ですから全部受けるわけです。それからまあ、 (2)も全部受け
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させますね0 (3)はちょつとそうはいきません。同じ推せんでもちょつと違います。エ長研修会(3)

については、エ長のなかでも優秀な者を推せんしてくれと、そういう注文を出します。」（教育

部長の話）

もつとも全員受諧といつても一般研修会(2)の場合はその対象者が多いこともあって、 68年

度以降、「箇所教育未受講者の解消のため実施回数を多くする」 aIIなどの措置もとられたが、依

然として未受講の一般労働者は多数存在しており、そういう意味では一般研修会(2)を誰に受けさ

せるかということもまた、昇進管理のなかに明確に位置付けられているといつてよ•い。

このように層別教育は丼進管理と密接に結びつけられており、そのことは、これらの教育の

目的が現場職制層の育成におかれていることを意味している。作業長候補者教育が短期間に作業

長を育成することを課題としていたのに対し、この層別教育ではそれを、一般から作業長に至る

までの期間の教育の誤み重ねによって育成しようとしているのである。従って層別教育のなかで特

に重視されていたのは、昇進と直接結びついた一般研修会(3)・エ長研修会(3)と、新任工長・作業

長を対象とするエ長研修会(1)・作業長研修会(1)などであった。なかでも、「望ましい期待される

作業長」の候補者としてのエ長層に対する教育がこの期間の最重点になっていたことは、すでに

前章でもふれた通りである。

次に教育内容についてみると、層別教育が昇進と結びついて職制層の育成をめざしているこ

とから、一般研修会(3)・エ長研修会(1)(3)・作業長研修会(1)などにおける職責を中心とした教育ほ

もちろん、エ長研修会(2)・作業長研修会(2)にみられるような労務管理や原価管理の実践手法の教

育など、労務管理・作業管理等についての諸知識・技法が大きなウニイトを占めていることは当

然といえるが、しかしむしろ全体を特徴的に貫いているのは、企業意識の育成であり、人間関係

•労資関係教育であるといってよい。 • 

「教育課でやるのはどちらかというと心構えとか鉄鋼の情勢がどうなっているかと、そうい

う社員の社会人としての良識といいますか、そういうようなことを育成するという面が多いもん

ですから、日常の職場の中にすぐ役立つというかたちでなくて、むしろ職場人としての心描え的

な面の強化というのがありますねo直接労使関係がかくあるべきだとかそういうふうなかたちじ・

ゃなくて、現在おかれている鉄鋼業がどうなっているか、内外の経済情勢がどうなっているかと

か、将来の見通しはどうなっているのか、具体的には販売情勢はどういうふうに変つてきている

とか、ある面では企業間競争の激しさとか、あるいは最近のわが社の財務状況がどうなってきて

いるのか、こういうのを通して、労使関係はいかにあるべきかというふうなことはその中から学

ばせていく。労使関係はこうあるべきである．ときめつけるのは問題があるわけですから、客観的

な企業の周辺の情勢、環境の問題を十分説明して、その中から判断させていく、その基礎を与え

てやると。」（教育掛長の話）

たとえば 69年度に行なわれたエ長研修会(3)で生産管理部が配布した資料は次のような内容

であった（項目のみ摘出）。

・鉄鋼輸出の推移と粗鋼生産

•昭和 4 3年に完成した生産設備

•最近稼働する大手各社の設備

•高炉 6 社別生産高比較

•昭和 4 4年度の需要見通し
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・大手 5社の新鋭製鉄所の粗鋼生産動向

・室蘭製鉄所の祖鋼生産推移

•富士製鉄各作業所の生産性

・鉄鋼主要国の祖鋼生産高の推移

・鋼材市中価格の推移

•世界の大型高炉ベスト 1 0 

・室蘭製鉄所の昭和 43年度鉄鋼生産高

・鉄鋼主要各社生産高全国比

•昭和 4 3年全国地域別鉄鋼消費高の趨勢

・日本の新鋭製鉄所の生産能力と工湯敷地

•昭和 4 5年各社別品種別市場占有率表

これらの資料が「世界の富士・日本の富士・われらの富士」という企業意識の育成をねら

ったものであることは疑いあるまい。また労働部・教育部では「労使関係」と題して次のような

レジュメと資料を配布している。

（レジュメ）

1 最近の労働情勢

鉄鋼労連

・春闘一般投票結果

・回答評価

・運動理念ー闘体論議

その他

・ナショナルセソクーの動き

2 管理監督者の労務管理―—部下掌握の徹底

・労務管理

従業員関係管理

［人間関係管理 ラインによる労務管理

労使関係管理 ｝ 
・管理監督者であり、組合員であること

5 企業内組合の再認識

・組織実体としての企業内（別）組合

・労働組合主義と階級闘争主義その断絶

・組合の実態

．機関

．各会派ーー鉄労研・一水会・鉄鋼室蘭青年労働者会議（若手左翼グルーブ）・共産党・

民青同・旧社党協

4 7 0年と 70年代問題

（資料、項目のみ摘出）

・春闘一般投票蓑成率推移表

•富士労連春闘一般投票反対票推移
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・当社賃金実態

•他産業賃金実態

このような内容はエ長研修会(5)だけにかぎらず、特に一般研修会(2)の場合は受講者のほとん

どが、中心は人間関係・労使関係だったという惑想をかたつている。そしてその内容も、教育掛

長が述べているような「客観的な企業の周辺の情勢••……十分説明してその中から判断させてい

く」というものばかりではなく、実際には次の労働者の話にもあるように、労資関係に対する

直接的内容をも含んだものとして実施されているのである。

「一般研修会(2)では、労働部の部長が一番最後の話で、共産党あるのここだけだから、今度

の選挙（組合役員の）では是非ともそれを入れないでくれ、ということを堂々と、やっぱりやつ

ている。そういうことがずつと一連に行なわれて来たんだろうと思うんですよ。そういう点では

かなり影響あったと思うんですね。'」 (36オ）

ところで層別教育の内容を 6'7年度と 71年度とで比佼してみた場合、 6 7年度の内容のほうが

社会政治情勢・経済情勢・鉄鋼情勢・労働情勢・労使関係等々がより大きな比重を占めているよ

うにみうけられるが、それはこの時期がちょうど労資関係の転換点であったのに対し 71年の段

階ではすでに資本による労（勅組合の丸がかえが完成していたという労資関係の変容の反映とみて

よいだろう。そしてそのことはまた逆に、これらの教育が労資関係の再絹成の過程で大きな役割

を果していたことを物語る。

以上みてきた昇進と結びついた教育に対して、同じ層別教育でも、世話役研修会と新入社員

研修会は、それが昇進と直接関係がないという点で性格を異にしている。

世話役研修会は 68年頃からもたれた世話役制度の世話役に対する研修会であるが、この世

話役とは新入社員に対してマン・ツー・マンでつけられる若手の先輩労働者のことであるo世話

役の役目は、後にOJTのところでみるように職場における新入社員への技能指瑯や、私生活を

も含めた生活指道を担当することであるが、同時に思想対策の役割も果すことになっている。

「これを設けた理由は、うちは思想関係ですねo若い連中はどうも左の連中からねらわれる

というようなこと、そういう場合、いろいろあれば、思想的に間遮った方向に行くといったこと

はないんじゃないかというような面が一番強いんです。」（教育部長の話）

従って、世話役研修会も、それをうけなけれぽ一般研修会（2）が受けれないということではな

いという意味においては、昇進とは結びついていないといってよいが、思想対策までをなしうる

者を選ぶという意味では、一つの登龍門をなしているとみてよいだろう。

一方、新入社員に対する教育は古くから行なわれており、噂入教育としての会社の沿革や就

業上の知識・人間関係•労使関係など、 6 2, 3年の新入社員教育•新入作業員補習講座（表 4

- 2参照）、 6 7年の新入社員教育・一般素養研修会(1)（表4-4参照）、および 71年

の新入社員研修会の 1 期• 5期教育をくらべても内容的には大差ない。しかし時間的にはこうし

た内容のものは 62, 3年の 91時間、 67年の 63時間、 71年の 51時間と短縮される傾向

にある。それに対して、 68年から、新入社員教育のなかで基礎的な技能・技術教育が行なわれ

るようになった。すなわち 68年からは、玉掛け・クレーソ・ガス溶接の技能教育が、 70年か

らはそれに加えて機械・電気・工業管理の技術教育が行なわれるようになり、新入社員研修会の

麟間数 16 2時間のうちの約 7割、 11 2 時間を占めているのである（富士高エ•新日鉄高
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工卒者は除かれる）。もっとも、基礎技能は全員に課せられたが、基礎知識については、工業管

理、電気・機械・工業管理、電気・工業管理、機械・工業管理という 4つのコースに分けられて

おり、配属職場の性格に応じたコースの選定があったものと思われる。

このように新入社員に対して基礎技能・基徒知識についての教育が行なわれるようになった

背景には、第 1 • 2章でみたように、生産設備の高度化によって作業そのものは単準化してくる

にもかかわらず、一方では設備の保全上から運転工自身にもある程度の電気・機械などの基礎的

知識が要求されてくるという現段階に於ける需要労働力の質的変化を反映したものであり、他方

では省力化の中心となってきた多能エ化政策を反映したものである。「昭和 45年度社員教育方

針」のなかでは、箇所教育の重点の一つとして「生産増強、省力化および設備保全のための技能

教育の充実」をあげているが、これについて教育部長は次のように説明している。

「これは特にプロジェクト 5 0 0に関係あるんですが、どうしてもこういうものをやつてい

こうとすれば省力化をはかつていかなければならないと、そのためには多能工的な技能教育を実

施していかなければならないという意味合では、昨年・一昨年とはだいぶ色合を変えて出てきて

いる、強く出てきている。」 （教育部長の話）

と同時に、少数精鋭主義のもとで作業のプール化が進行し、新入社員の早期戦力化が強く求

められているからにほかならない。「昭和 45年度社員教育方針」のなかでは次のように述べて

いる。

「第 2期教育として従来からの基礎技能に電気、機械および工業管理（コソビューク、 IE、

Q0)の基礎知識技能を加えて早期戦力化をはかり、さらに第 5期教育として合宿による会合形

式の研修を行なう。」

こうして 60年代の終りから 70年代にかけて、まず新入社員に対して、早期戦力化と多能

工化を目的とした集合的な技術・技能教育が実施されるようになり、ついで第 4節でみるように、

7 2年度から技術職社員（作業員）全体を対象にした技術・技能教育の体系化がはかられるよう

になったのである。
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表4-7 71年度箇所教育課程概要 （専門・基礎教育、技術職分）

教育課程の名称 I受 購対 象 教 育 目 的 教 育 内 容
受購人員（ 1コース

の人員Xコース数）

1コースの時問数

（時間内・外別）

技術職専門知識

研修会

技術職社員中の

希望者

職務遂行に必要な基礎的専門知識の習

得

品質管理 8 D 

(4 DX 2) 

2 4 

（外2Hx 1 2日）

1
2
0
3
-

機・電気入門

楷座

＜機械＞

1． 図面の見方

書き方コー

ス

2. 軸受コース

3. 澗滑コース

4. 油圧の基礎

コース

＜電気＞

1. 躙気機器コ

ース

2. サイリスク

ー制御コース

3. 電気図面の

見方コース

4. 日常点検の

ボイソトコース

一般技術職社員 余暇利用の一助として社員の素猥に役

立てるため、本年度はとくに 3交代勤

務の希望者を対象に、甲番終了後の休

日にこの講座を開設して、現揚で応用

できる機械、電気の知識向上に資して

もらう。

•製図規則について、仕上記号、材質記号、 I 1 2 o 

溶接記号、嵌合記号、スケッチ（単体）

・軸受の種類と特徴・用途、軸受に生ずる

種々のトラプ・ルと対策

・潤滑の効果、潤滑法のいろいろ、当所使

用潤滑剤の種類と特性、潤滑油の管理

•油圧の原理、油圧機器の機能、油圧回路

の見方、故障の発見

・高圧低圧機器回路に含まれる各電気機器

の能力、所内電源系統、電気用語、

・サイリスクー回路の基本と演算回路、自

動制御の基本的理解

・シーケンス回路の理解と基本設計、電気

機器の稼動と配線

•電気機器の取扱い上のボイント、電気災

害、情報連絡

(30X4) 

1 2 D 

(3DX4) 

1 2 D 

(3DX4) 

1 2 D 

(30X4) 

8 0 

(20X4) 

8 0 

(2ox4) 

8 0 

(20X4) 

8 0 

(20X4) 

7 

｀ （外 7HX 1日）

‘
,
‘
‘
,
、
ヽ
ノ

日

日

日

1

1

1

 

x

x

x

 

H

H

H

 

7

7

7

 

7

外

7

外

7

外

（

（

（

 

ヽ
J

)

、
ノ
ヽ
‘

日

日

日

日

1

1

1

1

 

x

x

x

x

 

H

H

H

H

 

6

6

6

6

 

6

外

6

外

6

外

6

外

(

（

(

（

 



教育課程の名称 I受購 対 象 教 育 目 的， 教 育 内 容
受購人員 (1コース
の人員Xコース数）

1コースの時間数
（時間内・外別）

基礎学科初級講

座

＜数学＞

＜理科＞

技術職社員中の

希望者

中学程度の基礎学力の習得ならびに自

己啓発意欲の向上

・直線と角、図形、三平方の定理、三角比

文字式、一次方程式、連立方程式、因数

分解、分数式、平方根、二次方程式、関

数

・圧力、力、運動、仕軍とエネルギー、物

質のなりたち、酸化と還元、気体、溶液

と電離、電気、電気の化学、化学反応、

金属と非金属

6 D 

4 D 

8 8 

（外2HX4日x

1 1週）

8 8 

（外 2Hx4日x

1 1週）

ー

2

0

4
ー

コソピューク入

門講座

（制御用コソビ

ュークコース）

技術職社員中の

希望者

制御用コンピュークの基礎的知識の習

得

制御用コソビュークの基礎、ハードウェア、

ソフトウェア、当所における瑯入と利用

3 2 0 

(40X8) 

6 

（外 2HX3日）

専門基礎学科講

座

（秋田大学）

通信教育

4 4年度

4 5年度

46年度

主務職、技術職

（統括主軍、主

軍、主担当、

担当の希望

者）

（課・エ長長推

せん）

短大程度の専門基礎知識学科を系統的

に習得

冶金課程、電気課程 2 1 6 

(8 D) 

(7 6) 

(6 D) 

（資料） 4-6に同じ



2 自主参加の専門・基礎教育

これまでみてきた層別教育は原則として労働時間内に行なわれ、また所属長の推せんがなけ

れば受講できないものであったが、これから検討する基礎学科・専門技術等についての教育は時

間外・自主参加を建前として自己啓発・自学自習が強調されている。

7 1年度に行なわれた教育課程は表 4-7の通りであるが、このうちの技術職専門知識研修

会、基礎学科初級講座は前節でもふれたように、それぞれ 65年、 62年（当時は単科基礎コー

ス）から開設されたもので、甲番勤務時間 (7時ー 15時）後に行なわれている。それに対して

コソピューク入門講座（制御用コンピュークコース）、専門基礎学科講座、機械・電気入門講座

はそれぞれ 69年、 70年、 71年から新たに始められたものである。コソピューク

入門講座（制御用コンピュークコ ス）は、 6 9年 1 0月から 2年半の計画で実施され

た第 1期コンピューク要員教育計画02の一現として作業員（技術職）向けに開設された

ものである。また専門基徒学科講座は秋田大学の通信教育で、もともとは技術員（主務職）だ

けが対象だったが、 70年度から作業員（技術職）にも受講させるようになったのである。ただ

しこれは希望制といつても工場長の推せんを必要としている。一方、 71年に実施された機械・

電気入門謡座は「余暇利用の一助として社員の素養に役立てるため」と銘打ち甲番終了後の休日

一日を使って、機械・電気それぞれ 4コースがもたれた。このように中学程度の基礎学科から短

大レペルの専門技術までの課程が自主参加の教育として用意された。

ところでこの種の教育はもともとは組伍長教育や作業員研修講座などの現在の体系でいう

層別教育のなかで行なわれていたが、 60年代に入ってから独立する傾向をみせ、特に.6 0年代

後半の企業内教育の体系化のなかでは層別教育から完全に切り離されて、時間外・自主参加の

教育として行なわれるようになったのである。そこには、これらの教育を自己啓発・自主学習に

ゆだねるという位置付けの変化があるわけだが、それは、これまでも指摘してきたように、現段

階における鉄鋼労働の性格の一面、すなわち作業そのものとしては単純化・簡単化してくるとい

う傾向を反映しているといってよいだろう。そして他面での専門的知識、特に電気・機械の知識

の必要性は基本的には自己啓発にゆだねられているのだが、そのためにはいうまでもなく労働者

を自己啓発へとかりたてる描造が前提とならなければならない。そして、その楷造とは労働者が

もつている教育要求（後にみるようにほとんどの労働者が技術的な知識、とりわけ電気・機

械についての知識に対する教育要求をもつている）を基盤とした、作業長制度・職能的資格制度

のもとにおける能力主義管理そのものにほかならない。

「基礎教育うけたとか、、そういう人は平均に昇給の率はいいんでないですか。」 (30オ）

「専門教育や甚碇教育をうける人は、やはりいつまでも同じ地位にいたくないと、いわゆる意欲

をもつている人が多いですね。同じにやつてたのでは同じなんでね。ー歩でも早く、自分の知識

を覚えれば、それだけ早くなるわけで、昇進の道が開らけるわけですね。」 (54オ、作業長）

こうした労働者の話からもうかがえるように、自主参加の教育とはいえ、層別教育とは違っ

た意味で、昇進昇格管理と結びつけられているのである。なお、基礎学科初級講座の場合は、そ

の受講者に対しては68年から職能制度における主担当 (70年からの新入事制度では主事）へ

の昇格試験での当該科目の免除という特典が与えられている。

以上みてきた専門・革礎教育の他に、作業員のみならず全社員共通の教育として、講演会、英
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語初級講座、産業文化映画会などがあるが、我々の調査した限りでは、作業員でこれらの教育に

参加したものはいない。

3 職場教育と「自主研修グループ」

職場教育は、管理監督者がその部下に対して行なう教育としで企業内散育の中心回姐甑付けられている。

それらのうちには、かならずしも教育としての形態芍芍容をもつていないものも数多くあるということ

は教育掛長自からが認めるところであるが、しかしそれらが管理監督者の教育意図の有無にかか

わらず何らかの教育的作用を果している限りにおいては、教育に含めて考えるのはむしろ妥当と

いえよう。そして教育をそのように広い意味でとらえた場合、企業内教育の中心をなしているの

は、いうまでもなく職場における技能養成過程―-OJTである。従って、本項では教育部

によって職場教育としてとらえられている職場集合教育について分析し、次項では技能養成過程

-0  JTについて検討することにする。

「職場教育とは、部長、副長、課（工場を含む。以下同じ。）長、掛長または作業長（それ

ぞれこれに準ずる者を含む。以下「管理監督者」という。）が実施する教育で、被教育者の選択

の範囲が、それぞれの部下に限られるものをいう」と「教育管理規程」に定められているように、

職場教育が充分に機能するにはなによりもまず、管理監督者の職務能力の充実が前提となってい

た。そういう意味でも、作業長制度蒔入以降 60年代後半にかけての教育の重点は管理監督者層

に対する教育におかれていたのであるが9 そうした管理監督者層の職務能力の向上と、他方で

の職場教育の場の提供一ー合宿研修施設の設置をふまえて、 60年代後半以降、職場教育は盛ん

に行なわれるようになった。いまそれを 70年 1月から 6月までに行なわれた職場集合教育につ

表4-S 職場集合教育の規模 (70年1~6月）

対 象 教育課程数 受講者数

掛 長 以 上 1 3 1 2 6 

掛長・軍務職等 8 2 3 1 

耳 務 職 8 3 1 1 5 1 

技 術 職 4 4 5 6 3 

医 務 職 1 3 3 9 2 

碩 務 職 等 7 6 1 3 6 5 

技術職・作業長・エ長 1 2 2 2 5 

（資料）室蘭製鉄所「戦湯集合教育結果概要」

表4-9 職場巣合教育の形態(70年1~e月）

実施形態 教育課程数 受講延時間

就業時間内 4 0 8 118361 

就業時間外 2 0 7 5 8 4 1 5 

就日り内外 1 1 1 3 5 9 7 4 

＾ ロ

宿 1 0 8 4 1 8 4 4 

計 8 3 4 254594 

（管料）表4-8に同じ

対 象 教育課程数 受講者数

作業長・工長 5 2 1 1 1 5 

作業長・エ長・技能賊 3 0 5 9 4 

耶務職等・技能職 7 4 1 7 4 4 

技 能 耶 3 6 6 1 D 3 1 3 

社員一般・協力会社 6 3 2 8 8 7 

計 8 3 4 2 0 7 0 6 

いてみると表4-8、表4-9の如くである。

半年間の間に、教育課程数にして 83 4 

受講者数 20 7 0 6人、延受講者数では

8 3 7 4 2人、延時間 254594時間

にわたる職場集合教育が行なわれている

が、そのなかでも一番多いのは、技能職

すなわち生産現場の一般労働者を対象に

したもので、課程数 36 6、 受講者数
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表4-10 転炉・線材工場における職場集合教育 (70年4~6月）

教育名 称 対 象 者 指甜者

原価管理 技術職・作業蛉・エ長 工場長
第

職場研修 技 能 職
2 ＂ 
冒

安全研修
＂ ＂ 

工
分科会研修 技術職技能職

＂ 
湯 吹錬者会議（技術会議） 技 能 職 掛長・技術職
転

専門知識研修会
炉 ＂ ＂ 
掛 技術交流会

＂ ＂ 
作業標準検討会

＂ 
技術職・作業長

合 宿 研 修 会 技 能 職 掛長・・作業長
線

職場技術研修 技 術 職
材 ＂ 
工 職場懇談会

＂ 
工 長

場
安全委員会 安全委員 工 場 長

Q C 研修 会 技 能 職 工 長

作業検討会 作 業 長 以 上 工 場 長

（資料）表 4-8に同じ

1 0 3 1 3人と、それぞれ全体の 44%、 5D％を占めている。また実施形態からみると、受講

延時間数にして全体の 4 6％は就業時間内に行なわれているが、残り 54％はなんらかのかたち

で就業時間外にかかっており、特に合宿を含めた就業時間外だけで行なわれる教育は教育課程数

にして 38%、受講延時間数にして 59 ％を占めている。更に職場集合教育のうち研修施設を利

用したものは（合宿以外も含む）受講者にして 16 1 9 1人と、全体の 78 o/otこのぼつている。

このように職湯集合教育は就業時間外で研修施設を利用する場合が大きな比霊を占めているので

ある。

次に職場集合教育の具体的な内容を第 2製鋼工場転炉掛（転炉工場）および線材工場（第 1

線材•第 2 線材を含む）の例でみることにしょう。両工場で行なわれている職場集合教育には

表 4- 1 Dに掲げるようなものがあるが、その内容は大きく三つに分けることができる。第 1は、

日常の作業に直接関連した諸会合である。たとえば転炉工場の原価管理・安全研修・吹錬者会談

作業標準検討会、線材工場の安全委員会・作業検討会などで、これらの諸会合は、定期的（月 1回

位）継続的にもたれている。

「吹錬者会議は、先月の成績、生産高とか品質上の問題の報告会。あと、新技術についての

基礎知識、たとえば脱リソとか脱硫とかそういうものはみんなで教育されながら話し合うとか。

それから製品について問題がおきる場合がある。たとえばプリキ材について、キズが多くなって

きたとか、ユーザーから鋼板技術掛などにクレームがきたのがフィードバックされ、なぜおきた

かということ刻錯サもとか..これは湿度の問題だとか、いろんなものがフィードバックされて、今日の作業

にはそれをなくそうというような話し合いをするわけですね」（ 27オ、転炉炉前エ）

「作業標準検討会は、見なおしを目的。最初の発足当時は作業欅準をつくるわけです。それ

からどんどん、クレーソの台数がかわったり能力が変ったり転炉の装入方法がわかったりという

のがあるので、ある一定期間をみて、もうこのあたりでみなおさんといかんじゃないかというこ

とで変えていくわけですね。」 (4 2オ、転炉運転工長）
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この他に、更に作業長単位・エ長単位でも日常作業の打ち合せ会のようなものが恒常的にも

たれている。

「班でやる懇談会。これはいろいろ目標たてて、今後うちの班はたとえば成分の適中率をあ

げていこうだとか歩留の向上につとめようだとか、いろんな仕事の分担・割り振りをこういうふ

うにしたらいいんでないかというようなことを 6人．でもつて話す。それは班の打ち合せつていい

ますけどね。それからもう一つ大きくなつて組の打ち合せ。二つのカマの 12人と作業長、混銑

炉の 2名をまじえて 15名でやるのが組の打ち合せですね。これは 1ヶ月の生産計画だとか作業

内容、それに災害だとか安全面だとか、そういうようなことをだいたい 2時間、会談は一応 2時

間ということを原則として認められているんですけど、そういうようなことをやりますね。」

(4 3オ、転炉炉前エ）

また線材工湯第 2線材掛では、作業長以上（エ長・エ長代行者がはいる場合もある）でもた

れた作業検討会の反省会を各班毎（エ長単位）にやるとか、作業検討会でだされた問題点を討議

するために関係職場で対策会議をもつという具合に、エ長レベルから工場長レベルまで重層的

な会合がもたれる場合が多い。

これらの諸会合は、特別に職場教育として意識されているわけではなく、従来から行なわれ

ていたものが職場教育として報告されるようになったにすぎない成しかし先の吹錬者会議グ易合にも

みられるようtここうし這者会合が後にみるOJTのなかで重要な役割を果していることはいうまでもなI,'o

第 2には、専門知識研修会や技術交流会・職場技術研修会などの職務知識や設備技術につい

ての教育である。これらのいわゆる技術教育は恒常的にもたれる場合は少なく、むしろ新設備溝

入時や、 SD日（定期修理日）あるいは新入社員が大量に配属された時などに適宜もたれる場合

が多い。たとえば、転炉工場の技術交流会は第 2章でもふれたようにコンピューク嘩入を契機

としてもたれたものであり、線材工場第 2線材掛の職場技術研修会も主に新入社員を対象に毎日

2~5時間づつ 1ヶ月位の期間もたれたものである。また、転炉工場では、表 4-・1 1のように、

表4-11 新設備導入時の職場集合教育（転炉炉前職場）

時 期 瑯 入 設 備 教育時間

7 0年 コンピュータ 1 0時間

7 1年 10月 副原料遠隔操作 6 

7 1年 8月 炉口集座装置 4 

7 2年 生石灰投入装置 2 

（資料） 労働者面接調査をもとに作成

表4-12 研修施設の目的別利用状況 (70年 1~6月）

目 的 利 用 人 員

労使関係に関するもの 3, 9 9 8名

人間関係に関するもの 5, 1 4 1 

専門職務知識に関するもの 4,127 

管理改善に関するもの 2, 8 5 8 

一般学識に関するもの 6 7 

計 16,191 

（資料） 表 4-8に同じ
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新設備尊入時に設備の操作・電気・機械関係の知識についての教育が数時間行なわれている。こ

のように職場レベルで集合的な技衛教育が行なわれるようになってきたのは、相次ぐ新設備の部

入のもとで、嘔気・機械的な知識が要求されてくるという現段階における鉄鋼労働の性格を反映し

ているといつてよいだろう。

以上のような日常作業に直接•関接に関連したものに対して、第 5 には、職場研修会や職場

懇談会等の名称でもたれる人間関係・労資関係教育がある。それは、 60年代後半から新たに実

施されるようになったもので、実は「職場教育機能の充実」a-0 と言われる場合の中心をなすもの

であった。これらの教育は、エ湯長・掛長・作業長・エ長のそれぞれの管理監督者によって行な

われるが、エ長が行なう場合は識場の打ち合せ的な要素や人間関係的な内容が多いのに対し、作

業長以上、特に掛長や工場長が行なう場合は、人間関係とともに労資関係が強くだされており、

職制の性格の遮いを反映している。また、対象者も、職場の全員を対象とする場合から、年代別

や階層別など、様々なかたちでもたれている。

職場研修会等は研修施設を利用する場合が多く、その研修施設の目的別利用状況をみても、

表4- 1 2のように、人間関係・労使関係に関するものが 56. 5％を占めており、特に一泊する

合宿研修が多かった。こうした研修施設を利用した教育は当然ながら就業時間外に行なわれ、そ

れへの参加は名目上は労働者の自主性にまかされているが、実質的には、人間関係や昇進昇格管

理などのしめつけから半強制的に参加を余儀なくされているのである。

「大沢研修会（大沢ほ研修施設名）は自主的で自由なんだけれども、なるべく全員が出席し

てくれと、出席できない場合はどういう理由でということは一言やっぽり上司の人に言っておく

わけですね。この前なんか、忘れたのかなんか都合悪くて出なかったら、次の機会にまたでれと

言って来た。」 (54オ）

「大沢研修所にみんな集められるのは残業とかなんとかじゃなくて、希望もあるけど、ある

程度強制もあるんだけどね。」 (29オ）

次にこれらの教育内容を具体的にみるために、労働者面接調査のなかからいくつか紹介してみよう。

「職場の班々でもつて各組の班恩談会というものを毎月もったんですけどね。そのなかでい

ろんな問題をとり出して、いい面をとり入れるというかたちになりますね。ゃっぼり工長自体が

今月はこういうところでやろうとか、先月はこういうことで歩留が悪かったとか、やつばりそう

いうもののつつこんだ意見、あるいは普段不満、心に思っていることを話し合ってね、チームの

和ですね。平均月 1回。組懇談会も 1月に 1回やっている。その時点でもつて作業長に時代の流

れ、そういう面を説明うけるわけです。」 (37オ）

「工場長がエ長だけを全部集めることもありますね。結局、部下の批判のまわつてきたよう

な声を話したり、ほとんどこっちからの質問よりも工場長・掛長の話が多いわけですo去年あっ

たのでは、エ長をぬかして、自分達のエ長のあり方と、ま、悪くいえば悪口ですね。これはエ長だ

け集めたときにネクつくつておいて訓示するわけですo結局、そういうことによって人間関係を

よくするということですね。」 (45オ、エ長）

このように職湯研修会等で労慟者の不満をすいあげたり、あるいは寝食を共にしたりして

人間関係管理の場として利用しているが、より利用されるのはなんといつても労資関係管理と

してである。

「作業長がゃるのは、まず最近の世界の政治情勢ですか。ですから一つの思想教育になるわ
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けだろうと思いますねo直接こうなんだといういい方はしないけど、やはりこういう情勢で、こ

のなかで鉄鋼企業があって運営しているわけだからと oおしつけるわけではなくて自分の知つて

いる範囲でみんなに教えていくということで。名称はうちの作業長はヽ考えてみよう”という題

で。大択を使ってやる湯合と、会社の会議室を使ってやる場合がある。効果というのはいっぺん

にあらわれなくても、漢方薬みたいにじゎじわとあらわれてくるんじゃないかと思いますね。と

いうことは、人間関係なんかもおりこんでいますし、そしてどういうふうに生きがいを

みいだしていこうかというようなことなんかもふくまれていますしねo会社に対して働く心構え

はどうあるべきかとかね、それはまた、箇所教育でやるのとは違つて、非常にやわらかく、皆さ

んにもよく浸透するような言い方でやりますからね。」 (42オ エ長）

「組合の役員選挙だとか支部の役員選挙だとか、中央委員の立候補するとかなんとかってい

った場合になってくると、ある程度物色して、スクッフあたりが呼んで、やはり 2製鋼あたりで

も思想に走つている人がいますから、そういう人あたりが立候補なんかすると、できるだけそう

いう人に入れないでくれと、事前運動あたりちょつと大沢でやってみたりね。」 (43オ）

「いろんな研修会を、部長だとか工場長自からあれして、ポーナス時期になるとやられるん

ですけどね。大沢研修所にみんな集められて、そういうのはよくやられるのはポーナス時期だと

かあるいは春闘前だとかにやられるわけです。毎年ありますね。内容は、そういう内容というこ

とは知らされないんです。いろんな、安全とか、現在の企業の見通しだとかいうような題目でも

って、そしてプラス、ポーナスだどか春闘の投票が、結局スト権確立しても企業がこうだからっ

ていうような、そういうことをやりますね。」 (29オ）

こうした話からもわかるように、職場研修会等は、春闘・一時金闘争時ゃ組合の各級役員選

挙時になるとひんばんにもたれるようになり、そこではスト権投票の切り崩しや露骨な組合役選

への介入が堂々と行なわれるのである。このように人間関係・労資関係教育を中心とした職場研

修会が 60年代後半以降、集中的にもたれるようになったが、それは一方で厳しい「合理化」か

らくる労慟者の不満が人の和 IIに解消する役割を果すと共に、他方で資本による労働組合の丸

がかえの過程を昇進昇格管理による差別分断を背景としつつ、職場レベルで促進し支えていくう

えでも大きな役割りを果してきたのである。as

ところで、こうした職場教育の一定の実績を背景に、 68, 9年頃より「自主研修グルー

プ」がつくられるようになり、 70年からは「自主研修グループの育成」が職湯教育の重点方針

の一つにかかげられるようになった。ao

「自主研修グルーブは 2~3年前からだいぶ出てきているo急速に伸びたのは最近です。職

場教育ではやっぱり作菜長なり工場長なりそういうものが顔を出しますからね、かたくなりま

すし、時にはそういう人たちが入らんで自分達だけでやろうや、ということになってくる。それ

がまあ自主研修グループのできあがるきっかけになる。」（教育掛長の話）

「職湯教育は特に自主研修グループの育成、これはいままで力を入れていなかったんですが

最近、自主研修ということをやかましくいうようになってきた。特に職場教育というのはいろい

ろ職場の人たちが集まつて、その上司が部下を教育する。そういう教育をずいぶん行なってきた

わけですけど、更にそれに加えて、もう上司なんかたよらないで、自分達でお互に勉強していこ

うじゃないかと、そういうような自主研修グループを育成強化していこうということが実は大き

なねらいになっているわけであります。」（教育部長の話）
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教育部長及び掛長の話にもあるように、「自主研修グループ」とは、これまでみてきた職場

教育が管理監督者を中心としてもたれるのに対して、管理監督者にはかかわりなく、したがって時

には、職場や掛や工場の枠をこえて、自主的に組織される研修グループであり、 70年 9月現在

では約 14 0グループ、約21 0 0人が参加しているという。こうした「自主研修グループ」

は、技術的知識についての勉強会としてもたれる場合もあるが、それはむしろまれで、大部分は

労資関係や思想問題にかかわるものである。

「自主研修グループは主として労使関係とか、そういうようなことを自主的に勉強していこ

うと、あるしVまもっと大きくいえば、鉄鋼業の現状とかそういう問題についてお互いに勉強しあお

うという会ですo労使関係、社会的なたとえば安保問題なんかの勉強会、いろんなことをやるわ

けですね。その時の興味あるテーマをとり上げてやっているわけですねo社会思想史の勉強とか

人間性について、時事問題の解説書など。」（教育掛長の話）

したがつてまた、これらのグループは「会社派の秘密組識」ともいわれており、現在の労資

関係を職場レペルで支える核をなしているといつてよいだろう。これはまた次の事例からもうか

がえよう。
•. ~n 

事例 1．工作課の「自主研修グルーフ」

「••…•自分達は昨年の 7 0年安保問題について、先輩や同僚たちの意見ゃその考え方を聞い

てみたことがある。ところが、みんな関心はあるけれども肝心の問題点ということになると、正

直なところはつきりしてこないことが多い、という状態であることがわかった。それでは、とい

うことで、 tこれ言うとなく学習会をやろうではないかと話がまとまり、研修グループをつくった。

この時、こんな大きな問題については、一人で考えるより、みんなで話し合うことの方が、どれ

だけ効率的で、かつ意味のあることであるかということを十二分に思い知らされた。そこで、折

角つくったグループだから、安保に限らず自分達の身のまわりのこと、特にそれは労働問題とい

うことが一番多いのであるが、学習テーマを持ち寄って何回か会合をもつようになった。そのう

ち、名前をつけようということになり、みんなで考えてつけたo今度の不況は、賞与の分割とい

う思いもよらなかった事態をもたらした。春闘のきびしさが思いやられるo 自分達としては、何

故このようになってきているのか、どう対処すべきなのか、支部や本部への意見を反映する前に

一人で考えるよりは二人で、あるいは三人で……ということを基本にして、労働情勢は決して他

人事ではないという認識のもとに、グループ学習をすすめていこうと考えている。」

事例2. 第 2製鋼工場の「自主研修グループ」

「個人的に、労働問題の勉強会とか、要するに所内全般で、たとえば僕らの同期生とか、青

年部の役員やつた連中とかで、そういう問題について学習しようとか、そういう面ではね、話し

合いもって、要するに小ちゃいグループですね、そういうものもって、ゃってることはやつてる

んですけどね。ま、それの仲間を増やそうとか、そぅいう面ではあまり取り組んでいないですね。

そういう面でいえば、僕ら自分達でつくつて、今の労働運動についてだいぶ変化してきていると、

昔と。そういう面では、ま、学習していこ・うかということですね。 20人位で一つのグループつ

くつて、今やつている最中なんです。それは職場をこえてやっているわけです。要するに、政党

問題でいえば各政党の特色とか、どういう組織になっているとか、それから、あとは要するに、

一時金闘争の時はね、どういう、今、鉄鋼労連なり総評なりがあり、そういう組織がどういう要

求をしているかとか、自分逹の会社（の組合）はそれにそってどんな要求をしているかとか、そういう学習
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的な、ま、その問題おきた時点の学習ですね。たとえば会社から給与改訂が提案されたとかつて

いう、そういう面の内容の研修なり、あと、そんな労働組合的なことしかやっていない。そうい

う内容のこと、それぞれ勉強するわけですね。結局それぞれ自分達でやって、あとは、ま、その

集まつてくる人間は、ある程度、青年部の役員クラスが、ま、今現状のところは多いわけですね。

それから各支部に帰つても、ある程度の立場｝こいるやつ、組合の。そういう役員関係がいるわけ

です。だから、それぞれ自分達が判断して、今度その支部の会談、組合的な会談について、その

意見を反映するなり、みんなの若い人間に教えたりね、そういう教育なり宣伝なりをしているわ

けです。」 (27オ、支部委員）

特に第 2製鋼工場の支部委員の話の場合四ま組合支部の若手の役員を中心にグルーブがつくら

れ、職場レベルで労使協調思想を浸透させていく核となっている。このように一方では、職場研

修会等が、職制層を中心に職場の全員を対象とした労資関係教育を行なうとともに、他方では、

その中のII 積極的 IItょ部分を「自主研修グループ」として育成強化することによって、組合の丸

がかえを職場レベルで支えるという体制がとられているのである。

4 早期戦力化・多能エ化と OJT

これまでみてきた企業内教育は、箇所教育にしても服場教育にしても、何らかのかたちで教

育部によって掌握され、かつ集合的な形態をとつて行なわれているものであった。しかし企業内

における教育の最も基碇的なものは労働過程における労慟力陶治の過程であり、現場作業を通じ

てなされる技能養成過程一本来の意味でのOJT—である。集釦拘教育は、この技能養成過程を基

艇として、その上にそぴえたつものに他ならない。したがつてこれまでみてきたような 60年代

後半以降の室蘭製鉄所の企業内教育（集合的教育）の動向の特徴が、ーロでいえば人間関係・労

資関係などのいわゆる精神教育の整備・拡充・強化にあり、それに対して技能・技術教育が断片

的・非体系的な観を呈していたのは、技能・技術教育が技能養成過程を基礎として基本的にはそ

れを補完する位置にあるからt臼他ならないのであり、そうしたOJTを中心とする技能・技術教

育の特徴をおさえることなく、企業内教育の特徴を精神教育の面に一面化してしまうことは、企

業内教育の全体像を把握することにはならないであろう。

したがって、ここでの課題は企業内教育の基礎である OJTの実態を明らかにするとともtこ

これまでみてきた集合的に行なわれる技能・技術教育がそれと如何に関連しているか、また、それ

らを含めた総体としての技能養成過程の現段階的特質は何かを明らかにすることである。以下そ

れを、第 2章でとりあげた第 2製鋼工場転炉掛転炉炉前職場と線材工場第 2線材掛運転・圧延二

戟場におげる具体的事例を通してみることにしよう。

く第 2製鋼工場転炉掛転炉炉前職場の事例＞

炉前職場では、新規入職者が配属された場合、まずる～5日間は常昼勤務で作業長や安全専任者

が安全教育を中心に作莱の流れを教え、工場の雰囲気になれさせる。その後三交替勤務のなかに

組み入れられ、 1人 1人に「世話役」 (72年より「リーダー」と改称）がついて、 1年間、公

私ともに面俄をみ、マソ・ツー・マンで全部の仕事が教えられる。この「世話役」にはだいたい

入社 3年未満位の若年労働者がつけられる。三交替勤務に組み入れられた最初の 3週間は、組合

支部との協定による見習い期間として、ネット要貝外におかれ、この期間に炉前の中心作菜であ

る吹錬作業を除くすべての作菜が教えられる。すなわち易しい作業から順に、測湿、サソプリソグ、

合図、炉傾動、ラソス操作、副原料投入操作などを修得し、次いで配合計算、脱酸剤計算、吹錬

計算などが計算尺を使って教えられる。計算尺によるこれらの計算をだいたいマ＇スクーした段階
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で常昼でコンピューク教育が 4日間位なされ、コソピュークによる計算が教えられる。そして最

後にフレーム及び火花の判定法（酸素吹止期及び成分判定法）が教えられる。こうして 3週間の

実習期間中に実際の吹錬作業を除くすべての作業がひととうり教えられるわけだが、しかしこの

期間の重点はあくまでも前半の測湿・サンプリソグ・合図・炉傾動の作業を完全に修得すること

におかれ、それ以降の作業は、ひととうりやり方を教える程度で、本格的な修得は、ネット要貞

に組み入れられてからである。というのは、ネット要員外の見習い期間といっても、その間の欠

員は他の労働者の残業によって補充される場合が多いため、少しでも早く要員化すること、つま

り早期戦力化が要求されるからである。単実、見習期間も 70年頃は 3週間から 1ヶ月位という

場合もあったが、最近では人によっては 2週間位で要員化してしまう場合も出てきているので

ある。

要員化されてからは、炉傾動や合図の作業をしながら、合間々々に他の作業が教えられるが、

実際の吹錬作柴を教え始めるのは要員化後 1ヶ月以上たつてからであり、吹錬作業の締めくくり

であるフレーム判定すなわち酸素吹止期の判定を修得するのには通算 6ヶ月位かかる。こうして

6ゲ月位から先輩のアドバイスをうけながら吹錬作業に従事し、一年位でむづかしい鋼種を除け

ば一人立ちして吹錬作業ができるようになり、いわゆる一人前とみなされる。このように、新規入職

者はおよそ 1年間ですべての作業を一応マスクーするわけであるが、この期間は前述したように

「世話役」がマソ・ツー・マソで徹底して仕事を教えこむのである。

「少数精鋭主義だから、早く覚えてもらわないと、みんなの負担になるということで、マソ・

ツー・マソ方式をやるんです。昔だったら見て覚えれということでね、時間制限しないでね。今

はもう、徹底的に教えこむということで、短時間にやるということですね。」 (46オ、エ長）

この話にもみられるように、「世話役」をつけセのマソ・ツー・マソ方式による技能養成過

程は、その期間の短縮と共に、現段階における特徴をなしている。

「昔は（吹錬を）全然やらさなかっt屯昭和38年頃まではやらさなかった。というのほ、人が

すごくいたんですよo吹錬者というのは 5人いたんです。それに出鋼ペースも非常に長かったし

ね。そんなに 1年たったからって吹錬やらなくちゃだめだっていうような、そういう段階でなか

った。」 (43オ、エ長）

「昔はもう、全然今みたいに親切でないです。昔は全然仕事なんか教えないんですよ。私ら

入った頃は見て覚えると、それはもう厳しかったなあ。その頃は教えないで怒ったですね。今は

もうそういうことやったら大変なことになりますo教えて教えて、もう根気強く教えるんです。

もう根気一点ばりですね。」 (54オ、作業長）

「昔ですと（技能櫛取ま）工長が主体になっているわけですね。全員ということで、エ長主体

だった。今は一応一人つくんですよ。適当な人がマソ・ツー・マソで。ー応工場の仕事完全にマ

スクーしている人で、実習する人の年代にあわせて、新入社員なんかの場合ですと 2~3年先に

入社したのがあたるというょうな。」 (37オ）

労働者の話を総合すると、技能養成期間が急速に短縮されて、現在のような技能養成の体制

がとられるようになってきたのは、 60年代後半以降のことであるが、それは、すでに第 2章で

みたように設備「合理化」による熟練の平準化を基盤としつつ、極端な要員削減の強行によって

必然化された作業のプール化・少数精鋭主義のもとでの早期戦力化の技能蓑成過程に他ならない。

ただし、マソ・ツー・マソ方式といっても、 「世話役l自身はネット要員に組みこまれており、新規入職
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考に対する指溝に専念しているわけではないから、その点を過大評価するのは正しくない。

「今要員たりないから、つきつきりはできないわけさ。だからいろんな面でその人（世話役）

が主体にな？てやるぐらいですね。いろんな問題があったらその人に聞いてやつてくれというこ

とですねo世話役の人もネットに入っているから。」 (30オ、エ長）

むしろ、一方でiた少数精鋭主義のもとで早期戦力化が追求されているのにもかかわらず、

他方で氏同じ少数精鉛主義がその技能養成を必ずしも充分になしえない状態をつくり出してい

るという矛盾をはらむものとして、今日の早期戦力化の技能養成過程はあるのである。

「カマをかえしたり（炉傾動）合図したりはもう i人前にできるから、その仕事をしながら、す

きまがあったらラソスをみたり、副原料みたり、吹錬者の計算するのをみたりで、教えているひ

まがないんですよ、転炉の場合は。」 (43オ、エ長）

ところで、期間の短縮とマソ・ツー・マソ方式と共に、もう一つ炉前における技能養成過程

の現段階の特質として注目しておかなければならないのは、コソビューク教育という職湯集合教

育がOJTの一連の過程のなかに組みこまれるようになった点である。これは明らかにコソピュ

ーク嘩入後の新しい特徴をなしており、生産技術の発展が技能養成過程の一現として集合的教育

形態を必然化してきているのである。

次に配置転換者に対する OJTをみると、第 2製鍋工場が 61年に稼働した時の要員はその

ほとんどが乎炉からの配置転換者によって充足されたが、この場合には、配鼠転換のクイプとし

ても、いわゆる上向型で、あらかじめ 2ヶ月以上の教育期間が設けられ、広畑製鉄所などへの実

習派遣も行なわれるなど、周到な教育がなされた。だがそれ以降の配置転換、特に 67年に平炉

工湯が最終的に閉鎖されて配置転換になってきた労働者に対しては、特別の配転教育はなされず

直接現場に配属されてOJTによる技能養成が行なわれる。しかも、最初の 5週間の見習期間は

一応責任者クラスがついて新規入職者と同じょうな順で指源がなされるが、それ邸降は新規入職者の

場合と違って特別の指禅体制はとられず、下位の職務に従事しながらの見よう見まねにゆだねら

れる側面が強い。したがつて一人前になる期間は個人によって大きな差があり、ある配転労働者

は新規入職者の倍の 2年以上かけているのである。

「ハガネつくるといったら、来たばつかしだから出来ないですから、やはり半年以上は指溝

うけなかったらだめだと思ってね。エ長とか責任者という人について日常ならう。集合研修のよ

うなことはやらない。仕事をみてならうんだと思う。ゃはり仕事の内容としては同じようなもん

ですけど、職場が変ったということでo精錬（吹錬作業）、同じ仕事をしてるんでも、責任をも

ってやる場合、精錬（吹錬作業）いうたらだいぶ遅れたですね。 （昭和） 42年で変って（平炉

から転炉四貶って） 44年頃から今の仕事一本立ちみたいになったんですけどね。」 (37オ）

そしてこのようなOJTによっては新しい職場に適応できない労働者は、更に他の不熟練職

場への転出を余儀なくされているのである。

「かなり年をとった人がたが乎炉から第 2 製鋼にはいってきて、ま、 4~•5 年くらいしか満

期までないという人がコソピュークにばつとぶつかったり、それから平炉ぱ汁算尺なんかて~湯は

つくつていませんでしたからね。だから計算尺なんか全然みるにはみたけれど手にさわったこと

ないと、計算尺はただ線を引くぐらいにしか使ったことないというような人がたくさん入ってき

ましたからね。ゃはり計算尺を使うのにもまごついたというような人も択山いましたね。それで

ずいぶん⑰訂記置転換もありましたよ。第 2製鋼から他の現湯に。」 (43オ）
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こうした配箇転換者に対する OJTの傾向は、同じ転炉掛の運転職場においてもみられる。

「配転の人は、特別一定の人はつけていない。もちろん年もだいぶとっていますしね。そ

ういう人がたは見習いで、しいていえば、（工長）代行者あたりが注意してあげるという程度で

す。」 (42オ、運転工長）

以上、新規入職者及び配転者に対する、吹錬｛愕果を中心とする本来の意味での炉前作業の

OJTをみてきたが、作類醐の拡大・多能エ化が推し進められている今日、炉前工に要求される

ものは、炉前作業の技能のみならず、設備関係の知識や簡単な墜備技能等にまで及んでいる。こ

れらの知識や技能については新設備が嘩入されたり他職場から移管されたりした時は、前述した

ように数時間の集合的教育がなされるが、しかしその教育も次の労働者の話にあるように充分

なものではない。

「上のほうから何時間でやれつて決められてくるから、ゎかつてもわからなくても終りさ。

ゃっぼり何の教育にしても、もうちょっと時間というものをとつてもらいたい。あまりにも時間

が短かすぎる'。」 (21オ）

そしてまた瑯入時以外には特別の集合的教育がもたれることはまれであるから、設備関係の

知識や簡単な整備技能等の習得も OJTにゆだねられている。このOJTは次のような方法で行

なわれている。まず責任者クラスに対しては、炉前常昼職場に 71年 12月より定年退職になっ

た運転工長を嘱託として配置し、この嘱託に炉前の責任者クラスを半年交替で 2名つづけて実際

の整備作業をしながら設備全般の教育をやらせるという体制をとっている。

「これ（嘱託）をつけたのは、炉前でぽう大な設備をもっていて、設備に弱いということで、

全般的な教育という意味を含めてつけた。」 (36オ）

このように責任者クラスに対してはJ記且設淵・整備関係の教育体制が強化されてきている

が、一般労働者に対しては特別の指蒔体制はとられておらず、仕事の合間の設備点検時や故障の

修理時に責任者クラスなどについて行って見よう見まねで覚えるにすぎない。

「仕事の合間に設備のほうを点検にいくとき、ー諸につれていったりして、結局、全部の作

業を教える間に、設備のほうをすこしづつでも教えていく。それでなかったら、設備だけを教え

るといっても、それだけの余剰人員がいないですから。」 (43オ、エ長）

「整備関係の知識は一般の仕事の中からそういうの覚えていけということでしよ。たとえば

故障があったらそこヘヮッといつてね。そして覚えてるやつがだいたい行って、その中について

いって、それで覚える。」 (36オ）

このような指瑯体制のため、新規入職者が設備関係をマスクーするまでは 5年位かかるとい

われており、また人によっては 10年位かかるともいわれているのである。

一方、炉廊こ涸サる多能碑のもう一つの形態であるクレー巧幽恥場合紅総印）新入社員には、新入

社育でクレーン運転の諧習が布なわれるようになったが、それ以外コま職場として諧習をやることはなく、

クいーンの免許をとる担淑こ浪労慟者は時閉外に諧習を受ナに行がなければならず、また試験も、詞検料は会

社が負担し、時間中の場缶ま準公用扱いされる力＼それ以俎ま時勘此なっている。

このように多能工化が強調され追求されているにもかかわらず、この面でも OJTは、ギリ

ギリの要員のために充分なかたちをとりえないという矛盾をもつているのである。

＜線材工場第 2線材掛運転・圧延二職場の事例＞
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第 2線材掛は発足後日が浅いため、 OJTもまだ流動的な側面をもっている。第 2線材掛に

新規入職者が配属されると、最初は安全教育をかねて、工場のすべての職場を回される。その期

間は 2週問位だが、その後、新規入職者の希望と作業長の判断によって各職場への配属が決定さ

れる3 こうして運転賊場と圧延職場に配属された新規入職者は、ふたたび 2週間の見習期間に安

全教育と仕事の流れを教えられる。この 2週間にひと通りの作業を教えられる場合もあるが、最

初から一つの作業に固定される場合もあり、その時の要員状況によって一定していない。もちろ

ん見習期間はネット要員外でその分の欠員は他の労働者の残業などによって補なわれる。また仕

事を教える順序も一定しておらず、その時々に責任者が相談して決めるが、一般的には 2人

組の比較的容易な作業のところから教えられる。以下、運転職湯と圧延職場のそれぞれのOJT

を具体的にみていこう。

運転職場に配属された新規入職者はそれぞれの作業を数ヶ月単位でジョプローテーショソする

ことによって、養成される。その期間は人によって違うが、だいたい、加熱炉運転 5ヶ月、捲取運

転2~3ヶ月、クレーソ 2ヶ月、総合運転 5ヶ月以上と、 1年～ 1年半でひとまわりする。この

期間は、それぞれの作業についているチーフあるいはエ長の指渫をうけるが、ネット要員外でお

かれるのは最初の 2週間にすぎず、あとは要員化されてしまうため、その指瑯はチーフなどの過

重負担によって行なわれることになり、したがって一面では早く仕事を覚えさせるための努力が

なされることになるが、しかし他面では、それでも充分な指琳ができないという結果を生じてい

る。

「昔の場合だったら人が多かったから、一人や二人いなくたつてたいしたことないつていう

あれあるから、こっちからきかなかったら教えてくれないね。だけど今なら、やはり定員ぎりぎ

りだから、新しく入ってきたら、則、仕事覚えてもらわなかつたら作業にもならないし、自分

達も苦労するというので、一人前になるために一生懸命教えるけどね。」 (34オ）

「仕事教えるには、まず、 1人作業より？人作業の方がいいわけだよね。そういうとこへ行

って、もう、まていなこと教えていられないからさ、運転作業 1人と操炉作業 1人と 2人いるこ

とになるが、比較的覚えやすい運転作業を先に覚えさすとか、で、運転作業を教えながら操炉技

術の指避をしていくとかね。したら結局、 Vまつきりいって負担ほかかりますよね。だから 2人い

ても実際は 1.4とか 1.5人位で、はじめはね。だからまあ、はじめほかわいそうだよね。じつく

り教育なんかしてやれないからね。もう、いきなり本番だからね。」 (40オ）

こうしてとにかく 1年～1年半でひと通りの運転作業ができるようになるが、しかしこれは、

ほんとうの運転作業だけにすぎず、故障時の対処・修理なども含めた 1人前とはいわれない。特

に運転職湯の場合、電気的な知識ほ必須であり、ある程度は職場教育のなかでなされることは前

にも述べたが、しかしこれらの作業や知識の習得はその後の 2~5ケ・月毎のジョプローテーショソ

のなかでの個々人の努力や就業時間外に行なわれる専門教育などでのヽ自主的 l’努力に基本的

にゆだねられているのが現状である。

「第 2線材の場合は、忙がしいのと人がいないのとで、なかなかその辺まで手がまわんない

ですよねo だから、その職場に入って身をもって覚えるというかたちが主ですね。現在でも教育

という？は、ほんとうは僕たち電気の保守あるんですけどね。新しい設備で、今までの設備と違

うわけですよ ・o トラソジスクなんか多く使われて、 SCRなんか使われてますしね。ですか

ら本当はそういうことまでガツチリマスクーしなきゃならないが、なかなかそこまで手がまわらな
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いのが現状です。」 (30オ）

「1年位たてば表むきの作業だけはできるようになる。最初は広く浅く覚えて、それから深

くするが、 5年位たつてくると、努力次第で個人差がでてくる。」 (44オ）

一方、圧延職湯における新規入職者のOJTも、最初の 2週間は安全教育や仕事の流れを教

える湯合もあるが、次の労働者の話にもあるように、必ずしも一定しているわけではない。

「いる人員にもよるけれど、まず、たいがいスクソド塾備に、スクジドのセットの仕方とか

そういうの。それから荒圧延、仕上圧延、 t.:いたいそういうような順で教える。ひと通り教える

こともあるし、もう人のいないときだったらしゃにむに仕上圧延につけるときもあるしさ。た

とえばペテラソつけておいて、すぐ仕上につけるときもあるし、 2人いるところだったら 5人

ぐらいつけておいてその間に教えこむこともある。」 (29オ）

一般に圧延作業の習得に関しては、「なれ」「経験」が必要とされており、ひと通りの作業

ができるようになるには 5~4年かかるといわれている。

以上、運転職場・圧延職湯における新規入職者のOJTをみてきたが、いずれにしても、ま

だその順序ゃ期間は確定しておらず、そういう意味では過渡的な形態にあるといえよう。だが最

少限要員のもとでの早期戦力化の志向と、他方最少限要員故のOJTの不充分．さという現段階に

おけるOJTの共通の矛盾＝共通の特徴を有していることは確かである。なお、これらの職湯の

湯合も新規入職者には若年の「世話役」が 1年間つけられるが、技能養成過程で果す役割は転

炉炉前職湯の場合ほど大きくないが、それは両者の作業形態の違いに起因しているといってよい。

次に配置転換者に対する OJTをみると、工場創業時の稼働要員の場合は工場建設中から配

属され、常昼で 4ヶ月間、設備R建設状況の見学や電気・機械についての教育をうけ、更に操業

が軌道にのるまでは試行錯誤によって経験的に作業を習得していくという具合に、実質的な実習

期間もかなり長いものであった。このように稼働要員に対しては当然のこととしてかなり周到な

教育期間が保障されるが、途中から配置転換になってきた労働者に対しては、教育期間はもたれ

ず、ただちに現場作業につけられて、その中で仕事を覚えていくというかたちがとられている。

「僕たち（途中からの配転者）には講習というのは別にないんだなo僕たちの場合は教育期

間じゃなくて、見てならえという。で、わからないところは聞けと、そういうやり方できてるんで

す。だからはじめからきてる人達は、たとえば工場ができるまで、その間勉強してるわけです。

実習と勉強とをやつているわけです。それを後から入？てきた者に仕事をしながら教えて、わか

らないところは聞けと、それからちょっとヘマをやったりいろいろやると注意をするというよう

なこと℃なれていく。」 (45オ）

しかしそれは、簡幕な作業につけられるということではない。というのは、第 2線材工場の

湯合は、途中からの配置転換でも、クイプとしては上向型であり、新しい職場のどれかの作業、

たとえばクレーソ連転とか加熱炉運転とかについてはベテラソある場合が多く、その作業に従事

しながら他の作業を覚えていくということであって、先にみた転炉炉前職場の場合とは性格を異

にしていることに注目しなければならない。

最後に多能エ化についてみると、第 2線材掛運転・圧延職場の湯合は、第2章でみたように、

職場編成自体が多能エ化を前提としたものであり、そういう意味ではこれまでみてきた新規入職

者・配置転換者に対するOJT自体が多能エ化としてのOJTであるわけだが、その点を別にす

れば、これらの職場での多能エ化は、簡単な修理・整備を自分達でやるということにある。しか
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し整備技能については、職場としては特別の教育体制をもっておらず；それは、 71, 2年の減

産時に余剰人員 (4組 5交替を 5組 5交替にすることによって生じた）を整備課へ応援に行かせ

たり、箇所教育の整備技能研修会へ派遣するというかたちをとつているのが現状である。

以上、第 2製鋼工場転炉掛転炉炉前職場と線材工湯第 2線材掛運転・圧延職場におけるOJT

の実態をみてきたが、それを総括すると次のように言うことができる。

新規入職者に対するOJTは早期戦力化がめざされて、期間の短縮、指尊の強化を特徴とし

ているが、しかしその早期戦力化を要請する少数精鋭主義が逆にOJTの不充分さを伴いがちで

あるという矛盾をはらんでいる。

また配置転換者に対する OJTでは、新エ湯創業時の配転者にはそれなりの教育がなされる

のに対し、途中からの配転者に対する OJTは、新規入職者に対するよりも不徹底で不親切な傾

向をもつている。しかし配置転換者の早期戦力化も、次の教育掛長の話しにもあるように新規入

職者の湯合と同様に重視されており、それにもかかわらず、配転者にとって不徹底・不親切な〇

JTとならざるをえないのは、ゃはり少数精鋭主義のもたらす矛盾といえる。

「技能教育の重点はやはり、最近、所外転出者が多くて、その後の補充というのは新入社員

要するに未熟練者ですね。そうするとそいつをなんとか早く戦力化すると、それが職場にとつて

一番重要なことなんです。従って新入社員と配転者の技能訓練、これが一番力を入れているとこ

ろです。」（教育掛長の話）

一方、多能エ化も重視されているにもかかわらず、少ない要員のもとでは、必ずしも充分な

OJTはなされていないというのが現状である。

総じて、現段階における OJTは少数精鋭主義のもとで、早期戦力化・多能エ化が要請・追

求されているにもかかわらず、同じ少数精鋭主義による要員の極端な削減が、それらのOJTを

充分になしえない状況をつくりだしているという矛盾をもつているといえよう•°しかし、このO

JTそれ自体としてもつている矛盾がさしあたり露呈しないでいるのは、この矛盾が一方では自

主参加の専門教育、他方では次節で検討する自主管理活動、つまり労働者のいわゆる自己啓発に

よって補完されているからにほかならない。そして、労働者の自己啓発を支えているのが、一方

では労働者自身のもつ教育要求であり、他方では前章でみた昇進昇格管理による締めつけなので

ある。なお、労働者の教育要求については第 4節として分析を予定していたが時間の都合上続刊

にゆだねることとする。

第 3節 自主管理活動の展開とその機能

これまで、教育部の管理下におかれている企業内教育の構造と機能についてみてきたが、そ

のなかで自己啓発は一つの中心的位置を与えられていた。すなわち、今日の企業内教育の出発点

をなした 6 1年の「社員教育に関する社長通達」においても 4つの柱の一つとしで自己啓発がか

かげられていたが、その後も他製鉄所に先がけて「作業員専門知識教科書」を絹さんするなど自

己啓発が強調奨励された。そしてそれは、特に 70年代にはいつて自主参加の教育の拡充やある

いは「自主研修グループ」の育成強化等の動きにみられるように益々重要な位置を与えられてき

ているといってよい。ところで自己啓発ということは、それ自体としては個々人の努力研鍛を意

味するものであるのに対し、「自主研修グループ」という形態は、自己啓発を基盤とした小集団

活動である点において、単なる自己啓発とは質を異にしている。しかし、「自主研修グループ」
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は労資関係教育ーー資本による労慟組合の丸がかえを目的として組識されたものであり、従って

そのメンバーも労働者の一部分ーーいわぽ特殊な一部分ーを対象としているにすぎない。そ

れに対して、これから検討する自主管理活動は、生産活動に密接して、しかも職場レペルでの小

集団活動を活用して展開されるという特色をもっており、そういう意味で氏 6 0年代後半以降の現段堵にお

いて、労働者のもてる能力のすべてを資本の生産活動に傾注させるための環をなしているといってよいだろう。

1 QCサークルの導入とその定着過程

(1) QCサークルの蒔入過程

生産活動において労働者の創意や工夫を生かそうという試みは古くから行なわれており、室

蘭製鉄所においても改善提案制度というかたちで 19 5 3年来、その努力がなされていた。し

かし当初は必ずしも活発ではなく、改善提案件数も年に千～千五百件前後にすぎなかつたが、

6 4年頃より改善提案のPRに力がいれられ、また『創意と工夫』という PR誌も 65年 5月よ

り再刊されるなどして、am この頃より改善提案件数はうなぎ昇りに上昇を示した（表 4- 1 3 

参照）。このように 64,  5年のこの時期から改善提案に力がいれられたのは、それま

表4-13 改善提案件数の推移 での設備投資を中心とした「合理化」の時期と

5 7年度

5 8 

5 9 

6 0 

6 1 

6 2 

6 3 

6 4 

6 5 

6 6 

3 9件

1 0 9 8 

9 D 2 

1 0 5 5 

1 5 5 7 

1 5 7 4 

1 3 4 6 

4 0 8 2 

2 6 0 6 9 

2 9 9 4 2 

は違って、•62, 5年の不況期を経て「企業の

体質改善」 「内部合理化」ということが前面に

おしだされてきたことに対応しているといって

よいだろう。すなわち改善提案は、個々の生産

現場での、しかも労働者自身の発案による設備

改善・作莱改善によって能率向上・原価引下げ

に大きく結びつき、同時に提案者のモラー

ルを向上させることができた。しかし他方、

改善提案は基本的には個人的な行為であり非組織的であった。こうした改善提案の

限界を克服して、組織的・系統的な活動にまで発展させたのが、 QCサークル活動ー一自主管理

活動である。

富士製鉄に自主管理活動が蒔入されたのは、 66年 10月の広畑製鉄所の「 ZD運動」が皮

切りで、その後、同年 11月に釜石が「 QCサークル」 (69年 7月にヽ災害0運動 IIヽ 原価低

減運動 IIを統合して「自主管理運動」に発展）、川崎製鋼所が「仕事を正確にする運動」 (68 

年 11月に「 ZD連動」へ発展）、翌67年2月に室蘭が「 QCサークル」、同年 11月に名古

屋が「 ZD運動」、更に 6 8年 5月に中央研究所が「 ZD運動」という具合に、 6 0年代後半に

相次いで瑯入された。¢9 名称は各事業所で異なり、またその背景も「ZD運動」は日本能率協会

「QCサークル」は日本科学技術連盟と異なるが、いずれも職場レベルでの小集団活動であると

いう共通性をもち、全社的にはそれを「自主管理運動」として統合して、年 4回の自主管理運動

総合大会 (67年 11月に第 1回）、月 1回の部門別大会 (69年 2月に第 1回＼が各事業所持

ち回りでもたれてきた。そして 7 0年、新日鉄になってから、八幡製鉄とも統一して、

全体的に「自主管理油動」と呼称されるようになったのである。本項では、自主管理
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活動の直接的前身をなす「QCサークル」の禅入・定着過程をみていく。

QCサークルとは、「品質•安全・能率・設備・人間関係など、職湯内でのいろいろな問題

を、みんなが協力して自主的にその研究•改善を行なうために第一線監督者が中心となって映場

・ぐるみで組織するグループ」OB という当時の社内報の説明が示すように、エ長単位で、その職場

の労働者全員によって「自主的」に組織されるサークルであり、その総元締は技術管理部が行な

っている。室面に第 1号のサークルがつくられたのは 67年 7月、冷延工場においてであった。

そこでまず第 1号サークルの結成過程を通じて、室剥製鉄所におけるQCサークル禅入の経過を

みてみよう。

冷延工場へのQCサークル禅入に奔走したー作業長が「私の進めたQCサークル」と題して

体験談を発表しているので、以下、すこし長くなるがその一部を紹介しょう。 00

「1. はじめに（略）、 2. QCサークル洗脳のきっかけ 私はS4 1年 12月、日科技連

2 5回QCサークル浜松大会に、社命によるオプザーバー参加して、はじめて QCサークルの活

動の体験を聞き洗脳をうけました。眼のあたりに展開されている自信に満ち溢れた体験発表、そ

して熱つぼい会場の異様なる雰囲気、いまだかつて経験したことのない情景の展開に圧倒され、

ただ驚くばかりでした。それは仕事に強い誇りと自信に満ち溢れた、崇高な姿であったからです。

とかく仕事に対してこれはこれで仕方ない、俺の責任でない、上のほうでなんとかするだろ

うなどと考えていた私の仕事に対する認識と態度に、いやという程反省をさせられましたo どう

せ仕事をするのだから、この人達のように仕事に自分の意志を打ち込み、みんなと仲よくして楽

しく、張り合いのある仕事をしようo よし帰ったら早速みんなと相談して、このQCサークルを

勉強しあつてみよう……と考えたのは私一人だけではなかったと思います。この時から私はQC

サークル気違いとなるスクートを切ったわけです。 3. サークル結成よびかけの反響 QCサー

クル浜松大会から帰った界人は、早速この惑動を上司に報告し、さらに出張報告会、あらゆる作業検

討会の場を通じて、懸命にその模様と必要性についで報告及び強調したのです。しかし中々理解

してもらえず寧ろその反響は冷たいものでありました。それは敢えて QCサークル活動とはいっ

ても、現在やつている作業検討会とか、各種の技術会談などで話し合ってやることと、何も変り

がないのではないかということでした。たしかにそうかもしれない。しかし従来の作業検討会な

どと根本的に相違するのは、自分達で問題を発見し、自分達で考えてそして自らの力で解決して

いくことである。特定の人だけでなく全員の意志と力で解決していくことのすばらしさを、どう

しても中々理解してもらえませんでした。このようにしてあらゆる機会をとらえて、幕入のきっ

かけをつかもうとしましたけれど、真からの協力者は得られませんでした。それは私自身、実際

の体験もないので、説得力があるはずがありませんでした。 4. 第 1号高田サークルの誕生

こうして約 1ヶ月たづたが、一向にサークル結成の気運がないので、一つの作業班である高

田工長班に目をつけ、一つのモデルサークルを結成しょうと試みました。そこで高田工長の作業

検討会に、このQCサークルを持ち出し、私と一諸にやってみようと頼み込んだわけですo高田

工長はじめメソバー 5名は迷惑顔で、何も今より余計なことはしたくないという気持のようでし

た。でも私の熱意に遂に共鳴してくれ、沖何が何だか解らないけど、作業長がそれ程いうのだから

やつてみよう…•••ということになり、これが私の工場のサークル第 1 号「高田サークル」の誕生

となったわけです。そこで私はこの高田サークルと共にQCサークルを勉強し、そしてはじめて

体験したわけです。 5. 高田サークルの活躍とその波紋 まず従来の作業検討会をQCサークル
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の勉強会にしましたo所で発行の「 QCサークルマニュアル」「現場とQC」それに私が持ち帰

った浜松大会の発表要旨書の輪読会を、さらに具体的事例として、工場の作業成績月報により、

QC手法の演習を行ない何はともあれやってみようと「切換作業時間の短縮による作業率の向上

対策」というテーマに取り組み、予想以上の効果をあげ、思いもよらない技術表彰まで受けたわけ

です。この実績はサークルメソバーの喜びと共に、ゃれば出来るんだという自信となりました。

このことがあって工場全員に大きな関心と波紋が投げられ、結局第 1号高田サークルの誕生と輝

かしい実績が波及効果として工場内のサークル結成を促進し、今日の全員参加による活発なサー

クル活動の展開となったのです。 （以下略）」

以上の体験談にもみられるように、 QCサークル溝入に際しては、周到な準備がなされたが

それはまず品質管理課長補佐を 66年9月に東京で行なわれた全国QCサークル大会に派遣する

ことから始められ、その後、 66年 11月の全国品質管理職・組長大会、 12月のQCサークル

浜松大会などにQCサークルづくりの核となるべき作業長・エ長を派遣し、その報告会を行な？

一方、社内報誌上での啓蒙、エ長研修会等でのQC手法の教育を行ない、また 6 7年 2月には

「QCサークルマニュアル」を発行するなどの津備過程を経て、 67年 2月の冷延工場での第 1

号サークルの結成を皮切りに、次々と他の課・工場でも結成され、 67年 11月に第 1回の所内

QCサークル大会が開かれた時にはすでに 30 5サークル、 2,6 3 5名がQCサークルに組織さ

れていた。そして表4- 1 4が示すように、 69年 12月現在では、サークル結成率 92. 6％と、

ほとんどの職場でQCサークルがつくられたのである。

このようにわずか1~2年の間にQCサークルがめざま
表4-14QCサークル結成率の推移

しい普及を示した背景四ま、第1tこいうまでもなく上から

67年12月

~ 8 6 

6 8 1 2 

6 9 6 

50.6o/o 

6 3.3 

8 2.2 

8 9. 7 

6 9 1 2 | 9 2. 6 

（注） QCサークル参加人員の技術

職社員（作業員）数に対する比率

の強力な指蒔がある。 QCサークルはエ長単位で「自’主

的」にもたれるサークルということが建前であるが、先

の体験談にもみられるように、作業長や掛長・スクッフ

等による指蒔ゃ、職場教育でエ長・一般作業員を対象に

徹底したQC教育が行なわれ、いわば上からの至上命令

として、特にエ長層を動かして、なかば強制的にQCサ

ークルがつくられるにいたったといつてよい。

したがつてなかにはQCサークルとして名目的に登録されているだけで、実際の活動はなに

もやつていないというサ-クルも少なからずあった。しかしそうした強制的な側面があったとは

いえ、 QCサークルがこれだけ普及した背景には、第 2に、 QCサークルの特徴である職堤レベル

での小集団活動の基盤がそれなりにあったことを見逃すわけにはいかない。

すなわち、先の冷延エ湯の場合もそうだが、エ長単位でもたれていた作業検討会・作業標準検

討会などが、 QCサークルの基盤としてフルに活用されたのである。

「当工場ではQC嘩入以前、所の行事である品質管理・熱管理月間等に、エ長または作業長

を中心としてグル・ープを作り、テーマを選択し、活動を行ない発表を行なっていた。そのため

QC端入時にもスムーズに受け入れ、すぐ活動を開始した。」（化成工場） 03

「このようなQCサークル活動とは別tこ、ある掛ではそれ以前から掛長・スクッフ等も含め

て、職場単位毎の設備・品質・作業方法等をテーマに取りあげ研究発表会を行なっていたので、

QCサークル活動が嘩入されるとスムーズに受けいれられ、 10サークルが結成され、それぞれ
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テーマを選定して活動が始められた。」（熱延工場）03

逆に、 QCサークル禅入の訓練としてまずこのような検討会を組織する場合もあった。

「……私は機会を得QCサークルについて多少の知識を習得したことから翌 4 2年正月に、

9つのグループを作り始め、これが現在に至っている。このようにして出来たグループも初めは

QCサークルとせず、当時作業標準の全面的な改訂を実施していた所から、作業糠準案検討のグ

ループとしてQCサークル禅入の訓練の意味で用いてみた。」（動力課） 64

そしてまたこのような基盤をもたずにつくられた場合には、その活動の手はじめとして、作

菜糠準書の検討がとりあげられる場合が多かったのである。

このようにQCサークル避入当初は、既存の作業検討会や作業欅準検討会等の職楊レベルで

の会議にかぶせられる場合が多く、それが、 QCサークルの普及を容易にしていたが、更に第5

の要因として 活動が過勤務の対象として認められていたことがあげられる。

第 4tこQCサークルの普及を内部から支えたものとして考えなければならないのは、その活

動自体が労働者にとって一定の魅力をもつものであったことである。それは先の冷延工湯の作業長

の湯合程極端でないにしても、機械化し単純化されていく生産工程のなかで機械の付属物として

の性格をますます強めていく彼ら労働者にとつて、その生産工程の様々の諸問題を主体的に考え

検討していくことは、彼らのもつ疎外惑を一定程度克服していくことであり、そういう意味での

意欲を彼らはいわば潜在的にもっているといってよいだろう。そしてQCサークル活動は、たし

かに彼ら自身を主体とするそういう活動であるという側面をもっているのである。それは特に若

年層においてそうであり、冷延工場がQCサークル華入の出発点になりえた一つの要因は、同エ

場の平均年令が若いということにもあったといえよう。

(2) QCサークルの定着と発展

6 7年 2月に冷延工楊の一職場からはじまつたQCサークルは、ゎずか 1~2年の間tこ全工

楊を席巻したが、更にそれを定着させるために、各掛・工場内でのリーダー研修会や交流会・

リーダー会議などをもったり QC教育が実施されたりした。

「QCサークル結成直後は、テーマの選定について迷い、最初から大きな問題を取り上げた

為、苦労して成果が上らなかったり、 5交替各組の協力体制がなく、各組バラバラにテーマに

取り組む等、種々の障害が派生したが、リーダー会談を開き、それらの問題も解決するよう努力

した。その結果、各組が互いに意見を交換しながら協力してテーマの選定、デークの収集、問題

の解決と、協力体制も良くなり、交替 5組の協同サークルによる成果報告も少なくない。」（熱

延工場） 03

「・サークル活動が進んで行く過程で、一部の人の活動に片寄った傾向も現われてきたので、

サークル全員が一致し向上するために、リーダーとは限らず広くサークル員が参加出来る講習会

研修会を租極的に開催した。」（第 1鋼片工場）碑

他方、工湯間での交流会ももたれ、特に先進工場である冷延工場がその中心となってQCサ

ークルの定着化に果した役割は大きいといえよう。

このようにQCサークル禅入後も、その定着化のために様々な方法が引続きとられてきたが、

その中心はリーダー研修会やリーダー会談等によるサークルリーダーの強化と、後に述べる

QCサークルの横断的な組織化にあった。そしてそれはいずれも、 QCサークルの個別的な活動

からその統合化へという方向を含んでいた。

-222-



QCサークルは、先にも述べたように、エ長単位で、職場の労働者全員によって檄成されて

おり、したがってその規模も、それぞれの職場の規模に規定されて、最底 5名から最高 22名ま

でであるが、平均的には 8~9人規模である。サークルリーダーにはエ長がなる場合が圧倒的に

表4-15 QCサークルリーダーの構成の推移

昭和44年7月 昭和 45年 1月

般 1 1 7人（ 1 7 %) 1 4 2人（ 19.9%) 

工 長 5 3 3人（ 77.3%) 5 3 2人( 74.6%) 

作 業 長 1 5人( 2.1o/o) 8人（ 1.2%) 

軍務・技術職 2 5人（ 3.6%) 3 1人( 4.3o/o) 

ノロ 計 6 9 0人(1o・o. Oo/o) 7 1 3人(100.0%)

（資料）『創意と工夫』各号より

多いが、表 4-1 5にみられる

通り、一般労働者がリーダーと

なっているサークルも一定数あ

り、、しかもそれは増える傾向に

あるといえる。またエ長がリー

ダーになっている場合でも、テ

ーマ毎にサプリーダーを設ける

というかたちで、 QCサークル

の中心を、より自主性をもたせ、

作業能率の向上などに強い関心を持ち、部下に対するリーダーシップを発揮できる職制層の養成

という観点からエ長候補者などへ移そうという努力がなされているといってよい。

「近頃ほあるテーマーを決めたらサークル員の一人がサプリーダーとなって中心的立場で進

め、また他の組に関係のある場合には、他サークルに協力を依頼し、幅広く活動を行ない、全員

の活動参加をモットーにしている。」（化成工場）閲

次にQCサークルで取り上げられるテーマを 70年5月に技能職系サークルリーダーを対象に行

なわれたアソケート調査の結果でみると、表 4-1 6にあるように、「作業能率に関するもの」

表4-16 「現在取リあげているテーマ」

・ 作業能率に関するもの・・～••……••-••…4 9 o/o 

・ 品質歩留に If ……••……… •1 7 o/o 

安全に If •…·…………• 8 % 

・ 保全点検の合理化に ……………••• 7 % 

・ 資材節約 If ..•••… ••........1 0 o/o 

・ 人間関係 FF •………..... 

．？穴：：．．：．．：••:：:: :．:...: ｝9% 

（資料）『創意と工夫』 70年 5月号

（注） 7 0年 3月に技能職（作業員）系サークル

リーダー全員を対象として行なわれたアソケ

ート調査結果。回収数5D 5名で、 76%。

が半数を占め、その他、品質歩留、資材節約、

安全等々がとりあげられている。

このようにQCサークルでは、作業能率

の向上を中心に品質歩留の向上、原料資材の

節約、安全など日常作業や設備の改善につい

てのテーマがとりあげられており、そういう

意味で、最初に述べたように、改善提案の組

織化・系統化されたものといえるのだが、改

善提案制度のほうでも、 QCサークル活動が活

発になってくるにつれて、サークル提案の件

数がふえ、 70年 1月からは、従来の個人提

案を中心にした制度を改めて、サークル提案

と個人提案とを区分するという具合に、 QC

サークルも位置付けられるようになったのである。だが、 QCサークルが個人提案と異なる点はそ

の組織性・系統性と共に、個人提案がどちらかといえば個人の思いつき的・アイデア的な側面を

もつものであるのに対し、 QCサークルにおいてほ、その手法が標準化されていることである。

すなわちQC手法として、特性要因図やパレート図・ヒストグラム・相関図等の統計的な手

法がマニュアル化されているのである（表 4-1 7、表 4-1 8参照）。

ところで、それぞれのテーマがどういう経過で決定されるかは、 Q•C サークルの自主性のいわ

ば真価を問うものであるが、それは、サークル員の討談のなかから提起されるというよりは、多か
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表4-17「次のQC手法を理解していますか」

（イ）特性要因図•••••…..．．．．．．．．．．． 9 2 % 

（口） パレート図．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 81 % 

し、） ヒストグラム……•..．．．．．．．．．．． 7 4 % 

（二）相関図．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 37 % 

（?t-） 層別と 1,ヽ う考え方………......31 % 

（資料） （注） 表4-1 6に同じ

表4-18「活動を通じて特性要因、ヒス

トグラムの使い方を教えているか」

（イ） 教えて＼ヽ る .......................…•7 3 % 

（口）時間がないので教えてない……… 12 % 

（ハ） 目分が理解していないので

教えて＼ヽ な＼、 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6 % 

N A=9 % 

（資料） （注）表4-1 6に同じ

れ少なかれ、サークルリーダーあるいは作業長・掛長等の上司から提起される湯合が多い。さき

の冷延工場の作業長も次のように述べている。

「第 1号高田サークルの湯合は、 QC手法の勉強段階で具体的事例研究の中から、テーマが

決りましたが、このようなテーマの決り方は、一寸珍しいケースです。普通の場合、サークル会

合で、自分達が常日頃問題にして悩んでいること、あるいは上司からの問題提起事項などから決

められています。……•（中略）••…••リーダーが洗練され、やる気十分なサークルでは、常に問題

意識がありサークル会合の中で、職場の中のあらゆる問題を洗い出して、テーマをいくつも持ち

皆で役割を分担し、計画的に進めていますが、このようなサークルというよりリーダーはいくつ

もありません。大抵は何らかの形で問題提起をしてやらなければ動かないというのが現状で

す。」
09 

そして同作業長は、彼が日常作業等の中から提起するテーマを自主テーマと呼び、工場の管

理項目のなかから提起されてくるテーマをラインテーマと呼んでいる。

「私達はこれをライソテーマといいますo 能率・品質・原単位•安全など工湯長の管理方針

の達成のため、リーダー会議などでこれらの具体的項目の分担を行い、サークル毎に継続テーマ

としています。」＂゚

そして最近では、いわゆるラインテーマの占める比重が大きくなってきており、たとえば、

7 1、72年の不況期（減産期）にコストダウンの運動として全所的にとりくまれたコストミニマ

ム連動 (71年）新コストミニマム運動 (72年）では、 QCサークルが総動員されて、大きな

成果をおさめるなど、テーマの内容も、分散的なものから、時々の経営目標へと集中されるよう

になってきている。

次にQCサークル会合のもたれ方を表 4-1 9をもとにみてみよう o会合は時間内外の両方

でもたれる場合が多く、時間内でもたれる時は、作業の待ち時間、昼食時間、生産のとまった時

などが利用されている。しかし生産のとまった時を除けば、連続操業で待ち時間のない職場では、

時間内外といつても、時間外にもたれる場合が多いといえよう。この場合の時間外とは、過勤務

時間内ということであるが、更に過勤務の時間外にまでおよぶことも少くない。それは会合の場

所でいえば、会議室で行なわれる場合は過勤務が多いが、それがそのまま延長される場合もある

し、また研修所や自宅のように、最初から過勤務の対象にならない場合もある。

「活動成果報告するまでに、リーダーおよびそのサークル員はそれぞれの休憩時間や手持時

間を利用し、数回の会合を開き、技術管理部発行の「 QCマニュアル」や「現場とQC」誌を参

考にしながら特性要因図、パレート図、ヒストグラム等の作成や、大沢研修所を利用して遅くま
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表4-19 「サークル会合のもたれ方」

(1)会合の時機
イ） 時間内で行なう・・・・・・・・・・・・・・ 17 o,6 
ロ） 時間外で行なう・・・・・・・・・・・・・・ 21伶
）^ 時間内あるいは時間外で行なう 61 o,6 

NA=1 o,6 
(2) 時間内で会合を行なう場合の時機

ィ） 作業の待も時間・・・・・・・・・・・・・・ 46 o,6 
ロ） 昼食時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23茄
）^ 生産のとまったとき・・・・・・・・・・ 18 o,6 

(3) サークル員の会合出席率
ィ） 3 0 o,6以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ロ） 5 0伶'，..．．．．...．．．.．．.．. i g 
ノ：｝ ；ば塁．::::::::::::::::::: ~ ~虚
*) 9 00/J超・・・・・・・・・・・・・・・・・・• •3 7% 

NA= 30/J 
(4) 1月あたりの会合回数

ィ） 1回・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24% 
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で熱心な討論をした事もしばしばあった。．．．、なかには家庭へ持ち帰って図表を作成したり、発

仰
表のリハーサルをした人もいた。」（熱延工場）

こうした会合は月 1~2回もたれる場合が多く、また一つのテーマにかけられる期間は表 4

-2  0に示すように短かくて 2ヶ月以内、長いものになると 1年以上になるが、平均的には 4ケ

表4-20 QCサークル活動による
テーマ解決の所要時問

I 
2ヶ月以内 2 5. 6% 

3~ 4ヶ月 3 8. 3 

5~ oヶ月 1 7. o 

7~ 8ヶ月 8.5 

9~1 Dヶ月 5. 3 

1 1 ~1 2ヶ月 3. 2 

1 3ヶ月以上 2. 1 

（資料） 『創意と工夫』 7D年 8月号・より。

デーク数 94 

表4-21 QCサークル実施成果
表彰件数の推移

6 7年 7~12月 6 9件

6 8年 1~ 6月 1 0 9 

7~1 2月 1 3 7 

6 9年 1~ 6月 2 2 7 

7~1 2月 1 9 8 

7 0年 1~ 6月 2 3 6 

7~1 2月 3 7 4 

鈴 『創意と工夫』各号より

月位で一つのテーマがこなされている。

QCサークル活動のーサイクルは、テーマをとり

あげたときから、その成果を発表するまでであり、成

果発表の場としては、掛内・工場内での発表大会が

定期的に、 2~3ケ月に一回の割合でもたれている。

そしてそのなかで優秀と認められたものは、所内大会、

全社大会、更には全国QCサークル大会等へ派遣され

るという仕組みになっている。また改善提案制度とは

別に、 QCサークルだけの実施成果表彰制度がもうけ

られており、その推移は表 4-21の通りで、年々、

活動の成果があがってきていることがうかがえよう。

ところで、こうした個々のサークルでの活動の一

定の定蒲化と、他方でテーマの設定がだんだんむづか

しくなってきたこととを背景に、 QCサークルの横断

的な組織化がめざされ、 69年頃より、工場レベルで

QC推進委員会等を設けて、活動全体の運営を“自主

的”に行なうようになってきた。

「従来のQCサークル活動は上司や工場スクッフ

の指華助言のもとに委ねられ育って来たが、本来、自

主的自発的に行なう自主管理活動であり、自分達の手

でQCサークル活動を推進し強化に努めるために、

4 5年 4月QC推進委員会を結成しt.=,,」（第1鋼片工場）り2
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図4-4 第1銅片工場QC推進委員会組織図

QC担当近藤（技）

顧問福田作長

佐藤（半）作長

有沢作長

QC工場リーダー I本田工長

進行 I I 線材I 外販戸鋼 I 1常昼 1三交替―I 運続 I大 1分塊管理 cr 精整精整精整移送整備賂備ロール 剪断ロール

百成 匹阿部抽 早坂・伊畑藤 玉置 旦•米田 ・三上 加藤・加中田藤 斉藤
今叶野心 油山：中TI 浜 阿"'部・'・ . 笹叫淵匡 牛白戸垣 矢元 ・城西宝尾

•山野内．篇菜松橋．覇漿 上}野l山̂ ・田畑黒石佐藤

（資料） 『創意と工夫』 70年 8月号

（注） 餞は技術員、作長は作業長、•印は職場リーダー、他推進委員

図4-5 圧延部自主管理活動推進委員会組織図

こ
顧問、圧延部長、圧延部副部長、各工場長

技術課自主管理グループ
, 1 
副委員長宮樫（連熱）中村（条鋼）桜庭（線材）

I 
百l

冷 延 条 I鋼 連 I熱

柴田、高橋貢、高田 野田、室田、鈴木II五十嵐、管野、東

冷延工場
自主管理委員会

線材工場
線材掛自主管理委員会

棒線掛 ” 

条鋼工場
条鋼掛自主管理委員会
精整掛 ” 
H型掛自主管理専門部

連熱工場自主管理委員会
剪断掛 II 

運転掛 ” 
熱延掛 II 

（資料）「創意と工夫』 70年 12月号

第 1鋼片工場の他、動力課、第 2製鋼工場、線材工場線材掛、第 2鋼片工場りりなどでも、

6 9年にQC推進委員会がつくられ、その後全課・工場にひろまっているが、その具体的な内容

を第 1鋼片工場を例にみてみよう。

第 1鋼片工場の QC推進委員会は図 4-4に掲げるとうりで、各サークルから 1名の推進委

員会（サークルリーダーとは限らない）を選出し、その推進委員会の中から更に職場毎に職場リ

ーダーを決めている。推進委員会の主な活動内容は、①工場発表会の企画運営、③学習会・研修

会の計画実施、③各サークルの活動状況の把握、④他課工湯・協力会との交流会の計画、⑥テー

マや検討事項の協カ・助言、などで、隔月に開く推進委員会の全体会談と月 1回開く職場リーダ

ー会議で具体的にQCサークル活動全体の企画立案をしていくことになっている。閥

こうした動きは、更に上のレベルにまで波及しており、 70年 8月には 4工場をかかえる圧
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延部において、各工場の自主管理推進委員会を結集して「圧延部自主酌浬活動推進委員会」力遜瑯逹

れるに至っている（図 4-5参照）。そこでは、先の QC推進委員会の場合と同様に、情報の交

換や発表会などの行事の企画立案り運営などが行なわれている。

このように、 Q0サークルとしてはじめられた自主管理活動（先述したように、新日鉄成立

後は自主管理活動という名称に統一され、 Q0サークルも自主管理サークルと改められた）は、

横と縦の組織的なつながりをもつことによって、更に強固な枠組がととのえられてきたが、一方、

こうした自主管理サークル (QCサークル）の組織化とは別の方向での動きが自主管理活動に加

えられてきている。

それは 69年 5月からはじめられた条鋼工場H型掛の自主管理専門部制度、あるいは 70年

4月からはじめられた第 2製鋼工場の自主管理分科会制度等にみられる動きである。たとえば、

条鋼工場H型掛の自主管理専門部は、安全管理推進専門部、品質管理推進専門部、設備管理推進

専門部、改善 •QC推進専門部、現境盤備専門部、教育推進専門部の六専門部からなり、工場の

全員がいずれかの専門部に属して、職制ルートとは独立してそれぞれの課題に取り組んでいる。

また、第 2製鋼工場の自主管理分科会制度は図 4-6に掲げる組織体制をとっており、全員が必

ずいずれかの分科会に所属することになっている。各分科会の委員~ま

図4-e 第2製銅工場転炉掛の自主管理分科会委員会 (70年11月現在）

転炉掛 造塊掛 運転掛

（資料） 労働者面接調査より作成

（注） 造塊掛、運転掛も同様の組織になっている。

た原価管理分科会は工場長・掛長と一部の作業長によって楷成されていたが、 71年以降の不況

を契機として原価管理分科会が強化され、作業長全員とエ長の一部がそこに集中されるとともに、

各分科会委員長にはエ長がなっている。また分科会の構成も、作業管理と技術管理が統合され畜

行事運営から新聞発行が独立するなどの変更をみているが、具体的な活動内容は次の労働者の話

からうかがうことができる。

「行事分科会というのは、 3ヶ月に 1回づつ年満者（定年退職者）がでるが、その年満者の送

別会の幹事みたいなことをやったり、それから、組合支部と行事のほうの合同で、夏になったら

海の家を開くとか、キャツプするとかソフトボール大会を開くとかボーリソク大会をやるとか、

それに行事のほうも一役かってやるとか、家族の工場見学を企画するとか、これはみんな行事分

科会がやる。安全分科会というのは、 2製鋼の安全をはかる、具体的にいえば、安全面に関して

パトロールをやるとか、工場内の白線を引いたり、駐車湯の白線を引いたり、整備をしたり、保

護具の点検だとか、そういうようなこと。作業分科会というのは、新しい設備なんかはいった場

-227-



合、作業分科会の人が皆んなに知らせるとか、まず作業分科会の人がたがそれを点検しておいて、

そして、ここにはこういうような新しいあれがはいったとか、それから一番大きな問題が、作業

の動作標準書の作成をするとかね。技術分科会というのは、これはQCの大きなものだと思えば

いいですけどね。ホクル石にかわるべきものはないかとか、鉄鉱石の歩留、環元率だとか、マソ

ガソだとか、成品の適中率はどうすれぼ向上するとか、こういう技術面ばかり。新聞発行分科会

では工場新聞の『炎』というのを発行している。それで 2製鋼の人間が全部分科会に、必ず 1人

づつはいるんですよ。」 (43オ、転炉炉前工）

「設備管理分科会では、設備的な改善、設備の補充というか、新しい設備を設けてほしいと

いう提案をして上にもっていくわけです。」 (21オ、転炉炉前エ）

こうした「分科会活動」と職制ルートとの関係は、次のように説明されている。

「たとえば掛長から作業長のほうに言ってきますね。そして今度は分科会がそれについて検

討を加えるということなんですね。はじめてそこで分科会が活動を始めるということなんですね。

また分科会独自でやる場合もありますね。作業長も誰も知らないうちにね。そして今、こういう

ような面で我々分科会は活動してるんだと。そしてある程度の目安がついたらそれを作業長に報

告する。そういう逆の行き方もありますね。」 (43オ、転炉炉前工）

「昔は会社のえらい人がこうやれと、こうやってこうやればこれだけ生産ヒり；るからというあれだったで

しょ。今は違うわけ。自分らの分科会で検討して、こういう具合にやればこうなんだと、だから

これだけ出来るんだということになって。自主管理ですね。」 (45オ、転炉炉前エ）

このように、工場全般の諸問題についての労働者の恒常的“自主的“な取組を組織する体制

になっているのである。しかも、こうした分科会活動は、単に工場運営の補完的なものではなく、

たとえば次の労働者の話にもあるように、今や不可欠の役割を果しているのである。

「分科会はやっぼり費重な存在だと思うんですけどね、うちの職場においては。たとえばコ

ンピューク蒔入のとき、技術分科会の者をまず、上で指部しますね。だからそういう点では一回

一回全員を集めて教育をする必要なくて、一つの分科会の会員を集めて言えば、会員はそれぞれ

各職場にいるんで、その会員が職場に行ってあれするという。そういう面では有意義ですね。で、

かなり分科会そのものというのは、やっぱり自分の担当のものに対してはかなりの権威をもって

るんですね。」 (29オ、転炉炉前エ）

要するに、自主管理サークルが、作業能率や安全についての改善を目的とした“自主的“な

サークル活動としての自主管理活動であるのに対して、自主管理専門部制度や自主管理分科会制

度は、単に改善のためのサークル活動にとどまらず、工場全体の情報の処理や企画の立案実施、

設備・作業の改善・検討等々、従来は職制ルートを通じて行なわれてきた諸々のことを、職制ル

ートとは別に“自主的 I/に行なうというもので、その意味では、自主管理の範囲が拡大されて、

工場運営の一担を担わされているといえよう。
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以上みてきたように、 QCサークルとして始められた自主管理活動は、 6 0年代の終りから

7 0年代にかけて、一方ではQCサークルの横断的組織化、他方では自主管理活動の範囲の拡大

という二つの方向での発展をみせていることがわかる。次項では、そうした自主管理活動の機能

と、そこにはらまれている矛盾を、特に自主管理サークルの活動を中心にみていくことにしよう。

2 自主管理活動の機能とその矛盾

6 0年代後半に新たに瑯入された自主管理サークル (QCサークル）活動は、様々な側面で

の機能を有しており、今日において、労働者のもつ全能力を管本の生産活動に傾注させるうえで

の重要な柱となっている。

自主管理サークル活動の機能の第 1は、取りあげられるテーマの内容からもわかるように、

その本来的な目的である作業能率の向上や品質・歩留の向上等の直接生産作業面での大きな成果

をもたらしていることである。それは図 4-7のサークルリーダーに対するアソケート結果か

図4-7 QCサークル活動による成果

(1) 品質、歩留の向上に対して

1 0 2 0 3 0 4 Oo/o 

大きく貢けんしている 璽疇響睾；iii:i攣 22%

貢けんしている 翁翁翁翁翁翁姿翁翁翁翁翁娑妥翁翁翁翁翁翁翁姿姿姿翁裟委7恢9

多少貢けんしている 裟葵婆婆翁葵婆翁翁婆翁婆翁 25% 

貢けんしていない〗 2% 

NA=1 4o/o 

(2) 生産性（生産簸の増大、コスト低減など）の向上に対して

1 0 2 D 3 a 4 0 o/o 

大きく貢けんしている 婆葵葵婆翁婆翁翁婆婆婆I2 2% 

貢けんしている 翁翁翁翁翁翁各翁翁翁翁翁妥忍忍翁翁翁翁翁後疇攣鴫43% 

多少貢けんしている 忍姿苓姿姿ii姿姿姿忍言象養斎言翁裂者忍忍忍姿洛後多斎l2 4o/o 

貢けんしていない薗 2% 

NA=9'}'o 
（資料） （注）表4-16に同じ

らもうかがえるが、より直接的

にその成果を示しているのは、

7 1年 72年のコストミニマム運

動•新コストミニマム運動の結果

である。前にも述べたように、こ

の運動は減産下における原価低減

の運動として、製鉄所長直々の＼＼ぉ

声がかり IIではじめられたものだが

その運動の中心は、自主管理サー

クルの活動におかれていた。すな

わち、所全体で決められた原価引

下げの目標額があらかじめ予算化

され、そのもとに各課・工場でた

とえば「滞船料ゼロ・災害ゼロ」

（運輸課 •7 1年）「チャレソジ

コスト」（製銑工場・ 72年）「＾ソデイ 10 0 0運動」（第 1製鋼工場・ 7・2年）「 JO.

8 0 • 0 3作戦（災害 0.作業率 80 % •不良率 □. 3fo以下）」（条鋼工場条鋼ライソ •7 2年」

等々といった目標がたてられ、その目標にむかつて各自主管理サークルがとり組む、というかた

ちで運動がすすめられた。そして、運動期間中に開かれた所内自主管理活動大会での各サークル

の発表内容もコストミニマムを柱にしたものが中心を占めたのであった。その結果表，1-2 2の

表4-22 コストミニマム、新コストミニマム運動成果 （単位億円・節減額）

対同期予算 備 考

7 1弔吏且月( 4-9月） 1 4. 3 対70年度上期実積で銅材トソ当り 23 6 0円（総額34,3億円）

の引下げ

7 1年度刊月(10-3月） 2 1. 9 対70年度上期実積で鋼材トソ当り!:,5 0 0円の引下げ

72年度且月（ 4-9月） 1 2.6 

（資料）社内報『白樺』各号より

-229-



ような成果をあげたのであった。その内訳を 72年度上期でみると表 A-2 3に示すように、

表4-23 新コストミニマム成果、要素別内訳

(72年度上期） （単位100万円）

書
製鋼 2 2 8 小計

の 圧延 1 4 0 3 7 0 

向 化成 2 
上

高炉燃料比 3 4 3 

犀製銅副原料 1 0 1 

位 疇・定盤・ロール 3 3 小 計の
低 耐火物 3 6 3 8 
減

変動補助材料 5 5 

エネルギー 2 3 

その他 8 0 

運転用材料 6 7 
固

整備喪 1 2 8 定
股 作業請負股 3 1 

小 計の

塁
過勤務喪 ー3D 2 4 7 

早出・滞船料 3 0 

諸経痰 2 1 

合計

合計 鋼材トソ当り 8 6 7円 1 2 5 5 

注） 過勤務費は、目標1人月平均 1a時間に対し、それを

上回る出喪になって マイナス

（資料）表 4-22に同じ

図4-8 QCサークル活動による成果

＜安全成積に対して＞

1 0 20 30 

大きく貢けんしている 淡翁翁翁：後：娑翁：姿忍後121%

4 Oo/o 

貢けんしている後婆婆婆婆婆翁婆婆婆婆葵婆；翁翁翁翁翁翁翁翁溺42% 

多少貢けんしているヽ 翁：！象翁翁翁翁翁翁刹18%

貢けんしていない目 3% 

NA=1 6% 

け資料） （注）表4-16に同じ

原単位の低減・歩留の向上などの生産

部門における成果が大きな比重を占め

ている。もちろんこれらの成果のすべ

てが自主管理サークル活動に負つてい

るわけではないが、それにしても自主

管理サークルが大きな役割を果したこ

とはまちがいあるまい。

このように、コストミニマム運動

の場合でも、その他の場合でも自主管

理サークル活動の成果は、それがいく

らの利益になるかというかたちで表ゎ

される場合が多い。そういう意味では

自主管理サークル活動は原価意識の高

揚とも桔びついているといつてよいだ

ろう。

以上のような作業能率向上・歩留

向上などの他に、自主管理サークルが

とりあげるもう一つの大きなテーマは

安全問題である。図 4-8のサークル

リーダーに対するアソケート結果でも

ほとんどが安全成績の向上に対する貢

献を確認しており「安全運動は自主管

理で」というスローガソのもとに 71 

年 2月には安全問題だけの自主管理活

動所内大会が開かれるなど、この面で

自主管理サークルが果している役割も

大きいものがある。

ところで、このように自主管理サ

ークル活動が、生産作業面で果す役割

が大きくなるにつれて、それは、個別

サークルの単独活動にとどまらず、い

くつかのサークルが協同して一つのテ

ーマにとり組むという協同サークル活動が広まってきているo表 4~ 2 4は、最近の社内報

『白樺』に紹介された協同サークルの活動の具体例であるが、それは、一つの職場の交替番 4組

のサークルが協同する湯合と、いくつかの異なる職場が協同する場合との二つの方向で展開され

ている。

また、運輸課の荷役部門では、「滞船料ゼロ・災害ゼロ」運動のなかで、従来のエ長単位と
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図4-24 自主管理協同サークル活動の具体例

第1製鋼工湯 九四サークル（転炉・造塊の協同サークル）

テーマ 「ステソレス鋼について」

．． 冷延工場 CRA、冷電A協同サークル（圧延・冷延電機）

テーマ 「KJ法を採用して安全のテーマをみつける」

コークス工場 GC1.2.3.4協同サークル（コークス炉ガス排送）

テーマ 「地下室の環境改善」

いうサークル絹成ではなく、

関係課・工場・協力会社の枠

をとりはらって、関係の深い

人たちで有機的にサークルを

作るということが行なわれた。

これま荷役作業が運輸課だけでは

なく、所内全般にまたがつて

関連した職場であるという特

殊性によるものとはいえ、サ

ークル編成の新しい試みと

して注目しておいてよいだろ

・ 条鋼技術課条鋼技術掛 5サークルの協同

・ 連続熱延工場運転掛原動機オイルセラー班4組協同

テーマ 「油管理の確立と流出防止対策」

（資料）社内報『白樺』各号より

う。

さて、自主管理サークル活動の第 2の機能は、活動そのものによってというよりは、活動を

媒介として果されるものであり、それは人間関係やモラールの向上などである。もともと QCサ

ークルが蒔入されるに際しては、この面が強調されて、むしろ第 1で述べた直接な効果はそれに

よってカムフラージユされる傾向にあったといってよいだろう。

「QCサークルによる改善効果もさることながら、サークル活動によって得られる相互の意

思疎通と職場の中に協力的なふんい気の高まることが、 QCサークルのもつ最大の意義といえま

す。」（祐楕艮『白樺』昭和42年2月5日号ヽ QCサークルとはこんなもの II)

「QCサークル活動を通じて人間関係の育成、作業意欲の向上が工場の目標であった。」

（第 1鋼片工湯）＂， 

そして瑛実、この側面での自主管理サークル活動の成果も大きなものがあるといつてよい。

図4-9 QCサークル活動による成果
く人間関係について＞

1 0 2 0 3 0 

非常に良くなった 璽姜璽瓢18 o/o 

4 0 o/o 

良 くなった 婆萎婆馨璽警璽簑翁各姿翁翁翁翁翁翁翁；翁婆掛43 o/o 

多少・良くなった後婆婆婆翁葵婆婆翁翁翁婆胆 5o/o 

わからない墜羞且 11 o/o 

わるくなった 0ヽ.2%, (1件のみ）

NA（無回答）＝2.8 o/o 

（資料） （注）表4-16に同じ

図4-9はサークルリーダーに対す

るアソケート結果だが、 8 6％のリ

ーダーが自主管理活動をやることに

よって、多かれ少なかれ人間関係が

良くなったと答えており、また次の

ような労働者の話などもこのことを

襄付けているといえよう。

「QCサークルはいいと思うけ

どね。ゃっぽりそういう中から、お

互いにいろんな話し合つて、人間関

係の意思疎通とかね。僕らの瞭湯では、やはり四つの職湯で（四箇所に分かれていて）、朝入っ

てきて帰りさようならつてそのぐらいしか顔合せる時ないんだよねoで、やまり QCとかそういう場

の中で、いろいろ話し合うということだからね。やはりいいことだと思いますね。」 (34オ）

「昔からの職人気質で個人意識の強かった職場が、 QCサークル活動後、みちがえる程協力

性のあふれた明るい職場に生れかわりつつあることは、 QCサークルを通じての人間関係育成に

大きな要素をもつていることがわかる。」（エ作課）閥

このように自主管理サークル活動が人間関係の改善ゃモラールの向上の面で大きな役割を果
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しているのは、それが、職場レベルの小集団活動であり、しかも、自分達の仕事に直接関係した

問題をとりあげているということによるものであるが、それほ、自主管理サークル活動だけにと

どまらず、自主管理活動一般に対していえることである。特に、前項の最後にふれた自主管理専門

部制度（条鋼工場）や自主管理分科会委員会（第 2製鋼工場）などは、労働者に、工場運営への

参加意識をもたせることによって彼らのモラールを高めるという役割を果しているといってよい。

自主管理サークル活動のもつ第 5の機能は、技能・技術教育の面で果している役割である。

機械技術課精密検査班の「⑲サークル」では、 69年から「新入社員の調査班業務早期育成」と

いうテーマを取りあげて、保全技能教育訓練設備を作成したり、教育内容の検討を行って新入薄

入講習会を開いたりしているが（表 4 -2 5参照）、これはむしろ特殊なケースである。

表4-26 新入導入講習会 (69~72年）のテーマ（機械技術課精密調査班）

1. 精密調査班業務の特殊性について (2時間）

2. 各工場および地区掛の所在について (2日）

3. 卸識・技術の習得方法について (2時間）

4. 作業上のチームワークについて (2時間）

5. 測定エ器具の選択方法について (3時間）

6. 数字の取り扱いについて (3時間）

7. 図面の種類と読み方について (2時間）

8. 軍前段取りについて (3時間）

9. 記録の作成方法について (3時間）

1 o. 油圧装置について (1日）

（資料）社内報『白樺』昭和48年4月5日号

しかしその他のテーマでも、それが直接作業に係ゎっている場合、そのテーマを検討することが

その作業についての知識を深めていくことにつながつているのである。

「今ゃっているのは電気的な知識が必要なんです。従来ですと故障でもないと図面などはな

かなか見ない事が多かったんですが、これがみんなで頭を寄せて電気の図面を勉強するようにな

ったのも、ずいぶん進歩ではないでしょうか。」un

「QCサークルは仕事をしていくうえで役立つていますねoわかつている人がいるから、た

とえば加熱なら加熱で、どういう温度がいいとか、そういうわかっている人いて、そういう人が

集つてやるから。俺ら入ったばかりだったら何度ぐらいにしたらいいかわからないでしょ。そう

いうので、ここは何度、ここは何度という具合に教えてくれるから。そういうので役立ってい

る。」 (21オ）

また、 Q0サ-クルとして独自に自主的な勉強会等をもつ場合も多い。

「各サークルの自主的勉強会を月 1回もっている。その中には、 Q0サークル活動もおりこ

まれ、勉強会と QC活動が結びつき、一体となって身についてきている。」（第 2製鋼工場）um

「Q0サークル結臥後、自主的な活動が活発となり峨場毎に勉強会が相次いで誕生し、 QO

サークルの問題はもらろん日常作業の間賤も数多く論じられた。」（条鋼工場）U9)

さきのサ-クルリーク・ーに対するアンケート結果でも 49物がサークル活動による成果として
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「仕事の勉強になっている」をあげている。また、自主管理活動全体をみても、前項でみた第 2

製鋼工場の自主管理分科会活動の場合のように、教育の直接的媒介として位置づけられることも

あるのである。

このような自主管理活動のもつ教育的側面は、職場での専門的知識についての集合的な教

育が必ずしも充分に行なわれず、そのほとんどが自己啓発にゆだねられているという現状のもと

では、 OJTを補完するものとして重要な役割を果しているといってよい。

以上三点にわたつて、自主管理サークルを中心とする自主管理活動の機能をみてきたが、要

するに自主管理活動とは、生産性向上運動の今日的形態であり、労働者の私的時間をも含めて、

彼の全能力を資本の生産活動に傾注させるとともに、他方でそこから生じる不満や矛盾を、労働

者のもつている意欲を企業サイドにまきこみヽ自主的活動”というヴェールをかぶせることによ

って解消しようとするものであり、そういう意味では、資本の要請に対応したもっとも現段階的

な労務管理の形態といえるだろう。

ところで、自主管理活動は全員参加を建前としており、またそのためにサークルリーダーのリ

ーダーシップを高めたり、全員に役割分担をさせるなど様々の方法がとられているが、にもかか

表4-26 「実際の活動の仕方は」

イ） リーダーがほとんど 1 人でやっている…•••*•• 8 % 

ロ） 少数の者だけでやっている…………………•32%

ハ） 全員が何かの役割と西任を分担して

やって 1, ヽる．．．．．．．．．••…•• •...................... 5 5 % 

NA= 5%  

（資料） （注）表4-16に同じ

わらず表 4- 2 6にみられるように 4 0 

％のサークルではその活動が一部の者に

まかされているのが現状である。また活

動にたずさわっている者でも、かならず

しも、主体的にかかわっているわけでは

ない。表4-2 7はQCなどの自主管理

活動に対する意識調査結果であるが、全

体の 67. 6％は消極的な姿勢を示してお

表4-27 「最近の労務管理として目標管理、 ZD運動、 QCなどが行なわれていますが、

あなたはどう感じますか。」

20~ 25~ 5 0~ 35~ 4 O~ 50オ
総計 ~1 9オ N• A 

24オ 29オ 3 4オ 3 9オ 49オ ～ 
忙しくなったり梢咄勺に鉗毘謡藍じる 33.7 1 2.4 25.7 30.4 39.6 37.8 37.心 36.5 29.6 

多少負担は感じるが、やむをえない 33.9 23.4 28.4 34.0 32.6 35.0 37.8 34.9 29.6 

仕軍にはりあいがでる 1 2.2 19.9 13.8 17.7 1 3.7 1 1. 1 8.7 8.0 8.8 

わからない 9. 7 33.7 22.2 1 0.8 7.0 6.7 4.4 7.4 5.3 

N. A 1 0.5 1 0.7 1 o.o 7. 1 7.0 9.3 11.5 1 3.2 26.5 

計 1 00.0 1 00.0 100.0 1 00.0 1 00.0 1 00.0 1 oo.o 1 oo.o 100.0 

（資料） 新日鉄室閑労働組合「意識調査報告杏」 (69年 10月実施）より

り、「仕事にはりあいがでる」という旗極的な姿勢をもっている者はわずか 12. 2％しかいない。

このことは大部分の労慟者は、やむをえず自主管理活動に参加しているにすぎないことを物語っ

ており、それが決してヽ自主的”な活動ではなく、半強制的な活動であることを示している。そ

のことは、これまでも、 QCサークル端入過程やあるいはテーマの決め方をみるなかでも示唆し

ておいたが、次の労働者の話はそのことを端的に物語っている。
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「QCサークルは自主でないんですよ o一番はじめに、こういうのお前達つくれ、というこ

とで始ったのです。」 (45オ）

「そういうこと (QCサークル）をして悪いことはないと思う。でもやっぱり、自主参加で

ありながら半強制的な面があるんじゃないかと思うんです。たとえば 10人いて 8人までがやるっ

たらあとの 2人、僕はいやだっていえなくてね。」(.2 3オ）

「分科会へはいれって、上から決められるのねo会社で強制的にやっているようなもんな

のね。だから上から強制的に、今年はこの分科会に入ってやれつていわれる。」 (22オ）

「なかには分科会なんかおもしろくない、やめてしまえという人もいれば、このまま残して

おいてもいいんじゃないかというような人もいるしねo様々ですね。ま、しかたないから俺もー諸

にやつているんだというような人が大分いるんでないですか。たまたまみんなの話をだまって聞

いていると、 3分の 2はどうでもいいんでないですか、あってもなくてもというようなね。」

(4 3オ）

こうしたなかで自主管理活動を支えているのは、若年労慟者層とエ長層および昇進コースに

のろうとする労働者層てある。さきの表 4-2  7でも、中高年層ほど負担惑をうったえる比率が

多く、特こ 40オ以上では「仕事にはりあいがでる」と答えたのは 10％以下にすぎないのに対し、

逆に若年層ほど「仕事にはりあいが出る」と答えるのが多くなっており、「わからない」という

中間的な者もいれると、 30オ以下では 3o,--.., 5 0％をしめている。また若年層の多い冷延エ湯

で自主管理活動が盛んなことも、そのことを裏書きしているといつてよい。

「もう 50も55もなった人にQC活動やれ＇とか発表やれったつてさ、もう俺らでもした＜

ないね。本当いったらあんなものめんどくさくてね。そうすると、やっぽり若い人であればその

辺は意欲的にやるものね。」 (4Oオ）

「やはり自主管理ですから自分達の手でたとえばいかにしていいものをつくるかとか、こうい

う箇所をこう改善したらいいと1か、そういうことを話し合うサークルですから、それこそ自主選

択じゃないんですけど、やはりいいことだと思って入りました。」 (24オ）

若年層には自主管理活動に対して意欲的な姿勢をも・つているものが比較的多い（もちろんあ

くまでも相対的に）のに対して、エ長層や昇進コースにのろうとしている層の場合は必ずしもそ

ういうわけではない。エ長層の場合は、彼ら自身がリーダーである場合が多く、いやおうなく自

主管理活動の先頭にたたねばならず、それは実質上工長の職務になっているのである。

「エ長だとか工長補佐なんかはいやいやながらもやんないとだめと思っているでしようね。

実際は自分（エ長自身）だっていやですよ。ぃゃだってやらなきゃならない。命令みたいなもん

ですからね、会社のo 自主活動じゃないですね強制活動ですから。名前はきれいですけど、そう

いうかたちになってますからね。本当はエ長としては、是が否でもやりたいというような、自分

の職務にかけてもやらなきゃならないというのがあれだろうね。だけど末端ではあまり協力しな

いんですよ。したくても協力できないんですよ。それでお流れになるのが多いんですよ。」 (30オ）

また自主管理活動に熱心であるかどうかが、昇進昇格管理の一つのファククーになっているこ

とは前章でもふれた通りで、昇進昇格を望む者は、単に時間内の仕事のうえだけでなく、時間外

の自主管理活動にもまた熱心でなければならないのである。つまり自主管埋活動が、実は

ヽ自主的 IIではなく半強制的でありながら、なおかつ、大．籠の人間をそれに動員できている一つ

の要因は昇進昇格管理を背景としていることにあるといつてよい。したがって彼らにとつても、
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自主管理活動は、必ずしも意欲のわくものではなく、むしろ負担だがやむをえないという意識の

ほうが強いのである。

こうして自主管理活動は、若年層の意欲とエ長層の職務意識•および昇進コースにのろうと

する労働者の昇進意欲を支えとして、その他の部分をまきこんで展開されてきたといってよいが、

その他の部分を大籠にまきこむうえで大きな役割を果してきたのが、前にも述べたように自主

管理活動が過勤務扱いになるということであった。しかし 71, 2年の減産下での過勤務規制、

および過勤務手当の一部会議手当への切り替えはその前提をくずし、自主管理活動に対する労慟

者の不満を高めることになったのである。

「ある程度肩書きのついた人、委員長だとか副委員長だとか（自主管理分科会の）、こうい

う人は積極的にやらざるをえないわけなんですよね、正直なところ。だけども下の方にいる人は、

どうでもいいんだとか、かえつてそんなものやめてくれたほうがいいんだと、分科会活動なんか

やめてしまえというような人がかなり多いんですよね》，ということは、以前はこれ過勤務でやってたで

しよ。これをつくった動機は、工場長のほうからきたんですよね。我々が分科会活動をはじめた

わけでもなんでもないんです。工場長のほうから、こういうものつくるんだと、そして

全員がはいるようになるんだと、そしてひとつ、工場発展のために、皆、人間関係大事にするた

めにも全員入ってくれと、ただしこれは過勁務でやつてもかまいませんということでもって発足

したものなんですよ。今度はそれが会議手当だということになってきたからね働人間なんて正

直なものでね。我々がなんもしたくてやったものでなく、会社のほうから押しつけておいて、

そして今さら過勤務が多いからだめだと、これを会議手当でやれと、分科会活動はつぶしたくな

いんだと、分科会活動はあくまでも、今よりもなお一層もりたてていってほしいと。そんな虫のい

い話がどこにあるかと、そんな分科会活動なんかやめてしまえと、こういうような声がかなり上

がつてきているんですよね。我々が（委員長や副委員長が）それに一諸になって尻まくってしま

えば、それで終りなんですよ。だけども出来るだけ、そういうようなことには耳をかさないよう

にして、なんとなくもつてきているんですけどもね。」 (43オ）

この労慟者の話には、今日の自主管理活動の楷造が如実に現われているといってよい。

しかしこうした労働者の不満とそれに伴う自主管理活動の一定の停滞は、資本の側では予測さ

れていた感があり、むしろそのうえで、過勤務手当という保障なしの自主管理活動を推進しよう

という意図があるといつてよい。

「以前は過勤務になっていたが、だいたい自主管理というものは、自主的にやるのだと、な

にも上のほうから押しつけられてやったものじゃないんだと、それを金をもらってやるというこ

とは自主的じゃないんだと、考えなおせということでもってね。なくなってしまった。だからね、

一時、自主管理活動が低迷するだろうと、停滞するだろうと、それはもう上のほうも仕方ないと

みてるんだと。だけどいずれそのうちにまた、これじゃいかんと、自分達の力でまた自主的にや

つていこうという芽生がでてくるのを我々はまつんだと、ある程度一時的に停滞するのはやむを

えないだろうということ、上の人たち言っていますけどね。」 (43オ）

したがってそれは、単なる減産下での不況対策、コストミニマム運動の一現ではなく、労働

者の自由時間をほんのわずかの対価をもおしんで、ますます資本のための時間として盗み取りし

ょうとするものであり、そのためにはますます昇進昇格管理を通じた労働者への締めつけを強化

せざるをえないことは、そのことに対する労働者の不満の大きさからしても明らかであろう。
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第 4節 新日鉄成立後の企業内教育の再編成

最後に、新日鉄成立後の企業内教育の再緬成についてふれておこう。

これまでみてきたように、室閑製鉄所における企業内教育の体系は60年代の後半に一応の

完成をみたが、その特徴をまとめると、次の 4点になる。第 1の特徴は、現場職制眉の育成を目

的とした、諸管理技法・労資関係の教育が昇進管理と結びついた層別教育として組まれているこ

とである。第 2には、層別教育によって育成された現場戦制層と現場管理者が主体となって一般

労働者を対象に行なう職場教育、特に合宿研修施設を利用する人間関係・労資関係教育という

点である。そして第 5には、職場教育の一貫として位置づけられながらも個々の職湯の枠を越え

て、今日の労働組合右傾化の職場レベルでの中核的役割を果しているとみられる「自主研修グ

ループ」の活動である。以上の 5点は、企業内教育のうちの、いわゆる精神教育の面での構造を

なすものであり、しかも、この面を前面におしだして企業内教育の体系的整備がほかられたこ

とが、労資関係の不安定期でもあったこの期間における最大の特徴をなしている。一方、第 4の

特徴として、 OJTを含めた技能・技術教育の面では、少数精鋭主義にもとづく早期戦力化・多

能エ化のもとで、短縮される傾向にあるOJTを補完するものとして、自主参加の専門教育や自

主管理活動などの労働者の自己啓発が益々重要な位置を占めるようになっていることがあげられ

る。

このように、一方で、層別教育・職場教育・「自主研修グループ」を通じてのいわゆる精神

教育の構造化と、他方で、労働者の自己啓発を前面におしだした技能・技術教育という点に室蘭

製鉄所の企業内教育の特徴がある。

ところで、富士製鉄と八幡製鉄との合併による新日本製鉄の成立以後、様々な面での両社の

統一・調檻がなされてきたが、企業内教育についても合併後ただちに両社の教育体系の検討がは

じめられ、 70年 9月には教育目糠の大網的な統一をはかるものとして、「能力開発について社

員の皆さんへ」という社長通達が出された。同通達は、能力開発の基本目標として、 「1. 喜び

をもって多くの人と共同して仕事をしていくこと、 2. 課題を粘り強く実行していくこと、

3. 担当分野において第一人者になること、 4. 現実の上に立ってより良いものを創造

していくこと、 5. 良識ある社会人となること」の 5点をあげ、能力開発の中心ほ自己啓発に

あることを強調し、そのための方法として、「① 具体的目標をたてること、② 上司・先賭の

指道を進んで求めること、③ 互いに競い励ましあうこと、④ 研修の機会を積極的に活用するこ

と」の 4 点を指摘した'•こうした統一目糠のもとに、両社の企業内教育の特徴をとりいれた

かたちでの調整•一体化が具体的にはかられていった。その場合の両社の特徴とは、次の君津製

鉄所（旧八幡系）の人事課長の話にもあるように、おおざつばには、旧富士系ほ職場教育、旧

八幡系は技術教育にあると認識されていた。

「旧富士の特徴は職場教育ですね。工場の人が自分のところの部下を合宿につれていったり

してやる、そういう教育がさかんなわけですo旧八幡のほうはどちらかというと、技術・技能教

育のほうに力をいれておりました。」（君津製鉄所人事課長の話）

そこでまず、旧八幡系の教育体系を、八幡製鉄所について概括してみよう。5° 八幡製鉄所に

おける企業内教育の体系も 58年の戸畑への作業長制度郡入を契機として確立されてきたもので

あり、生産現場労働者を対象とした教育体系は、「作業長を中心としたライソの教育体系」、
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徴をとりいれたかたちでの企業内教育の再編成が、 72年度を画期として実施にうつされたので

ある。

室蘭製鉄所の 72年度の「社員能力開発計画書」一ー一社員教育という言い方は社員能力開

発という言い方に改められた―—ーでは、「すべて教育ないし能力開発は、自己実現を求めてや

まぬ個人の人間形成の意欲、即ち自己啓発の意欲を必須の条件とするo企業内の能力開発におい

ても、この基本に変わるところはない。従って、当社の能力開発も自己啓発をその基底において

いる」という基本的考え方のもとに、能力開発基本方針の要点を表 4-2  8のようにまとめてい

表4-28 昭和47年度社員能力開発基本方針 （要点）

1. 基本的考え方

社員の能力開発は次の三者が調和した形で行なわれる必要がある。

① 各目の目己啓発意欲の向上とその助成

②職場上司による日常業務を通じての計画的、体系的指導訓練および開発育成

⑤ 箇所教育による側面的援助促進および全所的観点からの調整

以上の基本に立って、今年度は特に当所をとりまく厳しい情勢ならびに体質改善の強力な推進に対応して

いくため、次の諸点に留意して、社員能力開発計画を策定した。

①能力開発必要点の的確なは握、認識に立った重点目標の設定

②職場教育の重要性の強調と、箇所教育を含めた社員能力開発推進体制の整備

⑤ 箇所教育内容の根本的見直しと体質改善実施に見合う各種研修等の検討

④職湯教育、箇所教育を通じての教育内容の体系的整備

⑤ 箇所教育における希望制方式の概極的採用

2. 社員能力開発推進体制の整備

(1) 職場教育を推進する単位として従来の課・工場に加えそれを総括するものとして部を位樅づけ、その管

理者として部長を、補佐するものとして副部長をそれぞれ明確に位置づける。

(2) 職場教育に関する共通布項について職場問の連絡を図り、また職場教育と箇所教育との連栂を強めるため、

職場教育管理者と教育部との意見交換会 (3,:--4回に分割）を開催する。また必要に応じて各部と教育部

との意見交換会を開催する。

絡） 教育担任者には原則として、副職場教育管理者（掛長）をあて、教育部との連絡会を随時開催して、涙

密な連絡を図る。

3. 職場教育の重点目標

(1) 職場における能力開発必要点の的確なは握、認識、研修計画、評価のための組織の確立

(2) グループとしての改善、開発能力の育成（特に創造的問題解決の意欲向上と能力の育成）

(3) 技術職の技術・技能の質最両面にわたる向上強化ならびにそのための技術・技能教育の体系化

(4) 原価意織の高揚および原価低減技法の習熟・徹底

(5) 職場一体のチームワークの強化

4. 箇所教育の重点目標

(1) 管理監督者の意識革新のための研修の充実

(2) 職場における創造的改善、開発活動を促進するための研修の実施

(3) 専門知識、技術・技能教育の体系化（主として技術職）

(4) 希望制研修（通信教育を含む）の拡充

(5) 体質改善策実施に対応する各種のレペルアップ、職種転換のための研修ないし実習等への取り組み

（協力会社関係含む）

（資料） 室蘭製鉄所「昭和 47年度社員能力開発計画書」 （昭和47年4月）より
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る。それによれば、まず職場教育の推進体制の強化がはかられることになった。これまでの体制

については図 4 -1 tこのせておいたが、新しい体制は図 4-1 1に示すように、職場教育の単位

図4-11 社員能力開発推進体制

所 ・長

I II I'------------
I 

’’’ 副 所 長

「1-----r--------,
総括管理者（部長）

「―7 I教

澗総括管理者（副部長）

部長会議

l 
／部長会議規則別表に定める

付議事項「重要な教育方針」

の審議および報告 〕
•必要に応じ各部と教育部と

の意見交換会を開く

職場教育管理者（課長）
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育教
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（安料） 表4-28に同じ

としての部（すなわち製銑部・製鋼部・圧延部など）の位置づけ、職場間、職場・教育部間の疎

通・連携を強めるための意見交換会の開催、職場教育担任者の強化など、従来にもまして職場教

育の充実をめざす体制づくりがなされた。こうして強化された推進体制のもとで、五点にわたる

職場教育の重点目標が定められたが、なかでも特に、「グループとしての改善・開発能力の育成」

「技術・技能教育の体系化」、「原価低減技法の腎熟」などの強調は新しい特徴といえる。また

職場教育と箇所教育との連携が強調され、「箇所教育受講者は、その習得した技法等を職場で活

用••実践することを徹底させる」、「箇所教育の各講習会（必須講座）等終了後、職場上司ほ受講

者と面接して、その成果をただすとともに結果を教育部に連絡する」63などの措置がとられるこ

とになったo一方、箇所教育の方では、教育内容の根本的見直しがなされることになり、五点の

重点目標のもとに全体の組みなおしが行なわれたが、特に注目すべきことは 「専門知識、技術・

技能教育の体系化」「希望制研修（通信教育を含む沙拡充」などが図られたことである。こうし

た基本方針のもとに、図 4-•1 2と表 4- 2 9に示すような教育体系が組まれたが、以下、その
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図4-12 社員研修等体系図 (72年度・室蘭製鉄所）

必 須 希 望 制 教

＂^ 
部長

副部長

諜・工場長

戟

主旦正戸

［ 
掛 長

作

栗

址

統

括

主

事

毬

（

機

械

n

ょ

「

人

101講
座

・

⑭
（
阻
気
n
ょ
」
人
門
講
座

怠

営

科

学

n

ー

ス

団

）

裂

m
報
処
理
n
ー
ス
団
）

直＇蒔函葎― (ii―、
‘---------..J 

l 
!@（作莱長骸補者研作）

l し宝蔀醸韮Itヽ
,=二=='--'::＝=—=＝‘

!~iェ
l 

長研修(1)} --------
◎（エ虹涙補者研修 ） 

箇

戟務主

⑥

＿

o
R
講

密

会

一

ぴ

＠
国
鳳
ュ
ニ

ょ

祠

＿

K

J
法
研

11
け

一

竺

K

J
法

研

修

＠

一

卵

①
 

ぉ

社

者

R

＿

情

報

処

理

技

術

研

作

一

＠

一

系

列

変

更

者

研

修

＿

臥

理

〇

戸

剛

⑥

暉

⑨

⑲

管

°

両

閉

⑰

原

価

管

理

研

修

ー

2

4

0
ー

通
「

I

I
ー

1
ー

1

I

l
_

_

 1

「

創
造
的
問
題
解
決
研
修

主1エ

事I長

主

担

当

一

担

当

上

司

に

よ

る

個

別

指

荘
＿
鉄
鑽
短
大
卒
者
研
修
一

一
系
列
変
更
者
研
修
一

担

当

補

口 、一'-../

場

作莱長および技術戦

二

戦g
 

社入新

(
g羹
候

補

者

研

修

）

（

エ

長

候

補

者

は

）

②

園

濯

）

（

若

年

爵

孜

育

）

‘
,
'
）
 

央

央

9

・

・

 

9

9

 

（

（

 

，
 

,
J「
9
J

＿韮――喪

「

一
此
＝
咆

一
郎
ー
―
坪
ー

ー
出
」
＿
笠

L
I
L
I」

叫紐五(2l|

叫!1北研 n(1)1

作菜長および技術戟

⑭|新入社只研以2)|

怠
悪
裔
n
ー
ス
価
）

R
（
苓
備
技
能
研
修
）

＠
 

嘔□竺］渥馳麟R回戸戸 、一

＠
（
鉄
鑽
n
ー
ス

鉄
鑽
製
造
課
程
⑳

機
械
科
謬
座
紬
・

工
高
講
座
碑

通

理
科

⑲
 

鳳

⑬
斥
頃
技
能
n

ースー
Q
C
講
郎

⑬
乍
盈
努
は
裔
一
数
学

治
金
課
程
団

溶
接
技
術
謬
座
団

大
学
講
座
団

ツ ＼ノ ツ 、一

（資料）

（注）

表 4-2 8に同じ

職場教育については共通の必須項目のみ表示した



表4-29 72年度箇所教育課程概要 （作業長・技術職社員分）

ーコースの時問数

研修課程の名称 受講対象 研 修 目 的 研 修 内 容 備 考

KJ法研修 (1)

⑨ 

作

莱

長

研

修

作業艮 KJ法による発想の実際的手法を

習得し、創造的な取場間11!l解決能

力とチームワーク、リーダーシ 9

プの向上

KJ法の基礎理論

KJ法演習

［ ： 題状 ?t : ］ 
本烈追求

受繹人員

（一コースの人

貝Xコース数） 1 （時問内•外31))
4 0~6 0名

(10~1s)x•I 37H 

回 1

（ 
内 7HX• 日

外hix5日）
合宿制

作業長特別研修

［通信孜打の 4 6年度前期 1暉長の希望者中課工

F•Cを利 6ヽ年度後期湯長の推せんするもの

⑨ 

用 ］ 47年度前期

• 7年度後期

作栗長としての行動、能力、態度

形成、知識、技能、経験の新たな

体系化と自己啓発の方向の提示

6 D名

監督者の悩み、会社と環境、人1!11と (1 6名X1回）

組緻、生産管理、饂づくり、甜，思，1（14ネX 1回）

疎通、動機づけ、指示・指導、革新 (1 5名 X1 面•)

の促進、部下の打皮、発見と分折の (1 5名X1回）

しかた、解決のしかた

ミーテング so H 

（外 2HX 2回）

（外 2HX 8回）

（外 2HX 1 D回）

（外 2HX 5回）

日本マネジメ

，，，トスクーJレ

1
2
4
1
1
 

作業長研修 (1)

R 

祈任作莱長

(S 4 6年度未受講

者）

作業艮としての自覚を高め、現場

行理および作菜遂行に必西tょ基硯

的知獄の習得

幹匹話、戦資と労務管理、勁怠事 1 2 0名

務手続、労閲事情、安全管理、環境 (2 0名X1回）

管理、衛生管理、コンビューク概説、

社会思思、リーダーシ 9プ、鉄綱事

情、製品知諏、牒悶討議、幹部との

悪談

H

ーヽ／
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受講人 R 1コースの時r"，数

研 修 諜 程 の 名 称 受講対象 研 修 目 的 研 作 内 容 (1コースの人U 備 考

Xコース数） （時間内・外りIJ)

作莱長候補者 役割りと心構え 2 0名 1 1 1 H 別tこ5日問

作 （工長(3液：講者） 幹部溝話、経営勁向、諜題討議、懇談 (2 0名X1回） （内 7HX15日） (3 s H) 

業
作喋音理 外5HX 2日 耽場研I笞

生産管理、技術管理、設備符理、環境 一部合布

[:fl:己：研:さん］ 長
管理、

候 原価竹理

安全、術生 （課題研究）
補

人平、労拗、労使関係

者 勁務、給与、人りt．殷且、労使関係

研
福利厚生

人問関係、リーダーシ 9プ

作 管理技法

IE、QC

ー242ー

工長研修し1) 新任工仕 新任工仕として特に股求される諸 幹部謀話、既沢と労務管理、リーダーシ 6 6名 59H 
T. 

R (S 4 6年度中の未受 知深、技法のうち職沢の自伐指荘 9プ、 ft業について (5 5名X2コー （内 7HXB日）
長

鳩.a) 統卒、労務管理および作案管理t：： 労艇縣-安全原価謬 IE概氣 QC ス） 外3HX1日

研 紋項点をおき教育し、エ長として 技法、コソビューク概論．只税管理、社 一部合祖,~ の積極的迂．欲の醸成
会思想、仕ぶの教え方、諜四討議、幹部

との懇談

工長候補名研修 工長候補者（一般研作 工長戯務1こ必荻な知渫 幹部講話、瞼沢と役割、人間閲保、リー 76H 

工 ＠ 会（3) 未受講者） 技法を否得させるとともに、エ長 ダーシブブ、就菜について、労使関係、 （内 7HX 1 0日）

長 としての自化をうながし、自己研 安全管理、原価管理、四境管理、鉄鑽製 外 5HX 2日

さんにはげむ慈欲づけ 造工程の概西、コンピューク概論、仕ホ 一 部 合 '/ri
伏

＇ の教え方、鉄汎111情、社会思想、 lE概

袖 論、 QC技法、謀題討澤、幹部との懇談

者
.E長候補名（一般研修 幹部講話、戦沢と役割、リーダーシップ 8 0名 62H 

研 会（5) 受講ctr) 就菜について、社会思想、労使関係、仕 (2 0名X4コー 内7HXB日

作 事の教え方、安全竹理、況境管理、 IE ス） 外3HX2日

概論、 QC技法、コソピユーク概訟、既 一部合祖

題討議、幹部との．懇談



研 i彦課程の名称 受講対象 研 修 目 的 研 修 内 容 備 考

新

入

社

且

研

修

ー

2

4

3
ー

新入社且研修 (1) 

R 

高校卒新入社R

（技術政）

社員としての心構えの確立とともに、

就菜に関する基礎的知識、菜務遂行

に必要な甚礎知識および基礎技能の

密得

(1期）

心構え

1ここ革と組搬
勁務の心得

麟的知識

就栗規則、貨金規則I森境管理、企業と社会

安全

畔 I厚生

(2期）

基礎技能l鉄下銅裂：工程

ガス溶接

受階人 .!ll1コースの時問放

（（三：

2 8名

(2 8名x,回）

（新日鉄店工卒

S 9名を除く）

4 2 H （内 7HX6日）

リ研

I 

ダ

1修
I 
墜備技能研修（その,)

・整備技能実習

リーダー研修

@ 

＠

整

備

技

能

研

修

各課、工場のリーダー I技釘戟新人社員の隙場におけるリー

ダーとして、必戒な識見を研め、か

つ具体的な指荘方法の習得

運転部門の技術戦社員1設備に対する基硯知保を与え、日常

点検、応急措処等、設備の正しい取

扱いを習得せしめ整備技能の向上

を計る。

（減産体制に伴う要R余力の活用）

リーダー制度について、労使関係、 1 6 0名

行年の心理、仕布の教え方、面接の (5 0名X2回）

仕方、生活設計指荘、事例対浚、懇談

t 雹気埋論とシーケッス

2. サイリスクー実習

3. 油圧実習

4. 計装

5 日常点検のボイント

6. 溶接

3 0名

(, 5名X2同）

2 1 H （内 7HX3日）

1 6 8 H 

t内7HX24日）

4 6. 4／四よ

り紐行

整備技能研修（その 2)

・設備保全雹気コース

機械コース

迎転部門の技術耽社ti.I設備に対する基礎知識を与え、日常 t 屯気の概論

紐、応急措処等、設備の正しい取 l 2． 電気機器（主に雹子機器）

扱いを習得せしめ整淵技能の向 J-:I l 3. " 保全

を計る l :． ：:: 
ふ保全

8 0名

(2 0名X4回）

8 0名

(2 0 名 x• 回）

H

lヽ

6

外

日

5

問

8

時

1
の

X

乙

H

甲

2

9
ー

し

H

)

 

6

外

日

5

目

B

時

1

の

X

乙

H

甲

2

,
_
し

甲は 16に1 8. 

(2 HX  4日）

乙は 12'!... 1.. 

(2 Hx 9日）

甲 II

(2HX9日）

乙 /I

(2 H X 4日）



研 修 謀 程 の 名 称 受講対象 研 修 目 的 研 修 内 容

受講人［し

(1コースの人[i

ヽコース数）

9コースの時間

数

（時間内・外別）

ooi 
考

監備技能研修（その 2)

・設伽保全（計測コース）

藍

備

技

能

研

ー

2

4

4

1

作

. 、, OO接コース）

{; ;::;.自勁制御

3. 保全

荒気、ガス溶接

1 2 0名

(5 0名"4回）

4 0名

(1 0名X4 I!!)) 

A OH  

（砂）時1:1外
2 H X 2 0日）

72H 

(IJ1ムの時1111外

2 HX 5 6 1i) 

甲1:!.t6°~1が

(2 Hx t o日）

乙1:!.12.~1.. 

(2HX13U) 

電気コース終（時

以降開講する

甲 n

(2 HX 9 8日）

ム＂
(2HX1Bfl) 

・ ブロコンジュニャメンテソス

コ—•ス

・ ブロコソシニヤメンテナツス

コース

・ プロコソメソテナソスコース

設淵部門および運転佃

門の担当者

設備部門および運転部

門の担当者

設備部門および運転部

門の担当者

プロセス制御計ヰ機のためのオペ

レークーおよび保守要U基礎研修

ブロセス制御計ヰ機のためのオペ

vークーおよび保守衷nの技能向

.I: 

ブロ七ス制御計打機のためのメソ

テナソス実務者の技術向上

・計ヰ捜制御概快

t 9ヽードウエアの知品および保守

2. ソフトウエアの知姦

・計打扱制御応用

1. ソ7トウェア

2. ハードウェア

・＾ードウェア

8 0名

(2 0名X4回）

2 4名

(, 2名X2回）

2 0名

(1 0名X2回）

1 2 OH  |（制御坤r課）
（内• HX 5 o日 ） 教 n課

1 2 o H 

（内 4日X 5 0 H j ( 

，
ー
、

-
、

"~u 
"
3
5
 

2

X

 

1

H

 
4
 

内（
 

',） 

，ヽ）

（希 望
受講人 9コースの時問

研 修 諜 程 の 名 称 受講対象 研 修 目 的 研 修 内 容 (1コースの人ti 数 備 考

Xコース数） 0時間内・外別）

⑬ ＜経営管理能力開発コース＞ 社且中の希望者 最近の経営についての視野の拡大、 8名

（通信教育） 現代企菜における管理、行動の認

ミドルマネジメソトコース 笠および経営診断能力開発 ・企菜と社会、経営の摺辺、計測と 1 年

統制、経営と人間、甚本的企某活 日本マネジメント

勁 スクーIレ

ブリ•マネジメソト・コース •組織と人間、生咲性と楳準化、デ 1 年 ” 
シジ・ン・メーキソグ・システム

新しい経営者・管理者

管理能力開発コース •経営組織、リーダーシ 9ブ、行動 1 0カ月 産菜能ギ

科学、教百罰I陳、マネジメントと 短期大学

制）



研作諜程の名称 受講対象 研 修 目 的 研 修 内 容

受講人 n| 1コースの時問数

(1コースの人且

Xコース数） （時間内・外別）

備 考

経営コンわレクソト・コース

EDPS、生産、マーケテイング、財務、

管理者の役割

・経付記合診断、財務管垣診断、生産管

理診断、人事管理診断、事務管理診断、

版売脊坦診断

6カ月
産業能率

胃

短期大学

⑲ |＜経営科学コース＞

（通信教育）

llt数管理コース

経営数学コース

VE基硯コース

ー

2

4

5

-

社艮中の希望者 現代の経営管理1こ必衷な計数的思考

の百成、数学的技法の習得および価

値分析による原価減のための技術の

密得

・計数管理とモデル、予測のしかた、

PERT、LP、只本の運用、システ

ムと計数管理

・統計分析の方法、紐計的推理の方法、

投只設計計狂、 LP、OR、計j虹経営

学、計数的背理

•VE痴自、機能の定義と評価、

情報の収集、改苔案の作成、評価

提案とフォローア 9プ

1 5名

6カ月

9年

6カ月

日本マネジメ

ソトスクール

産築能宰

短期大学

R |＜情報処理コース＞

（通信教育）

管理者のための

コンピューコー•

雹子計ヰ機 (EDP)

1)EDP総合コース

2) EDPブログラムコース

3)EDPシステムコース

社只中の希望者 コソビュークに関する知識、ブログ

ラミソグ、システム設計等の情報、

処理技術の向上 ・コソビユーク時代の管理者の役割．

コソビュークの本只と技能、システム

設計とブPグラミソグ、コソビユーク

の組織への適用

・需千計狂概論、雹-f計ヰ甚距理論、

ブログラミソグ論、プログラミソグ、

デーク処理システム設計、周辺シス

テム設計、経営数学、経営情報システ

ム、

・需，.11t詳機概論、電千計打機某民理論、

プログラミソグ誼、プログラミソグ、

・デーク処理システム設計、周辺シス

テム設計、経営数学、経常情報システ

ム

8名

4カ月

1 0カ月

5カ月

5カ月

産栗能串

短期大学

産菜能平

短期大学



受講人且 1コースの時間数

研修課程の名称 受講対象 研 IJ 目 的 研 修 内 容 (1コースの人 備 与

ux＝ース数） （時間内・外別）

⑪ ＜専門別コース＞ 社只中の希望者 各管理部門における担当分野の専l"I 2 0名 席菜能率

(iiii信孜有） 知識を体系的に習得 •経営組織、 lltt別観阻這、事務制度、 , 0カ月 短期大学

事務管理コース 4f務所管理、帳梨音理、文由管理、 Jlt

務分折、事務改将、事務機械化、事務

技術管理

生産管理コース ・能率学、科学的管理法、生産管理概論、 1 0カ月 ” 
生産計画、只材管理、作菜研究、品四

管理、下程管理

販売竹理コース ・販売管理総論、商栗経営論、販売組搬 1 0カ月 ” 
経路、販売計画、商品管理、阪売促進、

販売且管理、広告宜伝、販売診断

"財務管理コース ・蒋記、財務諾衣論、予狂管理、只金管

理、原価計狂、原価管理、財務分析、 1 0カ月 II 

税法、財務

ー246ー

労務行理コース •経営学、人事管理総論、現場監仔者論、 8カ月 ” 
労励法、賃金管理、戦務分析、行動科

学、教百訓練

生産管理特修コース ・設計管理、設備管理、外注管理、迎搬 4カ月 ” 
管理

企菜会計訊座

1)拭礎コ＿ス
•企菜と会計．会計組殿．企業会計原）II)． 6カ月 日本，Jl務

汽金会計、税務会計、機械化会計 能串協会

2)'l'l'理会計コース
・経常管狸と会計、利益会31、 f，荘管理、 6カ月 ” 
原価管理、経1芍分析。内部監査

5)原価計ヰコース
•原価計葬総論、個別原価itn、総合原 6カ月 ’’ 
価計打、開粘原価計狂、直接原価計n:

特殊原価計汀

⑫ ＜文也実務コース＞
社R中の希9！者 文四帳閑9Jつくりかた｀文字、 3 0名 日本ビスネス

（通信教ff)
数字9J也きかたなどのコミニュ ペソスクール

ビジネス文困コース
ケーショソ能力向上 ・情報と文書、ピジネス文9J友現、ビジ

ネス文困m詣法．社内文掛、社外文此

ビジネスペンコース
・筏字、ひらがなの錬柑、数字と帳梨数

表．ピジ，-スの文lり、仕事の知虚．こ

とIiの知函



受講人 R 9コースの時問数

研 修 昧 程 の 名 称 受講対象 研 修 目 的＇ 研 作 内 容 (1コースの人R ・備 考

Xコース数） （時1抑内•外}J1J)

⑬ 甚礎学科講座 社R中の希訊者

0 数 学 栗務遂行に必要な基礎数学の習得 数学編（文字の使用、沼合、比と比例 1 2 a名 BBH 

正・れ忍式の計ヰ. -次方程式．述立 (3 0名X4回） （外 2HX44日）

方程式、式の展開、因数分解、分数式、

乎方根、二次方程式｀関数）

図形紺征［線と角、円ど多角形、図形 教材

の面積、合同｀空間図形、相似形、三乎 p I方式

方の定理、三角比）

〇理 科 菜務遂行に必要な基礎物理｀基礎化 基礎物理 (ff:カ、力のつりあい、力のモ 1 0 0名 88H 数学終了者に限

学の愕1!J ーメソト、同体0)弾性、運動、熱．仕事 (2 5名X4回） （外 2HX44日）定

とエネルギー） (2 0 0名）

甚礎化学（物只9)なりたち、酸化と只元、

化学反応式．原子のしくみと結びつき． 教材

ー247ー

気体の状態の変化、溶液と礎乱酸・塩 p I方式

甚•塩．屯気、電気の化学．金属と非合

屈）

⑭ 堪気コース 社ハ中の希qut

〇屯気入l"l試閉 電気に関する甚礎知識の丙得 基徒理論 (1E気・電子の某礎、龍気計測、 1 5 0名 5 2 H 

間双機器、霜気・電十の応用） (3 0名X5回） （外 2RX  1 6日）

雹気図面⑮り面の種類、略語、記ぢと番 （甲乙番時）

け、回路の実際例） C常 札）

〇堪気工糾柏F 屯気技術に関する専門知識9J愕1!J 堪気理論、堪気計測、礎気機器．自動制 2 0名 2 4 1カ月 能気学会

（通信教ff) 御、龍子工学 通伯教廿会

（発送配瑶、咀気法規、 1E気応nl、屯気 (2 1カ月）

材料、堪気数学）

0 人学講附 希翔名中9X[f.1i講沌 龍気技術1：：関する専門知戯9パサ得

・ぷ礎訊序 IJ了名 堪気理論基礎課程 1 0名 燿気学会

（辿信教打） 瑶気計測 、9 通信教打会

電気機器 “ 2 6カ月

胤気応｝＂ ” 
（発送紀寵 ") (1 4カ月）
'，じ気法規 n 



受講人 U 1コースの時間数

研作課程の名称 受講対象 研 I苫 目 的 研 作 内 容 (1コースの人U 備 考

Xコース数） （時間内・外別）

R ・専門講附 而気理論専門課程 6カ月 龍気会学

（通信教") 龍気計測 ” 6カJ] 辿信孜打会

問気機器 、' B力月

発雹工学 99 6カ月

硯気物性材料’’ 1 2カ月

鼈気応用内1''1課歴1) 6カ月

龍気応Ill専l"J課程(2) 6カ月

＜各課程別股習＞

⑮ 機械コース 社R中の希団者 ） 

〇 機械入門講座 桟械に関する甚礎知識の習得 機械の婆索（締結m部品、伝荘装既． 1 5 0名 32H 

流体装既、級衝制動装屈澗胤機械 (3 0名X 5回） （外 2HX16印

材料） （甲ムl11時）

製図（甚本的図法、 1角法と 5角法、 （常 沿

ー248ー

補助図法、略図法、公滋と＾メアイ-

溶接記f})

〇 機械科講座 機械の製造、保守、行理に適IHしうる 機械製図、機械工作、機械応川力学、 2 a名 1 8カ月 釆爪箭機大学

Gili但孜切 機械学の知識技術の密得 原動機、機械材料、機械設計、機械工 冗機学校通信

栗 教打部

〇溶接技術講座 溶接作業に必要な知戯、技能を系統的 溶接概論、ガス溶接、アーク溶接、 2 D名 ムカ月 rt1J ヒ
Gili信孜fl) に習得し、溶接作業への応用）J付与 ガス圧接法、抵抗溶接、ろう付、各種

•実務腺程 金属溶設、融断、安全作菜、技益検定

•理論牒程 溶接の理論、設備、設計施行、試験検 概論、溶接理論、溶接および溶断設備 1 0名 6カ月 同 J: 

査、安全管理に関する尉門知緻の腎得 施行一般、試験と検査、溶接設計、安

全管理

R 鉄鑽コース

〇 鉄鑽製造諌程 社且中の希望者 鉄鑽製辺（製銑、製鑽． IE延）に関す 機械工学概論(1)(2).生産工学概訟(1)(2) 2 0名 1 2カ月 日本技能孜打

（通信教打） る知微技能の習得 霜気工学概論(1)(2)、製銑製銅法(1)(2X5) 開発セソクー

材料（1)(2)、綱材製造法(1)(2X3) （碍等訓練コ

ース）



受講人且 1コースの時間数

研 修 諫 程 の 名 称 受講対象 研 作 目 的 研 作 内 容 (1コースの人只 備 考

Xコース数） （時問内・外別）

＠ 冶金課程 希望者中の鉄鋼製造諌 金屈工業全般にわたる理論と実際 化学冶金学、冶金熱工学、鉄冶金学、非 1 0名 2.力月 秋田大学鉱山学部通信

（通信教百） 程修了者 面の習得 鉄冶金学、物理冶金学、金属材料、鋳造 教打室

法、金属加工学

⑰ 管理技法コース

◎ QC講座 社只中の希望者 QC話手法の甚礎的知識の習得お QC概論、特性要因図、管理図、ヒスト 1 2 0名 2 0丑

よび実際的応用力の付与 グラム、バレート図 (3 0名X 4回） （外2Hx10印

⑲ 講浪会

社只一般 社只としての視野のより一図の拡 政治、経済、社会及び文化一般、並び9こ 8 0 0名 2H  

大 創造性開発に関する問題 (200 名x• 回） （内2HX1日）

ー249ー

（資料） 表 4-2 8に同じ

（注） 希望制の研修課程は主務職（事務員、技術員）をも対象にしている o番号は図 4-12との対応を示す。



新しい特徴を「作業長および技術職」を中心に具体的にみていくことにしょう。

新しい教育体系の特徴はまず第 1に、箇所教育の層別教育が整理統合され、職制育成という

その本来的目的をより明確に打ち出したことである。すなわち図 4-1 5は 71年度までとの対

応関係を示したものであるが、過渡的なものを除けばかっての一般研修会(,2i)から作業長研修会(5)

にいたる体系は、エ長候補者研修→作業長候補者研修→作業長特別研修の三段階梯へと集約され、

それ以外は職場教育に解消された。また新入社員研修も、そのほとんどが職場教育に解消され、

図4-13 尻斤1日箇所教育体系比較図 (71 年度 •72年度）

(7 1年度） （7 2年度）

作業長研修 (3) ~作業長特別研修

,, (2) ··············．..............................．、．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•→職場教育へ

I, （1) - ----- -

工長暉 (3) ---------

→｛霞長研修 (1) （過渡的）

作業長候補者研修

,, (2)............................... :............................................•→職場教育へ

', (1) -=＝ニニニ二二二］工長醗 (1) （過渡的）

一般研修 (3) )工長候補者研修

＂ 
(2)..... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→職場教育へ

新入社員世話役研修

新入社員研修

新入社員リーダー研修

新入社員研修 （一部職場教育へ解消）

時間数にして 71年度の 16 2時間から 72年度には 59時間へと 5分の 1に大巾短縮されてい

る。このような層別教育の簡素化と職場教育への解消に対応して、第 2の特徴は、職場教育の拡

充・体系化がはかられたことである。特に従来の職場教育のあり方は、それぞれの課・工場の自

由裁菰にまかされていたが、それが表4-30のような「職場教育の必須項目」が定められ、そ

の統一化・体系化がはかられた。しかもその職場教育は各階層別に組まれると共に、箇所教育と

の対応、そのフォロー・アップが強調されている点で、これまで(13職楊骰育とはそのあり方を異にしてい

るといってよい。

第 3の特徴は、箇所・職場教育を通じて、技能・技術教育の体系化がなされたことである。

職場教育として行なわれる初級・中級専門技術研修は、内容的には「専門知識教科書」を使用す

るものであり、その意味ではこれまでも散発的ではあれ行なわれていたが、それが初級・中級の

二階梯に分けて実施を義務づけられたこと、更にそれが箇所教育の上級専門技術研修へとつなが

るように構想されていること、またこうした体系化された技術教育が昇進の前提として位置づけ

られたこと等、新しい特徴をなしている。

第 4の特徴は、このように体系化された技術教育のほかに、箇所教育として整備技能研修が

行なわれるようになったことである。これはいわゆる運転部門の労働者を対象に、多能エ化政策

の一貫として行なわれるものであり、すでに 7 1年度第 4•四半期より「減産体制に伴う要員余

剰の活用」というかたちで時間内で試験的に行なわれていたが、 72年度からは正式の教育課程

の一つとして取り組まれることになった。

第 5の特徴としてあげられることは、 「基本方針」にもあったように、箇所教育の希望制教育の

拡充がなされたことである。 71年度には 13コースであったものが 72年度には 35コースに
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表 4-30 職場教育の必須項目 (72年度、 室蘭製鉄所）

耽務 重点
孜有対象者 指 渫 A 内 容項 目 等

系列 目採N)

｀ 掛 ＠ 削造的問題開決研修 掛長以下主務賊全R 「Q迄）KJ法研作」受講の掛長、 耽場の問題をテーマ1::. K J法を活用して創辺的問題解決能力の育成を図る。

是 の1/• 統主、主事

(4） 原価管理研修 統主以下全tl. 課長、掛長 テキスト「原価管理の実際」を用い、各取場の実態に即して解説する。

主 k司による個別指荘 統主以下全A 諜長、掛長 箇所教百、社外講狩会への受講指荘、自主グループ活動の助成、日常菜務および個人面接を孤

務 じての指荘。

耽 新入社ハ研作 新人社ii全員 諌長．掛長 個別指荘の徹底により産菜人、社八としての態底有成を図る。

le) 鉄綱短大卒右研修 短大卒者全員 掛長、短大先輩、大学illi専卒 菜柘知識指郡（大学、絲専卒同保との共同研作的なものを含む）

系列変更者研作 系列変更者全U 主務職スクッフ 菜務知識指荘

~) 削辺的問題解決研LL 作長以下技術耽 「Q諏 19）KJ法研修会」受講の 戟場の問題をテーマに、 KJ法を活用して創辺的問題僻決能力の打成を図る。

全Aの t/3 掛長、統E、主爪、作菜長

(;,) 初級・中級専門技術研修 一般技術肢 掛長、作菜長、エ長、主務戟ス J.1i-l"I知識教科国を使）月して担当城務について必要な専門知識技能の習得向kを図る。

作 クワフ

④ 原価管理研作 作菜長以F全員 課是、掛長 テキスト「原価管理の実際」を用い、各戟場の実限tこ即して解説する。
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菜 作菜長候袖名研作 候補名全n 謀長、 11!長 箇所孜介講座の事前、事後において次項目を耽場にて実施する。股務茄準、個人目傑の実践指

主務股スクッフ 碍、専1"1技術教内（作業長として必嬰な内容程底）

長 工長候補右研i多 候補者全U 掛艮、主務眠スクッフ 箇所孜打講座の事前、 1t後において次項目を戦場にて実施する。

取ft甚郎、個人目概の実践指荘。

（か
中堅附教介 入社6年以 Lの 課長、 Iii長 個サ1)指荘の徹底により、中竪社Uとしての自覚と自己研さんの氾欲の強化を図る。

一般技術服全h

技 若年附教介 人ti:5年以Fの 課長、掛艮、作菜父、 E長 個別指荘の徹底により、産案人としての態庇行成を図る。

一般技術粒全ti

術 リーダー研作 リーダー全U 掛長、作菜父 リーダーとしての実践的能力の打成を図る。

新入社U研作 新人社且全U f乍染長、 1：長、リーダー 個別指荘の徹底により産菜人、社且としての態度育成を図る。

耽

...... 
（資料） 表 4-2  8に同じ



増え、そのうち技術職社員（作業員）中心と考えられるものだけでも 15コースにのぼってい

る。

以上、新しい教育体系の特徴を何点か列挙してきたが、総じて、最大の特徴は技能・技術教

教充実の面にある。室蘭製鉄所のこれまでの教育体系は、どちらかといえば、 60年代後半の労

資関係の「不安定」さを意識して職制育成教育や思想教育が前面に押し出されて展開されてきた

のであるが、それが、旧八幡製鉄の技能・技術教育を中心とした教育体系との調整を契機とし、

また労資関係の「安定化」を背景として、技能・技術教育の体系化に力点のおかれた教育体系に

変わつたといえよう。しかしそうは言っても、技能・技衛教育の中心が依然として労働者の自己

啓発・自主参加にゆだねられていることに変わりはなく、就業時間内で行なわれるのは、上級専門

技術研修にしかすぎない。その意味では、技能・技術教育の体系化といっても、それは労働者の

自己啓発の体系化＝いっそうの強制化にほかならないことに注意しなければならない。

だが、いずれにしても、新しい教育体系はまだ過渡的・流動的であり、それが今後どのよう

に変客していくか、またそのなかで如何なる機能を果すかをみることは今後の課題であろう。
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＜注＞

(1) 日本製鉄のなかでは八幡製鉄所が最も早く、官営時代の 19 1 0年（明治 43年）に「幼年職工養成所」

を設け養成工教育をはじめている。青年学校は同時期に八幡・釜石にも設けられたが、両所では 19 2 6年

（大正 15年）の青年訓練所令による青年訓練所の後身として 19 3 5年（昭和 10年）に設立されたのに

対し、輪西のそれはまったく新しく設立されたものであっt.::c,

(2) 青年学校は、青年学校令によって「青年学校＾男女青年二対シ其心身ヲ鍛練シ徳性ヲ養成スルト共二職業

及実際生活二須要ナル知識技能ヲ授ケ以テ国民クルノ資質ヲ向上セシムルヲ目的トス」とされているように、

修身及公民科と教練科が訓練時間の半数を占めていた。

(3) 技術員養成部は本科と専科に分かれ、本科では技能養成所中等学科卒業者を対象に 6ヶ月の教育、専科で

は中学校・商業学校卒業者を対象に 3ヶ月の教育が行なわれ、 19 4 5年 10月の自然解消までに 26 5名

の修了者を出した n

(4)(5) 『日本製鉄株式会社史』（昭和 34年） P729

(6) 1 9 4 7年 5月以前には養成科は「エ員科」、購習科は頃U員科」と称されていた。

(7) 「TWI等のいわゆる定型訓練方式は、戦長制度や作業標準の未熟なわが国にそのまま適用するのは無理

であり、 2~3年前からTWIは無意味だという声が出てぎた。」（『鉄鋼年鑑』昭和 32年度版P.3 77) 

だが、この時期の TWI等の実施が何ら意味をもたなかったわけではない。 「しか l,•一方、この TWI の目

覚しい普及は間接的に多くの功絞を残した。それは第一に職長．に対する関心が強まったこと、第二にTWI

が間尺にあわぬことからわが国の職長ないしはその制度の欠陥が指摘され再確認されたこと、第三に、二に

関連して衰任権限の問題や職務の楔準化が大きく浮かびあがってきたこと等である。」（『鉄鋼年鑑』昭和

3 2年度版P。37 8) 

(8) 「本年の教育訓練の特徴は職長訓練の型が、従来の TWI等監督技術を教えるものよりもむしろ甚礎的な

知識ないしは新しい技術を吸収させるための再教育に力が注がれたこと、新時代に即応した技術教育の再編

成という問題に産業界、教育界をあげて被極的な動きをみせたことにある。」（『鉄鋼年鑑』 32年度版

P n 57 7) 

(9) 「通達」の全文は『わが社の経営教育方針の特徴と実際』 (63年 10月）に収録されているので参照さ

れたい。'

00)[1)02) 浜口正夫『社員教育に関する社長通達について」（『わが社の経営教育方針の特徴と実際』

03) 第1教育掛と第 2教育掛は、 67年 12月には再び統合されて教育掛となった。

Q4) 室蘭製鉄所のこの当時の企業内教育を扱ったものには次の論文がある。石原孝一「技術革新と企業内教

育—事例調査を中心として一ー」 （『北大教育学部紀要』第 9号、 63年 8月）

⑮ 教育学部設置の理由は次のように説明されていた。 「これは最近の技術革新に即応するため、従業員の

教育訓練の充実と、明年 10月施行予定の作業長制度の候補者教育の実・施に伴うもので＜後略＞」

（『白樺』昭和 37年1D月 5日号） ' 

06) 作業長候補者教育の実施を資料的に確認できるのは 65年までであり、 66年は資料がなく、 67年には

行なわれなくなっている。

⑬ 6 5年度の「社員教育方針」では、その基本方針の一つとして国柑旨別階層別教育体系の整備」がうた

われたが、教育計画として具体的にあげられたのは、作業長研修会、作業長候補者教育、伍長研修会、基

礎科学コースであった。

08) 室蘭製鉄所教育部長の話、 7 0年 9月調査

Q9) 凛場教育といった場合の範囲はかなり受け取り方が遮うんですよ。たとえば技術会議とか生産会議と

か連絡会諮、この会眺というのは会議じやないかと、しかしその管理者が会議の中に教育的な意図をもっ

てやると、そういうことも考えられるわけですね。そういう意図がある場合は、教育としてあげてくれと

いうことです。」（教育部長の話）

(20) 企業内教育と昇進管理の結びつけは 65年度の教育方針においても、 「人事制度との有機的結びつきの

促進をはかる一適材逸所の人材運用および自己啓発意欲を喚起するうえから、昇進任用や配置管理と
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教育制度との関連づけ、一体化をはかる」として掲げられていたが、それは作業長候補者教育の一段落を

まってはじめてなしえたといえよう。

(20 「昭和 43年度従業員教育方針」

図 第 1期コンピュータ要員教育計画は、システマ、プログラマ、オペレーク、保守要員、計 2,2 D D名を

2年半で教育するというもので、ほぽ成功裏に終了したといわれている。細川真丸「新日本製鉄室蘭製鉄

所におけるコンビューク要員教育」（『ソフトウェア科学』 73年 4月号）参照。

(28) n旧和 40年度社員教育方針」には、その 2• 3番目に次の項目をあげている。 「2、職場教育機能の

充実一＿職場教育のあるべき姿、それにともなう管理監督者および教育担当者の役割りを明確にし、＇物心

両面にわたる援助・協力をはかって甜極的な活動を展開する。 3、管理・監督者の研修を重点的に行なう

—職場教育のカギを握る管理監督者の研修は、前年度と同様に職能、階層にふさわしい識見・資質の向

上をはかる」

(24) 「昭和 40年度社員教育方針」

(25) たとえば 69年のスト権確立の失敗の原因としては、戦能制度と共に、企業内教育が多くの人によって

あげられていた。

(26） 「従来にまして自主研修がますます重要になる惜勢下にあるので自主研修グループの育成促進をはかる」

(7 0年度社員教育方針より）

⑳ 社内報『労働だより』昭和 46年 1月4日号より

(28） 『創意と工夫』誌の創刊は 50年で、年 2回、表彰された発明改善提案の紹介を行ない、かなり高度な

内容であったが 59年、第 19巻でたちぎえとなっていた。 65年の再刊後は、改善提案の PR誌として、

内容もかなり平易にされた。

(29） 他の鉄鋼各社においても 60年代半ばに様々の名称で自主管理活動が蒔入された。

6 3年＿日本鋼管勺神戸製鋼

6 4 年——八幡製鉄、川崎製鉄

6 6年—4年ヒ製鉄、住友金属、日本製鋼、日新製鋼

6 7年＿淀川製鋼、大同製鋼、東洋銅阪

6 8年ー—特殊製鋼

(30) 「QCサークルとはこんなもの」（社内報『白樺』昭和 42年 2月 5日号）より

闘 この体験談は 72年 7月にもたれた QCサークル北海道支部主催の室蘭地区 Qcサークル研修会におい

て発表されたものである。文はそのレジメから引用した。

(32) 『創なと工夫』 69年 8月号

(33) 『創意と工夫』 69年 12月号

(34) 『創意と工夫』 69年 11月号

(35) 『創意と工夫』 69年 12月号

(36) 『創意と工夫』 7D年 8月号

(3'I) たとえば、冷延工場では 6.9年 11月に化成工場、動力課と QCサークル交流会をもち、両工場のサー

クル活動の概況、会合の持ち方、工場内のサークル推進組織のあり方、問題意識の持たせ方等についての

交流を行なった。

(38) 『創意と工夫』 69年 8月号

(39)(40) 注 (31)に同じ

（り 「創意と工夫』 69年 12月号

(42) 『創意と工夫』 70年 8月号

(43) 第 2鋼片工場の場合は、改善提案と合わせて「QCサークル，＇改善提案推進委員会」としている。

(44) 注 (42)に同じ

(45) 『創意と工夫』 70年 8月号

(46) 『創意と工夫』 69年 9月号
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(41) 『白樺』昭和 43年 11月20号、 「QCサークル座談会」での一労働者の発言

(48) 『創意と工夫』 7D年2月号

(49) 『創意と工夫』 70年 5月号 ~ 

(50) ここで紹介する八幡製鉄所の教育体系は、合併直前のものが入手できず、 63年 10月に「わが社の経

営教育方針の特徴と実際」（労働経済新報社刊）にとりあげられたものであり、その後の変化が当然予測

されるが、合併後の同製鉄所の教育体系と比較しても、 1店本的なものは変わっていないといえる。なお、

合併後の教育体系については、技術教育を中心にしてではあるが、 「最近の鉄鋼産業における職業訓練」

（鉄鋼労連、 19 7 3年 5月）にとりあげられている。

(51) 『わが社の経営教育方針の特徴と実際』（労働経済新報社刊、 19 6 3年10月）より

(52) 八幡製鉄所の教育体系を検討することが本稿の課題ではないので、詳細は別稿にゆずることにするが、

旧富士・八幡両社の企業内教育体系の差異の背景と、して、さしあたり次の 2点を指摘しておこう。第 1点

は、八幡製鉄所が、日本鉄鋼業の草分け的存在として、戦前から伝統的に、技能・技術教育に力が注がれ

ていたこと。第2点は、両社の労資関係が決定的に異っていたこと。 ・

(53) 「昭和 47年度社員能力開発計画書」（室薗製鉄所）より
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第 二 部

戦後鉄鋼業における社外工制度の全面的

展開と企業内教育

木村イ呆茂
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3 1 9 6 0 年代後半期以降の下請移管の特徴……………………で………………•••2 7 0 

(1) 間接部門·········································································•·00•············ 2 7 0 

(2) 直接部門・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2 7 1 

第3節 社外企業の「育成」と再編成…………………………………………………••••••2 7 5 

1 社外企業の部門別特徴とその性格…………………………………………………•••2 7 5 

(1) 「直接的生産部門」...………・ ••……………………•• •……· ••……………..•…•••2 8 0 

(2) 「原料処理部門」•••……………………………•..………•• •……• ・ •…·….....…... 2 8 0 

(3) 「輸送部門j····• …•.．．．．．．．．.．．．.．．．．．．．.....．．..．．．...．．．．．．.．．.．．.．．．．．．．．．．．．．．．..．．．．．．．．．．． 2 8 0 

(4) 「電気工事部門」……………•• •…………………• ••…………………….....•…... 2 8 0 

(5) 「土木・建築工専部門」………·····•……•..．．．．．... •…•• •• •• •• •…………............ 2 8 8 

(6) 「附帯部門j•••••………………•…••••••……••…………………………•• •………•••2 8 8 

2 鉄鋼独占体による社外企業の「育成」と再編成…………………………………•••2 9 0 

(1) 「直接的生産部門」の社外企業の「育成1、と再絹成…………………………… 29 1 

(2) 「原料処理部門」における社外企業の停滞……………………………………•••2 9 3 

(3) 「輸送部門」における企業間分業体制の確立…………………………………•••2 9 4 

(I) 成品荷役作業・ ••……•…••………………………•• •• ・ •………..•…………·… .....2 9 5 

(ii) 原料荷役作業…····························…••…............………••`· •….......…•• •2 9 6 

(ii} 原料・成品の運搬作業及び排出物運搬作業……………………..............…•2 9 6 

(4) 「電気工事部門」における社外企業の限界…………………………．．．．．．．．．．．．．．． 29 6 

(5) 「土木・建築工事部門 J の動向••• ••••••…………••••••………........................2 9 6 

第 2章 社外工労働力の特質と社外工労働市場……••、………………………..........."．． 3 0 1 

第 1節 労働内容と社外工労働力の特質...………………………………………•••…•••3 0 1 

「直接的生産部門」の労働内容と社外工労働力の性格••…·…………………… 3 0 1 
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(1) 圧延工程における成品・半成品の手入•結束•梱包作業の内容と社外工

労働力の性格……......................................、．．.．....』.....．．．．．．．．...．．．...．..…•••.. 3 0 1 

(j) 棒線工場における労働芍容と熟練の性格…………………………•…•••……••3 0 1 

(ii) H形鋼工場における労働内容と熟練の性格……………………………••……•3 0 5 

(iiO 熱延、冷延工場における労働内容と熟練R性格……………………………… 30 6 

(2) 製鋼工程における機械修哩作業及びモールド鋳型関連作業の内容と社外工労働力

の性格・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 30 8 

2 「原料処理部門」の労働内容と社外工労慟力の性格•••…•………•••••…………•••3 0 8 

3 「輸送部門」の労働内容と社外工労働力の性格…………………………………… 31 D 

4 「電気工事部門」の労働内容と社外工労働力の性格……………………………… 31 1 

5 「土木・建築工事部門」の労働内容と社外工労働力の性格……………………… 31 1 

第2節 社外エ労働市場の特徴•••…………………………………………………………… 3 1 2 

第 3章 労務統轄機棉の再絹成と企業内教育の展開………………………………………… 31 8 

第 1節 経営労務管理体制の再編成と現段階的特質………………………………………… 31 8 

1 戦制層の地位、機能の変容とその現段陛的特質…………………………………•••3 1 8 

(1) 第 1 鉄鋼における作業組織の再編成と職制層の地位、機能の変容…………•••3 1 8 

(2) 栗林商会における作業組織の再綱成と職制層の地位の強化・…………………•••3 2 8 

(3) 橋本通運における職制層の性格…………………………………………………•••3 2 9 

2 職能給の蒔入にともなう賃金管理の変容•…••……………………………………… 3 2 9 

3 ヒユーマン・リレーションズ管理の実態…………………………………………… 33 1 

第 2節 企業芍教育の展開と自主管理活動•••………………………………………………… 3 3 9 

1 企業内教育の展開と現段階的特質•••………………………………………………• ••3 3 9 

(1) 下請協力会を軸とする教育訓練の展開とその特徴•••……………………•••…… 3 3 9 

(2) 社外企業類型別企業内教育の特色………………………………………………•••3 4 2 

(I) 「直接的生産部門」及び「原料処理部門」における企業内教育の展開…•••3 4 2 

(jj) 「輸送部門」及び「土木・建築工事部門」における企業内教育の低調…… 34 6 

(3) 企業内教育の機能と役割……………………………………………………·`•…•••3 4 6 

(j) 第一線監督者教育………·…••……·······••….....•…•• ••…•......................... 3 4 6 

(ii) 安全教育•…•.....••………...………••..．．．．．．．...．．..……•• ••..…•• •……………… 3 4 7 

GiD o J T による技能教育•••••……•……••…····················••………..•………•••3 5 1 

≪) 高等職業訓練と OJT ……•»•…………………•••…………………………、..3 5 2 

（口） 特殊技能講習と0JT-······…………..•••…••..…•.............•…··············· 3 5 2 

り 新規採用者及び配置転換者に対する 0JT………………………………… 3 5 3 

2 自主管理活動の現段階と特徴•…..…………………………………………………… 3 5 4 

第4章 労働強化及び労働災害の増大…………………………………………………………•••3 5 9 

第1節 要員削咸＝人べらし「合理化」と労働強化…………••••…………••…………•••3 5 9 

第 2節 欠員不補充と「代番」体制．．．………………………………………•••…………… 3 6 3 

第 3節 労働災害の実態．．．．．．．・ •…• ••••…...•………••………•……•• •.............· •………... 3 6 4 

第5章 社外エ労働組合運動の特色…………………………………………………………… 36 6 
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序章 研究の課題

繹の目的は本ヱ制度の対極として、「合理的雇用調盤J{l) 機能をもたされる「低賃金労働力組織化

の機栂」12) としての社外工制度が、戦後鉄鋼業の「合理化」過程―ー特に 19 6 D年の第 5次「合理

化」以降―ーで、どのように全面的展開をとげたか、そしてその中で企業内教育がどのような役割・

機能を果し f⇒をみることにある。

ここでいう至面的展開とは、以下の内容を意味するものであり、それは同時に本稿の具体的課題で

もある。

(1) 鉄鋼業の社外エ制度は、戦前の「封建的労働力供給機構」{3)によっ芍売轄される組夫から、終戦後

における組夫の臨時エ化の時期を経て、 5D年代後半には臨時エから社外工への切り替えが行なわ

れ、鉄鋼独占資本の「合理的雇用調整制度」（4) として第 3次「合理化」以降特にその量的拡大が顕

著化するが{5J、それは臨時エ・社外エ問題研究で一般的に理解されている「間接部門で作業する主

として装置工業における不熟練工の系譜をひく社外エ」{6) の単なる量的拡大という問題ではなかっ

た。それは、まさに鉄鋼独占体たる親企業の資本蓄租過程..,..「合理化」過程に即してみると、設備

「合理化」を基軸にしながら、それによって動揺しつつある「年功的職場秩序jの再編成や新技術

の水準に対応した作業管理組織の再編成を意味する全面的な労務統轄機構の編成替え＝少数精鋭主

義管理の登場、そしてその帰結としての要員の削咸＝人べらし「合理化」等、といった全面的「合

理化」過程での量的拡大であっに3{7) そのため「間接部門で作業する主として装置工業における不熟

練工の系譜をひく社外エ J(8) の単なる甑的拡大としてではなく、直接部門を•も含めた多様な社外エ

の存在形態として量的に拡大されていったのである。なぜなら、親企業にとって資本蓄積過程＝全

面的「合理化」過程の各発展段階において、資本の有機的構成の高度化を促がし、社外工の直接部

門薄入の技術的可能性をつくる設備の「合理化」上がらみて、また、それにともなう作業管理の編

成替え上、労務統轄機構の編成替え上、あるいは労働市場の統轄上からみて、下請化が有利と判断

される場合には直接部門をも含む社外工化＝下請化は、まさに親企業にとって合理的であり、それ

は「合理的雇用調塾」{9) 機能としての「低賃金労働力組織化の機檄戸の合理的活用以外のなにも

のでもなかったのである。

(2) ところで、親企業の「合理化」過程の各発展段階に規定されながら展開する直接部門への進出を

も含めた社外工の量的拡大化も、社外企業が旧態依然として「封建的労働力供給機栂J 的存在で

あっては困難である。それに｝ま社外企業の一定の貸本菩積の進展が必要である。なぜなら、社外企

業が親企業の生産活動の支障にならないような下請活動をするためには、親企業の設備「合理化」

による作業速度、作業精度の増大に対応しうる生産手段体系及びそれに必要な固定貧本の蓄稲が必

要不可欠なのである。

新鋭製鉄所の場合と異なって、戦後の当初から小零細な社外企業を多くかかえていた新日本製鉄

室蘭製鉄所の場合には、社外企業の資本蓄根の進行過程は、親企業による社外企業の「育成」・選

別の過程として展開するのである。

(3) かくして、社外エほかっての組夫の復活としてではなく、一定の資本蓄稲を進めた社外企業の労

働者として、多様な存在形態をとりながら菩稲され、その労働市場も不熟練労働市場と重なり合っ

ている流動性向の高い部分と職種別の労働市場と重なり合っている流動性向の低い部分、例えば半
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熟練工、熟練工によって楷成される。そして、社外企業は、、後者の労働力の企業内抱え込みを目ざ

した労働市場の企業別分断化を意図しはじめる一方、前者の不熟練労働力の流動化、すなわち、鉄

鋼業の不況期を除く日常不断の麗用労働力簸の調整機能として不熟練労働力を活用しようとす

る。ここに社会企業における→種の＼＼本I• 臨寺工関係、が現出する。

(4) ところで、親企業の「合理化」の発展段階及び社外企業の資本蓄稲過程に規定されながら進展す

る社外工の巌的拡大、すなわち親企業の生産過程の奥深くへの進出によって、親企業は社外工に対

する労務統轄強化の必要性を惑じるが、形式的には「直接の労務管理は下請会社」II~ が行なうのが

建前である。そのため、親企業の社外工に対する労務統轄機構の強化過程＝近代的労務管理機棉の

整備過程は、社外企業を媒介に進められるo すなわち、作業契約課新設による請負管理の一元化と

請負単価査定マニュアルの作成、能率課による社外工の要員見直しの実施及びプロジニクト・チー

ムによる怪営診断の実施等を通じての社外企業に対する労務統轄機構再絹成の強要である。そして、

それはまさに親企業による社外企業の「育成」・選別過程、すなわち、社外企業の一定の資本蓄稼

過程に対応したのである。

(5) 以上述べてきた社外エ制度の全面的展開の中で、企業内教育は単に労務統轄機描R再絹成に関連

した人間関俸散育、労資関係教育の役割を展しただけではなかった。それは社外企業の設備「合理化」

や請負作業分野の拡大・変化の中で生じた生産機構及び経営労務管理機構の近代化に対応した社外

エ労働力の陶冶という側面及び新規学卒者の充足難のための対策という意味等をも有したのである。

本稿で注、鉄鋼業における社外エ制度の全面的展開過程で急速に塾備されていった社外企業の企

業内教育の機能•役割及びその特質について分析するが、それは能力主義管理の支柱として展開さ

れた親企業における企業内教育の展開過程、あるいは独占資本への包摂度が社外企業ほどではない

他の中小企業における企業内教育の展開過程及びその特質とは異なっていることが予想されるo そ

れは、社外企業における企業内教育が、一定の資本蓄猿の進展にもとづく社外企業独自の必然的要

求として生じたというよりも、むしろ親企業の全面的「合理化」過程での必要性から、その強力な

指導・援助の下に展開されたということ、この一例をみても明らかである。

最後に、本稿調査の概要について若干述べておく。

主な調査対象は社外企業、社外エ労働者及び社外エ労働組合であるo 社外企業に関しては各生産

部門の代表的社外企業 11社（表1参照）、社外エ労働者に関してほ作業請負分野の労働者 45名、

企業別には第 1鉄鋼労働者23名、産業振興労働者 11名、橋本通運労働者 7名、幌清建設労働者

4名に対し、各々約 2時間の面接調査を自宅訪問によって実施した。また、労働組合関係で氏新

日鉄室蘭関連協議会、陣上工業労働組合、全港湾栗林分会、栗林労働組合、鉄原労働組合、全日通

室蘭労働組合を調査した。
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表 1 調査対象社外企業

請負生産部門 社外企業
資本金 従業員新 (19 7 0年 5月

(1 9 7 D年2月現在） 現在、 2次下請も含む）

1 作 第 1 鉄鋼 5,000万円 9 7 8人

2 業
直接的生産部門 太平工業 180,000 1, 1 2 3 

5 畔nFl 原料処理部門
産業振興 ・ 1 s,o a a 4 7 9 

4 負 吉川工業 (o o o 1 7 1 

5 分 栗林商会 7, do o 3 6 1 

6 野 輸送部門 陣上工業 2.5 0 0 3 7 1 

7 日本涌運 2 4 0 

8 工 電気工事部門 大同電設 1,000 5 4 ， 誓 菅組工事 9, 9 0 O 1 9 6 

1 0 
土木・建築

楢崎造船 2 5, 2 0 0 8 9 

11 ， 工亦部門
渡辺丸彦 2 0 1 

＜ 
(1) 日本鉄鋼連盟「鉄錯栗における労働問題の現状」 19 6 6年 8月、 7頁。

(2)鍋島力也「日本資本主義における＂託受重化学工業段階 (1965-70)』」（土地制度史学会編『土地制

度史学』第 60号、 19 7 3年、 13頁）。

(3) 三好宏一「戦後に紛る臨詩工頑金にづ‘て」（社鎚薙群会編 R蛤涵策学会年報第5集有斐閥 1957年、 195頁）。

(4) 麟「鉄疇における労働閥題の現状」 7頁。

(5) 社外工の増大過程については、第 1章第2節をみよ。

(6) Jlc,f;:潔「大企架労働者」（「講座労働経済1、日本の労働市場」日本評論社、 1967年,5 8頁）。

(7) 輝独占体の「合理化」過程については、第一部の本工の「合理化」過程を分析した箇所を参照。

(8) 麟「大企業労働者」。

(9)麟「鉄鋼業における労働問題の瑯伏」 7頁。

00)前掲「日本資本主義における＂疑災璽化学工業醐潜 (1965-70』」。

01)麟「戦後における臨時工の賃金について」。

U2)麟「蜘礫における労働問題の現状」 7頁。
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第 1章 業務下請化の進展と社外

企業の再編成

第 1節 1 9 5 0年代前半期の社外企業の性格

新日本製鉄室蘭製鉄所（以下、新日鉄室蘭と略称）構内への下請労働者（社外エ）の禅入は、その

始期が何年頃であったか不明であるが、組夫として戦前から琳入されてい応彼らは幾段階にも構成

された下請制度（人夫請負業者）のもとに統括されて、新日鉄室蘭描内へ供給されていた。（11 しかし

戦時経済統制が厳しくなった19 4 4年 11月には戦時統制令によって創設された日鉄港運株式会社

に全てが吸収・統合され、ここから一括して供給されることになった0(2113)

ところが、この日鉄港運株式会社も戦後の 48年、職業安定法の施行にともなう労働者供給業の禁

止によって解散させられ、同社から供給されていた約 1,0 0 0人の人夫が新日鉄室蘭（当時は日鉄室

蘭）の直傭労働者に切り替えられた。14) ただし、荷役部門の労働者の直傭化は、輪西海陸作業会社

（日鉄輪西港運の第 2会社）が解散した 5 0年 9月3 0日まで待たねばならなかったが。15) こうして、

長い間組夫として人夫請負業者の手によって統括・供給されてきた下請労働者（社外エ）は、ここ

に初めて組夫であることを止めて、新日鉄室閑の直傭労働者になったのであるが、彼らの地位は｀作

業夫、｀‘視業員、という名の臨時工であったため、臨時エ問題が新たに発生することになった。(61

臨時工問題の発生とほぼ期を同じくして社外工問題も再発した。それは新日鉄室蘭が 50年にスク

ラップ処理、鋼滓処理等の補助部門の一部を再び請負業者に下請化しだしたことによる。(71 道立労働

科学研究所緬「臨時エ•前絹」によると 5 0年に再度出現しはじめた下請負業者は、当時、力を弱めて

いた古い「人夫供給業者」の他に、新しく創設された「組」が加わり、新日鉄室蘭に労働者（社外エ）

を供給していた、とある。
181 

今、当時の下請負業者の状況をみると、 53年 6月現在の作業請負業者数は28、下請労働者数（社

外工数）は 1,2 0 0人である。このうち、主な請負業者及びその作業内容は表 1-1の如くである。

このうち、産業振興、吉川工業、太平工業、友和産業、鉄原は全国の製鉄所の作業を請負う全国的作

麟負業者であるo他方、山本弘業（現在の第1鉄鋼）、浅沼工業、浜野組（現在の浜野鋼業）、陣上

工業は地元の作業請負業者である。 191

表1-1 1953年6月における主な1悟娼青負業者と作業内容

作業請負業者名 従業者数 請負作業内容

1 産業振興 2 8 4人 鉄屑の入荷戟卸及製銑・製鋼への持込、鉄屑プレス・ベック詰及び撰別

2 山本弘業 1 8 D 菖珊上•切割·螂、スクフツプ回収・暉・稲込、

3 吉川工業 . 1 0 1 捲線屑結束、平炉滓処碑、プレス、製額鵜底屑切析、

4 浅沼工業 1 1 0 平炉滓捨、屑鉄回収、煉瓦撰別回収

5 太平工業 3 8 線材・ミスロ→レの工場搬出、捲替、酸化鉄の貨車敬・運搬

6 浜 野 組 4 0 鉄塊破恥鉄屑マグネット撰別、均熱滓迎弾、鍋底滓破砕

7 友和産業 1 7 製 材

8 陣上工業 1 7 必要のつど鉄屑回収、トラック輸送

， 坂 田 組 1 6 コールクール揚げ

1 0 鉄 原 30 パラス輸送、砕石作業、豆炭製造

資料：道立労働科学研究所網『臨時工•前網』 4· 5 6頁による。
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ところで、 53年当時、室蘭製鉄所の作業請負業者中最大の人員規模を誇った産業振典と地元請

負業者中最も規模の大きかった山本弘業を事例にしながら当時の社外企業の性格をみてみよう。

まず、後者の山本弘業は、 50年11月応室蘭製鉄所の指定請負業者として発足しt.:o発足当時の従

業員数は、社長、職員を含めてもわずかに 15 ~ 6人にすぎなかっ f⇔その業務内容も薄板切断後D

屑鉄結束作業及びスクラップの募集。解体作業であったが、 5 1 年には石灰•砂鉄のバック稲み等の

原料荷役作業及び旧コークス炉の解体作業、石炭高架の基礎コソクリート解体作業を、 52年にはノ

ロ（鋼滓）屑捨場から屑鉄を回収する荒鉄堀り・運搬作業及び条鋼材端蓋作業（ハツリ、イバリ取り）

暉鋼の―-（特に軌条）のグラインディング手入作業（チッピング作業）を、そして法人組織になった

5 4年（こはビレツト結束作業等を新たに請負い、順調に請負作業量を拡大していっ脳こうした請負

作業殿の増大は当然のことながら従業員の増加を促し、 52年には職員、日履いを含めて 30人近く

に、そして 53年には日雇いを含めると 33 0人近くに達しf⇔

ところで、従業員の増加につれて社長の職務は作業の請負を中心とする怪営業務に集中されてはい

ったが、 53年当時の彼は、まだ完全に監督労働から解放されていなかった。 「(53年当時・・・・筆

者）社長は自転車に乗って居りました。その後自転車にニソジンを付けたバイクに乗っておられまし.．．．.．.．.．．．...．.．．．． IIO 

た。本当によく現場巡回は欠かしたことはありませんでしたよ」 （傍点は筆者）という当時の下請

労働者の談話からも明らかな如く、｀＇現場巡回、という監督労働ま、山本弘業社長の重要な職務の 1

つだったのである。このように社長自らが現場巡回を日常の職務としなければならなかった理由は、

経営組織がまだ十分に確立されていなかったことと同時に、当時の生産手段体系が作業の客観化をも

たらしていなかったこと、端的にいうと、あまり機械に頼らない重筋肉的労働が作業の全体を占めて

いたことによる。

「本当に当瑕ま強肉強食といった状態で、体の弱いものはつぶれるという始末ですよ JIIDo

「体のいい者は結局金取りもよかったという事ですo 体力のある者は「あれはいい者だ」といわれ、

人より 10銭でも 20銭でも余計稼いだものです」゜：

その結果、労働能率と作業方法は当然のことながら労働者の労働意欲に大きく依存せざるを得ない

し、またこうした労働者による作業組織の編成、作業の段取り、賃金の格付けなどは、長年の経験を

有し、かつ配下労働者を募集しうる‘‘ボス 的存在の親方労働者によらざるを得なかったo 事実、山

本弘業の場合、 「全従業員22 0名中、その 1割、つまり、 20 ~3  0人がボスなんですo 棒芯です

ね」 113 という状態であった。しかし、こうした｀｀ボス 的存在の親方労働者による間接的労務統轄も

社長自らの‘‘現場巡回 という「眼」による点検によって、より「完全」なものになりえたのである。

その意味では社長自体が「組」の頂点に立つ「親方」的存在であったということができる。

ところで、親方労働者による間接的労務統轄を許し得た重筋肉的作業下の生産手段について若千言

及しておくと次の如くである。

当時の山本弘業の生産手段としてほ、 52年に瑯入された鋼板疵取り用のコンプレッサー (1台）

があるが、この湖入によって重筋肉的労慟が軽減されたのではなく、むしろこのコンプレッサーを使

っての重筋肉労働的な鋼板の疵取り作業祉が増えただけであったo また、この機械の部入経過にしても

「会長は色々な機械を集めることが好きなので、その中にコソプレッサー 1台あった。丁度その頃富

士鉄の成品課の方で鋼板の疵取り作業が出ましたので、早速 1台のコソプレッサーで疵取りの仕事を

した••••••」 {14) というように、社長の個人的所持品が遇然、作業上役立ったにすぎなかったのである。
コソプレッサーに次ぐ機賊の覇入として氏 53年の荒蜘璽搬用 2トン積み三輪車がある。しかし、それ
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もわずか1台の薄入であり、この 1台の 2トン租三輪車では荒鉄運搬の全てを処理することはできず、

その多くを他の生産手段（リヤカー、 トロッコ、馬車等）に頼らざるを得なかったo

「荒鉄とはノロ屑の捨場より屑鉄を回収する仕事で、ノロに穴を堀ってそれをチェソプロツクで引

き上げ屑鉄を取り出すのです。それをリヤカーやトロツコに租んだり、馬車に被んで運んだものですo

••••その当時は出面表に馬 1 頭など書き入れたものです」
119 

このようなごく簡単な生産手段を使っての重筋肉的な作業方法ほ、港湾荷役作業、原料の貨車稼み

作業において一層顕著であり、そこではパイスケ（竹籠）、モッコ等の道具が主たる生産手段であっ

た。

「当時は猿み卸しの機械もなく、只肩をたよりにパイスケ専門でしたよo ・・・・パイスケが廃止され

たのは昭和 30年頃ですo 視在はパイスケを使うこともないし・・・・」090

「••-··直傭の仕事で西部の石灰石貨車租みがあり、 2 0名私が預けられパイスケを担いだものです」on

i゚以上のこれまでの分析から分るように、 50年代前半期の山本弘業の企業的性格は、きわめて労務

供給業的色採の濃い「組」的存在であったといえる。このことは他の請負業者にも当てはまることで

あるo 例えば、陣上工業はようやく 53年に発足したばかりであったが、請負業務（スクラップ回収

・トラック輸送）に必要な生産手段応わずかに借り物のトラック 1台という状態であった。U8 また、

地場の請負業者中、山本弘業についで大所帯を誇った浅沼組にしても、道立労働科学研究所編「臨時

工」の記述によると、きゎめて親方子方的色採の濃い企業であっ f.:0暉

では次に全国的作業請負業者で、当時の新日鉄室蘭の請負業者中最大の企業規模を誇った産業振興

についてみると、同社は 37年に創立され、当初、日本鉄興と称していたが、後に日本鉄鋼冶金と改

称、戦後に現在の名称に変ったo戦前の業務内容は、 「スクラッブ屋だったのですねoスクラップの

回収をやってそれを製鉄所に納めるということで、いわゆるパクヤさんの親方になってスクラップを

納入する」（産業振興札幌事業所所長）ことを主体としていたo そして、そのスクラップの加工、販

売は東京、大阪、名古屋、釜石、上海等の支店、加工場で行なわれていた。しかし、戦後になると、

「商売だけではむずかしいんでないか、現場と知り合いになったんだから楷内の仕事をしてみないかJ]

（同所長）ということで新たに製鉄所構内で鉄屑処理作業を開始しだしたo かくして、 49年に室蘭

に進出、 51年に当製鉄所檄内に鉄屑処理作業場を建設して鉄屑の処理作業を行なうことになった。

産業鴫の囀訥容の詳細は、表 1-1のとおりであるが、前記の山本弘業と異なり、鉄屑処理場

の建設など、相当の資本力を必要とした。また鉄屑処理の作業では、 「屑鉄をクレーンて巻取り運ぶ」

a°作業、すなわち、クレーン運転という熟練労働の分野を多分に含んでい益しかし、現実には、ク

レーン数が少ないため、人力によるトラック稜みが主体とならざるを得なかった。そして、それは

6 0年頃まで続いたのである。

「入っ活時(60年 12月）人数がかなりいたものね。 60 0名か 70 0名、現在C7 2年 8月）

は30 0名ちよっとo以前に機械化されてなくて人数が沢山いたのは、クレーンが今ほどでなく人力

でトラックにつめ込んでいにからね」 (TH、 29オ、産業振興第 1作業課運転係）。

こうした事実た 「この社の怪営組織はだいたい 10人に 1人ほどの見当で班長、通称小頭または

棒芯という棒頭的存在をつけている点に興味があるoすなわち在籍 22 0名中、この棒芯は再下請を

営む性格を持つ。またこの会社と離れて直接親工場と契約を結ぶこともある（これを班と称する）。

この班長は親工場の嘱託で賃金は班長が渡す」auところの独立性の強い‘'ボス 的親方労働者を生み
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出す基盤になった。

以J:..5 0年代前半期の社外企業の性格をみてきたが、その性格は労務提供的請負業者たる「組」

的存在の地場の作業請負業者と鉄鋼独占体に寄生し、労務請負業を主要な側面としながらも、生産手

段、自家作業場・工場を持っている点で前者と異なる全国的作業請負業者四の 2つに分けることがで

きたのである。

第 2節 業務下請化の進展と社外工労働者の増大

1 9 5 0甲t前半期の下請の主な作業内容ほ、表1-1のとおりである。これによると、スクラ 2プ

（鉄屑）の回収・処理・運搬や鋼滓 Cノロ） •平炉滓の処理等のいわゆる原料部門、製銑原料部門

（焼結工場）の補助的作業が、当時の下請の主な作栗内容であった。 また、一時直営に切り替えられた

荷役作業に関しては、 51年から再び作業の下請移管が始まり、表1-2に示すように漸次下請のウニ

ートが高まり、 57年には全体の 3分の 1が下請負業者に委ねられたo

表1-2 人力荷役実績

年 直 営 請

（掛位： t)
I 

負

1 9 5 2年 1 3,0 3 3, 1 4 7 t 

57 I 2.152.545 

244,113 t 

1;0 73,255 

資料 ： 富士鉄室蘭製鉄所『室蘭製鉄所五十年史』による．

ところで、この他にこの期の下請の作業内容で注目すべきことは、 50年代後半期以降下請移管が本

格化したところの基幹三工程 C製銑、製鋼、圧延）の一部の作業が、この期にすでに下請化されだし

たことである。すなわち条鋼工場における山形鋼のグラインディング作業、鋼材の端整作業、鋼片

C分解）工場のビレット結束作業等、いわゆる成品・半成品の手入・結束作業の一部がそれぞれ 52 

年、 54年に山本弘業に下請移管された。しかし、下請化されたこの種の作業は..ごく一部分で、か

つ少彙であった。このことは社外工労働者の地位を非常に不安定なものとした。なぜなら、基幹部門

とはいっても限定されたごく一部分の作業の移管であり、しかも、その多くは重筋肉労働を主た研則

面とする補助的作業であったため、社外企業をして他の不熟労働力に対すると同様に、この質の労働

力をも労珈行場で容易に見い出すことを可能にした。このため、景気の変動によって社外工労働者数は

大巾な振幅を示した。例えば、山本弘業は 53年当時、臨時エ・日屑い含めて 30 0人以上いた労働

者が 54年のデフレ旋風で 5O人に減少した。

こうした仕外工制度の性格について前掲「臨時工」は次のように述べている。

「昭和 28年 7月以降 3,1年2月までの動きのうち最も注目しなければならない点は、そ〇荊動

者数がその営業状態の振幅に同調して急激に波動し、不況時に人員整理が、好況時に人員増加が、

容易にかつ急激に行われた点であろう。その業者の営業状況は親工場である富士鉄室蘭製鋏所の

それに完全にマッチし規制された。具体的には昭和 2,9年の鉄鋼業界不振時に相当の人員膨里、

さらには業者それ自体の解体が行われ、 30年その持直しとともに人員増加がなされた。完全に

「企業経営」の繁閑に左右されているわけで、その意味では「バッファー（緩衝器）」的存在と

なっている。この事情は親工場の富士鉄の直傭「臨時エ」である作業夫、現業員に人員整理がな

く、景気回復とともに「常傭」となった（昭和 31年 7月に作業夫 17 8人、荷役現業員 30 7 

人が「常傭」に切り替えられた……筆者．）ことに比べて、いちじるしい差を示す」C3 0 

社外工僻渡のこうした「バッファー」的性格はその後も、親企業の好・不況によって社外工の雇用
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量が大巾に増咸するなど、その本質を変えるものではなかったが、社外企業が 55年以降親企業の作

業内容に深く立ち入ってゆくことによって、その存在は鉄鋼独占体の死命を左右するものになってゆ

< o以下その展開過程をみてみよう。

5 5年以降、鉄鋼独占体はあいついで「合理化」を実施するが、この過程は同時に社外企業への業

務移管の過程でもあったo表 1-5は継続作業である原料処理作業、鋼滓・ダスト等の排棄物処理作業、

孵斗荷役作業、成品荷役作業、結束・梱包作業、電気整備作業、設備の保全•修理作業等に従事する

邸エ労働者数ばかりでなく、継続作業でない土木。建築工事に従事す｀る社外工労働者数も含むがY

5 6年以降、社外工労働者数が急速に増加していることが分るo但し,. 5 8年、 62年、 65年、

7 2年の不況期には社外エ労働者数が激減しており、社外エが「バッフアー」的、すなわち雇用調節

弁的役割を果していることを示している。

また同表から社外工労働者の増加波動が 50年代後半と 60年代前半と 60年代後半以降の 3つの

周期に分れていることが分るが業務の下請移管は、まさにこの周期毎に異なる特徴をもって対応して

いたのである。故に、我々は、社外エがいかに鉄鋼独占体に、より密接に係わりだしたかを知るため

に、各周期＝各段階毎の下請移管の内容、特徴を分析することにする。

表 1-3 社外工労働者数の推移

年 度 社外工労働者数 増 加指数

1 9 5 3年 1, 2 0 0人 1 a a 
5 5 1, 8 9 9 1 5 8 

5 6 2, 7 8 8 2 3 2 

57 3, 5 3 3 2 9 4 

5 8 2, 6. 0 8 2 1 7 

5 9 3,525 2 9 3 

6 0 6, 9 0 2 5 7 5 

6 1 7,932 6 6 1 

6 2 6,538 5 4 5 

6 3 4,837 4 0 3 

6 4 4, 7 2 7 3 9 4 

6 5 5, 1 6 1 4 3 0 

6 6 4,788 3 9 9 

6 7 6, 1 6 1 5 1 3 

6 8 7, 0 8 2 5 9 0 

6 9 8, 1 0 4 6 7 5 

7 0 7, 8 2 5 6 5 2 

7 1 7, 8 0 0 6 5 0 

7 2 6, 9 6 4 5 8 D 

資料；新日鉄室蘭製鉄所安全課調べ（ 19 5 5年～70年）、室蘭

労働基準監督署調ぺ (1971......,72年）、道立労働科学

研究所「臨時エ・前編』（但し 19 5 3年の数字に関してのみ）

による。

I I 9 5 0年代後半期の下請移管の特徴

(1) 間接部門匹

図1-2を参照すれば分るように、鉄鋼業の生産工程は原料の荷役作業から始まる。この工程か

ら最後の工程の成品の船稼みまでには何段階もの工程が存在する。そして 1つの工程から次の工程

の間には必ず輪送業務がつきものである。このことは鉄鋼業における輸送業蒻の位置が非常に高い
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ことを示している。そして、新鋭製鉄所になるに従って輸送コストを低めるようなレイアウトがエ

夫されている。

この輪送業務（陸連部門）の一部がこの期に下請化され始めた。新日鉄室蘭労組役員の 1人はこ

の間の事情を次のように語っている。

「昭和31~2年頃ですね輪送部門が下請になったのは、輸送部門が何故下請容易だったかとい

うと、そもそも船から岸壁に原材料を降す作業、つまり荷役作業ですが、これは港湾荷役業者が持

っていたのですね（昭和 2 6 年から荷役作業の一部が請負化••…筆者）。その港湾荷役業者が（自

分達が）揚げたんだから俺の方で運ぽうかということで自動車運搬もだんだん下請化されてくる。

・・・・昭和 3D年までは会社の直営のトラックは多い時で12□~3□台もあったのですねoそれが

下請化され出した。」。

(2) 直接部門四

すでに 5D年代前半期に部分的に始まっていた成品・半成品の手入・結束・梱包作業の下請化が

この期に本格化した。

5 7年のホットストリップ・ミルの稼動開始とともにコイルの結束・梱包作業が下請化され、つ

いで 58年に、線材の結束作業が下請化されたo他方、成品・半成品の手入作業の下請化はこれに

若干遅れて始まった。例えば、 ホットストリッブ・ミルでつかうスラプ手入作業が 57年に、線材、ビ

レツトのスカーフィソグ作業が 6D年に下請化された。

このように、 5D年代後半期は主要三工程のうちの圧延工程の前後処理作業（成品・半成品の手入

・結束・梱包作業）の下請化が本格化した時期だったのである。 61年以降も類似の作業が、新エ

場 (65年の蹄広工場、 66年の連鋳工場、 6 7年の田路即場）の稼動とともに下請•されるが、そ

れはこの期に敷れたレール、すなわち、圧延工程の前後処理作業の下請化という流れに従ったまで

のことである。圧延工程の前後処理作業の下請化の素地は、 5D年代後半期につくられたといえる。

2 196 0年代前半期の下請移管の特徴

6 D年4月に出された「第 3次設備拡張にともなう人員計画Jでは、

「……今回の人員計画においても必要充足人員の大半は、新規採用で充足することになるが・・・・一

部はやはり配置転換による充足を考えざるを得ない。この配置転換を行う場合としてほ、主として設

備の機械化、自動化、集中化により行う場合と、一部作業の請負化、外注化あるいは購入への切替え

により行う場合とがあるo後者については、経営上の観点から、今後は直営作業の重点を、製鉄業本

来の本体作業におくことが望ましく、またこれが業界一般のすう勢である事情から種々作業の性格を

考えて決定した。伽里部門については、•生産設備を主体とした修理やその他の突発的修理に直営の重

点をおく o ・・・・荷役作業については、今後は請負化の方針をとる・・．．。」〇＄ （傍点は筆者）という方

針が打ち出され、間接部門を中心に下請化が相ついで実施されf..:0

(1) 間接部門

上記の「第 3次訛澗広張にともなう人員計画」で触れられていた荷役作業及び修理作業の全面的

な下請移管が、この期に開始した。

前者についてほ。その一部がすでに 51年に山本弘業、橋本通運などの港湾荷役業者に移管され

てはいたが、 5D年代後半までは荷役現業員から「常傭」に切り替えられた本工労働者が荷役作業

の大半を占めていた。しかし、上記q什画ヵ屯も出されたことによって、 6D年にプルトーザー運転i
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玉掛、合図マン等の作業が下請化され、ここに一部の作業を除く港湾荷役作業の全面的な下請化が

踏み出された。

後者の修理作業に関しては、 60年にガス管修理、平炉修理、特殊溶接（海運課）が下請化され、

ついで63年に配管作業、ボルト増締取替、機械部品の取替、シユートライナーの張り替、パッチ

当（以上機械関係）、配線修理、機器の取替、機器端子の取替取付、機器部品の取替・摺合（以上

電気関係）が請負、外注化され、 79人の社外エ労働者が保全関係の各部門に配置されたo （表 1

-4) 

表 1-4 1963年の小修理請負配置

地 区 機 械 電 気

製銑地区 9人 3人

焼結地区 1 1 2 

化工地区 1 0 3 

製鋼地区 1 9 5 

条鋼地区 5 5 

鋼板地区 5 2 

計 5 9 2 0 
．．． ． ヽ・・ .. ・-・・ 、し ● • •一 • 1... ..•—· • ・鼻＿ -

但し、この数字は 63年に配置された社外工労働者数だけ
を示す。

(2) 直接部門

6 0年の「第5次設備拡張にともなう人員計画」の中でうたわれていt.:;,「・・・・直営作業の重点を製

鉄所本来の本体作業におく」という方針に基づいて、間接部門と同様、直接部門の作業の下請化も

促進された。

この期の下請化の特徴は50年代後半期の圧延工程の前後処理作業中心の下請化と異なり、製鋼工

程中心の下請化だったことである。例えば、モールド作業といって造塊の表面処理をよくするため

にアルミ・石灰を鋳型に投入して鋳型を整える作業(64年）や、鋳型の表面に浮いた鋼滓を巾 4.

5寸、長さ 12尺の抜き板ではねる除滓作業(63年）や、はねた鋼滓を回収する利材作業 (60 

年）等の下請化がそれである。これらの作業は本工の従事する「本体作業」 ~n と異なり、 「熱くて

ほこりがする辛い作業」08 である。本工労働者は社外工労働者が準備した鋳型に溶鋼を流し込み、

固まった時に鋳型から鋼塊を抜き取るだけである。 「本体作業」以外の作業はすべて社外工労働者

が行なうのである。

3 1960年代後半期以降の下請移管の特徴

(1) 間接部門

すでにみたようtこ陸運部門は 50年代後半期以来・下請化が進み、 60年代の前半期にはコイルの

浜出し作業（トラック運搬と玉掛け）までが下請化されるに至った。しかし、陸運部門の全面的下

請移管は6D年代後半期以降といった方が至当てある。すなわち、 6 5年に、コイル浜出し作業中、本工

労働者に残されていたラムトラック運転の下請化を皮切りに、 6 6年には高炉の溶銑を転炉に連ぶ

ジーゼル運転とバス運転を除くすべての陸運作業が下請に移管されたoかくして、 70年には、陸

運部門の下請化率は7 0％近くに達した。

また、 60年代前半期に一部の作業を除いて下請化が全般化した海運部門でも、本工労働者の主要
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な戦種であった岸壁クレーン運転が、 72年に当製鉄所が日本通運との共同投資で北 5バースを築

港したこともあって、本工労働者の手から離れて日本通運労働者の手に移されたo 但し、北5バー

ス以外の岸壁クレーン運転は本工労働者の手に残ったのであるがo かくして、原料ヤードの岸壁ク

レーン運転と成品ャードの一部の岸墜クレーン運転を除いて、その殆んどが下請化された。

さらに、この時期四ま、前述した修理作業の下請化も進展し、 68年に熱技術課の秤批機の修理、

コークス工場のスクレーパー整備作業の一部及び小修理作業が請負、外注化され、 70年には修

理部門（但し賂備課）の下請化率は 34. 6％に達した。

(2) 直接部門

6 0年代後半に入ると、まず、 「本体作業」以外に若干残っていた本工の作業、すなわち、ラペ

ル••シール貼り、成品検査等が下請化されたo ついで、本工労働者の理城とされていた「本体作業］

の一部が浸蝕されたo 例えば、 68年に高炉工場における炉前の樋修理作業が、 67年に H形鋼工

場のクレーン運転が、 6 6年以降に製鋼工場におけるスプラッシュ樋製作作業、鋳型・クソデイッシ

ュ修理作莱及び高炉工場の溶銑鍋修理作業が下請化された。

「ラインが本工の仕事で、それ以降が下請の仕事だったんですo つまり、ライソの終った所が本

工と下請の接点だったのですね。この接点を少し前までづらしたということですo 例えば、製銑の

場合は鍋修理の下請などがそうですねJ（新日鉄室蘭労組役員）。

以上、各段皆毎に下請移管された作業内容の特徴をみてきたが、間接部門はもとより、直接部門

にも大量の社外工労働者が進出してきたのであったo

表1-5、図1-2は、工場別下請作業名及び労働力構成であるが、これによると、間接部門の

下請化率には及ばないにしても、 直接部門の中の基幹三工程の下請化率は、棒線工場（現在の

第 2線材工場）の 60％絵底頭に、第 2製鋼工場、第 1鋼片工場が各々 49%、48％に、基幹三

工程全体では 4o. 6％に達している。そして、そこでの労働力構成は、基幹三工程の枢要部である

「本体作業」に若干名の社外工労働力が、その囲りの「本体作業」に直結する作業に圧倒的多数の

社外工労働力が配置されている。その典型例は、棒線工場における労働力楷成である。すなわち、

「本体作業」の圧延ロール運転は、若干名の社外工労働力（ロールの取り替え。修理）を除いて、

ずべてが本工労働力であるのに対して、その前工程の材料精盤作業及び棒線工場の最終工程でエ

場能力の決め手となる位置にある成品精墜作業ではa~ 、 9 0％以上が社外エ労働力である。

かくして、社外工制度は、社外工労働力の絶対的、相対的増加、あるいは「本体作業」の一部の

浸蝕を含んだ「直接的生産部門」（（注） 24、 25、参照）への社外工の進出、さらには、後述

する、社外企業の労務提供的請負業者たる「組」から｀一定の資本と生産手段をもった中小企業への

脱皮などによって、鉄鋼独占体の死命を左右しうる程のウニイトをもつに至ったといえよう o社外

企業は鉄鋼独占体の生産機檄内部に深く刺さり込んだがため、その存在は鉄鋼独占体にとって無視

できぬものになったのである。

「直接的生産部町の作業を最も大批に請負っている第 1鉄鋼常務取締役の言葉は、このことを

端的に物語っている。

「製鉄所と分業体制でライン部門（「直接的生産部門」）を請負っているのであるから、私の方

が遊べば、親会社の方も遊ぶことになるだろう。そういう意味では（経営の）安定度は大きいです」。
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図 1-1 基幹三工程における主要作業の下請移管時期

製銑 製鋼・造塊 分 塊

第 1製鋼（小転炉） 第 1鋼片（分塊）

ランス整備 1 9 6 1年 鋼片整備、ビレット結束
転炉小修理 6 1年 1 9 5 4年
製銑地区整備 6 3年 鋼片手入、スカーフィン
小転炉原料投入及び利材 グ 6 0年

64年以降 → ロールビット・スケール

大樋整備 造塊整備 64年 処理 6 1年

1 9 6 8年 連鋳付帯作業 （但し、↑連、 2連鋳の

溶銑鍋修理 → （鋳型・クソデイツシユ修理） スケール処理は各々、 6

66年 6 6年以降 6年及び71年以降）

鍋残銑処理 除臨ダスト処理 ？ スランドル運転

56年 6 6年以降

鋳銑処理 連鋳及び鋼片精6整年以
6 3年 6 降

高炉灰出し グラインダーソー切断

6 0年
？ 

炉滓鍋修理
55年以前 フィルクー清掃 ？ 

レン` ガ修理
？ 

鉄屑水割加工

？ 第 2製鋼（転炉） 第 2鋼片（分塊）

3BFコークス
粉処理 ？ 転 j材 1 9 6 0年 スラプ手入 1 9 5 7年

仲町製造水滓貨 転炉除滓 6 3年

車被 ？ 製鋼地区小修理 6 3年
ピット・スケール揚げ処

クールクンク清 モールドヤード作業 6 4年

掃 ？ 
→ スプラッシユ樋製作 理 6 1年

6 6年邸降 ←→ ステンレス手入

炉下ジーゼル運転 6 8年 遅くても 65年以前
サプラソス操作 69年 ステンレス検査 6 8年
除塵ダスト処理 ？ 

フィルクー清掃 ？ 

資料 新日鉄室蘭製鉄所『労働だより』 19 5 9年 11月～ 72年 7月、
新日鉄室蘭労組『要員改訂に関する団体交渉諾事要録』 19 6 8年、
第 1鉄鋼社内報『こうゆう』 19 6 3年 8月～ 72年 7月

圧 延

条鋼（条鋼• H形鋼）

畠材 暉 孵 入 1952年

r ヽ
条鋼材端盤（＾ツリ） 54年

手 条鋼材精慈結束・その他） ？ 
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（但し、 H形加熱のクレーン
運転を除く）

線材（線材・棒線）

線｛ミスローI頭 1 955年噸
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6 1年→ 
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加熱炉玉掛 遅くても 67年以前
加熱炉掠分け 68年 ー→

フイルクー清掃 ？ 
ロール・スキンパスロール運転？

太平工業社内報『たいへい』 19 6 8年 3月～70年 11月及び 19 7 2年 8月の社外エ聴き取り調査による。
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図1-2 新日鉄室蘭における労働力構成ー特に社外工の位置ー (1970年 3月）
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（分塊）

労働者 495人
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I (325%) 

（作請 1 61) 

熱延
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（作請 2 8 7) 

労励者 42 7人
｛本工 224
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I C 47.5%) 

（作請 203 53 15 0) 成品
（製品出荷）
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某幹三工程構成

製 I
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本工
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25旦 5 4 4 

冷 延

労細 2 0 7人
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（作請 5 7) 
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本工

鎮 l社外工
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圧 I
労
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本工

延 1社外工
1,248 (59.7) 

843 ~_OJ 

5.067 (100.0) 

計 1
本工

3.010 (59.4) 
社外工

2.057 (40.6) 

問接部門計 原 料 （成打品出荷品•) 只 材 陸 運 海 迎 工 程 ± 廷工 作 動 力整 備 技 術条鋼技術 鋼板技術 然技術 研究所

総 数
5,923 人 8 11人 675人 156人 1,152人 399人 7 4 A. 300人 578人 557人 405人 24人 91人 44人 361人 31 6人

(100.0%) (100. 0) (1 00.0) (1 00.0) (1 00.0) (1 00.0) (100.0) (100.0) (1 0 o.o) (100.0) (1 0 0.0) (1 00.0) (100.0) (100.0) (1 00.0) (1 00.0) 

本 工 2.9 5 96%人) 155 21 5 78 54 8 156 74 135 4 5 5 4 5 4 265 24 75 44 1 84 5 1 6 
(4 9. (1 9.1) (31.9) (5 o. 0) (30.2) (3 4.1) (100.0) (4 5.0) (7 8.4) (84.5) (65.4) (1 0 0.0) (8 2.4) (100.0) (51.0) (1 00.0) 

社 外 工
2,9 6 7 人 656 460 78 804 263 165 125 8 5 140 1 6 

1 / 7 4 7 9 o l (5 0.1o/o) (8 0.9) (6 8.1) (5 0.0) (6 9. 8) (65.9) (5 5.0 l (21.6) (1・5.5) (3 4.6) < 1 7..6ヽ

（作栗請A)
(2.3 5 3人） (656) (460) (7  8) (7 54) (2 6 0) (-)  (2  8) (4  7) (1  0) (42) (-)  (16) (-)  (-)  (-)  

（工事請!¥) (61 6人） (-)  (-)  (-)  (5  0) （ 3) (-)  (1 5 7) (7  8) (73) (9  8) (-)  (-)  (-)  (177) (-)  

2. 問接部門構成

資料

（注）

新日鉄室蘭製鉄所安全課『昭和 45年度安全管狸方針』及び同『新日鉄室蘭協力会協力事業所安全管碑組織図』 (70年 8月 1日）による。

但し、社外工労働者にづ‘ては、主としで定迎長資料によつているが、圧延工程条鋼部門にづ、ヽては『安全管碑組織図』の人数をとつたo

上記の図表は、専修大学経済学部鍋島力也氏作成の資料を一部加工したものである。



表 1-5 課・工場別請負作業名 (197 0年 3月）

部
課・工場 作 業 名門

焼（製銑原料） 防塵ダスト排出、コンペアー下粉鉱排出処理、石炭ホッパ一切出し・貨車甜み、高炉用

鉱石運搬、入槽、フィルクー整備、フイスボール製作

製 銑 高炉用混煉耐火物運搬、鉄屑小割加工、 3BFコークス粉処理、鋳銑作業及び整備、鍋

残銑処理、涸炉ガス灰処理・運搬、除臨器灰出し、仲町製造水滓鮨車敬、 KR作業、高

炉作業、鍋修理、タールタソク消掃、製銑設備レソガ補修、溶銑鍋修理

直
第 1 製鋼 連鋳付帯作業、小転原料投入及び利材、小転炉整備、造塊作業、除胞ダスト処理

第 2 製鋼 転炉の利材•除滓、炉下ジーゼル迦伝、サプラソス操作、スプラッシユ罐製作、モール

ド鋳型定盤処理、転炉小修理．鋳型修理、台車注入段取り、造塊盤備、除腿ダスト処理

第 1 鋼片 鋼片の整理・手入れ、グライソダーソ一切断、連鋳鋼片精整、ストラドル運搬、 H形鋼

接
加熱材手入・玉掛、ロール・ピット、 1• 2連鋳スケール処理、大剪断機屑処理、フィ

ルクー消掃

第 2 鋼 片 ピット・スケール椰ゲ、ステソレス手入、スラプ手入、フィルクー清掃

条 鋼 H形鋼梢整、条鋼精整、鋼材酸洗、 H形鋼圧延ロールガイド格備、鋼材輸送及びクイヤ

部
修理、ピット揚げ、フィルクー消掃、 H形電気室消掃

第 1線材（線材） ミスロール処理、線材結束•その他、スケール揚ず、フィルタ一消掃

第 2線材（棒線） 材料・成品精整、ミスロール処理、スケール揚げ、フィルクー消掃、オイルセーラー室

消掃

門
熱 延 成品の梱包・結束、加熱炉玉掛・振分け、スキソバスロール運搬、フィルクー清掃

冷 延 成品の梱包・結束、ロール運搬、コィルの貨車甜み、フイルクー消掃

コー ク ス 石炭ホツパ一突落し、冶具賂備、油滓処理、炉体修理

化 成 油滓処理、中ピッチ処理、ソーダー回収、硫安包装粉砕

原 料 水滓鰯、バラス麟、取鰯、転炉滓破麟理、スカーラッププレス・運搬、ロー

ル屑切断破砕、製鋼屑処理．．栖困廿し鉄屑破砕、マグネット選別、鋼屑パイプ我断、楷

内埋没鉄屑及びレソガ屑選別・回収、レソガ屑卸し選別・回収、原料・副原料甜卸し、

間
5バース石灰石荷役コソペア運転、石灰石粉砕、未選塊コークス箭分、ホッパーコーク

ヽ
ス作業、スケール節分

成 品 国内及び輸出向線材大結束、線材及びコイル運搬、成品船稲荷役、玉掛け旅み卸し、条

鋼炭の切断荷揃、乱尺ビレット切断、省線貨車シートかけ

接 資 材 ワイヤー玉造り作業、酸化鉄回収、購入レ｀ノガ貨車卸し・解梱、貯蔵品の配達・整理、

＾廃油再生作業

陸・ 運 自動車こよる原料・副原料運搬、成品・半成品運搬、スケール運搬1灼宰貨車稲入塵介

部 貨車棋み貨車・軌条修理、軌道修理、クソク車清掃、車上転換装饂修理喩ヂーゼル機関

単修理、自動暇網L描内鉄道線路清掃、高炉滓鍋返し、鋼滓処理、輸入銑鉄積込み

海 運 原料の船揚げ荷役、中央船溜、海面汚濁処理、 18バース落鉱石収狼運搬、船紺修理

門
工 作 疇疇噂、鋳摯・細紐つり、溶解卿処理、クレーソワイヤー修理、第 2製

鋼鋳鍋ストッパー操従装既修理、配管用バイプ酸洗、ガスコソプレッサー修理、転炉金

物修理

土 建 描内道路補修、描内幹線道路撤水及び消掃、第 1戻水オイル吸取り、第 2戻水スラジ処

理、水源地構内整備•生コン練り、楷内給配水、社宅修理、港湾潜水、プリストマソ

浚裸

動 力 Cガス脱硫剤眠替及びドレーソ抜き、中発タービソ運転補助、電気掛落接1悸侮、酸素機
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部 課・工場 作 業 名
門

動 力 械小修理、構内電気配線、構外照明電灯、蒸気掛機器掃除、ガス配給設備、蒸気配給設備•
間 転炉ボイラー

接 盤 備 倉庫内外機械部品移動塾理、熱延工場膨輯測呆全設備の給油清掃、熱延・冷延·化工•第

部
1 製鋼•第 2 製鋼・棒線・各地区の機械小伽里．機械部品の解体整備、製銑原料地区設備

修理

門 条鋼技術 機械試験片運搬、試験片製作

熱 技 術 転炉及び鍋修理、 RH連鋳レソガ修理、金物加工修理、計器類修理、各秤巌機修理

蜘 ： 新日鉄室蘭製鉄所安全課『昭和 45年度安全酌里方針』による。

第 3節 社外企業の「育成」と再編成

1 社外企業の部門別特徴とその性格

表1-6は新日鉄室蘭の社外企業一覧である。これによると社外企業数は、 1次下請だけで 98社、

2次下請を含めると 32 6社である。しかし、この表には一部の 2次下請しか含まれていないから、

実際の企業数はまだ多いと思われる。

次tL.社外工労翫旨数は、毎日変動するため正確な数字を把握しにくいが、比較的信頼度の高い新

日鉄室蘭協力会及び室蘭労働基準監督署の調ぺ（表 1- 6)によると、 68年以降、 7,0 0 0人から

8, 0 0 0人の間を日に月に変勁している。このうち 30％前後は 2次下請の労働者である。

2次下読労働者は作業請負分野よりも工事請負分野に多く、工事請負分野の全社外ェ労働者中に占

める割合は 70年 9月現在で70％以上にも達する。これとは逆に作業請負分野では、 2次下請労働

者の割合は 70年 9月現在で 10％強にすぎない。このように請負分野によって 2次下請労働者数に

差異が生ずるのは、工事請負分野が機械・設備等の据えづナ・建設あるいは港湾の建設、電気修理な

ど主体の工事分野で、その雇用巌ほ季節的変動が大きく、日雇い労働市場と密接な係わりを有している

のに対して、作業請負分野は、 「常例作業」といって一定量の作業を継続して請負う分野で、その雇

用批は、季節的変動が少なく、 日雇い労働市場との係わりが比較的弱いことによる。
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表 1-6 社外企業別労働者数と 2次下請企業数

社外工総数 (2次下諮労働者数を含む）
2 次下諮企業数

部門別 会社 名
（カッコ内は2次下請労働者総数）

1 9 7 D年3月 1 9 7 0年9月 1 9 7 1年3月 1 9 7 1年9月 1 9 7 2年3月 1 9 7 2年9月 1 9 7 0年8月 1 9 7 1年12月

人 人 人 人 人 人 人 人
直生 1 第一 鉄鋼 978 999 9 6 1 9 3 D 886 875 2 (1  8) 1 （ 9) 

接産部 2 幌清 建 設 340 321 385 4 0 4 367 3 0 1 1 (2  4) 3 ( 5  2) 

的門 3 太平 工 業 334 3 1 8 430 ？ ？ ？ ？ ？ 

（小 計） (1, 6 5 2) (1, 6 3 8) (1, 7 7 6) (1, 3 3 4) (1, 2 5 3) (1, 1 7 6) 3 (4  2) 4 (6  1) 

作
原-4 産業振典 479 498 558 483 5 1 6 507 2 (1 3 4) 3 (54) 

料 5 吉川工業 1 7 1 1 7 5 1 6 2 1 4 4 1 3 6 1 3 0 

゜ ゜業 処
6 浜 野 鋼業 249 239 243 2 1 4 202 1 7 9 

゜ ゜理
部 7 豊誠 工 業 1 2 1 1 1 8 1 2 9 1 2 2 1 2 6 1 2 7 

゜ ゜
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請 門
8 産鋼商 会

（小 計） (1, 0 2 0) (1, D 3 D) (1, D 9 2) (963) (9  8 0) (943) 2 (134) 3 (5  4) 

負 ， 日 本 通運 240 295 2 1 1 202 2,2 5 255 12 (158) 7 (1  4) 

輸
1 D 栗 林商会 3 6 1 366 3 6 1 332 31 5 287 3 (7  2) 1 （ 2) 

分 1 1 陣上工業 3 71 387 355 5 5 5 281 263 

゜ ゜送
1 2 梱本 通 運 420 390 607 483 461 393 1 ( 2  5) 1 ( 2  4) 

野 1 3 鉄 原 75 7 2 7 1 34 5 5 28 2 (3  7) 1 (3  0) 

部
1 4 岩川 商 会 96 9 5 9 1 98 88 87 

゜ ゜1 5 大坪運輸 8 0 75 69 66 66 7 0 

゜ ゜門
1 6 坂 田 組 5 1 29 3 1 5 1 32 3 1 D D 

1 7 宮士開発 1 6 1 8 1 6 1 7 1 7 1 3 

゜
D 

1 8 北貨運輸 22 20 20 33 2 1 2 1 

゜ ゜（小 計） (1, 7 1 2) (1, 7 4 7) (1,832) (1, 6 2 9) (1, 5 3 9) (1, 4 4 8) 18 (292) 10 (70) 

1 9 大昌 電気 40 3 3 24 34 29 3 6 5 ( 2 3) ？ 

電 2 0 大 同電設 54 6 6 57 3 1 48 52 7 (32) 6 (2  2) 

2 1 拓北 電業 7 6 74 76 73 87 9 1 5 (1  0) 5 (1  2) 



気
22 北都電機 1 2 2 1 3 1 1 2 8 1 7 8 1 2 6 1 1 7 3 (2  3) 4 (20) 

工 23 山口電気機械 33 29 34 1 9 27 23 6 (4  7) 6 ( 2) 

事 24 東 芝 2 2 ？ 
部
門 25 三菱電気

工 26 トナミ電気

（小 計） (3  2 7) (335) (31 9) (3  3 5) (31 7) ( 3  1 9) 26 (135) 21 (5  6) 

27 太平工業 789 978 7 1 1 1, 1 8 1 9 77 959 34 (613) 30 (540) 

28 丸彦渡辺 2 D 1 2 1 2 229 1 7・5 1 0 5 1 8 7 17 (141) 6 (40) 

事 29 加藤 工 業 126 1 3 1 128 1 3 6 1 2 1 1 3 5 7 (7  2) 7 (8  5) 

土 3 D 五洋 建 設 3 1 0 272 2 1 8 208 1 6 2 235 18 (241) 17 (205)ふ

3 1 菅組工事 1 9 6 1 6 2 1 6 9 1 5 0 1 1 4 1 2 7 11 (96) 8 (8  5) 

木 32 黒 田動熱 1 8 4 1 8 0 1 7 0 1 5 3 1 2 D 1 4 1 12 (165) 12 (165) 

諮 33 南北海道ヂーもレ 97 94 82 82 8 1 7 6 1 (1  5) 1 (?)  
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． 
34 大和工業 042 255 225 264 2 D 7 2 1 2 1 (6  6) 1 (6  6) 

35 楢崎 造 船 89 78 60 7 4 66 74 7 (89) 7 (5  1) 

建 36 特殊 電 極 22 23 1 7 23 23 1 5 1 ( 2  8) 1 (2  5) 

負 37 神 尾 組 5 D 55 47 4 6 4 3 4 2 3 (20) 3 (2  D) 

築 38 北 典工業 3 1 4 0 3 1 55 30 42 4 ( 5  9) 3 (29) 

39 太田 建 設 44 56 45 3 6 34 53 8 ( 7  9) 2 (32) 

工 40 泰和車輛 8 8 8 8 ， ， 
゜ ゜分 4 1 光和技研 1 8 2 1 1 3 26 1 8 1 9 ？ ？ 

事 42 札 幌ゴ ム 1 4 1 0 1 3 ， 1 1 1 1 

゜
D 

43 函館ドック 45 6 7 45 32 22 6 7 (4  4) 5 (41) 

部 4 4 日立製作所 30 4 3 65 7 (84) ？ 

野 45 北海道ゴム 6 3 2 3 3 3 

゜ ゜門 46 三井造船 1 2 1 5 2 (32) 

47 大平電業 56 8 1 23 、21 1 3 20 5 (2  9) ？ 

48 伊 藤組土建 5 7 9 (4  4) 

49 鹿島 建設 3 0 2 (3  5) 



社外工総数 ． (2次下請労働者数を含む）
2 次下請企業数

部門別 会社名 （カツコ内'12次下請労働者総数）

1970年5月 197呼 9月 1 9 7 1年5月 1 9 7 1年9月 1 9 7 2年5月 1972年9月 197 0年8月 1 9 71年12月
人 人 •人 人 人 人 人 A. 

50 清水建設

51 大成建設 55 70 7 0 1 0 2 40 53 12 (204) B (?)  

52 高橋術生工業

53 戸田建設 7 25 ？ 
土・

54 藤 田 組

55 三井建設 1 0 26 5 1 5 4 (21) 
木 56 山口建設 8 1 2 6 ・4 (4  7) ..::: 

工 57 神道路建設 25 24 6 1 4 7 5 5 3 (?)  3 (?)  ． 
58 富士友金属 5 

59 田村設備 36 35 40 1 (1  3) 
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事 建 60 千代田化工 5 ？ 
6 1 三興製作所 ..:.. 1 0 

築 62 大林組 ..:.... 1 5 
請

田中製作所 5 63 

工 64 日生下産業 ， 

負 65 日鉄溶接

事 66 早川理工

67 三菱重工

分
部 68 古川鉱業

69 第一金属

門 70 日 協産業 --:-
野

内外建設7 1 

72 西華産業

73 住友重機

74 住友金属

75 守谷製衡

76 北見化工機
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資料：

（注）

i 
土工

77 幸袋工作所

杢事
78 大阪鋼材

建部 79 甲陽建設

築門 （小計） (2.8 1 0) (2.9 0 9) (2,324) (2,932) (2.241) (2.5 1 0) 1 7 9 (2.2 2 4) 1 1 5 (1,397) 

80 栄善食セソター 1 8 1 8 1 7 2 1 1 8 1 4 

゜ ゜8 1 同 潤 社 5 5 5 44 43 46 ？ ？ 

82 日本鉱油 2 2 3 5 5 5 

゜ ゜附 83 富士縫製 40 43 43 39 4 5 43 

゜ ゜84 芙 蓉 1 8 20 1 9 1 8 1 2 1 2 

゜ ゜85 富士共同貯油所 7 7 ， 
゜ ゜86 宮士グリル 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 1 2 ？ ？ 

、帯
報恩食品 25 27 ？ 

゜87 28 25 24 

88 登別造園 4 3 3 ？ 

89 友和産業 4 4 5 ？ 

部 90 ホームストアー 128 ？ 

9 1 共同石油
， ， ， 

92 東京化成品 22 3 ？ 

門 93 入江商店 3 

゜9 4. 室蘭フード 1 4 2 1 4 7 

95 フアウドラー 1 7 

96 出光興産

97 日本ニアフィルタ―

98 トナミ商事

（小 計） (107) (1 3 9) (157) (326) (329) (3 1 8) 

゜ ゜
総 数 7,628 7,798 7,480 7, 51 9 6,659 6, 71 4 2 2 8 (2.8 2 7) 1 5 3 (1,638) 

紺這蜘うち 19 7.□年 5月、 9月及び 19 7 1年5月分は新日鉄室蘭製銑所協力会調べによる。 19 7 1年 9月、 19 7 2年 5月及び 9月分は室蘭労働基準監

督署調べによる。 2次下請嶼数は新日鉄室蘭製銑所安全課『室蘭協力会協力事業所安全管狸組織図』 (1970.8.1、 1971.12.20)による。

1 9 7 1年9月以降⑰太平工業の労働者数は作業請負、ヱ荘諮負の分野別に分けられてないため一括して工事請負分野の労働者数としたo しかし、その炉字には作業

請負に従事している労働者数が含まれていることに注意してほしい。マ

細の（一）は新日鉄室閾の作業を全く請負っていない時の場合を示す。



ところで、社外企業のクイプは、大別すると作業請負分野の社外企業と工事請負分野の社外企業に

分れるが、作業内容によって、さらに次のように細分できる。

＜作業請負分野＞

(1) 「直接的生産部門」

この部門の作業を請負っている企業には、第 1鉄鋼、幌清建設、太平工業、産業振興、橋本通運

がある o このうち、前 2社を除いて残りの 3社は、その主力を他部門t埠tいている。すなわち、太

平工業は、 「土木・建築工事部門」に、産業振興ほ、「原料処理部門」に、橋本通運は、

「輸送部門」にである。しかし、 3社のうち太平工業及び産業振興の場合は、 「直接的生産部門」

の請負量が、この部門の専属的請負企業の第1鉄鋼、幌清建設の請負量に匹敵するか、あるいは若

干下まわる量で、無視できない数字を示す。

ところで、上記 5社が請負っている「直接的生産部門」の作業とは、表 1-7、図 1-5からも

分るように、基幹三工程（製銑、製鋼、圧延）の作業で、かつ「本体作業」に直結する部分である。

すなわち、田配［程の前後処理作業（材料。成品・半成品の手入・結束・梱包等の精整作業）を第

1鉄鋼を中心に太平工業、幌情建設、産業振興によって、製鋼工程の造塊型抜きの準備。後処理作

業（モールド作業、除滓作業、利材作業等）を太平工業、橋本通運によって、製鋼及び製銑工程の

ストッパー（溶鋼鍋の栓）づくり、クソディツシュの地金。カス取り及び溶銑鍋の修理作業を幌清

建設、太平工業によって、それぞれ請負われている。

以上で分るように、こ窃祁門の企業の作業内容は、 「本作作業」に直結するものであり、後で述べ

るダスド処理、高炉灰処理、スケール処理及び清掃等の補助的、雑役的作業とは、同じ基幹工程の作

業でもその質を異にする。このため、親企業はこの部門の社外企業の「育成」に特別の注意を払って

いる。

(2) 「原料処理部門」

この部門にほ産熙詞貝、吉川工業、浜野鋼業、豊誠工業、産鋼商会が属するo 但し、現在、産鋼

商会は殆んど仕事を請負っていないので、実質的には他の4社だけでこの部門の作業を請負ってい

るといえる。

この剖門の作業内容は、転炉に装入する鉄屑（輸入鉄屑あるいほ製鋼屑、圧延屑）のプレス加工

作業（産業振興）、パイレン作業（転炉滓から鉄屑を回収する作業で、吉川工業、浜野鋼業）、及

びスケール処理作業（庄延工程で鋼片が加熱されて、表片が落ちて鉄粒になったものを水槽からバ

ケットクレーンで掴み揚げて処理する作業で、豊誠工業）等のいわゆる鉄屑の加工。回収・廃棄作

業である。

(3) 「輸送部門」

この部門にほ10社が属するo 作業内容は原料荷役（橋本通運、第 1鉄鋼）、原料運搬（橋本通

運、陣上工業、岩川商会）、成品運搬、成品荷役（日本通運、栗林商会）、高炉灰、製銑原料ダス

ト、製鋼ダスト、化成。コークス工場油滓等の排棄物の処理・運搬（大坪運輸、陣上工業、坂田組）

等である。

＜工事請負分野＞

(4) 「電気工事部門」

こ咲邪門には大昌電気、大同電設、拓北電業、北都電気、山口電気機械などが属する。しかし、

これらの企業の手に負えない大規模工事の場合には、他の大規模企業が随時導入される？
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図1-3 新日本製鉄室蘭製鉄所社外企業配置図 (1970年 3月）
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汽料：新日鉄室閑製鉄所安全課『昭和 45年度安全管理方針』から作成。‘



表1-7 社外企業の主な作業内容と配置人員数(1970年 3月）

分類 会社名
主管課

作 業 内 容 及 び 配 置 人 員 数及び工場

第 1鋼片 鋼片整理(111人入鋼片手入 (117人）、グライソダーソ一切断(3人）

第 2鏑片 ステンレス手入、スラプ手入等 (21)

成 品 国内及び輸出向線材大結束 (18入条鋼炭の切断荷揃作業 (9)

海 運 原料の船揚げ荷役その他作業(105)
直

線 材 線材結束その他 (36)第一鉄鋼
作 棒 線 材料精整 (84)..成品精整 (54)-ミスロール処理等 (6)

接
条 鋼 条錮精整(35入鋼材酸洗(36).H形鋼精整 (49)、その他

業 熱 延 成品の梱包・結束作業 (39)
的

陸 運 錮片運搬及成品。半成品梢卸等 (26)
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請 工 作 配管用バイプ酸洗 (5)

生
貸 材 ワイヤー玉造等 (16)

負
幌清建設 第 1鋼片 連鋳及鋼片精整 (55)、ストラドル運転 C5)、 H形鋼加熱材及玉掛作業 (15)

産
第 1製鋼 淳鋳付帯作業（g).小転原料投入及利材(45)..小転整備作業（ 5)、造塊整備 (16) 

分 第 2製鋼 鋳型修理外 (54)、台車注入段取 (22)、造塊整備 (22) 
部

製鉄原料 ライスボール製作等 (1_4) 

野 製 銑 仲町製造水滓貨車戟み、 KR作業、高炉作業、溶銑鍋修理
門

第 2製鋼 スプラッシユ罐製作 (23)、モールド鋳型走盤処理 (28)、転炉小修理 (21) 

第 2鋼片 スラブ手入等 (135)

熱 延 加熱炉玉掛作業C9) 

太平工業 条 鋼 H形鋼圧延ロールガイド整備作業等 (15) 

線 材 ミスロール処理作業等 (15) 

陸 運 楷内鉄道線路清掃、貨車小修理、軌条修理、車上転換装置修理

コークス 冶具盤備作業 (3)



分類 会社名
主管課

作 業 内 容 及 び 配 置 人・ 員 数及び工場

賢 整 備 化工・ 2製鋼地区の機械修理 (16) 

的部 太平工業 工 作 鋳造品。銅合金のはつり及溶解原料作業 (19)、部材修理 (8)、クレーソワイヤー修理 (14) 

生門 土 建 構内・外道路補修 (13)、プリストマソ浚渫 (6')、建家修理 (3)、 その他

原 料 東邦プレス (85)、原料処理一貫 (118.1 北部ヤード (51)、品IJ原料被卸 (10)、エ作修理 (30)

産業振興
熱 延 成品の梱包・結束作業 (220)

原
冷 延 コイルの梱包、貨車積作業、情掃等 (52)

作
成 nロロ 乱尺ビレット切断作業等 (10) 

料 吉川工業
原 料 製鋼屑処理稼出し (48)、転炉滓破砕処理 (35)、その他

陸 運 鋼滓処理、輸入銑鉄稜込等（ 17) 
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業
原 料 銑屑破砕マグネット選別 (45)、鋼屑パイプ切断 (13)、ロール屑切断破砕 (67)、煉瓦屑卸し選別・回収 C16) 

処

浜野鋼業 製銑原料 フィルクー整備、小修理作業等 (14) 

理
製 銑 銑屑小割加工(10)、 3BFコークス粉処理 (13)、鋳銑作業及整備 (41)、鍋残銑処理 (18) 

請
原 料 構内埋没鉄屑及煉瓦屑選別回収等C5) 

部
第 1鋼片 ロールビット・ 1。2連スケール処理、大剪断機屑処理、フィルクー清掃等 (17) 

第2鋼片 ピット・スケール処理、フィルクー清掃等 (5)
負

熱 延 フィルクー清掃盤備 (7)
門

豊誠工業
冷 延 フィルクー清掃 (2)

条 鋼 ピット揚げ (13)、フイルクー情掃 (14)、H形電気室清掃 (2)
分

整 備 熱延工場整備保管設備の給油清掃 (3)

土 建 第 1戻水オイル吸取及第2戻水スラジ処理(5)

輸 熱 延 ロール運搬（その都度）
野 送

日本通運 冷 延 ロール運搬（その都度）
部
門 成 ロロロ 省線貨車シートかけ、その他



分類 会社名
主管課

作 業 内 容 及 び 配 置 人 員 数及び工場

日本通運 陸 運 貨物自動車による成品・半成品の運搬及荷役 (60)、本船揚げ運搬 (70)、コークス・原料炭運搬(7)

栗林商会
成 品 線材及コイル運搬作業 (39)、成品船租荷役その他 (251)、玉掛稲卸作業外 (87)

海 運 中央船溜、海面汚濁処理 (6)

原 料 スケール飾分C1 6)、大倉ホッパーコークス作業（ 12) 

作 輸 製銑原料 粉鉱石搬入 (18) 

製 銑 攀用混煉耐火物運搬(81) 

業
第 1製鋼 ダスト処理

送 第 2製鋼 ダスト処理

条 鋼 鋼材輸送及クイヤ修狸 (6)

華n目 陣上工業 陸 運 貨物自動車による原料運搬その他 (18 5) 
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部 資 材 貯蔵品の配達盤備 (3.3)

整 備 倉庫内外機械部品移動整理 (25) 

負
条鋼技術 機械試験片運搬 (7)

門 工 作 マイクロバス運転 C2) 

分 土 建 構内幹線道路撒水及清掃 (1 0) 

動 力 中発クービン運転補助 (3)

原 料 5バース石灰石荷役、コンペアー運転 (2)、石灰石粉砕、未選塊コークス箇分その他 (19) 

野 製銑原料 高炉用鉱石臨時運搬入槽 (37) 

第 2製鋼 転炉利材及除滓て119)、炉下ジーゼル運転 (15)、サプランス操作 (3)

橋本通運 陸 運 貨物自動車による原料運搬 (236)

海 運 原料の船揚。荷役•その他 (145)

コークス 石灰ホッパー突落し (24) 

資 材 購入煉瓦貨車卸し、解梱整理 C2 2) 

鉄 原 原 料 水滓製造 (18)、バラス製造 C9)、豆炭製造 (6)



分 類 会社名
主管課

作 業 内 容 及 ぴ 配 置 人 員 数
及び工場

鉄 原 陸 連 高炉滓鍋返し (18)、水滓貨車旅 C6)、塵介貨車卸し C2) 

資 材 酸化鉄回収 C5) 

作
製銑原料 石炭ホッパ一切出し貨車稽 C1 2) 

輪
岩川商会 陸 運 ピッチ・硫安運搬その他 (20) 

業
化 成 中ピッチ処理 (8)、ソーダー回収 (3)、袋詰 (2)、硫安包装粉砕 (13)、その他 (28) 

送 製 銑 高炉ガス灰処哩・運搬、塵介器灰出し及その他 (33) 

請
大坪運輸

製銑原料 ダスト排出及びコソペア下粉鉱排出処理等 (34) 

陸 運 小型クイヤショペル傭車

負 部 海 運 1 8バース落鉱石収集運搬 C4) 

動 力 Cガス脱硫剤取替及ドレーン抜き作業 (5)
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分 製 銑 クールクソク清掃 (6)
門

陸 運 クンク車清掃 (5)

野 坂田組
油滓処理 (2)コークス

化 成 油滓処理

北貨運輸 陸 運 小型貨物自動車傭車

誓 日本鉱油 資 材 廃油再生作業 (2)

電
大昌電気 熱技術 計器類修理 (35) 

工
気

大同電設 動力 構内電気配線(4)、構外照明電灯 (4)、発変電所電気機器清掃 (3)、蒸気掛機器掃除 (4)

事 第2製鋼 転炉電気小修理 (6)
工

畔n目 拓北電業 整 備 製鋼地区電気小修理（ 7)、化工地区電気小修理 (2)

負
事

棉内・外照明設備電気修理 (6)動 力

分
部

備 鴫（ 3)、鋼片(2)、鋼板 (3)、条錮 (6)各地区貸付整

野
門 北都電気

日常電気修理 C6)、電気設備小修理 C6) 動 力

山口電気機 整 備 製銑原料地区小修理



分類 会社名
主管課

作 業 内 容 及 び 配 置 人 員 数及び工場

丸彦渡辺 整 備・ 棒線機械修理 (4)

整 備 第 1製鋼機械小修理 (2)

加藤工業 工 作 第 2製鋼祷鍋ストッパー操縦装置修理 (4)、転炉金物修理 (6)、各ライナー修理 (1)

工 土 動 力 酸素機械小修理 (4)

整 備 製銑地区小修理 (11) 

五洋建設
木 土 建 生コソ練り（ 16）、楷内給排水 (20)、社宅小修理 (1 0) 

事 菅組工事 整 備 各施設機械全般の小修理（特に高炉の修理）． 
熱技術 金物加工修理 (2)

黒田動熱

建 動 力 ガス配給設備盤備 (8)、蒸気配給設備整備 (5)、転炉ボイラー整備 (17) 
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請 熱 延 スキンパスロール運搬 (9)

築
陸 運 自動車修理 C4) 

工
南北海道 整 備 熱延 (5)、冷延 (2)各機械小修理、キャリアーローラー修理 (7)、機械部品の解体整備 (14)、その他

分 ヂーゼル 工 作 ガスコソプレッサー修理 (5)

事 条鋼技術 試験片製作 (9)

熱技術 各秤最機修理 (8)
部

野 製 銑 製銑設備煉瓦補修（ 15) 

門 大和工業 コークス 炉体修理 (1 D) 

熱技術 各転炉及鍋修理 (103)、RH連鋳煉瓦修理 (14)、転炉小修理 (15) 

楢崎造船 整 備 製銑原料地区設備各部修理 C1 3) 

工 作 特殊溶接 (15) 
特殊電極

動 力 電気掛溶接作業 (2)



分類 会社名
主管課

作 業 内 容 及 び 配 置 人 員 数及び工場

神尾組 土 建 社宅修理

工 土
北興工業 港湾潜水木 土 建

事

建
太田建設 陸 運 軌道修理

苺n目
＇築 泰和車輛 陸 運 ヂーゼル機関車修理

負 工

分
事 函館ドック 海 運 船舶修理
部

野 門 大平電業 工 作 日修走修工事

芙 蓉 土 建 水源地描内整理

資料：新日鉄室蘭製鉄所安全課『昭和45年度安全管碑方針』による。
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(5) 「土本・建築工事部門」

この部呵こほ50社以上の企業が属する。そして、それらは機械の据え付け、機械の小修理等中

心の企業群と土木・建築工事中心の企業群に大別される。前者の主な企業には、太平工業、加藤エ

業、菅組エ卓、黒田動熱、大和工業、南北海道ヂーゼル、丸彦渡辺、五洋建設等がある。この企業

群は、丸彦渡辺、五洋建設を除くと、新日鉄への依存率が比較的高い傾向にある。他方、後者には、

いわゆる総合建設業者が多く、全国の大手総合建設業者が名をつらねている。

くその他＞

(6) 「附帯部門J

この部呵の企業は、消費材の販売などのサービス業に従事する企業である。以下の分析ではこの

部門の企業を除くことにする。

叫、社外箆農0瀕型化を行なってきたが、その中に氏「親工場から請負契約で特定の製品または

仕事の完成についての注文をうけ、主として親工場の構内で作業をする下請会社（社外企業・・・・・・箪

者）」。° (傍点は筆者）の範疇に含めにくい企業がいくつかみうけられる。特に、工事請負分野の

企業に多くみることが出きる。

そこで、以下、現段階における社外企業の性格を若干検討してみることにしよう。

表1-8の「社外企業別資本金」の項をみると、貸本金 5千万円未満の企業数が全体の 4分の 3を

占めている。そして、その多くは地場企業である。これに対して資本金 5千万円以上の企業は、全国

的規模の作業請負業者（産業振興、鉄原）や社外企業の範疇からはずれる港湾荷役専門業者及び独占

的運送業者（栗林商会、 日本通運）、そしてエ胴請負州野における新日鉄への依存率の高い工事請負業者

（太平工業、菅組工事、黒田動熱等）や、逆に依存率の低い全国的総合建設業者（鹿島建設、清水建

設等）及びその他大企業（函館ドック、楢崎造船等）等によって占められている。

次に、同表の「総生産額中の新日鉄に対する依存率」をみると、港湾荷役専門業者、独占的運送業

者、 「電気工事部門」の社外企業、 「工事請負部門」の全国的総合建設業者及び造船企業等を除くと、

その多くが依存率70~1 00％に集中している。

以上のことから、社外企業の性格を次のように分けることが出きる。 1つは、社外企業の範疇に入

らない独占的運送業者、 港湾荷役専門業者及び工事請負分野における新日鉄への依存率の低い全国的総合

・建設業者、その他造船等功侶餞恙 2つは、資本金5千万円以上で、かつ新日鉄への依存率が高い全国

的規模の作業・工事請負業者（社外企業）、 3つは、主に地場企業からなる資本金 5千万円未満の社

外企業である。

ところで、地湯企業を中心とする資本金 5千万円未満の企業群に関してより詳細にみると、その

半数は資本金 1千万円未満である。以lヽ し、これらの企業群は、かっての単なる労務供給的請負業者

たる「組」とは異なり、一定の資本と生産手段をもった中小企業に脱皮している。なかでも変化が特

に著るしいのは、第 1鉄鋼を中心とした「直接的生産部門」の企業群である。第 1鉄銅などは資本

金 5千万円以上の企業に成長している。このように、 「直接的生産部門」の企業の資本蓄積が著るし

いのは、次項で述べる鉄鋼独占体による社外企業の「育成」・再絹成政策と密接な関係を有している。

しかし、いずれにせよ、どの社外企業も従来の労務供給的請負業者たる「組」から、一定の資本と生

産手段を有する中小企業に脱皮していることは事実であるo こうした傾向は、単に新日鉄室蘭の特殊
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表 1-8 社外企業別資本金、総生産額及び生産額の親企業に対する依存率

会 社 名
資本金 1カ年総生産額 生産額の新日鉄 総紺産額に占める

(197眸 2月1日現在） (1 9 6 9年） t函る依存率％）． 労務費の割斜％

万円 万円 ％ ％ 

1第 一 鉄鋼 5.0 0 0 179.609 8 8 55 

2幌消建設 1, DOD 4 1, 1 D 0 1 0 D 5 o. 7 2 

5 太平工業（室蘭支店） 180,000 1 7 1, 9 0 0 7 0 4 1. 7 

4 産業振興（室蘭事業所） 1 5. 0 0 0 86,000 1 DD 55 

5 吉川工業（室蘭支店） 4,0 DD 4 4, DD D 2 5 

6浜野鋼業 480 3, 0 0 0 1 DD 46 

7豊誠工業 9 0 1 4, 2 D 4 1 DD 63 

8産鋼商会 ※ 400 

9栗林商会※ 7, DD D 

1 0 陣上工業 2.5 0 0 51,000 1 0 0 5 0 

1 1 橋本遥 運 2.0 0 0 106,571 65 44 

12 鉄 原 ※ 4 3, 2 D D 

1 3 岩川商会 7 0 0 2 4, 1 2 9 1 0 0 27 

14 大坪運輸 250 10,000 9 0 55 

1,5 坂 田 組 200 2.1 0 0 1 0 0 60 

1 6 北貨運 輸 560 4, DD D 99 3 9. 9 

1 7 大昌電気（北海道支店） 2.8 0 0 19.429 57 29 

1 8 大同電設 ※ 1, DD D 

1 9 拓北電業 1, 5 DD 53,360 3 0 2 2.5 

20 北都電機（室蘭工場） 5. 2 0 0 1 2.7 3 4 7 D 5 4.3 

21 llI口 電 気 機械 1, DD D 2 6,7 3 1 4 D 1 9. 1 

22 加藤工業 5 0 0 23,136 1 0 0 

23 菅組工事（室岡営業所） 9. 9 0 0 27,870 8 D 4 3 

24 黒田動熱（室蘭支店） 2. 6 2 5.5 2 9. 5 9 8 7 0 8 

25 南北海道ヂーゼル 1,250 1 5.0 0 0 53 

26 大和工業 1, 0 0 0 53,400 1 0 0 70 

27 楢崎造 船 ※ 2 5.2 0 0 

28 疇電極(~嘩道営業節 400 2 0, 0 0 0 84 

29 神 尾 組 2 0 0 1 4, D D D 9 2 4 1. 7 

30 北興工業 2.6 0 0 80,350 3 9. 4 

31 太田建設 ※ 1,5 5 D 

32 泰和車輛 1, 2 0 0 1,068 1 DD 52 

33 光和 技研 ※ 1 DD 

34 札 幌ゴ ム 200 8 0 55 

35 函館ドック（室蘭製作所）済 154,716 

36 同 潤 社 1 5 0 8, 9 3 1 1 0 0 5 0. 3 

37 友和産 業 ※ 1, DD D 

38 ホームストアー ※ 3, 0 0 0 

資料 ： 胆椋支庁『大手下請中小企業の労務に関する実態調査』 (19 7 0年 2月）より作成。

但し、※は室岡商工会謡所発行の「 '71むろらん職場ガイドプック」による。

よって、※の項の数字は 19 7 1年 4月 1日現在を表わしている。
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的現象てiまないo 例えば、九州産業大学産業経営研究所の「北九州における八幡製鉄所関連下請企業

の実態」では次のように報告されている。

「25年....まず土建関係部門の請負化が進められたo また昭和 27年には職業安定法施行規則が

若干改正され、従来の労務供給業的なものが認められるに到って、..••八幡港運を通じて請負化され

はじめた。この過程は同時に荷役作業、運搬作業の機械化の進行する中で行われ、ぞの担い手は従来

の単なる労務供給的請負業者たる‘組、から一定の資本と設備をもって労働者を雇傭する中小＼＼企業＼＼

へと脱皮していったo換言すれば八幡製鉄所にとっての下請制の問題が、従来の社外工にみられる労

働配置の問題から、関連中小企業の管理問題へと発展していったことになろう」°°。

新日鉄室蘭の社外企業の資本菩稼過程は上記報告書の．ように50年代前半期から始まったのではな

かった。その開始は、 「35年以前は下請というのは人貸しだったのですねo人間だけをつれていっ

て、設備は会社（新日鉄）のものだったo ところが、昭和 35年頃から輸送部門ではトラック、手入

部門ではグラインディングの機械とかスカーフイングの機械とか、とにかく設備のすべてを下請会社

に買わせるという、いわゆる企業としての体裁を整えてくるのです」（新日鉄室蘭労組役員）の言葉

から分るように、第 3次「合理化」が始まった60年以降のことであった。そして、それは親企業によ

る社外企業の「育成」政策と全く無縁な形ではなかったのである。

次項では、銑鋼独占体による社外企業の「育成」・再綱成の実態をみることにする。

2 鉄鋼独占体による社外企業のr育成」と再編成

第3次「合理化」が開始された 60年頃から、業務の下請移管と同時に生産手段の払い下げが始まり

社外企業は従来の労務供給的請負業者たる「組」から一定の資本を有する中小企業へと体質を変えて

いったo こうした動きに併行して 62年には作業契約課が親企業に新設されて、増大した下請業務の

統一と社外企業の統括的把握がされることになった。つまり、それまで各課・工場毎にばらばらだっ

た請負単価の統一と、特定企業の「育成」を目的とした業務の集中移管がそれである。

しかし親企業が本格的に社外企業の「育成」と社外企業の経営の「近代化」に乗り出したのは、

6 0年代後半以降のことであったo まず、 66年に作業請負分野の社外企業を中心に、請負単価の調

整、作業の合理的配分、労務管理の「近代化」、設備管理の「近代化」を目的として新日鉄室蘭協力

会が設立されたが、その主なねらいは、親企業の「合理化」要求に応えての社外企業自らの経営の

「近代化」と親企業の厳しい単価査定マニュアルに対する請負単価の引き上げ調節であった。 09

ついで、 67~8年から親企業の能率課を中心に、社外工労働者の要員見直し査定と社外企業に

対する新設備の禅入の要求が強化され f⇔

「19 6 7~8尋から設備を新たに買ゎせるということに重＇•点を置き、それと同時に能率の再見
直しをやっているわけですo 親企業の方で••••これは何名で出きるんだというように親会社の方が下

請をする段階で全部きめてしまう o ・・・・設備を 1つでも投入すると、その投入された分は全部人を削

ってゆく。」（新日鉄室蘭労組役員）。

こうした動きについで、 7 0年からは、親企業に新設されたプロジニクト・チームを中心として、社

外企業の怪営診断が行なわれ｀それに基づいて社外企業の怪営の「近代化」と社外企業の再絹成のため

の詫料が作成されだしたo つまり、プロジニト・チームは 70年から始まったプロジニクト 50 0運動

(1人当りの労働生産性を粗鋼年間 33 0トンから 5 0 0 トソに引き上げる「合理化」運動）の

中で、作業請負分野の社外企業を、①「メインの仕事、表向ききれいな仕事をして」 03 いて「怪営面
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の問題の取り上げが進んでいる」°°企業群（太平工業、吉川工業、産業振興、鉄原、第 1鉄鋼、幌清

建設）、③「メイソの仕事もやっているが、体質的に劣っている・・・・昔のいわゆる浪波節的な義理、

・・・・人情が多分にあり、企業の体質を変えなければ大変な」 09 企業群（浜野鋼業、豊誠工業、大坪運

輸、岩川商会、坂田組、北貨運輸、富士開発）、③ 日本通運、栗林商会などの独占的運送業者や港

湾荷役専門業者を除くと、上記の①とRの中間程度の怪営内容をもつ輸送関係の企業群（陣上工業、

橋本通運）、に分け、それぞれの企業群を対象として、怪営、労務、作業面の診断を行ない、社外企

業の怪営の「近代化」ヽひいては今後の再編成の資料を得ようとした。

ところで、「今年(73年）の秋あたり下請を各部門別に再編して、一部門を 2~3の業者に統一す

る動きが出るかも知れませんよ。まあ、上の方（＇親会社の幹部）が今の不況問題でそこまで頭が廻ら

なければ別ですがo今年着手しなくても近い将来、そういうことがなされるでしようね」（新日鉄室

蘭労組役員）という言葉から分るように、現実に社外企業の再編成がプログラム上にのぼり、 70年

代の遅くない時期に社外企業の再緬成の動きが予想されるが、それは一体どのようなものであろうかo

以下、 6D年代後半期以降、親企業が行なってきた社外企業の「育成」政策の分析を通じて、近い将来、

予想される社外企業の再編成の見通しを立てることにしよう。

(1) 「直接的生産部門」の社外，企業の「育成」と再編成

•この部門には第1 鉄鋼、幌清建設の他に、前述したように工事請負分野の業務を主とする太平工

業、 「原料処理部門」の業務を主とする産業振興、 「輸送部門」の業務を主とする橋本通運等が関

係する。このうち、幌清建設を除く 4社は、すでに 5 D年代の前半から新日鉄室蘭の作業を請負っ

てきにしかし、その当時は、この部門が直営だったこともあって、これらの業者は間接部門の作

業を主に請負っていた。ただ、この中にあって第1鉄鋼だけは、 52年から条鋼材端整作業及び山

形鋼のグライソダー手入作業を請負い、この部門の請負いのはしりの業者となった。

ところで、これらの業者が「直接的生産部門」勾請負いに本格的に乗り出したのは、 57年に太平

工業がスラプ手入作業を請負ってからのことであるが、その請負量の増大とともに、親企業は、こ

れらの企業の「育成」、 「合理化」を重視し出した。なぜならば、すでにみてきたように、この部

門の社外企業が請負っている作業は「本体作業」に直結する作業なため、親企業にとって「本

体作業」の「合理化」についで、この部門の「合理化」が必要だったからであるo かくして、親企

業の新日鉄室蘭製鉄所は、 6 0年代に入って「直接的生産部門jの社外企業の「育成」に乗り出

した。

「育成」の対象に選ばれた企業は、全国的作業請負業者の太平工業と産業振興を除く地場企業 3

社（第 1鉄鋼、幌清建設、橋本通運）のうち、第 1鉄鋼と幌清建設の 2社である。

まず、後者の滉清建設は 61年に創設され、 2年後の 63年に新日鉄室蘭の作業請負業者に指定

されて以降、親企業の「育成」政策によって、主に製鏑工程の半成品手入作業、モールドヤード作

業、連鋳付帯作業を矢継ぎ早に請負っていった。しかし、何といっても、この部門で最も伸長の著

るしかった企業は、第 1鉄鋼である。同社は 5 D年代後半以降、成品の手入・結束・梱包作業を相

ついで請負い、一定の資本蓄積が進んだ 65年に親企業の管理部長が社長に就任、以後、急速に企

業の体質改善を行ない、 7 2年 8月現在、資本金 5千万円にまで成長した。

以下、「直摘拘生産部門」の典型的「育成」企業である第 1鉄錮の成長過程を、今少し詳細に追

ってみよう。

第1鉄鋼は5D年11月、山本組として発足し、当初、新日鉄室蘭製鉄所のスクラップ募集、コ
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ークス炉解体、鉄屑処理及び船内、沿岸の荷役作業等の請負指定をうけた。 3年後の53年 8月、

法人組織、山本弘業株式会社に改組するとともに、請負業務内容も「直接的生産部門」の作業が若

干批含まれるようになっ益しかし、 5 0年代前半期唸店1鉄鋼の企業的体質ほ労務供給的請負業者

たる「組」からまだ脱皮しきっていなかったことはすでに述べた通りであるo ところが、 50年代

後半期以降に入ると、 fllB和 30年頃に懸垂グラインダー 5台が富士鉄から山弘に引き継がれ」 G° 、

「・・・・昭和 31年にはブル 1台が入り、その後32年にブル、バックドーザーなど特殊車やトラッ

クが続々入り機動力を充実させ戸、地場企業の中で「うち（第 1鉄鋼）が一番早く機械の導入を

した戸のであっにこうした機械の渫入は荷役作業において特に顕著であった。その結果、 60 

年代の前半には、荷役作業の方法が、かってのスコップ、モッコ中心の作業方法からプルトーザー

の運転や「起重機の合図マンとかウイソチ等が主」 G!!'体の作業方法に変っ f⇔このように、 6 0年

代の前半期は荷役作業の機械化が急速に進んだ時期であったが、同時にこの期は、荷役作業、原料

処理作業中心から、 「直接的生産部門」の作粟中心へと、業務内容が変った時期でもあったo そし

てこれ以降、第 1鉄鋼は「直接的生産部門」の専属的請負業者としての道をまっしぐらに突き進

んでいくのである。こうして第 1鉄鋼ほ「本体作業」に直結する作業を主に請負うことになってい

ったが、親企業にとって、こうした企業は格別重要な存在となったのである。なぜなら、第 1鉄鋼

の作業内容は他部門の企業よりも、より直接的に親企業に影響を与えたからである。かくして、親

企業は「できるだけまとめて仕事を（社外企業に）与えて、これは（経営の）調子がよくなってき

たなと思われる頃に（社外企業に）人を送り込んで企業ぐるみ抱えてしまう」（新日鉄室蘭労組役

員）という方針の下に、新日鉄室閑の管理部長の畠山貞男氏を第 1鉄鋼に送り込むことを目論み、

その布石として 64年に第 1鉄鋼社内報に同氏を掲載して宜伝し、 1年後の 65年 5月、同社の社

長の病気療養を理由に社長の更迭を行なっt-:-oその後も、新日鉄室蘭の陸運課長の瀕戸川氏を第 1鉄

鋼の常務取締役に送り込むなど、重役陣の大半を新日鉄室蘭関係者で固めてしまったo

第1蜘屑氏畠山氏茄社長に就任して以後、 67年に、新H形銅工場碑随を作業を、 68年に、第

1鰤這喋銑隅託 、 そ し て69年9•月四輝工場（第2絢江湯）の棒甑寧の前艇嘩昨業を矢継ぎ

早に請負い、請負作業巌を増大していった。しかもこの期に新たに請負った作業て特徴的なことはi

以前よりも、より一層「本体作業」に密蒲した作業内容だったことである。すなわち、ま指印I形鋼

工場の精整作業では、天井クレーソ運転を含めた作業を一括して請負ったが、天井クレーン運

転の下請移管はこれが最初であり、これを契機に「直接的生産部門」の天井クいツ運底b湘他の社外企業

例えば、太乎工業痴臨嶼等）にも移管されだし如第2tこ、棒練E場怠遁線のロール圧延侑慰的を本

工に残して、その他q悟駆涜んど氾有1蜘翫吟で鼈負ったが、そq恒翫、棒阪噂核盪終工捏儲整作粟）

で工場能力の決め手となる位置にあり、しかも作業の大半が機械化され労働力をあまり必要としな

いという点で、他の請負作業と著るしく異なっていt.:;,かくして、 「画接的生産部門」の社外企業の

中で、第 1鉄鋼は「本体作業」に最も密接に係わる企業となったのである。

こうした中で第1鉄鋼ほ賢本蓄積を進め、 65年 10月、資本金を 2千万円に増資、ついで 67 

年 4月、 「山本弘業」から「やまこう」に社名を改称したのを契機に資本金を 4千万円に増資、さ

らに 69年 4月には資本金を 5千万円に増額し、社名も第 1鉄鋼株式会社に変更したo

この間、 62年から経営を続けてきた1級重車輛整備工場を赤字怪営という理由で、技術提携先

の小松製作所に譲渡し、替って、 70年に新日鉄に帯鋼、ベーリングフープを納入することを目的

に冷延コイルの2次加工工場ともいうべき第 1金属株式会社を全額出資で設立した。また、同年 9
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月には三協特殊鋼ねじ製作所と共同出資でビルテン株式会社を創設、高張ボルト「ビルテン」の販

売を一手に扱った。この他にも同社は、輪西工業株式会社、圧縮機械株式会社を傘下に組み入れて

いった。そして、最も新しく設立された会社としては 71年 6月のやすみ商事株式会社があり、こ

の会社の設立によって観光部門への進出が可能になったo

かくして、親毎梃の「育成」政策の下に前社長及びその一族を全て会社から追い出し、替りに

「新日鉄関係者丸抱え」という人事によって企業規模を拡大して、中企業にまで成長した第 1鉄鋼

は、 60年代後半に入って親企業の「合埋化」要求を稼柩的に受入れ、実施してゆくことになるが、

それは第 3章で触れることにする。

ところで、以上みてきた親企業による「育成」政策は、第 1鉄鋼だけでなく幌情建設にも「第 1

鉄鋼の次に育成している企業は幌情建設ですねo 今、序々に仕事をふくらませている。こうしてふ

くらませておいて、何年の時点でか幌情にも第 1鉄鋼のような方式を取ると思いますね j（新日鉄

室蘭労組役員）と指摘されているように、同様に貫いている。つまり、 「直接的生産部門」では、

この部門の専属業者として「育成」された地場企業の 2社を中核に、その他を全国的作業請負業者

の太平工業、産業振興によって補足してゆくことが、鉄鋼独占体の「育成」再編成政策なのである。

(2) 「原料処理部門」における社外企業の停滞

全国的作業請負業者の産業振興、吉川工業を除くと、浜野鋼業、豊誠工業の両社はともに小零細

な地場企業で、かつ親企業のプロジニクト・チームから、早期に怪営の体質改善を要求されている

企業である。

この部門の再罷成の動きは顕著でないoわずかに 69年に親企業が、ライン作業に直結する部門

では縦割方式（工場内一貫）を、そうでない他の部門では横割り方式（業種別一貫）を採用して、

作業請負分野の再編成をはかった時に生じた変化が唯一の目立った動きである。この時に産業振興

は「直接的生産部門」の熱延工場、冷延工場のコイル精整作業に手を拡げた。

ところで、再掴成の動きが少ないこの部りにあって、個々の社外企業は50年代後半期以降、どのよ

うな資本蓄横過程を歩んだのであろうかo 以下、産業振興と吉川工業を事例にみてみよう。

産業眠貝は50年に当製鉄所の請負業者に指定されて以来、 69年まで平・転炉に装入する鉄屑

加工処理中心の作業を請負ってきねこの間、 親企業の平•転炉新設叫 tこともない、鉄屑加工処理作

業が増大し、 61年頃には従業員数が 60 0．人前後(2次下請を含む）に達したo しかし、その後、

機械、設備の「合理化」によって、作業量の増大にもかかわらず、従業員数は 40 0人前後(2次

下請を含む）に減少したo この 63年頃に蒔入された主な機械には、鉄屑をトラックに稲み込むク

ローラークレーンや））フテイングマシンなどがある。

同社が大きな変貌をとげたのは、先に触れたように 69年で、この時に「直接的生産部門」に進

出したoすなわち、今まで請負ってきた銑鉄及び未選コークスの貨車租み卸し作業と高炉ガ芍窃膝支

作業を各々、 「輸送部門」の陣上工業、大坪運輪に移譲し、替りに第 1鉄鋼が請負っていた熱延エ

場と冷延工場のコイル精整作業及び陣上工業が請負っていた成品コイルのラム））フト運搬作業を誤

り受けたo こうして「菌妾的生産部門」に進出した結果、産業振興の請負作業の内容構成は、 「直

接的生産部門」の作業量約 50%、 「原料処理部門」の作業鼠約 50％となったo

吉JI江粟文取り鍋の転炉滓を砕いて鉄屑を回収するパイレン作業及びその前後作業 ¢1面力琉：

れていて型抜きが困難な鋳型からインゴツトを抜き取る作業及び抜いたインゴットを再度転炉

装入サイズにパイプ切断する特殊パイプ切断作業）を請負っている 9表 1-9)。このうちパイレ
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ン作業は68年に、 2.2億円を投入して天井クレーン方式を採用して「合理化」をはかった。しか

し、本工が携わる「本体作業」の「合理化」一例えば本工の転炉操作の向上ーによって、かっ

て1回に少なくても 15~1 6‘トソ、多い時で40トンぐらい回収できた鉄分が半咸したため、収益率

表 1-9 吉川工業室蘭支店の業務内容変遷

年 業 務 内 容

1 9 5 D年11月 パイレシ破砕、平炉滓処狸、簿板屑結京開始

｀ 5 6年 •6 月 溶銑鍋残銑かき落し作業開始(67年まで）

5 7年 4月 平炉滓鍋返し作業開始(66年まで）

5 7年 6月 受銑梱疇疇開始

5 7年12月 鉄屑混合土砂磁選作業開始

6 3年 3月 転炉スワッピソグ滓処碑作業開始

6 3年 7月 平炉疇、郷硫し選別作疇始(66年まで）

6 5年11月 転炉滓ガス抜き作業開始

6 7年 8月 特殊鋼バイプ切枡作業開始

6 8年 5月 パイレソ作業の天井クレーソ方式採用

6 9年 1月 鋳型型抜き作業開始

資料 ： 吉川工業『 '70年会社案内』による。

第 1-10 吉川工業室蘭支店の所

有設備状況 (1971年 11月）

設 備 名 数

天井クレー ソ 2甚

車輛 (6~1 0トン） 7台

プル トーザー 1台

ローダーショペル 4台

クローラークレーン 5基

資料：吉II工業室蘭支店調べこよる。

は漸増傾向を示すにすぎなかったo同様に、かって月平均

9 0本ぐらい抜いた型抜きが 71年 11月現在、月 20本

ぐらいに咸少したため、この方面でも収益率は横ぼい、な

いしは漸増状態であっ応かくして、吉川工業室蘭支店全

体の収益率は伸ぴ悩み状態にある。このため、 71年 3月

から新日鉄君津製鉄所に従業員を転勤させるなどして、室

蘭支店の規模を縮小した0 7 1年 11月現在の当支店の従

業員数はビーク時の 17 □~ 8 D人 (68年）に比べて、 12 4人（職員を除く）にまで減少し

た。uu 

以上、「原料処理部門」についてみてき f⇒:、今までのところ部門内での再絹成の動きはない。

また、 「直接的生産部門」におけるような「育成」の対象企業もない。この部門の企業の発展は産

業振興の例にみるように、他部門への進出によってのみ可能であるo なぜなら、最近の自動車のス

クラップ、その他の鉄屑量の増加によって、親企業は原料処理専門業者の手によらなくても容易に

転炉に装入する鉄屑量を見い出せるからである。もはや、コスト高の原料処理専門業者＝鉄屑処理

業者をさほど必要としないのである。

(3) 「輸送部門」における企業間分業体制の確立

この部門に属する企業は、大体次の 3つのクイプに分れる。 1つは、成品荷役作業の日本通運、

栗林商会、 2つは、原料荷役作業の橋本通運、第 1鉄鋼、 3つは、原料・成品の運搬作業及び各エ

場から出る鉄屑、ダスト、油滓、水滓、高炉ガス灰等の排棄物運搬・処理作業に従事する日本通運、

陣上工業、大坪運輸、坂田組、北貨運輸、富士開発、鉄原、第1鉄鋼である。
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(i) 成品荷役作業

栗林商会が戦後再び新日鉄の仕事を開始し出したのは 60年からであるo 以来同社は成品

の荷役作業を専門に請負ってきたo表 1-1 1から、同社全体の取扱い数屈中に占る新日鉄成品

の取扱い率が年々高まっていることが分る。

ところで同社は1種から 5種までの港湾事業許可証をもつ港湾荷役専門業者であるo 原料荷役

作業に従事する橋本通運、第1鉄鋼のように、 2種（船内荷役事業）及び 4種（沿岸荷役事業）

の許可証しか持たずに、新日鉄室蘭の檄内でしか港湾荷役事業を営めない企業とは異なる。

栗林商会と同じことは成品運搬作業と成品荷役作業を請負っている日本通運にも当てはまる。

日本通運も元請一般港湾事業許可証をもつ独占的運送業者である。

以上より分るように、成品荷役作業は、原料荷役作業と異なって、 1 種から•5、種田での港湾事業

許可証をもつ港湾荷役専門業者及び独占的運送業者の社会的分業によって行なわれているのである。

ここに他の部門と異なった成品荷役作業「合理化」の特徴点があるo 社会的分業体制による「合理

化」の最も顕著な例は、 72年 3月に完成した北 5バースの建設である。この建設は新日鉄と日本

表 1-=1 1 栗林商会の取扱数景の推移 通運の折半投資、計 14億円

（単位： t) の投資によって行なわれた。

ミ 社全体の甜荷 新日鉄事業所の租荷

1 9 6 5年度 4,543,763 t 2.208,997 t 

69年度 5.4 80,428 3,010,439 

7 1年度 4,252,481 2. 7 6 1, 1 6 9 

資料：栗林商会調べによる。

表 1-12 栗林商会の従業員数の推移

内わげは北 5バース自体の建

設は主に新日鉄が、倉庫、岸

壁クレーン等の附帯設備は主

に日本通運が受けもった。こ

うして建設された北 5，，ミース

＼ 年
社全体の従業員数

新日鉄事業所の従業員数

小 計
人 人

1965年3月 1,368 1 3 2 

7 D年3月 1, 3 2 0 202 

7 2年7月 1, 0 7 3 228 

賄：栗輝会駅による。

表1ー13 日本通運新日鉄事業所

配置設備状況 (1972年8月）

設 備 数

岸壁固定クレーソ 2基

天井クレーソ（倉庫） 2基

トラッククレーソ 6基

ラムリフトトラック 5台

車輛（トラックその他） 5 2台

資料：全日逝室蘭労働組合調べによる。

-2 9 5-

業務課
人

？ 

1 3 

1 0 

作業課 機械課
人 人

1 3 2 ？ 

1 4 9 4 0 

1 7 3 45 

の荷役作業は、成品の運搬も

含めてすべてが日本通運にま

かせられることになった。そ

の結果、それまで本工労働者

の縄張りであった岸壁クレー

ソ運転は、北5メースだけで

はあるけれども、ここに初め

て本工労働者の手を離れて日

本通運労働者の手に渡ること

になった。



(ii) 原料荷役作業

原料荷役作郷'l.5 0年かり僑本通運、第1鉄鋼両社の折半請負いによって行なわれてきた。

両社のう私第 1鉄鋼ほ 55年以後、「直接的生産部門」の請負批が増大し、現在では「直接的生

産部門」の中心的企業に成長したが、橋本通運の方は、「直接的生産部門」の作業を若干請負うよ

うになったとはいえ依然として原料荷役作業の請負いが中心で、経営状態もあまり良好とはいえな

い。そのたぬ今すぐにではないにしても、「原料荷役もいずれ一本化してしまうということはあ

るでしょう」（新日鉄室蘭労組役員）という動きが予測されている。しかし、その場合、第 1鉄鋼

が疇成の中核となるのではなく、他の港湾荷役専門業者の進出が鍵を握っていると考えられる。

OiO 原料・成品の運搬作業及び排出物運搬作業

「輪送部咀の社外企業中、栗林商会を除くすべての企業は、何らかの形で運搬作業に従事し

ている。なかでも、陣上工業、大坪運輸、坂田組、北貨運輸、富士開発の5社は、運搬作業だけ

を業としている。このうち、陣上工業を除く他の 4社は、資本金 60 0万円以下の小企業で、主

に工場から出る排棄物を運搬、処理している。

他方、成コ宅匪搬作業は日本通運を中心に、産業振興、第 1鉄錮によって行なわれている。

今後の再編成の動きとしては、 「原料運搬及び工場排棄物運搬関係の企業で再編成が行なわれ

るとすれば陣上工業を軸に行なわれる」（新日鉄室蘭労組役員）ことが予想され、また成品運搬

作業関係では、日本通運を軸に展開されることが予想される。

(4) 「電気工事部門」における社外企業の限界

専的電気工事請負業者5社のうち、大昌電気がメーク→頁据え付け中心の弱電気工事請負業者であ

るのに対して、他の4社、すなわち大同電設、拓北電業、北都電機、山口電気機氏董電気工事請負

企業であるo 後 4社のうち北都電機を除く他の 3社は地場企業である。このうち大同電設は室蘭

製鉄所だけでなく大分製鉄所にまで電気工事の請負範囲を拡大している。

ところで、上記5社は表 1-8から分るように中小企業であり、他の製鉄所の同じ部門の社外企業、

例えば、君津製鉄所の新日鉄電設工事（資本金 2億円）などに比べると格段の差異があるo全国の

製鉄所における電気工事請負社外企業に比して、室蘭のそれが柩端に小規模な理由は、室蘭市付

近に大手の電気工事業者が存在しないためである。このため、電気修理作業は60年以降、下請に

移管されだしたものの、 1分たりとも機械を止めれない部門、すなわち、メインテナ‘ノス部門は直

営でまかなわれ、メインテナ‘ノス以外の小修理作業だけが下請。外注化されている。

この部門の再絹成は近隣に大電気工事企業が進出してこない限り、メインテナンス部門は直営に

よって、その他の部門は現状の下請・外注によって進むものと思われる。

(5) 「土木・建築工事部門」の動向

この部門ぱ現在のところ特に再絹成らしい動きがない。ただ、新日鉄への依存度が高く、しかも

全国的工事請負業者である太乎工業が最近、親企業から自立するために、新日鉄以外の分野にも手

を拡げつつある。

以上・新日鉄室蘭の社外企業の「育成」。再絹成の動きについて部門別に検討してきたが、再編成

の動きは「本体作業」に近い部門に近づくにつれて大きかった。しかし、全国の新鋭製鉄所にみるよ

うな各部門を少数の大企業に請負ゎせるまでには至っていないRが現状であるo今、室蘭製鉄所との

対比の意味で、新日鉄君津製鉄所の「生産工程別社外企業配置図」（図1-4)及び「社外企業別資本
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図1-4 君津製鉄所生産工租別社会企業配置図 (1971年6月）
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田中製作所
） 
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資料：新日鉄目津製銑所組織諜外注管理掛調べによる。



金」（表 1- 1 4)を載せるが、これを室蘭製鉄所のそれと（図 1-3、表 1-8)比べてみると、

君津製鉄所の生産工程別社外企業の数がいかに少数の企業に絞られているかが分るであろう。しかも

その企業の大半は資本金 1億円以上の大企業で、もはや社外企業の範疇に入らないような企業である。

このような視象は、室蘭製鉄所では、わずかに成品荷役の日本通運、栗林商会、工事請負分野の太平

工業及びその他の若干の企業にみられるだけである。鉄鋼独占体のあくなき「合理化」要求は社外企業

の「育成」・再絹成を柩限にまで推し進める。しかし、当製鉄所の場合には、社外企業再編成の波が

おし寄せてはいるものの、まだ過渡的段階であり、新鋭製鉄所のそれには遠く及んでいないのが現状

である。

表 l-f4 君津製鉄所における社外企業の資本金 (1971年6月）

社 名 資本金 （万円）

岡 崎 工業 眸 120,000万円

君 津 鋼管鍍金眸 10,000 

九州ココ、製品販売術i 900 

黒 崎 窯 業 樅 1 6 a，亀ODO

山九運輸機工眸 326,400 

新 日 本 非破猿検査瑚 1,8 0 0 

製 鉄 運 輸 眸 200,000 

相 鉄 運 輸 湘 10,000 

太 平 工 業 眸 180,000 

湘高田 工業所 10,000 

湘田中製作所 29.500 

湘 鉄 原 43,200 

石川金属工業眸 1, 0 0 0 

東京梅脂ライニソクコ箋翡甜 10,000 

日 鉄 運 輸 瑚 3 0, 0 0 0 

日 本 海 事検定協会 39.005 

日本貨物検数協会 167,098 

浜 田 重 工 眸 4,8 DD 

不 動 建 設 眸 166,500 

湘富士工業所 4,000 

瑚 峰 製 作 所 5. DD D 

島 光 産 湘 10,000 

日鉄電設工業湘j 5. 0 0 0 

友 和 産 業 湘 20,000 

吉 JI I 工 業 眸 4,0 DD 

資料 ： 新日鉄君津製鉄所組織課外注管狸掛調べによな

（注）ビジネスサービス関係及び2次下請を除く。

年、 46 0頁）。

(4) 194 8知直傭化された労働者を臨時作業夫と称した。

＜注＞

(1) 曲碑道笠攣菩研究所編『臨時エ』

(1 9 5 5年、日本評論新社）は次の

ように記している。

F・・・・・下請のaii『昭和 14年頃から

始める』とあり、その他の業者の始期

は不明であるが、労慟祖合側の蜀倒に

よると、『終戦前から労働供給業とい

うものが存在し、実質上本エと同種の

作業をしていた労働者と運送業労働者

とを供給していた。』それらはさらに

幾段階もの下請制度を構成していた」

（『臨時エ・前編』 38 5頁）。

(2) 「．．ー・昭和19年11月に四賑会、 S1組

M組、 S准、 N組、 O組といったとこ

ろが大きく浮び上り、小さf埠籍まその下で

再下齢認していた。ところが、同月政

府の命令により、 N港運株式会社（日

鉄港運株式会社・・・・筆者）に統合され

たが、その頃から働いていた請負業労

働者の話しでは、統合とは名ばかりで

実際には各組は依然として独立してい

たらしい。」（前掲『臨時工•前編』

4 5 1頁）。

(3) 「こ咲細（日鉄襲•..•筆者）は日

鉄が港連業の統制に先手を打ち、従来

の下請業者の施設一切を買収して自己

の粟下に収めた特殊会社……。」（谷

村金治郎『室薗人物風土記』 19 6 1 

哨 23年5月1日、従来、日鉄港運株式会社を通じて傘下請負業者から供給を受けていた貸付人夫が従事し

ていた作業を直営とし、同時にこれら作業に従事していた者を請負業者から当時の直傭に切り替えた。………こ

れらの労務者は直傭日傭夫と称したが、昭和24年 8月、臨時作業夫と改称し、後、勤続に応じて遂次常傭作業

夫に切り替えられ、 24年 6月の人員は 372名であった。」（宮士鉄室閾製鉄所『室閾製鉄所五十年史』
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1 9 5 8年、 67 2頁）。

(5) 荷役部門の直傭に切り替えられた労働者を荷役現業員と称したo荷役現業員制度は70年 7月 1日の八幡製

蜘 iと富埠鰤嘩瞬まで祖鵞し如

「荷役作業紅従事する労務者は・・・・輪西海陸作業株式会社から供給を受けていたが、同会社は服業安定法に抵

触するものとして解体され、昭和 25年9月30日、前述の作業夫同様に 66 8名を当社の直傭に切り替えた。

当初これらの労務者は荷役現業夫と呼ばれたが、昭和 28年8月に荷役現業員と改称されたo」（前掲『、室蘭

製鉄所五十年史』 67 2頁）。

(6) 臨時工・社外工問題の研究動向を整碑した論文としてほ、山本潔国i時工・社外工問題」（『季刊労働法』 19 

6 4年6月）がある。また、新日鉄室間の臨時工・社外エ闘題を直接の研究対象とした論文としては、前掲 ＇ 

『臨エ』 (19 5 5年），がすぐれている。

(7) こ噴に下訓ヒされた作業内容は、当時の臨時作業夫のそれと重なりあっていた。また、運輸部門に関してほ

下請労働者によってでしまなく、全てが荷役現業員によってまかなわれていた。

（8) 前掲『臨時工•前編』 4 5 2頁o

(9) 炭在鳴ま19 5 7年に倒産し、そのあとを太平工業(19 4 6年創立）が引き継ぐ。

UO) 「座淡会ー当社の思い出を語る」（第 1鉄鋼社内報『こうゆう』創刊号、 19 6 3年 8月16日）。

Ul) 前掲「座談会ー当社の思い出を語る」。

⑫ 「室I巷におサる港湾労働事情のうつりかわり一労組関係座談会記録」（北海道立総合経済研究所 『北海

道の港湾荷役労働』 19 6 3年、 15 5頁）。

(13) 鵬『鵬エ•前綱』 4 3 8頁。

⑭ 「倉位当時紐吾る一座談会」（第 1鉄鋼社内報『こうゆう』第48号、 19 6 7年7月 16日）。

(15) 前掲「創立当時を語る一座諦会」。

, U6) 麟凩拉判寺を語る一座談会」。

U7) 「創茫と偲ぴ未来に夢を一 座談会」（第 1鉄鋼社内報『こうゆう』第57号、 19 6 8年 4月16日）。

U8) 廊暉『室閾人物風土記』 56 9頁。

(19) 前掲『臨時工•前網』 4 3 2頁、 455頁。

(20) 脚腸『臨時工•前編』 4 3 0頁。

(21) 前掲『臨峙工・後編』 38 5頁。

(221 坐罪邪蔑嘩負業者に関して、産業振興を中心に分析し＇てきたが、他の全国的作業請負業者も同様に、資本カ

の点などて地場の請負業者を圧倒していた。例えば、茜IIエ胞ま50年に圧縮弔ゃぐらブVスなとを導入しで、ヽ る。

(23) 前掲『臨症ェ・後絹』 38 5頁》

(24)(25) 間接部門、直接部門の区分は、日本鉄鋼連盟『鉄錐粟の労働生産性』 (19 6 9年 11月）による。ここ

で直接部門とは、基幹三工程（製銑、製鋼•造塊、分塊・圧延）と焼結、コークス及び化成である。但し、

第1章第 2節の直接部門の分析の主要対象は、基幹三工程とした。なぜならば、この工程の下請移管こそが、

5 0年代後半以降の特徴だったからである。

ところで、本文では戦接部門の他こ「直接的生産部門」という用語も使われているが、この用語は、狭義

の直接部門、す沿っち、基幹三程のうちの「本体作業」（注・27参照）に直結する作業部分のことを意味すな

(26) 新日鉄室蹄殴炉万労働部『労働だより』 19 6 0年 5月 12日。

(27) 「本僭宦尉の範囲は、その時々の資本の意図によっで即っるため、必ずしも明確ではない。しかし、本文では

基幹三工程のうちの枢要部の作業（例えば、高炉工場の炉前の桶修理.;,転炉工場の炉前の吹練作業、圧延工場

の加熱炉運転、矯正機・運転、 et C)をさす。

(28) 深俊祐『新日鉄の底辺から』三一書房、 19 7 1年、 63頁。

(29) 鵬力也「日蘊本主義に給る『戦後重化学工業段階(19 6 5-7 D)』」（土地制度史学会編『土地制度

史学』第 60号、 19 7 3年、 2 1頁）。

「熱延、冷延工場の最終工程で工場能力の決め手の位置にある精整工程」。

(30) 暉癖郎「本エ・臨時工・社外エ」（東大社会科学研究所『社会科学研究』第10巻第 6号）。
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(3り 鳩窟業大学逍菜経営研究所『北九州における八幡製鉄関連下請企業の実態』 19 6 6年、 10頁。

(3~ 新日鉄室閾協力会が設立された 66年 3月当時の社外企業数は 66社、従業員数は、約 5,0 0 0人である。

下諮協力会が設立される以前は、 「安全衛生協力会」っ 「親交会」、 「なかまち会」、 「労務管理近代化対策

協議会」等があり、社外企業は、その事業目的に応じて各々の会に加入していた。しかし、 6も年に「最近の

経済界の変転に即応し得る経営体にするため会員事業場の近代化等向上発展をねらいとし、相携えて共存共営

体を強化する」（第 1鉄鋼社内報『こうゆう』第 32号、 19 6 6年 4月 16日）ことを目的に、 4つの会を

発展的に解消して、新日鉄室蘭協力会を設立した。

(33X3~(35) 1970年 11月に行なった新日鉄室閾業務部のプロジェクト・チームに対する聴き取り調査より。

(36)(3り(38)前掲「座談会一ー当時の思い出を語る」。

(39)？ 前掲『室栂駅おける港湾労働事情のうつりかわり一一労組関係座談会記録』 14 9頁。

(40) 6 0年巳叛6平炉稼動開始、 61年に転炉 (70 t)稼動開始、 64年にJ1G.6平炉にかわってJ1G.1小型転炉稼

動開始、 66年にJ1G.2小型転炉新設、 67年に庇3小型転炉稼動開始。

(4り 表1-6の苛！I工業従業員数は、職員を含むため数字が多くなっていることを注意されたい。
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第 2章 社外工労働力の特質と社外工労働市場

第 1節 労働内容と社外工労働力の特質

社外工の労働内容は千差万別である。今、作業内容別に異なる労働内容を 1つ1つ取り上げるこ

とは困難であるので、代表的な労働内容だけに絞って検討を加えたいo以下部門別の労働内容を吟味

することにする。

l 「直接的生産部門」の労働内容と社外工労働力の性格

製銑、製鋼｀圧鰤基幹三工程で働く社外工労働者の労働内容を大別すると（表1- 5参照）、（1)

圧延工程における成品・半成品の手入・結束・梱包等の精整作業、 (2) 製銑、製錮工程における機械、

設備の修理作業及びモールド鋳型関連作業、 (3) 製銑、製鋼、圧延工程における清掃、排棄物処理作

業等である。このうち、 (1)、(2)は「本体作業」に直結する作業であるのに対して、 (3)は雑作業の部類

に含まれるo 故に以下では(1)..（2)に絞って検討することにする。

(1) 圧延工程における成品・半成品の手入・結束・梱包作業の内容と社外工労働力の性格

(i) 棒線工場における労働内容と熟練の性格

棒線工場（第2線材工場）の鋼材の手入。結束・梱包作業には第 1鉄鋼の労働者が携わっている。

生に関して氏第一部の本工労慟者分析のところで触れているので、ここでは作業内容につ

いてだけ簡単に触れると表2-1のとおりである。

ここで注意しなけれ心ょらないことは、 1つの作業に配置された社外エ労働者にとって、特定の作

業（進行係、起重機運転、ラムリフトトラック運転）を除いて、班内の他のすべての作業が彼の作業

範囲だということである。例えば、材料工程班の進行係は起重機運転を除いた他の作業一この場合

には玉掛け作業に習熟しなければならないし、また、材料精盤班の社外工労働者の湯合には、班内の

すべての作業を作業範囲と・する。

但し、ここで言う作粟記囲とは、デマケーションの意味ではない。 「直」番の交替の際、他の作業

につかなければならない、という意味での作業範囲である。すなわち、各班は交替要員なしの 3直 3

交替制であるため、欠勤者が生じた場合、その前後の「直」番の労働者によって穴うめされる。その際、

穴うめ者―-「代番」者は自分の本来の作業の他に、穴うめする作業についても習熟していなければ

ならない。かくして、彼は班内の特定の習熟困難な作業を除いてすべての作業の熟知を必要とする。

次に、表 2-1に従って、社外工労働者(/.}熟練の性格を分類すると次のとおりである。

H) 作業工程に関する知識及び電気、応用力学に関する高卒程度の佃識を必要とし、さらに、 1年

以上の経験によって技能修得の可能な職種：

0進行係 0起重機運転エ（但し、天井クレーン運転エ）

（口） 大型特殊車輛免許を必要とする職種：

0 ラムリフトトラック運転工

り 特別な知識を必要とせず、短期間の訓練によって技能修得の可能な作業：

(a) 簡単な機械操作：
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図2-1 棒線（第2線材）工場生産工程と社外工配董図 (1972年8月）
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表2-1 棒線（第2線材）工場配置の第 1鉄銅労働者の作業内容と熟練の性格 (1972年 8月）

工程 班 工程香号 作 栗 名 作 栗 内 容 主な生座手段 作棠範囲 熟 練 l1) 性 格

①~R  進行係（チェックマソ） 本工工氏あるいは社外工工長のもとで材料工程甘理を行なう なし 玉掛要R不足の時は玉掛作 工程の流れを全てつかむ必要あり。その性質上、訂卒の学歴なもつo材料工程班

⑥⑩R  莱も行なう で少なくとも 1~2平？経験者C知的Itすぐれた者が望まれているが、現在の第 1

材材 鉄鋼で1士、石卒あるいは戦冒II所卒の新規採用者で1年以上の経験者をあてていな

料 ヨ 掛 譴謎虻合図祁 なし なし 数日問の立匹こよつて、只格が阪れる。只格取得後、平均2~3週間で仕布のコ

工 ツがつかめるとの布である。

料 程 起 lli 機運転 ク，，ーンを運転して、ビレットを指示された湯所に移す 1 5トソ天井クレーン※ 玉掛要只不足時は玉掛作栗 起頂機迎転工の検定試験合格名でなければならない。松定試験合格に1:1:;n;校卒程

班 も行なう 皮の字力と約1年noの経験が必要である。起咸復の大型化に伴い要求される教汀

程度は店くなりつつある。屯気、応用h字などに対する知諏が必要である。

R ショット・ブラスト運転 ピレット衷面のスケール除去 ツョット・ブラス 8※ 1カ月間の仔験が必要である。

工 特に学歴は必要でない。 材料精笠班の仕事は各作莱を順次経験し

材 R ⑨ 研削機運転 ビ，，ット疵の研削 NBG、7AP 1カ月間の経験が必嬰である。 てゆくと、 3~4カ月問で技能の作得が
料 要n不足の時にはどの作棠 特に学歴は必要でない。 可能だが、実際に1:I順謂に各作菜を替え
精

R スカーフィソグ ピレット疵の溶削及溶削スケール除去 スカーフイソグ吹管
にでもつく

体力さえあれば誰れでも容易 れないため、 1年問ぐらいの期間がかか

ー303ー

程
藍

に出きるo つている。
既

④ ⑥ マグナークロー運転 磁探“様（マグナークロー）による疵検査及マーキング マグナークロー哀 1カ月間の経験が必要である。

つけ 特に学歴は必要でたい。

⑫ ⑬ 末 端 加 工 ，，←ーイソコイルの末端剪断及ミスロール、クロツブニソド処理 ロッド・カッター 定期的に作菜交替を行なう 1~2週noの経験で技能仕得可能

成 ラ ⑬ ⑰ 検 査 バーイソコイルをダンブでつぶして只の検査及シール貼 ダンプ 1~2週!Illの経験で技能任得可能

イ ⑭ 結 束 小結京（バンドかけ）を行なう 自動結束機 結束と瓜紐表示は15分 結束、煎屈表示ともに 1~2カ月rU1の証験が必要である。結束作菜は自動結束

ソ ⑮ 重 且： 衷 示 バーイソコイルの瓜ktilll定 秤足概
交替

復が十分な恨能を果さないため、殆んどが手作菜である。
打刻ほ運転と他の作菜と

品
班 ⑯ 打刻機運転 ラペル打苅 ラペル打刻哉 は1カ月交替 粘力月間の経験が必要。特に体力を要したい。

⑮ @  進行保（チェックマン） 成品工程の管理 たし 起頂機遅転、ラムリフト運 材料工程のチニックマカこ同じ

転以外の作菜にもっく

工

⑲ ＊結束概運転 バーインコイル大結京 大結京機、ナックル・ジロイ 玉掛けの作菜にもつく ？ 

成
ソトブレスl1

程 ⑮ ⑳ ラムリフト運転 ラムリフトによるバーインコイルの移動 ラムリフトトラック 王掛、大結束概運紐こもっ 大型糧碑烏郊知盛であら

品 ＜ 

班 ＠ 玉 掛 起lll機運転に合図 たし 大克機運転にもっく 加工の玉掛に同じ

I 起重機運転 バーインコイルのトラック積み 天井クレーン※ 玉掛、大結束機運転にもっ 材料工程の起皿機運転工に同じo

⑫ ＜ 

（注） ※は新日鉄の所有機械



表2-2 H形鋼工場配置の第1鉄鋼労働者の作業内容と熟練の性格 (1972年8月）

班 工程番号 作栗名 作 菜 内 容 主な生産手段 作菜範囲 熟 練 の 性 格

ラ
(i) 端 末処理 圧廷されたH形鍍？端末切折と切断屑及び下 金切丸鋸盤、刃鋸刃研削盤 ｝：員不足時には7i.いの頑 2~3カ月間の血によつて蝉岬ヵ可能である。 1 

H ィ 良H形銅の処理 汝 濠
つく 5~4カ月でペテラZり月額四すする。

ン R 端照作栗 エアーグライソダーによる H形鏑の手入 ニアーグライソダー ラインlm：は最l,fli1ll1.t<fl:'¥"で 2~3 • :”ぢか~~ I 形班

R 矮正機運転 箔曲部分の矯正 ローラー頬正機※•田g却E 時には端木、端整作栗にも 硲校卒の知識が必梃とされる。ローラーの組み方だけでも 70種類あり、しかもその1位作に反射的神

ヤ 機米 つくこともあり 経が要求されるため、一人前になるには2~5年問の経験が必渡である。

I 精
の⑤ コールドソ→皿転 H形銅の端末切断とプレス コールドソー→玉、プ，，ス機 時には班内の他の作菜にも 麻校卒の知緻が鉛区とされる。コールドソーの操作に1:t某媒孜汀がなければ、・機械をこわすおそれあ

つくことあり り。故に、必ずその採作にはペテラソをつけている。
整

⑥ 結 衷 H形銅結束（パ・ノドかけ） クイトナー、シーラー ｝挺只不足の時には 3つの作 1~2カ月問の経験が必要である。 1 
ド班

⑨ ジ→レ、ラペル貼り H形鑓にシーIK ラペルを貼る作莱 なし 次のうものどの作棠にでも 暉るに畑は少威なくみてても、規5格カ、月寸法｀長さ、材買、仕向け先を 1通り父え1シール貼りを餘くと 5~6カJl
IBヽかる でベテラソの部頂に属する。

⑦ R 虫 掛 起煎機巡転への合図 なし つくことあり 数日19りの訊竹と 1カ月1lIl以内の絆験で検定行格取得可能である。 1 

クレ ⑩ 起頂機運転 天井クレーン巡転（トラック租み） 天井クレーン※ 夫井クレーソ巡転のみ 起頂機運転工の検定試験合格名でなければならない。検定試験合格には,flj校卒程艇の学力とわ1年11i1

ーソ の経験が必災である。起爪機の大型化に伴い艇求される孜存籾文は甜くなりつつある。屯気、応用カ

ー304ー

班 学に対する知識力辺淡である。

（注）※は新日鉄の所有機械

表2-3 熱延工場及び冷延工場配置の産業振興労働者の作業内容と熟練の性格(1972年8月）

゜
係 作栗名 作 栗 内 容 主な生産手段 作棠範囲 熟 練 の 性 格

熱延係・冷廷係 結京・梱包 熱延コ掛及び冷延工場の成品コイルの結束及 クイトナー、ツーラー 冷延係内で玉掛けと結京 ホットライソ、スリックーライソ、シヤーライソ、スキンパスライソyjに結束・根包の比引の内容が異

梱包 梱倒閲の移動が随時行な なり、又冷廷コイルの梱包は厳重をきわめるため、 1人前になるには6カ月間の群験が必要であると

われる。 いわれる。

冷 廷 係 玉 掛 起重機巡転の合図 なし 、 数日間の四習と 1カ月問以内の経験で検定汽格取得が可能である。

ラムリフト及び 然延コイルを出荷場所まで運搬 ラムリフトトラック、フオーク ラムリフト、フォークリ 大型特殊車輛免許只格が必炭

フォークリフト運 リフトトラック フト迎転のみ。

巡 転 係
転

起頂機運伝 冷廷諜が出す成如イルの台車積 天井クレーソ 天井9レーン運転の知 起頂既運伝エの検定試験合格者でな1サしばならない。検定拭験合格には甜校卒程度の学力と 1年間近

くの経験が必要である。起重機の大型化に伴い炭求される孜脊程度は几・くなりつつある。屯気応

用力学などに対する・知誠が必痰である。



0 ショツトプラスト運転 0研削機運転 0マグナークロー運転 0末端加工 0重景表示

0打刻機運転

検定資格を必要とするが数日間の諧習と 1ヶ月間程度の経験で技能修得の可能な職種：

0玉掛けエ

普通の体力と義務教育程度の知識で可能な不熟練作業：

0検査

(ii) H形鋼工場における労慟内容と熟練の性格

H形鋼生産工程には第1鉄鋼、太平工業、陣上工業、豊誠工業の 4社が入っている。このうち、第

1鉄鋼と太平工業は「本体作業」に直結する作業一ー前者はH形鋼の手入及び精整作業、後者はH形

鋼圧延ロールガイド整備作業を請負っている。ここでは前者についてだけ検討する。

第1鉄鋼が請負っている H形鋼の手入れ、精整作業の生産工程及び作業内容し汰図 2-2、表2-

(b) 

(c) 

0スカーフィング

2のとおりである。

これによると、ライン工程（班）では、 まず、通常ヽホットソー IIと呼ばれる金切丸鋸盤によって、

圧延ライン（本エ）から流れて・きたH形鋼を切断し、同時に 3 Demほどに切り取られた端末をサンプ

ル採取する6切断されたH形鋼は、ニアーグラインダーでH形鋼の端を手入する端整作業に送られ、

それが終ると、ローラ矯正機、圧迫矯正機によって H形鋼の湾曲部分がプレス矯正されるo 最後に H

形鋼は長さ別に種分けされて、精盤工程（班）に送られる。

図2-2 H形鋼工場H形ヤードの生産工程と社外工配置図 (1972年8月）
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図2-3 熱延工場剪断工程と社外工配置図

R R 

(1972年 8月）
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（注） ①⑨⑤⑦⑨⑬の機節璽転mkエ、 0…・・・社外エ

精整工程（班）はH形鋼の結束及び規格、寸法、材質、仕向け先別のラペル・シール貼り作業と起

重機による H形鋼のトラック稼み作業の 2つに分れ、前者から後者へと作業は流れる。

熟練の性格は表 2-2から次のように分類される。

（イ） 高卒程度の知識を必要とし、さらに、

0矯正機運転工 0コールドソー運転工

数ヶ月間の怪験で技術修得の可能な作業

0端末処理 0端整作業 0結束作業

（口）の場合0個々の作業の技能修得は簡単であるが、 (i)で述べたと同じ理由によって複数の作業に習

熟しなければならないため、複数の作業に習熟して、 「代番」をこなすようになるには、ライソ班

2~3年の経験によって技能修得の可能な職種：

、0起重機運転エ（但し、天井クレーン運転エ）

（口）

0シール貼り 0玉掛け

で最低 3~4ヶ月、精整班で最低半年間以上の経験を必要とする o` 但し、この経験期間も順調

に複数の作業を経験した場合のことであり、実際には、この 2~3倍の期間を要する。

Oiり 熱延、冷延工場における労働内容と熟練の性格

疇冷延工場における成品コイルの結束・梱包作業及び台車稜み作業は産業振興が請負っている。

図2-3は熱延工場剪断工程図であるが、各ラインの機械操作（本エ）を除いた他の作業が産業振

興労働者の受け持ち作業である。彼らの作業内容の詳細は、表2-3のとおりである。但し、表は冷延

工場も含んでいる。

以下、各作業内容について若干触れておく。

麟・寧疇噂延ヽ冷延の両工場に存在するが、熱延工場のスリツクーライソの作業が最も複

-3 06-



表2-4 第二製鋼工場配置の幌清建設労働者の作業内容と熟練の性格 (1972年8月）

職場 班 作業名
1 直

作 業 内 容 熟 練 の 性 格
要員数

鋳型班 鋳 型 整 備 4人 モールド（鋳型）のモールドサボートローラーの取 少なくても玉脚ナとガス溶接の検定資格を持たねばならぬo 但し、

第
替え、佛Cローラヨ抽ら切削•メッキかけ。 1 つのロ 班内の全ての作業につくためにはこの他に、起重機運転と電気溶

ーラーを取り替えるのに2人1組で 1昼夜かかる。 接の資格を加えなければならない．また、資格をもつだけでは 1
2 

人前とはいえず、資格の他に仕上工、鍛治工の知識、技能が必要

連 である．職場長になるには10年以上かかる。

タンデイツ クンディッシュ 5人 ｛礫内容は①クンデイッツユの地金•ノロ取り及排 ノズルの取りつけ、ストッパ一つけが最もむづかしく、各々 1年

鋳 ゾユ 班 整 備 此③ ク Vーン運転、③ノズル取りつけ、④ストツ 間ぐらいの経験が必要である。又クレーン運転工の検定獅格及玉

職
バ一つけに分れる。 掛の資格が必要で、全作業に習熟するにほ、 3~4年間かかる。

①ほノロを切断機で切って、ほつかをかけて、クレ ノズル、ストッパ_•取りつけは本エと一緒の作業である。

ー307ー

場 ーン、ホイストを利用して取る作業である。＠冦）

は本エと一緒に行なう作業である．

下 下注ぎ班 下注ぎ用鋳型七 ？ 溶鋼が流れ出るのを防くために鋳型の下に敷く鈍洗D 湯もれ防止のためのレソガの取りつけには、かなりの経験年数が

注 ット段取り作業 厚鉄板（定盤次は上注ぎ用と下注ぎ用の 2種がある 必要である．
ぎ

が、その下注ぎ用の湯道レンガを埋めるミゾを、鋳職
場 型を抜くたびに整備する。

整 整 備 班 機械の整備・修理 2 4人 短クレーソ、阪り賑ひ第 2製鋼工場の電気関係、 電気溶接、ガス溶接の検定資格が必要。又商抑苅他に電工鍛治

備 （常昼） 施係の整備、修理 工、大工等の知識技能が必要で、 1人前になる四謡勺6哨閉かか

職 るといわれる。
場



雑である。なぜなら、スリッターラインではホットコイルが、 5本から 11本に縦に剪断されるため、

結束。梱包のコイル数が、他のどのラインよりも最も多く生ずるからである。

「最低13cmぐらいに切ると 1つのコイルが 11ぐらいに分れる。それに 1本 1本バンドをかける

から、どうしても 7人は必要になるのね0 1本のコイルに 3本パソドをかけるから全部で33本o そ

れから割ったコイルを 5本と 6本に分けて中結束するから、それが 4本あてで 8本、それで計 41本、

そして最後に、全部あわせて、大結束するから 4本かけて全部で 45本バンドをかける。さらに、それ

を仕向け先によ，-?て紙で梱包するo だから、スリックーラインの仕事が一番複雑なのですね。」 (T

氏、 39オ、産業振興第 2作業課熱延係ホットライソ）。

各ライソの結束・梱包作業に従事する社外エ労働者は、 1つのラインだけでなく、繁忙な他のライ

ンの結束・梱包作業にも携ゎらなければならない。

次に、ラムリスト運転及びフォークリフト運転は、熱延工場の各精整場で結束・梱包されたコイ

ルを出荷場所まで運搬する作業である。

最後に、起重機幽転（天井クレーン運転）及び玉掛けは、冷延工場で結束・梱包されたコイルを台

車に稲む作業である。

ところで、熱延及び冷延両工場の社外工労働力の熟練の性格は、分類すると以下のとおりである。

(1） 高卒程度の知識を必要とし、さらに 2~3年の経験によって技能修得の可能な職種：

0起重機運転エ（但し、天井クレーソ運転エ）

（口） 大型特殊車輛免許を必要とする職種：

0 ラムリフトトラック運転工°フォークリフトトラック運転工

り 数ヶ月間の経験で技能修得の可能な作業：

0結束作業 0梱包作業 °玉掛け

(2) 製鋼工程における機械修理作業及びモールド鋳型関連作業の内容と社外工労働力の性格

第2製鋼工場て喉型整備作業や機械修理作業等に従事している幌清建設労働者の作業内容は、表 2

-4のとおりである。

鋳型整備、クソデイッシユ盤備及び下注ぎ用鋳型セツト段取り作業は、転炉→取り鍋→クソディツ

シ•ユ→モールドという生産工程の中の取り鍋以降の工程の段取り作業であるo 他方、機械の整備・修

理作架ま、第 2製鋼工場全体の機械の小修理及び電気小修理等の作業である。

熟練の性格は、(:()鋳型盤備と機械の整備・修理作業に関しては、各種資格（例えば、クレーソ運

転、電気溶接、ガス溶接、玉掛け等の資格）とともに、仕上工、鍛治工などの多能的技能を要する手

工的熟練労働である。こうした質の労働力は「電気工事部門」や「土木・建築工廓部門」においても

みうけることが出きる。

（口）クソデイッシユ整備及び下注ぎ用鋳型段取り作業も、同様に長期間の経験によって技能修得可

能な手工的熟練労働である。しかし、（イ）のような多能的熟練労働て1まないo また、鉄鋼業の「直接的

生産部門」の同様の作業だけにしか通用しないという点でも、 H)のような鉄鋼業以外の分野にも通用

する熟練労働とは異なる。

2 「原料処理部門」の労働内容と社外工労働力の性格

吉川工業の作栗芍容に関しては、第 1章でも触れているので、ここではパイレ‘ノ作業方法の変化

にともなう労働内容の変化を中心に述べることにする。

6 8年までのパイレン作業は三脚柱方式であっにこの方式は三脚櫓の頂点 (15 m)から 2.5ト
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柱

ソの鉄玉を滓上に落して鉄屑を回収するもので、この方式では鉄玉の落下点が 1ケ所しかなく、また

鉄玉を毎回人力によってパイレンに取り付けるため、重筋肉労働を要する、などの欠点があった。し

図2-4 吉川工業におけるパイレン作業方法の変化

（三脚方式）ー(68年）＞ （天井クレーン方式）

2. 5トンの鉄塊

金網

網

鋼滓 鉄塊

かし、 68年に禅入された天井クレーン方式は、 リフテイングマグネットで任意の点に鉄玉を吊り上

げれるたぬ上記の欠点は完全にカバーされることになった。

却 2クレー之方式噂用によって、かってのパイレンエ（棒芯と手元・・・・ともに重筋肉汎蘭）、 ウイ

ンチ運転工、一般工（破砕滓の監理・・・・重筋肉労働）という労働力楷成は、天井クレーン運転工、プ

ルトーザー運転工、玉掛けエという労働力構成にかわった。今まで必要であった重筋肉労働のパイレ

ェ、一搬工は軽労働の玉掛けエに取って替わられた。

ところで、パイレソ作業以外の職種をみると、表2-5のとおりである。クレーン運転ェ、プルト

ーザー運転工、玉掛け工を除くと、すべてがパイレン作業以外の職種である。しかし、ここで注意し

てほしいことは、表 2-5は吉川工業の職種別技能貸格取得者数を示すものであって、職種別労働

表 2-5 吉川工業室蘭支店

の技能資格取得者数

資格名 人 数

クレーン運転工 3 3人

大型自動車一種 4 

普通自動車 2 7 

大型特殊車 1 1 

軽 弓l 車 8 

ガ ス 切断 4 0 

電気溶接 2 

玉 掛 5 4 

三級整備士 1 

機関車運転 3 

電気工事士 1 

危険物取り扱い 4 

衛生管碑者 1 

免許のない者 1 2 

資料：吉川工業室闊支店調べによる。
(1 9 7 1年 1D月）

者数を示すものではない、ということである。例えば、

クレーン運転職種に実際に従車している労働者は 11人

なのに、クレーソ運転資格取得数は33人で、そのうちの

2 2人はクレーン運転資格を取得しているにもかかわら

ず、実際にはクレーン運転に従事していないのである。彼らの

多くはクレーン運転資格を生かせないで、玉掛け、雑作業

等の単純労働に従事している。

今、吉川工業労働者を熟練の性格別に分類すると次の

とおりである。

H) 高卒程度の知識を必要とし、さらに 2~3年の経

験によって技能修得の可能な職種：

0起重機運転エ（但し、天井クレーン運転エ）

（口） 輪送用機械運転工

0起重機運転工（但し、天井クレーン運転工を除く）

0大型自動車運転工 0軽いん車運転工 0大型

特殊車軸述転工 0普通自動車連転工 0機関車

連転工
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H 数ヶ月間の怪験で技能修得の可能な作業：

0玉掛け 0ガス切断 0三級整備士 0危険物取扱い

（二） 資格もなにも必要としない単純肉体労働

3 「輸送部門」の労慟内容と社外工労働力の性格

まず、原料、成品及び排棄物等の運搬作業の職種には輸送用機械運転エ（トラック運転工、 ト

レーラー運転工、ダンプ運転工、クイヤ9ショペル運転工、クローラークレーン運転工、 トラッククレ

ーン運転工等）、天井クレーン運転工、玉掛け工、一般エ等がある。このうち、一般工を除く他の職

種は、技能資格取得を必要とする職種であり、横断的な労働市場を形成するo他方、一般工はショぺ

ル等を便っての原料稼み、原料かき集め、石炭の貨車卸し等の重筋肉労働である。

次に原料荷役作業灰ヒな職種には、合図番、プルトーザー運転工、一般エがあるo 合図番の作業は、

本工労働者の岸壁クレーソ運転に合図を行なうことであり、ブルトーザー運転工の作業は、本工が行なう

岸壁クレーン運転による船腑内の原料かみ揚げ作業が困難になった時に、船腑内の四隅から原料をブ

ルトーザーで中央にかき出したり（船内中出し作業）、鉱石〒ードの原料を本工労働者が岸壁クレー

ン運転しやすいようにクレーソの届く範囲内に押し集めたりする作業（押し込み作業）である。

また、ー搬工の作業は、プルトーザーによる船内中出し作業及び押し込み作業が困難になった時に、

ショベルを使って原料をかき集める重筋肉労働（さらい作業）のことである。

最後に、成品荷役作業についてみると、次の作業内容と職種に分れるo まず、受け入れ作業、とい

って各工場か砂璽ばれてきた成品を倉庫に 1時納入する作業がある。この作業の職種には、成品を倉

庫内に運搬するラムリフト運転工、フォークリフト運転工、倉庫内の成品の払い出しをチェックする

チニツカーマン、成品をトラックから降す起重機運転エ（天井クレーン運転エ）、玉掛けエ等がある。

このうち、成品をトラックから降す起重機運転と玉掛けは新日鉄と共同出資で建設した北 5バースに

関してだけ日本通運の労働者が受けもつているものであるo 次に、浜出し作業といって岸壁クレー

ソによる成品の船内稜み込みとラムリフ Hこよる船内での根み上げ、据え付け作業がある。この作

業の主な職種には、岸壁クレーソ運転エ（日本通運が行なう北 5バースのみ）、玉掛け工、合図番、

ラムリフト運転工がある。

以上、「輪送部咀の作業内容と職種についてみてきたが、今、熟練の性格を大別すると以下のと

おりである。

≪)高卒程度の知識を必要とし、さらに 2~3年の経験によって技能修得の可能な職種：

0岸壁クレーンー運転工 0天井クレーン運転工

（口） 輸送用機械運転工

0起重機涎転エ（岸壁クレーン運転工及び天井クレーン運転工を除く）。大型特殊車輛運転工

0大型自動車運転工 0普通自動車運転工 0軽いん車運転工

fヽ） 数ヶ月間の怪験で技能修得の可能な職種：

0玉掛け工 0合図番

（⇒ 資格もなにも必要としない単純な重筋肉労働：

0原料のトラック積み 0貨車からの石炭卸し 0コークス処理 oダスト処理

0さらい作業 。その他
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4 「電気工事部門」の労働内容と社外エ労働力の性格

こな邪門の職種をあげると大体次のとおりである。

技術員、電工．機械工、捲線工、配管工、溶接工、電気機械修理工、計器工、雑役、その他o

このうち「電気工事部門」の代表的職種である電工の熟練の性格を、大同電設を事例にみてみようo

大同電設の電工の作業範囲は、社宅、施設の電気修理及び動力設備（例えば、起重機）の配線工事

である。

社施設の電気修理をこなせるようになるだけでも最低3~4年の怪験が必要だといわれている。

「一応、そこら辺の配線をするのでも 3~4年かかりますo 早く出きるという事もそうだけれど、配

線がどこを走るか、一番目立たない走り方をするのはどうすればよいか、それをは゜っと見てすぐ出き

るには何年もかかります。」（大同電設帯務取締役）。

さらにその上に動力設備の電気工事をこなすためには、鍛冶工、電気溶接、玉掛け、クレーン運転

に関する知識、技能が同時に必要である。

「重罷物を運搬ずる時は起重機を使いますし、電気やガス溶接したり、それに鍛冶屋の仕事が 30 

％ぐらいありますからねo工事をまとめる時には殆んど鍛冶仕事ですからo但し、こういう色々な事

をするというのも工場に入って仕事をする電気屋だけですけどねJ（大同電設常務取締役）。

かくして、大同電設の電工の場合、一人前になるには最低5年間ぐらいの経験が必要である。また、

何人かの配下労働者をもつ基幹電工になるには、配線方法を含む段取り作業にも熟知していなければ

ならないため、より長期間の怪験と同時に工業高校卒業程度の知識を必要とする。

「動力瓢の配線は技能と同時に知識だねoだから最終的には工業高校ぐらい出てないと消化しきれ

ない」（大同電設常務取締役）。

5 「土木・建築工事部門」の労働内容と社外工労働力の性格

この部門の作業、戦種は多種多様であるo今、 70年 5月に胆振地方労働対策協諮会下請中小企業

労働対策専門部会が実施した『室蘭市内における大手関連下請中小企業の労務に関する実態調査』か

ら一そのうち、新日鉄室蘭の下請企業に関係するものから一特に労働力不足が訴えられている職

種をあげると次のとおりである。

製缶工、電工、仕上エ、トビ、配管工、施盤工、整備工、クレーン運転工、コンペアーペルトニン

ドレスエ、土エ等o

同調査では労働力不足の職種に含まれていないが、この部門の代表的な職種として、上記以外に、

少なくても大工板金工、塗装工、築炉エ、・鉄工、雑役等がある。

今、この部門の職種の熟練の性格に関する分析は省くけれども、少なくても次のことはいいうる。す

なわちこの部門の職種は、大別すると不熟練労働と職人的熟練労働の職種に分れるo前者の代表は

土工、雑役であり、後者の代表は大工、板金工、塗装工、築炉工、製缶工、仕上工、配管工、施盤工．

整備工、 トヒヽ電工等である。

以上、部門別の労動内容及び熟練の性格について検討してきたが、社外工労働力の性格は50年代前

半期の重筋肉拘不熟練労働中心から高校卒業程度の知識の上に数年間の経験を必要とする一部の機械操

作工及び自動車免許取得を必要とする輸送用機械連伝エ等にみる半熟練労働、製銑工程の樋修理作業、
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製鋼工程の鋳型整備、クソディツシ吋登備、下注ぎ用鋳型セット段取り作業、圧延工程の圧延ロール

のペアリ‘ノグ取り替え・賂備作業、その他機械・電気＾設備の保全・修理作業等にみる手工的熟練労

働（「電気工事部門」 「土木：建築工事部門」にも多くの手工的熟練労働が存在する）、そして、簡

単な機械の操作作業及び玉掛け、ガス切断作業等にみる単純労働等に分化したo その結果、かっての

重筋肉的不熟練労働の比重は大巾に破少したo

このように社外工労働力q生格が大巾に変化した理由は、親企業から下請に移管された作業が、移

管当初から上記の質の労働力を必要としたことと、前章でみた社外企業の資本蓄績の増大が、かって

の璽筋肉的不熟練労働を不必要とし、その質を変えたことであるo後者の典型例としては「輸送部門」

における各種輸送用機械の禅入、 「直接的生産部門」における各種機械の尊入（表 4-1参照）、そ

の他がある。

ところで、以上のような社外工労働力の質的変化は、社外企業に社外エ労働市場の企業別分断化の

必要性を痛惑せしめる。なぜなら、基幹労働力である半熟練労働力（特に、輸送用機械運転工以外の

半熟練エ）の企業内抱え込みは、それが労働市場から容易に得られない点からして重要だからである。

特に、最近の熟練労働力を含む労働力不足は、多種の労働力の企業内確保を社外企業の重要課題にせ

ずにはおかない。

かくして、次項での社外エ労働市場の分析が必要不可欠となる。

第 2節社外工 労 働 市 場 の 特 徴

表2-6は社外企業別入・退職率である。これによると、 「土木・建築工事部門」の入・退職率が

意外に低いが、それはこの表の数字が事務員、技術員中心で、入。退職率の高い現場労働者（主に、

2次下請に依存）の大半がこの表から除かれているからである。

そこで、 「土木・建築工事部門」を除いた入・退職率をみると、全体的に非常に入・退職率が高い。

最も入。退職率が低い「電気工事部門」でも各々 23. 8%（入職率）、 16. 6%（退職率）である。

今、入職率と退聯率を比較すると、入職率はどの部門でも退職率を上回っている。それは、この当

時 (69年 2月 1日～ 70年2月1日）の鉄鋼業界が、まだ不況期に入らず、各社外企業は慢性的な

労働力不足の状態にあったためである。

ところで、どういう質の労働力が入職しているかというと、 (1） 入職者の大半は職歴経験を有する

中途採用者で、新規学卒労働力は 1割未満にすぎない0 (2) しかも、その大半は 25オ以上の年令層

で、 2 4オ以下層は2O％前後である（表 2-7)。 （3) また、中途採用者の前職は、我々が行な

った45名の面接調査によると、農業、漁業、炭鉱夫、自衛隊員、製材工場の労働者、セールスマン、

線路工夫、土エ、仕立見習、店員、ククシーの運転手、鍛冶エ、トビ等と多種多様だが、特に炭鉱離

職者、農漁業従事者、元自衛隊員が多い。

「新規学卒者というのは少ないですね中途採用者が多いですね0 5~  6年前(65年頃）までは炭

鉱離麟の方が多かったが、今(71年9月現在）は農村の人とか漁師が多いです」（産業振興苗蘭輯炉凩所長）。

(4) そして、中途採用者の大半は不熟練労働力である。わずかに、町場の工場に勤務し

ていた鍛冶工、あるいは大型車輛免許、大型特殊車輛免許をもった元自衛隊員が熟練労働力であるに

すぎない。そのため、玉掛け、ガス溶接、起重機運転、大型車輛、大型特殊車輛等の資格は入職後

疇得されることが多い。 (5) 最後に入職者の学歴構成であるが、これに関する全社外工労働者の資

料がないため、第 1鉄鋼の 70年当時の資料を通じてみると（表 2-8)、その主体は小・中学校卒
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表2-6 社外企業別入・退職率（％）

部門 会 社 名 入職率 退 職率

直産 第一鉄鋼 1 7. 5 1 3.8 

接部 太平工莱 4 1. 9 2 4.1 

的 幌消建 設 1 1 □. 3 5 9, 1 

生門 （小 計） (3 5.5) (2 2. 2) 

産業振卵 3 5.7 1 5.2 

原押 吉 川 工業 9. 6 2 1. 5 

料部 浜野 鋼 業 2 2.2 1 3. 7 

処門 豊誠工業 4 5.2 3 4.9 

（小 計） (29.D) (1 8. 5) 

陣上工 業 1 3.5 1 4.1 

梱本通 運 3 4.6 2 4.8 
輸

岩川商 会 4 3.3 1 8. 0 
送

坪運輸大 1 5.6 3 1. 2 
部

販 田 組 8_3.3 8 3,3 
門

北 貨運輸 1 4.2 1 4.2 

（小 計） (26.9) (2 2.6) 

電事
大 昌 鼈 気 1 7. 5 7. 0 

気部
拓北 鼈 業 2 8.1 2 4.2 

エ門
北都鼈気 2 4.3 1 5.3 

山口電気機 2 0.5 1 1. 7 

（小 計） (2 3.8) (1 6. 6) 

加藤工業 1 4.5 1 9. 3 

菅組 工 事 9. 5 2 6.9 

土 黒田 動熱 3 1. 4 3 5.1 
木 南北毎道ヂービル 2 9. 2 2 6.1 

建 大和工 業 1 3.2 1 1. 6 

築
特殊電極 4 1. 6 1 6.6 

工
事 神 尾 組 0.0 5.8 

部
泰和車 輛 o.o 2 0.0 

門
札 幌 コ・ ム 9. 0 0.0 

（小 計） (16.7) (19.8) 

汽料：胆振支庁『大手下請中小企業の労務に関する実態調査』による。

（注） 入職率・退職率は 19 6 9年2月 1日から 19 7 0年2月 1日

までの 1年間の数字である。

業労働力であり、高校卒業労働

力は 20％を占めているにすぎ

ない。しかも、 20％の高校卒

業労働力すべてが、前節で述べ

た「高校卒業程度の知識を必要

とし、さらに 2~3年間の経験

によって技能の修得可能な職種」

についているのではないo 前述

した職種に望ましいのは高校卒

業程度の知識と同時に若年労働

カであることであるo ところが、

高校卒以上の学歴者でかつ 24 

才以下の若年層が少お第1鉄鋼

の場合には、望ましい状況とは

いえないわけである。

次tこ退職者り質を分析する

と、 (1)退職者の大半が勤続年

数 3~4年以内に巣中している。

この点に関して企業関係者から

次のような嘆きが聞かれる。

「大体、 3~4年辛棒しても

らったら、ずっと居るんですが、

まあ、 1年か半年o居ても 2年

以内にii:めてゆく人が多いです

なあ」（産業振興室蘭事業所所

長）。

(2) しかしこれと同時に勤

続年数 4年以上屈./,{4 0％いる

ことは注目に値する（表 2-

9)。この事実は、労働移動層

と企業内定着層が勤続年数 3~

4年を分解基軸にしていること

を示している。

以上、 69年から70年にかけての資料に基づいて社外エ労働市場を概観してきたが、これによる

と、社外エ労働市場は不熟練労働市場と重なりあっていることが分っ f⇔社外工の労働移動が激しい

のは、まさに、この労働市場の構造に規定されて生ずる現象なのである。しかし、そういう中で、勤

続年数 3~4年を基軸にして労働移動層と企業内定着層が分化するという事実は、不熟練労働市場と

競合関係をもつ労働者層が必ずしも全社外工労働者層に及んでいるのではなく、勤続年数3~4年以
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表 2-7 社外企業別年令別労働者比率と平均年令 (1970年2月） （％） 

部門 会社 名
1 5オ 15~ 20~ 2 5~ 30~ 35~ 40~ 

以55オ上 平均
未満 1 9オ 24オ 29オ 34オ 3 9オ 54オ 年令

第 1鉄鋼 0.0 11.6 13.0 1 6.3 18.8 15.9 20.3 3.7 33.0オ
直生

幌清建設 □. D 2.6 13.6 18.1 21.3 15.7 18.1 10.3 36.7オ
接産

部 太平工業 0.0 9.7 1 2.5 18.9 23.7 21.4 6.9 6.6 36オ
作 的門

（小計） (0.0) (9.6) (1 2.9) (1 7.3) (20.7) (1 7.6) (1 5.8) (5.6) 

業 原 産業振興 0.0 2.9 1 3.4 1 6.6 14.0 18.1 16.6 12.8 35.3オ
料

吉川工業 0.0 20.6 23.2 15.4 1 2.9 12.9 14.1 0.6 30.3オ
紐＂月 処

坦 浜野鋼業 0.0 3.6 6.3 8.9 15.7 18.4 34.7 1 2.1 39.3オ

負
部

豊誠工業門 0.0 1. 7 8.5 15.3 1 6.2 15.3 27.3 14.5 57.1オ

（小計） (□. D) (5.7) (1 3.0) (14.7) (1 4.4) (17.D) (23.7) (11.0) 
分

陣上工業 0.0 31.0 13.9 1 2.1 14.9 14.9 27.6 13.3 39. 3オ

野 輸 梱本逝運 0.0 8.7 19.4 21.3 16.8 1 0.2 18.7 4.6 38オ

送 岩 川 商会 0.0 1.0 8.5 8.5 8.§ 1 7. o 34.0 23.4 43.6オ

部
大坪運輸 o.o 1. 8 7.4 9.2 1 2.9 7.4 27.7 33.3 44.7オ

坂 田 組 o.o 0.0 3.3 0.0 6.6 16.6 20.0 53.3 49.9オ
門

北貨運輸 o.o 0.0 19. D 38.0 23.8 14.2 4.7 o.o 33オ

（ 小 計） (o. 0) (5.3) (1 5.4) (1 6.1) (15.0) (1 2.5) (23.3) (1 2.2) 

計 (0. 0) (7.7) (1 3.5) (1 6.4) (17.9) (1 6.2) (19.4) (8.5) 

電 大昌電気 0.0 12.6 30.1 33.3 9.5 7.9 3.1 3.1 27オ

気 拓北電業 0.0 4.5 20.3 1 0.5 
工

12.0 10.5 1 9. 5 22.5 38オ

事 北都電気 0.0 22.3 20.0 1 0.5 7. o 1 2.9 23.5 3.5 30.9オ
工 部

山口電気機 0.0 22.9 33.7 1 0.8 9.4 6.7 1 0.8 5.4 32オ門

事
（小計） (o.o) (14.0) (24.7) (14.6) (9.8) (9.8) (15.7) (1 0.9) 

加藤工業 o.o 3.3 11.8 11.8 15.2 15.9 1 0.1 32.2 34オ

苺＂目
菅組工事 0.0 10.5 16.8 1 2.6 15.7 1 2.6 2 1. o 1 0.5 34オ

土 黒田動熱 0. 0 0.0 11.5 3.8 11.5 11.5 7. 6 53.8 47オ
木

南北海道
負

． 
ヂーゼル o.o 1 3.4 29.8 6.7 13.4 7.4 14.1 14.9 33オ

建
大和工業 o. 0 1.6 4.8 7. o 13.5 23.3 28.8 20.6 41.2オ築

分 工 特殊電極
事

0. 0 26.3 20.0 13.3 20.0 6.6 6.6 6.6 28.7オ

部 神尾組 0.0 0.0 0.0 10.6 10.6 10.6 31.9 34.0 47.2オ

野
門

泰和車輛 □.□ 0.0 50.0 12.5 1 2.5 0.0 12.5 12.5 

札幌ゴム 0.0 16.6 41.6 16.6 16.6 0.0 o.o 8.3 26オ

（小計） (o. 0) (6.3) (14.8) (9.0) (9. 7) (1 2.9) (20.4) (22.2) 

計 (o. 0) (8.9) (18.1) (1 0.8) (9. 7) (11.9) (18.9) (18.5) 

＾ ロ

計 (0.0) (7.9) (14.5) (15.3) (16.2) (1 5.3) (19.3) (1 0.5) 

癖：胆振支庁『大手下請中小企業の労務に関する実態調査 J(1972年2月）による。
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表 2-8 第 1鉄鋼労働者の学歴別構成(1970年 11月） （％） 

ここ小学校卒者 新制中卒者
職業訓剃呼

高校中退者 大(卒I高暉•校沖大卒卒卒以を上・含短む者） 計
卒 者

鋼片係 3 3. 7 3 3.8 1. 2 5.2 2 2.1 1 0 0. 0 

条鋼係 3 4.4 4 1. 2 3.1 2.5 1 8.8 1 0 o. 0 

鋼板係 1 8.8 5 6.4 2.9 1. 9 1 9. 8 1 0 0. 0 

H形鋼係 4 1. 4 3 2.8 3.4 3.4 1 9. D 1 0 0. 0 

荷役係 6 0.0 25.7 5.7 8.5 1 D □.□ 
整備係 3 8.5 2 3.1 1 5.3 2 3.1 1 D □. D 

計 3 3.8 4 0.7 2.2 3.8 1 9. 5 1 DD. D 

貰料：第1鉄鋼従業員名鋤から 1人おき抽出によって作成3 但し、技能職のみである。

内の不熟練労働者層が競合関係の中心をなしていることを意味する。つまり、社外工労働市場は、不

熟練労働市場と重なり合っている流動性向の高い部分だけでなく、職種別の技能労働市場と重なり合

っている流動性向の低い部分をも含んでいると考える方がより正確であろう罰

ところで、勤続祠役．4年以上の労働者層は、各職場のベテラソ層であるが、企業にとってこの層の

確保こそが重要なのである。そのために種々の確保対策が行なわれている。例えば、社宅への勤続年

数別入居権、勤続年数に有利な賃金管理、等々である。これらの政策が労務統轄上、いかほどの効果

をあげているかは次章で分析することにして、今は先に進むことにするが、その前に勤続年数 3年未

満に集中する不熟練労働者に関してだけ、その労務統轄上の位置を若干述べるならば、企業外流動化

の動向を示す不熟練労働力は、この質の労働力の供給が容易なこともあって、社外企業における日常

的な雇用労働力最調整の機能を負わ．されている。その典型的例としては「下請は生産批が減っても、

組合員は減らないのです。どうして調整するかというと、それは組合に加入出きない臨時

的な非組合員によってです。」（新日鉄室蘭労組役員）というように、社外企業における

ヽ臨時工、の薄入がある。それは、社外企業における一種の＼＼本エ・臨時エ関係 の再現

を示している。

ところ℃且匝扮桁ま鉄鋼業界が好況で、労働力不足が顕著な時期を対象にしたものであったが、その後、

鉄鋼業界は不況に陥ち入り、生産調整を目的に 71年 12月には、鉄鋼独占体間で粗鋼不況カルテルが

締結されたo社外企業はこれを期に慢性的な労働力不足から脱し、逆に労働力の質に重点を置いた梢

極的労働市場対策に乗り出した。

それは第1に、社外企業が自らにとって有利な労働市場を背景に労働力の質の厳選を行なうように

なったことである。

「この不況期閉に人を採用しないで、逆にしよっ中休むような人を整理している。大体この間に労

働者の体質改普が進んだということですねo ••以前は欠勤でいてもいなくてもどっちでもいい人間ま

で会社は抱えていたが、昭和 45年ぐらいから忠告を 2~3回して、それで駄目なら首ですから」

（第 1鉄鋼k氏）。

第2に、若年労慟力不足解消の一手段として設けられた高等職業訓練校 (2)（第 1鉄鋼）の卒業生を

基幹労働力として用いようとする動きである。同訓練校は粗鋼不況カルテルが締結される 1年前の

7 D年 4月に発足したが、不況期後における労働市場の変化の中で、資本の意図する新規中卒労働力
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表2-9 社外企業別勤続年数別労働者比率 (1970年2月） （％） 

会社名 1年未満
1年～ 2年～ 4年～

1 0年以上
2年未満 4年未満 1 D年未満

直生
第一 鉄鋼 8.0 2 0.6 1 8,2 3 6.4 1 6.4 

接産 幌清建設 3 9. 4 2 0.7 24.9 1 4.8 
部

的門 太平 工業 1 9. 9 1 8.0 16. 9 3 7. 0 7.9 

作 （小 計） (1 6.6) (19.8) (18.9) (3 3. 3) (11.2) 

原
産業振興 2 8.3 1 6.4 15.4 2 6. 7. 1 3. D 

業
料 吉川 工業 2 0.6 1 6.7 18.7 1 4.8 2 9. D 
処
弾 浜野鋼業 1 3. 1 8.9 20.5 5 2.1 5.7 

請
部

門 豊誠工業 2 4.7 3 4.1 10.2 2 9. 0 1. 7 

負 （小 計） (2 3. 7) (17.1) (1 6.3) (3 0. 0) (1 2.8) 

陣上工業 1 6.1 2 0.1 27. 6 3 1. 9 4.0 

分
輸 橋本逝運 1 5.5 1 4.2 37. 5 2 3.6 8.9 

送 岩川商会 2 1. 2 1 3.8 26.5 3 0.8 7. 4 
野

部
大坪運輸 1 1. 1 9. 2 1 8.5 5 1.8 9. 2 

門
坂 田 組 6.6 2 □. D 16.6 4 3.3 1 3.3 

北貨・運輸 1 4.2 2 3.8 23.8 3 3.3 4.7 

（小 計） (1 5. 7) (1 6.2) (31.3) (29.3) (7. 2) 

計 (1 8. Q) (1 8.3) (21. 2) (3 1.6) 、(1o. 6) 

大 昌 電気 1 5.8 2 0.6 20.6 3 9. 6 3.1 
電
気 拓北電 業 1 6.5 2 1. 8 2 2.5 3 0.3 9. 0 

工
事 北都電気 1 6.4 1 1. 7 1 5.2 3 7. 6 1 8.8 

工
部

山口電気機 0.0 3 5.1 2 2.9 2 7. 0 1 4.8 
門

（小 計） (1 2.9) (21.9) (2 0.5) (3 2.9) (11.5) 

事
加藤 工業 8.4 5.0 3 5.5 2 3. 7 2 7.1 

土 菅組 工事 1 7. 8 1 8.9 1 7. 8 2 3.1 2 2.1 
請

木 黒田動熱 2 6.9 1 5.3 1 1. 5 3 8.4 7. 6 

． 
負 建

南北海道ヂーゼル 1 1. 1 1 9. 4 2 4.6 3 7. 3 7.4 

築 大 和工 業 1 9. 5 1 2.5 7. 0 2 6.6 3 4.2 

分 工 特殊 電極 2 6.6 2 0. D 6.6 2 o.o 2 6.6 
事

部 神 尾 組 0.0 8.5 1 9. 1 2 3.4 4 8.9 

野
門 車輛泰和 0. 0 o. 0 1 2.5 3 7. 5 5.0 

札幌ゴ ム 8.3 2 5.0 4 1. 6 2 5.0 0. 0 

（小 計） (1 6.4) (1 4.6) (1 8.2) (2 6.8) (2 3.7) 

計 (1 5.2) (1 7. D) (1 8.9) (2 8.7) (19.6) 

資料：胆振支庁『大手下諮中小企業の労務に関する実態調査』 (19 7 2年 2月）による。
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の確保及びそれの基幹労働部門への配置を可能にしつつある。

「70年当時、高卒者確保もなかなか難しいし、それで中卒者を育てていくという観点に立って、

室蘭協力会一本で訓練校を設立してはどうかという事で、協力会の中に専門委員会を構成しまして、

この中で色々検討を加えていったんですが、協力会一本では難しくなったもので、そういう事から第

1鉄鋼独自でやってゆくことになったわけです0....まず中卒者というのは技術を身につけたいとい

う意欲が非常に強いですね。そういった事から、単に事業所の訓練所だけということではなかなか魅

力紗池ヽし、法に基づいて高等職業訓練所という形にすることによって、中卒者を余計に採用できるだ

ろうという事もありますし・・••もちろん私共としては彼らを将来、中堅労働者にもってゆきたい。．．

まあ 71年以降高等職訓校卒業者だけで、他に人を採用しなくても人は大体間に合っていますね。彼

らの定着率も割り合いにいいし・・・・」（第 1鉄鋼勤労部長）。

上記の労働力対策は鉄鋼業界の景気回復とともにその効力を失うことが考えられないでもないが、

同じょうな労働力不足に悩んでいた建設業界が、若年労働力の吸引を目的に設立した事業内共同職業

訓練校によって若年労働力を確保しえたという事実は~31 社外企業の労働力対策が業界の景気回復

とともに単にその効力を消失するという予想だけでなく、今後の社外工労働市湯に一定の変化を及ぽ

しうることも予想させるのである。

＜注＞
(1) 山本潔教授は『日本労働舒場の構造』（東大出版会、 19 6 7年）において、社外工労働市場の特徴を、グレイ

ドの高い「中位ないし上位の戟務の担い手」 (32 8頁）である本工に対する、グレイドの低い「下位の戦務の

担い手」 (32 8頁）の臨時エ、社外エが、 口速位の戦務から上位の職務へと井准し」 (32 9頁）うる客観的

可能性があるがために、 「各戦務を担う労働者はより下位の職務を担う労働者との競争」 (32 9頁）関係にさ

らされているとしているが、そこでは、全ての戦務を肖にグレイドの上・下位だけを基準にして分類しているに

すぎない。しかし、一般的な碑解としては、下位から上位への昇進が可能な戦務とは、 1つの戦種を構成すると

ころの同一の昇進ルート上に属する戦務群をさすのであり（小池和男『牧金』 75頁、 17 5頁、高木督夫『合

碑化の話』 69頁参照）、山本潔教授が言うような抽象的なグレイドの上・下位だけを基準にするのでほない。

かくして教授は、必ずしも同一の昇准ルート上にあるとはい・えない職務をも含めて、社外エが担う □ご位の戦務」

と本工が担う「中位ないしは上位の職務」との競争関係を述べていることになる。

鉄鋼業においては、同一昇進ルート上にある下位の戦務の下請化、社外工化は少なく、逆に、同一外准ルー

ト上にない職務あるいは全く異なる職種の下請化、社外工化が多いのであり、そこにほ、教授の言うところの同

ー昇進ルート上にある職務であるがために生ずる隣接戦務問の直接的な競争関係、という論押は該当しないので

ある。

(2). 7 0年 4月に認可された第 1鉄鋼高等職業訓練校の前身は、 67年創設の第1鉄鋼戦業訓棘所である。

(3) 北海誼大学教育学部産業教育計画研究施設研究報告書9『建設業の楷造変化にともなう建設戦人層の伍労働者

化と労働組合運動』 19 7 1年、 32頁．
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第 3章労務統轄機構の再編成と企業内教育の展開

第 1節 経営労務管理体制の再編成と現段階的特質

第 1章第 1節で触れたように、 50年代前半期の労務統轄方式は、社外企業の性格が労務提供的請

負業者たる「組」的存在であったため、基本拘には親方制的労務統轄方式であった。すなわち、親企

業から労務捉供的下請業者に指名された親方は、何人かの棒芯を配下にもち•彼らに労働者の募集・

疇及び作業管理、賃金管理等の諸機能を与えて労働者の統轄を行なっていt.=,,

＇しかし、 50年代後半期闊卑業務下請化の増大にともなって社外企業は資本蓄稜を進め、経営労

務管理体制の「近代化」をはかり出しt.:,,経営組織の充実がそれである。例えば、太平工業では 61 

年に課制を、 62年に次長制を敷き経営組織の充実をはかった。また第 1鉄鋼でも 55 ~6  5年にか

けて次・課長制度を採用して経営組織の充実をはかった。(I}

このように、 5 0年代後半期以後．社外企業は経営組織の充実を中心に、経営労務管理体制の「近代

化」に着手しだしたが、その本格的取り組みは 60年代後半期以降のことであった。

以下． 60年代後半期以降に焦点を当てながら社外企業の経営労務管理体制「近代化」の実態を探

ることにする。その際、前章でプロジェクト・チームが経営管理、労務管理、作業管理の各側面から

社外企業を 3つのクイプに分類したことを述べたが、我々は、そのうちの上2位までのクイブの企業

群を中心に分析してゆくことにする。すなわち・①経営労務管理体制の「近代化」が最も進んでい

る企業群 0第 1鉄鋼、太乎工業、吉川工業、鉄原、幌消建設）．R経営労務管理体制がつぎに進ん

でいる企業群（陣上工業、橋本通運）を対象にである。

1、職制層の地位、機能の変容とその現段階的特質

5 0年代後半期に入って親方制的労務統轄方式が崩れていった主な原因は、棒芯による間接的管理

方式の塀合には、作業の能率が個々の棒芯の能力に頼らざるを得ず、それにともなって生ずる作業巌

の大きなバラッキは親企業の生産計画をそこなう恐れがあったことである。かくして、社外企業は棒

芯から募集・解雇及び賃金管理機能を取り上げて彼らを単なる管理労働者に転化せしめ、併せて管理

組織をも整備することによって、親企業からの業務下請移管を有利にしようとはかっt屯こうした動

きは、「直接的生産眼門」において特に顕著だった。

「作業内容が生産工程の流れの一部をうけ持っていますから、新日鉄（当時の富士鉄）に対して

責任ある仕事をしなければならない。だから企業い第 1鉄鋼）が責任をもって作業管理しなければな.................. 
らない。組請負的なことは出さなくなったのです。」（第 1鉄鋼勤労部長）。

以下、管理組織再緬成の動きが最も顕著であった「直接的生産部門」から第 1鉄鋼を、そして、

反対に動きが最も鈍かった「輸送部門」から栗林商会と橋本通連を代表事例に選んで分析してゆくこ

とにする。「輸送部門」から栗林商会と橋本通運を代表事例に取り上げた理由は、前者が新日鉄専属

の請負業者ではなく．基本的には社会的分業の形を取って新日鉄室蘭の仕軍を請負っている港湾荷役

業者であるのに対して、後者は新日鉄専属の社外企業である。このため当然、両企業の職制層の地位

・機能の展開状況は異なると考えられるからである。

(1) 第 1鉄鋼における作業組織の再編成と職制層の地位、機能の変容
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5 D年代後半期の職制の呼び名は'’班長、補佐員 IIであっ t.:,,班長は各班毎に、補佐員は各職場毎

に配置されていた。例えば、圧延班では、圧延班全体を管掌する班長と•班の末端作業組織の条鋼、

鋼片、鋼板各職堀を管掌する補佐員、という具合にである。

上記の例から分るように、当時の班編成は職楊数が少なかったこともあって、所属工場の異なる

幾つかの職場から成っていた。そして、一般労働者は特定の職塩に所属するのではなく班に直属し．

毎朝行われる班長のII 場割り IIによって、その日その日の職場がきまった。

「6D ~6  1年頃までは出勤したら班長がどこに行くか場割りする。 8割ぐらいの人がそれによ

って•その日の職場がかわった。あとの 2 割ぐらいは固定していましたけどね。昔はそういうように

職場がきまっていなかったのですね3 そういう作業体制だったのですね。」 lM氏` 42 オ•第 1 鉄

鋼作業実習指恐員）。

以上の如き作業組織においては、職制層による一般労働者の把握は十分たりえなかった。なぜな

ら・班の頂点に立つ班長は配下の労働者が多いため•個々の労働者の監督が不可能であったし、また

補佐員も．祀下の労働者が班長(/)II 場割り IIによって職楊を毎日移動するため、十分な労務管理を行

なえなかった。

しかし、 6 D年代

前半期、後半期の末

端作業組織の工場別

班絹成替え、工程別

班絹、成替えにともな

って（図 3- 1参

照）、職制層の地位

・機能は大きく変容

していった。

まず、 6 0年代

前半期の末端作業組織

の工場別班編成替え＝

工場別管理体制への

移行によって、職制

層は部下の掌握が容

易になった反面•各

工場に係長が配置さ

れたため•それまで

ライソの頂点に座し

ていた班長は、その

トップの地位を降り

図3-1 第1鉄銅における作業組織の変遷

年代 （部門別） （課・工場別） （エ程別） 伺甜抑方労働者）

(I) ＜麟班伍長（条鋼｝ 一般工
1960 圧延班班長 II （鋼片 ” 
半<

'I （鋼板） // 

海連班班長ー海運班伍長 // 

車輛班班長—ー車輛班伍長 “ 
期 原料班班長一原料班伍長 ” 受 綿材ライン班班に一般エ

(II) ＾ 
丸鋼手入班班長— II 

条銅係作業長 条鋼ライン班班長―- // 
圧 （職長） 条鋼精整班班長― II 

1960 第1精整班班長一 II 

年 ｀第 2精整班麟一 ” 延 第 5 精整班班長一— II 

代
囀鞘昨攀 第 4 精整班班長一—

” （職長） ステソレス班班長一—
” 

後 部
スカーフィン乃狂班長一＿ II 

精整 A 班班長— II 

半 一 三精整 B班醗一 ” （職長） H形鍋ライン班班長一— ” 
期

門 H形鋼起重恩班班長— “ 材料工程班班長一一 II 

‘ーノ

叫[:)<乏三材料糖整班醗一 ” 以 ） ラ イ ン班班長一 II 

降
成 品 班班長一— ” （荷役部門） 荷役係作業長（職長）―-荷 役 係班長一— “ （輸送部門） 輸送係作業長（職長）—―輸 送 係班長― ” （盤備部門） 整備係作業長（職長）一整 備 係班長一— II 

資料： 19 6 4年と 72年の作業組織図により作成。

（注） 60年代前半の班長・伍長がそれぞれ 60年代後半期には作業長（職長）・班長

て、係長一班長一伍 に名称を変更したが、本文で分析している権限の変化を除いて、その地位上の変化

長というライン組織 はない。

の一階梯を担う管理

労働者と化していった。
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ついで、 60年代後半期には、末端作業組織の工程別班緬成替え＝工程別管理体制への移行にとも

なって、大巾な「職制の改正」 (65年 7月）が行なわれた。 「職制の改正」の目的ほ「……

各人の能力を充分発揮してもらうために管理組織を整えこれを常に合理化して権限の委譲
・・・・・・。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 12) 

をはかり、実力第 1王義に徹した人材の登用で業務運営に当るために…組織佑制を確立…」 （傍点

は筆者）することであっ t.=,,

かくして．「職長、班長の責任と権限」 13} を明確にするために「従来、経験」(4) 的であった職制

の責任、権限を改め、「責任の区分が明確に示される職務明細」t5) に従って、職制は部下を管理する

ことになった。

表3-1 第1鉄鋼における職制層の職責基準

1. 職務権限のクイプ

； 通常の場合は奮部下に実質的決定、命令をまか この権限を有する者は、通常の場合該当職務を

堂自らは単に形式的｀もしくは総括的承認を与 部下に委譲しその遂行をまかせているが．自

A え、または事後に形式的、もしくは総括的把握 己の総括的な業績を達成するための諸指示命令

｀ 
ないしほ審査をする。 を行なうために~当該職務の遂行およびその結

果について部下から報告をうける。

実 通常の場合は、部下にまかせることなく自ら実 ①この権限を有する者は通常の場合、自己の
質

質的に決定し奮部下に命令し、または事後実質 判断によって決定奮指示命令し、あるいは報告
的
決 的に部下の報告により、その結果を把握しもし を受けるなどして当該職務を遂行することが出

B 
定

くは審査をする。 来0またしなければならない。
把
握 ③上位者から委譲されて、この権限を有する場

合は、当該職務の遂行およびその結果について

上位者に報告しなけ柑まならない。

意 企画奮立案し｀もしくは助言し意見を述べる。 ①この権限を有する者は、上位者又ほ指揮系列
見 の異なる者に対し必要に応じて当該職務につ
六目

申 いて自ら意見を述べたり、企画立案することが
ヽ

C 
企

出来る。

画 ＠）この権限は単なる助言から意見具申、企画立
立

案への椒画までの広い範囲の権限関係を含む。
案

③この権限は、指示命令の権限を含まない。

誓上儲の命令に従い、直接作業に従事する。 上位者の命令監督に従って、当該職務の作業に

D 

靡
自ら従事し、またしなけ切まならなく畜必要に

応じて報告を行なう義務がある。

（注） 職務基準書の作業長権限区分欄に権限記号B~Cとある場合は、甲番の場合に限り

Cとする。
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2. 作業管理機能内容

権限区分

職務項 目 職 務 内 容 係

i 
班

備 考

長 長

A作業計画

1月間作業計画 月間の作業計画について、係長に意見 C C 

を述べることが出来る。

2週間作業計画 週間の作業計画について軍係長に意見 B C 

を述べる。
l 

3．作業計画の変 作業計画の変更調整について．係長tこ B C 

更 意見を述べる。

B設備運転計画

1月間及び週間 設備の連転計画について｀係長に意見 B C 

の運転計画 を述べる。

2．迎転計画の変 運転計画の変更調賂について、係長に B C 

更 意見を述べる。

c資材計画

（エ器具を含む）

1．月間使用計画 資材の使用計画について、係長に意見 B c 

を述べる。

2．使用計画の変 資材の使用計画の変更について｀係長 B C 

更 に意見を述べる。

D作業実施

1．人員配骰

（イ）通常作業事の 通常作業時に於ける人員配置を決定し A B C 出勤の確認及び班長相互間の人

人員配樅 必要な指示を行なう。 員調整及び作業長問の調整

（口）特殊作業時の 特殊作業時の人員習り当について、係長 A B C 新作業、試験作業

人員配置 に意見を述べ指示を受ける。

（ノう異常時の人員 異常時の人員配置については、係長に B C 修理、休止、事故

配置 意見を述べ指示を受ける。

(=-)人員配置の変 作業中に於ける人員配置の変更につい A B C 

更 て、適切な指示を行なう。

2．作業の打合せ

（イ）日常の作業連 対所管との打合わせを行なう。 B D D 対所管ー当該係

絡打合せ 各担当外作業長との打合せを行なう。 一年
工長←班長

工長
作業長←→作業長

作業長← → 係 長
掛長

3・作業指示監督

（イ）作業予定の指 作業予定を作業開始時前に部下に説明 D D 

刀 し、その実施を指示監督する。

（口昨業予定変更 作業予定の変更を説明し~その実施を D D 

の指示 指示監督する。
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権限区分

職 務 項 目 職 務 内 容
係 閏班

備 考

長 長 長

4．作業場の管理

（イ）作業場の配匠 作業場の区分配置変更について、係長 B C C 

に意見を述べその指示を受ける。

（口）作業場の異状 作業場の異状処置について．係長に意

念[ C 

処既 見を述べる。

（吋特殊作業場の 特殊作業場の使用について係長に意見 B C C 

使用 を述べる。

（二）作業場の常態 作業場の正常化につとめ必要な指示を D D D 

確保 行なう。

5．設備の管理

（イ）設備の運転状 設備（車輛機械）の連転使用状況を把 A B C 

況 握し．実作業と運転の調整を行ない必 ( s 
要な指示を行なう。 B C 

（口）設備の整備状 設備の保守．点検状況を把握し．必要 A B C 

況 な指示を行なう。

（吋設備の係外使 設備の係外使用について係長に意見を > C 

用 述べる。

（二）係外設備の使 係外設備の使用について係長に意見を B C 

用 述べる。

僻設備の異状処 設備の異状について係長に報告し、必 B C C 

理 要な指示を受ナる。

6．職場の巡回 職場を巡回点検し．作業実施状況を把 D D D 

握し．一般的指尊監督を行なう。

E作業の異常措置

1．作業上の欠陥に 大小にかかわらず速かに係長に報告し B C C 所管の起因による場合も含む。

よる場合 必要な指示を受ける。 と
2事故による場合

（イl作業予定に変 異状発生状況を把握し．必要な措置を t ［ 
C 

更ない場合 指示すると共こ係長に報告する。

（口）作業予定に変 速かにその状況を報告し、必要な指示 > C C 1直以上の作業変更が生ずる場

更がある場合 を受ける。 A ロ

3．部外（特に主管 速かにその状況を報告L.必要な指示 <
C C 

課）からの特異 を受ける。

な連絡又は指示

による場合

F設備の修理

1．計画修且林） 月間叉は週間の修理計画について．要 C C C 修理期間が半直を越える修理

修理箇所｀修埋順位、日程時刻等機械

使用者側としての条件について意見を

述べる。

2．計画修猟IJi 小修理計画について係長に意見を述べ B C C 修理期間が半直以下の修理

る。

＇ 
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権限区分

職 務 項 目 職 務 内 容 係 旦
班

備 考

長 長 長

＆突発の修理 突発の要修理について関係先に連絡し B B C 半直を越える修理c.c
必要な措置を取り係長に報告する。 ( s 半直未満の修理B.C

C C （点検時の修理を含む）

4．修理の実施

（イ）連絡処理 修理に関して必要な事項を関係先に連 D D D 

絡し•安全上及び作業上必要な措骰を

取る。

（口）修理状況の把 修理に立ち合いその進行状況を把握し A D D 

握 必要な意見を述べると共に重要事項を s 
係長に報告する。 , D 

（ハ）検査立合 修理完了後｀検査に立合い確認する。

t D D 

G設備の改廃 設備の改廃についてほ係長に意見を述 C C C 

べる。

H工器具の改廃 工器具の改廃について係長に意見を述 C C C 

べる。

I作業施設の改廃 施設の改廃について係長に意見を述べ C C C 作業施設畜改廃決定後の実施

る。 についてほ係長ふ作業長B

J資材工器具の受

払管理

1．資材工器具の 資材の払出請求を決定する。 A A B 資材払出基準による。

受払 ＼ s ＼ 

B B C 

2．工器具の貸出 工器具の貸出請求を決定する。 A B 

し

3．資材及びエ器 職場に於ける資材及びエ器具の使用状

ふ
D D 

具の管理 況を監督する。

K作業結果の把握

検討

1作業日報の検 各種日報を作成．又は検閲する。 D D D 

閲作成

2．作業進捗の把 作業結果と計画を照合し作業の計画遂 D D D 

握 行をはかると共に作業の進捗状況を係

長に報告する。

3．作業成績の把 作業の総合的成績を把握検討する。 B C C 

握

4．報告書の作成 指示された報告書及び資料を作成し提 D D D 

出する。

L会議出席

1．係内会議 作業長会議、作業検討会•安全会議等c D D D 係長の出席しない会議につい

2．係外会議 係長以上が指示する会議 D D D ては議事録を作成し係長に提

3．社外会議 安全会談、作業検討会其の他係長以上
出する。

D D D （出席者は都度指示する）
が指示する会議
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権限区分

職務項 H 職 務 内 容
係 作 班

備 考業
長 長 長

M技術管埋

1作業標準の設 作業指郡標準書の設定改廃について係 C C C 

定改廃 長に慈見を述べる。

2．作業標準の維 作業標郡（動作標郡を含む）の職場指 D D D 

持徹底 萌を行ないその徹底をはかる。

N改善提案

1．改善提案の奨 改提案を奨励する。 D D D 

励

2．改善提案の審 改苦提案の内容を検討し係長に慈見を C C C 

査 述べる。

3. 労 務 管 理機能内容

権限区分

職 務 項 目 職 務 内 容 係 悶班 備 考

長 長 長

A要員

1．要員（職場定 要員の決定および変更について係長に C C C （暫定臨時要目を含む）

員）の決定 意見を述べる。

2．要員（職場定 要員に対する不足人員の補充の時期方 C C C 

員）の確保 法、人数等について係長に意見を述べ

る。

B転出入

1．新規採用転入 新入社員及び転入者の受け入れについ C C 

者の受入 て係長に意見を述べる。

2．退．職、転出 部下の退職及び転出について係長に意 C C C （技能職についてこの権限は勤労部

見を述べる。 長）

c人員の配置

1．所属の決定及 一般技能職者の所属の決定及び変更に C C 所属とは係をいう

変更 ついて係長に意見を述べる。

2．従事職務、職 一般技能職者の従事職種及び職務の決 通常従事する職種の決定は部長。

種の決定及び 定及び変更について係長に意見を述べ

変更 る。

3．勤務種類及び 一般技能職者の勤務種類及び組絹成の B C C 勤務の種類とは常昼、交替勤務の別

班編成の決定 決定及び変更について係長に意見を述 をいう。

及び変更 べる。

4．通常の人員配 日常（通常）における一般技能職者の A B C 職場定員内操作とする。

置 人員配骰を決定し、部下に指示する。

D役付技能職者の

配既

1．任命 班長の任免について係長に意見を述べる。 C C 

2．配匠転出入 班長の班絹成配骰及び転出入について B C 

意見を述べる。

—•32 4-



権限区分

吸 務 項 目 職 務 内 容
係 畠班

備 考

長 長 長

E服務勤怠

1．勤怠ヽ 4把握 部下の勤怠状況を把握し所定の様式に D D D 勤怠の一覧表の作成。

より係長に報告する。

2．休日の指定及 部下の休日を指定叉（ま休日を振替し所 A B C 

び振替 定の様式により係長に報告する。

5．休暇 部下の年次有給休暇、生理休暇亀出産 A B C 

休暇、特別休暇、代似忌引、病欠、 ＼ ＼ 

私欠等の休業を許可、叉は決定する。 B C 

但し~必要ある楊合は係長に報告し指

示を受ける。

4過勤務の決定 過勤務（休日出勁を含む）の人員時間 A B C 

を決定L..部下に命令する。 s ( 

但し必要ある場合は係長に報告じ指示 B C 

を受ける。

5．職場離席 部下の私用または公用による遅刻。早 A B C 

退、外出を許可または決定する。 ＼ s 
但し必要ある場合は係長に報告し指示 B C 

を受ける。

｀ 6．係外勤務

（イ）部内他係への 部下の部内他係への勤務について人員 t ？ C 

勤務 を決定指示し係長に報告する。 C 

（口l部外、社外へ 部下の部外及び社外への勤務について
臨時の応援等

忍
C 

の勤務 係長に意見を述べる。

F考課賞罰

1．人事考課 部下の人事考課を行ない報告する。 D D D 技能職者のみ

2．社員登用 見習社員の社員登用について慈見を述 C C C 

べる。

3．賞罰 部下の表彰．懲戒、宜罰について係長 C C 

に意見を述べる。

G苦情処埋

1．軽易な苦情の処 職場内での処理出来る作業現境．要員、 A B C 職場（作業長単位）

理 人員配既、対人関係等の苦情を処理し

係長に報告する。

2．重要な苦情処挫 職場内で処理出来ない作業現境、要員、 B C C 

人員配低富対人関係等の苦箭について ＼ 

検討し．係長に意見を述べる。 C 

H教育

1．職場教育

（イ）教育計画 部下の教育婆点を把握して職場教育計 B C C 

画を立案し提出する。

（口）教育の実施 決定された教育計画に従い部下の教育 D D D 

訓練を自ら実施する。または実施を指

示する。
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権限‘区分

職 務 項 目 職 務 内 容
係 畠班

備 考

長 長 長

（今教育結果の把 部下の教育訓練実施状況を把握し、係 D D D 

握 長に報告するc

2．職場外教育 部下の職場外教育について係長に意見 B C 

を述べる。 と
I安全衛生管理

1．災害防止対策

（イ）安全関係作業 翠：関係の作業標準の記改廃につい C C C 

標準 て意見を述べる。

（口）災害の防止対 安全上必要な設備｀工具の改良現境の B C C 勺

策 改善について意見を述べる。

2．安全作業の維持 安全作業維持、エ具の整備、職場の整 D D D 

理、整頓等について部下を指示監督す

る。

3．災害時の措置

（イ）災害の措樅 災害発生に際し応急措股を取り係長及 D D D 

び関係先に連絡する。

（口）原因の調査 災害原因を把握し、安全関係者の行な D D D 

う、原因調査に協力する。

け災害の報告 災害調査を確認し係長に提出する。 D D D .. -・ 
日対策 対策小委員会を招集し対策を協懺する。 D D D 

4．健康管埋 部下の健康状態について常に気を配り A B C 

異常ある者について必要な措置を取り s 
係長に報告する。 C 

5．衛生管理 衛生的な作業環境の維持、衛生用具の A ？ C 

整備着用等について部下を指示監督す s f ＼ 

るr B D D 

J安全衛生教育 職場懇談会等を通じ部下の安全衛生教 ？ f D 

育を実施する。 C D 

資料：第 1鉄鋼『規定集』による。

職務明細（表 3- 1)によると、作業長（当時の名称は職長）の機能はおおよそ次のとおりであ

る 。｀

第 1 、作業管理機能についてみれば•作業長が決定・命令権をもつのは通常作業時及び特殊作業

時の人員記置と変更•作業の異状処置 l 但し．乙、丙番の時のみ）だけである。但し、作業計画、作

業場の管理（作業上の区分配置変更｀特殊作業場の使用、作業場の常態確保）•作業の異常措置等に

関しては、企画・立案への参画を含むとこらの助言・協力を係長にすることになっている。また、以

上の他にも、対王管け親企業）との作業の打合せ、作業の指示監督｀職場の巡回、作業結果の把握

（作業日報の検閲及び作成、作業進捗の把握、報告書の作成）．種々の会議参加、作業標準の維持徹

底、改善提案奨励•審査の業務等に直接従事しなければならない。

第 2、脚蒲、資材管理機能についてみると、作業長い厳長）は機械の性能、使用状況の把握及び

資材、エ具の払い出しに関して指示・命令権を有する。また、機械の連転計画及び係外での使用、保
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全（但し、小修理）計画等に関しては、企画・立案への参画を含むとこらの助言・協力を係長にする

ことになっている。

第3、労務管理機能については．休日の指定及び振替、休暇許可、過勤務の人員、時間の決定、

部下の係外勤務、軽易な苦情処理に関して、決定・命令権を有する。また、要員決定・役職者の任免

及び配置軟出入、社員登用、賞罰、教育計画、勤怠及び人事考課等に関しては、係長に協力するこ

とを通じて勤労部に協力する。

以上の職務権限の明確化は、先の引用文でみたように、「実力第‘1主義」の登用と結合して登場

してきたのである。そのため｀ 6 0年代前洋期までは年功者の¥¥名巻職 I＼的色彩の浪かった職制の地位

が、 60年代後半期以降になると、昇進試験にパスして、はじめて職制への昇進資格を得れることにな

った。

「今は年功よりも•その人の能力によって昇進するからね。上にあがるには試験ですよ。試験に

合格しなければ、なんにもなれない。班長試験は簡単だけれど、作業長あたりは作文も書かなければ

ならない。なんせ試験tこうからなければ昇進出きないですね。前は年功で上ったけどね」 co氏、 43

オ、第 1鉄鋼荷役係作業長）。

このような「実力第 1 王義」という昇進制度改革の背景には•第 1 tこ、 6 0年代後半期邸降、親企

業が社外企業に非常に厳しい「合理化」要請を行ない、社外企業はこれに応えて機械、設備の萌入を行

なうが（表 4-1参照）、それは工程のスピードアップをもたらし、必然的に工程管理上の機敏な能

力を社外工職制に要求しだしたことである。

・「結局 1分 1秒を争って仕事がされるわけでしょう。仕事が流れてくるわけでしょう。これはエ

程管理というか、工程管理に即応するための仕事の処理という意味での能力ですね。そういうものが

どこの下請でも• 1つの仕事は単純でも他との関連で非常に複雑です。これではやっぱり下請の班長

とかになるのに、相当機敏な労働者でないとやってゆけないのですね。ただ与えられた仕事を処理す

るだけじゃいけない。 トラック連転関係は別ですけど、本工の作業と密接な作業をしていればいるほ

どそういうことが言えるでしょうね」（新日鉄室蘭労組元中執N氏）。

第 2 に、親企業の「合理化」要求に応えて•前述の機械、設備の恐入の他に． QCサークル運動、

企業内教育等 16）が、 60年代の後半以降活発になるが、この新しい労務管理を十分にこなすために

は、かっての年功第 1主義の昇進制度からの脱皮が不可欠であったことである。事実、古いクイプの

職制の横すべり組が多い作業長層の中には、新しい労務管理に追いついてゆけない者も生じてきてい

る。

「作業長層は昔の班長の横すべりが多いです。それで今の作業長としてこれだけは身につけなけ

れば駄目だというのがあるでしょう。そういう事には全くチソプ‘ノカンプソでついてゆけない。だか

ら・昔からのカソだけでもって人を動かしてゆくというんですけれど。荷役あたりでも｀この作業に

はこれだけの人がいるんだと、また、こうやったら QCがうまくいき、人がつかえるのだということ

が全く分らない。そして、これだけの人間でやる必要がないといっても、昔のカンだけでやってしま

うことがあるのですね。」（第 1鉄鋼 K氏）。

とこらで、職制権限の明確化、「実力第 1 王義」に基づく昇進制度についで•職制の地位及び性

格変化の総仕上げとして、 67年から数年間、作業長の非組合員化が実施された。これは、作業長に

ヽ経営者の一員¥¥としての意識を植えつけ、彼らを職場支配の尖兵たらしめようとするものであった。

「作業長は 7O年頃までだったかな、それまで作業長は組合員ではなかったのですね。その頃・
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再び作業長を組合員にすべきかどうか支部で論諮しましt-:a結果的には残成多数で可決されましたけ

れど、立場から言えば彼らは経営者ですからね」 (s氏、 30オ、第 1鉄鋼線材係精盤班）。

しかし、作業長陪の中には、職制の即位・機能・性格の急速な変化にとまどいを感じ、自ら職制

の地位を降りる者も出てきている。

「作業長は上からも文句言われるし、班長からも突き上げられるし、という事で自ら辞退すると

いうのも出てきていますね」（第 1鉄鋼 K氏）。

こういう点からして現段階は、高校卒あるいは職業訓練校卒の子飼いの若年労働者が作業長に登

用されて、機能を十分に発揮するまでの過渡的段階にあるといえよう。

「これから作業長になる人間は、若手で工業高校、職業訓練校出の班長の中から育ててゆこうと

考えているのでしょう。古い作業長では駄目なんだと、実力本位で若手を上げてゆこうということで」

（第 1鉄鋼 K氏）。

(2) 栗林商会における作業組織の再編成と職制層の地位の強化

従来の作業組織の緬成は、図 3-2にみる如くである。この編成下でと監督（第一線監督者）は、

固定した配下労働者をもたず、総監督の直接指示によって・毎日、顔ぶれの異なる労働者を統率しな

ければならなかった。

「作業系の場合は、監督が 10名なら 10名いても、どの監督にどの部下がつくかというのは決

ってなかったのですね。その日その日で変っていたのです」（栗林商会労働部長）。

とこらが、 6 4 年に末端ライソの管理体制を整備する目的で作業組織の再綱成が行なわれ•各監

督（この時作業長に名称変更）に、それぞれ 12 ~  3人の労働者が配置されることになった。その結

果、作業長は固定した 12 ~3人の配下労働者をもつことになり、彼の部下掌握は以前に比べて容易

になった。

「64年にチーム制にした。 1チーム、 1 2 ~3名で、そのトップに作業長が 1名つくわけです。

こうして、自分の部下が 1 2 ~  3名なら 1 2~3名と決まることによって自分の部下を掌握すること

が容易になってきたんですね。常時同じメソバーと一緒に行動を共にして働いているわけですから。

チーム制が取られていない時は、作業員が病気で休む場合でも連絡されない場合が多かったんですね。

それがチーム制が採用されてからfな身体具合が悪くて休むというような時には連絡があるんです。

休みが長引くと作業長が自宅へ行って色々事情を聞いてきたりなんかする、ということで職制の任務

は重要になっているんですよ。まあ、そういうことで部下を掌握して仕事をやってゆくということで、

会社と末端とのパイプが良くなりましt-:a」（栗林商会労働部長）。

このように、作業組織の再編成にともなう配下労働者の掌握強化によってその地位を強化した作

業長は、 2年後に新たに甜入された職能給制度下で、第 1次賃金査定権を得ることによって、一層労

務統轄機能を強めていった。つまり、作業組織の再編成の 2年後 (66年）に等入された新賃金制度

は、従来の経験給的査定法によっていた日給月給制から職能給と年令給を加味した月給制への移行で

あったが｀それは作業長をして、賃金査定を通じての労務統轄を容易にした。この間の事情を全港湾

栗林分会書記長は次のように述べている。

「組合が分裂して 5年後の 66年から新賃金制度をつくってね、職能給にしたわけです。そして

査定権（第 1次）は作業長が持っているんですよね。作業長ににらまれると定期昇給にかかわるから、

最低 10 0円上るから。なるべく多く上げるには何も言わないで死んだふりをしていればいいんでな

いかということでね。職能給があるから言いたいことがあっても言わないのね」。
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以上、柴林商会における職制の即位・機能の強化過程をみてきたが、それは親企業の新日鉄室閾

の強い要請に基づいて行なわれたのではなかっ t-::aその意味では、親企業への依存率が高い第 1鉄鋼

が、親企業の強い要請によって職制層の地位・機能を強化した過程とは異なっているといえる。 ま

た、同じ港湾荷役業者で、かつ親企業への依存度の高い橋本通運と比較してみても、資本への職制層

の包摂の強さという点では、橋本通運より栗林商会の方が強いのである。

(3) 橋本通運における職制層の性
図3-2 栗林商会における作業組織の変遷

格

橋本通連の職制は． I¥作業長．伍

長、班長 IIという名称て呵芍泊、 その昇

進方法は勤続年数が基本になっている。

職制による配下労働者の労務統轄方

法は．「関連協でやる第一線監督者教

育なんてのは全然役に立たんな。やは

り人をつかうには心の触れ合いだよね。

だから皆に 1つでも多く代番をできる 1作業員（約100人前絢

ようにしてやらなければ。今は不況だ (1 9 6 4年以前）

から会社では残業を少なくすれと言っ

ているけど、ある程度やらせてやらなくちゃ。少しでも多く代番をやらせてやらなくちゃね。代番な

かったら食っていけないんだから。全然代番をさせるなという事はできないよね。」 (Y氏、 4 8オ、

橋本通運貨車係作業長）という言葉から分るように、温惜王義的労務管理を基調にしている。

しかし、同じ橋本通運の中にあっても、海運凩貨車係、特車係等の間接部門に従事している職

制層に比して、本工の「本体作業」に直結する「直接的生産部門」に従事している転炉係の職制層の

場合は、温性主義的労務管理を行なう余地が少ないといえる。それは、転炉係が本工労働者の職場と

密齋しているため、そこで働く職制層は本工職制が行なっている「近代的」労務管理を直接識る機会

が多いことと同時に本工職制から「近代的」労務管理の実施を要請される度合が間接部門よりも強い

長業

0

0
 

間
｀

↓
 

(1 9 6 4年以降）

ことによる。

2、職能給の導入にともなう賃金管理の変容

社外企業が中小企業群の一粟を担う限りにおいて、社外企業の賃金管理も中小企業に特有な賃金

管理の諸特徴を有していることはいうまでもない。しかし、ここでは社外企業（中小企業）の賃金管

理の構造を体系的に述べるつもりはない。ただ、 60年代後半になって、社外企業にも琳入されだ L

た職能給が、社外工労働者にどのような影態を与えたかを指摘するだけである。

表 3-2は 71年の『関連労働者ハソドプック』から得た「社外企業別平均賃金」であるが、こ

れによると殆んどの社外企業に職能給が恐入されている。(81 この表の企業以外にも吉川工業、栗林商

会が職能給を恐入している。

今、第 1鉄鋼を事例に取り上げながら職能給の羽入が賃金管理上、どのような影嬰を社外工労働

者に及ぽしたかを検討することにする。

第 1鉄鋼に職能給が甜入されたのは、 65年のことである。当時の社内報は職能給の甜入につい

て次のように述べている。

「すでにご承知のことと思いますが•春闘交渉に際して、当社では給与の一部を職能給による人
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表3-2 社外企業別平均貨金 (1971年4月）

定 時 間 賃 金 時 間 外 鍍 金 贋 金
会社名

基本給 職 能 給
能率給

家 その他 計 過勤務 深 その他 計 総 額
業績手当

第一鉄鋼 35,95円5 14,85円0 
円 円

2/,6 円0 53A6円5 
円

425円0 2,00円0 24,40円0 
円

＊ 18,150 77,865 

橋本通運 37,950 ヽ 7,481 2,400 990 48,921 22,690 4,920 1,040 28,550 77,471 

太平工業 24,954 1 9,3 5 D 7,300 51,604 18,8 5 D 4/, 5 0 235 00 7 5,1 04 

産業振典 39,000 21, 1 0 0 60,000 1 0,11 0 3,850 4 38 14,398 74,398 

陣上工業 40,332 4,500 990 4,650 50,471 32,527 3,750 7 67 37,044 87,515 

幌清建設 28,7 DD 12,001 3,1 5 D 43,851 25,306 3,850 2,604 31,760 75,611 

浜野鋼業 43,961 3,278 47,289 11,307 7,191 18,498 65,737 

豊誠工業 31,600 19,150 4,950 55,700 11,950 750 12,700 68,400 

南チ北ー海セ道ル 29,925 8,547 940 3,222 42,634 17,640 1,8 9 D 3,477 23,007 65,641 

鉄 原 43/:,59 2,51 5 6,229 52,403 24,561 3,820 28,381 80,784 

加藤工業 43,91 7 1,61 9 4,890 2,912 54,228 21,932 1,01 0 22,942 77,170 

資料：日本鉄鋼産業労働組合連合会『関連労働者ハンドプック 19 7 1年』による。但し｀この数字は組合

員の平均賃金である。また、＾ソド．ブックでは職能給の欄が、職務給、職能給、職種給となってい

るが｀今回の調査によると新日鉄室蘭の社外企業では職務給、職種給が禅入されていないため、職能

給という欄にした。

事考課の配分として提案しました。この職能給についてはかねてから給与制度合理化の一現として慎

重に検討を続けてきましたが、去る 7月 26日の団交で人事考課実施内容について組合に提案し、そ

‘の内容及び運用費の諸問題を説明討議しました。…考課内容としてほ職務能力を王体としたもので、

当社の場合、作業形態が非常に多岐にわたっているので 10項目に分けている。その細分された項目

ごとに配点があり 10項目配点検討で各人の給与が決定される。さらに考課内容も． A表（執務職の

役職者） B表（技能職の役職者） C表（執務職、技能職一般）と…する内容で…。考課回数は年 2回

で4月末日` 10月末日。…考課者は被考課者の直属上司とす。したがって技能職一般の場合は班長

となります。」
19) 

かくして、各班の班長は配下の社外エ労働者を 10の評価項目別にその能力を評価し． 1位から

順々に評価番号をつけ｀最後に A•B•C•D•Eの 5 段階に個々の労働者をランクづけすることに

なっ怠 7 2年度の場合には Aラソクが 2,5 0 0円、 Eラソクが 50 0円でその差は 2,0 0 0円であ

った。

「職能給は A•B•C•D•E の 5 段階にラソクづけされているんです。そして毎年評価しなお

すんですね。今年の場合であればAの人が 2,5 0 0円上ったら Bの人が 2,0 0 0円という状態です

ね。…しかも Aが何パーセソト、 Bが何パーセソトとパーセソテージが出されているんですね。そし

て Aの人が多くいた場合には•全員がAにラソクされないんですね。 Aの枠は決っているから。必ら

ず何人かを下げなければならない。」 (s氏、 40オ、第 1鉄鋼線材係成品班）。

こうして甜入された職能給は、労働者に次のような影狸を与えた。

まず第 1に、配下の労働者に対する職制の統轄力が人事考課を棋杵にして強化されたことである。

「班長が作業態度や上司に対する態度など査定するからね。仕事以外の事も査定するからね。仕
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事が出来ても職場の中で上司に一言でも文句を言うとか、班長から言われたことはハイハイといって

やる人、そういう人ならいいけどね。…過勤務なんかも影蓉してくるからね。つまり会社に協力して

いるということでよくなるんですね」 (M氏、 42オ、第 1鉄鋼高等職業訓練校作業指導員）。

第 2に、職能給の等入は労働者間に競争心と相互不信の念を植えつける役割を果したことである。

「職能給がない方が気楽で働けますね。職能給が入るとなんぽうまくいっている職場でも変って

くる。同じ仕事をしていてもどうして差が出てくるのか、みんな疑問になるわけです。それは班長｀

作業長が決めるんだから。この人間は仕事をやるとかやらないとか｀、又文句をたれるとか、たれない

と加そういうものしかないわけですね、差別するのに。同じに働いて、なんでアイツがこれだけも

らって、オレはこうだなんて思いますから。そうやって競争心を植えつけるからね。」 (H氏、 30 

オ、第 1鉄鋼条鋼係線材班）。

第 3に、職能給の番入は、職制の労務統轄強化及び労働者相互間の競争心の惹起を通じて、職場

における不平・不満、特に賃金面での不満の顕在化を押さえつける役割りを果していることである。

「最初はかなり苦情がありましたが、今は苦情も少なくなってきたようです。今は 1ラソク下った

・りしたら周囲から冷ややかな目で見られるので、あまり公表しなくなりました。」 (s氏、 41オ

第1鉄鋼鋼片係 ;;t'テンレス班）。

とこらで、第 2章でみたように、社外工労働力の熟練の性格は、かっての肉体的不熟練労働か

ら半熟練労働、熟練労鉱単純労働に分化し、昇進労働力群u° である一部の半熟練労働力（輸送用機

械連転工以外の半熟練エ）や一部の熟練労働力（製鉄工程の樋修理作業、製鋼工程の鋳型整備、下注

ぎ用鋳型セット段取り作業、圧延工程の圧延ロールのベアリソグ取り替え、整備作業にみる手工的熟

練エ）の企業内抱え込みが社外企業にとって必要になった。勤続年数 3~4年以上になると企業内に

定蒲する労働者が増える傾向があるのは、 1つにはこの理由によるのである。．職能給の導入はまさに

この層に対して有効な賃金管理機能を発揮しt-:,,なぜなら、企業内に抱え込まれて勤続年数が長期化

する労働者にとって、職能給の専入は、資本による賃金管理の厳格化を通じての差別支配の強化（長

期勤続者になるほど、その影響度合は大きい）を意味するか・らである。00

しかし、他方社外企業における職能給の等入は、大企業における昇進労働力群に対する職務給ほ

どには賃金管理機能を十全に貫徹しえなかったことも事実である。なぜなら、一部の昇進労働力群を

除くと、他の大半ほ労働力の供給形態が昇進制度を要しない不熟練労働力、熟練労働力の職種であり

職能給の等入による賃金格差の厳格化は労働移動の激化という抵抗を惹起せずにはおかないからであ

る。

かくして、社外企業において、職能給の等入が賃金管理上に及ぼす影審・役割は、上記の 3点に

わたって触れたような機能を一定程度果ししまするものの、完全に社外工労働者を差別・支配するもの

にはならないのである。それは次の労働者の言葉からもうかがわれる。

「成績のいい者と悪い者との差は少ないですねあまり成績のよくない人間とよい人間との間に賃

金格差はない。…格差を多くつけると不満な連中は止めて出てゆきますからね。今は不況だから出て

ゆかないけどね」 (T氏、 36オ、第 1鉄鋼H形鋼係ライソ班）

S、ヒューマン・リレーションズ管理の実態

職制層の地位・機能の強化及び職能給の導入を軸とした賃金管理の厳裕等と表裏一体をなす・II ァ

メの政策 IIとしてのヒューマン・リレーションズ管理の実態は、いかなるものであらうか。
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表3-3 業態部門別にみたI:::.ユーマン・リレーションズの実施状況 (1969年8月）

＼ 区分

直接的生産部 原料処埋部門 輸送部門の 電気工事部門 土太・建策ヱF附帯部門の

門の社外企業 の社外企業 社外企業 の社外企業 韻1の社外企業 社外企業

苦情処埋制度を作っている 1社 3社 一社 1社 1社 1社

労使協議制度を作っている 2 5 1 2 2 

提案制度を作っ：ている 2 2 3 2 2 1 

親睦会を作っている 2 2 3 3 1 

労務担当職員をおいている 1 3 1 4 4 

産業カウンセラ→命i,ヽ ている

職場懇談会を開いている 2 2 7 4 7 1 

資料：新日鉄室蘭協力会『労務に関する実態調査結果』による。

（注）調査に回答してきた社外企業数は「直接的生産部門」の社外企業 2社、 「原料処理部門」の社外企業3社

「輸送部門」の社外企業9社、 「電気工事部門」の社外企業5社` 「土木・建築工事部門」の社外企業

1 3砒 「附帯部門」の社外企業3社である。

表 3-3は新日鉄室蘭協力会の『労務に関する実態調査結果』から得たヒューマン・リレーショ

ソズの実施状況である。この調査結果は、ヒューマソ・リレーションズに関する項目が、「従業員の

意見や相談をどのような方法可聞いていますか」という簡単な設問であるため、社外企業が実施して

いるヒューマン・ lJレーションズ管理の全貌を十分に把握しきれてない限界をもっている。しかし、

今、さし当ってこの表から言えることは、社外工労働者が考えていること、感じていること等を資本

の側へ吸収するとこるの「労働者から資本家へのコミュニケーショソ手段」を大半の社外企業が実施

していることである。なかでも•職場懇談会は最も普及している手段の 1 つである。

とこらで、．ヒューマン・リレーショソズの実施は、単に個々の社外企業において個々別々に行な

われているものだけでなく、新日鉄室閾協力会を通じた全社外企業共同のものもある。例えば、新日

鉄室蘭協力会即粥］45年度定喘叙辺資料によれば、協力会王催による「明るい職場づくり連動推進事

業場懇談会戸 「野球大会の開催」a3 「所内大運動会の開催」 U-0 「家族慰安会の開催」IIS) 「室OO音

楽文化協会諸行事への協力」u~ が 6 9年に実施されている。

以上のように、比較的金のかからないヒューマソ・リレーションズに関しては、多くの社外企業

が何らかの形で実施している場合が多いが、逆に金のかかるもの、例えば・産業カウンセラーの設置

とか、社内報の発行に関しての実施は少ない。前者についての設置企業数は皆無であり（表 3-3)`

後者については第 1鉄鋼、太平工業の 2社だけが発行しているにすぎない。

とこらで、社内報を発行している企業は、その他のヒューマソ・リレーションズ的施策も含めて

全社外企業の中でも比較的体系的なヒューマソ・リレーションズ管理を実施している企業の部類に入

る。以下、最も体系的なヒューマン・リレーショソズ管理を実施している代表的企業である第 1鉄鋼

を中心に、その具体的実施状況をみてゆくことにする。

第 1鉄鋼で実施しているヒューマソ・リレーションズは大体次のとおりである。

(1) 第 1鉄鋼資本から第 1鉄鋼労働者へのコミュニケーショソ……社内報、社報、掲示板

このようなコミュニケーション手段採用の意図については、｀次の II社報発行に期する，，と題した

経理部長の談話をみると明らかである。その意図するとこらは、全社外工労働者に企業の現状を理解
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させることによって、企業との一体感を植えつけ、各人が受けもつ職務に対して誇りを持たせながら、

生産性向上の方向に全体の意思統一をすることを目的としている。

「(6 5年） 7月 1日第 1号により社報が配付されています。これは掲示板、回覧板的に単に皆

さんにお知らせ致します｀という式のものではなく、ヽ知ってもらう I（ことにその目標があるのです。

社員全員が会社の現状を知っていき、そして理解すること｀それ故将来、計画や基本政策の決定され

たものについ・ては十分に知らされる必要があると思います。…知らされたことについて自分らで研

究し討論もなされるであらうから、当然全社的視野から自分はどう働くべきか又反省もされるであら

ぅ。そこに会社の意志統ーなり…協カ一致がなると思います。…我々は佃らされる社内の事情に対し

最大の理解をし、その目的が生産性の向上にあることを忘れず、自分の職務に努力を傾注すべきであ

ると思います。」 u~

(2) 第 1 鉄鋼労働者から企業へのコミュニケーショソ…改善提案制度、社内報への投書•投稿

苦情処理機関、職場懇談会 118

これらのヒューマソ・リレーションズ管理の意図するとこらは社外工労働者の仕事に対する創意

・エ夫をくみ上げ、かつ布黄を和らげ、かれらに労働意欲をもたせることにある。

表3-4 第1鉄銅における報道規定

第 1章総 則

第 1条 当社における報道に関しては別に定めるもののほかこの規定の定めるところによる。

第 2条 報道は社内に対し業務上の連絡事項及び社内ニュースで社員に必要なものを周知すると共に社外に

対し必要な社内ニュースを発表することを目的とする。

第 3条報道は社報、社内報、掲示板及び社外発表に区分し総務部において行う。

第 4条 報道資料はこの規定で定める資料のほか各部係の長及び社員その他の提供する--=-般資料による。但

し報道資料の提供にあたって業務上のものについては必要に応じ所属上司の承認を得なければならない。

第2章社 報

第 5 条 社報に掲載する事項ほ次のとおり区分する。但し必要があるときは別に臨時に区分を設けることが

できる。

1．定 め 社則、規則．要領

2. 協 定・労働組合との協定事項

3. 通 告 定めに準ずる事項

4, 人の動き 人事に関する事項

5. 賞 罰 賞罰に関する事項

6. お知らせ 前各号以外の事項

R 社報の別冊を発行し統計.法令、作業概況その他参考事項を掲載することがある。

第 6条 社報の仕上寸法は日本標進規格A列5番による。

第 7条 社報に対する報道資料ほ欄外に「社報掲載事項」と朱記し総務部に捉出しなければならない。

第 8条社報の配布先は次のとおりとし発行の都度配布する。

1． 係長（これに準ずる者を含む）以上

2. 前号のほか総務部長が必要と認めた個所

第 9条 係長は社報の配布を受けたときは、適宜の方法により所属社員に速やかに、周知させねばならない。

第3章社内報

第10条 社内報は毎月中旬発行する。但し必要に応じて臨時に発行することがある。

第11条 社内報に対する報道資料はほがね原稿用紙によるものとし毎月末までに提出しなければならない。

第12条 社内報に対する報道資料の中で個人の提供するものは社員及びその家族等より羽銑欽：よるものとする．
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第 13条 社内報の配布先は次のとおりとし発行の都度配布する。

1．社員

2. 前号のほか総務部長が必要と認めた個所

第4章掲示板

第14条 掲示板は本社、工場、支店．営業所の各必要個所に設概し総務部長がこの管理にあたる。

第15条 総務部長は前条の管理を委任することができる。

第16条 掲示の期間は3日以内とする。但し必要に応じては期笥を延長することがある。

第5章社外発表

第17条 社外報道関係者に対して行う業務に関連する社外発表は文書又は口頭によって行う。

第18条 重要な社外発表は原則として総務部こおいて行う。

第19条 各部係が社外報道関係者の取材に衰料を提供する場合その重要事項についてほ予め総務部にその旨を

連絡しなければならない。

第20条 この規定は昭和 44年4月1日より施行する。

昭和40年7月1日制定

昭和44年 4月1日改定

資料：第 1鉄鋼『規定集』による。

表s-5 第 1鉄銅における改善提案取り扱い規定

（総則）

第 1条 改善提案の取り扱いについては、別に定めるもののほか｀この規定の定めるところによる。

（目的）

第 2 条 この規定は業務に関して、改善提案を奨励し創意と工夫によって業務能率の増進と経営の合理化を囮

ることを目的とする。

（提案の範囲）

第 3 条 この規走で改善提案とほ、当社の社員の自己の着想による改善案の提出であって．次の各号に該当す

るものをいう。

(1) 新製品の開発、機械設備品およびエ器具の改善に関するもの。

(2) 作業工程および方法の改善に関するもの。・

(3) 生産能力、品質．歩留りの向上および原価低減に関するもの。

(4) 労力鳥資材、消耗品の節約．不用品（未利用資材を含む）の活用に関するもの。

（主管）

第 4 条改善提案に関する業務の主管は作業管理グループとする。

（提案方法）

第 5条提案者は適宜の用紙まtdま口答により所属長にその案件についての内容を提案する。

⑥ 所属長は、その内容につき所定の用紙（様式1)に必要事項を記入し、作業管理グルーブに提出する。

③作粟管埋グループは提案を回集整理し、提案者の所属長と合議して調墜審査を行なう。

（委員会）

第 6 条提案事項を審査するため審査委員会（以下委員会という）を置く。

（委員会の構成）

第 7条 委員会は委員長｀副委員長各 1人と、委員数人で組織し、幹事1人を置く。

R委員長副委員長ならびに委員は社長が指命する。

③ 委員会は委員長が必要と認めたとき随時これを開催する。

（審査）
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第 8条審査を予備審査と本審査に分ける。

R予備審査は作業管埋グルーブおよび提案者の所属長が行ない、本審査に付議する調書を作成する。

⑧本審査は審査委員会が行なう。

④ 審査委員長が必要と認めたときほ｀関係者を招集して、意見を聞くことができる。

⑥審査結果は直ちに所属部長に連絡し表彰に価するものほ作業管埋グルーブにおいて関係書類を作成し奮

事務管理部長に提出する。事務管理部長は社長の決裁を経て所定の表彰を行なう。

（審査甚準 ）

第 9条審査ほ次の要素について採点する。

(l) 効果見込み（貢献度、適用範囲、経喪の節減、および所要額など勘案して総合評価する）

(2) 着想（独創性の高低を勘案し総合評価する）

(3) 努力（役職、資格、環境などを勘案し評価する）

(4) 安全衛生（安全衛生面の効果を勘案し評価する）

(5) 実施の難易（実施面の困難度、実施費用と効果などを勘案し評価する）

③審査に当たっての評価要素、基準は別表による。

（表彰）

第10条 改善提案の表彰は社長名をもって社長が行なう。

（等級と賞金）

第11条 採点された提案にたいし次の賞金を与える。

区 分 賞 金

特 A 賞 5, D D D円

特 B 賞 3, D D D円

A 賞 1, 5 0 0円

B 賞 1, 0 0 0円

C 賞 5 0 0円

提案賞 賞 品

（追加報奨）

第12条 受賞の提案が実施後6カ月以上を経過しその効果が顕著と認められたとき｀または作業能率向上に

一層の効率を収めたときは、委員会に付議し追加報奨を行なう。

⑧追加報奨の算定基準ほ奮次のとおりとする。ただし表彰金額は改善実施の翌日から6カ月間に会社が得た

実績利益額を基準として算定する。

600千円 1, DD D千円 2,000千円 3,0 0 0千円 5,0 DD千円

以上 以上 以上 以上 以上

利益額 ＼ s s s 
1, DD D千円 2,0 DD千円 3, 0 0 0千 5,0 DD千円

未満 未満 未満 未満

報奨金額 2 0,0 0 0円 3 0,0 0 0円 5 0,0 0 0円 70,000円 1 0 0,0 0 0円

（発明考案）

第13・条委員会は提案事項のうち、発明考案に該当すると認めたものについてt汰別に定める発明審査委員会

に付議する。

③ 発明審査委員会の構成は改善提案取り扱い規定第6条に準じて行なう。

（権利帰属）

第14条採用提案に関する権利いっさいほ会社に帰属するものとし提案者は特許または実用新案の登録を受

ける権利を会社に譲渡しなければならない。
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（附則）

第，15条 この規定は昭和47年6月1日から実施する。

昭和 38年12月 1日 制定

昭和 41年 8月 1日 改 定

昭和42年 4月11日 改定

昭和 45年 7月15日 改定

昭和 46年 7月 1日 改 定

昭和 47年 6月 1日 改定

資料：第1鉄鋼『規定集』による。

表3-6 第 1鉄銅における苦情処理委員会の運堂に関する協定

第一鉄鋼産業株式会社（以下会社という）と新日鉄室蘭関連労慟組合協議会第一鉄鋼労働組合（以下組合という）

とは労働協約第 35条に定める苦情処埋について次の通り協定する。

記

（原則）

第 1条 組合叉は組合員が会社との間に苦情がある場合にばこの協約に定める手続きによりこれを解決する i、

のとする。

（苦情の定義）

第 2条 この協約で苦情とはこの醐勺若しくは協定、又はこれに直接関連のある諸規則の解釈適用に関する紛議

をいう。

（事務所管）

第 3 条苦情処理に関する会社側一般事務ほ勤労部において管掌する。

（苦情申立手続）

第 4条 苦情がある場合には、組合又は組合員ほその原因となった事由が発生した日から 20日又はその事由を

知った日から ・1D日以内に苦情申立書（様式第 1号） 2通に所要事項を記入し．会社に提出するものとする。

（苦情処理委員会）

第 5条 会社と組合は苦情の申立があった場合にはその都度苦情処理委員会（以下委員会という）を設ける。

②委員会に於いては会祖限りの苦梢を取扱う。

（委員会の構成）

第 6条 委員会は会社と組合ヵ企の各5名以内の同数委員で構成する。

③ 苦情を申立てた者が組合員である場合は本人は委員となることが出来ない。

R 委員会を主宰し.識事を整理するため委員会に委員長を置く。

④委員長は会社側委員の中から社長が任命するc

⑤会社側委員は会社の社員の中から社長が指命し｀組合側委員ほ社員である組合員の中から組合が推薦する。

（委員会の開催）

第 7条 会社が苦情申立書を受理したときは 1D日以内に委員会を開催する。

＠） 会社と組合は委員会を開催しようとするときは、予め日時、場所、委員氏名等について双方の代表者各1名

で取極めを行なうものとする。

③ 委員会は公開しない。

（苦情処理の順位）

第 8 条 委員会は会社が苦情を受理した順位に従い処理する。

但し.会社と組合双方意見の一致をみた場合には二つ以上の苦情を同時に処理し叉ほ処理順位を変更するこ

とがある。
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（害記）

第 9条会社並びに組合i汰委員会に議事の記録その他庶務に従事させるため、各1名の舌記を出席させることが

出来る。

R 前項の書記は会社の社員である組合員でなければならない。

（判定）

第'I D条 委員会は開催の日から 7日以内に苦俯の判定をなし、苦情判定害（様式第2号）を作成する。

R 前項の判定は会社及び組合の意見の一致を必要とする。

③会社ほ苦情の判定があった場合にはその結果を第1項の苦俯判定書写により苦情を申立てた者に通知する。

（判定の効力）

第11条 委員会の判定は当事者双方を拘束する。

（手続を経ない苦情）

第12条 苦情の申立が第4条の期間内になされない場合には畜その苦情は解決したものとする。

（期間の計算）

第13条 この協定で定める期間の起箕日は、すべて翌日からとする。

（賃金の保障）

第14条 委員会に出席した組合委員（組合専従者を除く）が就業定時間中に費した時間については、会社は賃金を

支払う。

（実施期日）

第15条 この協定は昭和 45年 3月1日から実施する。

昭和45年3月1日

第一鉄鋼産業株式会社

代表取締役 畠山貞男

第一鉄鋼労働組合

組 合 長 三 浦 虎 雄

資料：第1鉄鋼『規定集』による。

表3ーア 第 1鉄鋼における社員勤続表彰規定

第 1条 当社に入社の日から引き続き勤務し入社の日から起算して奮毎年 7月21日現在で次の勤続年数に達し

た社員に対し℃勤続表彰を行なう。

2. 表彰を行なう勤続年数

1 0年,1 5年、 2D年奮 25年、 30年, 3 5年、 40年
第 2条勁続表彰は毎年創立記念日に行なう。

第 3条 第1条に定める勁続年数に達せず定年退瞼する社員であっても定年退職時の勤続年数が第 1条2項に該当

する社員には、繰上げて定年退職直前の創立記念日に勤続表彰を行なう。

第 4条 第1条に定める入社の日とは、当社へ採用発令された日をいう。

第 5条表彰は賞状を授与し一般に告示する。宜状には次の金額に相当する宜品をそえる。

9 : : I 10.10:： I15:。：：l20:。。0:I2:・。5:0| 3 ：二F0| 4 0□:I知；；こ
③前項の表彰にあわせ｀勤続10年、 20年、 3 0年、 40年に達したものに対し、永年勤続章を交付する。

第 6条 永年勤続章（以下「誼」という）は前条第 2項による勤続年数に応じて、別表1のそれぞれの章を当該年

度に達したときその都度~かさねて交付する。

R この章は社章規定に定める記章にかえて、上位のものをはい用するものとし。き損または亡失した場合には、

実毀を徴収して再交付する。

③ この章は返納する必要はない。
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第 7条 この規定ほ昭和45年7月1日より実施する。

②昭和45年度にかぎり、本社において表彰を行ti.ぅ。

昭和 4D年1D月15日 制定

昭和43年 7月15日 改定

昭和 45年 7月 1日 改定

資料：第1鉄鋼『規定集』による。

(3) 各種教育訓練及びQC四

(4) 持ち家制度

住宅資金の租み立て及び融資を通じて、労働者に企業との「連命共同体」的観念を植えつけるこ

とを目的としている。

(5) 家族と企業との懇談会、社員表彰、社員の膜弔見舞、家族を含む慰安会、文化・体育活動、新

生活連動

このうち社員の慶弔見舞｀家族を含む慰安会及び文化・体育活動は「こうゆう会」を中心に行な

われている。「こうゆう会」とは第 1鉄鋼の労働協約第 88条によると、「会社と組合は別個にこう

ゆう会を組織し、組合員の慶弔見舞｀その他必要な文化体育活動を行なう」ものである。「こうゆう

会」の役員は畠山社長を会長に、会社の幹部及び職員組合の代表者から構成されている。「こうゆう

会」の文化体育同好会には茶華道、山岳、釣、カメラ、音楽、野球、卓球、読書があり、各々「社員

の人格、教養と識見をたかめ、さらに相互親睦をはかるため…独自の方針を決め実施」c° している。

また、新生活運動とは 68年の社長方針に、「われわれの日常生活を見廻しただけでも、いまだ

に旧来の習慎にとらわれた不合理な面が多々ある。すべてが大きく変化しつつある現代社会において

は、われわれ自らが生活をより一層合理化するため特段の努力をしなければならない。…このため社

員の『明るい生活運動』を強力に推し進める」auと打ち出されて以来、ヒューマソ・リレーションズ

の一環として位置づけられたものである。同年 1月に第 1鉄鋼会館が「明るい生活運動はこの会館か

ら」四をモットーに開設され｀運動の推進基軸となった。

これらの「こうゆう会」を中心としたリクレーショソ活動と家庭生活の合理化を目的とする新生

活運動は、前者は資本家と労働者、あるいは上役と部下という心情をリクレーショソを通じて払拭す

ることによって職場の人間関係をよくい労資協調して仕事にあたってゆくということを意図するも

のであり、後者は家庭生活の「合理化」運動と職場の「合理化」運動とを関連させながら、職場の

「合理化」運動イコール生活の向上（「合理的」な生活）という意識をもたせることを目的としてい

る。

以上、第 1．鉄鋼のヒューマ‘ノ・リレーショソズ管理の体系をみてきたが、この他に福利厚生を通

じて企業意識の培養がはかられていることも注意しなければならないであるう。四
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第 2節 企業内教育の展開と自主管理活動

1、企業内教育の展開と現段階的特質

戦後、企業内教育が日本の独占資本によって本格的に取り上げられるようになったのは、朝鮮戦

争前後のことであり、この頃アメリカ式定型訓練である TWI、 CCP、MTP、 JSTがあいつい

で忠入された。

その後、日本の独占資本は、 5 5年に日本生産性本部や日本産業訓練協会を設置してア・メリカか

ら直輸入した定型訓練を日本的に修正しながら、独自の教育体系を目ざして、絶えず企業内教育の拡

充、強化をはかっていった。

しかし、 65年以降の企業内教育の再編・強化は、それ以前と比べて体系的にも、内容的にもは

るかに越えている。そして、その最も特徴とする点は、独占資本が推し進めている能力王義管理の王

柱として企業内教育を位置づけていることである。CO

とこらで、鉄鋼独占体は日本独占資本のリーダー格として企業内教育の再編・強化を進めてきた。

そして現在も「合理化」を推進するにあたり、企業内教育の再編・強化になみなみならぬ熱意を寄せ

ている。しかも、それは単に鉄鋼独占体だけでなく下請企業をも包摂しながら推し進めてきている点

に特徴がある。

(1) 下請協力会を軸とする教育訓練の展開とその特徴

社外企業で企業内教育が遅ればせながら行なわれはじめたのは 65年以降のことであり｀それは

まさに社外企業が経営労務管理体制の「近代化」に本格的に乗り出したのと軌をーにしている。しか

し、 66年、 67年頃の企業内教育の実態は、下請協力会を中心に、年に数回安全教育が行なわれ

ていたにすぎなかった。しかし、 68年から親企業の安全課は、社外企業の企業内教育の指等に租極

的に乗り出した。その結果、下請協力会を中心に新入社員教育、第一線監督者教育、中堅幹部社員教

育、管理者教育といった階層別教育及び一般作業員を対象とした技能講習会等の職能別教育｀そして

QCなどの自主管理活動などが行なわれはじめた。

表5-8は 68年度と 69年度に実施された下請協力会の教育訓練であり、表5-9しま 7D年度

の教育訓練計画である。これによると親企業主恐型の教育訓練であることがよく分る。例えば、新日

鉄の安全課、工作課、作業契約課等の各課職員が講師の大半を占めていることは、この事を如実に示

している。さらにまた、下請協力会事務員の「新日鉄の方が一生懸命です。新日鉄が熱心なものです

から、それに引張られているという感じです」という言葉もこのことをよく示している。

とこらで、親企業の指甜により下請協力会を軸に展開しだした社外企業の教育訓練の特色はいか

なるものであるうか。

表3-8、表5-9によると、下請協力会の教育訓練は新入社員から経営者までの階層別教育と

技能教育、事務教育等の職能別教育、そして QC活動等の自己啓発が王要な柱をなしているが、その

各々に共通していることは、各教育訓練の内容に安全教育が貫徹していることである。

今、階層別教育では新入社員教育と第一線監督者教育、職能別教育では技能教育、自己啓発では

ND運動の具体的内容をみるならば次のとおりである。

①新入社員教育は、新日鉄室蘭製鉄所入社の高校卒新入社員用のテキストのうち、安全に関する

部分だけが教えられる。
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表3-8 下請協力会の教育訓練 (1968年度及び69年度）

年度 教 育 訓 練 回数 対 象 者 参加人員 諧 師

階屈別 第寸媒監督者教育 2回 班長・伍長・職長等 ・1 9 5人 新日鉄室蘭製鉄所安全課

； 教育 中堅幹部社員教育 1 中堅幹部社員 3 4 日本コソサルクント

職
ガス溶接諧翌会 1 一般工 7 6 6 新工作日鉄課室蘭熊輝安鑓．

＾ 玉掛講習会 'I 一般工 4 9 6 新日鉄安全課・エ作課

九/， ‘ 
能

別
玉掛指郡者講習会 1 一般工及び監普者 3 1 新日鉄安全課

年八四？ I • E講習会 1 事務担当者 5 
教

安全指祁員諧習会 1 安全担当者 1 8 新日鉄安全課
育

哩分一 労働安全衛生規則説明会 1 安全担当者 5 5 労働基準監普署

自己 QC担当者懇談会 1 事務の QC担当者 2 8 

g 
啓発 QC指尊者講習会 3 一般工のリーダー屈 8 0 新日鉄標準掛長

その他 安全技能競技会 1 第1鉄鋼、南北嘩磁ヂ→砂 2 

新入社員教育 1 44年度新入社員 9 5 新日鉄作業契約課

階層別 第一線監督者教育 8 班長・伍長・職長等 1 3 1 新日鉄教育課
九
/， ‘ 第一線監督者安全教育 1 班長・伍長・職長等 4 6 新日鉄安全課

九
年 中堅幹部社員教育 2 中堅幹部社員 2 9 新日鉄教育課

度
教育 管理者研修会 3 管理者 4 1 新日鉄教育課

.―̀ 経営者研修会 1 経営者 4 2 新日鉄室蘭覇所長他

九
ガス溶接講習会 1 一 般 工 6 3 4 新日鉄安全課

ノ，‘ 職 玉掛諧習会 1 一般工 5 0 2 新日鉄安全課

翡 フォークリスト講習会 1 一般工 新日鉄安全課

胃 能 実務法人税講座 1 事務担当者 3 0 室蘭税務署

＼ 電子計算機説明会 1 事務担当者 5 D 日本 IBM 

七 別 原価管理講座 1 事務担当者 2 3 新日鉄経埋部長

皐 金属加工講習会 'I 技術職員 ， 室工大教授

月
教 I • E講習会 1 事務担当者 7 名古屋大教授

← _ - 職務分析講習会 1 事務担当者 3 0 日経連分析セソクー課長

育 安全諧演会 2 安全担当者 中央災害防止協会

精神衛生諧演会 1 安全担当者 中央災害防止協会

自己 QC講演会 1 QC担当者 4 日本規格協会

啓発 第 1回協力会QC大会 1 吉川工業他 3 5 

電気溶接技能検定試験 1 8 0 
そ

の
ガス溶接技能検定詞検 1 1 9 5 

玉掛技能検定試験 1 5 0 2 
他

特殊技能競技試験 1.  1 6 

資料：新日鉄室蘭協力会『昭和 44年度定時総会』及び『昭和45年度定時総会』による。
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表3-9 1970年度下請協力会教育訓練計画

種別 計画教育名
実 施 計 画 の 月

対 象 者 講 師
4月 5月 6月 7月 8月 9 月 10月 11月 12月 1月 2月 5月

階 新入社Bli/l作会 45年度新入社仄 新日鉄教育課・作菜契約課

゜層
第一線監仔者研修会 班長・伍長●職長 新日鉄教育課及び社外講師

゜゚゜゚゜゚゜゚゜゚゜゚
別

教 中堅幹部研作会 中堅幹郎 新日鉄教育課及び社外講師

゜゜゜゜゜゜育 経営者研作会 経 営 者新日鉄室閲幹部

゜ガス技能講習会 般 工新日鉄安全課・エ作諜

゜電気溶接技匝検定講習会 般 工 新日鉄工作課

゜事務技術研究会 事務賊 R 新日鉄教育課・作栗契約課

゜戦 作業合理化研究会 中竪幹部 新日鉄作栗契約課 l自 4 月～至 5 月）
能 原価管理講習会 事務服只 新日鉄経理課

゜別 税務経理講翌会 耶務戦凸 公認会計士

゜教 労務管理講座 管 理 者 社外の講師

゜育 労務改笹講座 管 理 者 社外の講師

゜労使安定講座 管 理 者 社外の講師

゜゜I福祉講座 符 理去 1 計外の講師

゜翡 QCサークル活動 リーダー担層当及び
事務 者

新日鉄作業契約課

゜ ゜ ゜ ゜只料：新日鉄室閲協力会『昭和 45年度経営部会事業計画」 「昭和 45年庶労慟部会事業計画」による。

R第一線監督者教育は、「 8時間カソズメにして朝から晩までやられる。内容は王に人の使い方

と安全です。限られた人間をいかに能率的に使うか、人間の関係をよくして能率を上げる。そして安

全にも役立てようというのがネライです」（新日鉄室蘭協力会事務員）という説明のようにー安全教

育が含まれている。

R技能教育四閲しては、無資格者による事故をなくすることを 1つの目的叫翅部経§会・技能爾各取得

試験及び技能競技会等が開かれている。

④ ND迦助とは自主管理運動の一種であるが、新日鉄安全課では、墜落災害の絶滅をスローガソ

にNoDrop運動（墜落防止のための ToolBox Meeting)の指恐を下請協力会を通じて行なっ

ている。

このように｀安全教育が階層別教育、職能別教育、自己啓発に共通してみられる理由は、下請協

力会を通じて社外企業の教育訓練の指迫に乗りだした王体が親企業の安全課であったことと無関係で

はない。安全課にとって長年の懸案事項は｀増大する下請社外工の災害発生であった。このため安全

諏ま、下請社外工の災害発生率を（氏める意味においても安全教育を教育訓練の中心に据えたのである。

かくして、社外企業の教育訓練体系ー特に下請協力会を軸とした教育訓練体系の特色は、次の如

くまとめることが出来る。

安全教育を共通の教育内容としながら、第一線監督者教育及び新入社員教育を軸とした階層別教育、

痴も教育を軸とした職能別教育｀そして QC活動を軸とした自己啓発（自主管理活動1の3本柱によ

って教育訓練体系が構成されている、と。

とこらで、以上のような教育訓練体系の特徴は、個々の経営体の連合組織である下請協力会の教

育訓練に関してだけでなく、個々の社外企業が実施している教育訓練にも該当することである。表 3
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-1 0は個別社外企業の教育訓練実施状況であるが、これによると「安全教育」が最も普及し、ついで「新

入社員教育」、限能教育！、そして「従業員教育l（なかでも第一線監督者教育）とつづいている。

(2) 社外企業類型別企
表3-10 社外企業別教育訓練実施の有無 (1970年2月）

業内教育の特色

表 3-1 0から分る

ように、請負部門によっ

て企業内教育の実施状況

は異なる。「直接的生産

部門別 I会

鱈
作 1的門

生

部門」、「原料処理部門」、
l業

「電気工事部門」では各

種の教育訓練が行なわれ

ているのに対して、「輸

送部門」｀「土木・建築

工事部門」では王に安全

教育だけが行なわれてい

る。

このように請負部門

毎に異なる教育訓練の実

施状況は、いかなる理由

によるのであらうか。以

下では請負部門別社外企

業の企業内教育の特色及

びその取り組み状況をみ

ることにする。

(i) 「直接的生産部門」

及び「原料処理部門」に

おける企業内教育の展開

「直接的生産部門」

及び「原料処理部門」の

企業内教育は他の部門に

比べて教育の体系面｀内

容面において最もよく整

備されている。なかでも
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業
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資料：胆振支庁『大手下請中小企業の労務に関する実態調爺』 (19 7 0 

年2月）による。

（注） 0印は教育訓練有り、 X印は無し但し、 0印は単独教育実施の

第 1鉄鋼、吉川工業がよ
場合と協力会主催の教育に出席させる場合とを含む。

く整備されており、つい

で太平工業、浜野鋼業が-最後に幌清建設、産業振興及び豊誠工業がつづいている。

以下では、教育訓練体系が最も整備されている第 1鉄鋼と吉川工業を代表事例としながら、企業

内教育の体系及び特色をみることにする。

第 1銅肖は下請協力会が親企業の指等をうけて企業内教育の推進、普及に乗りだす以前、すなわ
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ち、 63年から職場懇談会や定型教育訓練の TWIを開始した。しかし、企業内教育が本格的に展開

されだしたのは、親企業の管理部長の畠山貞男氏を社長に迎えて飛躍的な成長をとげた時期、すなわ

ち 65年 5月以降のことである。まず、 66年、社長方針の「今年の課題として強調したいことは・、

『人づくり』であります。私は私達の会社の近代化、体質改善のための今年の投資は私達の会社の

『人づくり』にありと考え今年は従業員の志気の昂揚と能ノ_.7)開発向上に積極的に取り組む決意であ

ります」09 に従って、新入社員事前教育、新入社員教育、第一線監督者教育、管理者教育、女子社員

教育、青年重役会等の集合教育があいついで実施された。しかし、 6 6年、 67年頃の教育訓練ほ体

系的にまだ未確立の状態であったといえる。これが体系的に整備されたのは、 68年以降のことである。

「あらゆる階層の社員教育訓練に対する基本方針を速かに確立し、その体系を整備して計画的な

教育訓練の実施を行なう」 (68年社長方針）。

こうしてOFF・JTを中心とする階層別教育体系を確立した第 1鉄鋼は、 70年になると OJTに

も力を注ぎはじめた。 7 0年度の第 1鉄鋼教育訓練＊要では次のように述べられている。

「階層をグループとする縦割層を対象としたOJTを行なう。訓練方式も講諮形式を少くし、討

諮形式で事例研究を多くし、考える力を育てる」a° 。

かくして、第 1鉄鋼の教育訓練体系はOFF・JTによる階層別教育と OJTを軸とする職能別教

育｀そして QC活動を軸とする自己啓発（自王管理活動）の 3本柱となったのである。

表3-11 1970年度における第1鉄鋼社員教育訓練計画

訓練名称 対 象 訓 練 目 標 講師
4 5 6 7 8 ， 1 0 1 1 1 2 1 2 5 
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

経営者層
経営の近代化を達成するため

経営者研修 （役員）
噂営者層の実力向上を育成 社外

゜ ゜する

経営能力の育成、合理的組餓
社内

管理者研修 係 長 づくりと管理技能。知識を育

゜ ゜゜成する
社外

中堅幹部
主 任

監督上の知嵐技能の向上を
社内

゜゜゜゜゜゜研修 螂し、その指避を図る

第一線監督 職 長
同 上 社内

゜゚゜゚゜゚゜゚゜゚者研修 班 長

一般工
疇の一員としての態度形成

職場内訓練 の中から
と自己啓発を促進させ.業務

社内
(OJT) 

推薦
知識~技能を与え奮能率の高

社外

゜゚゜゚゜゚リーク-雅成
選抜

揚を図り、職場内訓練の指琳
饂を饂させる

•会社事業概要を統合的に把
握さす
•業務上必要な知識を習得さ

新入社員 新 入 す 社内

゜ ゜ ゜゚゜教 育 社 員 ・社員としての自覚、誇りを
もたせ、希望と意欲をもた
せる

・社風になじませる

資料：第1鉄鋼『昭和45年度社員教育予定表』による。
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3-12・1970年度における第1鉄鋼の教育訓練コース内容

班長コース 作業長コース 中堅社員コース 管理者コース

1. 疇のほたらき 1. 監督者の立場・役割 1． 企業と活動について 1． 事例研究

2. 作業指導 ・監督者の職責 ・企業と社会 ・仕事の管理

・作業指揮→段取り 2. 仕事の管理 •生産性 ・係長の立場・役割

→実施→後始末 •'計画の立て方 2. 組織について ・労使関係

3. 作業の安全性について ・ ・命令のし方 ・疇と中堅社員 ・人間関係

4. 原価管理 ・検討のし方 ・職場規律と人間関係 2. 講義

・収入と作業原価 3. 仕事の改善 3. 仕事のすすめ方 ・経営管理概要

・むだをなくすためには ・職務割当の改善 ・仕事のすすめ方とPDS ・労使関係

5. 作業改善と基準の決定 ・仕事の流れの改善 ・命令と報告 ・人間関係

・班長と改善 4. 部下の育成 ・補佐と仕事 ・部下育成と正しい

・改普の仕方 5. 職場士気 ・仕事と会識 観察

6. 班長と訓練 ・部下との話しあい ・箕任感と改善

・部下訓練の重要性と職 •よい監督者とは 4. 労使関係

責 ・労働組合

・日常部下の訓諒 ・労使関係

•新入社員の訓練 ・中堅社員と組合員

7. 打合せ 5. 自己啓発

・打合せの効果 ・仕罪と人生（生きがい）

・打合せのやり方 ・自己啓発

8. 部下の掌握 ・余暇とグルーブ活動

・部下の扱い方

・職場士気と班長

資料：第1鉄鋼『昭和 45年度教育訓練コース内容lによる。

次に吉川工業について触れると、同社は下請社外企業中、最も早く企業内教育の実施に踏みだし

た企業である。 6O年には、すでに第一線監督者を対象に TWIを開始していた。その後、しだいに

教育訓練体系を整備して、 72年には表3-1 3に示すように、階層別集合教育、 OJTを軸とした

職能別教育及び自己啓発など、全従業員を対象に教育訓練を行なうに至った。なかでも、第一線監督者

を対象とした TWI、WSTC、及び全従業員を対象に東京の伊勢道場で行なう神都月例が最も盛ん

である。

以上書第 1鉄鋼、吉川工業についてみてきたが、両社の教育訓練と同部門の他の社外企業の教

育訓練と異なる点は、前者が階層別集合教育、職能別教育、自己啓発から成る教育訓練体系であるの

に対して、後者の教育訓練体系は必ずしも、この 3つの教育訓練から成り立っていないことである。

よしんば、成り立っていたにしても、下請協力会王催の教育訓練への参加や、社外の講師に頼った形

で実施しているにすぎない。

このように「直接的生産部門」及び「原料処理部門」において第 1 鉄鋼•吉川工業の教育訓練と
他の企業のそれとの間には大きな隔りがある。しかし、なおかつ、これらの企業の企業内教育は「輸

送部門」、「土木・建築工事部門」の企業内教育よりも盛んである。例えば、下請協力会王催の安全

教育、第一線監督者教育、技能資格講習会、技能競技会等への参加において格段に熱心である。
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表3-13 1972年度における吉川工業社員教育計画

訓練名称 対 象 諧 師 備 考

高卒採用者に関しては65年から北九州市の本社で1カ月間の新入

新入社員教育 新入社員 社内・社外 社員教育を開始、高卒以外の中途採用者に関しては 2日間の新入社

員教育を行なっている。

第→網鵠者毅笥 伍長・エ長 社 内 TWI (6 0年開始）、 WSTCを1人1回(2時間）受諧。

管理者教育 係長・課長 社内・社外 1カ月に 2回、講師は次長、所長、社外。

神都月例 全 社 員 社 外
6 9年から月 1回の割合で社外で合宿、室蘭支店か以ま毎回 3名ぐ

らい力滲：加。

職場教育 般 工 伍 長 主に安全教育を行なう (ex TBM)。

安全指萌研修会 グループ長・伍長 社 内 毎週実施3

玉掛け諧習会 般 工 社 内 疇及び饂。

クレーン諧習会 般 工 社 内 希望者だけに諧習及び試験を実施。

ガス溶接諧習会 般 工 社 内 希望者だけに講習及び試験を実施。

賓料：吉川工業教育計画及び聴き取り調査により作成。

とこらで、「直接的生産部門」、「原料処理部門」の社外企業が他部門の企業よりも企業内教育

の取り組みに熱心なのはいかなる理由によるのであろうか。

まず第 1にいえることは．「直接的生産部門」の社外エ労働者は、「本体作業」に直結した作業

を請負っており、「合理化」の著るしいライソから間断なく流れてくる作業を処理するためには機敏

な能力と同時に工程管理上の知識を必要とすること。特に、一般労働者よりも職制層に必要不可欠で

ある。

第 2tこ｀「直接的生産部門」の社外企業の作業内容は｀「本体作業」に直結した作業であるため

親企業にとって、この部門の社外エ労働力の陶冶と統轄が他部門の社外工労働者に対するよりも必要

かつ重要であること。

第 3に、企業内教育は、一般に資本蓄稲の進んだ企業において活発な傾向を示すが、「直接的生

産部門」及び「原料処理部門」にfむ親企業の「育成」政策によって資本蓄稲を進めた企業（第 1鉄

鋼｀幌清建設）や、全国的作業請負業者（太平工業、産業振興、吉川工業）が多く集まり、このこと

が他部門よりも企業内教育を盛んならしめている 1つの要因をつくっていること。

第 4tこ、社外企業にとって親企業は絶対的な存在である。例えば｀ ＼＼受注、をヽ下命＼＼と表現す

ること自体が｀その一端をうかがわせるであるう。そして、こういう傾向は企業規模が小さくなれば

なるほど、また親企業への依存率が高くなればなるほど強まり、親企業を絶対的な存在として位置づ

ける。かくして、親企業が企業内教育の必要性を社外企業に説けば説くほど、小規模企業の中には親

企業の気嫌を取るために企業内教育に熱心なヽボース＼を取るものがあらわれる。その典型例を浜野

鋼業にみることが出来るが、その詳細は省略する。

以上、 4点にわたって「直接的生産部門」及び「原料処理部門」の社外企業が、他の部門の社外

企業よりも企業内教育の取り組みに熱心な理由を述べてきたが、これらの 4つの要因は個々ばらばら

に機能するのではなく、様々な組合せをしながら機能しているのである。
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(ii) 「輸送部門」及び「土木・建築工事部門」における企業内教育の低調

これらの部門の企業内教育は、一部の企業を除いて（氏調である。企業内教育の活発な一部の企業

とは、「輸送部門」では日本通運、栗林商会、「土木・建築工事部門」では菅組工事、大和工業、そ

の他のいわゆる全国的工事請負業者の中の一部の企業である。

とこらで、全体的に低調な企業内教育の中にあって、安全教育だけはこれらの部門でも比較的

活発である。例えば． ND(No Drop)運動とか TBM (Tool Box Meeting…仕事に取りか

かる前に仕事上の注意点、危倹な点等を指摘•話し合う）が盛んに行なわれている。しかし、この部

門に数多く存在する 2次下請企業の安全教育までは手がまわっていない。

「建設関係は元請は安全教育を一生懸命やっていますけど、 2次、 3次の下請が入ってますから

そういうとこらは安全教育をしないで現場に出してしまうということがどうしてもあるわけですね。

そういう事では困ると、ちよっとでもいいから安全教育をして現場に出してくれと言っているわけで

すが、忙しくなるともう駄目です」（新日鉄安全課掛長）。

最後に、「輸送部門」及び「土木・建築工事部門」の企業内教育が低調な理由をあげると、次の

3点である。

第1に、これらの部門の作業内容が「直接的生産部門」及び「原料処理部門」の社外企業に比

べて「本体作業」に密齋せず．親企業の統轄力及び支配力が相対的に弱いため．親企業の教育訓練指

司が安全教育を除いて徹底していないこと。

第 2に、作業現場の移動性及び作業現楊範囲の広大性が、小集団活動を通じた現場教育を困難に

していること。

第3tこ、 2次下請企業に働く労働者を含めると、これらの部門の労働移動は最も激しいが、この

ことは全従業員を対象とした継続的教育を困難ならしめていること、等である。

以上、社外企業類型別の企業内教育の特色について述べてきたが、社外エ労働者は以上の教育の

他に、 (1)で触れた下請協力会王催の教育や本工の企菜内教育を分析したとこらで触れた親企業の課・

工場王催の職場集合教育等をもうける。職楊集合教育は、本来本工労働者を対象とした教育であるが、

社外工労働者が親企業の各部門の作業分野に進出した今日、社外エ労働者をも対象とするようになっ

た。 7 0年前期 (70年 1~6月）の職場集合教育実施報告書によると親企業の成品課．運輸課、化

成工場、土建課、工作課に働く社外エ労働者に一部の職場集合教育が与えられている。教育内容は安

全教育、技能教育が中心である。すなわち．成品課における安全委員会（課安全委員及び社外工労働

者を対象に 6時間）、連輪課における安全委員会（社外エ労働者を対象に 36時間）、化成工場にお

ける安全委員会（本工労働者及び社外工労働者を対象に 2時間）、工作課における安全懇談会（社外

工労働者を対象に 12時間）、エ作課技能講習会（本エ労働者及び社外工労働者を対象に 8時間）、

土建課における協力会との連絡会（本工一般技術職及び社外工労働者を対象に 1時間）等がそれであ

る。

(3) 企業内教育の機能と役割

ここでは現段階の「合理化」過程で展開されている企業内教育の機能・役割を検討することにす

るが、その際、社外企業の企業内教育の中心をなす第一線監督者教育、安全教育及びOJTによる技

能教育に焦点を当てることにする。

(il 第一線監督者教育

すでに触れたように第一線監督者教育は、階層別教育の中でも最も重要視されている教育訓練の
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1つである。かくも第一線監督者教育が重要視される原因、理由は何であらう力b

社外企業で実施されている第一線監督者教育の中の代表的訓練方式は、 TWIである。これは元

来、「監督者の能力を発揮・活用させるため特別に研究計画され、定型化された内容・方式をもつも

のである。経費の増大や労働者の増加なしに労働生産性を高め」121) ることを目的としている。社外企

業でTWIが広く活用されているのも明らかにこの目的のためである。しかし、この説明だけエは

何故、 65年以降になって、かくも TWIを含むとこらの第一線監督者教育が社外企業に普及しえた

のか、の説明がつかない。その解答は次の 3つに求めることができる。

第1は、 65年以降に入って、親企業は社外企業に対する「合理化」の一環として、社外企業の

企業内教育の整備、充実をはかったわけであるが、その中で親企業は、各種教育訓練の中で最も経費

がかからず、最も手取り早く、最も労働能率を高めることが可能なものとして、人間関係教育を主軸

として監督者教育 (TWI)を重視しだしたことである。

第 2、すでに触れてきたように親企業の選別・「育成」政策の中で一部の社外企業は資本蓄租を

急速に進め、生産機構と経営労務管理機構の「近代化」を行なってきた。そして、経営労務管理機構

の中でも、特に末端の労務管理機構の整備は重要視され、それとともに職制層の地位・機能は大巾に

再編・強化された。そして、その強化された職制機能を充分に発揮し、経営労務管理を行なっていく

ためには、かっての古いクイプの戦制層に替って、「実力第 1主義」に基づいた職制の登用が必要だ

った。かくして、社外企業は「実力第 1王義」の職制、すなわち、「合理化」された経営労務管理機能

をフルに発揮し、企業サイドの職場秩序を確立しうるモラールの高い職制の育成手段として第一線監

督者教育の充実を重要視することになったのである。

第5、これも何回か触れてきたが、 65年以降に入って、親企業の「合理化」によって全生産工

程は一層スピード・アップされた。また、社外企業独自の設備「合理化」も作業のスビード・アップ

を助長した。しかも、このような「合理化」は生産工程を絶えず変革させたのである。かくして、職

制層はスピード・アップした変革の絶えまない工程を機敏に管理してゆくために工程管理上の基礎知

識の修得が必要不可欠となった。それは本工が担っている「本体作業」に直結する「直接的生産部門」

の社外工職制層により強く要請された3

以上、 3点にわたって、第一線監督者教育が 65年凶降急速に普及した理由、要因について述べ

てきたが｀このう払第 1と第 2の要因に関しては TWIやロールプレイソグによってかなり徹底し

て教育されている。しかし、第5の要因を含む監督者教育はあまり行なわれていない。 わずかに第 1鉄

鋼等において、数学その他の基礎教育が若干実施されているにすぎない。

(jjJ 安全教 育

安全教育が社外企業の企業内教育の中核をなしていることはすでにみてきたところである。今、

第 1鉄鋼の事例を引くと、同社の『就業規則』の第 26条（安全教育）では、安全衛生に関する教育

訓練を次の各々の教育の中で行なうこととしている。

1. 新入社員教育…基礎的な安全教育、作業長の安全商生

2. 一般的な教育

3. 班安全責任者及び安全推進委員に対する教育

4. 特殊技能教育

5．．専門教育

上記の各項で行なわれる安全教育を図 5-3の安全衛生管理機樺図と対比してほしい。
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まず、社外工労働者は安

全教育を入社時に新入社員教

育の中でうけ、ついで特殊技

能教育の中でうけることにな

る。他方、班安全責任者（第

一線監督者及び一般従業員の

中から選ばれた安全推進委員）

は、第一線監督者教育その他

の教育を通じて安全教育をう

け、少くとも月 1回以上開く

ことになっている職場懇談会

において一般社外エ労働者を

対象に安全教育をすることに

なる。

以下、安全教育の中心を

なす職場懇談会についてもう

少し詳細な事情を述べておく。

図3-3のような安全循生

管理機構は親企業からの強い

要請もあって、どの社外企業

でも整備されている。この機

構図によると職場懇談会の上

部機構には、中央安全衛生委

員会と係安全衛生委員会の 2

つがある。前者は資本側代表

者 1 D人と組合側代表者 9人

の計 19人によって構成され、

年度の安全重点実施事項と月

・週・日別の安全目標•安全基

本方針の審議・決定をする。

後者の係安全衛生委員会で決

定された安全事項を後毎の実

情に合せて具体化する。

図s-s

非
医
師
衛
生
管
埋
者

中
央
安
全
衛
生
委
員
会

第1鉄銅安全衛生管理機揺図

社

副主任安全衛生管理者

災害対策特別委員会

部安全管理者

総務部長

施設室長

第 1現業部長

第 2現業部長

係安全管理者

（各係長）

作業安全管理者

（各作業長）

安 全責任者

（各班長）

安全推進委員

（一般より選出）

社 員

新日本製錬掬

室閑製鉄所主管課

専
任
安
全
衛
生
管
理
者

新
日
本
製
鉄
（
株
）
室
閾
製
鉄
所
安
全
課

陸
上
貨
物
運
送
労
働
災
害
防
止
協
会

港
湾
労
働
災
害
防
止
協
会

資料：第 1鉄鋼「就業規則』より。

職場懇談会では、係安全衛生委員会に職場の代表として出席した安全循生推進委員及び安全循生

管理者（職制）から会社全体の安全衛生状況や係安全衛生委員会で決定された事項等の報告がなされ

ついで各職堀の安全問題（例えば、起重機運転工と合図マ‘ノの連絡が密でない、職場の整理・整頓が

乱れている、クバコの吸い殻が多い、安全パトロール等）について討諮され、各職場の安全目標が決

定される。

職場懇談会は月 1回以上開くことが規定されているが、実際には、各職場によってまちまちであ
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る。例えば、

「2年ぐらい前は安全会諮をよくやりました。月 1個ぐらい組ごとにね。で'{,1 ~2年ぐらい前

からは安全会議に過勤務手当を認めないというのでやってないです。」(K氏、 39オ、第 1鉄鋼線材

係材料工程班）。

「安全会議は 71年の暮あたりからしてないね。…意味がないというので止めた。その前には月

に1回、時間外に 1時間ほどやっていたんだけど。自分達の職場からケガ人が出た時には稽極的にな

るけど他の時は発言する人もいなくてさ。それに会社の方では安全会諮を開いたら残業手当をつけな

ければならないでしょう。そんなことがあって安全会議を止めたけど•会社の方も喜んでいるよ。」

(M、38オ、第1．鉄鋼線材係成品班）。

「定例化してないけど、機械が止った時とか、そういう時する。だからなかなか機会はないけ

どねj(H氏、 3 0オ、第 1鉄鋼条鋼係線材班）。

とこらで` 7 0年 6月 20日の新日鉄室蘭の社内報『白樺』 (74 4号）で、「当初の『プロジ

ェクト 50 0』体制確立のために…安全は共通の問題であり、共通の目的である」と強調されている

が、現段階における鉄鋼業の「合理化」過程で安全教育はいかなる機能・役割を果しているのであら

うか。

第 1に、図 3-3の安全術生管理機糊図を一目すれば明らかなように、それは安全衛生に名を借りて

製鉄所構内における社外工労働者を作業統轄あるいは労務統轄する機能を果しているということであ

る。このことは．安全衛生に名を借りた新日鉄安全課、下請協力会及び各社代表者達による安全パト

ロール、あるいは重点安全シート、作業指恐票、整備基準協定書等の遵守、さらには作業仕様書、作

業接点シートの作成の義務づけ等をみれば明瞭である。 （表 3-1 4.表 3-15参照）

表3-14 重点安全シート

契 約 作 業 名 貨物自動車による運搬その他作業

区 分 作 業 名 転炉滓運搬

監 督 課 陸 運 課

協 力 会 社 名 陣上工業

作 業 内 容 吉川磁選土湯ーショベル・トラック稽ー西部秤量場ー製銑補助

ヤード卸し

番号 項 目 内 容

1 踏 切 糠込場より大通り間 2ケ所の完全一時停止

2 速 度 大通り 4o Kその他 25K 

5 立 入 禁 止 製鋼パイレソ線より 3m以内

4 起 重 機 卸場起重機の移動注意

5 そ の 他 蹟込物コ‘ノベアー作業との連けい注意

資料：新日鉄室蘭製鉄所安全課『昭和 43年度安全管理方針』による。
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表3-15 作業接点シート

契約作業名

区分作業名

監督課

協力会社名

作業内容

貨物自動車による巡搬その他作業

転炉滓運搬

陸運課 I 毀任者名 I o0作業長

陣上工業

吉川磁選工場土場ーショベル・トラック積ー西部秤紐場

ー製銑補助ヤード卸し

番号I項 目

作業指示

容

干3 作業確認

内

陸運配車室より電話連絡

原料パイレソ詰所で送券、領収券受領

積込、運搬富荷卸し

製銑東部整粒詰所で領収印を貰う

領収券をパイレン詰所に届ける

4 I作業場 I租卸場の運搬に起因する整理消掃

略図（またはフロシート）
1 5 B.S. 19B. S. 

西部秤祉

ロ

゜
磁
選
工
場

ン＇

安料：新日鉄室蘭製鉄所安全課『昭和 43年度安全管理方針』による．

安全衛生に名を借りた社外工労働者に対する監視は、当製鉄所だけに限らず、全国の製鉄所で行

なわれている現象である。例えば｀八幡製鉄所に閑しては、八幡製鉄所の社外企業に働く深田俊祐氏

が『新日鉄の底辺から』で、「社団法人八幡製鉄安全衛生協力会」は「安全衛生に名を借りた八幡製

鉄所栂内における下請け労働者を監視する組織以外のなにものでもな」く、社外工労働者は｀まさに

このような「鉄の檻」の中で働かされている、ということを鮮やかなクッチで述べている。
四

第2に、安全教育が果す上記の労務統轄及び作業統轄機能には、安全教育の中の人間関係教育的

側面と労資関係教育的側面の 2つがそれぞれ対応する。前者に関してはあらゆる安全教育の中で行な
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われているが•なかでも職場懸談会等での「お互いになんでもいいから話し合いの振をもち、そこで

問題点を出し合い相互に理解を深める」 a!Iなど、ということは人間関係教育的側面の最たるものであ

る。また、後者に関しては、「安全は労使協調の中においてはじめて実現しうるものであるから•安

全運動の諸行事に柩力組合関係者に参加を要請する」 00• ということに応えて実施された「労使協調

による安全運動の展開」 OU(/)稲極的役割に示されている。

第 3に、以上述べてきたように安全教育は労務統轄及び作業統轄機能の役割を果し、その各々に

安全教育の中の人間閥係教育的側面と労資関係教育的側面の 2つの側面が対応したが、さらに安全教

育は次の側面をも有する。すなわち、職業技術教育の側面と労働力破損防止の教育の側面がそれであ

る。前者には、すでにみてきたとこらの新日鉄安全課及び社外企業各社で実施している特殊技能資格

取得のための各種講習会や特殊技能競技会が対応する。 03 これは次の冊肢能教育｀で触れるように、

一面においては少数精鋭王義管理推進の役割を担っているが、他面においては職業技術教育の側面を

色涙く有している。すなわ豆「代番」体制のために種々の作業に従事しなければならない社外工労

働者にとって、作業遂行上からも、事故防止上からも。また賃労働者であるが故に技能水準と熟練の

程度が労働力商品の価格を決定するという上からも、特殊技能講習会は職業技術教育として必要不可

欠なのである。

後者、すなわち労働力破損防止の教育の側面に関してはら個々の安全教育・安全運動の中に含ま

れている個々の教育事象一例えば、脚絆をつける、安全帽をかぶる、無免許でトラックや車を迎転し

ない等一~が対応する。労働力商品を売ることによってのみしか生活してゆくことの出来ない社外工

労働者にとって、労働力の破損を招く事故から身を防ぐことは璽要な課題であるn そのため、社外工

労働者は「（産業振興で）昨年 (69年）の 6月、 7月と連続して起った重大災害の中からヽ安全は

誰れのものでもない。自分たちの手で守らなくては…ヽと立上り結成した笠松サークルの一員として

ヽ自分たちが守る安全、を訴え」 09ざるを得ないのである。しかし、資本の行なう「安全教育」が｀

上記の第 1と第2で指摘したように｀「合理化」遂行の手段として基本的に機能しているため、どれ

も真の安全教育から遠いことはいうまでもない。次に記す社外エ労働者の言葉しま．現在の安全教育の

問題点と社外工労働者が真に欲している本来の安全教育の方向とは何かを端的に示している。

「ボクらが思うには労働基準法を働く者が覚えるという意見で、そういう教育なり講習なりやっ

たらいいと思います。それに労働安全術生法ですね。これは例えば、この仕事は免許を持っていなけ

ればやれないものでも、会社からヽお前やれ、と言われれば平気でやっている。後から調べれば、本

当は免許が必要だった。もし、事故が起きても、それは本人の損失になるのですね。会社はきっと逃

げ道を持つだらうしね。こういう講習はもてないのです。だから、そういう機会がほしいとつくづく

思います。会社に教育を要請すれば、企業内教育で各自が経営者になった気持でとか｀そういう問題

が出てくる。…安全々々といっても人間の注意力には限界があるしね。ある程度注意力がまわらなく

ても危倹がない状態でないと駄目です」 (s氏、 41オ、第 1鉄鋼鋼片係ステソレス班）。

OiD OJ Tによる技能教育

社外企業における技能教育は、大別すると OFFJTによる技能教育と 0JTによる技能教育

に分れる6 前者は第 1鉄鋼にみる高等職業訓練校や侍殊技能取得講習会等による技能教育であり、後

者は新規採用者や配置転換者に対する OJT及びQC•ZD等の自王管理活動による技能教育である。

しかし、前者の OFFJTによる技能教育が全く OJTと無関係な形で存在するのではない。そこ

では OFFJT形態の集合教育による基礎知識の教授と OJTによる実習とが並行あるいは統一し
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て行なわれているのである。このことから分るように、 OJTはすべての技能教育にとって不可欠の

教育形態であるといえ・る。まさに、資本による労働力の陶冶は、山田盛太郎教授がその名著『日本資

本王義分析』の中で・「生産機構＝労役機構は労働力を陶冶する」゜。と指摘しているように、生産現場

における OJTが中心をなしているのである。

（イ）高等職業訓練校と OJT

第1鉄鋼の職業訓練校は 66年に設立された。設立理由は王に若年労働力の確保のためである。

このことは、 69 年に•第 1 鉄鋼単独の職業訓練校を社外企業共同の職業訓練校にするために｀その

検討機関として下請協力会の中に設置された訓練所委員会の経緯をみれば明瞭である。

「労働力不足、特に若年労働者の不足による充足難と定蒲性の不安定の緩和および素質の向上を

計るため、中学校卒業者を対象とする訓練校の早期開設の件が役員会に付諮され、その設立準備委員

として委員長以下 7名の委員が 4月 18日委隅され…」。09

しかし、結果的には社外企業間の意見の調整がつかず共同高等職業訓練校の設立までには至らな

かった。かくして、第 1 鉄鋼は単独で高等職業訓練校を維持することになったが•その後、同職業訓

練校は 70年に北海道から認定高等職業訓練校に指定され、現在に至っている。

第 1鉄鋼高等職業訓練校は訓練期間 2ケ年の鉄鋼製造科 1科より成っている。 7D年当時の訓練

生数は 1年生のみ 24人である。指埴員は、普通学科を室蘭市内の高校の教諭が｀製造法、測定法等

の専門学科を同社の職員 l7人）が兼任あるいは専任している。また、玉掛け、ガス溶接、起重機連

転、その他の実技に関しては｀ペテラソの現場労働者が専任あるいは兼任で教えている。

とこらで、教育方法は、学科に関しては OFFJT形態の集合的教育によるが｀実技に関して

はOJTに拠っている。学科と実技のウェートは当社の勤労部長の言葉を借りれば、「 1年目の前半

は学科を王体に｀逐次実技のウェートを高くしていくという形を取ります。週のうち最初は学科が多

く、それから学科と実技が半々になり` 1年目の後半には学科よりも実技が多くなるという形を取り

ます」の如くである。この言葉から高等職業訓練校の教育内容がOJTにも重点が置かれていること

が分る。訓練生は実質 1年間以上の OJTによって玉掛け、ガス溶接、起重機運転及び配置予定職

場の技能を修得するのである。

（口） 特殊技能講習と OJT

社外工労働者の大半は、 1つから 2つの特殊技能資格をもっている。特に、玉掛け、ガス溶接の

技能資格取得率は高い。今、社外工労働者中最も資格取得率の高い吉川工業の労働者を事例にとると、

7 1年 11月現在、在籍労働者12 4人中、免許なしはわずか 12人で、その他は平抱 1~2の技能

資格をもっている。取得率上位 5者は玉掛け 54人、ガス溶接4 D人、クレーン連転 33人である。

（表 2-5参照）

このように技能賢格取得率が高い理由は、第 1に、社外工労働者の作業内容が、全く技能資格を

必要としない不熟練職種を除くとーその多くが技能資格を必要とする｀という特殊労役事情による。

「ボクの職堀は資格がなければ作業が出来ないからみんな資格を取ろうという気持が強い」 (N

氏、 3 0オ、幌清建設第2連鋳掛鋳型班）。

第 2 に、社外企業は•少数精鋭王義管理を進めるにあたって、多能エ養成につながる多種類の技

能資格取得を奨励していることである。

第 5に、社外工労働者が無資格のままで作業を遂行させられることによって生ずる事故を親企業は

技能資格者数の増大によって減少させようと、その取得を奨励していることである。
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「ボクの場合は 3年間ぐらいは無免許でダソプに乗っていました。構内の距離はスクラッブヤー

ドから転炉まで片道5 O Om．ぐらいしかないから、免許なくても乗れないことなかったのですが、今

は事故防止のため無免許運転しまうるさくて駄目ですね」 (M氏、 2 9オ、産業振聰第 1作業課運転係‘入

第4に社外工労廊者が技能剛各手当を得るために氏どうしても技能資格の取得が必要であることである。

但し、資本は社外工労働者が複数の資格をもっている場合には、彼が実際に活用している資格｀ しか

も1つの資格にしか手当をつけない。

「なんも資格がなければ手当がつかないんですよ。だから資格を取ったのね。…でもいくら資格

を持っていても、その資格を使う仕事についていないと手当はつかないのです。だから、いくら資格

を持っていても、手当は 1つの資格に対してだけ出るのです」 (s氏、 30オ、第 1鉄鋼鋼片係ステ

ソレス班）。

第 5に、生産技術の変革は絶えず労働者を 1つの生産部門から他の生産部門に移動させることで

ある。マルクスは『資本論』において近代大工業の性格を次のように述べている。

「機械や化学的工程やその他の方法によって、近代工業は、生産の技術的基礎とともに労働者の

機能や労働過程の社会的結合をも絶えず変革する。したがってまた、それは社会の中での分業をも絶

えず変革し｀大批の資本と労働者の大群とを 1つの生産部門から他の生産部門へと絶えまなく投げ出

し、投げ入れる。したがって｀大工業の本性は｀労働の転換、機能の流動．労働者の全面的可動性を

必然的にする」。~Q

社外企業においては以上の労働力の移動性が特に顕著である。なぜなら｀すでにみてきたように

鉄鋼独占体に寄生する社外企業にとって-親企業の生産技術の変容は｀「下命」という形で絶えず請

負作業量に反映し、その変化に対応するために社外工労働力の繁般な移動（配置転換を含む）を必要

祠欠とするからである。今回、我々が聴き取り調査した 45名の社外工労働者の同一企業内での 1

人当り平均職種転換数は、 1回強であった。こうした配置転換＝職種転換に王体的に対応してゆかざ

るを得ない立場に立たされている社外工労働者にとって-資本から与えられる職業技術教育であって

も、稲極的に受講して、技能を身につけてゆかねばならないのである。

「鋼板現楊でコイラシクーをしていた時•玉掛けの講習があったのです。ボクの仕事は直接玉掛

けには関係なかったけど、もしかしたらと思って会社に取らせてくれといったら、取らせてくれたの

です。それから後、棒線工場 (2線材）に配転になった時に玉掛けの資格が役に立ったのですね」

(K氏、 39オ、第1鉄鋼線材係材料工程班ぶ

とこらで、技能資格を取得するためには学科試験と実技試験にパスしなければならない。それな

のに特殊技能講習は学科目の授業中心である。かくして、社外工労働者が技能資格を取得するために

は、必然的にOJTによって技能＝実技を取得しなければならなくなる。その具体的方法については

次の項で触れることにする。

（ノう新規採用者及び配置転換者に対する OJT

第 1鉄鋼高等職業訓練校に入所する新規中卒者を除く他の新規採用者及び配懺転換者の技能教育

は、完全にOJTに拠っているのが現状である。

新規採用者及び配置転換者に対する OJTの実施状況をみると、前者は、入社後数日間｀常昼勤

務で職制や安全専任者から生産工程や安全に関する教育をうける。その後｀ 7～ 1 ̀0日間ぐらい先痘

労働者につきながら常昼勤務して｀職堀の雰囲気や安全等についてある程度慣れてから交替勤務に入

る。他方、後者に関しては、配置転換以前に「応援」という形で仕事に慎れてから配転するケースと
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新規採用者の塀合と同様に 7~1 0日間の常昼勤務の見習い期間を経て後に 3交替勤務に入る場合と

がある。

とこらで、 OJTによる技能教育の方法は、かってのように最初から先輩労働者について見様見

真似で作業を修得するのではなく、まず作業標準表をみて作業の手順を覚え、しかる後に先輩労働者

について作業を覚えてゆく方法である。しかい先輩労働者は自らの仕事もこなさなくてはならないた

め、新規採用者や配置転換者の訓練だけにかかわっているわけにはいかない。そのため、新規採用者

及び配置転換者は、先甜労働者の補助的な易しい作業をしながらしだいに難しい作業を覚えて一人前

になってゆくのである。したがって、作業標準表があるとはいえ、見様見真似による修得ということ

が全くなくなったわけでない。

2 自主管理活動の現段階と特徴

親企業に自王管理活動 (QC)が導入されたのは 67年 2月のことである。それはまさに同年か

ら開始された「 4,□0万トン」体制運動（年間 40 0万トンの生産高を上げる「合理化」運動）に対

応するものであった。

社外企業への自王管理連動 lQC、ZD)の導入は、親企業に遅れること約 1年後の 68年のこ

とであっ如しかし、その普及は極めて遅々とし．本格的に全社外工労働者に広がっていったのは、

その 2年後の 7,0年のことである。社外企業の中でも恐入の当初から自王管理活動が比較的活発であ

った第 1鉄鋼でさえ、 68年 11月のQCサークル数はわずかに 15サークルにすぎなかった。

「当社でも室蘭製鉄所殿関係部課の御指導援助により、その普及も牛の歩みではあるが現場内に

浸透して＇きたことは誠に喜ばしいことです。その現れの 1つとして第 1、第 2現業部を始め支店にも

サークル結成誕生が見られ、現在は 15サークルとなり、作業改善に環境改善にと明るい職場づくり

えと進展しておりますことは、当社の体質改善に役立っております」。印

とこらで、導入後 2年経た 7D年になってから漸く自王管理活動が活発化した理由は、親企業に

よって同年から「プ、ロジェクト 5'D 0」運動が、すなわち、社外工を含む鉄鋼労働者 1人当りの年間

生産高を 50 0トソに高める｀という「合理化」連動が開始され、そのためには社外工労働者に対す

る徹底的な「合理化」を必要不可欠としたことである。かくして、「数年間で社員は 2千人、協力会

従業員を千人ほど減らそう。…協力会社では八百人ほどの従業員を減らす具体案が出されています」 O、

ということを具体的な目標としで自王管理活動が急速に普及、活発化していったb

このように、社外企業への自主管理活動の導入、普及は、親企業の「合理化」運動と密接な係土力

を持ちながら、親企業の「指導」、「援助」という名の強力なデコ入れをともなったのであるが、社

外工労働者を自王管理活動に組み入れたもう 1．つの要因は、「安全管理体制」を「自主管理連動」で

というスローガンであった。 09 すなわち、労働力商品を売ることによって生活の糧を得る社外工労働

者にとって、労働力の破損を防ぐことは必要不可欠であるが、資本の主報による安全教育、安全運動

氏先にみてきたように精神教育と職業技術教育の 2側面をもちながらも、結果的には資本の「合理

化」運動推進の一菰を担うものであっt..:c,しかしながら、労慟力破損防止に若干とも役立つ職業技術教

育の側面は、社外工労働者をして自王管理運動、特に安全自王管理連動に巻ぎ込む機能を果したので

ある。

「（産業振興で）昨年 l6 9年） in6月` 7月と連続して起った重大災害の中からヽ安全は誰れ

のものでもない。自分たちの手で守らなくては…＼＼と立上り結成した笠松サークル…」 9
特に第 5章でみるように｀鉄鋼労働組合連動が右翼日和見的主流派幹部に握られ、生産性向上運
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動｀自主管理活動の是認を基本姿勢とする労資関係下においては、「安全運動」、「安全教育」をロ

実にした自王管理活動の導入、普及はなおさら容易なことであった。

このように社外工労働者を巻き込む要因を自王管理活動内部に有していたとはいえ｀基本的には

資本の手によって上から職制を通して与えられた運動であることにほ変り tまなか．っt.:a事実｀我々が

行なった社外工労働者調査によると、 QCサークルリーダーの大半ほ職制であった。また、第 1鉄鋼.......... 
社内報記述の「 QCサークルとは戦場の第一線監督者を中心に部下従業員まで含めて作られたグルー

プの総評で、このグループは職制活動と密蒲しながら一品質ならびに安全能率-人間関係など職場内

のすべての問題を活動対象とし、その研究改善を自主的に皆で協力しで行うものである」り11 け傍点は

筆者） t£どは、如実にこのことを示している。

ところで、鉄鋼独占資本の手によって与えられ、組織化された社外工労働者の自主管理活動の実

態はいかなるものであろうか。

社外工労働者の自主管理活動にはQC活動と ZD活動がある。しかい ZD活動ほ太平工業 1社

だけで他はすべて Q C活動であ稔自王管理活動も社外企業によって盛んなところと、そうでないと

ころがあるが．大体先に分析してきた企業内教育囮関する社外企業別類型に類似している。すなわち冒

「直接的生産部門」及び「原料処理部門」では自王管理活動が盛んなのに対して「輸送部門」「電気

工事部門」「土木・建築工事部門」でほ低調である。

今、自主管理活動が盛んな「直接的生産部門」及び「原料処理部門」の社外企業に的を絞ってQ

Cザークル活動の実態をみると｀次のとおりである。

第1鉄鋼の場合には、一応形式的には班毎に QCサークルが結成されている力込実際の活動母体

は係毎に設置された自主管理推進委員会、予防安全推進委員会。設備推進委員会である。各推進委員

会は各班から選出された委員によって構成されている。建前としては、テーマ及びその進渉に関して

は各委員力班の意見を推進委員会にもち寄って決めてゆくことになっているが、現実には殆んど班の

意見は反映されていな心我々が今回街ょった第 1鉄鋼 23人の聴芦取り調査によると-「現場にQC

サーグルなどはない」と答えたものが 8人｀また「 QCサークルはあるが活動らしい活動はやってい

ない」と答えたものが 7 人、不明 5 人~であったが｀こうした事実は各推進委員会と班の意見交流が

あまり行なわれてないことを示している。

推進委員会とは全く別に、班レベルで活動しているQCサークルも少数存在するが｀その多くは

懇親会的内容のものである。

幌清建設、橋本通連の場合iむ職場レベル毎に存在する QCサークルが活動の母体である。しかし

多くは有名無実な場合が多い。活動が比較的活発なサークルの場合でも-「月 5 0 0円の稲み立てを

して冠婚葬祭的にそれをつかうようにしている。遊びにはすぐ集まるけれども、他のテーマでは全然

発言しないね。議題を出してやっても、それに賛成するんでもなく、反対するんでもないというかっ

こうだね」 lT氏、 42オ、幌清建設整備掛）という状態である。そして、多くの場合、親企業の指

導で開かれる QC発表大会とか安全衛生月間用だけの活動になっている。

吉）1江業と産熙辰興の場合；班毎にQ Cサークルが結成されているが、調査時点 l7 2年 8月）で

は調査企業中最も活発な活動をしていt.:a吉川工業の場合-社外工労働者の QCサークル参加率は

1 0 0彩｀テーマの完結率は 80彩であっtる他方｀産業振興の場合、 69年 6月. 7月と連続して

起きた死亡災害事故を契機に自王管理活動が急速に活発化し、 72年の時点芍ま社外企業中最も QC

活動が盛んであっ t.;, 同社はQC活動を盛り上げるために｀全社外企業の中で時間外QC活動手当を
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つけている唯一の企業でもある。また、社外工労働者の側も「安全は誰れのものでもない。自分たち

の手で守らなくては、と立ち上がり」り2、 69年の暮には社外エ労働者の中で「初めて、女性の自王

管理運動における体験発表者が出」り3るt←'ど、稼極的な QC活動参加姿勢を取っている。

ところで、上記の実態からもうかがい知れるように、表面的には社外工労働者の QC組織率は高

いかのようであるが、その活動の内実に一歩踏み込んでみると、本工労働者のQC活動に比べて格段

に低調な状態である。その原因iとまず第 1に、本工労働者に比べて労働移動が激しい社外工労働者

にとって、 QC活動を査定指模の 1つとした賃金管理は効果がないことである。 • 

「下請の QCは会社の思うとおりにはいかないですれなんでかというと、将来でも・づっと勁め

るという人でもあれば．まあ当面はいうことを聞いてゆこうかということにもなるけど、流動的でし

ょう。逆に新日鉄（本エ）の場合には労働移動はないから、 QCやられると昇格とか色々な点で努力

をしなければ影蓉があるけどね」し新日鉄室蘭労組役員）。

第 2に、第 4章でみるように、長時間労働を不可避とする「代番」体制及び欠員不補充体制等の

過酷な労働条件は、時間外の QC活動はもとより、時間内のQC活動をも困難ならしめている。

「QC委員に仕郡D合間に抜けられると｀それだけ誰かに負担がかかる。会社では勤務外にやって

も過勤務手当をつけてやらないからね。それで時間内に抜けるんだけど-それでは現場に残る者の負

担になるからね」 lT氏、 27オ、第 1鉄鋼線材係材料工程班）。

第3に、自王管理活動のテーマとして安全問題が取り上げられることが多いけれども、社外企業・

としてはそのすべての QC提案を取り上げて採用するとは限らない。特にII金のかかる 11QC安全提

案は取り上げられないことが多い。その結果、社外エ労働者はQC活動の限界を知り、 QC活動に消

極的にならざるを得な¥b 同時にこうした経験の稲み重ねを通じて、社外工労働者(J)一部は資本の王

導による QC活動の本質を見抜いてゆく。

「安全面に対してボクらがII こうしたら事故もなくなるし、と会社に言ってもヽ金のかかるものは

駄目 IIだとか言って全然話しに乗ってくれませんよ。 NBG鋼材のキズ取りの際、カスが落ちるが｀

それを毎日あげなければ危険なのでバックをこういうふうに改善してくれと図面まで書いて出したの

に3年もたつのに直してくれない」 lK氏、 39オ、第 1鉄鋼線材係材料工程班）。

「私個人が言えば、 QCなんてなくて結構だと思います。それは、自王サークルとは我々が我々

をとおして会社のためにやってゆく。これはとどのつまりは我々が我々の首をしめているわけです。

現場を改善することは結構だけど｀それは会社がやることであってね、仕事の合間を見て我々がやる

必要のものだとは思わないね」 lS氏、 41オ、第 1鉄鋼鋼片係ステソレス班）。

以上の要因が本工に比較して社外工の自王管理活動を低調ならしめているのではある力込資本の

手に£って与えられた自王管理活動が鉄鋼「合理化」に多大な貢献をしていることはいうまでもない。

そこで｀最後に社外企業における自王管理活動の機能と役割を簡単に述べることによって｀この節の

締くくりにしたい。

第 1は、すでに触れてきたことの繰り返しであるが、社外工労働者の自主管理活動は本工に比ぺ

て不徹底ではあるが．少数精鋭主義管理を標榜する社外企業にとっては最も資本支出のかからない教

育である；そして、それは先にみたように「プロジェクト 5D D運動」及びこれに続いて打ち出され

た「コスト・ミニマぶ匪動」という鉄鋼業の「合理化」推進の一粟を担っているのである。

第 21ま、自王管理活動に含まれている職業技術教育の側面である。社外工労働者に事故犠牲を強

いる資本の安全対策に対して、社外エ労働者は王体的に安全のための自王管理を行なおうとする。特
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に事故につながる設備の不備を改善する活動ほ、結果的には要員の削減につながる恐れがあるとはい

え、社外工労働者にとって切実な事故防止運動である。このような設備改善運動は必然的に職業技術

教育を内包している。なぜならば、設備の改善にあたって設備の全機構に対する理解及び設備改善に

必要な基礎知識、専門知識の修得を必要とするからである。

またそれは安全運動と直接関係をもたない自主管理活動においても同様に含まれている。むしろ、

安全自王管理活動よりも職業技術教育の側面を多く内包しているといえる。

＜注＞

(1) 経営組織の盤備は 60年代後半期に入っても続いた。太平工業は 67年に従来の次長制度を廃止して部・

課長制度を採用し、第1鉄鋼は 66年に部長制度を敷いて｀総務・勤労・経理の 3部に経営組織を整備拡大

した。さらに第 1鉄鋼は67年に企画部を新設して職務分析、職務評価｀作業・設備の改善等に関する業務

を集中して行なうことにした。

(2) 前掲『こうゆう』第 23号、 19 6 5年 7月16日。

(3)(4)(5) 前掲『こうゆう』第 23号。

(6) QCサークル活鉱企業内教育の詳細な分析ほ、第3章第 2節で行なう。

(7) チーム制の彩用及び職能給の導入による労働者掌握の強化過程は、e本文で述べたように新日鉄室蘭の直接

的要求に基づくのではなく、栗林商会自らの要求によって労働組合分裂後に進められたi、のである。しかし

新日鉄室蘭が本工に対して行なった現場到蒲制やQc運動等が、同じ製鉄所楷内で働く栗林商会や日本通運

の罹麟にも親企業によって要求されている、という事実は、鉄鋼独占体の「合理化」が企業間分業の形で

信を請負っている企業の労働者にも同様に及んでいることを示すものである。しかし、歪の要求の仕方は

他の社外企業に対する場合よりも弱い。

(8) 賃金総額に占める職能給の比率は各社によって差異がある。最も高い比率を示すのほ太乎工業の 37. 4 % 

である。

(9) 前掲『こうゆう』第 24号、 19 6 5年8月16日。

仰） 特定企業内での勤続年数に応じて、易作業から順次難作業の経験をつみ｀それを通じて熟練を修得する労

働力群。

⑪ 昇進制度的労働関係下の賃金政策の詳細な分析としてほ、高木督夫「独占資本の賃金体系政策」（『講座

現代賃金論3』` 青太書店、 120~170頁）、その他がある。

Q2) 6 9年9月26日、 1 1月13日の両日に実施。 ・ 

佃） 希望事業所間の野球大会を 5月に実施。

Q4) 新日鉄室蘭製鉄所と共催で大運動会を8月に実施。

(i5)． 室蘭音楽文化協会と共催で9月に慰安会を実施。

Q6) 室薗音楽文化協会主催の各種行事に参加ならびに協力。

闘 前掲『こうゆう』第24号。

Q8) 職場懇談会の中心テーマは安全問題である。事実、職場懇談会は安全術生管理機構の一粟として位置づけ

られている。詳しくは第3章第 2節で述べる。

闘 企業内教育及びQC運助はヒューマン・リレーショソズ管理ll)一異を担ってはいるけれども、その機能・

役割ほ•これだけにとどまらない。詳しくは第 3 章第 2 節を見よ。

伽） 第1鉄鋼社内報『はがね』第 75号, 1 9 6 9年10月16日。

似n前掲『こうゆう』第56号` 1 9 6 8年3月16日。

(22) 前掲『こうゆう』第 55号` 19 6 8年2月16日c

閾 福利厚生には社宅、独身寮、作業用被服の支給・箕与、特別貸付金制度等がある。また、 「こうゅう会」

活動も福利厚生の部類に入れることができよう。
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(24) 能力主義管理の一環として企業内教育を把え｀その機能・役割を分析したものには次の論文がある。

道又健治郎「企業内教育の実態と能力主義管理」（『経済』JfG.88 1971年8月）、木元進一郎「企業内

教育の再編・強化と職業技術教育の課題」（『旬間賃金と社会保瞬』 JfG.576、19 7 1年 8月）。

(25) 前掲『こうゆう』第 29号． 1 9 6 6年1月16日。

(26) 7 O年度第 1鉄鋼教育訓練大要。

(27) 労働調査協議会『職業技術教育と労働者』大月書店、 84頁。

(28) 前掲『新日鉄の底辺から』 59頁. 1 4 4頁。

(29） 「三つの点からヽ安全 IIを探る一協力会社との連係」（新日鉄室蘭製鉄所社内報『白樺』第 77 9号、 1 9 7 2 

年 6月20日所収）。

(30)(3n新日鉄室蘭製鉄所安全課『昭和 43年度安全管理方針』 5頁。

(32) 特殊技術競技会は、親企業主催．下請協力会主催．各社外企業主催の 3種類がある。親企業主催の競技会は年

1回開催され、第 1部から第 2部までは本工労働者によって、第 3部は社外工労働者によって技能が競われる。

(33) 前掲『白樺』第74 4号、 1 9 7 0年 1月5日。

(34) 山田盛太郎『日本資本主義分析』 岩波書店、 13 5頁。

(35) 新日鉄室蘭協力会『訓練所委員会の経緯について答申』。

(36) マルクス『資本論』 大9月書店菰訟 6 3 4頁。

(37) 麟『こうゆう』第64号、 1 9 6 8年 11月 16日。

(38) 麟『白樺』第 72 9号、 19 6 9年5月20日。

(3~ 7 0年1月5日（第 74 4号）の『白樺』によると 71年度 (70年4月～ 71年3月）の下請協力会の安全

目標ii.G)死亡災害ゼロ、⑨休業災害発生53件以下．③無災害継続日数30日間の達成．であるが｀この目標

を達成するに当って｀安全教育と同時に自主管理活動の推進の必要性を強調している。

(40) 前掲『白樺』第74 4号。

(4U 前掲『こうゆう』第86号、 .19 7 0年9月16日。

(42) (43) 前掲『白樺』第 74 4号。
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第 4章 労働強化及び労働災害の増大

前章でみてきた経営労務管理体制の強化は｀必然的に社外工労働者の労働強化及び労働時間の延

長を惹起しないではおかない。我々は、この章では社外エ労働者にかけられている労働強化、労働時

間延長及び労働災害増大の実態を明らかにすることを目的とする。

第1節 要員削減＝人べらし「合理化」と労働強化

我々は、第 1章で業務下請化の進展にともなって社外工労働者数がいかに増大したかをみてきた。

5 3年の社外エ労働者指数を 10 0とすると、ピーク時の 69年には 67 5の指数にまで増大した。

その後、鉄鋼業界の不況ーその他の影細もあって社外エ労働者数は減少したものの、なおかつ 72年

の増加指数は、 5 8 Dに達していた。

ところで、業務の下請移管にともなって社外工労働者数は増大しているとはいえ、前章でみてき

た少数精鋭主義管理を目ざした経営労務管理体制の強化は、要員の削減＝人べらし「合理化」を促さず

にはおかない。特に IEの導入と新設備の導入は、要員削減＝人べらし「合理化」の直接的契機を

なすものであった。・

今、要員削減＝人べらし「合理化」の実態を見る前に、その直接的契機をなした IEの溝入及び

新設備の導入について若干みておくことにする。

IEが最初に導入されたのは、何年頃、どこの企業にであったかは分らないが、すでに 69年に

は下請協力会主催による IE講習会が実施されていた。また、経営労務管理「近代化」への蒲手が早

かった第 1鉄鋼でも、それより 3年早い 66年にすでに IEを導入してい如

「…わが社（第 1鉄鋼）では総務部能率係の IEマンがこの任に当っているが各現禍や工場にお

いての仕事の方法を改善することを狙いとし、その中心はクイム・スクディ及びモーシ，，，ン・スクデ

ィ`である。… IEの活用は次のようなことに役立，?ている。①最良作業方法の決定、③時間研究によ

る標準時間値の決定、③設備及び労働測定、④職務分類と評価、⑤基礎標準の作成と連用、⑥管理資

料の提供、⑦要員数の決定」。 {l¥

さらに、下請協力会、社外企業とは別個に親企業でも、コスト・ミニマム連動が始まった 71年

に社外工労働者を対象にクイム・スクディ、モーション・スクディを実施し、そのデークーに基づい

て社外企業に要員の削減＝、人べらし「合理化」を強要した。

「コスト・ミニマム運動は、わしらに大いに影蓉がありますね。わしらの現場も 25人いるとこ

ろを（親企業の）能率掛から人がきて｀ ＼＼ここは 25人いなくてもいいんでないか＼1と時間全部測定

されてさ、ヽ 21人でやれ IIと。能率掛からきてヽこの人、 1日でこれだけ働いて、何時間の休憩が

あるんだ＼1と。・だけど仕事があちこちあるんだかがそこまで行く時間も必要だろうしさ。全部計算

されるわけだね歩く時間から、便所に行く時間まで計算されるのさね。それで4人ぐらい減らされ

たね」 Cs氏、 35オ、橋本通運転炉係）。

以上より、社外企業への IEの導入は 65年以降に集中したことが分る。

他方、人べらし「合理化」のもう 1つの主要な方法である新設備の導入も、 65年以降に集中し

た。すなゎち、 65年以降に入って、鉄鋼独占体たる親企業tむ社外企業に「設備を買わせるとい

ぅ•ことに重点をおくわけです。それと同時に設備を 1 つでも投入すると｀その投入された分は全部人
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を削ってゆくという。下請が削るのではなく、親会社の方で削るのですね。買わせておいて人を減ら

す」（新日鉄室蘭労組役員）のであっ怠表、4.-,fま、直第 1鉄鋼の王要設備一覧であるが．これによ

ると新設備の大半は 65年以降に購入されている。購入の早いものでも 63年頃である。

表4-1 第1鉄鋼設備一覧 (1 970年5月）

設備•分類 取得年月 機 械 称
数 処理実績 設 備 場 所

名
盤

用 途
叉は能力 係 名現場名

① 63年8月 自蛾廂鵬 NBG-2 1 ビレット・プルーム研削用 150如 1精整囲

6 4. 2 自靱廂瞭 NCG-B4D 1 元応ラ研削用（平面） 85切 鋼片（係） ステンレス

研 る4. 4 匪 疇 職 NBG-2 1 スデ応碕削用（側面） 2;,90匹 ステソレス

6 9. 9 ピいットグラソダ→鉗財オ天肋ト 4 

削 6'8. 7 スインググライダー 2 3疇

6 4. 2 スインググライダー 2 ピレット・フ）←碕斤削用 2850認 鋼片 1精也、硝墜

設 6 0. 4 スインググライダー 2 1精底硝鼈
6 □.'3 

スインググライダー 2 
6 □. 7 

｝ステ況双ラフ研削用 }2,000吟 ｝鋼片 ｝ステン以備 6 4. 1 スイソググライダー 2 

高 1 ビレット切断用 煽麟｝綱片 1寧

＠） 自動切断機（ガス） 4 ステAクス危断用 ステソレス

切 高速度切断器 1 条鋼材切断用 15加

断 6 8. 2 スチールカッター 1 線材端未加工用 条鋼 成品ヤード

＾ 
フー．プホルダー 1 フープ切断用

剪 6 3.1 0 フープホルダー 2 フ＿ブ切断用 5畑 名古屋

断 6 9.1 0 ロッドカ．ックー 2 2線材
犀知ヤード•一 7 o. 1 ・ロッドカックー 3 

｝バ—ィ沿イI噸断用 }1BP諏 M
｝ （棒線）

設 64.1 0 スケャシャー 1 当金切断用 25000枚ふI
｝名古屋備 6 3.1 0 ニッヂプロテククー 1 .:r..ガ外ヴ・クター加工 60,mo核M

寧設備 , 7 0. 2 線材伸線機 1 結束用線材伸線用 条鋼 成品ヤード

領 束 69.1 1 線材大結束機 2 棒線コイル大結束用 18印 咋 2線材溺瑞0成品ヤード

設備 6 9. 6 シート梱包ライン 1 中薄板梱包用 BPDD如 名古屋

⑤ 6 3.1 1 ラベル打刻機 2 線材ラペル打刻用 850田ンM
｝条鋼

線材記号室

プ 6 7. 5 ラベル打刻機 1 条鋼ラベル打刻用 51.OO咋 精整詰所

レ，． プレス 1 車輛修理用 輸送 修

ス 6 3. 9 当金プレス 1 短冊当金加工用 ｝名古屋

設 6 4.1 D プレスプレーキ（当挺刑捕紺） 1 コ型当金折曲用

備 スプリングハンマー 鍛造用 整備り 作

⑥ 
心

6 9. 6 ホイストクレーソ 1 中薄用運搬 8D00加
｝名古屋

. 6 9. 6 シートリフクー 1 中薄用運搬 800畔

荷 6 1. 1 1 トラッククレーソ 1 

6 8. 1 トラッククレーソ 1 鋼材積み卸し用 輸送

6 9.1 0 トラッククレーン 1 'ヽ
) 9 

6 5.1 D フォークリフトト・ラック 1 輸出線材大結束用 3-:,oo T/41 
枠鋼 ｝成品ャード

6 7. 8 フォークリフトトラック 1 端末加工用 3JJOOT/M 

6 9. 2 フォークリフトトラック 1 中薄板運搬用 1 DOD碑 名古屋
I 

役 6 7. 4 ラムリ・フトトラック 1 広巾帯鋼運搬用 60,00『 凶 名古屋
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設備・分類 取得年月
数 処理実綬 設 備 場 所

機 械 名 称' 用 途
又は能力盤 係 名現場名

設 6 7. 9 ラムリフトトラック 1 帯鋼運搬用 1 opo幽

｝名古屋
6 8. 7 ラムリフトトラック 1 帯鋼運搬用 60/JO訊

6 9. 8 ラムリフトトラック 1 ｝ ^ ーイソコイルの
~18,00叫 }2鰤

｝饂ャード
6 9. 1 1 ラムリフトトラック 1 積み卸し運搬用 （棒線）

6 7. 1 D アソト車 1 車ビ牽v.~,Iト用・グルー吋多動台 4f,D田凍 鋼片 3疇

6 6. 5 パックト'-+-ーザー 4 

6 5. 6 ア` ノグルドーザー 1 

6 8. 4 トニザーショペルス―バ― 1 

6 5. 7 ドーザーショペル 1 
胎内原料仲出し用 荷役

備 6 7. 7 プルドーザーショペル 1 

6 7. 5 卜._ザーショベレス＿，←c 1・ 
， 

6 9. 7 ボークプルコンベヤー 1 中甲板卸し用

R 6 9. 7 アソダーキャプトラック 1 

運 6 8. 2 大型トラック 2 
搬 鋼材運搬用
設 6 8. 7 大型トラック 1 
備

6 7. 3 這トラック 1 

⑧ 送風機 2 2疇

送風機 2 3精整

送． 送・風機 1 
、 鋼 片

4疇

送風機 1 冷房用 ステソレス

風 6 7. 6 送風機 1 ホットソー

6 7. 6 送風機 1 H形鋼 精整ヤード

機 送風機 2 端•B

送風機 1 火床送風用 整備 作業場

扇風機 7 冷房 用 条鋼 繍辟緊｝
⑨ 6 2. 1 旋 盤 2 

工 6 2. 1 形削盤 1 

作 ボニール盤 1 
整備 作業場

機 卓上ボール盤 1 

械 アトラ磁気応用ボール盤 1 
n 

鍋片 ステル久ヤド
ヽ

⑩ 涸（翠ァーク）． 1 現場小修理用 鋼片 3精整

溶
6 3. 5 .,,ミット溶麟 1 線材バット溶接用 条鋼 成品ヤード

接

設 溶（交流アーク） 1 成品肉盛補修用 H形鋼 精整工場

備
溶（夜流アーク） 5 現場修理用、船舶修理用 整備 作

⑪ 7 o. 3 コソプレッサ― 1 娑鍔イジ晴パウク•一 鋼片 ステ‘A久ヤド

空 C

コソプレッサー 1 パソク修理用 輸送 修理場
気

機 6 9. 6 コンビネーションツール 2 中薄板結束用 名古屋

器

資料：第1鉄鋼『主要設備一覧』による。 0 ● 99 

かくして、 IBの瑯入、新設備R瑯入を直接的契機として、社外工労働者の要負削減＝人べらし

「合理化」は、特に 6"5年以降強行されていった。我々が今回行なった社外工労働者聴き取り調査か

ら要員削減＝人べらし「合理化」の実態を示すと以下のとおりである。
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(1) 第 1鉄鋼線材係ライン班'(1直の要員）

(7 1年）

1 5名→ 13名

(2) 第 1．鉄鋼線材係成品班 (1直の要員）

(7 2年）

1 6名→ 15名→ 14名 → 1 3名

(3) 第 1鉄鋼H形鋼係精整班 (1直の要員）

(6 8~ 9年頃） (7 1年）

2 8名→ 20名→16名

(4) 第 1鉄鋼H形鋼係クレーソ班 (1直の要員）
(7 1年）

2 0名 →1 6名

(5) 第 1鉄鋼条鋼線材ライソ班 (1直の要員）

(7 1年）

1 6名 ・→ 14名 →1 2名

(6) 産業振興第 2作業課熱延係ホットライソ C1直の要員）

(7 D年） （7 1年）

1 4名→12名→ 8名

(7) 橋本通運転炉係 (1直の要員）

(7 1年）

2 5名→21名

(8) 幌清建設第 1連鋳掛クンディッシ班 (1直の要員）

l 7 1年）

6名→5名

とこるで、このような要員削減＝人べらし「合理化」の下で、社外工労働者の労働強化はどのよ

うになっているのであるうか。以下、いくつかの事例によって社外工労働者に労働強化の実態を語っ

てもらうことにしよう。

事例1「ワイヤー式のクレーソからマグネット式のクレーソになって、 うかつに連転できないと

いうことです。スウィッチ 1つでもって材料がふっついたり離れたりするからまごまごしていれない。
..．．...．.．．.．．．．・ •. 
緊張もワイヤー式に比べて 2倍ですね」 (s氏、 34才、第 1鉄鋼H形鋼係クレーソ班）。

事例2 「1番忙しいのは棒線 36mmになってきたらもう暇がないんだよ。忙しくてね。コイル 1

つ圧延するのに 15秒とかからないから、 20秒ぐらいですからね。それでビョンビョンでてきたら

リフト 2台ではっちゃきになって走っているよ。結束機は結束機で．はっちゃきになって運転してい

る．でしょう。そんなになったら＼、小便したいからちょっと待ってくれ＼＼というわけにはいかないです................................... 
ね。そうなったら小便したくても我慢していると、時間がきたら交替の人が交替してくれるから｀そ.......... 
うしたら小便するとか」 (s氏、 40オ、第 1鉄鋼線材係成品班）。 ....... 

「甲番だったら朝 7時から午後 3時まででその間 4 5分の休憩時間しかないし｀交替要員という........................................... 
のがないから、 トイレに行くといったって、ちよっと暇をみてクレーンからばっと降りて行くという...... 
かっこうだね」 Cs氏、 34オ、第 1鉄鋼H形鋼係クレーソ班）。

事例3 「トラックの待機時間にメシを庚べてそのままトラックに乗りっばなしという時もある。
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甲番、乙番の時は弁当を持ってゆ<-丙番の時は弁当を持ってゆかないね。というのはメシを食うよ

り眠むりたい方が先で休み時間は寝ます。それからアメをポケットに入れてゆくこともあります。夜．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
食は殆んど軽いものだけで。なんせ眠むくてしかたがないからぢょ

........ 
っとした暇があれば寝ることしか．．．． 

考えない。メシ食う時間もったいないですよ。なんせ 1コース 50回ぐらい往復するから。 1時間 4

回はペースが遅いね。スクラップならマグネットクレーソで 4~5回ぐらい、分解屑ならマグネット

で 2回くらいでトラックが一杯になるから。 1回に 3 トソぐらいもつからね。・だから休む暇は転炉の

バックに鉄屑を装入する間 5~ l 0分間あったらいい方ですれ)へたするとバックが先に降りてきて

トラックを待っていることもありますから。暇なしで走ってなければならない。昔(65年以前）はや

り方が違ったから。 トラックでなくクレーソを使う方法だったし、人も多かったからまだ暇もあった

けど今はもう全然ね」 (M氏、 2 9オ、産業振典第 1作業課運転係）。

事例4「2交替の当時は今のように能率うんぬんでなく会社もルーズだったからね。昔は大した............. 
人だったから、同じ現場でも 16 ~  7名でやーていたからね3 しかし、今は昔の倍も生産されるう．え............ 
巳人も 12名に減ったからね」 CH氏、 30オ、第 1鉄鋼条鋼係線材｀ライソ班）。

上記の事例から分るように、鉄鋼独占資本のあくなき資本蓄積欲は、労働力の極限に近い消耗を

目ざして過酷なまでの労働強化を社外工労働者に押しつけている。それは、まさに鉄鋼独占体の「合

理化」が、「資本は労働力の寿命を問題にしない。資本が関心をもつのは、ただ一労働日に流動化さ

れる労働力の最大限だけである」 (2) ことをおし進めるもののなにものでもないことを示している。

第2節 欠員不補充と「代番」体制

社外企業における欠員不補充制度は、労働時間延長の王要な方法である。この制度は、欠員を穴

うめする手替り要員を有しない。すなわち.. 1つの「直」番自体は..公休；年休、欠勤等によって生

ずる欠員を補充することが不可能である。その補充は、他の「直」番の労働者の過勤務＝残業による

「代番」制度によって行なわれる。このように、欠員不補充制度と「代番」制度とは表裏一体をなす

制度であるが、その関係は社外工の低賃金制によって媒介されている。つまり、社外工労働者は、基

準内の低賃金を補うために過勤務（残業）を、すなわち「代番」制度を必要とし、それが欠員不補充

制度の成立及び存続を可能にする。

「ボクの会社はもち給だけでは食べてゆけない会社だかな過勤務 l代番）やらなければ食べて

ゆけない仕組みになっているわけですね職場の人員はぎりぎりの要員なのですが、自分らがある程

度の過勤務を見込んでそれだけの人員にしているのです」 lS氏、 3 4オ..第 1鉄鋼H形鋼係クレーソ

ソ班）。

「代番」の方法は、順番制ということになっているが、実際には「 3 0代から 4 0代の初めの人

がよく代番をします。ひとりものより所帯持ちの方が代番は多いです。 20代は代番を取らないで遊

びに出るし、年をとった人は体にこたえるので｀これも代甜ま少ないです」 cw氏、 5 2才、第1鉄鋼

H形鋼係精整班）、というように. I固々人によって「代番」の回数は異なる。「代番」の多い人で月

l 0数回 ll回最低 7時間）、少ない人で数回、平均で 6~7回前後である。

「代番」制度が、前節で述べたような労働強化の下で、いかに社外工労働者にとって肉体的精神

的に過酷なものであるかは:想像を絶するものがある。特に丙番 l22:oo~7:oo)から甲番

l7:00~15:oo)、甲番から乙番 l15:00~22:oo)にかけての「代番」が‘きつ

い、とされている。
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「丙番やって甲番やるのは、寝てないところにもってきて日中で暑くなってくるからね。それに

甲番は作業長もいるから精坤的に負担あります。昼間だし、だらしないかっこうも出きないし、一番

きつい訟それに軍蕃‘かつら乙番もこたえ。るれ3 C特゜に゜夏の感ぃ悔iまね」 [(M'民、 02•9 才、産業振興第 1

作業課運転係）。

「代番」制度は社外工労働者から睡眠時間を奪い取ることによって正常な労働力の維持、回復を

困難にしている。

「代番すると家に帰って寝る時間が 3~4時間ぐらいしかないので、あまり代番をやると体がも

たないですね」 (M'氏、 29オ、産業振興第1作業課運転係）。

「人間 3時間寝ればと凡うけど、俺は 6時間寝なければ駄目だからね。だけど代番やるとし家に

帰って） 6時間しか寝れないからね。帰ってきてすぐ寝むれる以廿ょいから」 (Y氏、 3 2オ、幌清建

設第 1連鋳掛ク｀ソディッシュ班）。
•。っ(>'

かくして、社外工労働者は「代番」数が少なければ・絶対額が低い賃金のために労働力の再生産

が困難になるしさりとて「代番」数を増やせば、睡眠時間数の絶肉的減少により労働力の再生産が

困難になるという立場に置かれているのである。まさに、ここには「資本王義的生産は労働日の延長

によって人間労働力の萎縮を生産し、そのためにこの労働力はその正常な精神的および肉体的な発達

と活動との諸条件を奪われるのであるが•それだけではない。資本王義的生産は労働力そのものの早

すぎる消耗と死滅とを生産する」 13)しか存在しないのである。

第 3節労働災害の実態 I f‘ Cl 

Ii 

表 4-2しま、社外工労働者の年度別災害発生状況である。これによると、 65年以降災害発

生件数がしだいに減少してきている。しかし、表 4- 3の本工労働者の災害発生状況と比較した

場合、なおかつ社外エ労働者の災害発生件数率は数倍の高さである。まさに社外工労働者は労働災害

の最前線にいるのである。

ところで、表4-2によると、災害発生件数率は減少しへてきているかに見えるが｀それには裏が

ある。つまり、死亡事故を除くと•重傷災害は軽偽災害に；有休災害は不休災害に、公傷は私傷にさ

れることによって、実際の災害件数あるいは災害の内容が隠幣されているのである'o . 

「この間、ケガがあったんだけど、誰れが見ても本人の自立で会社に出勤できない場合にも•上

役の車で会社から自宅まで送り迎えして会社に出勤させて不休業災害にする。…会社では現楊に出な

いで寄場でだだ座っているような状態だったですね。…それで大きな事故が起きても．＼＼死ななけれ

ば休業災害にしないのかヽという声もたまに出るね3 もちろん．手をすりむいたとか、足の指をつぶ

したぐらいではケガにしてくれないね」、(S氏、 30オ、第 1鉄鋼線材係精整班）。

鉄鋼独占体たる親企業の生産第一王義の下に、社外企業は労働災害の発生を極端に恐れ、また末

端役付けの職制層は成績考課の関係から労働災害の発生を恐れ、その隠幣をはかるのである。かくし

て、安全連動は、「記録のための安全運動であって、本当の安全成績は表に出てこない。…班長どお

しが無災害記録をせりあって、ケガをケガとして届けない」 CM氏、 A 2才、第1鉄鋼条鋼係）とこ

ろの災害隠幣運動となる。この運動は社外企業、職制層のみならず、病院関係者も加担して推進され

る。

「構内でケガした場合．指定病院 l新日鉄病院）へ行くんだね3 そこに行って足が痛いんだ、歩

けないんだと言ったって、休業災害にはなかなかなれないのね。自分の健保つかって関係のない病院

・ -364-



へ行けば診断書なんかなんぽでも書いてくれるんだけども」 (T氏、 27オ、第 1鉄鋼線材係材料工

程近）。

このように、鉄鋼独占体たる親企業及び社外企業は、「合理化」過程で生ずる労働災害を社外工

労働者からも、そしてまた世間一般からも隠そうと努力する。しかし，現実には彼らの意図する如く

隠しおおせることは出来ない。そのあまりにも卑劣な災害隠幣は•新聞によって、また現場の労働者

によって暴露されつつある。特に、八幡裂鉄所の 1、社外エ労働者の手による「労働災害の最前線」と

題する労働災害の報告しま(4)、いかに鉄鋼独占体が「合理化」過程で社外工労働者を残酷に殺害してい

るかを、我々に訴え迫るものである。

C 

表4-2 社外工労働者の年 度 別 災 害 状 況

I~ミ 労拗延時問数
休哭災抒卒牛件数 休 及損

失 度数率
死 ．亡永久全ィ能永久一部1能 8日以上 8日未満 計 日 数 H 数

1 95 8年 ん871,5)55 2 

゜
8 141 70 2'2 1 5, 9 7 5 19,194 3 2.16 

59 10,049,556 7 

゜
7 192 1 13 3 1 9 6.4 9 7 6 7, 2 7 1 5 1. 7 4 

6-0 18,789,120 1 5 

゜
1 a 3 5 4 1 5 5 53A 1 2,4 7 7 1 09.751 2 8.4 2 

61 2 3,0 6 4,3 5 6 1 2 

゜
1 6 5 7 5 144 '5  4 5 1 0,5 1 0 11 1.. 14 8 2 5 5 5 

‘6 2 1 8,9 Q 5,421 5 

゜
8 292 108 4 11 8.7 6 5 31,688 21町71 

6 5 13,949,997 4 

゜
， 94 4 0 14 7 5.2 2 1 3 <I. 7 2 3 1 0 5 4 

64 13,706,206 4 

゜
6 98 1 9 1 2 7 4,77 5 4 1,555 ¥ 9.2 6 

65 1 4,4 9 3,3 8 3 7 1 6 126 1 9 1 5 9 5,782 67,108 1 0 9 7 

66 13,529,952 1 0 

゜
1 77 2 1 1 0 9 2.1 58 8 2. 192 806 

67 16.431.309 5 

゜ ゜
89 20 11 4 2,725 • 39,748 694 

68 19,690,185 6 2 2 55 2 6 5 2,918 6 5,7ふ7 330 

6 9 21, B 6 2,4 9 3 ， 
゜ ゜

50 6 65 2. 1 8 7 69,299 297 

7 0 20,854,681 7 1 1 4 5 5 !i 5 2,513 6 5,9 tB 2,6 4 

7 1 1 9, 2 5 4,5 4 1.  6 

゜ ゜
28 3 3 7 1,290 4 6 0 6 0 ,. 9 2 

資料：新日鉄室蘭協力会『昭和 47年度安全衛生管理方針』による。

表4-3 本工労働者の年度別災害状況

年]ご 労閲延時間数 死
休業災害発生件数 休 業損
亡 永久全不能 永→ 8日以上 1 -y 3日 計 El 数日

1 9 6 6年20,748,825 1 

゜ ゜
56 22 79 1,634 

6 7 20,556,634 2 

゜
, 1 32 5 4 0 2,0 4 7 

68 1 9,4 9 4,7 1 5 

゜ ゜
5 1 4 1 1,8 1,357. 

6 9 18,302,118 

゜ ゜
a 1 3 

゜
1 3 1. 0 9 2 

70 17,677,000, 5 

゜ ゜
26 

゜
2 9 1{933 

71 1 6, 1 91, 6 2 6 1 

゜ ゜
6 1 8 300 

資料：新日鉄室蘭製鉄所安全課『昭和 47年度安全衛生管理方針』による。

＜注＞

(1) 前掲『こうゆう』第 35号、 1 9 6 6年7月1 6 日。

(2) マルクス『資本論』大日書店版①、.3 4 ii頁。

(3) マルクス『資本論』大月書店版①. 347-348頁。

(4) 前掲『新日鉄の底辺から』 164-200瓦
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失 度数率
数

8,931 3.81 

1 8,822 1.9 5 

3,746 0,9 2 

895 0 7 1 

24,089 1 6 4 

7,747 049 

強度率
不休災害 不休

発生1牛数 度数率

279 

6.6 9 

ふ84

4 R 0 

1 6 7 

2.6 3 

302 

4 6 3 5 5 7 2 4.6 3 

6.0 8 345 2550 

2.4 2 333 2027 

5ぶ4 1 4 1 7 1 6 

31 7 109 499 

ふ16 96 4,6 0 

239 6 1 3.1 7 

強 度 率
不休災害 不休

発生件数 度数率

043 2Q5 1 0 8 9 

0.9 2 2 2 9- 1 1. 1 4 

0 1 9 1 8 9 969 

005 1 8 8 1 a 2 7 

1. 3 6 1 4 8 8.3 7 

0.4 8 1 5 8 9. 7 6 



第 5章 t'社外工労働組合運動の特色

6 0年以前の本工労働組合（富士室蘭労働組合）は、鉄鋼労連傘下の単組の中でも、最左奨に属

し．かつその中核的存在であっt.:a 5 9年賃金闘争における 4 9日間のストライキは、その象徴的な

闘いでもあった。

こうした本工労働組合運動の高揚の中で｀社外エ労働組合運動も比較的活発な展開をみせた。今

2~  3の例を示すことにする。

5 も年に吉川工業労働組合が•石炭手当の支給をめぐって 1 O日間のストライキを行なった。そ

の後も同労組は、 5 0年代後半に小さなストライキを数回行なっている。

大平工業労働組合も 57年から 60年にかけて｀春闘、 1時金闘争を数回のストライキで闘った。

この時のストライキにより、「鋼滓処理といいまして高炉から出るノロ処理ですが、これがストップ

した」（太平工業室蘭支店総務課長）のであっ t.:a

また、陣上工業労働組合も 6 0 年に 1 時金•住宅手当闘争でストライキに突入し、会社側は組合

役員の解雇、ロック・アウト等でこれに対抗した。

以上から分るように、 6 0年以前の闘争の中心は-賃金 l1時金を含む）臨争及び住宅手当、通

勤手当、家族手当等の諸手当支給闘争であっ t.:..,これら一連の闘争の結果、 6 0年代前半にiむ家族

手当を除く諸手当が他の社外工労働組合にも普及し一般化した。

このように、 60年以前に、社外エ労働組合運動が比較的活発であったのは、先にも触れたよう 9

に、本工労働組合運動の高揚の影態による。例えば、その当時には、対角線交渉といって、社外工労

疇合の団体交渉に富士労連が参加して社外工労働組合に応援などもした。

「富士労連が私のところ（太平工業）の団交に入ってきて、産別の幹部という資格で入ってきて

会社をつき上げるのです。ストの段階の時でした力しそして、極端に言えば、組合を弾圧するような

会社に対しては富士の労組の人がやってきて 1つのかけ引きをする。ストの頃ですから 57 ~ 6 0年

頃でありましたね3 最近は全然なくなりました」（太平工業室蘭支店総務課長）。

しかし、このような労働組合運動の展開も｀社外エ労働力の移動性にも規定されて、社外工労働

組合巡動を定府させるには至らなかった。

「労働者の定蒲性がないですから。せいぜい 5年平均ですよ、下請の勤続年数ちゅうのiち＇そう

すると労働組合運動が定蒲しない弱さがある。労働運動の知識とか意識という面で弱さがある。…ど

ちらかというと政治的問題に関係しないという傾向は昔からあります．ね」（新日鉄室蘭労組元中執N

氏）。

このような体質を有していた社外工労働組合は、 60年代に入って鉄鋼労連及び本工労働組合連

動が右傾化するにしたがって容易に右傾化していっ t.:.-, しかし、前章でみてきたように｀過酷な労働

条件下におかれている社外工の労働組合運動は．本工の労働組合運動の右傾化とは全く同質のもので

もなかった..,

「下請の組合は上の方（上部団体あるいは本工労組）が変れば、どちらにでもころんでゆきます

ねただ言えることは差別支配ですから、そういうものに対する不満ちゅうのは強く持っているんで

すよ。労働組合による労働条件の改善ということに非常に強い要求を持っているんですよね3 だから
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社外エ組合の上の方が右派勢力だとしても、その右派は本工の右派とは違った要素王持ってますよね」

（新日鉄室蘭労組元中執N氏）。

本工労働組合が68年の組合方針で、「合理化反対」から「合理化の成果配分」に方針転換した

のに応じて-社外工労働組合も同様に「合理化の成果配分」ーを打ち出していったが、その方針転換に

は若干の差異があった。

「…今日の鉄鋼産業は…まさにしのぎを削づて設備の合理化と生産に狂奔しています。日本の鉄

鋼業が驚異的な発展を遂げ世界第 3位にまでのし上った背景には設備の近代化、合理化を図ると共に

組合員に対しても徹底的な教育＇と労務管理によって企業の体質に組み込む意識改造を行って来ました。

このような資本家の意図する体制は、こうしなければ企業間競争に打ち勝つことが出来ないとする、

もっともらしい理由づけのもとに今日では労働組合にもその協力を求めて来ているところです。こう

した資本家の合理化に対し鉄鋼労連は、①合理化には反対しない。但し、企業の合理化に依る生産性

が向上した場合その見返りを労働者に還元せよ•という基本的な態度を明らかにしました。したがっ

て私達関連労働者の場合にはその生産速度に依って好むと、好まざる事によらず生産性を向上させる

日常作業にガッチリと組み入れられて行く事は必然的だと言わねばなりません。要員の切りつめ、労

働強化は激しさを増すでしょう。 しかも、請負単価を理由に賃金引き上げが困難だと言う企業側の宣

伝によって過勤務に依る生活に拍車がかけられます。それによって企業側にヽ要員は増せない、 I¥過

勤務をやればできる、 ＼＼金がほしくば過勤務をやれ＼＼という口実を与える事にもなるでしょう。，私

達関連労働者は過勤務なしの生活を考える時期にきていることを皆んなで討論してみる必要はないで

しょうか」。
(I) 

これは 69年 3月1日に陣上工業労働組合が発行した『労睦』に載った新日鉄室蘭労働組合関連

協議会事務局長の談話である。この談話を読心限りにおいては、社外工労働組合が「合理化の成

果配分」という運動方針を止むなく採用するに至った事が分る。しかし．現実には、こうして止むな

く採用した「合理化の成果配分」という方針下では、上記の談話が予想したように、作業のスピード

•アップ、要員の削減による労働強化を増しただけで、見返りとしての「成果配分」は思うように進

めれなかった。その間の実情を 72年度新日鉄室蘭労働組合協議会運動方針は次のように記している。

「関連労働者は、合理化の影轡によって、きびしい作業環境におかれています。とくに本体作業

を受けもつ企業では要員削減が能率課の指適によって、どんどんすすめられていますが、これらの攻

撃を受けている組合では適切な処置がなくて苦悩しています。大手のように成果配分などというのと

は性格がちがっているだけに、このような取り組みに困難をきわめているのが実態です」。

ところで、「合理化」の見返りとしての「成果配分」が‘大手のように十分に行なわれていない、

ことを上記の連動方針では述べているが、実際の「成果配分」闘争＝経済闘争はどのように行なわれ

ているのであろうか。

「合理化の成果配分」を要求する賃金闘争に対する社外工労働者の関心は、非常に高いものがあ

る。それは表 5-3の賃金闘争ストライキ権批准率をみただけでも分るであろう。多くが組合が 80 

~-9 0彩のスト権批准率を獲得している。しかし、現実には、どの組合もスト権を行使したことはな

く、 1発回答に近い回答で闘争を終想している。すなわち、第 1回目の回答に若干の上積み金を引き

出した段階で譲歩するのである。

「新日鉄（室蘭労組）はうちの組合より:..先に妥結しますからね。そうしたらこうちの会社は大体
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これぐらいだなと、もう妥結額の見当がついちゃうんです、職場なんかでね。うちの会社から 1回目

の回答で 5万円なら 5万円とでると、そうしたら、ヽぁ入、あと 2千円上って上って終りかヽとそう

いう空気が流れちゃうんですよね。第 1回目の回答が出たら第 2回はいくら出るかすぐソロパソでは

じけるようなやり方で、そこで一歩前進したからさがるといった、そういうやり方で終ってしまうの

ね」 (s氏• 4 0オ、第 1鉄鋼線材係成品班）。

表5-1 社外工労働組 合 、 別 組 織 機 能

・：こ項 9

組 支 組合機関の構成人員 組合業務の専従者 経徴収常的額な(組1人合平員均か月らの額） 組合活動機能の諸指標

＾ Eコ 郎 中間 執行 執行
執器委

経常
中組1人間合当委員数員り 執組1人行合当委員数員り 専組1人合当員数員り 年概組間合怪冥費営員

大会 戦員 合計 諸積立金 合計
数 数 機関 委員会 委員 組合費

人 人 人
1 l, i 1 人人1 t 人 1,3 8『1,0 0『2,3 8 fl 1 8 人 ，介 3 0 6 人 1, 5 2 万OF 第一鉄綱 9 1 8 6 9 2 4 9 

橋本通連 4~3 '7 8 0 1 7 1 0 1 1 2 2 5 4 3 4 5 3 5 8 8 

新太平工業 4 2 O 4 5 2 8 1 0 1 1 2 1.010 1, 0 1 0 1 5 4 2 4 2 0 5 0 9 

産業振興 5 7 5 5 5 1 0 1 1 2 9 9 0 5 ab 1, 4 9 O 11 3 7 5 7 5 4 4 5 

日
陣上工業 258 65 1 0 1 1 2 1, 3 2 0 6 0 0 1.9~0 2 5 2 5 8 4 0 8 

鉄幌清建設 2 4 0 6 0 1 7 ， 1 1 1, 4 1 5 1, 4 1 5 1 4 26 2 4 0 4 0 7 

宮士工業

室 浜野鋼業 1 6 5 57 ， 1 1 0 0 0 1, 5 0 0 5 1 8 1 6 5 257 

閲吉 川工 業 ＇ 
＊和＇工業

関 豊誡工業

連 南寧ヂレ

鉄 •原 5 1 、全員 1 6 ， 0 1,~80 ふao 1, 6 8 0 3 5‘ 8 4 

協神尾組

加藤工業

＇室蘭運輪

貸料：日本鉄鋼産業労慟組合連合会『関連労拗者9ヽンドプック 19 7 1』による。

表5-2 社外エ労働組合別・労働協約の締結状況

関 区 協 組合員の 争議行為関係 人 I 事 関 係

約 範囲から 争議行為の 業務上の都合によ 配転の収り扱い 懲戒処分の取り扱い

I 締 除外され

連 組
ている者 制限規定・ る解liilの取り扱い 事務・技術員 作 業 員 約組 会一

結
^ ロ J口 方

分
,~ 係作 守有 争議の予告 組組 組組

□ 贔

合組 合組□ 温
合 ある出合の ム口 ム口 ムロ ムロ 協議機関 との 細 協 議 機 関

有 業
議協と 意同の

協議機関 との との
協同 実内 容

議協 意同 議協 意同協 名 無 長長 衛無 議意 の施

第一鉄鋼 0 01  X: 2413前

゜
団 C 団体交渉

゜
賞罰委員会

新 橋本通巡

゜゚
X 2 4 

゜ ゜
℃ Q 宜罰委員会

太乎工菜

゜
X 2 4 

゜
団体交渉 C 団体交渉 慾戒委員会

ヤ

日産業振興 00  X 5 6 団体交渉

゜
C 0 団体交渉

゜
宜罰委員会

陣上工業 xo  

゜
x 

゜ ゜
C 

゜鉄悦消建設 C 
， 

00  X 24 

゜
団依交渉 団体交渉

゜
懲戒委員会

宮士工業 c j'  

室浜野鋼業， 00  0 0 X 2 4 

゜
団体交渉

゜
c 団体交渉

゜
懲戒委員会

問吉川工業

大和工粟

関翌誡工業 ， 
南i面鵡ヂ→が•

連鉄 原〇 010  

゜
24 

゜
r -'C i C L 

協 神尾組 ， 
, " 

加藤工業

室聞運輪
つ

資料：日本鉄鋼産業労働組合連合会『関連労働者＾ソドブック．19 7 1年 i』rにiる。
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表5-3 1969年春闘要求及び回答状況

組合名 諸 要 求
スト権

回 答 内 容批 淮 玄

塁
①住宅手当ー単身 1,D D D世帯主2.0DD 賃上げ一日額 18 0円（ 4,5 0 0円）

譴勤手当ー2,4 D D円まで全額会社負担 労災特弔金ー 10 0万円

貫 ＠退職金ー 1D年 24万円、 2D年 86万5千 7 8. 1 初任給ー18オ25,0 0 0円

円 茄

太
(i）住宅手当ー単身者30 0円 賃上げ一日額 16 5円 (4,1 2 5円）

平
世帯主70 0円 労災特弔金二 1、00万円

工
＠涸勤手当ー2,4 D D円まで全額会社負担 8 3. 9 住宅手当ー1,300円通勤手当一3,600円まで

業
＠退職金ー10年 20万円、 20年 60万円 茄 安全靴ー 1,5 D D円支給作業服は必要に応じ

3 D年 12 D万円 て職場毎に貸与

吉 鴎勤手当ー全額会社負担 賃上げー4,D D D円（諸手当を含む）

JI I 
,． 

労災特弔金ー40 0万円
工 初任給ー18オ一般エ 21, 9 6 5円
業

技能エ 24, 4 6 0円

①住宅手当一世帯主 1,5 0 0円 賃上げ一日額 19 D円 (4,7 5 D円）

第 ＠通勤手当ー2,4 0 0円まで全額会社負担 労災特弔金ー 2D D万円

＠退職金ー10年 60万円年金 187,000円 9 2: 5 通勒手当ー3,6 D D円まで初任給ー 18オ
鉄

鋼 2 D年12 D万円年金 365,500円3D年 ％ 2 6, 5 D 0円 交替手当一満勤 2,0 0 0円

2 4 0万円年金 586,500円 1欠1,0 0 0円 2欠 5D D円

①家族手当一妻 1,D D D円、子 5D D円 (4子 賃上げ一日額 18 0円 (4,5 D D円）

陣 迄）・ 労災特弔金ー 2a a万円住宅手当ー 2,0a a円
上 ＠）住宅手当一世帯主t2 D D円 初任給ー 18オ 23.0 0 0円
工 ③通勤手当ー2K以遠全額会社負担 9 1. 2 運転手手当ー大型 90円、小型 50円
業

④退職金ー 10年 159,000円 2 D年 伶 粉塵手当ー 1エ数 3a円

46,000円 3D年 513,600円

橋 ①家族手当一妻 70 0円子45 0円 賃上げ一日額 18 0円 (4,5 0 0円）

本 R住宅手当一世帯主 7D D円 8 3.5 労災特弔金ー 20 0万円 安全靴一年 1足
通

③通勤手当ー全額会社負担 茄 初任給ー 18オ 25,0 DD円作業服一年1着
運

技能手当ー 15円（全員）

①家族手当一妻 1,D D D円、その他5D D円 賃上げ一日額 18 0円 (4,5 0 D円）

富 ②醗手当一世帯主3,D D D円進世帯主 初任給ー18オ 27,000円

士 2,000円単身 1,n o o円 8 4. 3 家族手当一妻 1,5 O 0円第1子 1,0 0 0円

工 ③通勤手当ー2,4 0 0円まで全額会社負担 伶 住宅手当ー3,5.0 0円通勤手当ー3,6 0 0円

業 露職金ー1.0年 300,000円 安全靴ー1足目 50伶支給

20年76 2,5 0 D円 30年1,175,000円

神 鴎族手当 一妻40 0円子20 0円 賃上げ一日額1.8 o円(4,5 D D円）

尾 ②住宅手当一世帯主 1,D D D円 8 3. 3 疇手当一妻60 0円第 1子 30 0円

組 伶 退職金ー20年まで 50万円

幌
露族手当一妻30 0円子 30 0円（ 5人迄） 賃上げ一日額 18 D円 (4,5 D D円）

清
⑫)住宅手当一世帯主1,D D D円 労災特弔金ー 2D D万円 住宅手当— 1, 5 DD円

建
③通勤手当ー 1,D D 0円まで会社負担 8 6. 4 通勤手当ー1,5 D D円まで

設
④退職金ー1D年 8□, D D D円 2 D年 伶 退職金ー20年で 90万円 ， 

800,000円 3 D年 1,1 D □, D D D円

ヂ
①家族手当一妻 1,0 0 0円子50 0円(4子迄） 賃上げ一日額 18 0円(4,5 0 0円）

1 
⑨醗手当ー 3ヶ月毎に 1,2 0 0円 9.1. 4 労災特弔金ー20 0万円 住宅手当ー2,000円

③通勤手当ー2,400円まで会社負担 伶 初任給ー 18オ 23, D D D円
ゼ

④退職金一 10年 122,400円 2 0年 通勤手当一国鉄利用者のみ全額
Iレ

306,000円 30年 510,000円 特別手当ー 1エ数 90円 半工数50円

資料：鉄鋼労連北海道地方協議会『 19 7 0年度定期大会議案書』による。

-3 6 9-



こ/l)ような指芍を行なう組合執行部に対する一般組合員の不・満は非常に強く、今回行なった社外

工労働者調査では大半の労働者が、現在の執行部を・「頼りにならない組合」．「御用組合」ときめ

つけている。また、現執行委員の中にも、全社外工労働組合共同の統一賃金闘争に疑問をもち、「今

度はチャ‘ノピオン闘争ぐらいしなければ我々もだまっていられないんでないかというわけです。今ま

では関連協全体のことを考えて全体の賃金を上げようということでやってきたけど、やっぱり今後は

チャソビォソ闘争をやるべきだ」 (s氏、 30オ、第 1鉄鋼線材係材料精整班）という声が出てきて

いる。

しかし、このような不満も、 「確かに今の 3役は駄目だという批判はあるね。だから批判票も出

ている。でも、それに替って、やってやろうという人がいないのね3 立候補しても組合から推せんさ

れないと、まず落ちるから。それに組合運動を本当にやってやろうといぅ人がいないのね。リーダー

になれるような学歴のある奴は、会社で事務関係に入れてしまうし、それから他のちょっとした頭の

いい奴は、作業長なんかになってしまう。それが残念なことの 1つですれ3 」(s氏、 34オ、第 1

鉄鋼H形鋼係クレーン班）ということによって顕在化されず、現執行部の再選という形を取らざるを

得ないのが現状である。

以上、 65年以降の社外工労働組合運動の特徴についてみてきたが、最大の特徴点は、本工労働

組合の右腐的再編成の中で右傾化せざるを得なかったことである。鉄鋼独占資本は、こうした社外工

労働組合の右傾化という状況の中で、下請社外企業の「育成」や大々的な業務の下請移管や経営労務

管理体制の「近代化」や労働強化等の「合理化」を行なってきたのである。しかし、その結果は、社

外工労働力の比重を高めると同時に、社外工労働力を陶冶することにもなってきている。社外工労働

者は、「昔と比べて意識虞菱りましたね昔は組合の委員に出るのも立候補ではなく、いやいやさせ

られてね。それで、闘争やるにしても新日鉄まで目が行きませんでしたからね。今はそうではない。

相手は新日鉄だと。各協力会社は別だと。だから新日鉄を刺激しなければ駄目だということですから

捻そうし：う点では大分変ってきましたね。」 (M氏、 42オ、第 1鉄鋼条鋼係）という言葉から分

るように、真の闘争相手を見きわめるようになってきたのである。すなわち｀社外工労働者は、意識

面でも鉄鋼独占体の死命を左右するまでにその認識を高めてきつつあるといえる。次の社外工労働者

の言葉は、まさに鉄鋼独占体の肝を霞憾させずにはおかないものであろう。

' 「我々がストをすれば会社は困るけれど、それ以上に大手（新日鉄）が困るという•ことで生産が

止るだろうね。うちの会社以上に新日鉄が痛手を受けて生産はストップしてしまう。ボクらの場合、

自分の会社をつぶしても新日鉄はつぶれないから、仕事そのものは会社が変ってもある。でも、第 1

鉄鋼の場合、新日鉄の急所々々の仕事をやってますから、仮にストをして会社がつぶれても、従業員

が散ってゆくということはない。なぜなら•それでは新日鉄もやってゆけないから。だから労働者を

そのままにしておいた方が新日鉄も得なわけですね。まあ、ストをしても第 1鉄鋼はつぶれないで、

今のままあるでしょうね」 (s氏、 34才、第 1鉄鋼H形鋼係クレーソ班）。

＜注＞
(1) 陣上工業労働組合機関紙「労睦」.1 9 6 9年3月 10日。
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産業教育計画研究施設研究報告書・研究紀要既刊

研究報告第 1号 腺業の近代化と座民の生活意欲第 1編 ・・・…………………昭和 37年 6月

ー農業未共同化グループと共同化グループの比較研究一 品 切

／， 第 2号 腺業の近代化と腺民の生活意欲第 2綱……………………昭和 38年 3月

一疇未共同化グループと共同化グループの比較研究ー 品 切

／， 第 3号 産業社会における教育の役割…………………………………昭和 39年 11月

一賃金決定における教育要因の分析一ー 品 切

,, 第 4号 労働類型と熟練形成過程 .........................,.................... ． 昭和 39年 11月

品切

II 第 5号 坤城開発と学卒労働力移動……………………………………昭和 39年 1・1月

—北海道における中・高・大学卒業者の労働市場圏の研究一— 品 切

／， 第 6号 地域開発と産業教育 I ・地域開発と地域社会変動構造••…•昭和 4 0年 10月

ー道央°苫小牧リージョンを中心とした地域変動の実証的研究ー， 残部僅少

／， 第 7号 抑城開発と産業教育II・労働移動と職業意識 ………………昭和 4‘1年 5月

一苫小牧地方労働市場の変動構造と産業教育訓練生の意識構造一 品． 切

／， 第 8号 抽城開発と産業教育IlI・地域開発と労働者教育 …………•••昭和 4 2年 1O月

一苫小牧地域工業化にともなう産業教育の展開過程に関する実証的研究一-

残部催少

II 第 9号 建設業の構造変化にともなう建設職人層の賃労働者化と労働組合運動……

昭和 46年 7月

ー親方制的雇用構造の解体過程の進行と養成訓練の変容に関する実証的

研究―- 残部僅少

II 第 10号 教育とコソピューダ ………………..••••…....…••••••・・・・・＼昭和 4 6年 7月

残部僅少

研究紀要第 1号 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．..…•.．....．,•.....．...．．．．昭和 4 3年 11月

論文：アジア地域労働の質の比較研究（中間報告）

腿業近代化と農業後継者教育

地域工業化に伴う殷村社会変動と膜民教育

残部僅少

し。
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